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うるま市告示第１００号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定により、令和６年４月第１７４回

うるま市議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

 

令和６年４月５日 

 

うるま市長 中村 正人 

 

１ 招集の期日 

令和６年４月１２日 

 

２ 招集の場所 

うるま市議会議場 

 

３ 付議すべき事件 

（１）議席の一部変更 

（２）副議長の選挙 

（３）常任委員会委員の所属変更について 

（４）議会運営委員会委員の選任について 

（５）中部北環境施設組合議会議員の補欠選挙 

（６）うるま市選挙管理委員補充員の選挙 

（７）中部東道路整備の早期実現を求める意見書 

（８）議員派遣の件 
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会 期 及 び 日 程 
 

自 令和６年４月12日  
１日間 

至 令和６年４月12日  
 

月 日 曜 種 別 日     程 備     考 

４月12日 金 本会議 

 

議席の一部変更 

会期の決定 

副議長の選挙 

常任委員会委員の所属変更について 

議会運営委員会委員の選任について 

中部北環境施設組合議会議員の補欠選

挙 

うるま市選挙管理委員補充員の選挙 

中部東道路整備の早期実現を求める意

見書 

議員派遣の件 
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上 程 案 件 の 処 理 結 果 

 

議 案 

番 号 
件     名 発 案 者 

提 出 

月 日 

処 理 

月 日 
結 果 

選 挙 

第２号 
副議長の選挙 議   長 

令和６年 

４月12日 

令和６年 

４月12日 

当 選 人 

(藏根 武) 

選 挙 

第３号 
中部北環境施設組合議会議員の補欠選挙 〃 〃 〃 

当 選 人 

(真壁朝弘) 

選 挙 

第４号 
うるま市選挙管理委員補充員の選挙 〃 〃 〃 

当 選 人 

島袋邦子 

宮城慶子 

大浦茂德 

山城昌承 

発 議 

第３号 
中部東道路整備の早期実現を求める意見書 

建設委員会 

委員長 

真栄城 隆 

〃 〃 原案可決 
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◎ 応招した議員 

 

真栄城   隆 議員  伊 礼   正 議員 

高 屋   優 議員  宮 城 一 寿 議員 

糸 数 昌 宗 議員  仲 程   孝 議員 

伊 盛 サチ子 議員  又 吉 法 尚 議員 

金 城 加奈栄 議員  下 門   勝 議員 

国 吉   亮 議員  天 願 久 史 議員 

伊 波 良 明 議員  比 嘉 直 人 議員 

神 田 洋 一 議員  國 場 正 剛 議員 

平 良 一 雄 議員  大 城   直 議員 

真 壁 朝 弘 議員  佐久田   悟 議員 

幸 喜   勇 議員  兼 本 光 治 議員 

玉 元 哉 世 議員  藏 根   武 議員 

玉 城 政 哉 議員  伊 波   洋 議員 

池宮城 善 伸 議員   

 

 

 

◎ 欠員３名 
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第174回うるま市議会（臨時会）会議録 
（１日間） 

 

◎ 令和６年４月12日（金） （１０時０４分 開会） 

 

◎ 出席議員（27名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  19番 下 門   勝 議員 

６番 国 吉   亮 議員  20番 天 願 久 史 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  25番 大 城   直 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  27番 佐久田   悟 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

14番 池宮城 善 伸 議員   

 

 

◎ 欠席議員（なし） 

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 事務局出席者  

議会事務局長 知 念 義 浩  調査広報係長 伊 禮 君 人 

議 事 課 長 石 川 秀 吉  
調 査 広 報 係 

主 任 主 事 
山 城   太 

議会総務係長 伊 藤   靖  議事係主任主事 長 嶺 由 樹 

議 事 係 長 森 根 元 気    
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◎ 議事日程第１号 

第１．議席の一部変更 

第２．会議録署名議員の指名 

第３．会期の決定 

第４．選挙第２号 副議長の選挙 

第５．常任委員会委員の所属変更について 

第６．議会運営委員会委員の選任について 

第７．選挙第３号 中部北環境施設組合議会議員の補欠選挙 

第８．選挙第４号 うるま市選挙管理委員補充員の選挙 

第９．発議第３号 中部東道路整備の早期実現を求める意見書 

第10．議員派遣の件 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） ただいまから令和６年４

月第174回うるま市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第１号のとおりです。 

 この際、諸般の報告を行います。 

 令和６年３月21日付、松田久男議員より議長宛

て、議員辞職願が提出され、地方自治法第126条

の規定により、議長が令和６年３月31日をもって

辞職を許可しましたので報告いたします。 

 令和６年３月25日付で、監査委員から令和６年

２月分の例月現金出納検査の結果についてと、定

例監査及び行政監査の結果に関する報告がありま

した。 

 令和６年３月28日付、喜屋武力副議長より議長

宛て、議員辞職願が提出され、地方自治法第126

条の規定により、議長が同日付、辞職を許可しま

したので報告いたします。 

 令和６年４月５日に議会運営委員会を開き、臨

時会の招集について協議し、当委員会の議決を経

て、同日付で議長より市長へ臨時会の招集請求を

行いました。 

 令和６年４月５日付、市長から第174回市議会

臨時会の招集及び付議事件について、通知があり

ました。 

 令和６年４月12日付、伊波洋議員より議長宛て、

議会運営委員会委員の辞任願が提出され、委員会

条例第13条の規定により、議長が辞任を許可しま

したので、報告いたします。 

 令和６年４月12日付、真壁朝弘議員より議長宛

て、常任委員会所属変更申出書の提出がありまし

た。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第１．議席の一部変更を議題とします。 

 今回、議員辞職及び議員の所属会派の変更によ

り、会議規則第４条第３項の規定に基づき、議席

の一部変更を行います。 

 議席の一部変更については、お手元に配付して

あります変更議席表のとおり、伊礼正議員の議席

を１番から15番に、真栄城隆議員の議席を９番か

ら１番に、伊波洋議員の議席を15番から30番に、

平良一雄議員の議席を21番から９番に変更いたし

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 
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 日程第２．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、下門勝議員、天願久史議員を指名しま

す。 

 日程第３．会期の決定を議題とします。 

 今臨時会の会期については、あらかじめ議会運

営委員会で御協議をいただいております。その結

果について、議会運営委員長へ報告を求めます。

大城直議会運営委員長。 

○議会運営委員長（大城 直） 皆さん、おはよ

うございます。議会運営委員会委員長報告を行い

ます。 

 ４月５日及び本日開かれました議会運営委員会

の協議結果について御報告いたします。 

 今臨時会の会期は、会期及び日程表のとおり、

本日４月12日の１日間とすることで、協議が整っ

ております。 

 議席の一部変更から議員派遣の件までの10件に

ついて、議事を進めることとし、その中で発議第

３号 中部東道路整備の早期実現を求める意見書

については、提出者説明の後、質疑、委員会付託

を省略し、直ちに採決を行うことで合意を得てお

ります。 

○議長（比嘉 直人） ただいま今臨時会の会期

については、日程等も含めて御報告をいただきま

した。 

 お諮りします。今臨時会の会期は、議会運営委

員長の報告のとおり、本日４月12日の１日間とす

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、今臨時会の会期

は、本日４月12日の１日間とすることに決定しま

した。 

 休憩します。 

休 憩（１０時１０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第４．選挙第２号 副議長の選挙を行いま

す。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員は26人です。投票用紙を配

付いたします。 

（投票用紙配付） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「配付漏れなし」と言う者あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

 投票箱は異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。

白票は無効といたします。なお、投票に当たって

は被選挙人の氏名まで記載するよう、お願いいた

します。これより投票に移ります。職員の点呼に

応じて順次投票をお願いします。 

 それでは点呼を命じます。 

○議事課長（石川 秀吉） それでは、これより

順次点呼をいたしますので、呼び上げた順序で投

票をお願いいたします。 

（点  呼） 

（投  票） 

○議長（比嘉 直人） 投票漏れは、ありません

か。 

（「投票漏れなし」と言う者あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。会議規則第31条の規

定により、立会人に、真栄城隆議員及び高屋優議

員を指名します。 

 真栄城隆議員及び高屋優議員は前のほうで開票

の立会いをお願いいたします。 

（開  票） 

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数26票、有効投票26票、無効投票０票。

有効投票中、藏根武議員19票、仲程孝議員７票。

以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は７票です。 

 よって藏根武議員がうるま市議会第９代副議長
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に当選しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

 ただいま副議長に当選されました藏根武議員が

議場におられますので、会議規則第32条第２項の

規定により、本席から当選の告知をいたします。 

 藏根武議員、当選の承諾及び御挨拶を御登壇の

上、お願いいたします。 

○副議長（藏根 武） 皆さん、おはようござい

ます。今回、副議長を拝命しました藏根です。副

議長として、議長を支え、しっかりとサポートし

ていきます。うるま市の発展のため、そして市民

生活の向上のため、議会運営がスムーズに進んで

いきますよう取り組んでまいりますので、これか

らよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１０時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 この際、御報告いたします。 

 先ほど、下門勝議員から議会運営委員会委員の

辞任願が提出され、委員会条例第13条の規定によ

り、議長が辞任を許可しました。 

 次に、先ほど開かれましたうるま市議会基地対

策特別委員会において、藏根武基地対策特別委員

長から、委員長の職を辞任したいとの申出があり、

委員会条例第12条の規定により、当委員会におい

て許可されました。その後、当委員会において、

委員長の互選が行われた結果、新たな委員長に、

國場正剛議員が選任されました。以上で報告を終

わります。 

 日程第５．常任委員会委員の所属変更について

を議題とします。 

 なお、本件の議事については、真壁朝弘議員は

地方自治法第117条の規定によって、除斥されま

すので、退席を求めます。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４８分） 

（真壁朝弘議員 退席） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４８分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 教育福祉委員会委員の真壁朝弘議員から建設委

員会に委員会の所属を変更したいとの申出があり

ます。 

 お諮りします。真壁朝弘議員からの申出のとお

り委員会の所属を変更することに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、真壁朝弘議員の

委員会の所属を変更することに決定いたしました。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４９分） 

（真壁朝弘議員 着席） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第６．議会運営委員会委員の選任について

を議題とします。 

 ただいま欠員となっております議会運営委員会

委員の選任については、委員会条例第７条第１項

の規定により、議長が会議に諮って指名すること

になっております。 

 お諮りします。平良一雄議員、真壁朝弘議員、

国吉亮議員、藏根武議員を議会運営委員会委員に

指名したいと思います。これに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、平良一雄議員、

真壁朝弘議員、国吉亮議員、藏根武議員を議会運

営委員会委員に選任することに決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１１時５０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 この際、御報告いたします。 

 先ほど、開かれました議会運営委員会において、

真栄城隆議会運営副委員長から副委員長の職を辞



― 9 ― 

任したいとの申出があり、委員会条例第12条の規

定により、当委員会において許可されました。そ

の後、当委員会において、副委員長の互選が行わ

れた結果、新たな副委員長に、平良一雄議員が選

任されました。以上で報告を終わります。 

 日程第７．選挙第３号 中部北環境施設組合議

会議員の補欠選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法につきましては、地

方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、

指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法につきましては、議

長において指名したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、議長が指名する

ことに決定しました。 

 中部北環境施設組合議会議員には、真壁朝弘議

員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました真

壁朝弘議員を、当選人と決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名し

ました真壁朝弘議員が、中部北環境施設組合議会

議員に当選されました。 

 ただいま当選されました真壁朝弘議員が議場に

おられますので、会議規則第32条第２項の規定に

より当選の告知をいたします。 

 日程第８．選挙第４号 うるま市選挙管理委員

補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法につきましては、地

方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、

指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法につきましては、議

長において指名したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、議長が指名する

ことに決定しました。 

 うるま市選挙管理委員補充員には、島袋邦子氏、

宮城慶子氏、大浦茂德氏、山城昌承氏を指名しま

す。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました

方々を、うるま市選挙管理委員補充員の当選人と

定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、ただいま指名し

ました方々がうるま市選挙管理委員補充員に当選

されました。 

 次に、補充員の順位について、お諮りします。

補充員の順位は、第１位に島袋邦子氏、第２位に

宮城慶子氏、第３位に大浦茂德氏、第４位に山城

昌承氏の順位にしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 日程第９．発議第３号 中部東道路整備の早期

実現を求める意見書を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。真栄城隆建設委員長。 

○建設委員長（真栄城 隆）  
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沖
縄
ブ
ロ
ッ
ク
新
広
域
道
路
交
通
計
画
に
て
高
規
格

道
路
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
「
構
想
路
線
」
と
し
て
、
平
安
座
島
に
立
地
す
る
沖
縄
油
槽
所

か
ら
の
燃
料
輸
送
道
路
と
し
て
の
役
割
や
、
那
覇
空
港
や
那
覇
港
、
中
城
湾
港
の
重
要
港
湾
等
を
結

ぶ
物
流
道
路
、
第
３
次
医
療
機
関
に
指
定
さ
れ
る
中
部
病
院
へ
の
搬
送
時
間
短
縮
を
可
能
と
す
る
道

路
、
沖
縄
本
島
中
部
東
海
岸
地
域
の
渋
滞
解
消
に
寄
与
す
る
道
路
と
し
て
も
平
常
時
・
災
害
時
を
問

わ
な
い
道
路
と
し
て
重
要
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
 

 
こ
れ
ま
で
、
一
日
も
早
い
実
現
を
目
指
し
、
令
和
４
年
10
月
に
中
部
東
道
路
早
期
実
現
「
う
る
ま

市
期
成
会
」
が
発
足
し
、
令
和
５
年
２
月
に
開
催
さ
れ
た
中
部
東
道
路
早
期
実
現
「
決
起
集
会
」
に

は
、
市
民
・
各
種
団
体
約
1,
50
0人

が
集
い
、
中
部
東
道
路
を
望
む
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
。
 

 
ま
た
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
は
、
国
道
24
9号

や
自
動
車
専
用
道
路
な
ど
の
幹
線
道

路
に
お
い
て
土
砂
崩
れ
等
に
よ
り
通
行
止
め
に
な
る
な
ど
、
支
援
物
資
や
救
援
部
隊
の
移
動
輸
送
な

ど
に
多
大
な
支
障
が
生
じ
、
道
路
整
備
の
重
要
性
が
明
白
と
な
っ
た
。
自
然
災
害
等
か
ら
市
民
の
命

を
守
る
た
め
に
も
、
複
数
の
道
路
ア
ク
セ
ス
や
道
路
強
靭
化
を
確
保
す
る
必
要
性
は
非
常
に
高
ま
っ

て
い
る
状
況
で
あ
る
。
 

 
よ
っ
て
、
本
市
の
経
済
的
発
展
や
緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
の
課
題
解
決
の
た
め
に
、
中
部
東
道
路

整
備
計
画
の
早
期
実
現
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
要
請
す
る
。
 

 

記
 

 １
．
中
部
東
道
路
に
つ
い
て
国
の
重
要
政
策
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
 

２
．
中
部
東
道
路
を
構
想
路
線
か
ら
調
査
路
線
へ
格
上
げ
を
行
う
こ
と
 

  
以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
４
月
12
日
 

沖
縄
県
う
る
ま
市
議
会
 

 あ
て
先
 

 
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
財
務
大
臣
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○議長（比嘉 直人） 以上で、提出者の説明は

終わりました。 

 お諮りします。ただいま議題となっております

案件については、質疑、委員会付託及び討論を省

略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付

託及び討論を省略し、直ちに採決に入ることに決

定しました。 

 休憩します。 

休 憩（１３時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 これより採決に入ります。採決は起立により行

います。発議第３号 中部東道路整備の早期実現

を求める意見書に賛成の議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員です。よって、本案は原案のとおり可

決されました。 

 なお、宛先につきましては、沖縄及び北方対策

担当大臣、国土交通大臣、財務大臣へ議長及び建

設委員長から手交することといたします。 

 日程第10．議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。本件は、会議規則第167条の規

定により、お手元に配付してあります議員派遣の

件のとおり議員を派遣することに、御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、お手元に配付い

たしました議員派遣の件のとおり、派遣すること

に決定いたしました。 

 なお、派遣の内容に変更が生じた場合は、議長

に一任願います。 

 

 

議 員 派 遣 の 件 

 

令和６年４月12日 

 

 次のとおり議員を派遣する。 

 

１．建設委員会 要請行動 

（１）目  的 

   「中部東道路整備の早期実現を求める意見書」を手交し要請するため 

 

（２）派遣場所 

   内閣府、国土交通省、財務省 

 

（３）派遣期間 

   令和６年５月13日～14日 

 

（４）派遣議員 

         議  長 比嘉 直人 

   建設委員会 委 員 長 真栄城 隆 
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 休憩します。 

休 憩（１３時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５８分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 お諮りします。今臨時会で議決された事件の条

項、字句、数字、その他の整理を要するものにつ

きましては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任されたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、今臨時会で議決

されました事件の条項、字句、数字、その他の整

理を要するものにつきましては、その整理を議長

に委任することに決定いたしました。 

 以上で、今臨時会の日程は全て終了しましたの

で、会議を閉じます。 

 これをもって令和６年４月第174回うるま市議

会臨時会を閉会します。 

閉 会（１４時００分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

１９番議員  下 門   勝 

 

２０番議員  天 願 久 史 

 

 

 



 

 

 

 

令和６年 

第175回うるま市議会会議録 
 

 

 

 

 

  
 臨 時 会 

  
 

 

 

 

 

 

第175回臨時会 
令和６年５月28日（開 会） 
令和６年５月28日（閉 会） 
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うるま市告示第１２０号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定により、令和６年５月第１７５回

うるま市議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

 

令和６年５月２１日 

 

うるま市長 中村 正人 

 

１ 招集の期日 

令和６年５月２８日 

 

２ 招集の場所 

うるま市議会議場 

 

３ 付議すべき事件 

（１） 専決処分の承認について（うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び

不均一課税に関する条例の一部を改正する条例） 

（２） 専決処分の承認について（うるま市税条例の一部を改正する条例） 

（３） 専決処分の承認について（うるま市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

及びうるま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例） 

（４） 専決処分の承認について（うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

（５） 専決処分の承認について（うるま市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す

る条例の一部を改正する条例） 

（６） 専決処分の承認について（令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１号）） 

（７） 教育長の任命について 
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会 期 及 び 日 程 
 

自 令和６年５月28日  
１日間 

至 令和６年５月28日  
 

月 日 曜 種 別 日     程 備     考 

５月28日 火 本会議 

 

会期の決定、議案提案説明、質疑、委

員会付託、委員長報告、質疑、討論、

採決 

 

全員協議会 
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上 程 案 件 の 処 理 結 果 

 

議 案 

番 号 
件     名 発 案 者 

提 出 

月 日 

処 理 

月 日 
結 果 

承 認 

第３号 

専決処分の承認について（うるま市地方活力

向上地域における固定資産税の課税免除及び

不均一課税に関する条例の一部を改正する条

例） 

市 長 
令和６年 

５月28日 

令和６年 

５月28日 
承  認 

承 認 

第４号 

専決処分の承認について（うるま市税条例の

一部を改正する条例） 
〃 〃 〃 〃 

承 認 

第５号 

専決処分の承認について（うるま市指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例

及びうるま市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例） 

〃 〃 〃 〃 

承 認 

第６号 

専決処分の承認について（うるま市国民健康

保険税条例の一部を改正する条例） 
〃 〃 〃 〃 

承 認 

第７号 

専決処分の承認について（うるま市水道事業

の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す

る条例の一部を改正する条例） 

〃 〃 〃 〃 

承 認 

第８号 

専決処分の承認について（令和６年度うるま

市一般会計補正予算（第１号）） 
〃 〃 〃 〃 

議 案 

第44号 
教育長の任命について 〃 〃 〃 同  意 
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◎ 応招した議員 

 

真栄城   隆 議員  池宮城 善 伸 議員 

高 屋   優 議員  伊 礼   正 議員 

糸 数 昌 宗 議員  宮 城 一 寿 議員 

伊 盛 サチ子 議員  仲 程   孝 議員 

金 城 加奈栄 議員  又 吉 法 尚 議員 

国 吉   亮 議員  天 願 久 史 議員 

伊 波 良 明 議員  比 嘉 直 人 議員 

神 田 洋 一 議員  國 場 正 剛 議員 

平 良 一 雄 議員  大 城   直 議員 

真 壁 朝 弘 議員  佐久田   悟 議員 

幸 喜   勇 議員  兼 本 光 治 議員 

玉 元 哉 世 議員  藏 根   武 議員 

玉 城 政 哉 議員  伊 波   洋 議員 

 

 

 

◎ 応招しなかった議員 

 

下 門   勝 議員   

 

 

 

◎ 欠員３名 
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第175回うるま市議会（臨時会）会議録 
（１日間） 

 

◎ 令和６年５月28日（火） （１０時００分 開会） 

 

◎ 出席議員（26名） 

１番 真栄城   隆 議員  14番 池宮城 善 伸 議員 

２番 高 屋   優 議員  15番 伊 礼   正 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  17番 仲 程   孝 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

６番 国 吉   亮 議員  20番 天 願 久 史 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  25番 大 城   直 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  27番 佐久田   悟 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

 

 

◎ 欠席議員（１名） 

19番 下 門   勝 議員   

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 説明のための出席者 

市 長 中 村 正 人  防災広報対策部長 大 田 義 浩 

副 市 長 佐久川   篤  福 祉 部 長 幸 地 美 和 

教 育 長 嘉手苅 弘 美  こども未来部長 上 原 利恵子 

総 務 部 長 山入端 立 也  こども未来部参事 上運天   健 

企 画 部 長 金 城 和 明  市民生活部長 松 岡 秀 光 

財 務 部 長 島 袋 史 朗  市民生活部参事 古 謝 哲 也 
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経済産業部長 岸 本   力  消防本部参事 福 地 常 勝 

農林水産部長 座喜味 達 也  社会教育部長 川 端   登 

都市建設部長 名嘉眞   睦  社会教育部参事 兼 城 哲 夫 

都市建設部参事 田 場 直 樹  学校教育部長 大 里 元 児 

水 道 部 長 座間味   修  会 計 管 理 者 安慶名 優 子 

消 防 長 新 垣   隆  総務政策課長 諸見里 直 樹 

 

 

◎ 事務局出席者  

議会事務局長 知 念 義 浩  調査広報係長 伊 禮 君 人 

議 事 課 長 石 川 秀 吉  
調 査 広 報 係 

主 任 主 事 
山 城   太 

議 事 係 長 森 根 元 気  議事係主任主事 長 嶺 由 樹 
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◎ 議事日程第１号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．会期の決定 

第３．承認第８号 専決処分の承認について（令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１号）） 

第４．承認第３号 専決処分の承認について（うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税

免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例） 

第５．承認第４号 専決処分の承認について（うるま市税条例の一部を改正する条例） 

第６．承認第７号 専決処分の承認について（うるま市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理

者に関する条例の一部を改正する条例） 

第７．承認第５号 専決処分の承認について（うるま市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例及びうるま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例） 

第８．承認第６号 専決処分の承認について（うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

第９．議案第44号 教育長の任命について 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） ただいまから令和６年５

月第175回うるま市議会臨時会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第１号のとおりです。 

 この際、諸般の報告を行います。 

 令和６年４月25日付及び令和６年５月27日付、

監査委員から令和６年３月分及び令和６年４月分

の例月現金出納検査の結果について報告がありま

した。 

 令和６年４月25日、第99回九州市議会議長会定

期総会が熊本市で開催され、議長が出席をいたし

ました。 

 令和６年４月30日、沖縄振興拡大会議が那覇市

で開催され、議長が出席をいたしました。 

 令和６年５月８日、第54回中部市議会議長会定

期総会が宜野湾市で開催され、議長が出席をいた

しました。 

 令和６年５月16日から17日にかけて、議長と建

設委員長が上京し、４月臨時会で議決しました沖

縄及び北方対策担当大臣、国土交通大臣、財務大

臣宛の発議第３号 中部東道路整備の早期実現を

求める意見書を沖縄振興局長、国土交通大臣、財

務副大臣へ手交してまいりました。 

 令和６年５月21日付、市長から第175回市議会

臨時会の招集及び付議事件について通知がありま

した。 

 令和６年５月21日、全国市議会議長会第236回

理事会が東京都で開催され、議長が出席をいたし

ました。 

 令和６年５月22日、第100回全国市議会議長会

定期総会が東京都で開催され、議長が出席をいた

しました。本定期総会では、本市から議員20年以

上の市政発展功労者として、下門勝議員が特別表

彰されました。 

 なお、この件に関する被表彰者への伝達式は、

６月定例会開会日に執り行いたいと思いますので、

御承知おきください。以上で諸般の報告を終わり

ます。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 
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 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、國場正剛議員、大城直議員を指名しま

す。 

 日程第２．会期の決定を議題とします。 

 今臨時会の会期については、あらかじめ議会運

営委員会で御協議をいただいております。その結

果について、議会運営委員長へ報告を求めます。

大城直議会運営委員長。 

○議会運営委員長（大城 直） おはようござい

ます。議会運営委員長報告を行います。 

 去る５月24日に開かれました、議会運営委員会

の協議結果について御報告いたします。 

 まず、今臨時会の会期は、本日５月28日の１日

間とすることで協議が整っております。日程等に

つきましては、執行部提出議案の提案説明を受け

た後、議案研究として20分間の休憩時間を設け、

その間に質疑を予定している議員は事務局に質疑

通告書を提出すること。 

 次に、執行部提出議案の質疑終了後は、各議案

をそれぞれ所管の常任委員会へ付託し、審査を行

います。 

 委員会審査終了後は、全員協議会を開催し委員

会審査結果の報告及び各議員の議事対応等を確認

いたします。 

 その後、本会議を再開し委員長報告、質疑、討

論、採決の流れで議事を進めることで合意を得て

おります。 

○議長（比嘉 直人） ただいま今臨時会の会期

については、日程等も含めて御報告をいただきま

した。 

 お諮りします。今臨時会の会期は、議会運営委

員長の報告のとおり、本日５月28日の１日間とす

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、今臨時会の会期

は、本日５月28日の１日間とすることに決定しま

した。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第３．承認第８号 専決処分の承認につい

て（令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１

号））から日程第９．議案第44号 教育長の任命

についてまでの７件を一括して議題とします。 

 順次、提出者の説明を求めます。財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 議員の皆様、おはよ

うございます。 

 承認第８号、承認第３号、承認第４号につきま

して、続けて説明させていただきます。 

 まず、承認第８号について御説明いたします。 

 承認第８号 専決処分の承認について（令和６

年度うるま市一般会計補正予算（第１号））。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページの専決処分書をお願いいたします。

専決処分書。地方自治法第179条第１項の規定に

より、議会を招集する時間的余裕がないと認め、

次のとおり専決処分する。 

 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１

号）。 

 理由 食料等の物価高騰に直面し、影響を特に

受ける令和６年度住民税非課税世帯、住民税均等

割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯や国民の

負担を緩和することを目的として令和６年度所得

税及び個人住民税の定額減税の実施に伴い減額し

きれない納税者に対し、生活の支援を行う観点か

ら、速やかに低所得世帯支援給付金及び子育て世

帯生活支援特別給付金や定額減税補足給付金の給

付を実施するため、給付事務に関連する窓口業務

やシステム改修等を早期に実施する必要があるが、

議会を招集する時間的余裕がないことから、地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分する。 

 令和６年５月10日、うるま市長 中村正人。 

 次に、専決処分の内容について御説明いたしま

す。 

 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１号）
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の１ページをお願いいたします。 

 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１

号）。 

 令和６年度うるま市の一般会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条第１項 歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,731万4,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ733億6,507万7,000円とする。第２項 歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年５月10日、うるま市長 中村正人。 

 ３ページをお願いいたします。第１表 歳入歳

出予算補正。１歳入、16款国庫支出金8,731万

4,000円の補正増は、物価高騰対策重点支援地方

創生臨時交付金の新規追加によるものでございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。２歳出、２款総

務費6,900万円の補正増は、定額減税補足給付金

事業の新規追加によるものでございます。 

 ３款民生費1,831万4,000円の補正増は、新たな

低所得世帯支援給付金給付事業の新規追加による

ものでございます。 

 なお、５ページ以降に予算説明書としまして、

歳入歳出補正予算事項別明細書等を添付してござ

いますので、御参照の上、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、承認第３号について御説明いたし

ます。 

 承認第３号 専決処分の承認について（うるま

市地方活力向上地域における固定資産税の課税免

除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する

条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページをお願いいたします。専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、議会を

招集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専

決処分する。 

 うるま市地方活力向上地域における固定資産税

の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例（別紙）。 

 令和６年３月30日、うるま市長 中村正人。 

 理由 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地

方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用

される場合等を定める省令等の一部を改正する省

令が令和６年３月30日に公布されたことに伴い、

うるま市地方活力向上地域における固定資産税の

課税免除及び不均一課税に関する条例についても

直ちに改正し公布する必要があり、地方自治法第

179条第１項の規定により専決処分する。 

 次ページが公布した条例になっております。今

回の改正につきましては、奄美群島振興開発特別

措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の

一部を改正する省令において、４つの法律が一括

して改正されております。その中の地域再生法の

省令改正に伴い、うるま市地方活力向上地域にお

ける固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例の適用期間を改正前

の期限である「令和６年３月31日」から２年間延

長し「令和８年３月31日」まで延長するものでご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、承認第４号について御説明いたし

ます。 

 承認第４号 専決処分の承認について（うるま

市税条例の一部を改正する条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページをお願いいたします。専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、議会を

招集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専

決処分する。 

 うるま市税条例の一部を改正する条例（別紙）。 
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 令和６年３月30日、うるま市長 中村正人。 

 理由 地方税法の一部を改正する法律（令和６

年法律第２号）が令和６年２月21日に公布及び施

行されたこと並びに地方税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月30日

に公布されたことに伴い、うるま市税条例につい

ても直ちに改正し、公布する必要があり、地方自

治法第179条第１項の規定により専決処分する。 

 次のページ以降が専決処分した条例でございま

す。今回、主な改正点としては５つございます。 

 １点目は、職権による減免を可能とする規定の

追加でございます。これは個人住民税、固定資産

税の減免について、減免事由に該当することが明

らかで、かつ減免する必要があると市長が認める

場合に職権による減免を可能とする規定を追加す

るものでございます。 

 ２点目は、能登半島地震災害の被災者に係る個

人住民税の特別措置でございます。内容は能登半

島地震災害により、住宅や家財等の資産に損失が

生じたものを令和５年中に生じたものとして、令

和６年分の個人住民税において、損失金額を雑損

控除の適用対象とすることができるよう改正する

ものでございます。 

 ３点目は、個人住民税の特別税額控除に係る規

定の新設でございます。内容につきましては、令

和６年度分の個人住民税所得割から納税者及び配

偶者を含めた扶養家族１人につき１万円の減税を

実施する定額減税に伴う改正でございます。 

 ４点目は、新築認定長期優良住宅特例に係る申

告見直しに係るものでございます。新築認定長期

優良住宅に係る特例につきましては、マンション

管理組合の管理者などから必要書類の提出があり、

要件に該当することが認められる場合につきまし

ては、マンション区分所有者それぞれからの申告

がなくても適用することを可能にするものでござ

います。 

 ５点目は、固定資産税の負担調整措置等の延長

に係るものでございます。内容につきましては、

現行の土地に係る固定資産税等の負担調整措置等

について期間を３年間延長するものでございます。

以上が改正内容でございます。 

 なお、附則において施行期日及び経過措置をそ

れぞれ定めてございます。説明は以上になります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） おはようございます。

承認第７号について御説明いたします。 

 承認第７号 専決処分の承認について（うるま

市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者

に関する条例の一部を改正する条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお願いいたします。専決処分書。地

方自治法第179条第１項の規定により、議会を招

集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専決

処分する。 

 うるま市水道事業の布設工事監督者及び水道技

術管理者に関する条例の一部を改正する条例（別

紙）。 

 令和６年３月29日、うるま市長 中村正人。 

 理由 生活衛生等関係行政の機能強化のための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令が令和６年

３月29日に公布されたことに伴い、うるま市水道

事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関す

る条例についても直ちに改正し、公布する必要が

あり、地方自治法第179条第１項の規定により専

決処分する。 

 ３ページが専決処分した条例でございます。今

回の改正につきましては、先ほどの専決処分の理

由にありました生活衛生等関係行政の機能強化の

ための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、

水道法の一部改正が行われており、水道法による

権限を「厚生労働大臣」から「国土交通大臣及び

環境大臣」へ移管されることを受けて、当該条例

の第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通

大臣及び環境大臣」に改めるものでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろしく
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お願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） おはようございます。

それでは承認第５号について御説明いたします。 

 承認第５号 専決処分の承認について（うるま

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及

びうるま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページをお願いいたします。専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、議会を

招集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専

決処分する。 

 うるま市指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例及びうるま市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例（別紙）。 

 令和６年３月30日、うるま市長 中村正人。 

 理由 指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の

公布に伴い、うるま市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例及びうるま市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例についても直ちに改正し、公布する必要があり、

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分

する。 

 ３ページから９ページまでが公布した条例でご

ざいます。令和６年１月15日に開催された第238

回社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の改正案に係る答申等があり、令

和６年１月25日付、指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令が公布されたことに伴う条例の一部改正

でございます。 

 主な改正内容といたしまして、まず１点目は、

地域包括支援センターだけが指定を受けていた予

防プラン作成などの介護予防支援について、居宅

介護支援事業者も市町村からの指定を受けて、介

護予防支援を実施できる内容となっております。 

 ２点目は、介護予防支援、居宅介護支援に共通

して人材の有効活用及び指定居宅介護サービス事

業者との連携促進によるケアマネジメントの質の

向上の観点からテレビ電話装置その他情報通信機

器を活用したモニタリングを可能とした内容と

なっております。 

 ３点目は、指定居宅介護支援の提供に当たって、

当該利用者またはほかの利用者等の生命または身

体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を

行ってはならない内容となっております。 

 なお、改正の詳細につきましては、タブレット

に配信してあります資料、新旧対照表を御参照く

ださい。以上、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 承認第６号 

専決処分の承認について御説明いたします。 

 承認第６号 専決処分の承認について（うるま

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページをお願いいたします。専決処分書。

地方自治法第179条第１項の規定により、議会を

招集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専

決処分する。 

 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例（別紙）。 
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 令和６年３月30日、うるま市長 中村正人。 

 理由 地方税法施行令の一部を改正する政令が

令和６年３月30日に公布されたこと等に伴い、う

るま市国民健康保険税条例についても直ちに改正

し、公布する必要があり、地方自治法第179条第

１項の規定により専決処分する。 

 ３ページ目の専決処分の内容を御説明いたしま

す。 

 今回の条例の一部改正については、地方税法施

行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴

う改正及び減免申請期限を見直すため、うるま市

国民健康保険税条例の一部を改正したものであり

ます。 

 改正の内容といたしましては、１点目、後期高

齢者支援金等課税額に係る課税限度額を「22万円」

を「24万円」に引上げるものであります。 

 ２点目、低所得者に係る保険税軽減の対象世帯

の拡大を図るため、軽減判定所得の算定において

被保険者の数に乗ずべき金額を、５割軽減の対象

となる世帯は「29万円」を「29万5,000円」に、

２割軽減の対象となる世帯は「53万5,000円」を

「54万5,000円」に、それぞれ改めるものであり

ます。なお、７割軽減世帯については、改正はご

ざいません。 

 ３点目、国民健康保険税の減免を受けようとす

る者の利便性に配慮する観点から「納期限前７日」

を「納期限」に改め、期間延長を図るものであり

ます。 

 附則につきましては、改正条例の施行期日及び

適用区分が規定されております。 

 なお、改正内容の詳細については、参考資料を

配信しておりますので、御参照の上、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 副市長。 

○副市長（佐久川 篤） 議案第44号について御

説明をいたします。 

 議案第44号 教育長の任命について。 

 次の者をうるま市教育長に任命することについ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 住所 うるま市字赤道。氏名 嘉手苅弘美。生

年月日 昭和31年。 

 令和６年５月28日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由 うるま市教育長を任命するには、議

会の同意を得る必要があり提案する。 

 うるま市教育長の任命については、現職の嘉手

苅弘美氏を再任したく提案いたします。 

 次のページに履歴書を添付しておりますので、

御参照の上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 以上で提出者の説明は終

わりました。 

 提案された議案に対する質疑につきましては、

先ほど議会運営委員長の報告にもありましたよう

に、これより20分間の休憩時間を設けますので、

質疑を予定している議員はその間に質疑通告書を

事務局に提出してください。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１０時３９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第３．承認第８号 専決処分の承認につい

て（令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１

号））を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許します。伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 承認第８号 専決処分

の承認について（令和６年度うるま市一般会計補

正予算（第１号））。 

 10ページから11ページ、３款１項１目、説明欄

（１）新たな低所得世帯支援給付金給付事業につ

いて、1,831万4,000円が計上されておりますけれ

ども、この事業の説明をお聞かせください。 

 また、同説明欄の業務委託料1,062万6,000円に

ついて業務内容や契約方法など、具体的にお聞か

せください。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 伊波洋議員の質疑に

お答えいたします。 
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 歳出10ページから11ページ、３款１項１目の説

明欄（１）、新たな低所得世帯支援給付金給付事

業について御説明いたします。 

 令和６年７月以降から非課税世帯給付金及び均

等割のみ課税世帯への給付金並びにこの給付金へ

の加算として、こども加算分の給付金を実施する

ために、先行して準備する必要があるため、今回

事務費として1,831万4,000円を計上しております。 

 次に、業務委託料の1,062万6,000円につきまし

ては、主な業務内容として、窓口やコールセン

ターの対応業務及び審査業務となっており、967

万1,000円を計上しております。このほか、申請

書等含む印刷物の封緘作業等の委託料で95万5，

000円を計上し、合わせて1,062万6,000円となっ

ております。 

 今回の新たな給付金事業の受付期間を令和６年

７月から令和７年１月までを予定しておりますが、

現在、同様の給付金事業を繰越事業として、いま

だ実施しており、継続事業となるため、契約方法

といたしましては、随意契約により窓口及びコー

ルセンターの対応など引き続き実施して、市民の

皆様へ丁寧な対応に努めているところでございま

す。 

○議長（比嘉 直人） 次の質疑者……。 

 休憩します。 

休 憩（１３時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質疑者、宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 承認第８号 専決処

分の承認について（令和６年度うるま市一般会計

補正予算（第１号））。 

 11ページ、２款２項１目、説明欄（１）、定額

減税補足給付金事業について伺います。 

 まず初めに１番目、6,900万円の事業説明につ

いて。 

 ２番目に、業務委託料4,555万1,000円について、

委託契約内容と期間について伺います。よろしく

お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 宮城一寿議員の質疑

にお答えいたします。 

 承認第８号 専決処分の承認について（令和６

年度うるま市一般会計補正予算（第１号））。 

 11ページ、２款２項１目、説明欄（１）、定額

減税補足給付金事業について御説明いたします。 

 本事業は、令和６年分所得税及び令和６年度分

個人住民税の定額減税の実施に伴い、減額しきれ

ないと見込まれる方へ調整給付を行うものとなっ

ております。今回の6,900万円の事業の内容につ

きましては、給付の準備に向けた事務費分を計上

してございます。 

 それから２番目の業務委託料4,555万1,000円に

つきましては、主に３点予定しております。 

 １点目は、市民などからの間合せや相談に対応

する窓口業務等委託料。２点目に、定額減税しき

れないと見込まれる対象者を抽出するためのシス

テム改修業務委託料。３点目は、給付金の対象者

へ確認書等の送付を行う封入封緘業務委託料とし

て計上してございます。 

 期間につきましては、令和６年６月から令和７

年１月までの間を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

総務委員会へ付託し、そのうち他の委員会が関係

する予算につきましては、お手元に配付してあり

ます議案付託一覧表のとおり、それぞれ所管の委

員会へ分割して付託します。 

 日程第４．承認第３号 専決処分の承認につい

て（うるま市地方活力向上地域における固定資産

税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例）を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

総務委員会へ付託します。 

 日程第５．承認第４号 専決処分の承認につい
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て（うるま市税条例の一部を改正する条例）を議

題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

総務委員会へ付託します。 

 日程第６．承認第７号 専決処分の承認につい

て（うるま市水道事業の布設工事監督者及び水道

技術管理者に関する条例の一部を改正する条例）

を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、発言を許します。金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 皆さん、こんにちは。

承認第７号 専決処分の承認について（うるま市

水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に

関する条例の一部を改正する条例）について質疑

を行います。 

 理由については、生活衛生等関係行政の機能強

化のための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

が令和６年３月29日に公布され、専決処分とのこ

とでありましたが、水道事業の布設工事監督者及

び水道技術管理者については水道法による権限を

「厚生労働大臣」から「国土交通大臣及び環境大

臣」へ移管されるということでありました。 

 では、水道部が所管する取扱いシステムも何か

変わるのか説明を伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 金城加奈栄議員の質

疑にお答えいたします。 

 水道法の改正により、厚生労働省の業務が国土

交通省と環境省に移管されるものであり、水質ま

たは衛生に関する事務が環境省に移管となり、水

道整備に関する事務は国土交通省に移管されるも

のであります。 

 なお、本市水道事業の組織体制に変更はござい

ません。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 再質疑を行います。 

 安定した給水について、どこが所管するのか伺

いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 先ほどの答弁と同じになりますが、水質または

衛生に関する事務が環境省に、水道整備に関する

事務は国土交通省に移管されるものであります。

本市水道事業の組織体制に変更はございません。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 布設工事監督者及び

水道技術管理者の民間委託も考えられるのか、伺

いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 布設工事監督者及び水道技術管理者につきまし

ては、水道法に基づき第三者に委嘱することは可

能でありますが、民間委託については考えており

せん。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

建設委員会へ付託します。 

 日程第７．承認第５号 専決処分の承認につい

て（うるま市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例及びうるま市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例）を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

教育福祉委員会へ付託します。 

 日程第８．承認第６号 専決処分の承認につい

て（うるま市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており
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ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

市民経済委員会へ付託します。 

 休憩します。 

休 憩（１３時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第９．議案第44号 教育長の任命について

を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいま議題となっております

案件は、人事案件につき委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は委員会付

託を省略することに決定しました。 

 

 

議 案 付 託 一 覧 表 

 

◎ 総務委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

承認第８号 
専決処分の承認について（令和６年度うるま市一般会計補正予算

（第１号）） 
分割付託 

承認第３号 

専決処分の承認について（うるま市地方活力向上地域における固定

資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条

例） 

 

承認第４号 専決処分の承認について（うるま市税条例の一部を改正する条例）  

  

◎ 建設委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

承認第７号 
専決処分の承認について（うるま市水道事業の布設工事監督者及び

水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例） 
 

  

◎ 教育福祉委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

承認第８号 
専決処分の承認について（令和６年度うるま市一般会計補正予算

（第１号）） 
分割付託 

承認第５号 

専決処分の承認について（うるま市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例及びうるま市指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例） 
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◎ 市民経済委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

承認第６号 
専決処分の承認について（うるま市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例） 
 

  

◎ 付託省略（人事案件） 

議案番号 案   件   名 備 考 

議案第44号 教育長の任命について  

  

 

 以上で議案に対する質疑は全て終了しました。 

 これより委員会審査のため、暫時休憩します。 

休 憩（１３時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時４７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 お諮りします。本日の会議は議事の都合により、

あらかじめ延長したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間

は延長することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１５時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１６時５６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第３．承認第８号 専決処分の承認につい

て（令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１

号））から日程第５．承認第４号 専決処分の承

認について（うるま市税条例の一部を改正する条

例）までの３件を一括して議題とします。総務委

員長へ委員会審査の報告を求めます。伊波良明総

務委員長。 

○総務委員長（伊波 良明） これより総務委員

会委員長報告を行います。 

 

令和６年５月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

総 務 委 員 会 

委員長 伊波 良明 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 
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記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

承認第８号 
専決処分の承認について（令和６年度うるま市一般会計補正予

算（第１号）） 
承  認 

承認第３号 

専決処分の承認について（うるま市地方活力向上地域における

固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改

正する条例） 

承  認 

承認第４号 
専決処分の承認について（うるま市税条例の一部を改正する条

例） 
承  認 

  

 

 続きまして、審査の経過と結果を御報告いたし

ます。 

 承認第８号 専決処分の承認について（令和６

年度うるま市一般会計補正予算（第１号））につ

いて。初めに企画部関連について、委員から「歳

入、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金に

ついて、今後、新たな補正予算の計上も想定され

るのか」との質疑があり、当局から「新たな低所

得世帯の支援に関する10万円給付については、６

月補正で給付金を予算計上する予定であり、定額

減税に係る調整給付費は９月以降において補正予

算を計上する予定である」との答弁がありました。 

 次に、財務部関連について、委員から「定額減

税補足給付金事業業務委託料の契約方法について」

質疑があり、当局から「契約方法については、現

在調整中であり、速やかに実施していきたい」と

の答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は承認すべきものと

決しております。 

 なお、教育福祉委員会に分割付託されました関

係分についても、承認したとの報告を教育福祉委

員長から受けております。 

 次に、承認第３号 専決処分の承認について

（うるま市地方活力向上地域における固定資産税

の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例）について、委員から「当該条例の

対象地区と、これまで課税免除を受けた企業数に

ついて」質疑があり、当局から「市内における対

象地区は、具志川地区は、みどり町、安慶名、豊

原、上江洲、仲嶺、前原、西原、田場、平良川、

州崎、塩屋、昆布、川田、兼箇段、川崎、天願と

なっており、石川地区は、石川赤崎、石川白浜と

なっている。次に、与那城地区では、与那城平宮

となっており、勝連地区は、勝連南風原となって

いる。また、当該条例を根拠として、これまで課

税免除を受けた企業はない状況である」との答弁

がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は承認すべきものと

決しております。 

 次に、承認第４号 専決処分の承認について

（うるま市税条例の一部を改正する条例）につい

て、委員から「職権による減免を可能とする規定

の追加とは、どのような場合を想定しているのか」

との質疑があり、当局から「これまでは、本人の

申請に基づいての減免であったが、職権による減

免は、大規模災害が発生した場合を想定し、その

場合に職権で減免を可能とするものである」との

答弁がありました。 

 また、委員から「令和６年能登半島地震災害の

被災者に係る個人住民税の特別措置について、本
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市に該当者はいるのか」との質疑があり、当局か

ら「当該規定に基づく該当者は、本市にはいない」

との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は承認すべきものと

決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま総務委員長の報

告が終わりました。 

 その中で、承認第８号 専決処分の承認につい

て（令和６年度うるま市一般会計補正予算（第１

号））については、分割付託となっております。

これより承認第８号について、教育福祉委員長へ

委員会審査の報告を求めます。幸喜勇教育福祉委

員長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇） 教育福祉委員会

委員長報告を行います。 

 承認第８号 専決処分の承認について（令和６

年度うるま市一般会計補正予算（第１号））のう

ち、教育福祉委員会へ分割付託されました関係分

について、審査の経過と結果を御報告いたします。 

 委員から「業務委託料として1,062万6,000円が

計上されているが、業務に関わる人数や内容につ

いて」質疑があり、当局から「委託業務について

は、窓口業務委託、コールセンター業務委託、審

査業務委託の３つの業務があるが、その業務に携

わる人数として12人から13人を予定しており、人

件費が委託料の主な内容となっている」との答弁

がありました。 

 また、委員から「口座や住所を変更した支給対

象者への対応は」との質疑があり、当局から「確

認書を送付し、口座情報等を調査した上で支給に

向けて対応する」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本委員会に分割付託され

ました関係分につきましては、承認すべきものと

決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま各委員長の報告

が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告はありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。初めに、承認第８号 

専決処分の承認について（令和６年度うるま市一

般会計補正予算（第１号））を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。本案

は、委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は承認する

ことに決定しました。 

 次に、承認第３号 専決処分の承認について

（うるま市地方活力向上地域における固定資産税

の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。本案

は、委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は承認する

ことに決定しました。 

 次に、承認第４号 専決処分の承認について

（うるま市税条例の一部を改正する条例）を採決

します。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。本案

は、委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は承認する

ことに決定しました。 

 日程第６．承認第７号 専決処分の承認につい

て（うるま市水道事業の布設工事監督者及び水道

技術管理者に関する条例の一部を改正する条例）

を議題とします。建設委員長へ委員会審査の報告

を求めます。真栄城隆建設委員長。 

○建設委員長（真栄城 隆） それでは建設委員

会の報告を行います。 
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令和６年５月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

建 設 委 員 会 

委員長 真栄城 隆 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

承認第７号 
専決処分の承認について（うるま市水道事業の布設工事監督者

及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例） 
承  認 

 
  

 

 引き続き、審査の経過と結果を御報告いたしま

す。 

 承認第７号 専決処分の承認について（うるま

市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者

に関する条例の一部を改正する条例）について、

委員から「水道布設などが厚生労働省から国土交

通省の所管になることによって、耐震化など今ま

でよりもやりやすくなるのか」との質疑があり、

当局から「今回の水道法改正によって国土強靭化

や耐震化につなげるといった目的もあり、そう

いった方向に施設整備が進めやすくなると予想さ

れる」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は承認すべきものと

決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま建設委員長の報

告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告はありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。承認第７号 専決処

分の承認について（うるま市水道事業の布設工事

監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を

改正する条例）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。本案

は、委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は承認する

ことに決定しました。 

 日程第７．承認第５号 専決処分の承認につい

て（うるま市指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例及びうるま市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例）を議題とします。教育福祉委員

長へ委員会審査の報告を求めます。幸喜勇教育福
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祉委員長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇）  

 

 

 

令和６年５月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

教 育 福 祉 委 員 会 

委員長 幸喜  勇 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

承認第５号 

専決処分の承認について（うるま市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及びうる

ま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例） 

承  認 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果について御報告

いたします。 

 承認第５号 専決処分の承認について（うるま

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及

びうるま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例）について、審査に当たっては、条例の改正

内容について、執行部から説明を受けた後に質疑

を行いました。 

 委員から「介護予防支援サービスの利用者数と

それに係る給付費について」質疑があり、当局か

ら「介護予防サービスが利用できる要支援認定１

及び２の認定者が、令和６年４月時点で1,288人

となっている。給付実績は、令和６年３月の実績

として、1,391万5,233円となっている」との答弁

がありました。 

 また、委員から「新たに委託が可能な居宅介護

支援事業者が54施設あると資料にあるが、これか

ら指定していくのか」との質疑があり、当局から

「指定は強制ではなく、事業所が指定を希望した

場合にそれに対応していくことになる」との答弁

がありました。 

 また、委員から「直接委託する際の予算につい

て」質疑があり、当局から「これまで、地域包括

支援センターからの委託によって行っていたが、

今回の改正で利用者が直接、指定居宅介護事業者
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と契約することができるようになる。今後、少し

ずつ利用者が増加することが見込まれるが、急激

に増加することはないため、大幅な予算の増額に

はならないと考えている」との答弁がありました。 

 また、委員から「今回の改正によるメリットは」

との質疑があり、当局から「地域包括支援セン

ターの受託件数増加に伴って、対応が厳しくなっ

ている状況が全国的にある。また、相談業務の需

要も多くなっていることから、その負担を分散す

るために、今回の改正が行われたと理解している」

との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、採決の際に委員一人の退

席がありましたが、本案は承認すべきものと決し

ております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま教育福祉委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告はありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 休憩します。 

休 憩（１７時１７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１７時１７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 これより採決に入ります。承認第５号 専決処

分の承認について（うるま市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例及びうるま市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。本案

は、委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は承認する

ことに決定しました。 

 休憩します。 

休 憩（１７時１８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１７時１８分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第８．承認第６号 専決処分の承認につい

て（うるま市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）を議題とします。市民経済委員長へ委員

会審査の報告を求めます。兼本光治市民経済委員

長。 

○市民経済委員長（兼本 光治） 御報告を申し

上げます。 

 

令和６年５月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

市 民 経 済 委 員 会 

委員長 兼本 光治 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 
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記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

承認第６号 
専決処分の承認について（うるま市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例） 
承  認 

 
  

 

 引き続き、審査の経過と結果について、御報告

申し上げます。 

 承認第６号 専決処分の承認について（うるま

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）に

ついて、初めに当局から概要説明を受け、それを

踏まえて審査を行いました。 

 委員から「限度額引上げの考え方について」質

疑があり、当局から「国は、社会保険などの被用

者保険とのバランスを考慮し、課税限度額超過世

帯割合を1.5％に近づくよう定めており、今回引

上げを行わなかった場合、２％を超えることから、

より1.5％に近づくよう後期高齢者支援金等課税

額の限度額を２万円引き上げるものである」との

答弁がありました。 

 また、委員から「限度額に達する世帯数につい

て」質疑があり、当局から「令和５年度課税ベー

スで試算すると、現行の後期高齢者支援金等課税

額における限度額到達世帯数は177世帯で、改正

後の限度額到達世帯数は155世帯となる見込みで

ある」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は承認すべきものと

決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま市民経済委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告はありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。承認第６号 専決処

分の承認について（うるま市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。本案

は、委員長報告のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

 異議がありますので、採決は電子表決システム

により行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了します。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は承認されました。 

 日程第９．議案第44号 教育長の任命について

を議題とします。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。議案第44号 教育長

の任命については、同意することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は同意する

ことに決定しました。 

 お諮りします。今臨時会で議決された事件の条

項、字句、数字、その他の整理を要するものにつ
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きましては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任されたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、今臨時会で議決

されました事件の条項、字句、数字、その他の整

理を要するものにつきましては、その整理を議長

に委任することに決定しました。 

 以上で、今臨時会の日程は全て終了しましたの

で、会議を閉じます。 

 これをもって令和６年５月第175回うるま市議

会臨時会を閉会します。 

閉 会（１７時２６分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

２４番議員  國 場 正 剛 

 

２５番議員  大 城   直 

 

 

 





 

 

 

 

令和６年 

第176回うるま市議会会議録 
 

 

 

 

 

  
 定 例 会 

  
 

 

 

 

 

 

第176回定例会 
令和６年６月10日（開 会） 
令和６年６月28日（閉 会） 
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うるま市告示第１２８号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規定により、令和６年６月第１７６回

うるま市議会定例会を次のとおり招集する。 

 

 

令和６年６月３日 

 

うるま市長 中村 正人 

 

１ 招集の期日 

令和６年６月１０日 

 

２ 招集の場所 

うるま市議会議場 
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会 期 及 び 日 程 
 

自 令和６年６月10日  
19日間 

至 令和６年６月28日  
 

月 日 曜 種 別 日     程 備     考 

６月10日 月 
本会議 
１日目 

会期の決定、議案提案説明等 ※一般質問通告締切り（午後３時） 

11日 火 休 会 議案研究  

12日 水 休 会 議案研究 ※質疑通告締切り（正午） 

13日 木 休 会 事務整理  

14日 金 
本会議 
２日目 

質疑、委員会付託  

15日 土 休 日   

16日 日 休 日   

17日 月 委員会 付託案件の審査  

18日 火 
本会議 
３日目 

一般質問（１日目）  

19日 水 
本会議 
４日目 

一般質問（２日目） 
全員協議会（本会議終了後：「先議」 
協議） 

20日 木 
本会議 
５日目 

先議案件に関する委員長報告、質疑、
討論、採決、一般質問（３日目） 

 

21日 金 
本会議 
６日目 

一般質問（４日目）  

22日 土 休 日   

23日 日 休 日   

24日 月 
本会議 
７日目 

一般質問（５日目）  

25日 火 
本会議 
８日目 

一般質問（６日目）  

26日 水 
本会議 
９日目 

一般質問（７日目） 全員協議会（本会議終了後：協議） 

27日 木 休 会 事務整理  

28日 金 
本会議 
10日目 

委員長報告、質疑、討論、採決  
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上 程 案 件 の 処 理 結 果 

 

議 案 

番 号 
件     名 発 案 者 

提 出 

月 日 

処 理 

月 日 
結 果 

報 告 

第２号 

令和５年度うるま市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告について 
市   長 

令和６年 

６月10日 

令和６年 

６月14日 
報  告 

報 告 

第３号 

令和５年度うるま市水道事業会計予算繰越計

算書の報告について 
〃 〃 〃 〃 

報 告 

第４号 

令和５年度うるま市下水道事業会計予算繰越

計算書の報告について 
〃 〃 〃 〃 

報 告 

第５号 

令和５年度うるま市土地開発公社事業報告及

び決算報告について 
〃 〃 〃 〃 

報 告 

第６号 

令和６年度うるま市土地開発公社事業計画、

予算及び資金計画の報告について 
〃 〃 〃 〃 

報 告 

第７号 
専決処分の報告について（車両事故） 〃 〃 〃 〃 

報 告 

第８号 

専決処分の報告について（農用地利用集積計

画の一部取り消しに伴う損害賠償の額を定め

和解すること） 

〃 〃 〃 〃 

報 告 

第９号 

専決処分の報告について（与那城総合公園陸

上競技場改修工事） 
〃 〃 〃 〃 

報 告 

第10号 
うるま市障害者計画策定の報告について 〃 〃 〃 〃 

議 案 

第45号 

令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２

号） 
〃 〃 

令和６年 

６月20日 
原案可決 

議 案 

第46号 

令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予

算（第１号） 
〃 〃 

令和６年 

６月28日 
〃 

議 案 

第47号 

令和６年度うるま市国民健康保険特別会計補

正予算（第１号） 
〃 〃 

令和６年 

６月20日 
〃 

議 案 

第48号 

令和６年度うるま市水道事業会計補正予算

（第１号） 
〃 〃 

令和６年 

６月28日 
〃 

議 案 

第49号 

令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算

（第１号） 
〃 〃 

令和６年 

６月20日 
〃 

議 案 

第50号 

うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例 
〃 〃 

令和６年 

６月28日 
〃 

議 案 

第51号 

うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

〃 〃 〃 〃 
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議 案 

番 号 
件     名 発 案 者 

提 出 

月 日 

処 理 

月 日 
結 果 

議 案 

第52号 

うるま市立地企業の支援に関する条例の一部

を改正する条例 
市   長 

令和６年 

６月10日 

令和６年 

６月28日 
原案可決 

議 案 

第53号 

うるま市水道事業給水条例の一部を改正する

条例 
〃 〃 〃 〃 

議 案 

第54号 

物品の取得について（はしご付き消防ポンプ

自動車（大型高所放水仕様）） 
〃 〃 

令和６年 

６月20日 
〃 

議 案 

第55号 

沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更に

ついて 
〃 〃 

令和６年 

６月28日 
〃 

議 案 

第56号 
訴えの提起について（建物明渡等請求事件） 〃 〃 〃 〃 

議 案 

第57号 

具志川地区土地改良事業（農業用用排水施

設）の計画変更について 
〃 〃 〃 〃 

議 案 

第58号 
うるま市市道路線の認定について 〃 〃 〃 〃 

議 案 

第59号 

うるま市地方活力向上地域における固定資産

税の課税免除及び不均一課税に関する条例の

一部を改正する条例 

〃 〃 〃 〃 

議 案 

第60号 

うるま市火葬場整備事業（設計・建設工事）

請負契約について 
〃 〃 

令和６年 

６月20日 
〃 

議 案 

第61号 

うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）

請負契約について 
〃 〃 〃 〃 

議 案 

第62号 

沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業

（設計・建設工事）請負契約について 
〃 〃 〃 〃 

議 案 

第63号 

物品の取得について（電子黒板整備事業（小

学校）） 
〃 〃 〃 〃 

議 案 

第64号 

物品の取得について（電子黒板整備事業（中

学校）） 
〃 〃 〃 〃 

発 議 

第４号 

訪問介護費の引き下げ撤回と介護報酬引き上

げの再改定を求める意見書 

教育福祉委員

会委員長 

幸喜  勇 

令和６年 

６月28日 

令和６年 

６月28日 
〃 

発 議 

第５号 
学校給食費無償化を求める意見書 

幸喜  勇 

議員外３名 
〃 〃 〃 

発 議 

第６号 
沖縄県水道料金値上げに関する意見書 

建設委員会 

委員長 

真栄城 隆 

〃 〃 〃 

発 議 

第７号 
国による学校給食費無償化を求める意見書 

仲程  孝 

議員外５名 
〃 〃 否  決 
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議 案 

番 号 
件     名 発 案 者 

提 出 

月 日 

処 理 

月 日 
結 果 

陳 情 

第19号 

「シェルター建設」及び「建築基準法」に関

する新たな法律の制定を求める陳情 
 

令和５年 

12月１日 

令和６年 

６月28日 
不 採 択 

陳 情 

第27号 

訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き

上げの再改定を早急に行うことを求める陳情

書 

 
令和６年 

６月10日 
〃 採  択 
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◎ 応招した議員 

 

真栄城   隆 議員  伊 礼   正 議員 

高 屋   優 議員  宮 城 一 寿 議員 

糸 数 昌 宗 議員  仲 程   孝 議員 

伊 盛 サチ子 議員  又 吉 法 尚 議員 

金 城 加奈栄 議員  下 門   勝 議員 

国 吉   亮 議員  天 願 久 史 議員 

伊 波 良 明 議員  比 嘉 直 人 議員 

神 田 洋 一 議員  國 場 正 剛 議員 

平 良 一 雄 議員  大 城   直 議員 

真 壁 朝 弘 議員  佐久田   悟 議員 

幸 喜   勇 議員  兼 本 光 治 議員 

玉 元 哉 世 議員  藏 根   武 議員 

玉 城 政 哉 議員  伊 波   洋 議員 

池宮城 善 伸 議員   

 

 

 

◎ 欠員３名 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（１日目） 

 

◎ 令和６年６月10日（月） （１０時０１分 開会） 

 

◎ 出席議員（27名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  19番 下 門   勝 議員 

６番 国 吉   亮 議員  20番 天 願 久 史 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  25番 大 城   直 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  27番 佐久田   悟 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

14番 池宮城 善 伸 議員   

 

 

◎ 欠席議員（なし） 

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 説明のための出席者 

市 長 中 村 正 人  防災広報対策部長 大 田 義 浩 

副 市 長 佐久川   篤  福 祉 部 長 幸 地 美 和 

教 育 長 嘉手苅 弘 美  こども未来部長 上 原 利恵子 

総 務 部 長 山入端 立 也  こども未来部参事 上運天   健 

企 画 部 長 金 城 和 明  市民生活部長 松 岡 秀 光 

財 務 部 長 島 袋 史 朗  経済産業部長 岸 本   力 
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農林水産部長 座喜味 達 也  社会教育部長 川 端   登 

都市建設部長 名嘉眞   睦  社会教育部参事 兼 城 哲 夫 

都市建設部参事 田 場 直 樹  学校教育部長 大 里 元 児 

水 道 部 長 座間味   修  会 計 管 理 者 安慶名 優 子 

消 防 長 新 垣   隆  総務政策課長 諸見里 直 樹 

消防本部参事 福 地 常 勝    

 

 

◎ 事務局出席者  

議会事務局長 知 念 義 浩  調査広報係長 伊 禮 君 人 

議 事 課 長 石 川 秀 吉  
調 査 広 報 係 

主 任 主 事 
山 城   太 

議 事 係 長 森 根 元 気  議事係主任主事 長 嶺 由 樹 
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◎ 議事日程第１号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．会期の決定 

第３．報告第２号 令和５年度うるま市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

第４．報告第３号 令和５年度うるま市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

第５．報告第４号 令和５年度うるま市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

第６．報告第５号 令和５年度うるま市土地開発公社事業報告及び決算報告について 

第７．報告第６号 令和６年度うるま市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について 

第８．報告第７号 専決処分の報告について（車両事故） 

第９．報告第８号 専決処分の報告について（農用地利用集積計画の一部取り消しに伴う損害賠償の

額を定め和解すること） 

第10．報告第９号 専決処分の報告について（与那城総合公園陸上競技場改修工事） 

第11．報告第10号 うるま市障害者計画策定の報告について 

第12．議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 

第13．議案第46号 令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第14．議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第15．議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号） 

第16．議案第49号 令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第17．議案第50号 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

第18．議案第51号 うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

第19．議案第52号 うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する条例 

第20．議案第53号 うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第21．議案第54号 物品の取得について（はしご付き消防ポンプ自動車(大型高所放水仕様)) 

第22．議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

第23．議案第56号 訴えの提起について(建物明渡等請求事件) 

第24．議案第57号 具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更について 

第25．議案第58号 うるま市市道路線の認定について 

第26．議案第59号 うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例 

第27．議案第60号 うるま市火葬場整備事業（設計・建設工事）請負契約について 

第28．議案第61号 うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）請負契約について 

第29．議案第62号 沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業（設計・建設工事）請負契約につい

て 

第30．議案第63号 物品の取得について（電子黒板整備事業（小学校）） 

第31．議案第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業（中学校）） 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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○議長（比嘉 直人） ただいまから令和６年６

月第176回うるま市議会定例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第１号のとおりです。 

 この際、諸般の報告を行います。 

 令和６年５月22日、第100回全国市議会議長会

定期総会において、議員20年以上の市政発展功労

者として、下門勝議員が特別表彰されましたこと

について、被表彰者への伝達式を本日、執行部入

場後に執り行いたいと思いますので、御了承くだ

さい。 

 令和６年６月３日、市長から第176回市議会定

例会の招集について通知がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、佐久田悟議員、兼本光治議員を指名し

ます。 

 日程第２．会期の決定を議題とします。 

 今定例会の会期については、あらかじめ議会運

営委員会で御協議をいただいております。その結

果について、議会運営委員長へ報告を求めます。

大城直議会運営委員長。 

○議会運営委員長（大城 直） 皆さん、おはよ

うございます。議会運営委員会委員長報告を行い

ます。 

 去る６月５日及び本日６月10日に開かれました

議会運営委員会の協議結果について、併せて御報

告いたします。 

 まず、今定例会の会期につきましては、６月10

日から６月28日までの19日間とすることで合意を

得ております。 

 次に、会期中の日程等につきましては、お手元

に配付してあります会期及び日程表のとおり進め

ていくことで、協議が整っております。 

 なお、日程表の備考欄に記載してありますよう

に、執行部提出議案に対する質疑通告書の提出締

切りは、６月12日の正午とし、一般質問通告書の

本受付の締切りは、本日の午後３時までとなって

おります。 

 次に、執行部より議案第45号、議案第47号、議

案第49号、議案第54号及び議案第60号から議案第

64号の９件の議案については、先議の申出があり、

協議の結果、６月20日に先議案件として処理する

ことで協議が整っております。 

 次に、請願・陳情につきましては、招集告示日

の前日までに受理した請願はゼロ件、陳情が４件

ございました。これらの請願・陳情につきまして

は、お手元に配付してあります、請願・陳情付託

一覧表のとおり、所管の委員会へ付託することで

合意を得ております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま今定例会の会期

について、日程等も含めて御報告をいただきまし

た。 

 お諮りします。今定例会の会期は、議会運営委

員長の報告のとおり、本日から６月28日までの19

日間とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から６月28日までの19日間とすることに

決定しました。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 市長より行政報告の申出がありますので、これ

を許可します。市長。 

○市長（中村 正人） 議員の皆さん、おはよう

ございます。行政報告を申し上げる前に、先ほど

全国市議会議長会より議員20年以上の市政発展功

労者として表彰されました下門勝議員、誠におめ

でとうございます。 

 また、令和６年春の叙勲並びに第42回危険業務

従事者叙勲において、うるま市から８人の方が受

章されました。これまでの御功績に心から敬意を

表するとともに、今後の関係各位、皆様の御活躍

を祈念申し上げ、心からお祝いを申し上げます。 

 それでは第176回うるま市議会定例会が開会さ
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れるに当たり、行政報告を申し上げます。初めに、

３月３日に第22回あやはし海中ロードレース大会

が与那城総合運動公園において開催されました。

3,923人のランナーが海中道路を磯の香りを楽し

みながら力走をしておりました。また、元オリン

ピック選手の渋井陽子選手と土佐礼子選手をゲス

トランナーに招き、さらにドラマ「阿麻和利」に

出演した佐久本宝さんと比嘉梨乃さんをゲストス

ターターに迎え、大会に花を添えていただきまし

た。 

 次に、３月30日にうるま市役所大講堂において、

市政功労者表彰式を執り行いました。長年にわた

り市民福祉の向上と本市の発展に貢献した功績に

より市政功労者として８人の方が表彰されました。

今後とも、市政発展のため、さらなるお力添えを

賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、４月３日に台湾東部沖を震源とするマグ

ニチュード7.2の地震が発生し、震源に近い花蓮

県を中心に多くの建物が倒壊するなどの甚大な被

害が出ました。沖縄本島においては、気象庁より

台湾地震の影響による津波警報が発令され、多く

の市民が市役所や公共施設、公園などの高台に避

難するなど、社会機能が停止する影響がありまし

た。本市といたしましては、防災対策の強化を図

るとともに、市民への防災広報の周知を図ってま

いります。 

 また、台湾地震を受け、日本赤十字社・沖縄県

支部を通じて、義援金を台湾に送っております。

台湾地震の影響で被害に遭った方々の御冥福と一

日も早い復興を切に願っております。 

 次に、１月26日に旭区自治会より陸上自衛隊訓

練場建設計画に反対する意見書を受け、４月11日

に木原稔防衛大臣に対し、「うるま市石川地域に

おける陸上自衛隊訓練場整備計画の白紙撤回を求

める要請」を直接手交し、本市の意向を伝えてま

いりました。本市の要請を受け、木原稔防衛大臣

は記者会見において、「地元の状況把握・分析・

検討が不十分だった」と、石川地区における陸上

自衛隊訓練場整備計画の断念を正式に表明してお

ります。 

 それを受け、４月15日には旭区自治会及び東山

自治会に直接出向き、経過説明を行い、５月17日

には旭区自治会長及び東山区自治会長から「陸上

自衛隊訓練場整備計画に反対する支援のお礼」の

文書を受け取っております。 

 次に、沖縄のティビチ料理が文化庁の100年

フードに認定され、４月13日うるマルシェにおい

て、養豚生産者に対し、認定証が授与されました。

また、当会場では300食のティビチ汁が無料で振

る舞われ、沖縄の食文化を堪能しておりました。

昨年度の勝連のもずく天ぷらに続く快挙となって

おります。 

 次に、本市ではりゅうせき株式会社、沖縄トヨ

タ自動車株式会社、昭和化学工業株式会社と本市

の４者において、うるま市の継続的なまちづくり

を実現するため、包括協定を締結いたしました。 

 それを踏まえ、りゅうせき株式会社が、昭和化

学工業株式会社の未利用副生水素を活用した「沖

縄における地産地消型水素モデル事業」の国庫補

助事業の採択を受け、４月20日に本市において交

付式を執り行い、水素供給モデルの構築に取り組

んでいくこととなっております。 

 次に、企業集積、雇用創出が図られている中城

湾港新港地区において、これまで長年にわたり、

当該地区企業とともに東埠頭の港湾整備早期実現

に向け、国への要請行動を行ってまいりました。 

 このたび、令和６年度中城湾港新港地区国際物

流ターミナル整備事業として、250メートルの岸

壁延伸に係る98億円の国庫事業が採択をされてお

ります。 

 次に、４月21日に勝連平敷屋漁港において、第

19回「もずくの日」まつりが開催されました。 

 園児によるオープニングに始まり、もずくつか

み取り、もずく早食い大会などのイベントに加え、

各種テナントブースではモズク天ぷら、生モズク

並びにモズク加工品などの販売があり、会場は大

変にぎわっておりました。 

 またこのたび、勝連漁業協同組合は「名代 富

士そば」を運営するダイタン商事とＪＡＬグルー

プ商社のジャルックスとの包括連携協定を締結し、
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勝連の生モズクの消費拡大につながることが期待

されるところでもあります。 

 次に、４月24日、25日の日程で、国土交通省、

内閣府に対し、中部東道路の早期実現及びうるま

市重要政策に係る要請活動を行ってまいりました。 

 特に中部東道路につきましては、産業や観光振

興に資する道路、平安座・油槽所からの強固な燃

料輸送道路、さらに災害時の復旧・避難道路とし

て、地元経済団体や観光業界をはじめとする多く

の市民からも当該道路の早期実現を望む声が高

まっており、中部東道路の整備が実現するまで粘

り強く国へ要請を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、５月４日、５日の日程において、石川み

ほそまつり実行委員会主催による第２回石川みほ

そまつりが石川多目的広場において開催されまし

た。 

 主催者発表によりますと、２日間で１万人以上

の来場者があり、地元事業者及びキッチンカーに

よる飲食店の出店のほか、地元にゆかりのある

アーティストのライブ、闘牛戦士ワイドーダンス、

地元学生によるパフォーマンスなどで大変盛り上

がりを見せておりました。 

 次に、５月24日、25日の両日、新潟県において

全国闘牛サミットｉｎ長岡大会が開催されました。

来年度は本市での開催が決まっており、市闘牛組

合連合会と連携し、本市並びに闘牛の魅力を全国

に発信できるように取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 最後に、本市では令和６年４月１日時点で待機

児童数がゼロになったことを受け、５月30日に記

者会見を行いました。 

 2015年から保育施設整備や保育士の確保などを

積極的に実施し、石垣市、宮古島市に次ぐ、３市

目となり、本島内では初となっております。 

 待機児童ゼロを達成したのは、行政の取組だけ

ではなく、各法人保育施設の御尽力など官民連携

し、取り組んできた成果だと考えております。引

き続き「子どもがいきいきと育つまちづくり」に

取り組んでいく所存でございます。 

 以上で行政報告を終わります。 

 なお、本議会には報告９件、議案15件、追加議

案５件を提案しております。後ほど担当部長から

説明いたしますので、議員皆様の御審議のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時２４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第３．報告第２号 令和５年度うるま市一

般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

から日程第31．議案第64号 物品の取得について

（電子黒板整備事業（中学校））までの29件を一

括して議題とします。 

 順次、提出者の説明を求めます。財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 議員の皆様、おはよ

うございます。報告第２号について御説明いたし

ます。 

 報告第２号 令和５年度うるま市一般会計予算

繰越明許費繰越計算書の報告について。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により、

令和５年度うるま市一般会計予算繰越明許費繰越

計算書を調製したので、これを報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページ以降が繰越明許費繰越計算書でござい

ます。令和５年度の繰越事業は、行政サービス品

質向上事業のほか55件の合計56件でございます。

翌年度繰越額は28億7,972万5,356円となってござ

います。今回、令和５年度中の一般会計補正予算

において、繰越明許費として予算計上しました74

件のうち56件の事業を繰越したため、報告するも

のでございます。 

 繰越理由といたしましては、計画や設計及び工

事施工等に係る関係機関との調整。また、土質地

盤やアスベスト等による影響で繰り越したのが28

件、用地・物件の補償協議等により繰り越したの

が６件、半導体不足などに伴う資機材の入手難や

年度末の国の予算に対応したものなどの理由によ

り、繰り越したものが22件となってございます。 
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 繰越予算につきましては、事業の早期発注をは

じめ、計画的な執行に取り組むなど執行率の向上

に引き続き努めてまいります。なお、別途事業ご

との繰越理由書を配付してございますので、御参

照いただきたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 議員の皆様、おはよ

うございます。報告第３号、報告第４号を続けて

御説明いたします。 

 それでは報告第３号 令和５年度うるま市水道

事業会計予算繰越計算書の報告について。 

 令和５年度うるま市水道事業会計予算において、

別紙のとおり繰り越したので、地方公営企業法第

26条第３項の規定により報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお願いいたします。地方公営企業法

第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額で

ございます。 

 １行目の第１款第１項建設改良費、配水施設費

（工事費）の翌年度繰越額1,200万円は、川崎地

内配水管布設工事において、同時施工となる川崎

ルーシー河線道路改良事業の工事の施工時期が令

和６年６月までとなるため、本工事も年度内での

工事完了が困難となり、翌年度に繰越しを行うも

のでございます。 

 次に、２行目、庁舎建設費（工事費）の翌年度

繰越額2,162万円は、水道庁舎外構工事において、

フェンス工事に伴い、既設構造物（屋外照明、

カーブミラー等）が支障となり移設が生じたこと。

また、車両転落を防止するため、ガードレール設

置が必要となり不測の日数を要したことから年度

内完了が困難となり、翌年度に繰越しを行うもの

でございます。 

 続きまして、報告第４号について御説明いたし

ます。 

 報告第４号 令和５年度うるま市下水道事業会

計予算繰越計算書の報告について。 

 令和５年度うるま市下水道事業会計予算におい

て、別紙のとおり繰り越したので、地方公営企業

法第26条第３項の規定により報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお願いいたします。地方公営企業法

第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額で

ございます。 

 １行目の第１款第１項建設改良費、汚水管渠整

備工事等の翌年度繰越額５億9,436万4,000円は、

下水道工事において、軟弱地盤層が確認され補助

工法（地盤改良）に不測の日数を要したことから

年度内完了は困難となり、翌年度に繰越しを行う

ものでございます。 

 次に、２行目、雨水管渠整備工事等の翌年度繰

越額１億7,145万8,000円は、雨水幹線整備工事に

伴う道路規制の条件において、当初予定の終日通

行止が不可となったことから、施工方法に変更が

生じ、不測の日数を要したことから年度内完了が

困難となり、翌年度に繰越すものでございます。 

 次に、３行目、中継ポンプ場改築更新の翌年度

繰越額１億1,500万円は、下水道中継ポンプ場改

築更新工事等において、作業員の人手不足に伴い

作業員の手配調整に不測の日数を要したことから

年度内完了が困難となり、翌年度に繰越すもので

ございます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 議員の皆様、

おはようございます。報告第５号、報告第６号に

ついて、続けて御説明いたします。 

 報告第５号 令和５年度うるま市土地開発公社

事業報告及び決算報告について。 

 うるま市土地開発公社の令和５年度事業報告及

び決算報告を別紙のとおり作成したので、地方自

治法第243条の３第２項の規定により報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 決算書の１ページをお願いします。令和５年度

の事業概要について、次のとおり報告する。 

 公有地取得事業について、うるま市からの依頼

により、ヌーリ川公園整備事業について用地取得

12筆、面積7,351.90平方メートル、物件移転補償

13件、合計金額４億8,141万8,138円となっており

ます。 

 公有用地処分事業については、ヌーリ川公園整
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備事業用地２筆、面積796.50平方メートル、金額

3,976万5,416円、勝連城跡公園整備事業用地６筆、

面積1,414.73平方メートル、金額１億1,001万

9,392円の事業執行となっております。 

 ２ページをお願いします。事業の執行状況で、

事業実績は先ほどの事業概要の内容となっており

ます。 

 ３ページから７ページまでが収入支出決算書と

なっております。 

 ８ページの庶務関係、９ページの決算報告書の

注記事項につきましては、記載のとおりでありま

す。 

 次に、10ページをお願いします。財務諸表の貸

借対照表であります。資産の部の合計は６億

6,882万7,738円、負債の部の合計は６億2,680万

3,663円、資本の部の合計は4,202万4,075円で、

負債及び資本の部の合計は６億6,882万7,738円と

なっております。 

 11ページをお願いします。損益計算書でござい

ます。当期純利益は635万5,049円となっておりま

す。 

 12ページをお願いします。財産目録となってい

ます。資産の部合計は６億6,882万7,738円、負債

の部合計は６億2,680万3,663円、正味財産は

4,202万4,075円となっております。 

 13ページはキャッシュ・フロー計算書となって

います。下段のⅥ 現金及び現金同等物期末残高

の5,986万7,075円は、普通預金の残高と一致して

います。 

 14ページが監査報告書であります。 

 次のページ以降に附属明細表を添付しておりま

すので、御参照いただきたいと思います。 

 続きまして、報告第６号について御説明いたし

ます。 

 報告第６号 令和６年度うるま市土地開発公社

事業計画、予算及び資金計画の報告について。 

 うるま市土地開発公社の令和６年度事業計画、

予算及び資金計画を別紙のとおり作成したので、

地方自治法第243条の３第２項の規定により報告

する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 １ページをお願いします。令和６年度のうるま

市土地開発公社の事業計画は、公有地取得事業と

して、ヌーリ川公園整備事業5,916.81平方メート

ルの用地取得を計画しており、金額は４億3,656

万9,000円となっています。 

 公有用地処分事業としては、ヌーリ川公園用地

1,110.63平方メートル、金額は6,864万5,000円の

公有用地の処分を計画しております。 

 ２ページをお願いします。土地開発公社の令和

６年度予算で、収益的収入及び支出の予定額と

なっております。収入合計は１款１項の公有地取

得事業収益6,864万5,000円となっております。 

 支出は、１款１項の公有地取得事業原価と２款

１項販売費及び一般管理費、４款１項予備費の合

計で6,688万6,000円となっており、収益的収入支

出の差引額は175万9,000円となっております。 

 ３ページをお願いします。資本的収入及び支出

の予定額でございます。収入合計は１款３項の公

社債及び長期借入金の４億3,180万2,000円となっ

ております。 

 支出は１款１項の公有地取得事業費、１款７項

の公社債償還金及び長期借入金償還金、１款８項

の予備費の合計５億925万6,000円となっておりま

す。 

 ４ページをお願いします。第４条は、借入金の

目的、その他返済方法などとなっており、借入金

限度額４億3,180万2,000円は、ヌーリ川公園整備

事業の用地補償費であります。借入先はうるま市

土地開発基金及び地域振興基金を予定しておりま

す。第５条は、予算の弾力運用となっております。

ページ下段には、基金等借入金の見込みに関する

調書を記載しております。 

 次に、５ページをお願いします。資金計画でご

ざいます。受入資金の合計は５億7,990万4,000円

となっております。支払資金の合計は５億3,562

万円となっております。 

 次のページ以降に説明資料を添付しております

ので、御参照いただきたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 
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○消防長（新垣 隆） 議員の皆様、おはようご

ざいます。報告第７号について御説明いたします。 

 報告第７号 専決処分の報告について（車両事

故）。 

 地方自治法第180条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

よりこれを報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページをお願いいたします。専決処分書。

地方自治法第180条第１項の規定により、平成17

年４月18日議会の議決により、指定された市長の

専決処分事項について、別紙（示談書）のとおり

専決処分する。 

 令和６年４月17日、うるま市長 中村正人。 

 ３ページをお願いいたします。今回の事故は、

本市の救急車両が被害を受けた事故であり、示談

書に記載のとおり、相手方の保険で修繕を完了し

ております。 

 ４ページをお願いいたします。事故の発生状況

につきましては、令和６年１月８日午前３時30分

頃に発生した救急事案の対応中、傷病者を救急車

内において観察中、３時43分頃に当該傷病者の家

族所有の車両が無人の状態で動き出し、これが救

急車のバンパーに接触し、損傷を受けた事故でご

ざいます。なお、当該接触事故による傷病者のさ

らなる病状の悪化やほかに負傷者などはございま

せんでした。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 報告第８号 

専決処分の報告について（農用地利用集積計画の

一部取り消しに伴う損害賠償の額を定め和解する

こと）。 

 地方自治法第180条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

よりこれを報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお開きください。専決処分書。地方

自治法第180条第１項の規定により、平成17年４

月18日議会の議決により、指定された市長の専決

処分事項について、別紙（示談書）のとおり専決

処分する。 

 令和６年４月１日、うるま市長 中村正人。 

 ３ページを御覧ください。３ページは示談書と

なっております。内容といたしましては、令和５

年12月３日、うるま市農業委員の仲介により、地

主の相続人代表と耕作予定者から利用権設定申出

書が提出され、同年12月25日の農業委員会総会の

決定を経て、翌26日に市が集積計画を公告しまし

た。翌年の令和６年２月６日に、同意していない

別の相続人から当該農地について相談があり、改

めて同意書を確認したところ、農業経営基盤強化

促進法では対象土地について、２分の１を超える

共有持ち分を有する者の同意が必要でありました

が、対象となる相続人の半数の同意のまま農用地

利用集積計画を作成し、公告したことが判明しま

した。その事案について、顧問弁護士に相談、確

認したところ、本市の手続に瑕疵があるとの指摘

を受け、２月28日に開催した農業委員会総会にて

集積計画の一部取消しが決定され、同日市が取消

しを公告しました。耕作者は前年12月26日の公告

を受け、農地の伐開作業を手がけ、植付け準備を

しておりましたが、集積計画の取消しにより伐開

作業に費やした経費の損害を受ける事態となりま

した。そのため市と耕作者、双方協議の上、令和

６年４月１日に専決処分により示談書を締結し、

伐開作業に費やした経費について、令和６年５月

10日に示談書に基づき、損害賠償額11万1,146円

を支払ったものであります。 

 この件につきまして、市民や市議会に対し、御

迷惑をおかけしたことを深くおわびいたします。

今後は各職員が関係法令の正しい解釈について理

解を深めるとともに、複数人による確認体制を構

築するなど再発防止の徹底を図ってまいります。

大変申し訳ございませんでした。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 報告第９号につ

いて説明いたします。 

 報告第９号 専決処分の報告について（与那城

総合公園陸上競技場改修工事）。 

 地方自治法第180条第１項の規定により、別紙
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のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

よりこれを報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 次のページをお願いいたします。専決処分書。

地方自治法第180条第１項の規定に基づき、平成

17年４月18日議会の議決により指定された市長の

専決処分事項について、次のとおり専決処分する。 

 工事名 与那城総合公園陸上競技場改修工事。

変更増額433万4,000円、受注者 有限会社新秀建

設・有限会社奥間重機土木・株式会社モリ建設、

建設工事共同企業体、代表者 有限会社新秀建設、

代表取締役 新垣均。 

 令和６年５月２日、うるま市長 中村正人。 

 次のページに建設工事変更請負契約書を添付し

ておりますので、御参照ください。主な変更内容

は既設芝生の処分費及び廃プラスチック類の処分

費の追加となっております。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 議員の皆様、おはよ

うございます。それでは、報告第10号について御

説明いたします。 

 報告第10号 うるま市障害者計画策定の報告に

ついて。 

 障害者基本法第11条第３項の規定により、うる

ま市障害者計画を策定したので、同条第８項の規

定によりこれを報告する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 この障害者計画は、障害者の自立及び社会参加

の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための計画で、前計画が令和５年度で終了

したことから、新たに策定しております。また、

障害福祉計画及び障害児福祉計画においても、令

和５年度までの計画となっていたことから今回３

つの計画を一体とした、うるま市障がい者プラン

として障害者のための施策に関する基本的な計画

を策定いたしましたので、議会へ御報告いたしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１０時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の説明者、財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 議案第45号について

御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。議案第45号 令

和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号）。 

 令和６年度うるま市の一般会計補正予算（第２

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条第１項 歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億6,225万

6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ745億2,733万3,000円とする。第２項 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正）第２条 債務負担行為

の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正）第３条 地方債の変更は、

「第３表 地方債補正」による。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお願いいたします。第１表 歳入歳

出予算補正。１歳入、15款使用料及び手数料137

万円の補正増は、消防手数料の増額によるもので

ございます。 

 16款国庫支出金６億6,901万2,000円の補正増は、

主に物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金な

どの増額によるものでございます。 

 17款県支出金7,977万6,000円の補正増は、主に

宮城西地区農道の災害復旧事業に対する農林水産

業補助金などの増額によるものでございます。 

 20款繰入金３億1,089万5,000円の補正増は、財

政調整基金、地域振興基金及び公共施設等総合管

理基金の繰入れによるものでございます。 

 22款諸収入5,220万3,000円の補正増は、旧与那

城庁舎の買戻し違約金などの計上によるものでご

ざいます。 

 23款市債4,900万円の補正増は、具志川野球場

機能強化事業や津堅島複合施設・移住支援施設整

備事業などの計上によるものでございます。 
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 ３ページをお願いいたします。２歳出、２款総

務費２億7,334万円の補正増は、総務管理費にお

ける旧与那城庁舎の買戻し償還金の増額によるも

のでございます。 

 ３款民生費５億8,801万6,000円の補正増は、主

に新たな低所得世帯支援給付金給付事業の追加計

上や与那城社会福祉センター機能回復補修事業な

どの増額によるものでございます。 

 ４款衛生費608万2,000円の補正減は、主にごみ

収集事業における会計年度任用職員の人件費の減

額によるものでございます。 

 ５款労働費200万円の補正増は、労働諸費にお

ける企業への雇用奨励金の増額によるものでござ

います。 

 ６款農林水産業費726万円の補正増は、主に農

道橋点検事業などの増額によるものでございます。 

 ７款商工費6,334万1,000円の補正増は、主に石

川多目的ドーム機能強化事業の計上や、うるま感

動産業特区プロモーション事業などの増額による

ものでございます。 

 ８款土木費2,234万2,000円の補正増は、主に津

堅島公共交通実証事業などの計上によるものでご

ざいます。 

 ９款消防費141万円の補正減は、常備消防管理

費における会計年度任用職員人件費の減額による

ものでございます。 

 10款教育費１億1,710万円の補正増は、主に具

志川野球場機能強化事業の計上などによるもので

ございます。 

 11款災害復旧費9,634万9,000円の補正増は、宮

城西地区農道3040号災害復旧事業の計上によるも

のでございます。 

 ４ページをお願いいたします。第２表 債務負

担行為補正は、新障がい者相談支援システム構築

運営事業の追加によるものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。第３表 地方債

補正は、地域活性化事業債のほか５件の限度額を

変更するものでございます。 

 なお、７ページ以降に予算説明書としまして、

事項別明細書等を添付してございますので、御参

照の上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 議案第46号 令和６

年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第１号）

について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。令和６年度うる

ま市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条第１項 歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ256万7,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

116億7,436万9,000円とする。第２項 歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお願いいたします。第１表 歳入歳

出予算補正について。歳入について御説明いたし

ます。３款国庫支出金９万4,000円の補正減、４

款県支出金４万7,000円の補正減、５款支払基金

交付金６万8,000円の補正減については、歳出５

款地域支援事業費の減額によるものであります。 

 ８款繰入金235万8,000円の補正減については、

歳出１款総務費及び歳出５款地域支援事業費の減

額によるものであります。 

 ３ページをお願いいたします。歳出について御

説明いたします。１款総務費は231万1,000円の補

正減、５款地域支援事業費は33万6,000円の補正

減、６款基金積立金は８万円の補正増となってお

ります。こちらは今年度より公用車を資産マネジ

メント課へ移管したことによる増減額となってお

ります。 

 なお、５ページ以降に歳入歳出補正予算事項別

明細書等を添付してございますので、御参照の上、

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 副市長。 

○副市長（佐久川 篤） 議案第47号について御

説明いたします。 

 議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 
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 令和６年度うるま市の国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）第１条第１項 歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ785万4,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

160億2,887万8,000円とする。第２項 歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

歳入歳出予算補正」による。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 ２ページをお開きください。第１表 歳入歳出

予算補正について御説明いたします。１歳入、５

款国庫支出金は785万4,000円の補正増でございま

す。内容といたしましては、マイナンバーカード

と保険証の一体化に向けたシステム改修等事業に

係る国庫補助金となっております。 

 次に、３ページを御覧ください。２歳出です。

１款総務費は785万4,000円の補正増でございます。

内容といたしましては、１款総務管理費で加入者

情報のお知らせにかかる通信運搬費として594万

円、マイナンバーカードと保険証の一体化に向け

たシステム改修委託料191万4,000円を増額してお

ります。 

 なお、事項別明細書につきましては、５ページ

以降に掲載しておりますので、御参照の上、御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 議案第48号、議案第

49号を続けて御説明いたします。 

 それでは議案第48号の１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計

補正予算（第１号）。 

 まず第２条、収益的収入及び支出の予定額の補

正でございます。 

 収入、第１款水道事業収益１億229万7,000円の

補正増は、給水収益、水道使用料の増額によるも

ので今回の議案第53号 うるま市水道事業給水条

例の一部を改正する条例で提案しております水道

料金改定に基づく補正でございます。 

 支出、第１款水道事業費3,326万7,000円の補正

減は、主に受水費、浄水購入費の減額によるもの

で県企業局が実施する令和６年10月から令和７年

３月までの減免措置を勘案した補正でございます。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 なお、３ページ以降に予算に関する説明書を添

付しております。御参照の上、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、議案第49号について御説明いたし

ます。 

 １ページをお願いいたします。議案第49号 令

和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１

号）。 

 初めに、第２条は、業務の予定量の補正でござ

います。第４号、主要な建設改良事業、汚水管渠

整備工事等1,540万円の補正減でございます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額の補正

でございます。収入、第１款下水道事業収益

1,540万円の補正増は、第１項営業収益、他会計

負担金及び第２項営業外収益、国、県補助金の増

額でございます。雨水幹線に関する事業費の変更

に伴い、資本的収入から収益的収入に予算を組み

替える補正でございます。 

 支出、第１款下水道事業費用1,540万円の補正

増は、第１項営業費用、雨水管渠費の増額でござ

います。 

 収入と同様、雨水幹線に関する事業費の変更に

伴い、資本的支出から収益的支出に予算を組み替

える補正でございます。 

 第４条は、資本的収入額が資本的支出額に対し、

不足する額及びその補てん財源の内訳を改め記載

し、資本的収入及び支出の予定額の補正でござい

ます。 

 ２ページをお願いいたします。収入、第１款資

本的収入1,550万円の補正減及び支出、第１款資

本的支出1,540万円の補正減につきましては、先

ほど収益的収入及び支出の補正で説明したとおり、

雨水幹線に関する事業費の変更に伴う予算を組み

替える補正でございます。 

 第５条は、起債の限度額の補正で下水道事業債
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620万円の補正減でございます。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 なお、３ページ以降に予算に関する説明書を添

付してございます。御参照の上、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） おはようご

ざいます。議案第50号、議案第51号について、続

けて御説明いたします。 

 議案第50号 うるま市母子及び父子家庭等医療

費助成に関する条例の一部を改正する条例。 

 当該条例は、母子家庭や父子家庭、そのほか養

育者が養育する児童の医療費を助成する内容と

なっており、今回の改正ではその対象を養育者ま

で拡充するものとなっております。また、助成費

の２分の１は沖縄県より補助があり、県の要綱も

令和６年３月15日に改正され、対象を養育者まで

拡充されております。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、改正

後のうるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関

する条例の規定は、令和６年４月１日から適用す

る。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、対象者を拡充するため、当該条例を

改正する必要があり提案する。 

 続きまして、議案第51号について御説明いたし

ます。 

 議案第51号 うるま市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例。 

 今回の改正は、国の家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準の一部改正に伴い、うるま市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例を改正する必要があり提案するもので

ございます。 

 改正の概要につきましては、３歳児及び４歳児、

５歳児の職員配置の最低基準を引き下げるものと

なっており、具体的な内容といたしましては、３

歳児の配置基準を「20対１」から「15対１」に引

下げ、４歳児、５歳児の配置基準を「30対１」か

ら「25対１」へ引き下げるものとなっております。 

 また、附則においては、第１項で施行期日、第

２項で経過措置をそれぞれ規定しております。経

過措置では、国の基準の経過措置と同じく保育士

及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供

に支障を及ぼすおそれがあるときは当分の間は適

用しない旨を設けております。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴い、当該条例を改正す

る必要があり提案する。以上、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 議案第52号につい

て御説明いたします。 

 議案第52号 うるま市立地企業の支援に関する

条例の一部を改正する条例。 

 うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を

次のように改正する。 

 今回の改正は、うるま市立地企業の支援に関す

る条例において規定する法律の改正に伴い、同条

例第２条と第３条の各号を記載のとおり改める内

容となっております。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、沖縄振興特別措置法の一部を改正す

る法律の施行に伴い、当該条例を改正する必要が

あり提案する。新旧対照表を配付しておりますの

で、御参照の上、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 議案第53号について

御説明いたします。 

 議案第53号 うるま市水道事業給水条例の一部

を改正する条例。 

 うるま市水道事業給水条例の一部を次のように

改正する。 

 第21条の表を次のように改める。 

 改正の内容につきましては、沖縄県から購入す

る水道料金単価が令和６年10月から改定されるこ
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とに伴い、本市水道料金の基本料金及び超過料金

について、それぞれ改正するものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。附則について御

説明いたします。 

 施行期日について。附則第１項、この条例は、

令和６年10月１日から施行する。 

 経過措置について。附則第２項は、改正前の料

金表の適用について規定しております。 

 附則、第３項及び第４項は、県水道料金の改定

後に県の減免措置が実施される期間、令和６年10

月１日から令和７年３月31日までの水道料金につ

いて、附則別表の規定を適用しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。令和６年

６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、沖縄県水道料金徴収条例の一部を改

正する条例が令和６年10月１日から施行されるこ

とに伴い、本市水道事業の健全な経営を図るため、

当該条例を改正する必要があり提案する。 

 なお、議案書と併せて参考資料に新旧対照表等

も御参照の上、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） それでは、議案第54号に

ついて御説明いたします。 

 議案第54号 物品の取得について（はしご付き

消防ポンプ自動車（大型高所放水仕様））。 

 次のように物品売買契約を締結したいので、地

方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の

議決を求める。 

 １契約の目的 はしご付き消防ポンプ自動車

（大型高所放水仕様）購入。２物品の数量 １台。

３契約の方法 制限付き一般競争入札。４契約金

額２億5,080万円。５契約の相手方 那覇市安謝

１丁目23番８号、株式会社オカノ、代表取締役社

長 與儀盛輝。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、はしご付き消防ポンプ自動車（大型

高所放水仕様）購入事業における物品売買契約に

ついては、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を必要とするため提案する。 

 なお、次のページに物品売買仮契約書を添付し

てございますので、御参照の上、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 副市長。 

○副市長（佐久川 篤） 議案第55号について御

説明いたします。 

 議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規

約の変更について。 

 地方自治法第291条の３第１項の規定により、

別紙のとおり沖縄県後期高齢者医療広域連合規約

を変更するための協議を行うため、議会の議決を

求める。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律が公布されたことに伴い、当該規約

を変更する必要があり提案する。 

 ２ページ目をお願いいたします。別紙、沖縄県

後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規

約。 

 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次

のように変更する。 

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を

「資格確認書等」に改める。 

 附則、この規約は、令和６年12月２日から施行

する。 

 今回の規約の変更につきましては、法律の改正

により現行の被保険者証は令和６年12月２日以降、

発行されなくなることから沖縄県後期高齢者医療

広域連合規約の別表第１中「被保険者証及び資格

証明書」を「資格確認証等」に改めるものでござ

います。広域連合の規約の変更の協議については、

地方自治法第291条の11の規定により、関係地方

公共団体の議会の議決を必要とするため、今回議

案を提出しております。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 議案第56号につい

て御説明いたします。 
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 議案第56号 訴えの提起について（建物明渡等

請求事件）。 

 次のように訴えの提起をすることについて、地

方自治法第96条第１項第12号の規定により、議会

の議決を求める。 

 １事件名、建物明渡等請求事件。２当事者、

（１）原告 うるま市みどり町一丁目１番１号、

うるま市 代表者 うるま市長 中村正人。（２）

被告 うるま市与那城屋慶名467番地71、株式会

社琉球プロジェクト 代表取締役。３請求の趣旨、

（１）被告は、原告に対し、別紙物件目録記載①

から⑦までの建物を明け渡せ。（２）被告は、原

告に対し、別紙物件目録記載⑧の土地を明け渡せ。

（３）訴訟費用は被告の負担とする。４事件の概

要、（１）被告は、本市が、あやはし館の設置及

び管理に関する条例又はうるま市公有財産規則に

基づく使用を許可していないにもかかわらず、あ

やはし館の建物及び士地の一部を不法に占有し続

けており、明渡しに応じない。（２）そのことか

ら、本市は、被告に対し、物件目録記載の建物及

び土地の所有権に基づき建物明渡等請求訴訟を提

起するものである。５訴訟遂行の方針、必要があ

る場合は、訴えの取下げをし、上訴し、又は和解

するものとする。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、建物明渡等請求訴訟を提起するには、

地方自治法第96条第１項第12号の規定により議会

の議決を必要とするため提案する。 

 ３ページの物件目録をお開きください。今回の

明渡しの対象は、被告が不法に占有しているあや

はし館建物１階部分の床面積1,140.86平方メート

ルのうち306.799平方メートルと土地の48.8平方

メートルであります。 

 ４ページの別紙図面では、明渡しの対象箇所を

図示しております。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 議案第57号の

御説明をいたします。 

 議案第57号 具志川地区土地改良事業（農業用

用排水施設）の計画変更について。 

 具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）

の計画変更について、土地改良法第96条の３第１

項の規定により議会の議決を求める。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、令和２年２月第136回うるま市議会、

議案第15号で議決された具志川地区土地改良事業

（農業用用排水施設）について計画変更したいの

で、土地改良法第96条の３第１項の規定により議

会の議決を必要とするため提案する。 

 ２ページをお開きください。２ページでは計画

の変更内容を記載しております。要因としては、

実施設計時の測量結果から水路勾配が計画勾配よ

りゆるくなったため水路断面が大きくなったこと

に加えて、資材及び人件費等の物価上昇により全

体的な工事費が増加した。測量試験費についても

工期の延長及び人件費の上昇により現場技術業務

費が増額となり、用地買収における測量面積が増

えたことにより委託費も増額となっております。

これは、今回農業農村整備事業計画変更の取扱要

領により、主要工事計画に係る事業費の10％以上

の変動が生じたことから土地改良法等96条の３第

１項の規定により議会の議決を要するための提案

となります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 議案第58号につ

いて説明いたします。 

 議案第58号 うるま市市道路線の認定について。 

 うるま市市道路線を次のとおり認定するに当た

り、道路法第８条第２項の規定に基づき議会の議

決を求める。 

 今回、認定する路線は、栄野比１－74号線、豊

原５－66号線でございます。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、道路の新設及び改良に伴い、市道の

認定を行う必要があるため提案する。 

 次のページ以降に位置図を添付しておりますの

で、それぞれの路線について説明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。栄野比１－74号
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線は、栄野比１－３号線及び県道255号線交差部

から栄野比１－３号線まで、延長536メートル、

幅員４メートルの道路整備を計画していることか

ら認定するものであります。 

 ３ページをお願いいたします。豊原５－66号線

は県道36号線から県道36号線バイパスまで延長

120メートル、幅員10.5メートルから13.2メート

ルの道路で、民生安定施設整備事業による道路整

備を計画していることから認定するものでありま

す。以上、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 議案第59号について

御説明いたします。 

 議案第59号 うるま市地方活力向上地域におけ

る固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例。 

 今回の改正につきましては、沖縄県の地域再生

計画に定められました地方活力向上地域内に企業

の移転を促進するため、固定資産税の課税免除ま

たは不均一課税に対する対象施設に保育所等の特

定業務児童福祉施設を追加するものでございます。 

 附則において、施行期日を令和６年４月19日か

ら適用するものとし、第２項において経過措置に

ついて定めてございます。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、地域再生法第17条の６の地方公共団

体等を定める省令の改正に伴い、当該条例を改正

する必要があり提案する。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 議案第60号か

ら議案第62号まで、続けて御説明いたします。 

 議案第60号 うるま市火葬場整備事業（設計・

建設工事）請負契約について。 

 次のように工事請負契約を締結することについ

て、地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求める。１契約の目的 うるま市火

葬場整備事業（設計・建設工事）。２契約の方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約。３契約

金額 23億8,700万円。４契約の相手方 沖縄県

うるま市石川二丁目23番８号、国吉組、アトリ

エ・門口異業種特定建設工事共同企業体、代表者 

有限会社国吉組、代表取締役 石川裕憲。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、うるま市火葬場整備事業（設計・建

設工事）の請負契約の締結については、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決を必要とす

るため提案する。 

 契約の内容につきましては、次のページの設

計・建設工事請負仮契約書を御参照ください。本

契約書につきましては、電子契約での契約締結に

なっているため、印紙及び押印につきましては、

不要の契約書となっております。 

 ４ページ以降に契約締結を明らかにする書面と

して合意締結証明書を添付しております。併せて

御参照ください。 

 なお、契約に当たりましては、市内の設計事務

所及び建設業者を対象にプロポーザル方式による

公募を行った結果、設計事務所２社、建設業者２

社で構成された異業種特定建設工事共同企業体１

組からの応募があり、選定委員会にて提案内容等

の審査を行い、本契約の相手方として決定してお

ります。 

 本工事の概要は、うるま市火葬場、地下１階、

地上２階建て、鉄筋コンクリート造、延べ床面積

約3,800平方メートルとなっております。これは

現時点での提案内容であることから、今後、基本

設計、実施設計にて協議を重ね、確定することと

なります。 

 続きまして、議案第61号 うるま市火葬場整備

事業（火葬炉設備工事）請負契約について。 

 次のように工事請負契約を締結することについ

て、地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求める。１契約の目的 うるま市火

葬場整備事業（火葬炉設備工事）。２契約の方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約。３契約

金額３億7,950万円。４契約の相手方 富山県富

山市奥田新町12番３号、株式会社宮本工業所、代
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表取締役 宮本芳樹。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、うるま市火葬場整備事業（火葬炉設

備工事）の請負契約の締結については、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決を必要とす

るため提案する。 

 契約の内容につきましては、次のページ以降の

設計・建設工事請負仮契約書及び電子契約を証す

る合意締結証明書を御参照ください。 

 なお、契約に当たりましては、火葬炉の製造・

納入・契約等の実績のある事業者を対象にプロ

ポーザル方式による公募を行った結果、火葬炉事

業者３社から応募があり、選定委員会にて提案内

容等の審査を行い、本契約の相手方として決定し

ております。 

 本工事の概要は、火葬場の建設に伴う火葬炉５

炉の設置工事、運営支援システム、遠隔監視シス

テム等の整備となっております。 

 続きまして、議案第62号 沖縄県消防指令セン

ター全体更新等整備事業（設計・建設工事）請負

契約について。 

 次のように工事請負契約を締結することについ

て、地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求める。１契約の目的 沖縄県消防

指令センター全体更新等整備事業（設計・建設工

事）。２契約の方法 公募型プロポーザル方式に

よる随意契約。３契約金額 34億5,400万円。４

契約の相手方 沖縄県うるま市字江洲２番地１、

うるま市ＳＳＣ異業種特定建設共同企業体、代表

者 有限会社クリエイト技研、代表取締役 宮城

聡。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、沖縄県消防指令センター全体更新等

整備事業（設計・建設工事）の請負契約の締結に

ついては、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議

会の議決を必要とするため提案する。 

 契約の内容につきましては、次のページ以降の

設計・建設工事請負仮契約書及び電子契約を証す

る合意締結証明書を御参照ください。 

 なお、契約に当たりましては、市内の設計事務

所及び建設業者を対象にプロポーザル方式による

公募を行った結果、設計事務所１社、建設業者10

社により構成された異業種特定建設共同企業体１

組からの応募があり、選定委員会にて提案内容等

の審査を行い、本契約の相手方として決定してお

ります。 

 本工事の概要につきましては、沖縄県消防指令

センター及びうるま市消防本部、地上３階建て、

プレキャストコンクリート・鉄骨混合構造、延べ

床面積は約3,600平方メートルとなっております。

これは現時点での提案内容であることから、今後

基本設計、実施設計にて協議を重ね、確定するこ

ととなります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 議案第63号につ

いて御説明いたします。 

 議案第63号 物品の取得について（電子黒板整

備事業（小学校））。 

 次のように物品売買契約を締結したいので、地

方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の

議決を求める。１契約の目的 電子黒板の購入。

２物品の数量 液晶ディスプレイ一体型電子黒板

75型を325台、65型を57台、ディスプレイスタン

ド382台、書画カメラ（実物投影機）382台。３契

約の方法 指名競争入札。４契約金額 ２億

2,425万2,600円。５契約の相手方 住所、うるま

市平良川122メゾン金座101号、商号、株式会社興

洋電子うるま営業所、代表者、取締役 天野啓治。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、電子黒板整備事業（小学校）におけ

る物品売買契約については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により議会の議決を必要とするため提案

する。 

 次のページに物品売買仮契約書を添付してござ

います。事業の概要について御説明いたします。 

 この事業は、うるま市立小学校の普通教室や特
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別支援教室及び特別教室に児童・生徒用パソコン

や教育系デジタル教材と親和性の高い電子黒板を

整備し、授業改善の道具の一つとして学習環境の

充実を図るものでございます。また、老朽化する

既存のプロジェクター式電子黒板の撤去もこの事

業に含まれています。事業者の選定につきまして

は、令和６年５月29日に指名競争入札を執り行い、

株式会社興洋電子うるま営業所が落札しています。

御審議のほどお願いいたします。 

 続きまして、議案第64号について御説明いたし

ます。 

 議案第64号 物品の取得について（電子黒板整

備事業（中学校））。 

 次のように物品売買契約を締結したいので、地

方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の

議決を求める。１契約の目的 電子黒板の購入。

２物品の数量 液晶ディスプレイ一体型電子黒板

75型を183台、65型を21台、ディスプレイスタン

ド204台、書画カメラ（実物投影機）61台。３契

約の方法 指名競争入札。４契約金額１億1,424

万6,000円。５契約の相手方 住所、うるま市石

川東恩納1130番地27、商号、有限会社昭和事務機

社、代表者、代表取締役 村吉政光。 

 令和６年６月10日提出、うるま市長 中村正人。 

 提案理由、電子黒板整備事業（中学校）におけ

る物品売買契約については、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により議会の議決を必要とするため提案

する。 

 次のページに物品売買仮契約書を添付してござ

います。 

 事業の概要につきましては、さきの小学校で御

説明した内容と重複しますが、うるま市立中学校

の普通教室や特別支援教室及び特別教室に児童・

生徒用パソコンや教育系デジタル教材と親和性の

高い電子黒板を整備し、授業改善の道具の一つと

して、学習環境の充実を図るものでございます。

また、老朽化する既存のプロジェクター式電子黒

板の撤去もこの事業に含まれております。事業者

の選定につきましては、令和６年５月29日に指名

競争入札を執り行い、有限会社昭和事務機社が落

札しています。御審議のほどお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 以上で提出者の説明は終

わりました。 

 休憩します。 

休 憩（１１時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時５９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 招集告示日の前日までに受理した請願及び陳情

は請願がゼロ件、陳情が４件です。先日の議会運

営委員会において、請願及び陳情の取扱いについ

て協議した結果、お手元に配付してあります請

願・陳情付託一覧表のとおり、所管の常任委員会

へ付託いたします。 

 

 

請願・陳情付託一覧表 

 

◎ 教育福祉委員会 

ｏ陳情第27号 訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求め

る陳情書 

◎ 配付 

ｏ江洲土地区画整理事業組合の事業運営に関する陳情 

（うるま市議会における請願書及び陳情書の取扱い規程第４条第３項第10号の規定による議員配

付） 
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ｏガザ地区の即時停戦のための積極的外交を政府に要求する意見書の提出を求める陳情 

（うるま市議会における請願書及び陳情書の取扱い規程第４条第３項第10号の規定による議員配

付） 

◎ 議長供覧 

ｏうるま市議会議員選挙に関する陳情 

（うるま市議会における請願書及び陳情書の取扱い規程第４条第３項第２号の規定による議長供

覧） 

 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 ６月11日から13日までの３日間は、議案研究及

び事務整理のため休会となっております。次回は、

６月14日金曜日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１２時００分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

２７番議員  佐久田   悟 

 

２８番議員  兼 本 光 治 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（２日目） 

 

◎ 令和６年６月14日（金） （１０時００分 開議） 

 

◎ 出席議員（26名） 

１番 真栄城   隆 議員  14番 池宮城 善 伸 議員 

２番 高 屋   優 議員  15番 伊 礼   正 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  17番 仲 程   孝 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

６番 国 吉   亮 議員  19番 下 門   勝 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  20番 天 願 久 史 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  25番 大 城   直 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

 

 

◎ 欠席議員（１名） 

27番 佐久田   悟 議員   

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 説明のための出席者 

市 長 中 村 正 人  こども未来部長 上 原 利恵子 

副 市 長 佐久川   篤  市民生活部長 松 岡 秀 光 

教 育 長 嘉手苅 弘 美  市民生活部参事 古 謝 哲 也 

企 画 部 長 金 城 和 明  経済産業部長 岸 本   力 

財 務 部 長 島 袋 史 朗  農林水産部長 座喜味 達 也 

福 祉 部 長 幸 地 美 和  都市建設部長 名嘉眞   睦 
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社会教育部長 川 端   登  総務政策課長 諸見里 直 樹 

社会教育部参事 兼 城 哲 夫    

 

 

◎ 事務局出席者 

議会事務局長 知 念 義 浩  調査広報係長 伊 禮 君 人 

議 事 課 長 石 川 秀 吉  
調 査 広 報 係 

主 任 主 事 
山 城   太 

議 事 係 長 森 根 元 気    
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◎ 議事日程第２号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．報告第２号 令和５年度うるま市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

第３．報告第３号 令和５年度うるま市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

第４．報告第４号 令和５年度うるま市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

第５．報告第５号 令和５年度うるま市土地開発公社事業報告及び決算報告について 

第６．報告第６号 令和６年度うるま市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について 

第７．報告第７号 専決処分の報告について（車両事故） 

第８．報告第８号 専決処分の報告について（農用地利用集積計画の一部取り消しに伴う損害賠償の

額を定め和解すること） 

第９．報告第９号 専決処分の報告について（与那城総合公園陸上競技場改修工事） 

第10．報告第10号 うるま市障害者計画策定の報告について 

第11．議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 

第12．議案第46号 令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第13．議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第14．議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号） 

第15．議案第49号 令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第16．議案第50号 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

第17．議案第51号 うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

第18．議案第52号 うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する条例 

第19．議案第53号 うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第20．議案第54号 物品の取得について（はしご付き消防ポンプ自動車(大型高所放水仕様)) 

第21．議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

第22．議案第56号 訴えの提起について(建物明渡等請求事件) 

第23．議案第57号 具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更について 

第24．議案第58号 うるま市市道路線の認定について 

第25．議案第59号 うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例 

第26．議案第60号 うるま市火葬場整備事業（設計・建設工事）請負契約について 

第27．議案第61号 うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）請負契約について 

第28．議案第62号 沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業（設計・建設工事）請負契約につい

て 

第29．議案第63号 物品の取得について（電子黒板整備事業（小学校）） 

第30．議案第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業（中学校）） 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第２号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により藏根武議員、伊波洋議員を指名します。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．報告第２号 令和５年度うるま市一

般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、発言を許します。平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 令和５年度うるま市一

般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 改めます。令和５年度

うるま市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について、10款６項保健体育費、与那城総合公

園陸上競技場整備事業繰越理由を質疑いたします。

御説明よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） おはようございま

す。平良一雄議員の質疑、10款６項保健体育費、

与那城総合公園陸上競技場整備事業の繰越理由に

ついて、御説明いたします。 

 与那城総合公園陸上競技場整備に伴い、設計段

階における各種調整など、施工方法の検討に不測

の日数を要したことを主な要因として繰越したも

のとなっております。なお、施工方法検討の結果、

フィールドや人工芝を採用し、トラック舗装材に

ついては、全天候型舗装のゴムチップウレタンを

採用することで決定をいたしております。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、地方自

治法施行令第146条第２項に基づく報告でありま

すので、報告どまりとなります。 

 日程第３．報告第３号 令和５年度うるま市水

道事業会計予算繰越計算書の報告について、日程

第４．報告第４号 令和５年度うるま市下水道事

業会計予算繰越計算書の報告についての２件を一

括して議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、地方公

営企業法第26条第３項に基づく報告でありますの

で、報告どまりとなります。 

 日程第５．報告第５号 令和５年度うるま市土

地開発公社事業報告及び決算報告について、日程

第６．報告第６号 令和６年度うるま市土地開発

公社事業計画、予算及び資金計画の報告について

の２件を一括して議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、地方自

治法第243条の３第２項に基づく報告であります

ので、報告どまりとなります。 

 日程第７．報告第７号 専決処分の報告につい

て（車両事故）を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、地方自

治法第180条第１項に基づく、議会の委任による

専決処分の報告でありますので、報告どまりとな

ります。 

 日程第８．報告第８号 専決処分の報告につい

て（農用地利用集積計画の一部取り消しに伴う損

害賠償の額を定め和解すること）を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、発言を許します。真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 おはようございます。
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では報告第８号 専決処分の報告について（農用

地利用集積計画の一部取り消しに伴う損害賠償の

額を定め和解すること）について、質疑いたしま

す。 

 事案の概要（１）で、農地の登記名義人の複数

の相続人とありますが、複数とは何人でしょうか。

また、概要（３）で、申出に係る同意が過半数に

達していなかったとありますが、過半数に達する

には何人必要だったかお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） おはようござ

います。真栄城隆議員の報告第８号 専決処分の

報告に関する質疑にお答えいたします。 

 農地の登記名義人が亡くなり、相続が発生した

時点で、配偶者も亡くなっていたことから、相続

人はこの８人であり、持ち分は各人が８分の１ず

つ保有している状況でありました。申出の際に提

出された同意書には８分の４に当たる４人の同意

がありましたが、過半数に達するためには５人の

同意が必要でありました。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 再質疑いたします。 

 今回のケースでは８人のうち４人の同意があっ

たことから過半数に達したと誤認をしております。

過半数とは半数を含まないことでありますが、２

分の１以上とは、半数も含むこととなっておりま

す。日本語は時々紛らわしく、微妙に異なる意味

がありますが、今後相続関係の土地や建物の案件

が増えていくと予想されますので、今後の留意点

をお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 再質疑にお答

えします。 

 議員御指摘のとおり、過半数の誤認により発生

した損害であります。今後は、各職員が関係法令

の正しい解釈について、理解を深めるとともに複

数人による確認体制を構築し再発防止に努めてま

いります。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、地方自

治法第180条第１項に基づく、議会の委任による

専決処分の報告でありますので、報告どまりとな

ります。 

 日程第９．報告第９号 専決処分の報告につい

て（与那城総合公園陸上競技場改修工事）を議題

とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、地方自

治法第180条第１項に基づく、議会の委任による

専決処分の報告でありますので、報告どまりとな

ります。 

 日程第10．報告第10号 うるま市障害者計画策

定の報告についてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 ただいま議題となっております案件は、障害者

基本法第11条第８項に基づく報告でありますので、

報告どまりとなります。 

 日程第11．議案第45号 令和６年度うるま市一

般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許します。真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 議案第45号 令和６年

度うるま市一般会計補正予算（第２号）について、

４点お聞きいたします。 

 まず１点目、歳出16ページから17ページ、２款

１項５目、説明欄（２）、資産マネジメント課管

理費の償還金について、償還金２億5,056万円の

説明をお伺いします。 

 ２点目、同ページ６目、説明欄（３）、津堅島

複合施設・移住支援施設整備事業、複合施設とは

どのような施設を予定しているのか。また移住支

援の対象者とは、どの地域からの移住を想定して

いるのでしょうか。 

 ３点目、歳出18ページから19ページ、２款３項

１目、戸籍住民基本台帳費、12節委託料、説明欄

（２）、窓口キャッシュレス導入事業について、

具体的な事業内容の説明を求めます。 

 ４点目、39ページ、新障がい者相談支援システ
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ム構築運営事業4,730万円について、新障がい者

相談支援システムとは、具体的にどのようなシス

テムでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 真栄城隆議員の質疑

にお答えいたします。 

 歳出16ページから17ページ、２款１項５目財産

管理費、説明欄（２）、資産マネジメント課管理

費の償還金２億5,056万円につきましては、旧与

那城庁舎の買戻しに伴う償還金でございます。旧

与那城庁舎は、うるま市の観光に資するにふさわ

しい宿泊施設及び商業施設に使用する条件で、民

間事業者と建物の売買に関する契約を、平成30年

８月29日に締結しております。 

 契約及び延長承認により指定用途の始期を、令

和４年12月１日と予定しておりましたが、いまだ

事業着手が行われていない状況でございます。契

約相手方へ今後の見通しも含めて確認・調整を行

いましたところ、先方からは既存庁舎を宿泊施設

として利活用することの難しさや、リノベーショ

ン費用の工面に苦慮しており、当該施設の改修運

営は厳しい旨の回答がございました。市といたし

ましては、令和４年度に策定した勝連・与那城地

域まちづくり推進計画を推進するためには、旧与

那城庁舎の利活用の方向性、庁舎周辺の開発は親

和性が必要不可欠であると考えていることから、

令和５年度に事業者と協議を行い、旧与那城庁舎

の買戻しについて双方合意に至りました。買戻し

につきましては、契約書第19条において、市は買

戻しの際に売買代金を返還すると明記されている

ことから、売買契約額と同額の２億5,056万円を

償還金として計上しております。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 真栄城隆議員の御質

疑、歳出17ページ、２款１項６目、説明欄（３）、

津堅島複合施設・移住支援施設整備事業について、

御説明いたします。 

 当該施設は、人口減少及び少子高齢化が顕著で

あります。津堅島におきまして移住・定住促進を

図ることを目的とした施設となっております。移

住者が居住可能な定住促進住宅５棟、７世帯のほ

か、公民館機能を中心とした移住者と市民の交流

スペースや消防詰所、備蓄倉庫等防災機能を有し

た複合施設となっております。また、移住支援の

対象者につきましては、津堅島の島外からの子育

て世帯を対象としておりまして、主に農業・漁業

従事者など、津堅島におきまして就労する世帯を

想定してございます。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。真栄城隆議員の御質疑にお答えいたします。 

 歳出18ページから19ページ、２款３項１目、戸

籍住民基本台帳費、12節委託料、説明欄（２）、

窓口キャッシュレス導入事業について、お答えい

たします。 

 キャッシュレス化が進む社会状況において、証

明書発行等に係る券売機の機能向上を図るため、

バーコード決済等に対応したキャッシュレス対応

型券売機の設置を予定しております。今回導入予

定の機種につきましては、多言語にも対応してお

り、近年増加しております市内に居住する外国人

へのサービス向上への取組も併せて行っていくこ

ととしております。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） おはようございます。

真栄城隆議員の御質疑にお答えいたします。 

 39ページ、債務負担行為で翌年度以降にわたる

ものについての前年度末までの支出額又は支出額

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関す

る調書の事項欄、新障がい者相談支援システム構

築運営事業について御説明いたします。 

 本事業で、構築・導入を行う新障がい者相談支

援システムは、障がいのある方やその御家族が抱

えている問題や悩みに対する相談支援の履歴情報

を蓄積していくことで、支援計画の立案や進捗状

況の把握、改善策の検討をより効率よく適正に推

進していくことを目的としております。今回の導

入に当たっては、障がい福祉課だけではなく、一

般相談業務を受託いただいている委託相談支援事

業所、専門的な相談支援を行う基幹相談支援セン
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ターにも本システムを貸与し、同一のプラット

ホームで本システムを運用することにより、支援

業務の一貫性と連続性を確保してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 答弁ありがとうござい

ます。では再質疑をいたします。 

 １点目の資産マネジメント課管理費償還金２億

5,056万円に関してお聞きいたします。旧与那城

庁舎が、うるま市の観光としてホテルや商業施設

として再生すると期待しておりましたが、やはり

新型コロナ感染拡大の影響や、改築コストの物価

高騰も影響していると思っております。売買契約

と同額の買取金額のほか、契約不履行による違約

金が、本市へ幾ら支払われるかお聞きいたします。 

 もう１点再質疑です。３点目の窓口キャッシュ

レス導入事業導入委託料、当初予算額4,180万円

（後に「418万円」に訂正。）が２号補正で38万

8,000円の増額補正となっておりますが、増額補

正となった経緯について、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 再質疑にお答えいた

します。 

 契約不履行による違約金の金額につきましては、

売買時の契約に基づき、売買代金の100分の20に

相当する金額5,011万2,000円になります。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時２１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 窓口キャッシュ

レス導入事業についての再質疑について、お答え

いたします。 

 当該事業の財源となりますデジタル田園都市国

家構想交付金事業の対象となります積算額418万

円を当初予算において計上しておりましたが、そ

の後の調整において配線費用等も含めた総額456

万8,000円が対象になることが判明したため、そ

の差額となります38万8,000円を増額補正するも

のとしております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 先ほどの再質疑につき

まして、金額の訂正をさせていただきます。窓口

キャッシュレス導入事業導入委託料、当初予算額、

先ほどは「4,180万円」と質疑いたしましたが、

訂正し、正確には「418万円」が２号補正でとい

うことになりますので訂正しておわびいたします。 

○議長（比嘉 直人） 次の質疑者、伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 おはようございます。

12点通告してありますので、答弁よろしくお願い

します。 

 議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正

予算（第２号）、22ページ、23ページ、児童福祉

総務費、説明欄（８）、要支援家庭寄り添い支援

事業、事業説明と事業運営委託料2,000万円の全

額補正減の説明を求めます。 

 次24ページ、25ページ、農地費、説明欄（２）、

農業水路等長寿命化・防災減災事業（高江洲地

区）、公有財産購入費150万円を設計業務委託料に

全額予算組替えについて、事業説明と予算組替え

の説明を求めます。 

 次に同ページ、農地費、説明欄（３）、県営農

業水路等長寿命化事業（与勝第１）、負担金の事

業説明と205万5,000円の全額補正減の説明を求め

ます。 

 次に26ページ、27ページ、商工振興費、説明欄

（３）、市内事業者販売力向上支援事業、補助金

1,000万円を業務委託料に全額予算組替えについ

て、事業説明と予算組替えの説明を求めます。 

 次に同ページ、商工振興費、説明欄（５）、東

照間商業等施設屋外トイレ整備事業について、以

前にも整備した事業だと思いますが、今回の工事

請負費974万8,000円の事業説明を求めます。 

 次に同ページ、観光振興費、説明欄（３）、う

るま感動産業特区プロモーション事業、業務委託

料1,423万5,000円の事業説明を求めます。 

 次に同ページ、観光振興費、説明欄（４）、石

川多目的ドーム機能強化事業の事業説明と、業務
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委託料2,362万8,000円の説明を求めます。 

 次に28ページ、29ページの都市計画総務費、説

明欄（２）、津堅島公共交通実証事業の事業説明

と、業務委託料1,436万6,000円と車両購入費の説

明を求めます。 

 次に32ページ、33ページ、学校管理費、説明欄

（２）、小学校ＬＥＤ化事業の説明と、設計業務

委託料（資産）1,270万5,000円の説明を求めます。 

 次に同ページ、学校管理費、説明欄（１）、中

学校ＬＥＤ化事業説明と設計業務委託料（資産）

346万5,000円の説明を求めます。 

 次に34ページ、35ページ、体育施設費、説明欄

（１）、具志川野球場機能強化事業の説明と8,002

万8,000円の事業費の説明を求めます。 

 次に同ページ、最後です。給食施設費、説明欄

（１）、新石川調理場整備運営事業の物件移転等

補償金433万5,000円の説明を求めます。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） おはようご

ざいます。伊波洋議員の御質疑にお答えいたしま

す。 

 歳出22ページ、23ページ、児童福祉総務費、説

明欄（８）、要支援家庭寄り添い支援事業、事業

説明と事業運営委託料2,000万円の全額補正減の

説明について、お答えいたします。 

 事業内容といたしましては、困難を抱える子供

や家庭において、既存の支援体制では把握しづら

い事案や、支援が届きづらい事案があることから、

支援体制を補完する仕組みとして、民間事業者に

委託し、訪問支援員が夜間や休日などに対象家庭

を訪問し、必要に応じた適切な支援と支援体制の

検証などを行う事業となっております。財源とし

て予定していた内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策

事業補助金において、当初予定した補助金の全額

が認められなくなったことから、新規事業である

当該事業を見送り、全額補正減としております。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 伊波洋議員の

質疑にお答えします。 

 歳出24ページ、25ページの６款１項５目農地費、

説明欄（２）、農業水路等長寿命化・防災減災事

業（高江洲地区）に係る事業説明と予算組替えに

ついて、御説明いたします。本事業は、昭和48年

度から昭和54年度にかけて、県営農地浸食防止事

業により排水路、承水路、農道等の整備を行って

おりますが、排水路の老朽化による水路壁の転倒

やずれなどが生じており、隣接農地が崩壊する可

能性が懸念されるなど、危険な状況にあるため、

排水路を更新し、農地崩壊が起こらないよう防

災・減災を図ることを目的としております。予算

組替えについては、事業内の一部既設構造物にお

いて、健全度を診断する機能診断調査業務が必要

になったことから、公有財産購入費250万円のう

ち、150万円を設計業務委託料へ組替えするもの

となっております。また今年度、用地買収が

23.08平方メートルの３筆で100万円以内での執行

が見込まれることから、公有財産購入費を減額し

ております。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時３１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 歳出24ページ、

25ページ、６款１項５目、農地費、説明欄（３）、

県営農業水路等長寿命化事業（与勝第１）の負担

金の事業説明と205万5,000円の全額補正減につい

て御説明いたします。 

 本事業は、平成17年度から平成21年度にかけて、

県営かんがい排水事業与勝２期地区において、造

成された主要幹線の一部区間で原因不明な漏水の

発生が多数確認されており、農業用水の供給が不

安定となり、農業生産に支障が出ております。維

持管理に多大な労力と費用を要していることから、

緊急に対策を実施し、用水路の機能保全をするた

めの整備を行うことにより、農業用水の安定供給

及び施設の維持管理の費用や労力の軽減を図り、

農業生産性の維持、農業経営の安定、農業所得の

向上を目的としております。事業主体であります
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沖縄県が、令和６年度新規事業採択を目指して進

めており、市負担金として205万5,000円の予算計

上をしておりましたが、事業が不採択となったた

め、全額補正減するものであります。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 伊波洋議員の質疑、

歳出26ページから27ページ、７款１項２目、商工

振興費、説明欄（３）、市内事業者販売力向上支

援事業について、御説明いたします。 

 当事業は、地域特性を生かした商品開発や販路

拡大支援を実施し、市内事業者の販売力の底上げ

を図るため、市産品の販路開拓、販売及びＰＲの

機会創出を行う委託事業として実施する市産品販

路拡大事業と本年度において、立ち上げを予定し

ております（仮称）物産振興協議会が取り組む市

内事業者の販売力の向上に資する補助事業で構成

をいたしております。今回の補正につきましては、

当初予算編成時において、想定していなかった農

林水産部所管のモズクの価値向上に特化した商品

開発と販路開拓に資する業務委託を当事業の趣旨

に合致するものとして、当事業の予算において盛

り込むこととなったため、補助金から業務委託料

へ1,000万円の組替えを行うものであります。委

託事業であります市産品販路拡大事業につきまし

ては、随意契約にて、うるま市農水産業振興戦略

拠点施設うるマルシェ指定管理者へ業務委託をし

ております。なお、減額する補助金については、

今後立ち上げる（仮称）物産振興協議会の取組と

して、減額後の予算の範囲内で実行可能であり、

執行面での影響はないものと考えております。 

 続きまして、歳出26ページから27ページ、７款

１項２目、商工振興費、説明欄（５）、東照間商

業等施設屋外トイレ整備事業について、御説明い

たします。 

 東照間商業等施設屋外トイレ整備事業について

は、令和４年度事業として整備を行う予定であり

ましたが、実施の調整が整わず未整備の状況でご

ざいます。そのため、令和６年度当初予算で、改

めて工事請負費として1,977万2,000円を計上して

いるところでございます。今回の補正については、

東照間商業等施設屋外トイレ実施設計の結果、当

初予算に含まれていなかったバリアフリートイレ

も含め整備を行うこととしたため、その整備に係

る工事費974万8,000円の増額補正となっておりま

す。 

 次に歳出26ページから27ページ、７款１項３目

観光振興費、説明欄（３）、うるま感動産業特区

プロモーション事業、業務委託料1,423万5,000円

について、御説明いたします。 

 うるま感動産業特区プロモーション事業は、う

るま市が感動産業特区であることを広く周知する

とともに、独自の各種感動コンテンツを活用した

プロモーション活動による観光誘客を促進し、地

域経済に貢献することを目的とした事業でござい

ます。今回の補正については、本年11月に東京都

文京区において開催される東京沖縄県人会主催の

沖縄芸能フェスティバル2024へ現代版組踊肝高の

阿麻和利劇団を派遣するための増額であり、感動

産業特区アンバサダーである当該劇団とともに、

沖縄芸能フェスティバル2024出演の機会を最大限

活用する形で、うるまの文化・観光・物産等の総

合的魅力プロモーションの実施と旅行事業者や教

育関係者を対象とした現代版組踊肝高の阿麻和利

交流体験も予定してございます。修学旅行や市内

周遊滞在型観光の誘客につながるプロモーション

活動も実施いたしたいと考えております。なお、

当該劇団の出演が決定したタイミングが、当初予

算編成後であったため、今回の補正予算において

対応するものでございます。 

 次に歳出26ページから27ページ、７款１項３目、

観光振興費、説明欄（４）、石川多目的ドーム機

能強化事業の事業説明と、業務委託料2,362万

8,000円について、御説明いたします。 

 石川多目的ドーム機能強化事業については、闘

牛をはじめ様々なイベントがより効果的に開催で

きるよう施設の機能強化を行い、利用率の向上や

観光誘客を図ることを目的とした事業でございま

す。今回の補正につきましては、当該施設の利便

性の向上やイベント開催時の駐車場不足による周

辺への違法駐車等の対策として、新たな駐車場を
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整備するための基本計画・基本設計の見直しや、

実施設計及び事業認定手続を実施するための業務

委託料として、新規計上しているものでございま

す。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 歳出28ページか

ら29ページ、８款４項１目、都市計画総務費、説

明欄（２）、津堅島公共交通実証事業について、

御説明いたします。 

 本事業は、公共交通が存在しない津堅島におい

て、市産のＥＶ自動車２台を活用して、公共交通

の実証実験を行う事業となっております。業務委

託料につきましては、島内事業者２者に対して運

行を委託する業務と、交通コンサルタントに実証

実験の企画・調査・分析を委託する業務として計

上しております。車両購入費につきましては、市

産の８人乗りＥＶ自動車１台を購入し、既存車両

との入替えを行うこととしております。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 歳出32ページ

から33ページ、10款２項１目、説明欄（２）、小

学校ＬＥＤ化事業について、御説明いたします。 

 同事業は、高騰が続く電気料金の削減対策とし

まして、小学校体育館の照明設備をＬＥＤ照明へ

改修する事業となっております。設計業務委託料

1,270万5,000円につきましては、照明器具の変更

に伴い適正な照度の確認や電気容量の変更に伴う

ブレーカーの改修のほか、天井材のアスベスト含

有調査等を行う実施設計分として計上しており、

対象施設は田場小学校、あげな小学校、兼原小学

校、中原小学校、与那城小学校、南原小学校、川

崎小学校、平敷屋小学校、勝連小学校、宮森小学

校、具志川小学校の体育館11校となっております。 

 続きまして、同ページ10款３項１目、説明欄

（１）、中学校ＬＥＤ化事業について、御説明い

たします。 

 同事業につきましても、小学校と同じ内容と

なっており、設計業務委託料346万5,000円につき

ましては、具志川中学校、伊波中学校、彩橋小中

学校の体育館３校を計上しております。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 伊波洋議員の質疑、

歳出34ページから35ページ、10款６項２目、体育

施設費、説明欄（１）、具志川野球場機能強化事

業8,002万8,000円の事業費について、御説明いた

します。当事業につきましては、多様なスポーツ

が集積する具志川総合運動公園において、スポー

ツを通じた観光交流拠点機能及びプロスポーツ

チームが活用可能な練習拠点機能を有する体育館

施設や球場周辺の練習環境を整備し、プロスポー

ツチームのキャンプや合宿の定着化、スポーツ交

流人口の拡大を図ることを目的といたしておりま

す。今回の8,002万8,000円の増額補正については、

現在実施中のサブグラウンド実施設計に基づき、

当初想定していなかった排水工を追加したことと。

阪神タイガース春季キャンプの際に使用される打

撃練習用バッティングゲージ等の用具や、野球場

整備に使われるトラクターなどの保管倉庫を追加

で整備するため、当初予算の工事請負費１億円に

7,229万3,000円を増額し、またサブグラウンド改

修工事及び倉庫の建設工事の実施に係る工事監理

委託料として773万5,000円を増額する内容となっ

ております。なお、倉庫の整備につきましては、

現状の野球場には、バッティングゲージやトラク

ターなどを保管できる倉庫がないため、既存の用

具等が雨ざらしの状況であることや、春季キャン

プの際に、その都度バッティングゲージ等の用具

を搬入・搬出しております阪神球団側から常時保

管できる倉庫があれば、春季キャンプ以外の時期

において、搬入したバッティングゲージ等の用具

を市民へ活用させてもよいとの御提案をいただい

ていることから整備を行うことといたしておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 教育長。 

○教育長（嘉手苅 弘美） 伊波洋議員の御質疑

にお答えいたします。 

 歳出34ページ、35ページ、10款６項４目、給食

施設費、説明欄（１）、新石川調理場整備運営事

業の物件移転等補償金433万5,000円につきまして

は、新調理場建設予定地取得に係る井戸の補償費
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でございます。内訳といたしましては、井戸、タ

ンク、ポンプの移転補償となっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 答弁ありがとうござい

ました。 

 １点だけ再質疑をしたいと思います。24ページ、

25ページの農地費、説明欄（３）、県営農業水路

等長寿命化事業（与勝第１）、県のほうで不採択

ということになっていますけれども、今年度は整

備されないということになるのか。また整備され

ないと農業用水の安定供給はどう考えているのか。

再質疑したいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 再質疑にお答

えいたします。 

 先ほども御説明いたしましたが、沖縄県におい

て、事業が不採択となっていることから、今年度

整備の実施はございません。現在、農業用水の安

定供給については、沖縄県とうるま市与勝地下ダ

ム土地改良区で締結した管理委託協定書に基づき、

漏水等の修繕にかかる費用を土地改良区で負担し、

安定供給を維持しております。 

○議長（比嘉 直人） 次の質疑者、金城加奈栄

議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 皆さんこんにちは。

議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予

算（第２号）について、質疑を行います。 

 24ページ、25ページについては、６款農林水産

業費１項５目、説明欄（２）、農業水路等長寿命

化・防災減災事業（高江洲地区）については、同

僚議員への説明内容で理解いたしましたので割愛

いたします。 

 同ページ、説明欄（３）、県営農業水路等長寿

命化事業（与勝第１）の内容についても同僚議員

への説明で理解いたしましたので割愛をいたしま

す。 

 同ページ、説明欄（４）、農道橋点検事業調査

業務委託料790万円計上されておりますが、どこ

の地域なのか、説明を伺います。 

 26ページから27ページ、７款商工費１項３目、

説明欄（４）、石川多目的ドーム機能強化事業業

務委託料については、同僚議員への説明で理解い

たしましたので割愛をいたします。 

 28ページ、29ページ、８款土木費４項１目、説

明欄（２）、津堅島公共交通実証事業が計上され

ておりますが、業務委託料1,436万6,000円につい

ての説明。そして車両購入費815万1,000円につい

て、車両台数の説明を伺います。また、保管場所

について伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 金城加奈栄議

員の質疑にお答えします。 

 歳出24ページ、25ページ、６款１項５目農地費、

説明欄（４）、農道橋点検事業調査業務委託料

790万円及び農道橋の地域について、御説明いた

します。本事業は、令和元年度に点検、診断、保

全計画を策定した楚南橋、富祖原橋、高離橋の３

か所の農道橋をインフラ長寿命化計画の行動計画

及び農道保全対策の手引きに基づき、５年に１回

の頻度で実施する農道橋定期点検でございます。 

 地域につきましては、楚南橋は、石川楚南地区、

富祖原橋は石川地区、高離橋は、与那城上原地区

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 歳出28ページか

ら29ページ、８款４項１目都市計画総務費、説明

欄（２）、津堅島公共交通実証事業について、御

説明いたします。本事業の業務委託内容は、ＥＶ

自動車２台を活用した公共交通実証運行を島内事

業者２者に対して委託する業務と、実証実験の企

画・調査・分析を交通コンサルタントに委託する

業務として計上しております。車両購入費につき

ましては、市産の８人乗りＥＶ自動車１台を購入

し、既存車両との入替えを行います。また、実証

実験中の保管場所につきましては、島内事業者が

所有する駐車場及び津堅島公民館を想定しており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 次の質疑者、平良一雄議

員。 

○９番 平良 一雄議員 議長、休憩お願いし
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ます。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 歳出23ページ、児童福

祉総務費、説明欄（８）、要支援家庭寄り添い支

援事業、事業運営委託料2,000万円の事業内容と

減額理由につきましては、先ほどの伊波洋議員へ

の答弁で理解できましたので割愛しますが、再質

疑として、答弁において、当初予定していた補助

金の全額は認められなかったことから、新規事業

である当事業を見送ったとありますが、認められ

た範囲の補助金での実施はできなかったのか、お

伺いいたします。 

 次に、歳出27ページ、商工振興費、説明欄

（７）、宇都宮市経済交流事業、補助金879万

4,000円の内訳をお伺いいたします。 

 次に、歳出27ページ、観光振興費、説明欄

（３）、うるま感動産業特区プロモーション事業

については、先ほどの伊波洋議員への答弁で理解

したので割愛いたします。 

 歳出28ページから29ページ、都市計画総務費、

説明欄（２）、津堅島公共交通実証事業の事業内

容と業務委託料1,436万6,000円の大本となる計画

及び構想をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） 平良一雄議

員の御質疑について説明いたします。 

 歳出、３款２項１目12節、説明欄（８）、要支

援家庭寄り添い支援事業の実施につきましては、

沖縄子供の貧困緊急対策事業補助金が、当初予定

した額を下回る結果となり、予定していた全事業

を実施することは、新たな財政負担となることか

ら、既存事業を継続し実施していくため、新規で

ある当該事業の実施を見送ることとしました。な

お、当該事業につきましては、今年度も沖縄県が

全県域で実施することとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 平良一雄議員の質

疑、歳出26ページから27ページ、７款１項２目商

工振興費、説明欄（７）、宇都宮市経済交流事業

の補助金879万4,000円の内訳について御説明いた

します。 

 補助金の内訳としては、司会及びエイサー団体

等への謝礼金として24万8,000円、消耗品費とし

て５万3,000円、実行委員に係る渡航費として147

万5,000円、振込手数料として８万5,000円、友好

都市締結記念の贈答品及び懸垂幕・横断幕等の作

成費として15万4,000円、調印式でのエイサー団

体等の派遣費として130万円、レセプションに係

る会場使用料、音響、照明、運営に係る費用とし

て247万9,000円、折り込みチラシ、大型モニター

等の使用料として300万円、以上を必要経費とし

て見込んでございます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 歳出28ページか

ら29ページ、８款４項１目都市計画総務費、説明

欄（２）、津堅島公共交通実証事業について、御

説明いたします。 

 本事業は、第２次うるま市総合計画後期基本計

画に掲げております公共交通施策及び島しょ地域

振興施策に基づき実施するものでございます。ま

た、令和３年８月に策定しました津堅島振興総合

計画におきましても、生活環境基盤の充実及び産

業振興を目標として、公共交通の確保が施策に位

置づけられております。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

総務委員会へ付託し、そのうち他の委員会が関係

する予算につきましては、お手元に配付してあり

ます議案付託一覧表のとおり、所管の委員会へ分

割して付託します。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１０時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１４分） 
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○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第12．議案第46号 令和６年度うるま市介

護保険特別会計補正予算（第１号）を議題としま

す。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

教育福祉委員会へ付託します。 

 日程第13．議案第47号 令和６年度うるま市国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許します。真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 議案第47号 令和６年

度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について、質疑いたします。 

 歳入８ページ、５款１項３目、社会保障・税番

号制度システム整備費補助金785万4,000円の事業

内容について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） お答えいたし

ます。 

 ８ページから９ページ、歳入５款１項３目、社

会保障・税番号制度システム整備費補助金785万

4,000円の補正増につきましては、マイナンバー

と健康保険証の一体化に伴うシステム改修等に係

る国庫補助金となっております。内容としまして

は、個人番号の下４桁を含む加入者情報のお知ら

せにかかる通信運搬費として594万円、現行の健

康保険証の廃止となる日から被保険者に資格確認

書等を交付するためのシステム改修委託料191万

4,000円となっております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 再質疑いたします。 

 ただいま個人番号の下４桁を含む加入者情報の

お知らせの送付について、その趣旨を伺いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 真栄城隆議員

の再質疑にお答えいたします。 

 加入者情報のお知らせについて、国は全ての方

に安心してマイナンバーカードを保険証として利

用していただけるよう、医療保険者等の把握して

いる加入者情報を本年３月から10月までの間に通

知することとしております。本市におきましては、

10月初旬に送付を予定しており、マイナ保険証の

利用方法やメリットを記載したチラシを同封する

ことで、マイナ保険証の利用促進を図ってまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 再度質疑いたします。 

 昨年の暮れに友人が緊急搬送された際に、マイ

ナ保険証の必要性を痛感いたしました。このマイ

ナ保険証について、どのようなメリットがあるの

か伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質疑にお答

えいたします。 

 マイナ保険証のメリットとしましては、医療機

関での受付が自動で行われるため、効率的に受付

を済ますことが可能となります。また、限度額適

用認定証の手続をせずに、限度額を超える支払い

が免除となります。その他にもスマートフォンの

マイナポータルから過去の処方履歴や特定健診情

報などの診療情報をいつでも閲覧できるようにな

り、よりよい医療を受けることができるなどのメ

リットがございます。 

○議長（比嘉 直人） 次の質疑者、金城加奈栄

議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 皆さん、こんにちは。

議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）について、質疑を行い

ます。 

 ８ページから９ページ、歳入、国庫支出金、国

庫補助金、説明欄（１）、社会保障・税番号制度

システム整備費補助金785万4,000円。 

 10ページから11ページ、歳出、総務費、説明欄

（１）、一般管理費、システム改修委託料191万

4,000円について、説明ではマイナンバーとの統
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一化に伴いとの説明でしたが、マイナンバー保険

証を持っていない方はどうなるのか伺います。本

人からの申請にもよらずプッシュ型で交付・更新

なのか。手続が難しい方については、無保険にな

らないか、説明を伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 金城加奈栄議

員の御質疑についてお答えいたします。 

 ８ページから９ページ、歳入、５款１項３目、

社会保障・税番号制度システム整備費補助金785

万4,000円。 

 10ページから11ページ、歳出、１款１項１目、

一般管理費、システム改修委託料191万4,000円に

つきましては、マイナンバーと健康保険証の一体

化に伴うシステム改修等に係る補正増となってお

ります。保険証利用登録がされたマイナンバー

カード、いわゆるマイナ保険証を保有していない

方につきましては、資格確認書を交付することと

なっておりますが、交付に当たっての手続につき

ましては、国は当分の間、各保険者が本人の申請

によらず交付することとしております。マイナ保

険証を保有せず、手続が難しい方についても、資

格確認書を交付するため、資格確認書を医療機関

に提示することにより、保険診療を受けられるこ

ととなります。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

市民経済委員会へ付託します。 

 日程第14．議案第48号 令和６年度うるま市水

道事業会計補正予算（第１号）、日程第15．議案

第49号 令和６年度うるま市下水道事業会計補正

予算（第１号）の２件を一括して議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

建設委員会へ付託します。 

 日程第16．議案第50号 うるま市母子及び父子

家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例、日程第17．議案第51号 うるま市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の２件を一括して議題と

します。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

教育福祉委員会へ付託します。 

 日程第18．議案第52号 うるま市立地企業の支

援に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、発言を許します。金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 議案第52号 うるま

市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する

条例、一部分の質疑内容においては割愛いたしま

すので、では質疑を行います。 

 提案理由においては、沖縄振興特別措置法の一

部を改正する法律に伴ってとあるが、対象事業は

どのような事業なのか伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 金城加奈栄議員の

質疑について、御説明いたします。 

 今回の改正予定の条例における対象事業は、産

業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的と

して、市内で新規に立地する企業に対してうるま

市民を新たに雇用した場合、１人につき１回限り

10万円を交付する雇用奨励金事業となっておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 再質疑を行います。 

 今回の補正予算の中に含まれる労働諸費、一般

財源からの支出200万円との関連なのか伺います。 

 また、申請窓口対応については、どのように考

えているのか伺います。継続事業になると、今後

市内に新たな新規立地企業が出た場合の予算は、

一般財源から支出していくことになるのか伺いた

いと思います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 
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○経済産業部長（岸本 力） 再質疑３点につい

て、お答えいたします。 

 １点目については、６月補正予算に計上してお

ります労働諸費、雇用奨励金200万円は本条例に

関するものとなってございます。 

 ２点目の雇用奨励金の申請については、窓口及

び郵送でも受け付けております。 

 ３点目について、雇用奨励金は平成24年度から

継続して実施しており、一般財源で対応する事業

となっております。なお、雇用奨励金の対象とな

る企業の要件としては、沖縄振興特別措置法で規

定されている情報通信産業振興地域、産業イノ

ベーション促進地域、国際物流拠点産業集積地域

において、それぞれの地域に即した事業を営む者

で、従業員数が５人以上、操業開始の日から２年

以内に雇用奨励金対象者を雇用した企業となって

おります。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

市民経済委員会へ付託します。 

 日程第19．議案第53号 うるま市水道事業給水

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

建設委員会へ付託します。 

 日程第20．議案第54号 物品の取得について

（はしご付き消防ポンプ自動車(大型高所放水仕

様))を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

総務委員会へ付託します。 

 日程第21．議案第55号 沖縄県後期高齢者医療

広域連合規約の変更についてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、発言を許します。金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 議案第55号 沖縄県

後期高齢者医療広域連合規約の変更について、提

案理由において、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正とのことですが、内容は「被保険者証及

び資格証明書」を「資格確認書等」に改めるとあ

るが、広域連合規約により25人の市町村議員で構

成されておりますが、2023年８月４日の新聞記事

において、資格確認書が国民に理解を得られるの

か疑問であるとの内容でしたが、県内では回答し

た26市町村のうち保険証廃止の延期を求めたのは

14市町村と答えているが、本市として対応はどう

考えているのか伺います。 

 また、規約の変更について、協議の内容説明を

伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 金城加奈栄議

員の御質疑にお答えいたします。 

 今回の沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変

更の協議につきましては、法律の改正により、現

行の被保険者証は令和６年12月２日以降、発行さ

れなくなることから、規約の別表第１中「被保険

者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改め

るためのものとなっております。別表第１につい

ては、後期高齢者医療制度において、市町村で行

う事務を規定するものとなっております。広域連

合の規約の変更の手続に関しましては、地方自治

法の規定に基づき、県内全市町村の議会での議決

を経た後に、市町村長協議によりこれを定め県知

事の許可を受けることとなっております。 

 被保険者証については、法律において、12月２

日以降は発行されないこととされたことから、本

市としましては、マイナンバーカードを健康保険

証として利用することのメリットなどを市民に周

知し、今後マイナ保険証の普及及び利用率の向上

に努めてまいりたいと考えております。 

 また、マイナ保険証を保有していない被保険者

には、申請いただくことなく資格確認書を交付す

ることにより、引き続き保険診療が受けられるよ

う、適正に事務を進めてまいりたいと考えており
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ます。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

市民経済委員会へ付託します。 

 日程第22．議案第56号 訴えの提起について

(建物明渡等請求事件)を議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許します。真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 議案第56号 訴えの提

起について(建物明渡等請求事件)について質疑い

たします。 

 事件の概要にて、明渡しに応じないとあります

が、これまで行ってきた経緯についてお伺いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 真栄城隆議員の質

疑について御説明いたします。 

 令和５年４月７日、当該事業者より直接連絡が

あり、面会しており、話合いの中で、あやはし館

が行政施設であるため、行政手続上、入居可能な

企業は許可された企業のみで現状としては不法な

占有であることと、行政が負担している光熱水費

等についても精算してもらう方針であることを説

明し、明渡しへの理解を求めております。また、

令和５年６月28日に、改めて面会し当該事業者に

対し、あやはし館の設置及び管理に関する条例、

またはうるま市公有財産規則に基づく使用を認め

ていない状況を説明し、建物明渡しと未払いの光

熱水費等への対応について、指示書手交により求

めております。しかしながらその後においても進

展がない状況であったことから、令和６年３月18

日に再度面会し、令和６年４月30日までに占有部

分を明渡すことと、未納の光熱水費等や使用料相

当損害金の提示と支払いを求め、指示書の内容に

応じられないのであれば、不本意ながら法的手続

を行う旨を説明しております。令和６年４月５日

には指示内容に応じられるのかの確認を電話連絡

で行いましたが、交渉に応じていただくことが難

しく、やむを得ず訴えの提起に至っております。 

○議長（比嘉 直人） 次の質疑者、平良一雄議

員。 

○９番 平良 一雄議員 同じく議案第56号 訴

えの提起について(建物明渡等請求事件)、概要の

中で、訴訟遂行の方針、必要がある場合は訴えの

取下げをし、上訴し、または和解するものとある

が、行政として想定している取下げ、上訴、和解

を伺う。また今後改めて話合いを持つ場、または

協議は考えていないのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時３５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 平良一雄議員の質

疑について御説明いたします。 

 訴訟遂行の方針に記載している内容につきまし

ては、今後の裁判の経緯を踏まえて判断されるも

のであり、現時点ではお答えすることができませ

ん。これまで当該事業者とは面会によりお話をさ

せていただきましたが、交渉に応じていただくこ

とが難しく、やむを得ずの訴えの提起に至ってご

ざいます。 

○議長（比嘉 直人） 以上で質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

市民経済委員会へ付託します。 

 日程第23．議案第57号 具志川地区土地改良事

業（農業用用排水施設）の計画変更についてを議

題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

市民経済委員会へ付託します。 

 日程第24．議案第58号 うるま市市道路線の認

定についてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 
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 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

建設委員会へ付託します。 

 日程第25．議案第59号 うるま市地方活力向上

地域における固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

総務委員会へ付託します。 

 日程第26．議案第60号 うるま市火葬場整備事

業（設計・建設工事）請負契約についてから、日

程第28．議案第62号 沖縄県消防指令センター全

体更新等整備事業（設計・建設工事）請負契約に

ついてまでの３件を一括して議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

建設委員会へ付託します。 

 日程第29．議案第63号 物品の取得について

（電子黒板整備事業（小学校））、日程第30．議案

第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業

（中学校））の２件を一括して議題とします。 

 これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せんので、質疑を終結します。 

 議案を付託します。ただいま議題となっており

ます案件は、会議規則第37条第１項の規定により、

教育福祉委員会へ付託します。 

 以上で通告がありました質疑は全て終了しまし

た。 

 

 

議 案 付 託 一 覧 表 

 

◎ 総務委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 
分割付託 

先議 

議案第54号 
物品の取得について（はしご付き消防ポンプ自動車(大型高所放水

仕様)) 
先議 

議案第59号 
うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均

一課税に関する条例の一部を改正する条例 
 

  

◎ 建設委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 
分割付託 

先議 

議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号）  

議案第49号 令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 先議 
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議案番号 案   件   名 備 考 

議案第53号 うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

議案第58号 うるま市市道路線の認定について  

議案第60号 うるま市火葬場整備事業（設計・建設工事）請負契約について 先議 

議案第61号 うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）請負契約について 先議 

議案第62号 
沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業（設計・建設工事）請

負契約について 
先議 

  

◎ 教育福祉委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 
分割付託 

先議 

議案第46号 令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

議案第50号 
うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例 
 

議案第51号 
うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 
 

議案第63号 物品の取得について（電子黒板整備事業（小学校）） 先議 

議案第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業（中学校）） 先議 

  

◎ 市民経済委員会 

議案番号 案   件   名 備 考 

議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 
分割付託 

先議 

議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 先議 

議案第52号 うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する条例  

議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について  

議案第56号 訴えの提起について(建物明渡等請求事件)  

議案第57号 具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更について  
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◎ 付託省略（報告等） 

議案番号 案   件   名 備 考 

報告第２号 
令和５年度うるま市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて 
 

報告第３号 令和５年度うるま市水道事業会計予算繰越計算書の報告について  

報告第４号 令和５年度うるま市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について  

報告第５号 令和５年度うるま市土地開発公社事業報告及び決算報告について  

報告第６号 
令和６年度うるま市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報

告について 
 

報告第７号 専決処分の報告について（車両事故）  

報告第８号 
専決処分の報告について（農用地利用集積計画の一部取り消しに伴

う損害賠償の額を定め和解すること） 
 

報告第９号 専決処分の報告について（与那城総合公園陸上競技場改修工事）  

報告第10号 うるま市障害者計画策定の報告について  

  

 
 

 休憩します。 

休 憩（１１時４１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 なお、６月17日月曜日は委員会審査のため休会

となっております。次回は、６月18日火曜日午前

10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１１時４２分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

２９番議員  藏 根   武 

 

３０番議員  伊 波   洋 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（３日目） 

 

◎ 令和６年６月18日（火） （１０時０１分 開議） 

 

◎ 出席議員（27名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  19番 下 門   勝 議員 

６番 国 吉   亮 議員  20番 天 願 久 史 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  25番 大 城   直 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  27番 佐久田   悟 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

14番 池宮城 善 伸 議員   

 

 

◎ 欠席議員（なし） 

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 説明のための出席者 

市 長 中 村 正 人  防災広報対策部長 大 田 義 浩 

副 市 長 佐久川   篤  福 祉 部 長 幸 地 美 和 

教 育 長 嘉手苅 弘 美  こども未来部長 上 原 利恵子 

総 務 部 長 山入端 立 也  こども未来部参事 上運天   健 

企 画 部 長 金 城 和 明  市民生活部長 松 岡 秀 光 

財 務 部 長 島 袋 史 朗  経済産業部長 岸 本   力 
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都市建設部長 名嘉眞   睦  社会教育部参事 兼 城 哲 夫 
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◎ 議事日程第３号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第３号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、真栄城隆議員、高屋優議員を指名しま

す。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。幸喜

勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 執行部の皆様、議員の

皆様、市民の皆様、おはようございます。会派か

けはしの幸喜勇です。議長の許可を得ましたので、

通告した５点について一般質問させていただきま

す。 

 初めに、道路行政と浸水対策についての質問で

す。昭和43年に都市計画決定された長期未整備の

都市計画道路、大田豊原線は令和２年に廃止され、

その代替機能として、大田区の川田５－23号線を

整備することになっています。令和３年６月定例

会で進捗状況を確認した際には、川田５－23号線

の狭隘部の解消に向け、今年度実施設計に着手し

ますとありましたが、進捗状況と今後の計画につ

いて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） おはようござい

ます。幸喜勇議員の御質問にお答えいたします。 

 川田５－23号線は、特定防衛施設周辺整備調整

交付金を活用し、延長234メートル、幅員５メー

トルで計画しております。進捗状況といたしまし

ては、令和３年度に実施設計業務を行い、令和５

年度には分筆測量業務及び土地評価業務が完了し、

事業進捗率は約14％でございます。今年度につき

ましては、用地取得及び物件補償を行い、令和７

年度に整備工事を行う予定となっております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 大田公民館付近の下原

第１雨水幹線の浸水対策について、令和５年６月

定例会で質問した際には、今後関係部署と連携を

図りながら浸水対策に取り組んでいきたいと考え

ていますとありましたが、進捗状況と今後の計画

について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） おはようございます。

幸喜勇議員の御質問にお答えいたします。 

 下原第１雨水幹線の既設ボックスカルバートの

断面、高さ１メートル、幅１メートルでは、排水

能力が不足していることが判明しているところで

ございます。その状況を踏まえ浸水対策としまし

て、排水系統の見直しを行い放流先を分散させ、

浸水被害の解消を図りたいと考えております。現

在、道路整備課において、令和７年度に整備を予

定している川田５－23号線の道路改良工事に併せ、

放流先を分散させるための排水路設置を予定して

いるところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 江洲区のなかばる公園
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付近の赤道第１雨水幹線の浸水対策について、令

和５年６月定例会で質問した際には、令和５年度

に既設雨水幹線に流入する区域の調査を実施し、

排水能力の確認及び原因究明に取り組み、対応し

てまいりたいと考えていますとありましたが、進

捗状況と今後の計画について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 令和５年度に赤道第１雨水幹線に流入する区域

等の調査を実施した結果、既設ボックスカルバー

トの断面、高さ２メートル、幅2.75メートルでは、

排水能力が不足していることが判明しているとこ

ろでございます。その影響で、大雨時にはグレー

チング蓋より雨水が噴き出し、なかばる公園付近

が一時的に冠水する状況となっております。現在、

その対策として、新たにバイパス管の設置や一時

的に雨水をため込む貯留施設の検討を行っている

ところでございます。両案とも多額の費用を要す

ることから、補助事業での事業採択が可能か関係

機関と調整を図っているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 先日、喜仲区の地すべ

り防止区域へ喜屋武マーブ公園から流れてくる雨

水処理について、市民の方から以前に排水溝整備

をしてもらったが、途中で整備が終わっている状

況になっているとの相談がありました。喜仲区の

自治会長に確認したところ、地すべり防止区域へ

喜屋武マーブ公園から流れてくる雨水が多く、道

路に水がたまり、その付近の土地の一部が地滑り

したこともあるとのことでした。地すべり防止区

域付近には家も建っているので、早めに排水溝整

備をしてもらいたいとのことでした。行政に要請

しているかを自治会長に確認すると、令和５年９

月７日の市長と自治会意見交換会の際にも、喜仲

区内の排水路、側溝などの整備事業計画を議題と

して上げて伝えたとのことですが、当局の見解を

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 令和５年９月７日、市長と自治会による意見交

換会において、喜仲区内の排水路、側溝などの整

備事業計画との議題があり、令和５年９月から11

月にかけて喜仲４丁目排水路整備工事を行ってお

ります。整備内容といたしましては、新設側溝の

設置、路面排水処理を行うためコンクリート蓋を

グレーチング蓋へ変更、また道路表面水が区域外

に流れ出ないようアスカーブ施工を実施しており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 令和５年９月から11月

にかけて喜仲４丁目排水路整備工事を行ったとの

ことですが、整備後もまだ雨水がたまっていて、

地下水が悪さして、また地滑りが起きないか不安

があるとのことでした。地すべり防止区域は県の

管轄になっていて抑止杭、パイルを打ってもらっ

ているが、それでも１メートル近く地滑りしてい

る現状があるとのことでした。意見交換会の際に

は関係機関と調整して進めていくとのことでした

が、県との調整はどのようにしているかを伺いま

す。 

 また、相談者であるその付近の道路所有者から

は、分筆して道路部分を市に譲ることで排水溝整

備をしてもらえないかと話していましたが、その

件についても伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 議員御指摘の地すべり防止区域における崩落箇

所につきましては、昨年８月の台風第６号襲来後、

９月には沖縄県との調整会議の場において、被害

内容の報告及び現場写真等資料の提供を行ってお

ります。 

 ２点目の道路部分を市に譲れないかにつきまし

ては、道路を市へ譲渡できる幾つかの要件がござ

います。例えば、道路幅員が４メートル以上であ

るのか。必要な排水施設があるのか。市道または

県道、国道に接続しているのかなどが挙げられま

す。今回御質問の道路についても、要件を確認の

上、判断していくものと考えております。 
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○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 地権者が市に譲る思い

があっても、道路を市へ譲渡できる幾つかの要件

の下、判断されることを確認しました。 

 喜仲区は先日、今回質問に上げている地域に対

する地すべり防止区域における要請書をうるま市

にも提出したとのことなので、沖縄県に対し進達

していただき、喜仲区の不安を解消するためにも、

今後の地滑りが起こらないような対策に取り組む

ようよろしくお願いします。 

 この４点の案件は、今後とも進捗状況を見守っ

ていきますので、よろしくお願いします。 

 ２番目は、自動車運転免許取得費助成事業につ

いての質問です。令和５年９月定例会で、うるま

市でも知的障がい者と精神障がい者への自動車運

転免許取得における助成制度の導入を提案した際

には、障がいのある方のさらなる就労及び社会参

加を促進するため、対象者の拡充を次年度実施に

向けて検討してまいりたいと思いますとありまし

たが、進捗状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） おはようございます。

幸喜勇議員の御質問にお答えいたします。 

 議員御質問の障がいのある方の自動車運転免許

取得費における助成制度につきましては、障がい

者の社会参加を促進し、自立更生を図るため、予

算の範囲内において、道路交通法第85条第１項に

規定されている第一種免許及び同法第86条第１項

に規定されている第二種免許の取得に要する費用

の３分の２以内の額で、10万円を上限として助成

を行うものでございます。昨年度まで対象者を身

体障がい者に限定しておりましたが、令和６年４

月１日付で要綱を改正し、その対象を身体障がい

者、知的障がい者、精神障がい者に拡充しており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 対象者が、本制度の助

成を受ける際の留意点を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 本制度の活用につきましては、対象者に免許取

得前に申請いただくことと、運転免許取得に係る

課程を全て修了し、免許を取得いただくことが助

成の条件となります。なお、所得制限が設けられ

ており、対象者の所得が制限額を超える場合は、

助成対象とはなりませんので、こちらも併せて御

留意いただきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 令和６年４月１日付で

要綱を改正し、その対象者を身体障がい者、知的

障がい者、精神障がい者に拡充しているとのこと

ですが、どのように周知したかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 市民への周知方法につきましては、市のホーム

ページでの掲載を実施しており、併せて広報うる

ま７月号での掲載を予定しております。また、知

的障がい者、精神障がい者の関係団体である、う

るま市手をつなぐ育成会、うるま市心の健康を守

る結の会をはじめ、沖縄県立沖縄高等特別支援学

校、沖縄県立美咲特別支援学校本校及び分校、沖

縄県立中部農林高等支援学校並びに市内自動車教

習所に対し、本制度の案内文書を送付しておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 関係団体や対象者が通

う場所にも本制度の案内文書を送付して周知して

いることを確認しました。 

 次に、若年ママ自動車運転免許取得事業につい

て、令和５年９月定例会でも提案した際には、事

業を実施しているおきなわ子ども未来ネットワー

クに実施状況の確認等、情報の取得に努めてまい

りますとありました。去る５月15日に、おきなわ

子ども未来ネットワーク、ＫＰＧホテル、こども

未来部の関係職員、市議会議員で若年ママの支援

についての勉強会を開催し、意見交換することが

できました。若年ママの自動車運転免許取得費助

成事業について、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） おはようご
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ざいます。幸喜勇議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 若年ママの自動車運転免許取得につきましては、

健やかな妊娠・出産を経て、安定した就労へつな

がり、自立した生活をしていくための必要な手段

の一つと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 若年ママの自動車運転

免許取得においては、自立した生活をしていくた

めに必要な手段の一つと考えているとのことです

が、ふるさと納税、もしくは国や県の助成事業等

での財源を確保して、本市でも取り組んでほしい

と感じています。当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） お答えいた

します。 

 おきなわ子ども未来ネットワークのこれまでの

事業実施状況や課題を踏まえ、自動車運転免許取

得に向けての支援について、うるま市若年妊産婦

の居場所運営事業の委託事業所との意見交換や、

財源確保について調査・研究に努めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 この若年ママの自動車

運転免許の取得に向けて、ぜひとも助成事業がで

きるように、先ほどあった委託事業者との意見交

換や、やはり企画もいますので、ふるさと納税等

も考慮に入れて、財源確保について調査・研究を

よろしくお願いします。 

 ３番目は、教育行政についての質問です。今年

度の予算に、兼原小学校基本調査事業があります。

その内容と今後の計画について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） おはようござ

います。幸喜勇議員の御質問にお答えいたします。 

 今年度実施いたします兼原小学校基本調査事業

では、現校舎の健全度について、経年による耐力

度の再確認のほか、校内への進入路の課題を含む

立地環境の現状を整理するとともに、将来の児童

数推計による適正規模、適正配置の検討を含め、

効率的、効果的な校舎整備に向けて具体的な方向

性を取りまとめることとしております。今後の計

画につきましては、基本調査事業の成果を踏まえ、

事業計画の策定に向けて、関係機関や関係部署と

連携し取り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 兼原小学校の校舎は、

令和元年９月に耐力度調査を行って以来の基本調

査事業になりますが、どの時期に予定しているか

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 兼原小学校基本調査業務につきましては、令和

６年６月末に入札を執行し、落札者との契約締結

後、履行期間を令和７年２月末まで見込んでおり

ます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 過去３年間の学校施設

の修繕件数について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） お答えいたし

ます。 

 学校施設修繕件数につきましては、令和３年度

は小学校184件、中学校173件で合計357件。令和

４年度は小学校160件、中学校176件で合計336件。

令和５年度は小学校242件、中学校230件で合計

472件となっております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 先日、兼原小学校の校

長先生から話を伺った際には、照明が暗いとのこ

とで教育施設課に要請しているとのことですが、

どのように対応する予定かを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 照明の修繕要望につきましては、学校より令和

６年５月21日と令和６年６月11日に受けておりま

す。現場を確認したところ、児童玄関の照明器具

29灯中17灯が点灯していない状況を確認しており

ます。高所作業となることから、現在、保守管理
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業者と調整中であり、作業方法決定後、今月末を

めどに対応する予定としております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 兼原小学校では、吹き

抜けになっていて、足場を組まないと修繕しにく

い環境になっていたり、吹き抜けの上部の窓から

雨漏りしたりしています。また学校は、災害時に

は地域住民の応急避難場所としての役割も担って

います。本市での施設建て替え時の基本的考え方、

今後の維持管理しやすい環境や災害時に備えた設

計をするために工夫している点はあるかを伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） お答えいたし

ます。 

 学校施設の整備や管理は、第２次うるま市総合

計画後期基本計画に位置づけております、児童・

生徒が安全・安心で良好な環境の中で学ぶことが

できるよう、学校における施設・設備の適切な維

持管理や計画的な改修・改築を行うことを基本方

針として取り組むこととしております。近年は、

可能な限り校舎内に吹き抜け部分を設けないこと

で、維持管理の容易性を確保しているほか、個別

パッケージ型の空調設備を採用することで、修繕

時の学習環境への影響を最小限としている事例も

ございます。災害時に備えた取組としましては、

低地帯地域の宮森小学校や城前小学校校舎の改築

時に、児童・生徒と地域住民の一時避難場所を確

保するため、屋上部分を海抜15メートル以上とな

るよう整備いたしました。また、災害時のみなら

ず、バリアフリーの観点からも多目的トイレの整

備にも努めております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 児童・生徒が安全・安

心で良好な環境の中、学べるように設計の業者に

対しても事前に先生方の意見も確認して取り組む

よう、よろしくお願いいたします。 

 校務支援システムをスズキ校務に変えて、先生

方からどのような声があるかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） おはようござい

ます。幸喜勇議員の御質問にお答えいたします。 

 校務支援システムにつきましては、令和５年９

月から新しいシステムにて運用を開始し、これま

でに画面の見やすさや操作のしやすさ、また画面

の切り替わりの速さなどについて、よい評価をい

ただいております。 

 一方で、児童・生徒の名簿作成での顔写真の取

り込みや機微情報である名簿を共有する仕組みの

ほか、外部メールシステムにおけるメッセージの

共有などに関する要望が上がっております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 今後、先生方から要望

が上がっている件については、どのように対応し

ていくかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 再質問にお答え

いたします。 

 児童・生徒の名簿作成における顔写真の取り込

みについては、１万2,000人を超える写真データ

によるシステムへの負荷が高まり、スズキ校務の

動作が遅くなる可能性があることから、システム

の安定稼働を優先し、写真データの取り込みを

行っておりません。今後、システムの稼働状況を

保守業者と定期的に確認を行い、写真データの取

り込みについて検証を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、機微情報である名簿を共有する仕組み、

及び外部メールシステムでのメッセージ共有につ

いては、システム変更に伴い、共有の方法が浸透

していないと思われることから、引き続き使用に

関する資料などを活用し、効率のよい運用につな

がるよう説明を行っていきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 今後も先生方の校務支

援につなげるために、保守業者との確認や調整、

効率のよい運用になるように現場への説明をよろ

しくお願いいたします。 

 ４番目は、地域防災についての質問です。今年

度より防災広報対策部が設置されました。本市の
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地域防災の取組と課題点について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） おはようご

ざいます。幸喜勇議員の御質問にお答えします。 

 防災広報対策部は、前年度まで企画部で所管し

ておりました災害等の危機管理対応や、市内外へ

の広報活動及び男女共同参画社会の形成などに関

する取組や強化、指揮命令系統の明確化を図るた

めに新設された部でございます。 

 御質問の地域防災の取組につきましては、地域

防災計画に基づき、災害用の飲料水や備蓄食料等

の整備を行うとともに、各種団体と災害協定を締

結し、災害時における協力体制の構築に努めてお

ります。また、土砂災害避難訓練や地震・津波避

難訓練等、定期的に訓練を行い、地域防災力の向

上に取り組んでいるところでございます。課題点

といたしましては、市民並びに自主防災会や自治

会に対し防災講習会等を通して、防災・減災に対

する正しい知識を身につけていただくことが課題

だと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 令和５年９月定例会の

真壁議員への答弁には、備蓄食料につきましては、

アルファ米、レトルト食品、缶詰パン、飲料水な

ど、うるま市地域防災計画で定める食数５万

6,000食を備蓄しているとありましたが、何か所

に備蓄しているかを伺います。 

 土砂災害避難訓練や地震・津波避難訓練では、

何人が参加しているか。直近３年分の参加人数を

伺います。また、広報うるまに４月３日の津波警

報での好事例が紹介されていました。州崎地区の

法人の中には、全従業員が一斉に防災バッグを持

参し、徒歩避難を開始した。上江洲自治会は、区

民の安全確保はもちろんとのことで、すぐに塩屋

区民等、低地帯からの避難者を受け入れるための

連絡を自治会長間で取り合ったとのことでした。

ふだんから防災を意識して取り組んでいることで、

このような好事例もあったと思いますが、低地帯

から車で移動するために渋滞していた情報も入っ

ています。課題点でも挙げられている防災講習会

等を通し、防災・減災に対しての正しい知識を身

につけていただくことは大切だと感じていますが、

どのように取り組んでいく予定かを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 備蓄食料につきましては、26か所の倉庫に備蓄

しております。また、土砂災害避難訓練や地震・

津波避難訓練の直近３年分の参加者につきまして

は、令和３年は１万4,303人、令和４年は１万

2,735人、令和５年は9,221人となっております。

また、課題点として挙げました防災・減災に対す

る意識啓発につきましては、専門的な知識を有す

る外部講師による講演会等も検討してまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 26か所の倉庫に備蓄し

ているとのことですが、各自治会に協力してもら

うことで、数多くの備蓄している場所ができ、避

難した際にも対応しやすくなると感じていますが、

当局の見解を伺います。 

 今年の３月22日に、石垣市の地域防災について、

会派かけはしで学んできました。2012年から学校

にも協力してもらって、日曜参観などを活用して、

市民防災訓練には、幼稚園児から大人まで参加し

てもらい、人口約５万人のうち9,000人以上が参

加している年も数回あるとのことでした。教育機

関と連携して、日曜参観などを活用し親子で訓練

に参加することで、平時から災害に備えて話合い

ができるようにすることが大切だと感じています

が、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 議員御提言のとおり、各自治会に備蓄食料を保

管することで、数多くの備蓄ができ、また有事の

際は避難者の対応も迅速に行えると考えられます

ので、今後自治会との調整の上、検討したいと思

います。また、休日の防災訓練につきましては、

今年度は住民主体の土砂災害避難訓練を日曜日に
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開催する予定でございます。また、平日ではござ

いますが、11月に地震・津波避難訓練を予定して

おります。議員御提言の日曜参観などを活用し、

親子での訓練参加につきましては、各家庭におけ

る防災意識の向上に資するものと考えますので、

今後、教育委員会と調整の上、実施について検討

してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 市民の皆さんに平時か

ら、防災・減災を意識していただくためにも、教

育委員会と調整の上、実施してもらうようよろし

くお願いいたします。 

 災害時における外国人や障がい者へのコミュニ

ケーション支援の取組と課題点について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 災害時における外国人観光客や市内在住外国人

への支援につきましては、海抜表示板や避難所案

内板における英語併記のほか、市内４か所に設置

しております大型ビジョンで避難の呼びかけ及び

防災行政無線による避難指示の英語放送などに取

り組んでおります。また、土地になじみがなく、

避難方法の分からない外国人観光客等が安全に避

難できるよう、うるま市観光安全マップを４か国

語で作成し、観光施設等で配布を行うとともに、

ホームページから閲覧、ダウンロードできるよう

にしているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 幸喜議員の御質問に

お答えいたします。 

 障がい者、特に視覚や聴覚に障がいのある方は、

災害情報を迅速かつ正確に得る手段が限定されて

おり、支援者にその役割を担っていただいている

ことが現状となっております。現在、市では障害

福祉サービス事業者に対し、災害発生時の被害情

報把握・各種情報提供を速やかに行うための体制

整備を進めているところでございますが、今後、

周辺自治体や先進事例等を参考にしながら、災害

時における障がいのある方の情報、アクセシビリ

ティーの向上について、検討してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 八王子市のコミュニ

ケーション支援ボードでは、日本語も含めて５か

国語で表記していて、図を見て判断しやすい環境

になっていました。愛知県ではコミュニケーショ

ン支援アプリを活用して、スマートフォンやタブ

レットで文字やイラストを指し示すことにより、

聴覚に障がいのある方、知的障がい・発達障がい

のある方、高齢で聞こえづらい方などの情報や意

思を伝えることができるようにしていました。本

市でもコミュニケーション支援ボードや、コミュ

ニケーション支援アプリが必要になると思います

が、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 議員御案内のコミュニケーション支援ボードや

アプリは、公益財団法人明治安田こころの健康財

団が無償で提供するボードのＰＤＦを基に、各自

治体において製作したものとなっております。現

在、市が運営する避難所では、言葉によるコミュ

ニケーションに難がある要支援者に対しては、主

に筆談を用いておりますが、今後は災害時のみな

らず平時においてもコミュニケーションのバリア

の解消に資するツールの作成に向けた研究に取り

組んでまいりたいと考えております。なお、アプ

リにつきましては、ボードの運用後、その有用性

も含め検討してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 コミュニケーション支

援ボードやアプリについては、令和５年９月21日

に危機管理課と障がい福祉課の窓口にて、本市で

も対応できないかと提案しました。しかし、まだ

筆談でのコミュニケーションを行っているとのこ

となので、平時からコミュニケーション支援ボー

ドやアプリを活用することで、災害時でも情報の

共有がしやすくなると感じていますが、再度当局

の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 
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○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 コミュニケーション支援ボードにつきましては、

先ほど答弁させていただいたとおり、平時からの

導入に向けた研究に取り組んでまいりたいと考え

ております。また、アプリにつきましては、画面

構成等の操作性や入力データの汎用性について検

証した上で、導入の是非について検討してまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 今は、障がい福祉課、

福祉部だけが答えてはいるんですけれども、危機

管理課だったり、観光関係に関わるところ、そう

いったものはやはり平時から備えておくことで対

応しやすくなると思いますので、ぜひともそう

いったものを検討してもらえるとうれしいです。

よろしくお願いします。 

 自治会との情報共有連携強化での自助、共助の

体制づくりについて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 災害時における自助、共助体制の強化について

は、市としても地域の防災体制の確立を図ってい

く中で、非常に重要な事項であると認識しており、

現在、市総合計画及び地域防災計画に基づく取組

を推進しているところでございます。具体的には、

各自治会が中心となって立ち上げております自主

防災会において、地域における共助に関して中心

的な役割を担っていただけるよう、市としてもふ

だんから積極的に自主防災会への情報提供や共有

に取り組んでおり、今後も情報共有に努め、防災

訓練などを通した連携強化を図ってまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 災害時における自治会との連携についてでござ

いますが、安否の確認や避難などは、まず本人自

らの避難とされる自助のほか、身内や隣近所の互

助、あるいは避難行動が自力で困難な方について

は、自治会や自主防災組織などの共助による連携

が迅速で安全性が図られますので、自治会は災害

時避難行動要支援者名簿を受領し、また避難につ

いての地域会議を開催していただくよう、働きか

けてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 避難行動が自力で困難

な方については、自治会が災害時避難行動要支援

者名簿を受領しているとのことですが、幾つの自

治会が受領しているかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 災害時避難行動要支援者の名簿を受領していた

だいたのは、現在のところ12の自治会でございま

す。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 上平良川自治会長をさ

せていただいていた約６年前に、災害時避難行動

要支援者名簿を自治会に渡していただけないかと

提案したときから、現在では12自治会で名簿が受

領されていることを確認しました。名簿に関して

は、本人の同意の下に作成されて、それを自治会

へ渡しているとのことですが、同意がない方に関

しては、情報がないので災害時に助ける体制がな

く、支援が遅れることが予想されます。平敷屋自

治会では、毎年４月に家族構成を出してもらい、

要支援者もチェックしていて、回収率は100％に

近いとのことでした。自治会によってはこのよう

に災害時に備えて、地域の方々から情報を得てい

ることを知って驚きました。本市の全63自治会に

は61の自主防災組織が結成されていますが、地域

防災においては、平時での情報共有が重要になり

ます。避難についての地域会議を開催していただ

くよう働きかけているとのことですが、どのよう

に働きかけているか。また、12の自治会のうち、

幾つの自治会が地域会議を開催したかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 避難行動要支援者の避難については、一番身近

な地域の方々の協力が必要であることから、避難

行動要支援者名簿について、自治会一つ一つへ連
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絡をし、受領の要望を確認した上で、その後の取

組の重要性についても丁寧に説明を行った後、名

簿をお渡ししております。このことから自治会ご

とに設置されております自主防災組織における会

議においても、その都度避難行動要支援者への避

難支援についての議論もしていただくよう促して

おり、要支援者の名簿を受領した12自治会のうち、

４自治会では会議がなされており、残りはこれか

ら開催する予定とのことでございます。また、働

きかけとしましては、その地域会議の際、市福祉

政策課などの職員の参加の案内も積極的に要望す

るようお伝えしているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 63自治会のうち、避難

行動要支援者の名簿を受領したのは12自治会で、

４自治会で地域会議が開催されたことを確認し、

自治会によって温度差があることを感じました。

今後も地域防災における自治会への積極的な働き

かけをよろしくお願いします。 

 最後は、空家・空地対策についての質問です。

空家・空地問題に関しては、多くの同僚議員も一

般質問で取り上げています。本市の空家・空地対

策の取組と課題点について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 幸喜勇議員の

一般質問にお答えいたします。 

 現在、本市におきましては、窓口での相談対応

や周辺環境に悪影響を及ぼしているとの苦情が

あった空家等についての指導を重点的に取り組ん

でおります。また課題といたしましては、放置さ

れた空家等が登記されていない場合や、適正に相

続登記がなされていないことに伴う権利の複雑化

等により、指導が困難になることが挙げられます。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 幸喜勇議員の御質問

にお答えいたします。 

 島しょ地域における空き家に関する取組につき

ましては、空き家を活用した移住・定住を促進す

るため、令和４年度から島しょ地域空き家活用促

進事業におきまして、うるま市島しょ地域空き家

改修補助金を制度化し、空き家改修の補助を進め

ているところでございますが、現時点で空き家は

あるものの、建物の状態や仏壇を置く所有者の慎

重な姿勢により、移住者へすぐ貸し出すことがで

きる空き家が少ないことが課題となっております。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。幸喜勇議員の御質問にお答えいたします。 

 空き地につきましては、うるま市あき地管理の

適正化に関する条例に基づき、空き地が不良状態

であると認めるときは、その管理者に対し雑草等

の除去について、必要な指導を行っております。

土地管理者の居住が市内であれば訪問の上、現況

を説明し、また市外であれば文書や電話等により、

草刈り等の適正管理を求めております。これまで

条例に基づく勧告、命令に至った事例はございま

せん。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 空家等対策の推進に関

する特別措置法が平成26年11月に施行され、次の

事項が定められています。１．空き家の実態調査。

２．空き家の所有者へ適切な管理の指導。３．空

き家の跡地についての活用促進。４．適切に管理

されていない空き家を特定空家に指定することが

できる。５．特定空家に対して、助言・指導・勧

告・命令ができる。６．特定空家に対して、罰金

や行政代執行を行うことができるとありますが、

本市ではどこまで対応できているかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 １．空き家の実態調査につきましては、これま

で全域的な調査は実施しておらず、今年度実施す

る予定であります。２．空き家の所有者へ適切な

管理の指導につきましては、苦情があった空き家

の所有者等を調査し、口頭または文書にて指導を

行っております。３．空き家の跡地についての活

用促進につきましては、個人の財産活用方法に係

る問題であることから、現時点で市の施策実績は

なく、またその予定もございません。４．特定空
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家の認定につきましては、現時点では実績はござ

いません。同様に５．特定空家に対する助言・指

導・勧告・命令、６の特定空家に対する行政代執

行につきましても、実績はございません。しかし、

特定空家・管理不全空家の認定については、現在

その可能性を視野に入れつつ、所有者等に対して

指導をしているところであります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 平成29年４月１日から

施行された、うるま市空家等の適正管理に関する

条例施行規則の第２条には、市長は特定空家等、

または管理不全空家等であると疑われる空家等を

発見した市民等から情報の提供を受けた場合、空

家等に関する情報受付簿に記載するとともに、現

地において外観、または聞き取り調査を行い、空

家等管理台帳を作成するものとするとありますが、

どれぐらいの情報が集まっているかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 平成29年度から令和６年６月10日時点までの累

計で209件でございます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 約７年間で209件とい

うことを確認しました。令和６年２月定例会で空

き家の件数を伺った際には、放置されている空き

家の件数は、放置の定義にもよりますが、おおむ

ね1,000件前後と推察いたしますとありましたの

で、ずれがあることを確認しました。空き家の実

態調査につきましては、これまで全域的な調査は

実施しておらず、今年度実施する予定とのことで

した。どの時期に実施予定で、どのような方法で

業者を選定するかを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 実態調査につきましては、現在発注の準備を進

めており、７月下旬から８月上旬頃に公募を開始

し、年度内の業務完了を予定しております。業者

選定につきましては、プロポーザル方式にて行う

予定でございます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 空家・空地対策をする

ことでの、本市に対する影響について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 空家対策を行うことの影響としましては、個人

財産に関する事柄に多大な業務時間を割くことに

なりますが、危険な空家等の問題除去につながり、

市民全体の利益になると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 島しょ地域における空き家を活用した移住・定

住を促進することで、移住者が増えることになり、

地域活動の担い手確保など、地域コミュニティー

の維持が図られるものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 雑草・草木が繁茂し、周囲に迷惑を及ぼすよう

な状態等の空き地について対策を行うことにより、

市民の良好な生活環境を確保・保全されることに

より、不法投棄等も減っていくものと考えられま

す。しかしながら、適正管理が必要な空き地につ

いて、相続登記等が完了していない場合、空き地

の管理者を特定するのに時間を要し、改善に向け

た指導対応等に苦慮している状況でございます。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 本市が出している空き

家活用ハンドブックでは、住まなくなった、使わ

なくなった、あなたの大切なお家をうるま市の資

源にしませんかと呼びかけています。空き家を放

置することで発生するリスクとして、建物の老朽

化、周囲への悪影響、地域の治安低下、地域のイ

メージ低下が挙げられて、外壁材の落下に伴う事

故での多額の損害賠償のケースも伝えられていま

した。空き家の早期相談のメリットとして、リス

クとコストの軽減が挙げられ、空き家になる前の

予防策、売却や賃貸によるメリット、空き家バン
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ク制度の流れも紹介されていました。さらに空き

家の利活用では、シェアハウス、ゲストハウス、

コワーキングスペース、カフェなど、本市での活

用事例も挙げられています。空き家の利活用につ

いては、民泊を経営することで、観光客の受入れ

環境の整備につながるし、高齢者支援のシェアハ

ウスもでき、何度も議会で提案している住宅確保

要配慮者への多様な住まいの提供にもつながると

感じています。 

 空き家をうるま市の資源として活用するために

も、空き家・空き地対策後の流れを市として明確

に示すことも必要だと思いますが、当局の見解を

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 まず空き家活用ハンドブックは、島しょ地域に

おける過疎化対策としての移住支援という市の施

策を背景に作成されたものであります。また、島

しょ地域以外におきましては、危険な空家等の問

題解決を市が関与する空き家問題の最優先課題と

しております。また一般論として、放置されてい

る空き家は複雑な権利関係など、行政が関与しに

くい問題を抱えている場合が多く見られます。こ

のことから、空き家の所有者等が問題解決の手法

として、ハンドブックに例示されたような活用を

行うことは望ましいと考えておりますが、市とし

ましては活用方法の例示を示すにとどめているの

が現状でございます。とはいえ、今後行う実態調

査や今後公表される令和５年度住宅土地統計調査

の結果等を踏まえ、次年度以降の空家等対策計画

を策定する段階で、空き家問題における行政課題

や市の役割を見極めていきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 日本全国で相続登記が

きちんとされておらず、所有者不明な土地の大量

発生という問題が起こり、令和６年４月から相続

登記が義務化されました。相続関係の相談窓口の

設置について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 幸喜勇議員の御質問

にお答えいたします。 

 令和６年４月からの相続登記義務化に伴い、資

産税課内に相続登記推進プロジェクトチームを設

置してございます。窓口では相続登記の義務化に

ついて周知するとともに、司法書士一覧表で登記

手続の相談先等について、支援を行っております。

また、相続登記に必要な戸籍などが整う固定資産

税の現所有者申告の案内についても行っていると

ころでございます。件数につきましては、令和５

年度現所有者申告は１年間で12件でございました

が、今年度はプロジェクトチームを設置してから

５月までの２か月間で13件の申告がございます。

また、窓口相談につきましては111件となってお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 相続登記推進プロジェ

クトチームを設置して、多くの相談が寄せられて

いることを確認しました。ごみ屋敷のごみ処理問

題で、ある不動産会社の方と出会いました。その

不動産会社の方はずっと放置されている空き家の

所有者を見つけて、何度も顔を合わせて話を伺う

ことで信頼関係を築き、ごみ屋敷のごみ処理を手

伝って、不動産売買ができるように手続をし、そ

の方の滞納していた税金を資産税課に納める支援

をしているとのことでした。また、草木が繁茂し

て、ごみがたくさん捨てられている空き地を整備

して、毎月所有者に整備状況を報告していて、空

き地の管理もしていました。その方が空き家・空

き地対策で関わった方々の多くは相続問題、お仏

壇やお墓の問題があり、空き家・空き地になって

しまうのも仕方がないと感じるとのことでした。

中には本土に逃げている方もいるとのことで、県

外に出向いて相続人から承諾を得ることもあると

のことでした。本人自身も親が亡くなった際に、

相続問題で苦労したとのことで、少しでもお役に

立てるのであればと、今までの経験を基に困って

いる方々の支援をしながら、不動産業務をしてい

るとのことでした。また、空き家対策で対応した

市民の方を紹介してもらって、直接話を伺う機会
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をいただき、私にまで相続問題、空き家問題で今

までの嫌だった思いを伝えてくれました。親族間

でもめていて、話合いをするのも嫌で、顔も見た

くない状況であったが、この不動産会社の方から

のアドバイスをいただきながら、やっとの思いで

解決することができ、相続によって自分の子供や

孫世代に迷惑にならないように対応できて、ほっ

としているとの声がありました。相続する際には

司法書士も関わります。お仏壇やお墓の問題には、

お寺の住職も関わります。不動産会社、司法書士

事務所、お寺などの民間企業との連携を強めて、

空き家・空き地問題の根っこの部分を解決するこ

とで、多くの市民の皆さんの支援にもつながると

感じましたが、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 議員御指摘のように、相続問題など個人の財産

権に行政が踏み込むことは、非常に難しい状況に

あります。倒壊のおそれがある場合等に限り、空

家特措法で規定がございますが、その他の状況に

おいても今後検討すべきと考えております。また、

民間企業との連携についても検討しており、その

連携方法や連携内容、協定締結などについても検

討を進めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 令和４年度より平安座

島、宮城島、伊計島、浜比嘉島、津堅島のうるま

市５島への移住相談窓口と５島にお住いの皆様の

交流場として、うるま市島しょ地域交流施設しま

しま交流館を設置しています。去る４月26日、そ

こで神田議員と共に話を伺いました。平成28年度

の調査によると推定280件の空き家があるとのこ

とです。島に住みたいですという問合せがあって

も、積極的に貸し出している家がほとんどないと

のことでした。生まれ育った家への思い、お仏壇

への思い、親族間のコミュニケーション、貸すこ

とで起こるかもしれないトラブルへの不安など、

家主、移住したい人、地域に住む人々、それぞれ

の事情や思いがあるからこそ、細やかなヒアリン

グや調整が必要ということが見えてきたとのこと

です。積極的に貸し出している家がないので、不

動産業者との調整が必要ではないかと、行政にも

提案しているとのことですが、なかなか動きがな

いのが現状とのことでした。平安座自治会は独自

で空き家を改修して、移住者にサブリースで貸し

ていて、家賃３万円のうち２万円を平安座自治会

に返し、１万円を家主に渡し、改修費用を返し終

えたら家主に全額３万円を渡すことになるとのこ

とでした。近隣自治会や不動産業者との連携強化

が必要だと感じていますが、当局の見解を伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 島しょ地域の移住支援に係る空き家活用の取組

につきましては、不動産業者との連携強化が取組

を推進するものと認識しておりますが、民間事業

者が運営する空き家バンクなどを活用するなど、

連携を行っております。また、過去においては物

件マッチングの分野において、連携協定等の可能

性を検討いたしましたが、宅建業協会との調整を

経た上、採算性に課題があることから困難である

との結論に至ったところでございます。引き続き、

不動産業者との効果的な連携について、方策を検

討した上で推進してまいりたいと考えております。

また、近隣自治会との連携強化につきましても、

移住支援に係る空き家活用の取組において、重要

なものと認識しております。移住者と地域のマッ

チングを目的として設置しました、うるま市島

しょ地域交流施設しましま交流館の取組をはじめ

として、引き続き自治会との情報交換等を緊密に

行い、連携強化の取組を実施してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 物件マッチングの分野

においての宅建業協会との調整では、採算性に課

題があることから困難であるとの結論に至ったと

のことでしたが、先ほど紹介した不動産業者の方

にもつなげたいと感じました。本市をよくするた

めに取り組んでいる不動産業者の方の想い、しま
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しま交流館の職員の想い、自治会長の想いをつな

げていくことも行政の役割だと感じていますが、

当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 不動産業者及び自治会における独自の取組や連

携強化につきましては、島しょ地域の活性化のた

めに重要だと認識しております。引き続きしまし

ま交流館を含めて、本市と不動産業者及び自治会

との連携につきまして、効果的な在り方を検討し

た上、強化の取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 空き家・空き地対策は

今回の一般質問でも環境政策課、企画政策課、建

築行政課、資産税課が答弁し、さらには市の事業

を進めるための土地取得のための用地課、苦情対

応や、空き家・空き地対策や相続についての講座

などで自治会長と連携している市民協働政策課、

高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯の住居

支援にもつながる可能性があるので、福祉部やこ

ども未来部などにも関わるので、情報共有しやす

い環境づくりのために、空き家・空き地対策に特

化した新たな課や係の設置について、中村市長の

見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 幸喜勇議員にお答えをい

たします。 

 議員御指摘のように、空き家・空き地問題は多

岐にわたる複雑な問題であることを認識しており

ます。しかし、同様に行政がなすべき問題は、

様々な分野で多数山積もしております。市といた

しましては、これらの課題に限られた予算及び人

材で対応せざるを得ないため、総合的な観点で今、

何に重点を置くべきかを見極めるべきと考えてお

ります。このことから空き家・空き地対策に係る

新たな課や係の設置につきましても、今後の本市

における空き家・空き地問題の推移、その他の問

題の重要度や優先度を踏まえつつ、適正な判断を

すべきと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 中村市長が就任して、

約３年間で新しい部や課を設置して、本市の組織

体制を整えてきました。空き家・空き地対策につ

いても、それぞれが対応しているので、課によっ

ては情報を得たくても得られずに、対応に時間が

かかるケースもあるとのことです。空き家・空き

地対策においても、課や係にすることで情報の共

有が図られ民間企業とも連携しやすくなると感じ

ています。空き家・空き地対策をすることで、本

市の問題解消につながり、税徴収、観光客誘致、

移住者支援、住居支援など本市の資源となり得る

ので、重要度や優先度は高いと感じていますが再

度、中村市長の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 幸喜勇議員にお答えをい

たします。 

 これまで経済問題や少子高齢化など、全国的課

題と連動した市の情勢を目の当たりにしてまいり

ました。空き家・空き地問題はその中に含まれて

いる重要な課題と認識もしております。また同時

に、これら全国的な課題に対して、うるま市はど

うするのかというスタンスも重要であります。市

の機構改革、人材育成、行財政課題、島しょ地域

問題などがこれに当たり、空き家・空き地対策も

同様であります。先ほどお答えしたとおり、現在

の組織はこれらを踏まえた上で、今何に重点を置

くべきかを検討した結果ではありますが、他の問

題も踏まえた総合的な観点で、新たな課や係の設

置についても検討を深めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員 課や係が難しいのであ

れば、相続登記推進プロジェクトチームのような

形でもいいと思います。また、防災広報対策部の

ように、指揮命令系統の明確化、それをやってい

くことで、やはり今後の動きにつながっていくと

思っています。先ほどの答弁にもありましたよう

に、空家等対策計画を今後つくっていくというこ

とですけれども、この件に関しても次の定例会で
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確認していきたいと思います。那覇市はもう既に

策定されています。県外のほかの自治体でもやっ

ています。いろんな状況の中で、やはり空き家・

空き地に対しては、しっかりと今やっていくこと

で、私たちの土地の利活用、税収入、いろんな形

で私たちにはメリットがあり、本当に市民の問題

課題解消につながっていきますので、ぜひともよ

ろしくお願いします。 

 今定例会でも現状を確認し提案してきましたが、

中村市長をはじめとする執行部の皆さん、今後と

も市民サービスにつながるよう、よろしくお願い

します。これで私の一般質問を終わります。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１１時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 執行部の皆様、議員

の皆様、そして市民の皆様、おはようございます。

会派新政クラブの真壁朝弘です。少しだけ御礼の

言葉を述べさせてください。 

 昨年12月に何の前触れもなく旭区、東山ゴルフ

場跡地に陸上自衛隊を誘致すると、新聞の報道が

ありました。地元旭区自治会では、その日のうち

に評議委員会を開催し、全会一致で反対表明をし

ました。そして旭区から始まった断念を求める運

動がうるま市自治会、うるま市議会、うるま市長、

県議会、そしてたくさんの市民・県民の皆様のお

かげで約４か月という短い期間で国が断念をしま

したことに対し、旭区を代表し深く感謝、御礼を

申し上げます。本当にありがとうございました。 

 議長の許可を得ましたので、これより一般質問

を行いたいと思います。当局の簡明な答弁、よろ

しくお願いいたします。今回大きな項目として６

点通告してあります。 

 大きい項目１．学校給食について。物価高騰に

より様々な影響があると思いますが、学校給食の

質の低下につながっていないか。食料品や野菜値

上げ、電気、ガス、水道料金と現在の予算で学校

給食の質の低下につながっていないかお伺いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 真壁朝弘議員の

御質問にお答えいたします。 

 昨今のエネルギー資源等の上昇や為替相場の変

動、燃料費や原料費、包装資材、人件費高騰など

の影響を受け、多くの食材等の値上がりが依然と

して続いております。こうした厳しい状況が続い

ておりますが、給食センターでは給食の質の低下

といったことがないよう価格を見ながら、安心で

安全な地元の食材を使うことや、食材の変更、食

材調達の調整により、献立の工夫などの対応を

行っているところでございます。さらに本市にお

きましては、依然として続く物価高の中、保護者

の皆様に御負担いただいている給食費だけでは、

安定的に栄養バランスの取れた給食を維持してい

くことが困難であるため、物価高騰の影響に伴う

給食費の値上げを検討いたしましたが、市長部局

との協議を重ね、令和５年度より１食当たり29円、

総額6,319万円の補助、令和６年度は１食当たり

29円、総額6,623万円の補助、合計１億2,942万円

の補助を実施することによって、安心・安全でお

いしい学校給食の提供に努めているところであり

ます。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 給食費の補助の実施

により安心・安全でおいしい給食を提供している

ことが理解できました。ありがとうございます。 

 次の質問に入ります。育ち盛りの子供たちへ栄

養のあるバランスのよい食事を提供するためにど

のような対策を行っているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 給食食材調達に関しましては、主な調達元であ

る公益財団法人沖縄県学校給食会では、安定的に

安価で取引できるよう、県内の学校給食で提供さ

れる食材量を確保し、安定的な提供ができるよう

対策を行っております。また、栄養価に関しまし
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ては、児童・生徒に必要な量と栄養価が文部科学

省の学校給食摂取基準で定められており、それを

基に限られた予算の中、学校栄養士は献立構成の

工夫や食材の選定など、食材価格高騰に対応した

取組を行っております。教育委員会としましては、

栄養バランスや量を保ち、また地場産物を活用し

た安心・安全な給食が引き続き提供できるよう取

り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 ありがとうございま

す。限られた予算の中でやりくりも大変だと思い

ますが、将来を担う子供たちの成長を見守り、こ

れからもうるま市でできることの研究を重ね、安

心・安全でおいしい給食を提供するよう、よろし

くお願いいたします。 

 では、次の質問に入ります。大きい項目２．教

育施設の和式トイレを洋式化する取組について。

和式トイレを使えない子供たちや障がい者も使用

可能な環境を整備するに当たり、現在の状況、今

後の改善予定、計画の詳細についてお伺いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 真壁朝弘議員

の御質問にお答えいたします。 

 学校施設のトイレ洋式化につきましては、現在、

小・中学校とも、校舎建設時の和式トイレを洋式

化へ変更するとともに、新たな施設整備時は洋式

化を推進しております。また、障がい者が利用可

能な多目的トイレにつきましても、新たな施設整

備時に併せ設置に努めております。今後の改善予

定としましては、各学校の利用状況の確認を踏ま

え、引き続き洋式化への変更を進めてまいります。

また、全体計画につきましては、児童・生徒の利

用頻度の高い校舎を優先し、その後体育館や水泳

プール、屋外トイレに取り組むこととしておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 ありがとうございま

す。学校施設のトイレ整備に関して再質問いたし

ます。 

 学校施設の体育館に多目的用、障がい者用トイ

レがなく、障がい者等が支障を来たしている場合

もあります。多目的トイレ、障がい者用トイレに

ついて、計画の詳細をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 先ほど答弁いたしましたとおり、体育館の多目

的トイレにつきましても、新たな施設整備に併せ

設置に努めておりますが、議員御案内のように一

部未整備の体育館もありますので、校舎への整備

状況の確認を含め、利用者の利便性向上に向けて

学校側と協議してまいります。今後は、長寿命化

改良事業に併せ整備を予定している体育館もござ

いますが、他の整備計画の策定につきましては、

関係部署とも協議を進めながら検討してまいりた

いと考えております。御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 ありがとうございま

す。学校施設でのトイレ整備の推進をしていただ

きますよう、今後ともよろしくお願いいたします。 

 次の質問、大きい項目３．石川多目的広場トイ

レの管理状況について質問いたします。５月に行

われた石川みほそまつりにて、会場の石川多目的

広場のトイレ内の電気がつかなかったことについ

て、多くの来場者より改善を求める意見がありま

した。今後、様々なイベントで使用されると考え

られる本会場のトイレの修繕・管理状況について

お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 真壁朝弘議員の

御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の石川多目的広場トイレを確認しま

すと、トイレ内灯具の不具合がございましたので、

早急に修繕対応してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 休憩お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時４０分） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 資料のほうをサイド

ブックスに入れていますので、御確認よろしくお

願いいたします。 

 再質問、石川多目的広場の東側体育館裏側にあ

りますトイレが、長年にわたり使えない状況で放

置されております。修繕は不可能とは聞いていま

すが、見た目も悪く、修繕は可能か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 真壁朝弘議員の再

質問にお答えいたします。 

 御指摘の屋外トイレにつきましては、上下水道

の配管の全面取替えなど、大規模な修繕を要する

ものでございます。一方で、現在進めております

石川庁舎周辺の利活用推進プロジェクトにおいて、

石川公園も含めた再開発が検討されていることか

ら、プロジェクトの方向性を踏まえ、当該トイレ

の在り方について整理する必要があると考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 再質問いたします。 

 この地域の開発があると言いますが、あと何年

もそのままの状態で放置する予定ですか。お伺い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 石川庁舎周辺の利活用推進プロジェクトの実現

化に向けて、本年度実施する石川庁舎周辺利活用

推進検討業務の中で、施設撤去も含めた在り方に

ついて、整理してまいりたいと考えてございます。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 再質問します。 

 今後取り壊すにしても、せめてその間、目隠し

や周りをベニヤか何かで見えないように囲っては

と思いますが、可能かお伺いいたします。そして

また、定期的に周辺の安心・安全、環境整備をし

ていただくよう重ねてお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 当該トイレが利用できないことと、安全面を強

化するため、議員御提言のとおり、ベニヤなどを

用いた対応を行ってまいります。また、周辺の環

境整備につきましては、石川地区体育施設の指定

管理者と十分調整の上、対応いたしてまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 今後ともよろしくお

願いいたします。 

 では次の質問、大きい項目４に入ります。今年

４月３日の台湾付近の地震について質問いたしま

す。今年４月３日、震度４、マグニチュード7.7

の地震が発生し、大津波警報が発令、緊急地震速

報が発表されました。これに関連して、うるま市

内の住民の避難経路や避難情報の伝達手段、避難

場所の看板設置の状況などについて、進捗状況に

ついてお伺いいたします。また、災害避難時の車

の渋滞緩和について、どのようにお考えでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 真壁朝弘議

員の御質問にお答えいたします。 

 市内の避難経路や避難情報の伝達手段につきま

しては、災害時にどこに避難するのかを示した防

災マップを全世帯に配布し、そのほかにも防災行

政無線、緊急速報メール、ホームページ、公式Ｌ

ＩＮＥなど、様々な手段で情報発信しているとこ

ろでございます。避難場所の看板等の設置の進捗

状況につきましては、既に設置されております市

内537か所に加え、今年度で新たに16か所に避難

所・避難通路表示看板を設置するとともに、州崎

地区に避難場所案内図を設置する予定でございま

す。また、災害時における車の避難につきまして

は、交通渋滞や事故を誘発する危険性があること

から、原則徒歩での避難を案内しているところで

ございます。なお、車での避難につきましては、

道路の現状に比べて車両の数が多いこともあり、

交通渋滞の解消は厳しい点がございますが、県の
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道路担当部署や所轄の警察署及び州崎地区におけ

る事業所などの関係機関との意見交換を通して、

改善できる方法を模索してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 ありがとうございま

す。災害時に市民が安全に避難できるよう、警察

や消防など常に協議を重ね、いつ起きるか分から

ない災害に備え準備を整え、避難情報の周知改善

など、引き続きよろしくお願いいたします。 

 次の質問にまいります。大きな項目５．教員不

足の対策についてお伺いいたします。沖縄県では、

現在のところ原則、各学校１クラス30人学級の取

組を行っています。しかし、教員不足で担任がい

ない学級も存在するため、この取組を撤回し学級

数を減らすことで、担任数の不足を免れている現

場もあると聞く。また、それにより１クラス当た

りの人数が増えることで子供たちの相談やケアが

十分にできていない現状もある。将来を担う子供

たちの教育を優先しつつ、教員が魅力ある職業だ

と思えるよう働き方改革を進め、教員の確保に向

けて取り組んでほしいと考えるが、うるま市とし

ての意見をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 御質問にお答え

いたします。 

 議員御指摘のとおり、教員不足の現状につきま

しては、教育活動を円滑に進めていく上での大き

な課題と認識しております。教職員の確保や人員

配置につきましては、県の役割となっていること

から、本市としましては、県の責任において教員

の人員確保や配置に努め、本務率を高めていただ

くよう引き続き強く要望してまいりたいと考えて

おります。また、本市におきましては、教員が魅

力ある職業であると思えるよう、働き方改革を推

進しているところであります。具体的には、教員

の業務負担軽減のため、校務支援システムの導入

やスクールサポートスタッフ19人の学校配置、不

登校に対応する自立支援員の配置や修学旅行への

看護師配置、産業医による定期的な職場巡回訪問

の実施による管理職への指導助言や長時間勤務者

への面接指導、教職員間のコミュニケーションを

活性化した職場づくりへの助言など、でき得る限

りの教職員への支援策を講じているところであり

ます。今後とも、うるま市の子供たちの教育環境

並びに教職員の労働環境の改善に努力してまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 私も長年ＰＴＡ活動

に関わってきましたが、現在の教員の仕事の量が

とても多く感じられます。そしてまた、父母との

コミュニケーション不足も少なからず影響してい

るように思えます。今後とも働き方改革をうるま

市から強く県に訴えてもらえるよう、引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

 では、次の質問にまいります。大きな項目６．

電動アシスト自転車を活用「観光、暮らし、ＣＯ２、

防災」についてですが、今回、観光、暮らし、防

災は割愛したいと思います。ＣＯ２、１点につい

て質問をしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。今回は、電動アシスト自転車の地球

にやさしいＣＯ２削減について、電動アシスト自

転車利用促進を図ることで、ＣＯ２排出量削減に

よる大気汚染軽減、エネルギー消費量効率化の向

上、騒音対策など、都市環境改善、製造支援、消

費量削減、ガソリン車・ディーゼル車から電動ア

シスト自転車への移行に伴う交通渋滞の緩和など、

電動アシスト自転車を利用することで、環境に対

して多くの好影響をもたらすことが明らかであり

ます。個人だけでなく、社会全体の価値が高まっ

ている持続可能な移動手段として、最も促進すべ

き事案だと考えますが、うるま市の現在の取組な

どがありましたらお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 真壁朝弘議員の

御質問にお答えいたします。 

 電動アシスト自転車は、手軽で利便性が高く二

酸化炭素排出量が低いことから、地球環境にも優

しい移動手段の一つであると認識しております。

市といたしましては、現在、電動アシスト自転車
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を活用する取組や事業の予定はございません。沖

縄県は、１世帯当たりの自転車保有台数が全国と

比較し非常に低く、その要因については、道路環

境や自然環境等、様々なことが考えられます。今

後この普及率の推移や環境負荷軽減への取組など、

他自治体の取組などを参考にしながら、必要に応

じ検討してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 真壁朝弘議員。 

○１０番 真壁 朝弘議員 ありがとうございま

す。電動アシスト自転車の利用を促進することで、

一人一人の健康増進を図り社会的な健康改善にも

つながっていきます。引き続き、電動アシスト自

転車と環境改善の取組を積極的に取り組んでいた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 以上で、今回の質問を閉じたいと思います。市

長、執行部の皆様、本当にありがとうございまし

た。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１1時５５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時２９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 執行部の皆様、議員の

皆様、市民の皆様、こんにちは。前会派長から勝

手に譲り受けました。執行部に特に厳しく、市民

には常に優しく、見た目はやんちゃ、心はカスミ

ソウの花言葉の持ち主であります会派新政クラブ

の糸数昌宗です。それでは議長の許可を得ました

ので、一般質問を始めてまいります。大きい項目、

事前に４点通告しておりますので、当局の簡明な

御答弁よろしくお願いいたします。 

 初めに道路行政について、お伺いしてまいりま

す。（１）浜比嘉島の交通事故について。令和５

年９月第170回定例会におきまして、令和５年７

月４日未明に起きました浜比嘉島で乗用車が擁壁

に衝突し、運転していた男性が死亡した事故に関

して、事故後の対策やイメージの払拭に向けた対

策を伺ったところ、擁壁部分に夜でも目立つ色の

塗料を塗り、併せて交通安全や観光イメージアッ

プにつながる地域の伝統行事等の絵画を、地域自

治会や子ども会等と連携して描くことや、擁壁の

上位部分に夜間でも目立つ交通事故防止につなが

る文言が入った看板等の設置などの協力ができな

いか提案をしておりますと回答しています。その

４か月後の令和６年１月22日、また浜比嘉島の交

差点で、車両がコンクリートの擁壁に衝突し炎上、

車内から１人の遺体が発見されました。市は第

170回定例会の回答後、事故後の対策やイメージ

の払拭に向けた対策を、これまでどのように行っ

てきたのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 糸数昌宗議員の

御質問にお答えいたします。 

 擁壁への衝突事故が繰り返し起きていることを

受けて、道路管理者であります沖縄県中部土木事

務所をはじめ、関係機関と事故防止対策について

協議してまいりましたが、令和５年９月定例会で

答弁いたしました提案事項の実現には至っており

ません。事故防止対策につきましては、道路管理

者による大型反射板やクランク等を設置するなど、

事故防止に向けた重点的な対策を行っているとこ

ろでございます。市といたしましても、引き続き

効果的な事故防止対策を関係機関と協議し対応し

てまいりたいと考えております。また、イメージ

アップ対策につきましても、地元自治会の方々の

意見を踏まえ、検討してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 沖縄県中部土木事務所

及び関係機関との協議により、擁壁への衝突事故

防止対策として大型の反射板やクランクの設置な

ど、道路管理者による重点的な対策が実施されて

いることを確認しました。これらの対策が実施さ

れているにもかかわらず、依然として事故が発生

している現状に対して、市としても引き続き関係

機関と連携し、効果的な事故防止対策を模索し、

対応していただきたい。さらに地元自治会の意見
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を踏まえて、イメージアップ対策についても検討

を進め、地域の安全性と住民の安心感を高めるた

めの具体的な施策を実施していくことが必要だと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。（２）カヨウ眼科前の市

道石川34号線の丁字路交差点の横断歩道の白線に

ついて、伺ってまいります。令和５年６月定例会

におきまして、かりゆし弁当前県道225号線とカ

ヨウ眼科前の市道石川34号線の丁字路交差点の横

断歩道白線について、早急な引き直しが必要との

質問に対し、執行部は交通安全担当の市民協働政

策課より管轄警察署へ今回の情報を提供し、また

南栄区自治会へ要請書の提出依頼と、管轄警察署

へ進達を適切に行ってまいりますと回答しており

ますが、１年経過し進展がありません。現状の進

捗状況を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 うるま市石川のかりゆし弁当前、県道225号線

とカヨウ眼科前の市道石川34号線の丁字路交差点

の横断歩道について確認したところ、御指摘のと

おり白線が消えかけていることを確認しておりま

す。横断歩道白線の引き直し等につきましては、

これまで答弁いたしたとおり、地域自治会等の要

請書を市が管轄警察署へ進達し、当該警察署が調

査の上、公安委員会へ上申され予算が確保された

後、白線の引き直しが実施される流れとなってお

ります。前回、南栄区自治会へ要請書の提出依頼

をする旨の回答をしておりましたが、地域自治会

を確認したところ、曙区でありましたので、令和

５年10月17日付で、曙区より要請書の提出があり、

管轄警察署へ進達を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 前回の南栄区自治会へ

の提出依頼についても、御確認いただいた結果、

正しい地域である曙区からの要請書が提出された

ことを確認し、適切な手続を進めていただいてい

ることに感謝申し上げます。今後も安全な交通環

境の維持に向けて、引き続き御対応いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 道路行政の最後です。（３）ラスカル保育園か

ら石川消防署向け十字路右折の信号機について

伺ってまいります。ラスカル保育園から石川消防

署向け十字路右折が直進する車両が多く、なかな

か右折することができない。１台しか行けないと

きもあります。私もこの十字路をよく利用します

が、なかなか右折できないことがあります。市民

からも同様な声がありますので、ぜひ改善してい

ただきたい。時差式信号機にするか、右折専用の

信号機の設置を要望いたしますが、当局の見解を

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 信号機の設置に関する要請につきましては、先

ほど答弁したとおり、地域自治会などからの要請

に基づき、市担当課から管轄警察署へ進達し、最

終的な決定は沖縄県公安委員会が行う流れでござ

います。議員御指摘のとおり、当該交差点には信

号機が設置されておりますが、時差式信号機や右

折専用信号機が設置されていないことを確認して

おりますので、地域自治会等からの要請書に基づ

き、市担当課が管轄警察署へ進達したいと考えて

おりますが、信号機の設置につきましては、当該

交差点付近の交通量調査などを実施し、その結果

を踏まえ検討されることから、時間を要するもの

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 交通量調査をはじめと

する必要な検討、手続に時間がかかることは理解

しておりますが、地域の安全を確保するためにも、

できるだけ早急に進めていただけるようお願い申

し上げます。 

 それでは大きい項目２．高齢者支援について。

高齢者アクセルペダル事故防止補助金について

伺ってまいります。 

 沖縄県では令和４年中に65歳以上の運転者が原

因となる交通人身事故が600件発生し、全体の

21.6％を占めています。過去10年でも高齢運転者
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による事故の割合は年々増加し、20％前後で推移

しています。高齢者によるアクセル・ブレーキの

踏み間違い事故が頻発しており、最近地域でも車

が商店に突っ込む事故が発生しました。経済産業

省は2019年度補正予算に基づき、サポカー補助金

制度を導入し、高齢ドライバーが衝突被害軽減ブ

レーキやペダル踏み間違い防止装置を搭載した車

を購入する際に補助金を提供していましたが、現

在この補助金はありません。市独自で65歳以上の

ドライバーが対歩行者の衝突被害軽減ブレーキと

ペダル踏み間違い急発進抑制装置を搭載したサポ

カーを購入する際の補助金を予算化してほしいこ

とから、何点か質問してまいります。 

 まず１点目、現状の把握として、市として高齢

運転者による交通事故の現状をどう認識していま

すか。高齢運転者の交通事故対策として、現在

行っている取組があるか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 うるま市内における高齢者交通事故のうち、人

身事故の発生件数は、令和５年度70件、令和６年

度は現在までに25件の発生となっております。今

後、65歳以上の高齢者人口が増加することにより、

交通事故件数についても増加する可能性があるこ

とから、高齢者の交通安全啓発活動といたしまし

て、交通安全出発式でのチラシ配布やグッズ配布

を行っております。また、警察署では各自治会で

開催されております老人会の集まりや、ミニデイ

サービスへ出向き、交通安全教室を実施し、交通

安全に対する意識高揚及び交通ルールとマナーを

再認識していただいております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 市独自の支援策の可能

性について伺ってまいります。市独自での対歩行

者の衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い急

発進抑制装置を搭載したサポカーを購入する補助

金を予算化することは可能なのか。可能な場合、

具体的な補助金金額や対象者の範囲など、どのよ

うな制度設計を考えているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 糸数昌宗議員の御質

問にお答えいたします。 

 高齢者の交通事故を防ぐために、多くのメー

カーからサポート機能を備えた自動車の販売がさ

れ、安全性についての普及啓発が進んでいるもの

と認識しております。このため、普及啓発活動を

目的とした市独自の補助金については、財源など

の課題もあり、難しいものと考えており、補助対

象者や実施内容についての検討はいたしておりま

せん。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 市が独自の補助金制度

を導入することは、資金や実施方法に多くの課題

が伴うことを理解いたしました。高齢者の交通安

全に向けた取組は、補助金以外にも様々な方法で

推進できる可能性があります。市民への啓発や教

育、交通インフラの整備など、包括的なアプロー

チが求められます。市が主導する取組がどのよう

に進展していくか、今後検討する必要があると思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、大きい項目３．教育行政について伺って

まいります。（１）うるま市の将来を担う子供た

ちの派遣費用について。令和６年２月第173回定

例会におきまして、県外派遣費用を増額、見直す

必要があると質問しました。執行部は派遣費用の

軽減を図るべく、18歳以下の子供への支援を手厚

くするために、特定財源こどもゆめ基金を活用し

て、１人当たりの平均単価を参考に、旅費の上限

５万円程度に拡充を検討しております。うるま市

社会体育活動における県外派遣に関する補助金

ベースに、教育委員会で対応していました学校体

育に関する大会の派遣補助をスポーツ活動として

一本化して、派遣基準を見直し、制度設計を行っ

てまいりたいと考えておりますと、とても最高な

答弁をいただきました。その後、派遣基準の見直

しや制度設計を行ったと思いますが、その派遣費

用に関して、派遣基準、制度設計など詳しくお聞

かせください。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 
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○経済産業部長（岸本 力） 糸数昌宗議員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、県外派遣に関する補助金の名称を、うる

ま市社会体育活動における県外派遣に関する補助

金から、うるま市こどものスポーツ活動における

県外派遣等に関する補助金として、18歳以下の子

供を対象とした改正を行っているところでありま

すが、これまで教育委員会で対応していた中体連

の県内離島開催の派遣費を含め、県内離島または

県外の体育的行事へ派遣される場合の航空運賃、

宿泊費を補助の対象としております。また、これ

までの派遣補助金は、１人当たり１万5,000円、

１団体15万円が上限でしたが、今回の改正では１

人当たり上限５万円、団体では派遣される大会要

項において、選手登録をされる人数分の補助を行

うこととしており、交付対象者については、各種

スポーツ団体が主催する大会において、優勝また

は準優勝により県外大会等への出場権を得て派遣

される場合や、沖縄県を代表する優秀な選手とし

て、各種スポーツ団体より選抜された県外大会等

へ派遣される場合などを条件に、原則として同一

年度、１人１回限り、ただし派遣された大会等に

おいて優勝もしくは準優勝により、上位の大会に

派遣される場合は、その限りではないとした改正

を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 うるま市こどものス

ポーツ活動における県外派遣等に関する補助金の

改正について、大変感銘を受けました。特に対象

を18歳以下の子供に限定することで、将来を担う

若い世代のスポーツ活動を、さらに支援する姿勢

に深く感謝申し上げます。さらに県外大会への出

場条件を明確にし、優秀な選手の派遣をサポート

することで、うるま市の名誉を高める取組に対し

ても心から賛同いたします。このような具体的で

前向きな施策は、市民全体のスポーツへの関心を

高めるだけではなく、地域全体の活力向上にも貢

献することになると思いますので、この制度を

しっかり周知していただきたいと思います。 

 続きまして、（２）うるま市子ども会育成連絡

協議会補助金について伺ってまいります。子ども

会育成連絡協議会は、市内の各子ども会育成会相

互の連絡・連携を図り、子ども会活動の充実と発

展に寄与することを目的に、平成17年度に組織さ

れます。協議会会則に定められている事業は、１．

子ども会リーダーの養成に関すること、２．子ど

も会ジュニアリーダーの養成に関すること、３．

各単位子ども会育成会相互の連携に関すること、

４．子ども会育成会のために必要な調査に関する

ことなどでございます。その定めに基づき、ジュ

ニアリーダー研修会や子ども会芸能祭り、生涯学

習フェスティバルへの参加、さらには自治会子ど

も会や太鼓演舞団体などを支援するため、活動助

成金を交付しており、令和４年度には17団体へ助

成金を交付したそうですが、令和５年度は何団体

へ助成金を交付したのか、団体名と金額をお伺い

します。また、人件費の内訳も併せて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） 糸数昌宗議員の御

質問にお答えいたします。 

 子ども会育成連絡協議会事務局に確認したとこ

ろ、令和５年度においては石川地区子どもリー

ダー研修会に対し11万2,500円の活動助成金を交

付したとのことです。また、当該研修会の参加人

数は69人だったとのことです。次に、同会の事務

局員報酬は月額６万円で、12月で72万円が支出さ

れております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 今年度も、前年度同様

に石川地区子ども会育成会で助成金をお願いしま

したが、断られました。なぜ、断られたのか理由

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） お答えいたします。 

 子ども会育成連絡協議会に確認したところ、特

定の地区のみに助成金を交付することは適当では

ないと判断したためと伺っております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 この子ども会育成連絡

協議会ですね。何回も足を運んだんですけれども、
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事務局員と会えなかったんです。電話しても何度

も連絡が取れなかったので、この事務局員の勤務

体制を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） お答えいたします。 

 子ども会育成連絡協議会の事務局員の勤務日数

は１月当たり12日、平日の10時から15時までの勤

務を基本としております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 ありがとうございます。

今年度、石川地区でも子ども会育成連絡協議会、

もともとあった組織なんですけれども、今は

ちょっと停滞していまして再度、石川地区子ども

会育成連絡協議会を立ち上げることが決定という

か、話合いがあります。もし立ち上がった場合、

この団体に助成金が出るのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） お答えいたします。 

 子ども会育成連絡協議会は、今年度役員体制を

一新しており、協議会事業の執行について、再検

討するとのことでございます。今後の各地区子ど

も会の支援につきましては、教育委員会と子ども

会育成連絡協議会で協議していきたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 ありがとうございます。 

 今年度役員体制の一新及び協議会事業の再検討

について、承知いたしました。今後、各地区の子

ども会の支援において、教育委員会と子ども会育

成連絡協議会が協力して取り組んでいくことに大

いに期待しております。子供たちの健やかな成長

と、地域社会の発展のため、引き続き御尽力いた

だきますようお願い申し上げます。 

 次に、（３）児童・生徒用机への天板拡張器具

導入について伺ってまいります。 

 うるま市教育委員会は、国のＧＩＧＡスクール

構想に基づき、主体的・対話的で深い学びの視点

から各教室等において、ＩＣＴを活用した学習活

動を推進し、多様な子供たちを誰一人取り残すこ

となく公正に個別最適化された学びを実現するた

め、小学校１年生から中学校３年生における１人

１台端末が実現しました。休憩お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１３時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 その結果、タブレット

端末、教科書、筆記用具など、机が狭い。これは

私の娘の机です。こういう状況になっております。

タブレットＰＣが落下して壊れるという課題が表

面化してきたと思います。タブレット端末導入後、

落下による破損件数、修理代をお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 糸数昌宗議員の

御質問にお答えいたします。 

 タブレット端末導入後の落下による破損件数は

62件となっております。年度別内訳としまして、

令和３年度20件、令和４年度33件、令和５年度９

件となっております。修理代につきましては、３

年間で271万8,000円となっております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 休憩お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１３時５４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 落下によるタブレット

端末破損を防ぐため、株式会社ティーファブワー

クスの商品で、天板拡張器具天板拡張くんがあり

ます。天板拡張くんの有効性・安全性を調査する

ため、千葉県の学校に協力していただき、天板拡

張くんを約７か月間設置し、アンケートを実施し

たところ、その結果、先生の100％、児童の

95.5％が天板拡張くんを引き続き使い続けたいと

いう結果になったそうです。そこで最適な学びを

実現するため、うるま市も天板拡張器具の導入が
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できないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 再質問にお答え

いたします。 

 本市の公立小・中学校では、ＧＩＧＡスクール

の実施に伴い、端末を利用する際の学習机の狭さ

を解消するため、特定防衛施設周辺整備調整交付

金を活用し、机・椅子を新ＪＩＳ規格に更新する

事業を実施してきております。机の天板につきま

しては、従来の規格より縦・横５センチメートル

広くなっており、小学校では令和３年から令和７

年まで年次的に更新し、中学校では令和５年度に

事業を完了したところでございます。また、端末

落下による破損件数も減少し、指導効果が表れて

きているところでございます。御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 最適な学びが今後とも

続くように、教育現場の状況も確認しながら検討

していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 大きい項目４．防災行政について伺ってまいり

ます。（１）防犯灯について。令和５年９月第

170回定例会におきまして、市長は防犯灯機器の

更新につきましては、多額の予算が必要となり、

また方針等についても決まっていないことから、

今年度は市と自治会との費用負担や役割分担、今

後の防犯灯の設置補助の在り方について、庁内で

検討している状況であります。なお、更新に当

たっては7,000基余りもございますので、長期更

新計画を進めていきたいと考えておりますと答弁

しております。また、令和６年２月第173回定例

会におきまして、防犯灯の予算化を求める請願が、

うるま市自治会長連絡協議会より提出され、採択

されております。昨年の台風６号で防犯灯も破損

しており、いまだ破損した箇所については、その

ままの状態となっております。自治会長も区民の

方々から「いつ直るの」、「区費も払っているの

に、なぜ直らない」と苦情を受けています。今年

度の防犯灯更新計画や台風６号で被害を受けた防

犯灯に関して早急な対応が必要だと思いますが、

現在の進捗状況を確認したいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 現状といたしまして、うるま市防犯灯設置事業

補助金交付要綱に基づき、防犯灯の新設に要する

経費及び既存の防犯灯をＬＥＤ防犯灯に取り替え

るために要する経費に、補助金を交付することに

なっており、防犯灯の電気料金、修繕費及び維持

管理費については、各自治会の負担とするとなっ

ております。7,000基の既存防犯灯の長期更新計

画や修繕等を要する防犯灯への対応等につきまし

ては、市と自治会との費用負担や役割分担、今後

の防犯灯の設置補助の在り方について、庁内で検

討している状況であることから、現状といたしま

しては防犯灯の更新や台風第６号で被害を受けた

防犯灯の修繕等の対応につきましては、厳しい状

況となっております。なお、令和６年２月第173

回定例会において、防犯灯の予算化を求める請願

が採択されたことには、議会の総意として尊重し

ており、実現に向けて引き続き調査・研究してま

いりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 防犯灯の予算化を求め

る請願が採択されたことを尊重し、実現に向けて

具体的な計画とスケジュールを明示する必要があ

ります。議会の総意を反映させるためには、速や

かに行動を起こすべきです。防犯灯の修繕が遅れ

ている現状では市民の不安が高まっています。特

に台風で被害を受けた防犯灯がそのままになって

いる状況は早急に改善されるべきです。市は自治

会との協力体制を強化し、早急に防犯灯の更新と

修繕に取り組むべきだと思います。市長、考えを

お伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 糸数議員にお答えをいた

します。 

 令和５年９月第170回定例会につきましても、

私のほうから含めて内容等、先ほど市民生活部長



 

― 108 ― 

からもありましたように、内部等においても検討

をしております。さらに自治会を訪問し、市長と

の懇談をしておりまして、全自治会一度は周り、

さらに２周目になっておりますが、やはり台風６

号の影響により、防犯灯が破損をしていますとい

うような声はお聞きをしております。しかしなが

ら自治会からの要請要求については、防犯灯以外

にもいろいろな要望等がございまして、その予算

等も含めて優先度の順位をどこに充てるかという

ことも、我々行政としての大きな課題かなと思っ

ております。しかしながら、やはり離島も含めて、

津堅島も含めてそうなんですけれども、やはり体

力のある自治会、さらには単独でできるところも

ございますが、大変厳しい地域もございますので、

その点も含めて早急に我々が答えを見いだしてい

くというようなことも含めて、自治会長連絡協議

会の代表者と共に今後の防犯灯、さらに街灯とい

う位置づけもどのように解決すべきかというよう

なことも含めて、しっかりとこの辺は対応をして

まいりたいと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 市長、通告にない質問

でしたが、ありがとうございます。市独自の措置

を講じ自治会の負担軽減を図ることを今後も提案

していきたいと思いますので、この質問は閉じた

いと思います。ありがとうございます。 

 最後になります。防災行政について。保育園、

認定こども園のＢＣＰについて伺ってまいります。

2023年４月１日から保育園などの児童福祉施設等

でのＢＣＰ策定、研修、訓練が努力義務化されま

した。努力義務には、法的拘束力や罰則はないも

のの、保育園でのＢＣＰ策定は緊急事態のときに

子供の命や健康を守るために必要不可欠です。ま

た、保育園が閉鎖すると保護者が仕事を休まなけ

ればならず、特に共働き世帯に大きな影響を与え

ます。さらに津波警報や注意報のような緊急事態

では、保護者がすぐに迎えに行けないことがある

ため、保育園の適切な対応が子供の安全に直結し

ますので、何点かお聞きしていきたいと思います。 

 まず、非常食の備蓄状況について伺ってまいり

ます。保育園には非常食がどの程度備蓄されてい

るのか。非常食の種類や賞味期限、管理方法をお

伺いします。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 糸数昌宗議

員の御質問にお答えいたします。 

 非常食につきましては、半数以上の保育施設で

備蓄をしており、備蓄量は１日分が最も多く、次

いで１食分、２日から３日分となっております。

その種類といたしましては主食、飲料水、副食、

ミルクなどとなっており、また賞味期限につきま

しても、定期的に確認するなど適切に管理されて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 災害時の対応マニュア

ルについて伺ってまいります。保育園がどのよう

な災害時対応マニュアルを持っているのか。津波、

地震、火災など様々な災害に対する具体的な対策

や避難計画があるか。うるま市内の保育園を含む

児童福祉施設等でＢＣＰ作成を行っている施設は

何か所あるか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 災害時の対応マニュアルにつきましては、全て

の保育施設で整備されており、内容も地震、火災、

津波、台風、土砂災害などとなっております。ま

た、具体的な対策や避難計画につきましても整備

されておりますが、ＢＣＰの作成につきましては、

３割程度にとどまっております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 職員の訓練と連携につ

いて伺います。保育園職員が定期的に災害対応訓

練を受けているのか。地域の防災組織や消防署と

の連携が取れているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 災害対応訓練につきましては、全ての施設にお
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いて避難訓練や消火訓練など定期的に実施してお

り、地域や消防との連携も図られております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 保護者への連絡体制に

ついて伺います。緊急時に保護者への連絡がどの

ように行われているのか。迎えに来られない場合

の対応方法を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 緊急時の保護者への連絡方法といたしましては、

電話が最も多く、次いでアプリやメール、ＳＮＳ

などとなっております。緊急連絡先は、入所時に

複数確認しており、万が一迎えに来られないとい

う場合は、避難先での待機など施設での対応とな

ります。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 法令や規程の確認につ

いて伺います。保育園の災害対応に関する法令や

規程が遵守されているか。政府や自治体のガイド

ラインに沿った対策が取られているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 災害対応に関しましては、全ての保育施設で法

令などを遵守した対応をしており、市のハザード

マップや防災減災マップなども活用した対策が取

られております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 今までお聞きした点を

踏まえて質問します。令和６年４月３日水曜日、

８時58分頃、台湾付近で発生した震度４、マグニ

チュード7.5の地震に伴い、９時１分に津波警報

が発令されました。10時には沖縄本島に３メート

ルの津波が到達するとの予測がありました。しか

し、９時56分に保育園から迎えに来てくださいと

の連絡がありました。津波警報が発令中で、10時

に津波が到達する予想の中で、迎えに来てくださ

いという保育園の判断は、適切だったのでしょう

か。市の担当者に問い合わせたところ、保育園の

判断に任せているとの回答でした。このような状

況下での判断について、当局の見解を伺います。

また、石川の道路は、高台に避難する車で渋滞し

ていました。このような中で、保育園に迎えに行

くことは現実的ではないのではないでしょうか。

津波警報が発令中の対応について、津波警報が発

令されている中で、迎えに来てくださいという指

示は適切なのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 再質問にお

答えいたします。 

 保育施設からの指示が適切であったかどうかに

つきましては、施設が置かれている状況やその

時々の状況によって判断が異なってまいります。

避難先などにおいて、安全確保が困難となり、危

険が迫っていると判断した場合、お迎えをお願い

することも考えられますが、通常は津波警報や避

難指示が解除された後、施設へ戻り保育業務を再

開するか、あるいはお迎えの協力依頼を行うかな

ど、検討することとなります。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 責任の所在について伺

います。保育園の判断により、保護者や子供が危

険にさらされた場合、誰が責任を取るのか。市の

災害対応における責任と役割について伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 再質問にお

答えいたします。 

 責任の所在につきましては、一義的にはその施

設の長にありますが、その時々の状況での判断や、

指示が適切であったかどうかにより、判断される

ことになると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 糸数昌宗議

員の再質問にお答えします。 

 災害時における市民の安全確保に向け、必要な

市の役割としましては、気象台などから発表され

る各種警報などを迅速かつ的確に把握するととも

に、必要に応じて市民へ適切な避難指示、命令な

どを発令し、これに伴う避難所の開設や避難者の
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受入れ及び円滑な運営などが挙げられます。また、

これらの役割については、法令もしくは市の地域

防災計画及び国民保護計画などに基づく、市の重

要な責務であると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 今回の津波警報を受け

て、子供の安心・安全のために何点か提案したい

と思います。保育園の緊急対応マニュアルの見直

しについて、津波警報発令時の保護者への対応指

針の明確化、子供を安全に保護するための具体的

な避難計画の策定、ＢＣＰ作成を努力義務から義

務化へを伺いします。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 津波警報発令時も含め、災害時の対応につきま

しては、各保育施設においてあらかじめ法令など

に基づいた避難計画を作成し、訓練を実施してい

るところでございますが、今般の津波警報を受け、

市といたしましても、改めて令和６年４月３日付、

津波警報発令時の市立こども園・保育所の対応に

ついてを公立保育施設へ発出し、法人保育施設に

つきましても、同日付で周知し、これに準じた対

応をお願いしたところでございます。 

 ＢＣＰにつきましては、先ほど答弁いたしまし

たとおり、作成状況が３割程度にとどまっている

ことから周知を図り、作成を支援してまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 提案２つ目、市の支援

と指導としまして、保育園の具体的なガイドライ

ンの提供、緊急時の対応について市の監督及び支

援体制の強化について伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 災害時の対応につきましては現在、担当部署に

おいて、市独自のガイドラインを作成中でござい

ます。その中で、支援体制なども検討し各施設へ

提供してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 提案３つ目です。責任

の明確化について、緊急時の指示における責任の

所在を明確にし、保護者に安心感を与える。保護

者、保育園、市の間の連携強化について伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 緊急時におきましては、大切な子供たちを預か

る施設責任者の責務は重大でありますので、ガイ

ドラインなどについて、各施設や保護者への周知

に努め、情報共有など連携を図ってまいりたいと

考えております。子育て施設に関する防災などの

御提案ありがとうございます。 

○議長（比嘉 直人） 糸数昌宗議員。 

○３番 糸数 昌宗議員 災害が人災にならない

ように、保育園の緊急対応マニュアルの見直しや

津波警報発令時の保護者への対応指針の明確化、

子供を安全に保護するための具体的な避難計画の

策定、ＢＣＰの作成など積極的に行っていただき

たいと思いますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

 以上で、通告した４点の質問が終わりましたの

で、これで一般質問を終わりたいと思います。執

行部の皆様、簡明な御答弁誠にありがとうござい

ました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１４時１５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 皆さん、こんにちは。

会派津梁、神田洋一。防災行政について早速質問

させていただきたいと思います。 

 １番目、公共施設の災害対策について質問しま

す。１つ目に断水対策。公民館を含む公共施設に

おいて貯水槽を設けていない場合、断水時に施設

の運営など支障が出ると考えています。屋上に貯

水槽を設けることができれば屋上に、設置が難し
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い場合は貯水機能付給水管を設けてみてはいかが

でしょうか。特に比較的高い場所にある施設は、

津波警報が出た際は多くの方が避難してくると思

います。市の災害予防計画では、発災後３日以内

に水を含めた物資の調達体制を確立することとし

ており、各家庭においては災害時の備えとして３

日分の水などの生活必需品の備蓄が推奨されてい

ます。災害時に備え、そのような公共施設には推

奨される容量の貯水槽や貯水機能付給水管などの

設備を早めの増設、または設置が望ましいと考え

ていますが、当局の所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 神田洋一議

員の御質問にお答えいたします。 

 １点目の断水対策でございますが、市公共施設

の多くは、基本的に当該施設の利用者１日分を想

定した貯水槽を備えておりますが、大人数かつ長

期間の利用を想定したものではないため、災害時

における対策としましては、地域防災計画に基づ

く飲料水の備蓄及び市配水池や県企業局調整池を

補給基地とした給水、配水を想定しているところ

であります。議員御提言の公民館を含む公共施設

への屋上貯水槽の増設につきましては、施設の構

造上等からも厳しいものがあると考えております。

なお、屋上に設置できない場合の貯水機能付給水

管の活用につきましては、現時点では具体的な導

入計画などはございませんが、熊本市水道局での

導入事例などもあると聞いておりますので、今後

これらの先進事例などについて調査・研究してま

いりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 企業などと災害時にお

いて、飲料水提供の支援協定を締結しているかと

思いますが、道路事情などにより支援が困難な場

合も想定されます。公共施設そのものに推奨され

る容量の水が確保されていれば、支援協定締結先

の企業は必要とされる他の場所への支援へ振り替

えることも可能です。推奨される容量の貯水槽な

どの設置や増設をお願いし、次の質問に移りたい

と思います。 

 停電対策について、昨年８月の台風６号は長期

間の停電被害が発生しました。公民館へは多くの

区民が携帯電話の充電など、電気を求め訪れたそ

うです。電力購入契約の種類ＰＰＡ（パワー・

パーチェス・アグリーメント）という契約モデル

があるそうです。これは第三者所有モデルとも呼

ばれ、第三者、ＰＰＡ事業者が電力消費者、この

場合、行政などの施設の空いている敷地や建物な

どに無償で太陽光発電設備を設置、業者にて維持

管理し、電気を供給する仕組みとなっております。

ＰＰＡモデルの特徴としては、設備の初期投資と

その後のメンテナンスはＰＰＡ事業者が行い、契

約期間は約10年から20年程度、太陽光発電の電気

を使うことで電気代を節約できるなどの特徴が挙

げられます。スペースが確保できそうな公共施設

など、ＰＰＡモデルの導入を検討してはいかがで

しょうか、見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 停電対策で

ございますが、ＰＰＡモデルによる自家消費型太

陽光発電設備につきましては、導入費用がかから

ず設置・管理事業者から太陽光にて発電された電

気を購入するといった形態になるようでございま

すが、メリットといたしまして、電気料金の節減

効果、ＣＯ２排出量削減効果、非常用電源として

の活用といった点が挙げられると伺っており、公

共施設における防災対策にも資する可能性が高い

ことから、今後、各公共施設の所管部署などへの

提案について、検討させていただきたいと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 昨今、円安が続く限り、

化石燃料を使用し発電した電気料金が下がること

はないと推察しています。もし今後もインフレが

継続すると想定されるなら、長期契約で購入価格

を固定させることや設備メンテナンスも込みであ

るということは、非常にメリットがあるのかなと

思います。ぜひ前向きな検討をお願いし、次の質

問に移ります。 

 公共施設の利用について、急を要する場合など、
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多くの公共施設は条例などで運用などの基準が設

けられていると思います。災害時やそれ以外で急

を要する際に、施設管理者の権限において利用時

間に柔軟性を持たせることの仕組みづくりができ

ないか当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 災害時や市民に危険が迫った場合の公共施設へ

の緊急的な避難につきましては、議員御提言のと

おり、時間外などであっても柔軟に対応する必要

があるものと認識しております。今後、指定管理

者も含め、施設所管部署と調整・協議してまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 ここでいう柔軟性とは

誰にでも何にでも対応できるという意味ではなく、

あくまで緊急的対応が必要と判断したときに限る

ということが前提になると思います。柔軟性の解

釈で、施設管理者が判断に困らないような教育も

併せてお願いします。 

 次の質問に移ります。災害協定について、災害

はいつどこで発生するか分からないものです。官

民連携で対処に当たることが迅速な支援や復旧に

つながることと思います。過去に２件の災害協定

などに関する提案を行ってきましたが、進捗状況

などを教えていただけますか。お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 第167回定例会において、神田議員より提案の

ありましたコンクリート等の圧送ポンプ車に関す

る民間事業者等との災害協定につきましては、現

在、具体的な検討には至っておりませんが、先進

事例の調査・検証や事業者などの意見などを踏ま

え、改めて検討させていただきたいと考えており

ます。また、第170回定例会にて提案のありまし

た、民間とのドローン活用に関する災害協定につ

きましては、同技術を有する富士技研センター株

式会社と令和６年３月22日付で、災害時等におけ

る無人飛行機による支援活動に関する協定を締結

したところでございます。御提言ありがとうござ

いました。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 ドローンに関する協定

が結べたということで、ありがとうございます。

また、ドローンに関しては小型無人機等飛行禁止

法で、重要施設及びその周辺のおおむね300メー

トル周囲の上空における小型無人機等の飛行が禁

止されております。米軍基地周辺の飛行で米軍側

と事前に協定が必要かなと考えています。災害時

に無人飛行機、いわゆるドローンを飛ばすことに

なった際は、米軍側とホットラインなどで関係部

署とすぐ調整できるような仕組みづくりも併せて

お願いします。 

 続きまして、大きい項目２番、市民協働と題し

て１つ目の質問。自治会の重要性について質問さ

せていただきたいと思います。自治会交付税など、

新しい支援策などにより地域貢献の活動の活性化

をお願いしたいと思います。令和６年４月３日、

台湾東部沖地震による津波警報で多くの市民は避

難行動を行いました。避難所に指定されている公

民館は、ほとんどないかと思います。しかし、実

際に公民館へ避難された方も多くいらっしゃるか

と思います。災害時には多くの市民が最初に避難

先として思いつくのが公民館ではないでしょうか。

それほど公民館という存在は、市民の日頃からの

よりどころとしての役割があると考えていますが、

当局は公民館や自治会の役割をどのようにお考え

か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 神田洋一議員の

御質問にお答えいたします。 

 自治会とは、地域にお住まいの方々が明るく住

みよい豊かな生活を目指すものとして、自主的に

つくられた特色のある任意の団体であると理解し

ております。そして、市民と行政の協働のまちづ

くりが必要とされる中、地域コミュニティーの形

成において核になるものが自治会だと認識してお

ります。 
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○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 地域コミュニティーの

核となるものということですが、自治会は会員の

高齢化に加え、加入率の低下、そして昨今では水

道光熱費などの運営維持費の高騰に苦しんでいま

す。運営安定のため、予算収入の増加は必要です

が、加入率の改善と自治会費の増額を両立するこ

とは、非常に困難だと感じております。当局の所

見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 自治会運営を安定させるためには、自治会加入

率の増加による自主財源の確保が大きな課題に

なっていると考えております。今後の加入率を上

げる取組といたしまして、うるま市自治会長連絡

協議会を主体に、自治会加入促進月間を継続しな

がら、市としても防災行政無線や市広報紙、公式

ＬＩＮＥなどでの従来どおりの取組を行い、さら

に新たな取組ができるか検討してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 当局としても、毎年２

月を自治会加入促進月間とし、加入改善に向け、

様々な周知活動に取り組み、加入改善に力を入れ

ている状況だと思います。そこで自治会の運営安

定のためにも頑張る自治会を応援できる仕組みづ

くりを考えることはできないものでしょうか。国

の税収入で、地方交付税制度というものがありま

す。総務省の説明では、地方交付税は本来、地方

の税収入とすべきであるが、団体間の財政の不均

衡を調整し、全ての地方団体が一定の水準を維持

し得るよう財源を保障する見地から、国税として

国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によっ

て再分配する。いわば国が地方に代わって徴収す

る地方税という性格を持っていますとホームペー

ジにありました。地方交付税の文言を、自治会や

市に置き換えて、再度読み上げてみたいと思いま

す。自治会交付税は、本来自治会の運営費は会費

収入とすべきであるが、自治会間の財源の不均衡

を調整し、全ての自治会が一定水準を維持し得る

よう財源を保障する見地から、法定外目的税など、

市が代わって徴収し、一定の合理的な基準によっ

て再分配する。いわば市が自治会に代わって徴収

する地方税という性格を持っていますというふう

な、私の造語なんですが、自治会交付税制度の創

設を検討できないでしょうか。一定の合理的な基

準の中に加入率や会費の徴収率、会費の収入額な

ど、予算に勘案した要素や自治会活動などの実績

を数値化し、合理的な基準にそれを取り入れるこ

とができれば、頑張る自治会に予算を分配できる

仕組みができるのではないでしょうか。造語、自

治会交付税制度の導入について見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 現在、自治会運営に要する経費の一部を補助し、

自治会運営の振興を図り、防犯対策、生活環境対

策及び住民福祉に寄与することを目的に、うるま

市自治会運営振興補助金交付要綱を設けておりま

すので、現行制度の活用を推進したいと考えてお

ります。また、令和３年度よりふるさと納税の制

度を活用し、自治会活動を支援するための寄附金

を募るふるさとうるま自治会活動応援事業を開始

しております。今後の自治会予算の確保につなが

ることから、積極的に取り組んでいる自治会もご

ざいますので、ぜひ活用を検討していただきたい

と考えております。御提言の（仮称）自治会交付

税制度につきましては、自治会長連絡協議会及び

庁内においても、効果的な取組を検討してまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 ありがとうございます。

市としても、自治会の重要性を理解し活性化を図

りたい意図が理解できました。また、頑張る自治

会を応援する制度を自治会長連絡協議会と話をし

てみたいということで、またその取組は次回に確

認させていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。２番目、安全なまちを目

指して。この質問に関しては、糸数昌宗議員の質
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問の答弁で理解できましたので、同じ防犯灯に関

することでしたので削除したいと思います。 

 次の質問に移ります。３番目、活用される公園

について。市役所東棟すぐそばにあります市民広

場ですが、コロナ禍も明け昨年は地域の保育園や

こども園などが合同でイベントを開催し、2,000

人余りの園児や家族、地域住民が観覧に訪れたと

聞いています。地域自治会のお祭りなどで、市民

広場はよく活用されていますが、市民広場のス

テージ前の観覧スペースが訪れる観客数に比べ狭

く感じているところです。観覧スペースの拡張整

備について、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 神田洋一議員に

お答えいたします。 

 御質問の市民広場観覧スペースの拡張につきま

しては現在、広場内において老木化した樹木があ

ることから撤去後、観覧スペースとして活用でき

るものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 市民広場の中心付近に

大木が何本もあり、数本枯れている現状を確認し

ました。老木化し倒木の危険があるようでしたら、

撤去した後、その部分は観覧スペースとして活用

でき、より使いやすく人気のある公園になると思

います。前向きな答弁をありがとうございます。 

 次の質問に移ります。大きい項目３番目、感動

産業特区。１番目、地域が誇る感動資源について、

受け継がれてきた伝統芸能などの支援。天願川清

流まつりに関して、感動産業をコンセプトとし、

昨年うるま市感動産業特区宣言を行いました。中

村市長の挨拶の中の一文を読み上げます。「私た

ちは地域が一つになって、子どもたちを応援し、

支え、この地に受け継がれてきた歴史文化遺産、

伝統芸能、魅力あふれる観光・物産など、地域が

誇る感動資源を活かし、あらゆる人々が感動を享

受できるまちづくりを目指すため、感動産業特区

宣言をいたしました」とありました。実は、毎年

４月後半から５月上旬にかけ、天願川清流まつり

を開催し、地域の子供たちの手作りのこいのぼり

などを天願川沿いに掲揚しています。天願川を観

光資源とし、こいのぼり1,000匹を掲揚した壮大

な景色は感動資源と呼んでもよいのではないで

しょうか。市内外、外国人も多く訪れる天願川清

流まつりですが、残念なことにこの４月の時期は

補助金支給の空白期間となり、受けられるメ

ニューがありません。毎年有志の皆さんから寄附

を募りながら、何とか開催している状況です。当

局のほうから感動資源、天願川清流まつりへ支援

が可能か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 御質問にお答え

いたします。 

 地域活動は自主参加、自主企画、自主運営が基

本原則であることから、これまで財政等が厳しい

中、天願川清流まつりを継続してきたことに敬意

を表しております。市民協働政策課では、地域活

動を応援するため、地域課題解決型事業と将来自

走化型事業の２つの事業を対象に市内の経済団体、

福祉関連団体または自治会、その他地域で活動す

る団体を対象とした、うるま市地域まちづくり応

援事業補助金交付要綱を制定しております。今年

度の補助対象事業の申請受付開始日は６月10日と

なっておりますが、次年度以降は４月１日から申

請受付ができるよう検討しておりますので、補助

金交付要綱を御確認の上、エントリーを御検討い

ただきますよう御案内申し上げます。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 次年度は４月１日から

申請ができるということで、ありがとうございま

す。掲揚するこいのぼりは経年により、止めひも

が切れたりするなど、毎年結構な数が損耗してい

きます。寄附などにより補充しておりますが、活

動メンバーの高齢化も相まって、徐々に運営が厳

しくなっている状況です。もし幾ばくかの支援が

受けられるようでしたら、とても救われます。次

年度、うるま市地域まちづくり応援事業にエント

リー可能か確認し、エントリーするようにしたい

と思います。ありがとうございます。 

 次の質問に移りたいと思います。２番目、子ど
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も会エイサーに関して。昨年は市内青年会３団体

に対し、県外派遣事業を実施し、青年会の感動資

源エイサーで県外の多くの方へ感動を伝えること

ができました。市内子供たちも将来は、県外でエ

イサーを披露したいと感じたことでしょう。南部

の豊見城市では、毎年全沖縄子どもエイサーまつ

りを実施し、青年会の卵たちの披露の場をつくっ

ています。うるま市には将来県外や、または海外

でも活躍する可能性を秘めた子ども会エイサーの

児童たちがいます。その子ども会エイサーが活躍

できる場があるか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） 神田洋一議員の御

質問にお答えいたします。 

 子ども会等がエイサーを大勢の観客の前で披露

できる機会は、うるま市エイサーまつりやうるま

祭り、そしてうるま市文化協会が主催する子ども

文化祭などがございます。いずれのイベントも子

ども会等からの申込みがあれば、参加が可能であ

るとのことでございます。令和５年度においては

エイサーまつり、うるま祭りでは、学童クラブや

保育園など合計６団体が出演しているとのことで

ございます。また、子どもエイサーのほかにも、

子どもたちが演じる獅子舞があり、上江洲自治会

など複数の自治会が活動し、獅子舞が継承されて

おります。子供たちが規模の大きなイベントに参

加することは、子供たちの励みとなり、市内子ど

も会の活性化と地域のエイサーの継承・発展、担

い手の育成につながり、ひいては感動産業特区の

実現に寄与するものだと考えております。教育委

員会としては、子ども会などへ案内を行うととも

に、関係部署と調整を図ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 ありがとうございます。

人々に感動を与えることができるエイサーも、急

に披露できるものではないと思います。青年会の

層の厚さを維持するためにも、子ども会のときか

らエイサーを披露する場を設け、スポットを浴び

将来を夢見ることは大切だと思います。県外でも

感動を与え活躍できる青年会エイサーを維持する

ためにも、子ども会育成への御支援を今後ともお

願いします。また、うるま市エイサーまつりやう

るま祭り、文化協会が主催する子ども文化祭など

もあるということですので、私のほうでも各自治

会や子ども会へ周知を頑張りたいと思います。こ

れにて私の一般質問を閉じたいと思います。簡明

な答弁をありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了

しました。 

 次回は、明日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１４時５７分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

１ 番 議 員  真栄城   隆 

 

２ 番 議 員  高 屋   優 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（４日目） 

 

◎ 令和６年６月19日（水） （１０時００分 開議） 

 

◎ 出席議員（27名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  19番 下 門   勝 議員 

６番 国 吉   亮 議員  20番 天 願 久 史 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  25番 大 城   直 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  27番 佐久田   悟 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

14番 池宮城 善 伸 議員   

 

 

◎ 欠席議員（なし） 

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 説明のための出席者 

市 長 中 村 正 人  防災広報対策部長 大 田 義 浩 

副 市 長 佐久川   篤  福 祉 部 長 幸 地 美 和 

教 育 長 嘉手苅 弘 美  市民生活部長 松 岡 秀 光 

総 務 部 長 山入端 立 也  市民生活部参事 古 謝 哲 也 

企 画 部 長 金 城 和 明  経済産業部長 岸 本   力 

財 務 部 長 島 袋 史 朗  農林水産部長 座喜味 達 也 
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都市建設部長 名嘉眞   睦  社会教育部参事 兼 城 哲 夫 

都市建設部参事 田 場 直 樹  学校教育部長 大 里 元 児 

消 防 長 新 垣   隆  総務政策課長 諸見里 直 樹 

消防本部参事 福 地 常 勝  
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 
外 間   悟 

社会教育部長 川 端   登    

 

 

◎ 事務局出席者  
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◎ 議事日程第４号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第４号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、糸数昌宗議員、伊盛サチ子議員を指名

します。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。國場

正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 おはようございます。

会派かけはしより、國場正剛でございます。それ

では通告しております６点について始めさせてい

ただきます。 

 まず最初に、道路行政でございます。これまで

にも一般質問で取り上げてまいりましたけれども、

まずは県道75号線。前回の御答弁によりますと、

残り120メートルということでお伺いしておりま

すが、執行状況についてお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） おはようござい

ます。國場正剛議員の御質問にお答えいたします。 

 県道75号線道路整備につきましては、安慶名十

字路における路線バス等への影響に配慮し、夜間

工事で行っております。令和５年９月第170回定

例会において、残る工事延長は約120メートルと

お答えいたしましたが、前回工事において45メー

トル延長しており、残り75メートルとなっており

ます。進捗状況は５月末日で約50％であり、当初

６月完成予定でございましたが、長雨の影響や不

明な埋設物の撤去等に時間を要したことから、７

月の完成予定となっております。なお、今年度内

には県道75号線に関する道路台帳を作成し、沖縄

県へ管理移管も含めた引渡しを行ってまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 今御答弁がありまし

たけれども夜間工事、私のほうも付近の住民の

方々に夜間工事については御理解と御協力を街頭

からマイクでお願いしたこともありますので、あ

る程度皆さん理解していると思いますので、早め

に完成をさせていただきたい。この７月完成の後

の沖縄県への管理移管、その後またやりたいこと

があります。歩道の利活用です。これまでにも一

応動いていただいているのですけれども、沖縄県

にまた働きかけるというテーマを持っていますの

で、移管後も、県議会もいい方向でやってくれる

と今後は期待できますので、しっかり管理移管を

していただいて、その後の利活用まで一緒に取り

組んでいきたいなと思っています。 

 次の質問に移ります。市道安慶名西原線の執行

状況をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 安慶名西原線道路整備事業の進捗状況は、令和

５年度決算時点で物件等補償58.3％、用地買収
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80.8％、一部区間ではありますが全延長704メー

トルのうち約265メートルの道路整備が完了し、

全体の執行率としては約64％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 この市道安慶名西原

線ですけれども、地域の皆さんにとっては生活道

路として非常に重要です。狭隘な部分とまた広い

部分とそのような形は、私も今は工事の途中とい

うことで理解をしております。今、この朝夕の通

勤ラッシュ、通学時に様々なお話が私の耳に入っ

てきているのですけれども、安慶名赤道線から西

原の道路に接する部分とかはちょっと道が狭くて、

安全対策は大丈夫なのかなという思いがあります。

その部分に関して苦情等がないか、皆さんのとこ

ろに何か届いていないか、お伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 事業担当課への直接的な苦情等はないと確認し

ておりますが、地域の情報から接触事故があった

ことを確認しており、安全に車両を誘導できるよ

うタンクバリケード等を用いて安全対策を行って

おります。また令和６年６月には、限られた予算

の範囲内ではございますが、約60メートル区間の

整備を行い、さらに安全対策を向上させるよう努

めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 実際に車が接触した

という報告を受けております。お互い譲り合うと

いう部分で、近隣の方々は譲り合いの気持ちで通

行していると思うのですけれども、地域に慣れな

い方なんでしょうか。そのまま狭い道路に車がお

互いに進入して、そのミラー同士が接触したとい

うことを私もお伺いしております。子供たちの通

学等にも、まだまだ狭くて、完成するまでは本当

にこの安全対策というのが大事ではないかなと思

いますので、今後もしっかり取り組んでいただき

たいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。防災広報対策

部についてでございます。これまでも同僚議員や

今議会においても取り上げられている部分がある

のですけれども、私は防災士と消防団員という観

点からこの質問をさせていただいております。理

解はしているんですけれども、いま一度防災広報

対策部が設置されている、どのような役割がある

のか。趣旨、目的、目標等をお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 國場正剛議

員の一般質問にお答えします。 

 令和６年４月から設置されました防災広報対策

部につきましては、令和６年１月に発生した能登

半島地震や南海トラフ大地震の発生も危惧される

中、危機や災害等に備えたさらなる防災対策や災

害発生時における広報力の強化と指揮命令系統の

明確化を図ることを目的としております。危機や

災害への対策や災害発生時の迅速かつ正確な情報

伝達を含む広報活動を通して、市民や関係者の防

災に対する意識を高めるとともに、地域全体とし

て災害時の対応力を向上させ、市民の安全と生活

を守る組織として位置づけております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 この趣旨、目的、目

標は十分理解しております。部長、提案ですけれ

ども、私たちが消防団員として活動しているとき

に、備蓄倉庫の中身の入替え等々の要請がござい

ます。しかしながら、消防団員も仕事を抱えてい

て、参加者がなかなか少ないというところで

ちょっと思ったんですけれども、私たちの同僚議

員には防災に非常に関心を持たれている方が多い

ので、議会中でなければお手伝いできると思うの

です。その部分も今後考えて、市民や関係者の防

災に対する意識を高める上でも、ほぼほぼの議員

さんが協力してくれると思いますよ。それも今後

検討していただければと思っています。 

 次に進みます。消防行政についてお伺いいたし

ます。沖縄県消防指令センターについてこれまで

にも取り上げてまいりましたけれども、整備事業

の進捗状況についてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 消防本部参事。 
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○消防本部参事（福地 常勝） おはようござい

ます。國場正剛議員の御質問にお答えいたします。 

 本事業の庁舎建設に係る進捗状況につきまして

は、４月に受託候補者が決定しまして、今回の６

月定例会議決後に請負契約の締結予定となってお

ります。契約締結後は、令和７年度中の完成に向

けて進めてまいります。また、指令機器、システ

ムの進捗につきましては、６月中に受託候補者を

決定しまして、８月臨時会を想定し、議決後の契

約締結を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 再質問です。 

 受託候補者が決定しているようですけれども、

市内業者の優先活用についてお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 國場正剛議員

の再質問にお答えいたします。 

 本事業の実施に関しましては、委託業務と建設

工事を一括で請け負うＤＢ方式を公募型プロポー

ザルにより実施しております。応募につきまして

は、市内に本社または本店を有することを参加の

資格要件としております。また、事業者選定基準

において地域への波及効果の提案項目を設定して

おり、受託候補者から地元企業への優先的な発注、

地域経済の活性化に努める旨の提案が行われてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 ぜひ、市内事業者の

活性化にもつながりますので、しっかりと取り組

んでいただきたいと思います。参事がおっしゃる

ＤＢ方式というのはデザインビルド方式でよろし

いでしょうか。これは、設計と施工を一つの事業

体が行う建設方法ということですけれども、要求

水準書の取りまとめやコミュニケーションが大事

と言われていますので、その辺もしっかり取り組

んでいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 さらに質問をしていきます。この消防指令セン

ター整備事業に係る消防本部の整備計画及び具志

川消防署の利活用はどうなっているんでしょうか。

お考えをお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 消防本部参事。 

○消防本部参事（福地 常勝） 御質問にお答え

いたします。 

 本事業に係る消防本部の整備計画につきまして

は、本市の消防機能の中枢である消防本部を併設

することで、消防指令センターを効率よく運用で

きること、令和８年の消防本部移設後に現在の具

志川消防署の改修・改築を行うことにより、施設

の狭隘化が解消できることなど、本市の中央署と

しての役割である具志川消防署の施設強化を行う

ことで本市全域の安全・安心を担うために必要な

消防力強化につながるものと考えます。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 消防指令センターが

できた後の利用は、今おっしゃるとおり、私も確

認しています。狭いですね。やはり、広さはまだ

不十分なのかなと私も現場を見て感じております。

しっかり改修・改築を行っていただきたいと思い

ます。 

 再質問ですけれども、今消防団の団室が具志川

署から石川署に移転して、いろいろな活動に少し

距離的な支障があります。毎年行われている消防

団操法大会においても、練習場所がなかなか確保

できなくて、この西棟の地下を使ったり、旧結婚

式場の駐車場とかを使わせていただいているんで

すけれども、非常に不便で、なかなか私たちの成

績が３位以上から上がらないという状況がありま

す。常に私たちは優勝を目指していますので、団

室と練習場所の確保もどのようにお考えなのかお

伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 消防本部参事。 

○消防本部参事（福地 常勝） 御質問にお答え

いたします。 

 消防団機能につきましても、本事業の整備計画

に沿って、消防団室及び消防団の訓練スペースを

併設することで、消防団を中核とした地域防災力

の充実強化を図り、本市の安全・安心につながる

ものと考えます。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 
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○２４番 國場 正剛議員 この指令センターが

できるということで、うるま市に様々なメリット

があると理解しました。去る議会でもお話ししま

したけれども、うるま市に造るのであれば、うる

ま市消防がしっかりと主導権を持って設計・施工

していただきたいと要望しましたけれども、本当

にそのように進んでいることが確認できました。 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。施

設整備についてでございます。まずは、与那城総

合公園多目的広場。これまで何回か取り上げてお

りますけれども、その後の状況についてお伺いし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 國場正剛議員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年襲来した台風６号の影響により、与那城総

合公園多目的広場の照明器具の落下を受け、全照

明を点検したところ、複数箇所において器具を固

定する箇所の腐食により落下のおそれがございま

したので、安全面を考慮し令和６年１月末までに

全て撤去しております。グラウンドにつきまして

は、令和６年２月に購入した赤土と砂で整備を

行っており、その際には野球連盟学童部うるまブ

ロックの御協力をいただいております。この場を

借りまして、野球連盟学童部うるまブロックの御

協力に感謝申し上げます。また、グラウンド整備

用のレーキやグラウンドブラシにつきましては、

施設を管理しております指定管理者において購入

の段取りを行っているところであります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 同じく、質問（２）

勝連総合グラウンドについて、先ほどの与那城総

合公園多目的広場と同じように、これまでにも取

り上げております。その後の状況をお伺いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 勝連総合グラウンドにつきましても、与那城総

合公園多目的広場と同様に、野球連盟学童部うる

まブロックの御協力をいただき令和６年２月に整

備を行っております。野球連盟学童部うるまブ

ロックの御協力に重ねて感謝を申し上げます。グ

ラウンド整備用のレーキやグラウンドブラシにつ

きましては、施設を管理しております指定管理者

において現在購入の段取りを行っているところで

ございます。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 しっかりと整備がさ

れているということですね。今現在、今年度に

なっても大会等で利用させていただいています。

皆さん非常に喜んでいます。協力団体はうるまブ

ロックとあったんですけれども、詳しくはうるま

市選抜という組織があって、うるまブロックを卒

業した方々の組織があって、そこの代表者がい

らっしゃいます。詳しく言えば、そのときの父母

の皆さんということになりますが、この子たちは

昨年、市長に激励を受け、優勝もしました。今年

は３位でしたけれども、また市長が激励に来たら

優勝できるのではないかなと思っておりますので、

時間がありましたらまた激励のほうよろしくお願

いします。 

 この２つの整備した箇所に本当に足りないのは、

レーキやブラシでございます。今、購入して設置

するように指示がされているということですので、

非常に期待しております。よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして質問（３）、ここもまた同じような

形で、土砂が台風の影響を受けております。同じ

ように整備できないかというお話でございます。

南風原ふれあいパークについてお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 南風原ふれあいパークは、少年野球チームや南

風原自治会によるイベント、その他団体による催

しなど数多く利活用されております。議員御提案

の広場整備に必要な原材料の提供につきましては、

パーク利用者の御協力の下、整備が可能であれば

協力してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 
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○２４番 國場 正剛議員 南風原ふれあいパー

クについても同様にお願いしたいところでござい

ます。よろしくお願いいたします。この与那城と

勝連総合グラウンドに関しては、市長の答弁で、

すぐやりますということですぐに実現させていた

だいております。ありがとうございます。今回は

答弁は求めませんけれども、非常に期待している

というところでとどめておきたいと思います。 

 次の質問です。石川野球場についてでございま

す。石川野球場はネーミングライツがついており

ましたけれども、これが平成31年からの５年間、

株式会社エナジックインターナショナルと年額

300万円、総額1,500万円の契約をしております。

そして令和５年度末、令和６年３月31日をもって

終了となっておりますけれども、更新ができな

かったか、まずはお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 石川野球場のネーミングライツにつきましては、

当時の相手方であった株式会社エナジックイン

ターナショナルより更新の申出がなく、５年間の

契約満了により終了となっております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 この５年間のネーミ

ングライツによる総額1,500万円の歳入予算がど

のように使われたかをお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 石川野球場ネーミングライツ料については、５

年間の総額が消費税込みで1,644万円となってお

り、体育施設維持管理費に充当し、市内の体育施

設全般の修繕費として活用しております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 石川野球場の修繕に

は使われていないのかお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 石川野球場の直近３年間の主な修繕費としては、

令和３年度で約226万円、令和４年度で約273万円、

令和５年度約425万円、合計で約924万円であり、

主に野球場内のラバーフェンスの補修やスコア

ボードの修繕、照明設備の修繕などに当ネーミン

グライツによる収入を充ててございます。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 石川野球場に使われ

ている修繕費も理解しました。しかし、いまだ石

川野球場のスコアボードに不具合があるので、も

うちょっとそこに予算をかけていただきたいなと

思っております。今、ネーミングライツもいなく

なった中で、また厳しい財政状況だと思われます

けれども、この球場は他市町村からもいろんな

チームが来て、ほかの市町村といろいろ比べられ

てしまいます。少し見劣りしていますので、具志

川もそうですけれども、石川野球場のスコアボー

ドが立派に修繕されれば、そこで活動する選手や

子供たちにも励みになりますので、スコアボード

の部分に関してはお願い申し上げておきます。 

 次の質問に移りたいと思います。教育行政でご

ざいます。市内小・中学校グラウンド整備につい

て。経年の雨風によって、市内小・中学校のグラ

ウンドの石が浮き出ているところがあります。今

回は田場小学校を主に取り上げていきたいと思い

ますけれども、台風や最近の梅雨の大雨等の影響

を受けていると思いますけれども、以前から石が

浮き出ているという報告を受けております。部活

動においても、この石でつまずいたり、実際に現

場で会ってきましたけれども、サッカーの練習中

に転んでけがをしたという報告もありました。私

は今、あげな小学校でいろいろ活動しているんで

すけれども、グラウンドに石以外にもくぎが露出

してきている。これは過去のものだと思うんです

けれども、相当さびているんですけれども、その

ような状態がありますけれども、この市内小・中

学校のグラウンドにおいて安全面の管理をどのよ

うにしているのか。また、今後の対策についても

お伺いしたいと思います。文部科学省は、2023年

５月12日に全国の教育委員会に安全点検の徹底を

通達しております。それで、内地のほうの東京都

のある学校では２万8,000本のくぎが見つかるな

ど各地で同様の事例が明らかになっております。
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日本スポーツ振興センターの記録によれば、2019

年～2021年度にくぎによる事故が150件あったと

いう報告もありますので、皆さんの見解をお伺い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） おはようござ

います。國場正剛議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 市内小・中学校の運動場につきましては、経年

の中で雨や風の影響を受け、運動場表面の砂が下

流側へ流され、状態が悪くなる場合がございます

ので、学校側より改善の要望があった際には赤土

や砂を補充し、修繕で対応しております。田場小

学校運動場の状態について学校側へ確認したとこ

ろ、一部駐車スペース箇所の状態悪化のほか、最

近の大雨による影響で運動場の状態が悪くなって

いるとの報告を受けておりますので、今後状態を

確認し対応してまいります。なお、放課後のクラ

ブ活動中の児童のけがについては、学校へも報告

があったことを確認しております。また、あげな

小学校のくぎについては、コースロープを打ち込

んだくぎが何らかの影響で外れた際に残っていた

ことも想定されますので、学校側への確認を含め

周知に努めてまいります。安全面の管理につきま

しては、学校側で月１回実施している安全点検を

徹底して行うよう指導してまいります。また、安

全点検中の危険箇所等が確認された際は、現場の

状況を確認し学校側と協議しながら修繕整備での

対応に努めておりますので、今後につきましても

学校側と連携し取り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 安全点検が月に１回

ということですけれども、もっと多くてもいいの

かなと思います。安心・安全な学習環境づくりを

これからもよろしくお願いします。 

 それでは再質問ですけれども、現場確認しまし

た田場小学校の運動場には四角い杭のような物が

私が確認したところ、４か所運動場の表面に飛び

出しています。これは、先ほども話したとおり

サッカーの練習中につまずいて、その子は顔を擦

りむいたという指導者からの報告がありました。

この四角い杭のような物は何なんでしょうか。こ

れが何なのか、また今後の対策についてお伺いし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 現場を確認したところ、議員御質問の運動場に

設置してあります四角い杭状の物は、周回走路ト

ラックのコーナーポイント等を示す古いグラウン

ドマーカーと判断いたしました。今後は、材質や

設置位置の変更のほか体育の授業や運動会の会場

設営に支障がないかなど、学校側とも調整しなが

ら撤去も含めて対策を検討してまいります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 撤去できるのであれ

ば、撤去がいいのかなと思います。教頭先生が

掘ったらしいんですけれども、あまりにも深くて、

杭が長くて途中で諦めてまた埋め戻したというお

話も聞いていますので、サッカーする子供たちは

ボールを見ながら走りますので、地面を見て走る

わけではないので、やはりつまずいてしまうのか

なと。非常に突起していましたので、確認しなが

ら、これが何なのか。必要なければ、ぜひ撤去の

方向で考えていただければありがたいです。よろ

しくお願いします。 

 それでは最後の質問、財源確保についてお伺い

します。現在、うるま市が抱える大型プロジェク

トについて、財源確保の状況をお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 國場正剛議員の御質

問にお答えいたします。 

 現在、本市におきましては、行政経営方針にお

きまして総合体育館整備事業、新石川調理場整備

運営事業、火葬場老朽対策事業、産業基盤整備事

業（上江洲・仲嶺地区）、勝連城跡周辺整備事業、

沖縄県消防指令センター整備事業を重要プロジェ

クトとして位置づけ、着実な進捗が図れるよう実

施してございます。各事業の財源につきましては、

事業費が大きく、整備予定施設を対象とする個別
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補助金がない事業に対して、財政上有利な補助金

の財源である防衛省補助や内閣府沖縄予算関連の

補助などが財源として確保できるよう努めており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時３７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 これだけの大きなプ

ロジェクトを抱えているうるま市ですけれども、

この財政上有利な補助金を具体的にどの事業にお

いて確保したか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 財源確保できました具体的な事業につきまして

は、防衛省補助につきましては総合体育館整備事

業、内閣府沖縄予算関連の補助につきましては総

合体育館整備事業、新石川調理場整備運営事業、

産業基盤整備事業（上江洲・仲嶺地区）、勝連城

跡周辺整備事業となっております。また、その他

の有利な財源としまして、県補助や緊急防災・減

災事業債を沖縄県消防指令センター整備事業、合

併特例債を新石川調理場整備運営事業にて活用す

る計画となっております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 多くの予算を確保し

ている状況が分かりました。この財源確保に向け

て具体的にどのような取組を行ってきたか、お伺

いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 財源確保に向けた取組につきましては、庁内に

おける事業の優先度を踏まえた予算配分を行うこ

とのほか、新たな財源確保としまして手上げ方式

の補助金の活用を目指すこととし、当該補助金が

活用可能となるよう補助要件に合致した事業の検

討を行った上、関係省庁等と調整してまいりまし

た。また、市の事業に対して国などの支援を得る

ためには政策的・広域的な視点における重要性を

訴える必要があることから、市長自ら頻繁に関係

省庁へ出向き事業の重要性を訴え、要請を行って

まいりました。その結果、これまで重要プロジェ

クトにおいては国などの支援が実現しております

が、引き続き事業の進捗が図れるよう財源確保の

取組を行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 市長自ら頻繁に関係

省庁へ出向き、要請として当該事業の重要性を訴

えた結果ということで私は受け止めたいと思いま

す。本当に足しげく国に通い、また内閣府に通い、

新聞でも市長の動向でよく東京出張とありますけ

れども、市民の方々から市長は出張が多いねとい

うお話をよく伺います。これでしっかりと説明が

つきます。市長は、予算獲得のためにしっかりと

東京に出向いていると。大きなプロジェクトの実

現のために、しっかりと自ら汗をかいているとい

う状況が分かりました。それでは、財源確保しま

した大型プロジェクトを推進していきます、この

プロジェクトを達成するためには、工事発注等々

を通して地域経済の活性化、また市内事業者の育

成に資するものだと考えます。それで、市内事業

者を育成し、また雇用にもつながり、またそこか

ら生まれる収入及びそこからまたうるま市は税収

も得るというとてもすばらしい流れができるのか

なと私は個人的に思っております。地域経済の活

性化、市内事業者の育成に関する部分、この大型

プロジェクトを推進するために、この地域経済の

活性化や市内事業者の育成について当局の見解を

お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 工事の発注、物品及び役務の調達などにおいて

市内事業者が受注することは、市内事業者の育成

及び地域経済の活性化に資するものと認識してお

ります。本市におきましては、市内事業所の大部

分を占める中小企業が雇用の創出、所得の向上な

ど地域社会にとって重要な役割を果たしているこ

とを踏まえ、平成25年度にうるま市中小企業振興
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基本条例を定め、市内事業者の振興に努めており

ます。当該条例においては、市の責務として市内

事業者の受注機会の増大に努めなければならない

と規定されていることから、大型プロジェクトに

おいても個々の事業の目的や性質及び経済性を踏

まえつつ、市内事業者に対する優先発注を進めて

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 これまでにも、私は

市内事業者の優先発注という部分を何度か取り上

げてきました。このうるま市中小企業振興基本条

例をしっかり踏まえて取り組んでいただいている

ということが分かりました。この大型プロジェク

トにおいて、市内事業者に対する優先発注の検討

を行っていく部分は確認できました。市内事業者

の優先発注の方法によっては、元請が市内事業者

でも、下請がまた市外事業者になる可能性がある

のではないかと私は懸念しております。というの

も、１次下請、２次下請、３次下請になる方々が

まだまだ仕事が足りない、回ってこないというお

話もあります。その点について、もう一度見解を

お伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 大型プロジェクトにおきましては、企画提案募

集の際に、下請を含む市内企業への最終請負額の

割合により評価を行った上、優先交渉権者を選定

するという市内事業者の優先発注を考慮した調達

方法を行っております。当該調達方法にて受注し

た事業者におきましては、企画提案時に提示した

市内最終請負の割合を下回らない範囲において下

請などの発注を行うべきこととなっております。

本市においても、企画提案内容が着実に実施され

るようモニタリングを行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 本当に切実な思いが

私のほうに届いていますので、下請の発注をしっ

かり市内事業者にもやっていただけますようお願

いします。今御答弁にありましたモニタリングと

いう部分ですけれども、しっかりとこの部分はお

願い申し上げたい。多くの事業者に仕事が回って

いく、仕事ができる、このプロジェクトに関わっ

たという、またうるま市の事業に関わったという

誇りにもつながります。みんなでつくり上げたこ

のプロジェクトという部分にもつながりますので、

ぜひともしっかりモニタリングを行っていただき

たいと思います。 

 最後に市長、これまでしっかりと国に要請して

予算獲得、本当に私たちは頭の下がる思いです。

今後、またどのような活動をしていくお考えなの

か、見解をお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 國場正剛議員にお答えを

いたします。 

 就任して、これまでに重要課題、それは防災並

びに減災、さらには市民コミュニティー、いろい

ろな施策がございましたが、特に公共事業に関し

ては、うるま市は教育的なものから給食センター

の早期整備、さらには防災面からすると体育館の

建て替えをするというようなあらゆることが、う

るま市は合併をして20年間、ここまで教育施設や

いろいろな公共施設を行ってまいりました。しか

しながら、社会的な構図と、世界的と言うか、日

本的と言うか、そういったところでは災害が主に

強調される社会構図になってまいりました。そう

いった意味でも、給食センターに関わるものにつ

いても、災害をモチーフにした造り方、さらには

防災をしっかり整えた体育館を造る。さらに沖縄

県においては、消防指令センターになりますが、

それも41市町村が加入するという構図の中でそう

いった指令センターを行っていくということも含

めて、多くの公共事業に対しては、やはり国も各

市町村もこの予算に関しては１年を通して国に要

請、お願いを申し上げに行きます。しかしながら、

沖縄県においても41市町村、さらには全国規模で

言ったら1,700以上の市町村が予算の獲得に関し

て、四六時中上京して各関係省庁にお願いをして

いるというような状況でありますので、我々うる

ま市もその中の一つでありまして、常日頃から地

元の国会議員の皆様方にお願いをしながら、各省
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庁の大臣級並びにそういった関係機関に常に顔出

しをする、お願いをする、我々の思いを伝えると

いうようなことも含めてこれまでやってまいりま

した。さらに、中部東道路を含めて多くの事業も

まだまだ抱えておりまして、それに対して議長を

中心にして、建設委員会がせんだって国に要請も

行っていただくというようなこともありまして、

我々うるま市並びに行政と議会が一つとなり車の

両輪となり、こういった大型プロジェクトを推進

していただくということは大変ありがたい話でご

ざいまして、今後とも我々が行っていく市民目線、

多くの市民の皆様によりよいすばらしい生活環境

を提供する意味でも、多くの議員の皆様に御理解

をいただきながら、こういった事業推進で出張等

も行っているというところでありますので、御理

解をいただき、事業の推進を國場正剛議員を含め

多くの議員の皆様に後押しをしていただければ幸

いでございます。 

○議長（比嘉 直人） 國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 市長の御答弁でこれ

までの思い、これからの思いがしっかりと伝わり

ました。今後とも、県議会もいい空気が流れてく

る状況だと考えられますので、ぜひ知事とも会っ

て、会ってくれるかは向こう次第なんですけれど

も、会って、県も通しながら、国も通しながら、

しっかりと取り組んでいただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 これにて私の一般質問を終了します。ありがと

うございました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１０時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 市民の皆さん、執行

部の皆さん、議員の皆さん、こんにちは。２番目

の質問者となります会派日本共産党、伊盛サチ子

です。今回、大きな項目で６点の一般質問をして

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 では初めに、教育行政から。就学援助の支給対

象基準の引上げ及び支給費目について。物価高騰

が子育て世帯に深刻な影響を及ぼしている中で、

就学援助の重要性は一層高まっています。そこで、

支給対象認定基準の引上げの考え方についてお聞

かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） こんにちは。伊

盛サチ子議員の御質問にお答えいたします。 

 就学援助制度は、学校教育基本法第19条の規定

に基づき、義務教育の円滑な実施を図ることを目

的に、児童・生徒の保護者に対し援助を行ってお

ります。支給対象基準は、準要保護の場合、生活

保護の基準額に一定の係数を掛けたもので、生活

保護の基準額が変わると支給対象基準も自動的に

要件が変わるものとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 それでは２点目、就

学援助を活用している比率と申請率についてお聞

かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 就学援助を活用している比率と申請率につきま

しては、令和５年度実績で就学援助を活用してい

る比率、小学校が30.4％、中学校で34.2％となっ

ております。申請率につきましては、小学校が

35.2％、中学校が38.9％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 支給費目の単価見直

しについて、昨今の物価高騰もありまして、やは

り子育て世帯にとっては厳しい状況も続いている

と思うんですけれども、その支給費目の単価見直

しについての見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 準要保護者への就学支援事業につきましては、

国の三位一体改革により平成17年度から国の補助

が廃止され、一般財源化され全額市の持ち出しと
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なっております。また、就学援助を活用している

比率の高い本市においては、予算内で事業を維

持・継続していくことを優先とする考えから、単

価の見直しは厳しい状況にございます。しかし、

物価高騰の中、近隣市町村の状況も見ながら関係

部署と調整してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 新たに加えられた国

の基準費目の支給について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 新たに加えられた国の基準費目の支給について

お答えいたします。本市におきましては、現在要

保護につきましては修学旅行費を、準要保護につ

きましては学用品費、新入学用品準備金または新

入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、

通学用品費、校外活動費の６費目の援助を行って

おります。新たな費目の支給につきましては、新

たに予算の確保が必要となるため、その必要性を

検討し、関係部署と調整してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 新たな費目は、コロ

ナの頃からオンライン学習通信費ということも追

加されたということもあります。昨今はコロナが

落ち着いている状況はありますけれども、さらに

またそういう事態に陥ったときは、やはりこう

いった通信費も検討をしていくべきだと思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、児童・生徒のいる世帯の平均所得は

増加傾向にあると言われておりますが、今年に入

り実質賃金のマイナスに続き、急激な物価高騰に

賃金の伸びが追いついて行かない状況であります。

認定基準を超える世帯でも経済的に陥ることが予

想されます。認定基準の引上げを行い、対象者を

拡大する考えについて、お聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 就学援助の認定基準については、県内11市のう

ち、うるま市を含む６市で生活保護基準額の所得

が需要額の1.3倍以内を目安としており、町村含

め県内でも高い基準となっていることから、本市

は就学援助の対象を比較的広く設定しております。

また、災害・火災により財産を失った場合、生計

維持者が死亡、失業、長期療養、またやむを得な

い休職により収入減となったなどの場合は、さら

に生活保護基準額の所得が需要額の2.0倍以内を

目安としているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 それでは次に移って、

今後、小・中学校の保護者を対象に義務教育の保

護者負担に関するアンケート調査の実施について

の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 就学援助は、同一住所、同一世帯の世帯員全員

の収入を審査し、認定された世帯には６費目の援

助を行うこととしているため、保護者負担に関す

るアンケート調査につきましては実施の予定はご

ざいません。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 先ほども、うるま市

は６費目の援助を行っているというふうなことも

ありました。さらに、しっかりと把握していくた

めにもそのアンケートの調査を含め、保護者の実

態について調査をするなり、あるいは聞き取りを

するなり、そういった状況が必要ではないかとい

うことであります。これについては、また要望を

しておきたいと思います。 

 それでは、就学援助制度のオンライン申請につ

いて。現状の申請の方法について、どうなってい

るのかお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 現状の申請方法

につきましてお答えいたします。 

 申請書を学校事務室または学務課窓口で受け取

るか、ホームページからダウンロードし、必要事
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項を記入の上、必要書類を添付し、学校事務室か

学務課窓口へ提出していただいているところでご

ざいます。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 基本的には学校の窓

口で申請をするというふうな状況になっておりま

すけれども、やはり子育て世代、働きに出ている

保護者の皆さんもいらっしゃいます。利便性を含

めると、県内でのオンライン申請を行っていると

ころもあると伺っておりますので、その県内でオ

ライン申請を行っているところについて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 県内でオンライン申請を行っている市町村は、

確認したところ那覇市、南城市の２市で、今年度

から行われております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 オンライン申請に向

けての検討について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 オンライン申請については、保護者の利便性の

向上や業務の効率化が期待できることから、関係

部署との調整を図りながら、実施に向け検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 ありがとうございま

した。 

 それでは続きまして、国保行政に移りたいと思

います。鍼灸、あんま、マッサージの施術助成券

についてであります。症状の改善を図る目的で、

施術が必要と医師が同意している場合に限り、国

民健康保険の事業として鍼灸、あんま、マッサー

ジの施術助成券が交付されておりますが、市内の

みでの利用券となっていることから、利用者から

は市外の施術所でも利用できるように拡充の改善

をしてほしいという要望があります。見解を伺い

たいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 伊盛サチ子議

員の一般質問にお答えいたします。 

 本市では国民健康保険被保険者を対象とした施

術利用助成券の交付を行っておりますが、施術担

当者の指定条件に、市内に施術所を有することと

の規定があり、現在市外での利用はできないこと

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 市外での利用はでき

ないというような状況、それには規定があるとい

うことで利用はできないという状況になっている

ようですが、市民サービス向上の観点から、市外

の施術所においても利用ができるよう拡大できな

いか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 中部市町村の状況を確認したところ、沖縄市と

浦添市は本市と同様に市内のみ利用可能、西原町、

中城村及び北中城村は県内で利用可能、嘉手納町

は中部保健所管内で利用可能、北谷町は主に近隣

市町村で利用可能、読谷村は村内と嘉手納町で利

用可能など、中部市町村でも違いがございます。

なお、宜野湾市につきましては令和５年３月に事

業終了となっております。議員御提言の市外施術

所の利用拡大につきましては、市内施術所の利益、

経営を守る観点などもあることから、他市町村の

動向や関係者の意向等を確認しながら、課題とし

て取り上げていければと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 他市町村では行われ

ているところもあります。その辺については、地

元の施術所のそういった方たちのお話も聞きなが

ら、しかしまた利用する側にとっては利活用がし

やすいような改善を図っていただければと思って

おります。 

 それでは、神経痛や運動機能等の疾患を抱えて

いる方にとっては非常にありがたい事業であると

思いますが、しかし対象者が国民健康保険の被保
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険者であり74歳までとなっています。疾患を抱え

た75歳以上の後期高齢者においても同様の助成制

度はあるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えします。 

 75歳以上の後期高齢者医療制度に加入されてい

る方については、助成制度はございません。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 75歳になると国保か

ら後期高齢者医療制度に移行することになります。

症状の改善を図り継続性をもって治療に当たるこ

とで、高齢者の方々は自分の体の調子を整え、維

持することで寝たきり予防にもつながり、ひいて

は医療費の負担軽減にもつながってまいります。

75歳以上についても、引き続き治療がスムーズに

受けられるよう、鍼灸、あんま、マッサージの施

術助成券事業を検討していただきたいと考えます

が、見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 現在行っている74歳までの国民健康保険被保険

者を対象とした施術利用助成券の交付につきまし

ては、国保税を財源として行っております。議員

御提言の後期高齢者医療制度に加入されている75

歳以上の方への助成につきましては、後期高齢者

医療広域連合へも確認し、調査・研究させていた

だきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 うるま市長は後期高

齢者医療広域連合の会長でもあると思いますので、

ぜひこの鍼灸、マッサージの後期高齢者医療の事

業としてしっかりとその事業を組み入れていただ

けるようよろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、次に移ります。福祉行政についてで

あります。福祉施設事業所への電源装置購入補助

のその後について伺います。令和５年９月議会に

おいて、福祉施設事業所への電源設備等購入補助

のメニューがあるかお伺いしたところ、高齢者福

祉施設等においては地域介護・福祉空間整備等施

設整備交付金事業、また障害者施設等においては

社会福祉施設等施設整備補助金があり、どちらと

も国及び県による施設の非常用自家発電設備の補

助となっているとのことでありましたが、その後

の取組の状況についてお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 伊盛サチ子議員の一

般質問にお答えいたします。 

 福祉施設事業所への非常用電源装置購入補助に

つきましては、令和５年９月定例会で答弁したと

おり国及び県による補助となっておりますが、

国・県のほうでも予算に限りがあり、採択要件な

どの関係から県内では毎年１から２事業所ほど採

択されているのが現状です。その後の取組としま

しては、介護施設及び障害福祉サービス事業所で

は非常用電源の確保が令和６年度から義務化とさ

れたため、業務継続計画（ＢＣＰ）の観点から令

和５年10月にうるま市社会福祉協議会の社会福祉

法人ネットワーク連絡会にて業務継続計画の研修

を開催し、その中において国で示された各事業所

における非常用電源の確保に努める旨についても

検討がなされたところでございます。今後も同様

な研修等が開催される予定のため、その際にも

国・県の補助事業について周知をしてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 去る台風６号で、こ

の各施設に非常用電源装置がなかったという状況

もありました。そういった意味では、やはりこの

介護施設及び障害者福祉施設などにおいてはなく

てはならない物だと思っております。今年度、

2024年度からはこれが施設に義務化されたという

ことがありますので、しかしそこにまた予算が発

生するということもあると思いますので、そう

いったことを含め、研修等含め、周知等含め、そ

ういった事業を多くの事業者の皆さんにしっかり

と周知をしていただけるようお願いを申し上げま

して、この件については終わりたいと思います。 

 それでは、続きまして市営住宅入居時の保証人

不要についてであります。まず初めに、国土交通
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省が通知をした公営住宅への入居に際しての取扱

いについての内容について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 伊盛サチ子議

員の一般質問にお答えいたします。 

 平成30年３月30日付、第503号通知において、

住宅に困窮する低額所得者に住宅を提供すると

いった公営住宅の目的を踏まえると、保証人の確

保が困難であることを理由に入居ができないと

いった事態が生じないようにしていくことが必要

である。また当面、引き続き保証人の確保を入居

の要件とする場合においても、通知の趣旨を十分

踏まえ、入居希望者の努力にもかかわらず保証人

が見つからない場合には、保証人の免除を行う、

緊急連絡先の登録をもって入居を認めるなど特段

の配慮をすることとされております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 それでは、うるま市

の市営住宅入居に関する保証人の有無については

どうなっておりますか。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 本市の市営住宅へ入居する際には、原則１人の

保証人が必要との条件を付しております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 この通知は、保証人

の確保を入居の前提とすることから転換すべきと

しております。住宅に困窮する低額所得者に住宅

を提供するといった目的を踏まえると、保証人の

確保が困難であることを理由に入居できないと

いった事態が生じないようにしていく必要がある

と考えますが、見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 本通知において、平成29年10月からの家賃債務

保証業者登録制度の活用により、保証人の確保が

難しい方への入居を円滑化していくことも重要で

あることとされており、本市において同制度を活

用し、連帯保証人が確保できないという方には法

人保証会社を案内しており、法人保証が可能と

なったことで要件が緩和されております。それに

より保証人の確保が困難、また確保できない等の

相談については、令和４年度から現時点において

１件もないと指定管理者より報告を受けておりま

す。保証人を廃止した場合、滞納家賃回収や緊急

時の対応など様々な課題が想定されることから、

現時点では保証人の規定の削除については検討し

ておりません。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 うるま市も保証会社

を通して案内をされているところだと思いますけ

れども、しかし今、それについても、この契約を

するごとにこの保証料というのが発生するという

ことになりますので、やはりまた住居を確保しよ

うという方にとっては負担になるのではないかと

いうふうに思っております。それでは、県内自治

体で保証人規定を削除した自治体はありますか。

うるま市は検討したことはありますか。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 県内において保証人を求めていない自治体は８

市町村となっております。また、保証人を求めな

いとする検討を行っているのは６市町村となりま

す。うるま市においては、いまだ検討しておりま

せん。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 高齢化の進展や身寄

りのない単身の高齢者の増加が予想されることか

らしても、国からも連帯保証人の取扱いについて

通知をされております。本市においても、入居の

際に保証人を必要とする条例の規定を削除するこ

とについて、再度見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 令和５年４月１日より保証人廃止を実施してい

る沖縄県へ聞き取りを行ったところ、あくまで新
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規入居者を対象としているため、現時点では件数

も少なく、また日数が経過していないこともあり、

家賃滞納など問題はほとんど発生していないとの

ことでございました。しかしながら、今後家賃滞

納など問題が発生する可能性があることを懸念し

ております。今後は、保証人不要とした市町村な

どの経過を注視し、必要に応じて検討してまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 今後は高齢化社会が

続くということで、公営住宅の入居に際して保証

人を確保することが困難になるということがやは

り懸念をされるものであります。貧困問題が深刻

な沖縄県にとって、住居の確保を促進する必要が

あります。国土交通省が示した方針に沿って、公

営住宅への入居に際しての保証人不要の検討をう

るま市でもしていただきたく強く要望いたしまし

て、次に移りたいと思います。 

 それでは、４点目の防災行政です。元日に発生

した能登半島地震を受け、またその後令和６年４

月３日午前８時58分頃に台湾付近を震源とする地

震発生による影響を受けて、市民は即時避難行動

を行いました。その避難状況について、次の４点

について伺います。１点目、全体的な避難行動の

現状はどうでしたか。２点目、交通渋滞の状況に

ついてお聞かせください。３点目、即時避難場所

におけるトイレや飲料水についてはどうなってい

ますか。４点目、自治会などへのアンケート実施

について、お願いをいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 伊盛サチ子

議員の御質問にお答えします。 

 まず１点目の避難行動の状況についてでござい

ますが、津波警報に伴い県内各地、特に低地帯に

ある住民や企業・事業所の社員など、多くの方が

高台にある施設や公園などに避難されており、本

市で実際に避難された人数の把握は困難ですが、

数千から数万人規模の住民が高台にある公園など

に避難されたことは確認しております。 

 ２点目の交通渋滞については、特に州崎地区を

はじめ低地帯にある住民や企業の社員など、多く

の方が車で避難した点について確認しております。

そのため、市内の各所で交通渋滞が発生したとこ

ろでございます。特に、海中道路から与勝中学校

向け、州崎地区からメイクマン具志川店向けと喜

屋武マーブ公園向け、前原高校から市民芸術劇場

向けが渋滞していたとの報告がございました。 

 ３点目の避難場所のトイレについては、市の施

設以外に避難された方々の状況については不明な

点もございますが、自主防災会へのアンケートで

は、幾つかの避難場所でトイレがない、また壊れ

て使えなかったとの声が寄せられております。飲

料水については、市の施設等に避難した方や自主

防災組織で避難誘導したケースでは備蓄された飲

料水の提供を行っておりますが、それ以外では提

供しておりません。 

 ４点目の自治会等へのアンケートの実施につい

ては、事務委託者連絡会議などを通して全61の自

主防災会にアンケートの依頼を行っており、６月

14日現在、43団体から回答をいただいているとこ

ろでございます。多くの自主防災会では、警報発

令後、直ちに付近のパトロール、地域の高齢者等

の避難誘導、避難場所設置等の対応を行ったとい

う回答もあり、今後の行動計画に生かせるようア

ンケートの内容等について整理や分析を行ってい

るところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 この４月３日の台湾

地震を受けて、市民の皆さんは積極的に各地域の

公園などの高台のほうに避難をしたというふうな

状況があります。私も与勝方面をパトロールして

いましたら、やはり車の渋滞があったり、それで

また徒歩で、やはり特に子供たちは春休みだった

んですけれども、学童が保育士と一緒に高台のほ

うに避難をしているというような状況も見受けら

れました。先ほど言った交通渋滞、与勝中学校の

近くのかねひでの一帯も渋滞が発生して、本当に

前に進まないというところ、こういった課題もや

はり浮き彫りにされてきたのではないのかなとい

うふうに感じたところであります。さらに、また
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今議会でも多くの皆さんがこの防災についての質

問をされている状況であります。先ほど自治会等

へのアンケートの実施についてということに答弁

をいただきましたけれども、答弁で自主防災組織

43団体からアンケートの回答があったというよう

なことがありましたが、その内容から見えてくる

地域の避難行動に関する課題や今後の対応につい

て伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 自主防災組織からのアンケートにおいて、避難

行動に対する課題といたしましては、今回のよう

に平日昼間などに津波などが発生した場合、自主

防災組織として活動の中心となる若者、壮年の世

代が仕事などでおらず、限られた人数では呼びか

けや避難支援が難しいこと、また徒歩避難が徹底

できず、車での避難で交通渋滞が発生したこと、

さらに交通渋滞の中、高齢者が多い地域では徒歩

での避難が難しかったことなどの声が上がってお

ります。なお、これらの課題への対応につきまし

ては、今後住民や自主防災会、自治会などの関係

団体及び企業などと防災講習会、避難訓練等を通

し、さらなる情報の共有や連携の強化を図り、改

善に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 今回、そういう地震

から見えてきた市民の行動とともに、やはり各自

治会、防災組織があるわけですので、そういった

ところにも行政の支援をしていただいて、学習会

をするなり、あるいは訓練をするなり、そういっ

たことを通して日頃から連携を密にしていただき

たいというふうに思っております。これにつきま

しては終わりたいと思います。 

 それでは、続きまして５点目の市民行政につい

てであります。物価高騰は市民への負担につな

がっております。電気・ガス料金等の国の支援策

が終了したことを受け、本市独自の支援について

伺います。物価高騰は市民への負担につながって

おり、電気・ガス料金の国の支援が終了したこと

を受け、本市独自の支援は、物価上昇をめぐる状

況がますます深刻化する中、電気・ガス料金の国

の支援策は５月使用分までとなり、６月以降は終

了いたします。これから夏場を迎え、電気料金等

の負担が増加することが予想されます。国におい

て、物価高騰対策を盛り込んだ経済対策や自治体

への交付金、重点支援地方交付金を活用した家計

支援を継続的に行うことが求められると考えます

が、電気・ガス料金上昇に対する市独自の支援に

ついての見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。伊盛サチ子議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 今年の６月以降、電気使用料が平均的な家庭で

前の月に比べ約600円の増となる報道がございま

した。また、ガス使用料につきましては、これま

で沖縄県が行っておりました毎月300円の補助が

終了となるため、合わせて月額で約900円の負担

増となる見込みでございます。仮に、市内の約５

万7,000世帯を対象とした電気及びガス料金の負

担増加分、月額約900円を支援した場合、年間で

６億1,560万円となることから、市独自での全世

帯への支援を行うことは大変厳しいものと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 電気代、ガス代の補

助は2023年１月から始まっておりました。一般家

庭での電気代、ガス代の年内平均補助軽減につい

て伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 １世帯当たりの電気代が約600円、ガス代が300

円とした場合、月額で約900円、年間平均補助軽

減額は概算でございますが１万800円となります。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 ガス代、電気代が補

助されていたときは、この検針票が自宅に来ます

ので、それを見て私たちは幾ら引かれているとい
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うことで判断をして、この負担の軽減を感じてい

るような状況でありますけれども、それでは、こ

の物価高騰に対する活用可能な基金積立金も視野

に入れての支援ができないか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 本議会において御審議いただいております補正

予算の可決後に……、失礼しました。財政調整基

金の残高は約15億円になる見込みでございます。

本市の全体の予算状況を鑑み、同基金を活用した

支援につきましては大変難しいものと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 単独での支援、そし

て財政調整基金も今は15億円しか残っていないと

いう状況ではあります。なかなか独自での支援は

厳しい状況があるのかなと思っておりますけれど

も、それでは国の動向はどのような状況になって

いるのかお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につ

きましては、国の令和５年度予算において措置さ

れたものでございます。当該交付金は低所得者向

けの給付金事業枠と市が独自で物価高騰対策を行

える枠の推奨枠があり、本市においては市が独自

で物価高騰対策を行える推奨枠を令和５年度で全

額活用済みでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 それでは、物価高騰

に対する交付金の支援策については、市は国に要

請する考えはありますか。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 物価高騰は今後も続くことが予想されます。こ

の問題については市のみならず全国規模の課題で

あり、国政において支援していくことが望ましい

と考えておりますことから、引き続き情報収集等

に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 それでは、次に移り

たいと思います。６番目の基地行政についてであ

ります。勝連分屯地関連事項及び石川訓練場を断

念させた取組についてであります。では、１つ目

に石川訓練場を断念させた経緯とその取組につい

て伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 伊盛サチ子

議員の御質問にお答えします。 

 石川陸上自衛隊訓練場整備計画につきましては、

昨年末に防衛省からの公表後、地元旭区を中心に

計画断念を求める声が強く大きくなったことから、

年が明けて令和６年１月22日には、いち早く中村

市長が上京し、直接木原防衛大臣に対し地域住民

へ丁寧な説明を行うよう要請されました。１月26

日には旭区自治会より陸上自衛隊訓練場建設計画

に反対する意見書が提出され、またその後の市内

全自治会による反対表明、第173回定例会におけ

る断念を求める意見書の全会一致での可決などを

踏まえ、４月11日には市長が上京し、木原防衛大

臣に対し、うるま市石川地域における陸上自衛隊

訓練場整備計画の白紙撤回を求める要請を手交し、

本市の意向が伝えられました。本市などの要請を

受け、木原防衛大臣は記者会見において、石川地

区における陸上自衛隊訓練場整備計画の断念を正

式に表明されました。それを受け、市長は４月15

日には旭区及び東山区自治会に直接出向き経過説

明を行い、その後５月17日には旭区自治会長及び

東山区自治会長から中村市長に対し、陸上自衛隊

訓練場整備計画に反対する支援のお礼の文書が手

交されたところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 木原防衛大臣は４月

11日夕方、防衛省で臨時記者会見を開き、この計

画をめぐり跡地の取得を含め断念すると正式に表

明をいたしました。その以前に取りやめを表明す

る前には、地権者は土地を防衛省に売却をしない
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意向を固めておりました。３月20日、それは市民

集会など地域の反対の高まりの影響を受けたとい

うようなことを聞いております。この件につきま

しては、４か月で断念に追い込んだ戦いは住民の

勝利ではないでしょうか。保革を超えて計画に反

対する地域住民団体、自衛隊訓練場建設計画の断

念を求める会の伊波常洋共同代表は、「私たちは

保革を超えて訓練場建設に反対していこうと、こ

こは絶対にブレないようにやってきた。これが大

きな力となり、国を動かす力になった。みんなが

まとまれば大きな力になるんだと感じた」と語っ

ております。政府の理不尽な訓練場整備計画に対

し、市民、県民が団結をすれば、保革を超えて広

がった民意は国策をも転換をさせ、国の姿勢を動

かす力にもなったと思います。市長もこの訓練場

整備計画に対しては、やはり容認できるものでは

ないということで表明をいたしておりました。こ

ういった訓練場断念に対する市長の思いをお聞か

せください。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊盛サチ子議員にお答え

をいたします。 

 先ほど防災広報対策部長から、るる経緯を御説

明させていただきました。さらに、伊盛サチ子議

員から多くの市民の皆様の活動内容、この訓練場

に関わる関係各位の思いもお話しいただきました。

私は、多くの方々が今回のこの件に関しては、や

はり地域の皆さんの意向を重視して、しっかり対

応した結果だと思っております。３月20日の地域

の皆様が総出でこの件に関して市民大会を行うと

いうようなことの内容も含めて、防衛省、防衛大

臣がそのことを思い今回の断念に至ったというこ

とでありますので、こういった多くの地域に関わ

る環境等に対して、地域の皆様方、特に自治会を

預かる自治会長の皆様が中心となって、今回の件

がこのように国を動かしたということだと思って

おります。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 ありがとうございま

した。それでは、１点目の件です。令和６年度勝

連分屯地の整備計画及び予算額、そして最終整備

の完了時期について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 令和６年度におけます勝連分屯地の整備につき

ましては、体育館、倉庫、燃料施設等の整備並び

に隊員及びその家族が居住する宿舎の整備などを

行う予定で、これらの整備に係る調査、設計、工

事に向けて入札手続を進めているとのことでござ

います。なお、令和６年度では整備にかかる予算

としまして48億円を計上しており、これらの施設

等は令和８年度の完成を目指して整備していると

伺っております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 私は、これまでも

ずっと勝連分屯地の経緯について質問をしてまい

りました。令和５年度におきましては、32億円が

計上されて、建物がもう完成をしたというふうな

状況になっております。しかし、いまだかつてま

だどういった状況の下での工事が進められていく

のか明らかにはされていない状況があって、今回

もこの令和６年度の整備に関連する建設について

質問をしてまいりました。引き続き、この件につ

いてはまた状況を把握していきたいというふうに

思っております。 

 それでは、２点目の火薬庫工事についてであり

ます。この火薬庫工事の現在の進捗状況について

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 火薬庫補修工事につきましては、昨年度に

シャッター壁を補修する工事を発注したとのこと

であり、今後受注者の準備が整い次第、これらの

工事を開始する予定であるとのことでございます。

令和６年度予算で新たに補修工事を発注する計画

はないものと伺っております。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 この火薬庫について
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も、これまでも質問をしてまいりました。この建

物においては、1961年に米軍によって建設をされ

た火薬庫であります。既に63年が経過していると

いうふうな状況の下で、今回改修をしていくとい

うようなことになっていると思いますけれども、

防衛省は2032年までに大型弾薬庫を全国に130棟

増設をする計画であります。うるま市には、現在

火薬庫の改修工事という答弁もありました。ミサ

イル配備も置かれてまいります。火薬庫の改修の

みにとどまらないのではと懸念をしているところ

であります。そういった意味では、この改修する

ところがミサイルを保管するための改修にならな

いのかということの懸念の材料であります。

シャッターや壁の改修だけではなく、火薬庫の増

設、強化、拡大される可能性もあるのではないか

というところですけれども、この火薬庫がさらに

拡張してまいりますと、やはり標的にされるとこ

ろもあります。市民が犠牲になる、または攻撃を

受けなくても爆破事故などのリスクの危険性もあ

ると思います。この火薬庫改修、シャッターと壁

を補修するというようなことでありますけれども、

市長はその件について、以前あるいは昨今でもよ

ろしいです。これについての改修の説明を受けた

ことはありますか。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊盛サチ子議員にお答え

をいたします。 

 国の防衛に関する内容については、お伺いをし

ておりません。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 これから令和６年度

の完成、建設が進められようとしております。特

に、火薬庫の補修というようなこともあります。

ぜひ、そういった状況を含めて、市長としてはや

はり市民の命と財産を守るという立場の観点もあ

ると思いますので、それについてしっかりと確認

をするなり、その情報の収集をする必要があると

思いますけれども、再度御答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊盛サチ子議員にお答え

をいたします。 

 今回の一般質問の内容について、我々も防衛省

に確認の上、伊盛議員の御質問にお答えをさせて

いただいております。これ以上の件に関しては、

国の判断だと考えております。そういった面も含

めて、今後の防衛の考え方、進め方等に関しては

国においてしっかりと説明を行うべきと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 最後にまとめをして

いきたいというふうに思って、次に移りたいと思

います。 

 続きまして関連事項ということで、2024年３月

21日、勝連分屯地にはミサイル部隊が発足し、式

典が行われました。その前に、この地対艦ミサイ

ルは３月14日未明に勝連分屯地へ12式地対艦誘導

弾ミサイル発射機２両が搬入をされたという報道

もありました。３月21日には、第７地対艦ミサイ

ル連隊が発足し、それによって勝連分屯地の定数

が90人から約290人に増員をされます。勝連分屯

地に配備をされたミサイルは陸地から艦艇を攻撃

する12式地対艦誘導弾で、射程は約200キロメー

トル程度、宮古島と沖縄島とを通過する中国の艦

艇を牽制するのが狙いということであります。し

かし、2022年12月16日、安保三文書が閣議決定を

された後は敵基地攻撃能力を保持することになり、

専守防衛から先制攻撃ができるようになります。

射程外から攻撃できる射程の長さ、スタンドオフ

ミサイルの開発が進められ、南西諸島のミサイル

部隊の連隊本部に位置づけられている勝連分屯地

には、開発をされた長射程距離1,000キロメート

ルから2,000キロメートルと言われているこのミ

サイルが配備されることが予想されます。敵基地

攻撃能力を可能とする装備の県内へ、そして勝連

分屯地を含め、その配備は行わないことを国に対

して要請すべきではないのか。市長の見解を伺い

ます。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊盛サチ子議員にお答え
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をいたします。 

 配備計画の内容、さらには国の国防に関する周

辺国との在り方等を含めて、勝連分屯地の内容に

ついては国で多くの議論がなされていると思いま

す。そういった議論を踏まえた上で、我々うるま

市として行政が行う場面が出てくる際にはしっか

りと研究を重ねて、市民に対しどのようなことが

できるかということをしっかり考えてまいりたい

とこのように思いますので、御理解のほどよろし

くお願いをいたします。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 先ほどの答弁では、

この工事が令和８年度に完成をするというふうな

ことがありました。それ以降は、やはり今度はこ

の12式、今はもう射程の発射機が導入をされてお

ります。しかし、それに代わるものを今開発して

いるということであれば、この南西諸島、石垣島、

八重山諸島、与那国島含めて、そしてこの本島を

含めて、次にミサイルに代わるこの長射程距離、

1,000キロメートルから2,000キロメートルという

ことは、やはり中国を目指してこのミサイルを配

備しようとしているような状況がありますので、

やはりこれは本当に、この勝連分屯地にも、今度

はそれに代わる物として開発をされた物がやはり

準備をされているのではないのかなというこう

いった懸念もあります。ですので、これはもうそ

の前にいろんなことを含めて、防衛省に出向いて

行っていろんな話をするとか、どういう状況に

なっているかということは、やはり市長が市民を

守るような状況の立場の責務があるわけですから、

その辺についてはしっかりと、先ほども私が言い

ました情報収集、そしてやはり丁寧な説明をして

ほしいということです。やはり、これまで私たち

も沖縄防衛局に出向いて行ったときにはちゃんと

情報を投げかけます。そして、丁寧な説明をしま

すよということで、これまでもそういったことを

受けてきたわけですから、やはり市に対しては、

さらに12万人以上の市民を守る立場からは、市長

は積極的に東京のほうにも出張でよく出かけられ

るわけですから、その機会は十分あると思います

ので、ぜひそのことを含めて、この敵基地攻撃能

力が配備されないような状況の対策を市長として

も取っていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それでは、次は住民説明会、勝連分屯地のミサ

イル配備計画に対して、これまでも住民説明会が

行われていないというのが実態であります。石川

につきましては、市長が自ら出向いて行って住民

説明会を木原防衛大臣に要請をして、限定的な説

明会ではありましたけれども、２月11日に行われ

ております。やはりそういうことを含めると、こ

の勝連分屯地は、この計画が持ち上がった時点で

もまだ一度もその説明会が行われておりません。

そういった意味では、さらにまたミサイルが配備

をされ市民の不安は高まっている状況にあります

ので、このことに対して、やはり住民説明会を求

めていくべきではないか。市長の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊盛サチ子議員にお答え

をいたします。 

 先ほど配備計画の中で、長距離弾道弾というよ

うなことでありますが、そういうお伺いをしてお

りませんので、私のほうから憶測的に物事を申す

のは控えさせていただきたいと思います。さらに、

先ほど伊盛サチ子議員からお話がございましたよ

うに、防衛省を含めて出向いて行ったら説明が

あったということでありますので、しっかりとし

た形で、国において、さらには伊盛サチ子議員の

政党から国について要望して説明をお聞きすると

いうことが、市民に対しての公表の仕方が早いの

かなというような感じがしておりますので、我々

行政を預かる身としては、しっかりと防衛並びに

多くの国の動向を見ながら、そういった場面が来

ればしっかりとそのような対応をさせていただき

たいということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 市長自ら、うるま市

の行政に関わることであります。うるま市民の命

と暮らし、ひいては財産を守る。こういった地方
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自治の趣旨にのっとって、やはり市長はその先頭

になって、このミサイル配備の問題についても、

防衛省にしっかりと確認をしていく必要があるの

ではないのかなというふうに思っておりますので、

そのことを私はしっかりと伝えておきたいと思い

ます。 

 それではあと１点、実はこれは通告には出して

いないんですけれども、しかし……、 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１２時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時０３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 勝連分屯地の関連事

項で、実は昨日10時過ぎに私のところに市民のほ

うから電話をいただきました。この方は、本当は

役所に電話をしたかったんだけれども、もう遅い

時間だからいないだろうと思って、私のほうに電

話をくれました。それはなぜかと言うと、勝連分

屯地の照明がいつもより煌々と明るかった。そし

て、そこには高い響き音というのか、そういった

音が聞こえてきた。これは今までなかったことだ

というふうに、この周辺に住んでいる方はおっ

しゃっていました。やはりミサイルが配備をされ

ている状況があります。なので、そういった意味

では、夜にミサイルの主導的な訓練を行っている

のではないのかなということがありましたので、

その辺について、この勝連分屯地に確認をしてい

ただきたいというふうに思いますけれども、その

件について御答弁できますか。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊盛サチ子議員にお答え

をいたします。 

 常日頃、防衛、国等へ出向いた際に、基地周辺

の環境については、しっかりと住民に大きな影響

がないように配慮していただきたいというような

ことも申し上げておりますので、今回の件に関し

ても、また防衛並びに国に出向いた際に、しっか

りとこういうことがありましたよということもお

伝えをしてまいりたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 これは、私は緊急を

要すると思います。その方は、夜であってもやは

り連絡をしたいということでありましたので、勝

連分屯地に昨日のことを確認すればすぐに分かる

ことだと思います。ですので、その辺についての

確認をしていただきたいということですので、再

度答弁をお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 先ほど申し上げた内容に

含めて、伊盛サチ子議員からただいま御質問がご

ざいました点に関してはしっかりと持ち帰り、さ

らに大きなことがこの中で起きたのかどうなのか

も含めて、我々が検討してまいりたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 私は、これについて

は市民からの訴えでもありますので、確認をしよ

うと思えばすぐにできることだと思いますので、

ぜひ担当を含め確認をしていただくよう強く要望

して、この一般質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１２時０７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時２９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 市民の皆さん、執

行部の皆さん、こんにちは。会派かけはし、池宮

城善伸と申します。よろしくお願いいたします。

議長の許可を得ましたので、事前に通告してある

７つの質問で進めてまいります。 

 まず１点目、救急搬送体制についてです。最近、

高齢者を搬送する件数が増えていると聞いており

ます。全国の出動件数はこの20年間で約1.6倍増

加しており、本市の出動件数も平成17年度の合併

から約２倍増加していると聞いております。本市
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消防署への救急車の配置状況がどうなっているの

か。また、予備車もあるのかお聞きします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） こんにちは。池宮城善伸

議員の御質問にお答えいたします。 

 本市の救急車の配置状況は、具志川消防署に２

台、石川消防署に２台、与勝消防署に１台、平安

座出張所に１台の合計６台が配置されております。

各救急車の保守点検等に伴う代替車として予備車

を１台備えている状況でございます。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 再質問いたします。 

 確認いたしますが、救急搬送が多くなる中、例

えば通報を受けて、旧具志川地域に救急車がなく、

石川地域から出動することもありますか。また、

各消防署から管轄外への救急出動状況はどうなっ

ているのかお聞きします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） お答えいたします。各消

防署の管轄内で救急出動が重複した場合には、他

の消防署から救急出動することがあります。昨年

中の救急出動件数は8,613件あり、そのうち管轄

外への出動件数は648件、７％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 本市の救急車の充

足率はどうなっているのかお聞きします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） お答えいたします。 

 総務省消防庁が定める消防力の整備指針に基づ

く算定方法では、本市の人口を基準とした救急車

の配置基準台数は６台となっており充足率は

100％となっておりますが、人口を基準とした配

置台数を基本としながらも、当該地域における地

理的背景や高齢化の状況など地域の実情に合わせ

た配置台数を決定することとなっており、現在の

台数で妥当なのか調査・研究中でございます。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 再質問いたします。 

 救急出動が頻発することで、消防署に救急車が

待機していない空白時間が増加すると思います。

何か対策を行っているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） お答えいたします。 

 総務省消防庁の見解では、全国的に救急出動件

数が増加することが見込まれており、本市でも救

急需要対策は喫緊の課題として研究し、取り組ん

でおります。救急車の適正利用につきましては、

引き続きホームページや広報紙等で周知していき、

救急出動対策としましては、再任用職員や定年延

長職員を活用した救急隊の増隊ができないか研究

中であります。また、消防署の救急車が出払った

場合の救急要請の対応としましては、赤色灯など

が装備された消防車両にて現場へ出動し、他消防

署から救急車が到着するまでの間、初期対応を

行っております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 先ほども聞きまし

たが、管轄外への出動のうち重症以上の事案が75

件、救急車がなく遠くから出動する。一分一秒を

争う救急。救える命が救えなくなることはあって

はいけないと私は思います。改善できるところは

しっかり改善していただきたいと思っております。 

 それでは、２点目の質問に移ります。うるま市

火葬場整備事業についてです。うるま市の年間死

亡者数は約1,300人と伺っております。年々増え

ている傾向にあります。そこでお聞きしますが、

新火葬場整備事業の進捗状況をお尋ねします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 池宮城善伸議員の御

質問にお答えいたします。 

 現在、新火葬場整備事業は着手に必要となる事

業用地の取得が完了しております。施設の設計建

設工事におきましても契約相手方が選定されてお

り、今定例会において追加議案を提出し、請負契

約締結の議案を提案しております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 それでは２点目の

質問に移ります。火葬待ちについてですが、火葬

場の方に確認すると、５月で120件の火葬がある

とお聞きしております。亡くなられる方が重なる



 

― 140 ― 

と火葬待ちも多くなると思いますが、そこでお聞

きします。火葬待ちの状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 現在、市内の火葬場は火葬能力に余裕がなく、

突発的な修繕や台風による施設閉鎖等により数日

の火葬待ちが数週間にわたり解消されない状態が

断続的に発生しております。施設の閉鎖以外にも、

友引に火葬を避けることなどにより四、五日程度

の火葬待ちが発生し、それらを除いても、現在う

るま斎苑においては２日ほどの火葬待ちが常態化

している状況となっております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 それでは３点目、

料金設定についてなんですが、今整備事業を進め

ていると思いますが、料金設定のこともいろいろ

と考えていると思います。そこでお聞きします。

火葬待ちが発生した場合、遺族の費用負担につい

て伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 火葬待ちにより御遺体を自宅安置する場合は１

日当たり約３万円、葬儀社などで安置する場合は

１日約７万円の負担額となります。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 改めて質問いたし

ます。火葬待ちによる遺族の経済的、精神的負担

が大きくなっております。今月も火葬炉の故障で

予約をできない状況があると聞いております。そ

こでお聞きします。新火葬場を早く供用開始する

ことができないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 新火葬場整備におきましては、これまでも早期

の供用開始を目指し、設計施工を一括発注するＤ

Ｂ方式を採用し事業を進めてまいりました。今後

は、予定している令和９年度の供用開始が確実に

なされるよう、請負契約締結後の工程管理を徹底

して事業を進めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 それでは、火葬料

金について聞きますが、料金設定について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 火葬に伴う料金設定につきましては、今後策定

を予定しております（仮称）うるま市火葬場設置

条例において、使用料として定めていくことにな

ります。金額等につきましては、新火葬場の維持

管理費に要する経費や受益者となる方々の負担割

合のほか、県内の公営火葬場の料金との比較など

様々な観点から設定を行ってまいりたいと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 先ほども伝えまし

たが、故障で予約が取れない状況です。亡くなる

方が年間1,300人。市民が困ることがないよう、

老朽化した火葬場建設を早めに取り組んでいただ

きたいと思います。 

 それでは、３番目の質問に移ります。行財政改

革大綱についてお聞きします。うるま市の行政改

革について、令和６年３月に第５次行政改革大綱

が策定されております。今回の大綱には、行政改

革についての方針、うるま市が目指している将来

像など示されていると思いますが、初めに第５次

行政改革大綱の基本的な考え方についてお聞きし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） 池宮城善伸議員の

御質問にお答えいたします。 

 うるま市では、市民の幸せのため行政サービス

の向上や市が抱えている課題の解決に向け、様々

な施策に取り組んでおります。施策を実現・推進

するために必要なヒト・モノ・カネ、３つの行政

基盤の強化を図っていくための指針として、今回

第５次行政改革大綱を策定しております。今回の

大綱では、組織力、行政運営、財政運営の３つの
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基本方針の改革強化を示しており、特に組織力の

向上を最重要のテーマと位置づけております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 改めて質問いたし

ます。それでは、今回の大綱で行政基盤として位

置づけている組織力、行政運営、財政運営の改革

について、それぞれの考え方や取組についてお聞

かせください。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 １つ目の組織力の向上については、複雑化する

行政サービスに対応できる職員の育成、社会情勢

の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制の構築を

目指した人づくりや組織づくりを中心に取り組ん

でまいります。２つ目の持続可能な行政運営にお

いては、情報技術を活用した業務プロセスの効率

化、ＤＸ化や成果を踏まえた事務事業の見直しを

推進し、より質の高い行政サービスの提供に努め

てまいります。３つ目の財政運営においては、健

全かつ持続可能な財政運営のための歳入・歳出対

策や公共施設のマネジメントの推進に取り組んで

まいりたいと思っております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 再質問いたします。 

 今後の大綱策定後の取組が重要になると思いま

す。今後、どのようなやり方で行政基盤の強化を

図っていくのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 大綱に示されている改革項目について、実効性

をより高めるため、成果指標を明確に設定し進捗

管理を徹底してまいります。今年度は市民の幸せ

の実現、市民に感動を与えられる行政となるよう、

徹底的にかつスピード感を持って行政基盤の強化、

行財政改革に取り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 行財政改革はとて

も大事だと思います、財政の健全化や公共施設の

マネジメント、行政のスリム化など、市民がより

よいサービスが受けられるよう進めていただきた

いと思います。 

 市民サービスワンストップについて伺います。

まず、死亡に伴う各種手続の現状について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 池宮城善伸議員

の御質問にお答えいたします。 

 本市における死亡に伴う手続の現状といたしま

して、対象件数は年間1,300件、個々の状況によ

り手続数は異なりますが、項目種類といたしまし

て30項目程度の手続がございます。現状の案内方

法につきましては、総合窓口システムにて個々の

手続リストを作成し、おくやみハンドブックにて

御持参いただく資料などの御案内を行っておりま

す。主な手続部署につきましては、市民課、国民

健康保険課、介護長寿課等となっており、各課窓

口において手続を行い、全ての手続を終えるのに

３時間程度要するものとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 再質問します。 

 現状は理解いたしました。課題として手続にも

時間がかかる、障がいのある市民などに対して不

十分な対応ではないかと思います。今後高齢者も

増えていき、対象者も増えていくと思うが、現状

の改善は検討しているのかお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 議員御指摘のとおり、手続時間、窓口移動が困

難な方々への配慮をする必要があり、改善の余地

はあるものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 再質問します。 

 那覇市や宜野湾市など、他市においても各種手

続に各課を回ることなく、１か所で手続を行って

いるそうです。そうすることで、現在の課題は改

善されると思いますが、うるま市においても市民

サービスのさらなる向上に取り組んでほしいが、

所見をお伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 
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○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 他市の死亡に伴う各種手続の現状を確認したと

ころ、専用カウンターを設置し、御遺族様が席を

移動することなく、各課の手続ごとに担当職員が

入れ替わり対応し、申請用紙の記入についても工

夫を凝らすなど窓口での負担を軽減する取組が行

われているとのことでございます。本市において

も現状の再確認を行い、課題等の整理を行った上

で関係課等と改善に向けた調整を行い、死亡に伴

う各種手続のワンストップサービスを含め窓口業

務のサービスの向上に取り組んでまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 先ほども伝えまし

たが、火葬される方は５月は120件とも聞いてお

ります。亡くなられた後の手続がスムーズに行え

るようにしていただきたい。特に、高齢の方が３

時間も４時間も待つ、しかも車椅子で手続をして

いる方も私は見ました。心労的負担も大きいと思

います。これがまさに行政改革だと私は思ってお

ります。市民に多くの負担がないよう、早めの窓

口の一元化に取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。小型ＥＶ車導入

についてです。公用車の経年劣化について、今年

度より財務部資産マネジメント課において公用車

の一元化管理を行っており、本格的に公用車のマ

ネジメントに取り組んでいるように思っています。

そういうことに敬意を表しているところですが、

西棟駐車場にある公用車の中には見た目も古く、

さびてぼろぼろになっている車や、バッテリーが

上がり困った様子の職員も目にしました。そこで

伺いますが、現在うるま市が保有している公用車

の台数及び使用年数についてお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 池宮城善伸議員の御

質問にお答えいたします。 

 職員が一般的に使用する各課専用車及び共用車

の台数は、令和６年４月１日時点で本庁舎内外及

びリース車両も含めて183台ございます。使用年

数につきましては、10年未満の台数が91台、10年

以上15年未満が60台、15年以上20年未満が27台、

20年以上が５台となっており、約半数が10年以上

経過した車両でございます。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 それでは、ＥＶ車

導入について質問いたします。公用車の半数以上

が10年以上使用しています。15年以上使用してい

る車両が合計32台あるという答弁がありました。

一般社団法人自動車検査登録情報協会が公表して

いる自動車の平均使用年数によりますと乗用車は

約13年となっていることから、32台が買替えの時

期に来ていると私は思います。これからうるま市

でも公用車のＥＶ車化が進んでいくと思われます

が、そこで私から提案があります。自動車開発の

エンジニアリングの会社ですが、毎年うるま市に

新入社員の研修制度を設け、本市に多いときには

120人の方が３か月も宿泊し研修を行っています。

それも何十年も続けております。2025年からうる

ま市で製造販売を予定している超小型モビリティ

を購入してはいかがかなと私は思っております。

小型ＥＶ車は、販売価格がバッテリーを除いて

100万円以下、非常にリーズナブルな価格帯と

なっており、全長2.5メートル、全幅1.3メートル

の小さなサイズではありますが大人２人が乗車で

き、一充電当たり120キロメートルの航続距離を

有しているとのことから、介護の認定調査や健康

相談等幅広く活用できると考えております。また、

会社のほうより、地元から100人程度雇用したい、

地元の工場と提携して修理工場として利用したい

との考えもあるそうです。雇用の創出や人材育成、

地域経済の発展にも寄与したい考えがあることか

ら、地元企業を応援する意味でも、ぜひうるま市

で公用車として小型ＥＶ車を購入し、地場産業の

育成にも貢献していただきたいと思っております。

前向きな答弁をお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） お答えいたします。 

 うるま市で製造販売を予定している超小型モビ

リティの公用車導入につきましては、地域経済の
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発展に寄与するものと認識しております。公用車

の利用形態、現在保有している車種その他災害時

での活用なども勘案し、庁内で検討をしてまいり

たいと考えております。御提言ありがとうござい

ました。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 これから中城湾港

の整備も進んでいくと思います。もっと物流が活

発になり、うるま市がどんどん輸出や部品の調達

もでき、沖縄初の自動車産業ができると思います。

ぜひ、進めていただくようお願いいたします。 

 それでは、５番目の質問に移ります。給食費代

替費補助についてでありますが、まず１点目、

小・中学生の弁当持参の生徒がどれぐらいいるの

か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 池宮城善伸議員

の御質問にお答えいたします。 

 食物アレルギー等の理由により、給食の提供を

受けず家庭から弁当を持参している完全弁当持参

の児童数は９人、生徒数は２人となります。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 再質問いたします。 

 学校給食は１食当たり290円です。学校給食の

実施に必要な施設及び設備に要する経費、人件費

や光熱費、維持管理など設置者である市が負担し

ていると思います。具体的に税金がどれぐらい投

入されているのかお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 御質問にお答え

いたします。 

 学校給食の実施に必要な経費負担につきまして

は、学校給食法では施設の整備費及び維持管理費、

調理員の人件費など管理運営に関する経費は自治

体負担、食材料費を保護者に負担とされておりま

す。食材費を除く学校給食の運営に係る予算とし

ましては、令和５年度の決算によりますと支出済

額が６億4,202万8,684円、調理場の整備事業等と

して約６億1,300万円となっており、学校給食の

運営及び調理場整備事業等に年間約12億5,500万

円の予算を投じております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 改めて質問いたし

ます。公が負担する費用は分かりました。昨今の

食材高騰の影響を受けて、家計はかなり苦しい状

況であります。重度食物アレルギー等の事情によ

り弁当を持参している児童・生徒に対する支援の

取組ができないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 本市におきましては、アレルギー４品目除去食

対応の調理場整備を進めているところでございま

すが、重度食物アレルギー等の事情により弁当を

持参している児童・生徒に対して支援する取組は

現在行っておりません。県外の自治体では、重度

の食物アレルギー等の理由により学校給食の提供

を受けることができず、その代替として完全弁当

持参で対応する児童・生徒に対し、経済的負担を

軽減するために補助を行っている事例がございま

す。今後支援が可能かどうかも含め調査・研究し

てまいります。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 それでは給食費に

ついてです。給食費については、学校設置者が必

要経費は負担しています。国際情勢を背景にかな

りの物価が高騰し、うるま市でも物価高騰対策と

して給食費に補助を出していますが、弁当持参の

児童・生徒に関しては補助がないのが不思議でな

りません。そこで、給食について２点ほど市長に

伺います。まず１点目、食物アレルギーで給食対

応ができない完全弁当の児童・生徒に対し、経済

的な負担を考慮し、市独自での支援ができないか。

２点目、沖縄県知事は事前の調整なしに市町村へ

費用の半分を負担するよう突如伝えていますが、

財政状況の厳しい中、市の負担は７億円もかかる

と聞いております。市長はどのように考えている

のかお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 池宮城善伸議員にお答え
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をいたします。 

 １点目の質問については、学校給食センターに

おいては、重度食物アレルギー等の生徒・児童に

対し給食対応ができず、家庭から弁当を持参いた

だいているのが現状でございます。物価高騰によ

る経済的な負担軽減の支援も行き届いていないこ

とを鑑み、教育委員会と相談し支援を前向きに検

討してまいりたいと思います。令和５年から令和

６年度にかけて物価高騰による支援を行っており

ます。こういった児童・生徒に対して支援が行き

届いていないということでありますので、早めの

取組を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、県知事が５月24日の定例記者会見

で発表した中学生を対象とした学校給食費の半額

補助制度につきましては、市町村に対して事前の

調整もなく一方的にかつ唐突に公表したことは非

常に残念であり、到底受け入れられるものではな

いと考えております。それを受け、令和６年６月

６日に市長会は沖縄県知事に対し、知事公約であ

る学校給食費無償化の完全実施を求める要請決議

書を直接手交しております。学校給食費無償化に

ついて、沖縄県知事の選挙公約となっており、全

額県負担による完全学校給食費無償化を実施し、

本市の財政負担が生じないよう実現することが望

ましいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 市長、ありがとう

ございました。完全弁当持参の制度にはなかなか

税の恩恵がなく平等ではないと思います。実現で

きるようお願いいたします。また、最近発表した

給食費の半額を市町村に押しつけるやり方は到底

受け入れられるものではありません。教育長、事

務方の負担もとても大きいと私は思っております。

うるま市選出の県議会議員の皆さんもいますから、

しっかりそういったところも訴えていただき、県

が全額負担できるよう伝えていただきたいと思っ

ております。 

 それでは、次の質問に移ります。あげな小学校

環境整備についてであります。１点目、あげな小

学校フェンスの腐食状況についてですが、これま

でにも提案しました。また、学校から要望書も提

出されていると思いますが、腐食しているフェン

スの改善について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 池宮城善伸議

員の御質問にお答えいたします。 

 あげな小学校フェンスの腐食による取替えにつ

きましては、令和４年度と令和５年度に学校から

の修繕要望を受けております。現場の状況を確認

し、公園側入り口の門扉が最も劣化していたこと

から危険性が高いと判断し、令和６年３月に取替

えを完了しております。残りの箇所につきまして

は、令和５年12月第171回定例会でも答弁いたし

ましたが、児童の安全確保を最優先に、総合的に

判断し対応していきたいと考えております。御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 分かりました。ぜ

ひ、これから夏休みにも入りますので、休みの期

間でよろしくお願いしたいと思っております。 

 それでは２点目、通学路整備について伺います。

以前も一般質問で何度か取り上げたんですけれど

も、その進捗状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 あげな小学校周辺における通学路整備につきま

しては、うるま市通学路緊急対策工事の入札執行

を６月に行っており、市道あげな小学校線におい

て児童登下校時の安全確保のため、路側帯カラー

舗装を施工する予定となっております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 ぜひよろしくお願

いいたします。以前も伝えたと思うんですけれど

も、ほかの小学校の区域は本当にグリーンベルト

施工がほぼ行われているというふうに私は認識し

ております。あげな小学校のほうは、そういった

グリーンベルトといった舗装が通学路の部分でな

かなか行われていないという実情がありますので、

ぜひ早めの施工をよろしくお願いいたします。 
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 それでは、最後の質問に移ります。中城湾港

バース延長について伺います。中城湾港新港地区

国際物流ターミナル整備事業が採択されたと思い

ますが事業予算、進捗状況をお聞きします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 池宮城善伸議員の

一般質問にお答えいたします。 

 中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業

は国直轄で実施される事業であり、事業期間は令

和６年度から令和11年度、総事業費98億円、整備

施設は水深11メートルの耐震岸壁が250メートル、

港湾施設用地が200タール、泊地が0.7ヘクタール

となっております。事業の進捗に関しましては設

計は既に完了しているようで、今年度から岸壁延

伸の整備工事に着手していくと伺っております。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 それでは質問いた

します。今まで、岸壁不足から那覇での陸揚げな

どをしていたと聞いておりますが、整備事業をす

ることの目的、目標、取組について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 中城湾港新港地区国際物流ターミナル整備事業

の目的は、大型貨物船の寄港需要、ＲＯＲＯ貨物

の増大、クルーズ需要への対応及び耐震強化岸壁

として整備することにより、大規模地震発生時に

おいても幹線貨物の物流機能を維持することと

なっております。当事業の目標、効果としては、

大型船舶による輸送効率化、効率的な荷役の実現、

被災時における社会・経済活動の維持、地域の安

全・安心の確保、排出ガスの削減などが挙げられ

ております。取組に関しましては、バイオマス発

電燃料の輸入における東埠頭の岸壁へのシフトや

完成自動車の移出入における東埠頭に寄港のＲＯ

ＲＯ船利用などが想定されております。この取組

により、陸上輸送コストの削減が見込まれてござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 池宮城善伸議員。 

○１４番 池宮城 善伸議員 ありがとうござい

ました。本当に大きな経済効果も得られると思っ

ております。今後期待される国際物流ターミナル。

多くの関係者が期待を寄せています。物流をより

強固にするためにも、中部東道路との連携も必要

不可欠です。市長の公約にもあるように、実現に

向けてぜひ進めていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１４時１０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２５分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 市民の皆さん、こん

にちは。希望のいぶきの宮城一寿でございます。

議長の許可を得ましたので、大きな項目８件につ

いて質問していきます。議長、休憩をお願いしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１４時２６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 では初めに１件目、

防災行政について伺います。防災行政について、

うるま市には石川－具志川断層があり、30年以内

に大きな地震、大きな津波が起こり得ると有識者

の講演会で知りました。防災に備えた危機管理の

必要性を強く受けました。今年１月１日能登半島

の大地震が発生し、４月３日には台湾の花蓮県で

マグニチュード7.7の地震が発生しました。県内

での津波警報発令は2011年の東日本大震災以来13

年ぶりでした。本市の津波警報発令対応について

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 宮城一寿議

員の御質問にお答えします。 

 津波警報発令時には、市地域防災計画に基づき

災害警戒本部を設置し、防災行政無線等による津
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波避難警報の伝達後、情報収集や今後の対応を協

議、また関係機関との連携等を図るとともに市公

共施設へ避難した方の受入れ指示、その他自治会

などからの問合せ対応などを行っております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 次の質問に移ります。

２番目の自主防災組織、61地区の津波警報発令対

応について、各地の対応状況について御説明をお

願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 津波警報発令時の自主防災会61地区の対応につ

きまして、直接の聞き取りや津波警報避難後のア

ンケート調査を実施し、結果、43地区の自主防災

会から回答がありました。多くの自主防災会では、

警報発令後直ちに付近のパトロールを行った、地

域の高齢者等の避難誘導を行った、高台の地域で

は避難場所設置等の対応を行ったなどの声が寄せ

られております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ３番目の台湾地震を

教訓として、本市の対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 今回の津波警報の対応について、課題は避難時

の各関係機関との連絡体制の確認や市内の各所で

交通渋滞が発生していたこと、避難場所と避難所

の役割の分担・区別が浸透していない点などが挙

げられます。なお、これらの課題につきましては、

今後住民や自主防災会、自治会及び企業などの関

係団体と防災講習会、避難訓練等を通し、さらな

る情報の共有や連携強化を図るとともに、広報紙

やホームページなどを活用し、市民への情報提供

や意識啓発を図ってまいりたいと考えております。

また、交通渋滞につきましても基本的には徒歩で

の避難を呼びかけを継続するとともに、州崎地区

の事業者や所轄の警察署、消防、その他の関係機

関との意見交換などを踏まえ、改善に向け取り組

んでまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 関連して質問してま

いります。津波警報発令後及び警報発令解除の間、

全車両の通行規制について伺います。人の命は地

球より重いと言われております。今回地震で感じ

たことは、警報発令にもかかわらず、ごみ回収車、

工事車両、デイケア送迎車等の車両が目立ちまし

た。まだまだ警報発令に対して甘いんじゃないか

なと思っておりますので、全車両の通行規制がで

きないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 車両通行規制などにつきましては、迅速な対応

により津波被害の軽減等に効果があるものと推察

されますが、実施には法的な根拠、また規制に必

要なマンパワーの課題などもございますので、御

指摘の件につきましては所轄の警察署にお伝えす

ることや意見交換などを検討してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 次に移ります。教育

行政について伺います。まず初めに、１番目の部

活動について。剣道部活動・指導について。剣道

の修練は身体を鍛え、旺盛な気力を養い、礼節を

重んじ信義を大切にし、自己の修養に努め、国家

社会の平和繁栄に寄与する道であると言われてお

ります。また、健全育成な部活動でもあります。

そこで、市中学校での部活動件数は何件あるのか

伺います。２番目に、市内剣道指導場は何件あり

ますか。３番目に、市内剣道大会について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 宮城一寿議員の

御質問にお答えいたします。 

 市内中学校におきましては、剣道部を設置して

いる学校はございません。地域クラブとして活動

し、中体連のみ学校部活動として登録し大会へ参

加している学校が４校ございます。次に剣道指導
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場については、沖縄県剣道連盟に登録がある３ク

ラブとなっております。また、市内ではうるま市

体育協会が主催する剣道大会が行われております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 この質問を取り上げ

たのは、中学校の生徒が学校でぜひ剣道部を設置

して剣道を習いたいということがあったため取り

上げましたので、また引き続き地域クラブの支援

をお願いし、次の質問に移ります。 

 ２番目の自転車の安全走行指導について伺いま

す。４月に彩橋小学校の生徒が大きな自損事故を

起こしました。当局は把握しているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えします。 

 当該事故につきましては、彩橋小学校付近で自

転車の転倒により救急搬送された旨、学校長より

事故発生日の午後８時50分頃に第一報を受け、そ

の後深夜２時頃、学校長より委員会担当へ緊急手

術の経過についての報告を受けております。翌日

には担当課において共有を図り、当該児童の回復

の経過について見守りながら、心理士の派遣等学

校からの要請に対応できる体制を整え、支援に努

めてきたところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 二度と事故が起こら

ないためにも、教育委員会として児童・生徒への

自転車の安全走行及びヘルメット着用指導につい

てどのような対応をしているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 令和５年４月１日より、全ての自転車利用者の

ヘルメット着用が努力義務となっております。そ

れを受け、沖縄県教育委員会より「自転車の交通

ルールの遵守について」の通知を各学校へ周知し

てきたところでございます。しかし、本事故の発

生を受け、市内各学校へ「ヘルメットは自分の未

来を守るため」と題した警察庁からのリーフレッ

トをはじめ、ヘルメット着用に関する安全指導用

の動画資料を提供し、自転車の安全指導について

周知をしてきております。併せて、保護者の皆様

への注意喚起もお願いしたところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 自転車の安全指導、

周知徹底、よろしくお願いします。 

 次に移ります。あやはし館について。同僚議員

から引き継いで、この件に関して私のほうで質問

してまいります。１番目に、入居企業との裁判・

訴訟の進捗状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 宮城一寿議員の御

質問にお答えいたします。 

 裁判の内容につきましては、係争中でございま

すので答弁は差し控えさせていただきますが、次

回の公判期日は６月下旬に那覇地方裁判所で行わ

れる予定となっております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 続きまして、裁判訴

訟理由及び現在の不法入居の状態はいつからなの

か。また賃貸料、光熱費等はどうなっているか伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 本訴訟は、あやはし館の所有権に基づき、あや

はし館のうち被告占有部分の明渡しを求めて提起

をしたものとなっております。被告へのあやはし

館の利用許可は平成29年４月から令和２年３月31

日までとなっており、賃料や光熱費等に関しまし

ては、係争中の案件であることから徴収しており

ません。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 今の答弁で、令和２

年４月１日から不法入居しているにもかかわらず、

賃貸、光熱費等の支払いがない状態を行政はどの

ように考えているのか。また、あやはし館はいつ

の時点で正常化するのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 賃料につきましては、係争中の案件であること

から受領を拒否しておりますが、被告より不当利
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得返還債務の履行として、那覇地方法務局沖縄支

局へ毎月供託されております。光熱費等に関しま

しては、今後の裁判の中において適切に請求して

まいります。また、２点目のいつ時点で正常にな

るのかという御質問につきましては、係争中であ

ることから、具体的な日時を申し上げることはで

きません。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 確認してまいります。

令和２年４月１日から現在令和６年の４年間、

（株）あやはしは不法入居していると理解してよ

ろしいでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 被告へのあやはし館の利用許可は平成29年４月

から令和２年３月31日までとなっており、以降に

ついては許可を出しておりません。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 今の答弁で市民の皆

さんはよく理解できたと思います。令和２年４月

１日より今日まで４年間、（株）あやはしは不法

入居しているということの答弁をいただき、理解

しました。居座る理由も知りたいですが、次の質

問に移ります。 

 次の４番目の川田区について質問してまいりま

す。川田区の公民館建設支援について（（仮称）

コミュニティセンター建設）。初めに、川田区は

自治会長が決まらないまま、民生委員の女性の方

が代理として自治会をまとめています。川田自治

会館は築50年が経過し、内部の損傷が激しく、建

て替え時期に来ています。区で公民館建設（（仮

称）コミュニティセンター）を計画し試算した結

果、人件費や資材高騰で、区の財源での建設は困

難です。公民館建設（（仮称）コミュニティセン

ター）支援制度について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 宮城一寿議員の

御質問にお答えいたします。 

 現在、川田区自治会館の建設委員会と公民館建

設に向けて一般社団法人自治総合センターが実施

しておりますコミュニティ助成事業を活用してい

くことで調整しております。今後も、公民館建設

に関しましては、効果的な支援ができるよう自治

会と協議してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 確認していきます。

コミュニティ助成事業支援に関して、１、うるま

市の建設支援、２番目に防衛省整備資金、３番目

に宝くじ支援金等の活用ができるのかお聞きして

よろしいでしょうか。ＹＥＳかＮＯかでよろしい

です。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 繰り返しになり

ますが、その財源につきましては最も効果的な方

法を支援してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 支援のほどよろしく

お願いいたします。 

 では次に移ります。５番目の字具志川について

伺ってまいります。まず初めに１番目、浜千鳥歌

碑周辺道路整備について。字具志川には、歴史的

な浜千鳥歌碑が建てられています。歌碑の周辺草

刈りと、県道37号線から浜千鳥歌碑向けの道路整

備対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 宮城一寿議員の

御質問にお答えいたします。 

 御指摘の道路につきましては、道路周辺草刈り

や凹凸の補修を行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 この件に関しては、

また進捗状況を９月定例会で確認してまいります

ので、対応よろしくお願いいたします。 

 ２番目に、字具志川の津波発生による緊急避難

地への防災資機材配置について伺います。４月３

日、台湾のマグニチュード7.7の地震発生による

避難時の対応として取り上げました。字具志川区

民は一次避難先の自治会へ避難し、より安全な高

い地区の二次避難先、具志川ドームへ避難しまし

た。区民及び児童・生徒を含めると約100人近く
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が具志川ドーム前に避難しました。この具志川

ドームは業者による清掃作業中で、高齢者及び区

民、児童・生徒がドーム内に避難できませんでし

た。津波警報発令解除の２時間の間、外で待機と

いうことでした。作業中でも津波警報が発令され

たら具志川ドームは活用できないのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 宮城一寿議

員の御質問にお答えいたします。 

 具志川ドームは市の福祉避難所として指定をし

ておりまして、４月３日の津波警報時には正式な

開設には至っておりませんが、今回の津波警報に

よる避難など緊急時には、清掃作業中や時間外等

であっても柔軟に対応する必要があるものと認識

しており、今後指定管理者などによる対応なども

含め、所管部署と調整・協議してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 再質問いたします。 

 津波警報発令の解除まで２時間、避難者全員が

具志川ドーム前で立ちっぱなしの待機でした。具

志川ドームへの緊急使用資機材配置はできないも

のか伺います。例えば、テーブル、椅子、テント

飲み物等が備えつけられないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 当該具志川ドームの防災備蓄倉庫にはアルファ

米、レトルト食品、缶詰パン、飲料水などの備蓄

食料及び毛布が保管されており、提供については

柔軟に対応してまいりたいと考えております。ま

た、テーブル、椅子、テントにつきましては、緊

急時以外の活用方法なども含め、設置の是非など

について所管部署と調整・協議してまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ぜひ、高齢者たちを

誘導してドームまでお連れしたんですけれども、

座るところもなく、立ちっぱなしでかわいそうで

したので、テーブル、椅子、暑い中のテントもぜ

ひ備えつけていただきたいと思います。 

 次に移ります。区民の声。１番目に、排水溝堆

積物撤去の現状について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 排水溝堆積物の除去につきましては、職員によ

るパトロール、地域自治会及び市民からの依頼に

基づき、現業職員や市内業者による除去作業を

行っております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 再質問します。 

 字具志川2519番地、2520番地、2530番地付近の

排水溝堆積物の撤去作業について伺います。雨水

時に排水溝の詰まりで排水があふれ、悪臭が発生

しています。早急な堆積物撤去が必要です。対応

について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 議員御指摘の地域につきましても、現場確認を

行い、堆積物除去作業を行ってまいりたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 前向きな答弁に感謝

し、対応をよろしくお願いします。 

 次に移ります。区民の声２番目、具志川テニス

コート整備の現状について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 宮城一寿議員の御

質問にお答えいたします。 

 令和５年12月第171回定例会後にテニスコート

周辺のフェンスの倒壊箇所の修繕を行っておりま

す。ベンチ屋根の破損や経年劣化による鉄部分の

腐食、ベンチの修繕などにつきましては大がかり

な修繕費となることから、予算措置後の対応とな

ります。修繕につきましては、他の施設を含めた

体育施設全体の優先順位を考慮し対応していきた

いと考えておりますが、それまでは指定管理者と

調整を行い、防食テープ等で早急に応急対応を
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行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 再質問してまいりま

す。 

 事故が起きたら大きな問題になります。防食

テープ等の応急対応は効果が一時的なものです。

予算措置後の対応とはいつになりますか、伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 体育施設全体を対象としておりますけれども、

危険度の高い箇所からできる限り早期に対応でき

るよう関係部署と予算調整をしてまいります。御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 テレビ報道でも、

カーブミラーが倒れて子供が押し潰されたという

事例もございます。防食テープでの一時的なもの

は効果が薄いので、早めに予算措置をして対応を

よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。区民の声３番目のスクールゾー

ン標識設置・横断歩道標識設置等について伺いま

す。第171回定例会の一般質問で質問し、その後

の対応について伺います。スクールゾーン標識設

置・横断歩道標識設置等について御答弁お願いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 令和５年12月定例会一般質問後の対応につきま

しては、令和６年２月20日に小学校校長、自治会

長へ状況を報告し、調整・協議してまいりました

が、現時点において要請等はございませんでした。

スクールゾーンの標識等につきましては、現在市

内に設置されておりますスクールゾーン標識は合

併前に設置されたものであり、経年劣化による危

険性を考慮し、標識を撤去するとともに路面標示

に変更する事業を推進しております。また、横断

歩道標識設置につきましても、自治会等から要望

書の提出があれば管轄警察署へ進達してまいりた

いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ぜひ、所管の警察と

一体となって対応をお願いし、次の質問に移りま

す。 

 ６番目の勝連・平敷屋地区について。１番目に、

外国人車両への制限速度の厳守徹底指導について

伺います。いまだにホワイト・ビーチ関係軍属車

両のスピード走行が激しさを増しています。行政

の状況確認と、軍属車両運転手への速度制限の厳

守指導を徹底して行っていけないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 御質問にございますホワイト・ビーチ関係軍属

車両によるスピード走行等、交通違反の状況につ

いては、速度違反等の検挙件数や事故件数等、個

別での統計件数等は把握してございません。また、

徹底指導等につきましては、米軍関係機関への働

きかけなどを検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ２番目の監視カメラ

設置について伺います。軍属車両のスピード違反

を取り締まるには、監視カメラが必要です。監視

カメラの設置対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 現在、うるま市が設置しております防犯カメラ

につきましては、発生した犯罪事実の捜査に関し

必要がある場合、行方不明事案の捜索に関し必要

がある場合、交通事故の原因究明に関し必要があ

る場合などを目的に、管轄警察署より発行される

閲覧依頼書に基づき画像を提供しております。ス

ピード違反を取り締まるための監視カメラの設置

等につきましては、沖縄警察署の所管になると考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 次に、区民の声。平



 

― 151 ― 

敷屋109番地（後に「平敷屋195番地」に訂正。）

付近の側溝蓋の整備について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 御質問の排水路につきましては、老朽化による

側溝破損が多くあることから、次年度以降の整備

に向け対応してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１４時５６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 訂正します。平敷屋

195番地へ訂正お願いいたします。 

 次の質問に移ります。２市２町が合併し18年に

なりました。合併時、旧勝連町から引き継がれた

排水路・排水溝整備が進んでいません。この付近

の道路は朝夕、区民及び保育所職員、デイサービ

ス車両が頻繁に通り、道路幅が狭く脱輪が多く発

生しております。早急な対応を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 繰り返しの答弁となりますが、次年度以降に予

算措置の上対応させていただきます。なお、今年

度予算の範囲内で損傷が激しい箇所における緊急

的整備が必要であれば、検討してまいります。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 損傷の激しい場所が

出ておりますので、早めの対応をお願いし、次の

質問に移ります。 

 ７番目の島しょ地域地区別課題について伺いま

す。まず初めに、津堅島について伺います。電気

自動車ＥＶの運用について伺います。２月定例会

でのＥＶ運用について、検討する答弁をいただき

ました。その後の対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 令和５年度に行われました実証実験の利用実績

及び島民アンケート調査の結果を確認し、また３

月下旬に関係部署が参加する庁内検討委員会にて

審議を行った結果、令和６年度も引き続き実証実

験を継続する方向で取組を進めております。本定

例会において、令和６年度一般会計補正予算、津

堅島公共交通実証事業を計上しており、議案が承

認されましたら速やかに実証実験を再開してまい

りたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 再質問します。これ

はもう２月の定例会で再三申し上げましたけれど

も、さらに今回も質問いたします。ＮＨＫのＢＳ

で昨年火野正平氏が癒しの津堅島紹介後、観光客

が増え、電気自動車は好評です。高齢者の多い島

民は買物で海上フェリー乗り場へと、買物後の帰

宅乗り物として使用しておりますが、住民移送を

優先としたＥＶ運用について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 本実証事業は、島民の生活環境向上と観光客数

の増加の両方を目的として実施しております。島

民が移動しやすい環境を整えることは重要ですが、

島の活力を維持するためには、観光業を維持・発

展させることも同様に重要であると認識しており

ます。そのため、本市といたしましては島民と観

光客の両方がバランスよく利用できる電気自動車

の運用方法を検討してまいりたいと考えておりま

す。なお、令和５年度の観光シーズンでは電気自

動車１台で運行しておりましたが、今年度は２台

で運行することを予定しており、前年度と比較し

て、より多くの移動需要に対応できる見込みと

なっております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ＥＶ運転手の地元雇

用について伺います。この６か月間、運転手を

やった方が仕事がなくて困っております。ぜひ、

地元雇用について伺います。 
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○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたし

ます。 

 運行業務につきましては、島内事業者に委託す

ることを予定しており、委託予定の島内事業者に

は津堅島在住の方を優先的に運転手として雇用し

ていただきたい旨を伝えております。なお、現時

点において、津堅島在住の運転手は１人確保でき

る見込みとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ぜひ島民の人を使っ

てください。 

 次に移ります。２番目の津堅島複合施設・移住

支援施設整備事業について、事業の進捗状況を伺

います。また、当該事業の予定地が離島という豊

かな自然環境に恵まれている場所であることを踏

まえて、景観への配慮や施工における伐採した樹

木等の処分対応についても伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 宮城一寿議員の御質

問にお答えいたします。 

 津堅島複合施設・移住支援施設整備事業につき

ましては、令和５年度に基本設計を行い、今年度

は整備予定地である国有地の取得、施設の実施設

計、地質調査、磁気探査調査を行う予定となって

おります。次年度の令和７年度に建設工事に着手

し、令和８年度に供用開始予定となっております。

景観に配慮した対応につきましては、事業予定地

が最大3.7メートルの高低差がある傾斜した土地

となっていることから、敷地形状に合わせた設計

として全て平屋建てとすることで、周辺環境との

一体感に配慮したものとなっております。また、

古くから生活に利用されてきた植物を施設内の植

栽として利用することによって、生活と風景が一

体となった空間となるなど、周辺環境にある緑の

つながりを分断しないような配慮も行っておりま

す。なお、伐採した樹木の処分につきましては、

本島搬送後に適正に処分することとなっておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 では次に、浜比嘉島

について伺います。浜比嘉島では今、事故防止対

策としてクランク等の対策を取っておりますけれ

ども、住民の方からあまりにも景観が、事故のあ

るところだなというイメージがあると。どうにか

して、もっとよりよい安全な対策ができないかに

ついて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 本議会において糸数昌宗議員に答弁したとおり、

引き続き道路管理者及び関係機関、地元自治会と

協力し対応してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ぜひ、地元の方々と

話し合って検討して、浜比嘉島のイメージアップ

につながるようお願いし、次の質問に移ります。 

 次に、３番目の平安座島について伺います。先

ほど自転車事故の件に関して質問しましたけれど

も、これに関連して、彩橋小中学校進入道路への

スピード制限標示、掲示ができないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 スピード制限に関する掲示等につきましては、

沖縄県警察の所管となります。自治会等から市に

要望書の提出がございましたら、管轄警察署へ進

達してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ぜひ、平安座自治会

からの要請もあると思いますので、その看板設置

について調整し、対応をよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、２番目の平安座島の市道18号線整備につ

いて伺ってまいります。海中道路の県道10号線と

与那城18号線、これは石油企業と県道10号線を結

ぶ道路でございます。この道路に凸凹が発生し、

沖縄県のエネルギー供給基地道路として、危険な

状態にあります。うるま市は、石油企業からトン

税、備蓄交付金も受けております。共存共栄の立
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場から、約300メートルのエネルギー供給道路の

整備が早急に必要です。行政の対応について伺い

ます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 御質問の道路補修につきましては、さきの第

173回２月定例会においてお答えしましたように、

伊計平良川線は中部土木事務所へ要請を行い、与

那城18号線については令和６年度の早期に対応し

てまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 与那城18号線、掘り

起こして安心・安全な道路として、早急な対応を

よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。宮城島について伺います。台風

第６号後のアクナ浜の現状と道路整備について伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 アクナ浜の現状につきましては、令和５年第

170回９月定例会においてお答えしましたように、

沖縄県海岸防災課より、当該海岸は一般公共海岸

区域として指定されており、海岸保全施設等の整

備がない区域に関して維持管理は行っていないと

の回答がございました。また、第173回２月定例

会において申し上げましたが、台風第６号による

被害と思われる砂浜の一部流出について、海岸管

理者である中部土木事務所へ被害報告を行ってお

ります。市道与那城35号線の道路補修につきまし

ては、維持管理の範囲内で対応してまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 ありがとうございま

す。市道与那城35号線の道路舗装整備、早めの対

応をお願いいたします。 

 次に移ります。２番目のしましま交流館にて実

施したウシデークしましま交流会及び展覧会開催

の検討結果について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 ウシデークにつきましては、昨年11月19日に島

しょ地域に交流を生み出すことを目的に、しまし

ま交流館の自主企画事業として実施し、好評を得

た事業となっております。今後の島しょ地域の交

流促進を目的とした取組につきましては、昨年度

のウシデークしましま交流会・展覧会の開催効果

も踏まえて、今年度の既決予算を活用し実施を予

定しておりますが、開催内容については島民をは

じめとする関係者の意見も聴取した上、新たなコ

ンテンツの可能性も含めた効果的な取組を検討す

ることとしております。ウシデークを継続的な

テーマとすることについても、関係者間に提案し

検討してまいりたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 前向きな答弁ありが

とうございます。関係者へ提案し、対応はいつま

での返事がいただけますか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 交流促進の取組につきましては、昨年度同様に

年末頃の開催を予定しております。予定どおりの

開催に向けて、関係者との事前調整や取組内容の

決定など、企画立案を行ってまいりたいと思いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 地域活性化のために

立案対応、決定、よろしくお願いいたします。 

 次に３番目、与那城上原42番地辺地度点数176

点整備について伺います。宮城伊計辺地の辺地度

点数について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 辺地計画における辺地度点数とは、辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律第２条の定義に関するものとなっ

ております。辺地度点数は辺地の要件を示すもの

であり、住民の数やその他政令で定める要件で算

出し、住民の数が50人以上であり、かつ辺地度点



 

― 154 ― 

数が合計100点以上の場合、基準を満たすことに

なり、当該地域において辺地対策事業債の活用が

可能となります。また、辺地度点数を算出する際

に、地域の中心を基に人口や小学校までの最短の

距離などを計算することになっておりまして、与

那城上原42番地は、今回の計画において地域の中

心となっております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 質問いたします。辺

地の整備計画について伺います。工事はいつから

始まり、いつまでに完了するか、御説明をお願い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 宮城・伊計辺地総合計画におきましては、与那

城39号線、与那城61号線、与那城29号線・外１道

路が整備予定となっております。工事期間につき

ましては、与那城39号線道路整備事業は平成27年

度から令和６年度、与那城61号線道路整備事業は

平成28年度から令和７年度、与那城29号線・外１

道路整備事業は令和５年度から令和８年度までと

なっております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 令和８年度までに整

備が終えるということを理解しました。 

 次に移ります。伊計島について伺います。違法

スッポン養殖場の現状について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（外間 悟） 御質問にお

答えいたします。 

 今回の答弁は、農業委員会会長から私、事務局

長に一任されておりますので、御理解のほどお願

いいたします。伊計島農振農用地内の農用地にお

ける違法建築物につきましては、口頭や文書によ

り指導を実施しておりましたが、令和６年４月に

違法建築の行為者から構造物を解体する旨の返答

があり、同年６月13日時点で構造物が撤去されて

いることを確認しております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 私も確認しました。

コンクリートが撤去され、農地になっておりまし

た。伊計区民の力で、建築違法業者に対し構造物

を撤去されたことが、伊計区民の大きな力です。

これに関して解決したということで、ありがたく

思っております。 

 では、次の質問に移ります。いも団地の現状に

ついて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 宮城一寿議員

の御質問にお答えします。 

 現状といたしましては、伊計島甘薯生産組合が

建設した集出荷施設の建物は耐用年数が過ぎてお

り、老朽化が進んでいる状況であります。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 再質問します。 

 台風シーズンが近づきます。危険性のあるいも

団地の建屋を早めに撤去する必要があります。行

政の対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えします。 

 先月の５月にも現場を確認し、当該施設は危険

性があることは認識しております。自治会と今後

の撤去について調整を行っており、顧問弁護士に

も相談を繰り返しながら、今後の解体撤去の方向

性について話合いを進めているところであります。

引き続き自治会との調整を進め、庁内関係部署と

連携し、最終的な手続を検討してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 まだそのままの状態

ですけれども、地域住民及び第三者へ被害を与え

た場合、誰が責任を負いますか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 地域住民及び第三者への被害を与えた場合の責

任につきましては、顧問弁護士によると建物の所

有者である生産組合が責任を負うこととなってお

り、市が賠償請求されることはないとのことであ

ります。市が解体撤去をする場合には、まず所有



 

― 155 ― 

者を特定することが必要であります。その後、裁

判を起こし、行政代執行という手続もございます

が、所有者を特定する調査や裁判手続にはかなり

の時間を要すると認識しております。建物等の所

有者を確定すべく、当時の資料が沖縄県に所在す

るか問合せをいたしましたが、当時の補助金申請

書類もなく、伊計自治会にもないとのことで、実

態把握ができず対応に苦慮しているところでござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 いも団地建屋をその

まま放置するのか、今後の対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 当該施設の所有者を特定することがまず大前提

で必要であるため、今後も自治会等と協議・調整

を図りながら、早急な解体撤去に向けて検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 対応よろしくお願い

します。 

 次に、最後の質問に移ります。市民の声（１）

障がい者支援について。障がい者より、相談窓口

配置及び対応についてお話がありました。質問い

たします。相談窓口の現状について伺います。ど

こに何か所あるか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 宮城一寿議員の御質

問にお答えいたします。 

 障害福祉に関する相談窓口につきましては、本

庁窓口において障害福祉サービスに関する相談、

障害者手帳及び給付の各種制度等に関する相談、

障がい者の一般的な相談を行っております。また、

年々多様化・複雑化する障がいのある方からの御

相談に対応するため、障がい者相談支援事業にお

いて委託相談支援員による戸別訪問を中心とした

相談支援を実施しております。本業務の受託事業

者は、うるま市地域生活支援センターあいあい、

相談支援センター石川学院、相談支援センターハ

ルモニア、相談支援事業所サマンの木の４事業所

となっており、毎月の広報うるまや市ホームペー

ジ、うるま市障がい福祉ガイドブックに情報を掲

載し、周知を図っております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 再質問いたします。 

 障がい者の悩み相談対応について。相談員配置

は何人で、何時まで受け付けているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 障害福祉サービスに関する相談は７人、障害者

手帳及び給付等に関する相談は６人、障がい者の

一般的な相談は８人の職員が配置されており、委

託相談支援事業所には８人の相談員が配置されて

おります。相談時間は、平日の午前８時30分より

午後５時15分まで受け付けしております。 

○議長（比嘉 直人） 宮城一寿議員。 

○１６番 宮城 一寿議員 相談員のこのような

対応をよろしくお願いいたします。 

 残り時間がありますけれども、今回早めに終わ

りました。私の一般質問８件に関して、御丁寧な

説明に感謝し、私の一般質問をこれで終わります。

ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了

しました。 

 次回は、明日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１５時２３分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

３ 番 議 員  糸 数 昌 宗 

 

４ 番 議 員  伊 盛 サチ子 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（５日目） 

 

◎ 令和６年６月20日（木） （１０時００分 開議） 

 

◎ 出席議員（27名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

５番 金 城 加奈栄 議員  19番 下 門   勝 議員 

６番 国 吉   亮 議員  20番 天 願 久 史 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  25番 大 城   直 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  27番 佐久田   悟 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  29番 藏 根   武 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  30番 伊 波   洋 議員 

14番 池宮城 善 伸 議員   

 

 

◎ 欠席議員（なし） 

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 説明のための出席者 

市 長 中 村 正 人  福 祉 部 長 幸 地 美 和 

副 市 長 佐久川   篤  こども未来部長 上 原 利恵子 

教 育 長 嘉手苅 弘 美  こども未来部参事 上運天   健 

総 務 部 長 山入端 立 也  市民生活部長 松 岡 秀 光 

企 画 部 長 金 城 和 明  市民生活部参事 古 謝 哲 也 

財 務 部 長 島 袋 史 朗  経済産業部長 岸 本   力 
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農林水産部長 座喜味 達 也  社会教育部参事 兼 城 哲 夫 

都市建設部長 名嘉眞   睦  学校教育部長 大 里 元 児 

社会教育部長 川 端   登  総務政策課長 諸見里 直 樹 

 

 

◎ 事務局出席者  

議会事務局長 知 念 義 浩  調査広報係長 伊 禮 君 人 

議 事 課 長 石 川 秀 吉  
調 査 広 報 係 

主 任 主 事 
山 城   太 

議 事 係 長 森 根 元 気  議事係主任主事 長 嶺 由 樹 
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◎ 議事日程第５号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 

第３．議案第54号 物品の取得について（はしご付き消防ポンプ自動車（大型高所放水仕様）） 

第４．議案第49号 令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第５．議案第60号 うるま市火葬場整備事業（設計・建設工事）請負契約について 

第６．議案第61号 うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）請負契約について 

第７．議案第62号 沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業（設計・建設工事）請負契約につい

て 

第８．議案第63号 物品の取得について（電子黒板整備事業（小学校）） 

第９．議案第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業（中学校）） 

第10．議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第11．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第５号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、金城加奈栄議員、国吉亮議員を指名し

ます。 

 日程第２．議案第45号 令和６年度うるま市一

般会計補正予算（第２号）、日程第３．議案第54

号 物品の取得について（はしご付き消防ポンプ

自動車（大型高所放水仕様））の２件を一括して

議題とします。 

 総務委員長へ委員会審査の報告を求めます。伊

波良明総務委員長。 

○総務委員長（伊波 良明） 皆さん、おはよう

ございます。これより総務委員会委員長報告を行

います。 

 

令和６年６月20日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

総 務 委 員 会 

委員長 伊波 良明 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 
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記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号） 原案可決 

議案第54号 
物品の取得について（はしご付き消防ポンプ自動車（大型高所

放水仕様）） 
原案可決 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果を御報告いたし

ます。 

 議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正

予算（第２号）について。初めに、消防関連につ

いて、委員から「歳入、消防手数料特定屋外タン

ク貯蔵所許可申請手数料137万円について、タン

ク何基分の手数料となっているのか」との質疑が

あり、当局から「沖縄石油基地にあるＴＡ33タン

ク１基分の審査手数料となっている」との答弁が

ありました。 

 次に、防災広報対策部関連について、委員から

「避難場所案内板整備事業業務委託料に係る案内

板等の設置予定について」質疑があり、当局から

「昨年の調査結果に基づく既存設置箇所の修繕等

が32か所、新規設置が20か所となっている。また

その他、今年度予定している新規設置については、

海抜表示板が79か所、避難所、避難通路の表記が

16か所を予定している」との答弁がありました。 

 次に、財務部関連について、委員から「歳入、

土地貸付料延滞金及び違約金の内容について」質

疑があり、当局から「今回の土地貸付料延滞金及

び違約金については、どちらも旧与那城庁舎買戻

しに伴うものである。土地貸付料延滞金は、旧与

那城庁舎の土地貸付料滞納に伴う延滞金232万

7,000円を予算計上し、違約金は契約に基づき、

売買代金の100分の20に相当する金額5,011万

2,000円を予算計上している」との答弁がありま

した。 

 次に、企画部関連について、委員から「津堅島

複合施設・移住支援施設整備事業の増額補正の内

容について」質疑があり、当局から「委託料の増

額補正について、実施設計業務委託料と外構設計

業務委託料は労務単価の値上げによるもので、地

質調査委託料については、内容を照査したところ

増額する必要性があったため補正予算を計上して

いる。また、磁気探査委託料については、現在、

国有地を買い入れる交渉を行っており、国との調

整の中で、令和７年度予定していた磁気探査を前

倒しで実施する必要性が出てきたため、今回、補

正予算を計上し実施していく予定である。 

 次に、手数料については、建築申請において所

要の追加申請手続が必要となったため増額補正す

るものである」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

 なお、他の常任委員会に分割付託されました補

正予算につきましても、原案のとおり可決したと

の報告を各常任委員長から受けております。 

 次に、議案第54号 物品の取得について（はし

ご付き消防ポンプ自動車(大型高所放水仕様))に

ついて、委員から「購入財源の内訳について」質

疑があり、当局から「財源については、全額、特

定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金を活用し

ている」との答弁がありました。 

 また、委員から「今回、入札参加者が１者と

なっている理由は」との質疑があり、当局から
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「今回、購入する車両について、日本国内では、

株式会社モリタと日本機械工業株式会社の２社し

か取り扱っておらず、日本機械工業株式会社の代

理店が入札不参加となったため、１者の入札参加

となっている」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま総務委員長の報

告が終わりました。 

 その中で、議案第45号 令和６年度うるま市一

般会計補正予算（第２号）は分割付託となってお

ります。 

 これより議案第45号について各常任委員長へ委

員会審査の報告を求めます。初めに、建設委員長

へ委員会審査の報告を求めます。真栄城隆建設委

員長。 

○建設委員長（真栄城 隆） 皆さん、おはよう

ございます。建設委員会委員長報告を行います。 

 議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正

予算（第２号）のうち、建設委員会へ分割付託さ

れました関係分について、審査の経過と結果を御

報告いたします。 

 委員から「８款土木費における各課管理費の減

額補正について説明を」との質疑があり、当局か

ら「今年度から公用車の管理を資産マネジメント

課で一括して行うことになったため、燃料費等を

減額としている。また、用地管理費の会計年度任

用職員報酬減額について、再任用職員が配置され

ている部署については、仮に今回継続配置がな

かった場合に備え、予算計上を行っていたが、継

続されたため減額としている」との答弁がありま

した。 

 また、委員から「８款４項１目津堅島公共交通

実証事業について、実証運行事業の期間はいつま

でか」との質疑があり、当局から「前期が令和６

年７月１日から11月30日まで。後期は令和６年12

月１日から令和７年２月16日までとなっており、

後期については、島民以外の利用者について有償

運行とする予定である」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本委員会に分割付託され

ました関係分につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） 次に、教育福祉委員長へ

委員会審査の報告を求めます。幸喜勇教育福祉委

員長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇） 皆さん、おはよ

うございます。教育福祉委員会委員長報告を行い

ます。 

 議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正

予算（第２号）のうち、教育福祉委員会へ分割付

託されました関係分について、審査の経過及び結

果を御報告いたします。 

 初めに、社会教育部関連について、委員から

「小学校ＬＥＤ化事業（脱炭素）、中学校ＬＥＤ

化事業（脱炭素）について、契約方法、事業内容

は」との質疑があり、当局から「本事業について

は、指名競争入札による執行で、小学校及び中学

校体育館の器具交換を予定しており、それに向け

て本年度は設計業務を行う内容となっている」と

の答弁がありました。また、委員から「器具交換

は費用がかかると思うが、電球のみを交換するこ

とで対応はできないのか」との質疑があり、当局

から「体育館については特殊な電球を使用してお

り、古い器具については、電球のみの交換で対応

することは難しいと考えている。今後、設計業務

を進めながら、対応方法について判断していくこ

とになる」との答弁がありました。 

 委員から「中央図書館外壁及び防水改修事業の

増額理由について」質疑があり、当局から「積算

時の労務単価について、令和６年３月から全国全

職種単純平均で前年度比5.9％引き上げられるこ

とになった。また、完全週休二日制導入のため、

今回の補正は、改定された労務単価で再算定を

行った額と当初予算額と比較して生じた差額分に

ついて、増額する必要が生じたため、今回、補正

予算に計上している」との答弁がありました。 

 次に、学校教育部関連について、委員から「学

校教育課管理費のタクシー使用料９万円の増額理

由について」質疑があり、当局から「年度末に学

校現場から予算の要望があり、今回初めて予算を
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計上している。内容としては、学校で児童・生徒

の救急搬送時に教職員が同乗した場合、病院から

学校まで戻る際に教職員が使用するタクシーチ

ケット代となっている。令和５年度は23件の救急

搬送があったため、それを踏まえた額を補正予算

として計上している」との答弁がありました。 

 委員から「小学校管理費（学務課）について、

消耗品費から学校管理備品購入費に予算を組み替

えているが、その内容は」との質疑があり、当局

から「今回、川崎小学校の理科室で使用する椅子

を整備するため見積書を徴取し、その内容を踏ま

えて消耗品費として予算を計上したが、椅子整備

については、学校備品に当たることから今回、予

算を組み替えて対応することになった」との答弁

がありました。また、委員から「整備する椅子の

材質について、パイプ椅子で対応している学校も

あると思うが、どのようなものを考えているのか。

また、単価についてはどのように設定したのか」

との質疑があり、当局から「耐用年数等を考慮し、

木材の椅子を整備する計画としている。単価設定

に当たっては、市に登録のある事務用品を取り扱

う業者数社から見積書を徴取し、その平均額を

もって算出した」との答弁がありました。関連し

て、委員から「市内業者を育成する観点から、木

工所等の活用が可能かについて、今後検討しても

らいたい」との意見がありました。 

 次に、こども未来部関連について、委員から

「保育所等業務効率化推進事業補助金の増額理由

について」質疑があり、当局から「本事業で導入

を予定しているシステムについては、保育に関す

る計画や記録、園児の登園及び降園の管理、保護

者との連絡等の機能を有しており、それを活用す

ることで保育所等の業務効率化、保育士の業務負

担軽減を図ることを目的としている。今回は、事

業実施の追加希望のあった、あげなこども園の本

園及び分園、すこやか保育園、輝宝保育園の４施

設への導入に対応するため補正予算に計上してい

る」との答弁がありました。また、委員から「シ

ステム導入によって、どのようなメリットがある

のか。また、現時点で導入している園は」との質

疑があり、当局から「導入するシステムには、降

園時間や代わりに迎えに来た方の情報を保護者に

通知する機能も備えているものもある。システム

導入により、降園時に安心・安全が確保されるほ

か、保育士の業務負担の軽減を図ることで、子供

たちと接する時間も増えるため、事故防止にもつ

ながるものと考えている。事業の対象は認可保育

園となっており、対象施設が88施設あるが、平成

28年度から令和５年度の間で40施設がこの補助金

を活用している」との答弁がありました。 

 委員から「保育士等定着化促進保険助成事業の

内容について」質疑があり、当局から「保育士確

保と保育士の離職防止は重要であると考えており、

保育士が安心して働ける環境を整えるため、勤務

中に起こる可能性のある事故や、弁護士へのトラ

ブル相談などに対応するための保険費用について

補助する内容となっている。保育士だけではなく

保育施設に働く全ての方を対象とした保険にした

いと考えており、園の申請に基づいて、その費用

の10分の８を補助する予定である。今回、モデル

事業として10園、250人分を想定して予算を計上

した」との答弁がありました。また、委員から

「他自治体でも同様な事例があるのか」との質疑

があり、当局から「他自治体で同様の事例はなく、

全国初の試みであると認識しており、保育士に

とって働きやすい環境、保育士を守る環境をさら

に整備するため、本モデル事業を実施していきた

い」との答弁がありました。 

 次に、福祉部関連について、委員から「低所得

世帯支援給付金事業（均等割のみ課税世帯・こど

も加算）の増額理由について」質疑があり、当局

から「均等割のみ課税世帯については、当初、支

給対象を3,000世帯と見込み予算を計上したが、

文書を発送する段階で改めて対象となる世帯数を

確認したところ、修正申告等で支給対象となった

世帯があり、その分を含めて3,050世帯へ通知を

行った。今後の増加も考慮して、70世帯分を補正

予算に計上している。また、こども加算分につい

ては、支給の基準日となる令和５年12月１日以降

に出生した人も支給対象となるため、その数を30
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人と見込みその分を補正予算に計上している」と

の答弁がありました。 

 委員から「障害者虐待防止対策支援事業につい

て、虐待防止講演会等の講師はどのような方に依

頼するのか。また、委託料の減額理由は」との質

疑があり、当局から「虐待防止に関する講演会等

については、市民向けと事業者向けに実施してい

る。事業者向けの講習会については大学教授等に

依頼している。市民向けの講習会については、よ

り多くの方が参加できるよう講演内容を工夫しな

がら、講師依頼を行っている。委託料の減額につ

いては、夜間・休日における障がい者への虐待に

関する通報受付に係る業務委託の部分となってい

る。虐待通報を受付する窓口担当は専門職が対応

することを想定し、社会福祉法人に委託を行って

きた。しかし、これまで受託してきた事業者から

専門職の確保が厳しく、今後、受託することが難

しいとの相談を受けた。今後の事業の在り方、対

応について課内で調整したところ、障がい福祉課

内には専門職が一定程度、配置されていることか

ら、本委託料では虐待の受付のみを行う内容に業

務を変更して対応したほうがよいとの判断に至っ

た。現在、休日・夜間の受付業務をコールセン

ターに委託しており、受け付けた内容については、

オペレーターが入力を行った時点で、課長・係

長・担当職員のメールアドレスに情報が届くよう

になっている。届いた内容を確認し、緊急性の判

断をして対応することになる」との答弁がありま

した。また、委員から「緊急性の判断は、どのよ

うに行うのか」との質疑があり、当局から「コー

ルセンターに業務を委託するに当たって、受付す

る情報の入力フォームを市が作成して提供してい

る。その設問に沿って状況を入力していき、その

結果、緊急と認められる場合は、通報に関する案

内文や最寄りの警察署の電話番号が表示されるな

ど、できるだけ判断に迷うことがないよう工夫し

て運用を行っている」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本委員会に分割付託され

ました関係分につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） 次に、市民経済委員長へ

委員会審査の報告を求めます。兼本光治市民経済

委員長。 

○市民経済委員長（兼本 光治） おはようござ

います。市民経済委員会委員長報告を行います。 

 議案第45号 令和６年度うるま市一般会計補正

予算（第２号）のうち、市民経済委員会に分割付

託されました関係分について、審査の経過と結果

を御報告申し上げます。 

 初めに、市民生活部関連について、委員から

「清掃管理費の増額補正について」質疑があり、

当局から「環境政策課執務室横に設置している清

掃用具等を保管する物置が、設置から25年以上経

過し、老朽化が進んでいることから、新たに物置

を購入し取替えを行うものである」との答弁があ

りました。 

 次に、経済産業部関連について、委員から「労

働諸費雇用奨励金の増額補正について」質疑があ

り、当局から「市内に新規立地した企業が市民を

雇用する場合に対象者１人当たり10万円を交付す

る事業であるが、今回、令和４年度に立地した企

業から市民20人の雇用に係る申請があり、その申

請に対応するため増額補正している」との答弁が

ありました。 

 また、委員から「めんそーれうるま！キャン

プ・合宿事業の予算の組替えについて」質疑があ

り、当局から「当該事業における取組の一環で、

スポーツイベントの実施やキャンプ・合宿に係る

宿泊に対する支援を行っているが、事業内容を精

査した結果、県からのアドバイスもあり委託料で

はなく補助金として対応することが好ましいとの

判断から組替えを行っている。今後、補助金交付

要綱の整備に取り組んでいきたい」との答弁があ

りました。 

 次に、農林水産部関連について、委員から「農

水産業振興戦略拠点施設機能強化整備事業の増額

補正について」質疑があり、当局から「当該事業

は、うるマルシェイベント広場の防風・防寒対策

を実施するものであるが、令和５年度の設計業務

に伴い、対策実施に係る予算に不足が生じたため
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増額するものである」との答弁がありました。 

 また、委員から「宮城西地区農道3040号災害復

旧事業について」質疑があり、当局から「昨年の

台風第６号の影響により混合擁壁が崩壊したため、

災害復旧事業を活用し、擁壁及び農道を復旧する

もので、災害復旧延長は45メートルとなっている。

また、国から99.6％の補助を受け、市の負担分は

38万6,000円である」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本委員会に分割付託され

ました関係分につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま各委員長の報告

が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出はありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。初めに、議案第45号 

令和６年度うるま市一般会計補正予算（第２号）

を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第54号 物品の取得について（はし

ご付き消防ポンプ自動車（大型高所放水仕様））

を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 日程第４．議案第49号 令和６年度うるま市下

水道事業会計補正予算（第１号）から日程第７．

議案第62号 沖縄県消防指令センター全体更新等

整備事業（設計・建設工事）請負契約についてま

での４件を一括して議題とします。 

 建設委員長へ委員会審査の報告を求めます。真

栄城隆建設委員長。 

○建設委員長（真栄城 隆）  

 

 

令和６年６月20日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

建 設 委 員 会 

委員長 真栄城 隆 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 
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記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第49号 令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第60号 うるま市火葬場整備事業（設計・建設工事）請負契約について 原案可決 

議案第61号 うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）請負契約について 原案可決 

議案第62号 
沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業（設計・建設工

事）請負契約について 
原案可決 

 
  

 

 引き続き、審査の経過と結果を御報告いたしま

す。 

 議案第49号 令和６年度うるま市下水道事業会

計補正予算（第１号）について、委員から「雨水

幹線整備事業とのことだが場所は」との質疑があ

り、当局から「江洲地区にある赤道第１雨水幹線

について、浸水対策の検討業務となっている」と

の答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

 次に、議案第60号 うるま市火葬場整備事業

（設計・建設工事）請負契約について、議案第61

号 うるま市火葬場整備事業（火葬炉設備工事）

請負契約についての２件については、関連する内

容となっており、本委員会において一括議題とし

て審査を行ったため、一括して御報告いたします。 

 委員から「区民総会では、火葬場が住宅地に近

いため配慮してほしいとの意見があったが、配慮

のための道路や駐車場整備、環境整備を含めた費

用となっているのか」との質疑があり、当局から

「公募においては県道からの見え方、景観に配慮

するという要件も含まれている」との答弁があり

ました。 

 また、委員から「提案の中で、地下部分に関す

る案もあったのか」との質疑があり、当局から

「地下駐車場を建設する提案もあるが、実際に設

計していく中で調整・検討していく予定である」

との答弁がありました。 

 また、委員から「新しい火葬場における１炉当

たりの稼働率について」質疑があり、当局から

「現在稼働しているのは、予備を除くと基本３炉

である。冷却に時間がかかり１炉１体であるため、

１日当たり３体となる。新しい炉では、予備を除

くと４炉が稼働し、１日２体処理できるため、１

日当たり８体まで処理が可能となる」との答弁が

ありました。 

 慎重に審査した結果、議案第60号及び議案第61

号につきましては、いずれも原案のとおり可決す

べきものと決しております。 

 次に、議案第62号 沖縄県消防指令センター全

体更新等整備事業（設計・建設工事）請負契約に

ついて、委員から「構成員11社について、市は事

業分担を把握しているのか」との質疑があり、当

局から「分担はＪＶの中で調整することになり、

瑕疵があった場合にはＪＶが責任を持って対応す

ることとなる」との答弁がありました。 
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 また、委員から「既存の建物についてはどうな

るのか」との質疑があり、当局から「今回、消防

本部機能を移設することに伴い、具志川消防署と

しての機能を強化する計画となっている」との答

弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま建設委員長の報

告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出はありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。初めに、議案第49号 

令和６年度うるま市下水道事業会計補正予算（第

１号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第60号 うるま市火葬場整備事業

（設計・建設工事）請負契約についてを採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

 異議がありますので、採決は電子表決システム

により行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 次に、議案第61号 うるま市火葬場整備事業

（火葬炉設備工事）請負契約についてを採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

 異議がありますので、採決は電子表決システム

により行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 次に、議案第62号 沖縄県消防指令センター全

体更新等整備事業（設計・建設工事）請負契約に

ついてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 日程第８．議案第63号 物品の取得について

（電子黒板整備事業（小学校））、日程第９．議案

第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業

（中学校））の２件を一括して議題とします。 

 教育福祉委員長へ委員会審査の報告を求めます。

幸喜勇教育福祉委員長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇） おはようござい

ます。 
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令和６年６月20日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

教 育 福 祉 委 員 会 

委員長 幸喜 勇 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第63号 物品の取得について（電子黒板整備事業（小学校）） 原案可決 

議案第64号 物品の取得について（電子黒板整備事業（中学校）） 原案可決 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果について、御報

告いたします。 

 議案第63号 物品の取得について（電子黒板整

備事業（小学校））、議案第64号 物品の取得に

ついて（電子黒板整備事業（中学校））の２件に

ついては、関連する内容となっており、本委員会

において一括議題として審査を行ったため、一括

して御報告いたします。 

 委員から「市内小学校と中学校に整備されるが、

購入する電子黒板の仕様は統一されているのか。

また、機器の保証と納品のスケジュールについて」

質疑があり、当局から「小学校及び中学校には同

様の製品を購入する。納入から１年間はメーカー

の保証で対応することになる。今回導入する電子

黒板は取付工事を必要とせず、専用スタンドを利

用し、移動が容易にできるタイプとなっている。

夏休みまでに１校でも多くの学校に配置したいと

考えている。児童・生徒の学習活動に影響が出な

いよう計画したい」との答弁がありました。 

 また、委員から「移動式と説明があったが、倒

れたりするなど、安全性に心配はないか」との質

疑があり、当局から「今回、電子黒板を整備する

に当たり、専用のディスプレイスタンドの仕様に

ついては、第三者認証機関において震度６強相当

の耐震試験をクリアした製品とし、入札時にはそ

の証明書を提出することを条件とした。また、納

品されるものと同様の製品を確認したが、重心も

低く安定しており、県内他自治体でも導入されて

いるが、これまで移動等に伴って転倒するといっ

た事故は発生していないと聞いているため、安全

性は確保されているものと考えている」との答弁

がありました。 

 また、委員から「小学校、中学校ともに75型と

65型サイズのディスプレイが購入されるが、それ
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ぞれどこに配置するのか。また、小学校ではディ

スプレイと書画カメラの購入数量は同数だが、中

学校では異なっている理由は」との質疑があり、

当局から「75型サイズのディスプレイは普通教室

及び特別教室に配置し、特別支援教室については、

普通教室より狭くなるため、その点を考慮して65

型サイズのディスプレイを配置する計画となって

いる。ディスプレイと書画カメラの購入数量の違

いについて、小学校では、普通教室において、通

常授業で書画カメラを活用しているが、中学校に

おいては、普通教室での利用は少なく、特別教室

での利用頻度が高くなっていることから、必要な

数量に違いがある」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、議案第63号、議案第64号

の２件については、いずれも採決の際に委員一人

の退席がありましたが、原案のとおり可決すべき

ものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま教育福祉委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出はありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 これより採決に入ります。議案第63号 物品の

取得について（電子黒板整備事業（小学校））を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第64号 物品の取得について（電子

黒板整備事業（中学校））を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４７分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第10．議案第47号 令和６年度うるま市国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。 

 市民経済委員長へ委員会審査の報告を求めます。 

兼本光治市民経済委員長。 

○市民経済委員長（兼本 光治） 報告いたしま

す。 

 

 

令和６年６月20日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

市 民 経 済 委 員 会 

委員長 兼本 光治 
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委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

 
  

 

 引き続き、審査の経過と結果について、御報告

申し上げます。 

 議案第47号 令和６年度うるま市国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）について、慎重に審

査した結果、特段問題とするところなく、本案は

原案のとおり可決すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま市民経済委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出はありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。議案第47号 令和６

年度うるま市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

 異議がありますので、採決は電子表決システム

により行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１０時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第11．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。玉元

哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 皆さん、おはようご

ざいます。会派かけはし、玉元哉世でございます。

一般質問を通告してありますので、議長の許可も

得ましたので、質問させていただきます。どうぞ

よろしくお願いします。 

 まず、１点目であります。うるま市企業の活性

化について御質問します。物価高騰などによる企

業支援の現状について。現在、物価高騰による建

設企業への影響が様々なところで生じてきており

ますが、うるま市が発注する公共工事等における
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物価高騰に対する企業支援の現状について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） おはようございま

す。玉元哉世議員の御質問にお答えいたします。 

 うるま市が発注する公共工事におきましては、

うるま市建設工事請負契約約款第26条において、

全体スライド・単品スライド・インフレスライド

の各種スライド条項が規定されており、物価高騰

に対しても、発注者及び受注者は協議し、適切に

対応することとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 建設関連事業への支

援について伺いますけれども、物価高騰などによ

る企業支援の現状について確認しました。そこで、

建設関連事業への支援についてお聞きします。先

日のうるま市建設業連合会より、うるま市に対す

る、うるま市建設関連事業に対する要望について

お聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 令和６年５月28日、うるま市建設業連合会より、

うるま市に対する、うるま市建設関連事業に対す

る要望が提出されております。要望事項は１．本

市における週休２日対象工事の導入についての要

望。２．本市におけるＰＦＩ・ＤＢ方式発注に対

しての各種スライド条項に関する要望の２点と

なっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、２点の要望の

内容についてお聞かせください。お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 １点目、本市における週休２日対象工事の導入

についての要望の趣旨は、令和６年度以前に発注

された年度をまたぎ継続している工事に対しても、

週休２日の達成が確認できる場合は、請負金額の

増加を要望する内容でございます。 

 ２点目、本市におけるＰＦＩ・ＤＢ方式発注に

対しての各種スライド条項に関する要望の趣旨は、

本市で発注されたＰＦＩ及びＤＢ事業において、

労働環境の確保、人件費及び資機材料の高騰によ

り、工事費の高騰が憂慮されており、工事品質確

保の観点などから、全体スライド・単品スライ

ド・インフレスライドについての対応を要望する

内容となっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 要望の内容について

確認しました。そこで、うるま市の対応はどのよ

うに行うのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 １点目、本市における週休２日対象工事の導入

についての要望の対応として、週休２日の達成が

確認できる場合は、適切に対応する旨を関係各課

より確認しております。 

 ２点目、本市におけるＰＦＩ・ＤＢ方式発注に

対しての各種スライド条項に関する要望について

も、関係各課より適切に対応することを確認して

おります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、今後の取組に

ついてお聞かせください。お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 現在、物価高騰による企業への影響が生じてい

ることを市としても認識しております。うるま市

が発注する公共工事において、物価高騰の影響が

確認された場合には、うるま市建設工事請負契約

約款の規定に基づき、適切に対応してまいります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 ありがとうございま

す。物価高騰の影響がしばらく続いていくものと

推察しますが、建設業の売上げ、そして利益も逼

迫していく可能性もあると思いますので企業への

支援が適切に実行できるようにお願いしまして次

の質問に移ります。よろしくお願いします。 

 次、２番目の質問に移ります。赤道団地余剰地

活用についてであります。地域からの要望につい

てというところで、去る５月２日に、新赤道自治
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会より、沖縄県営赤道団地余剰地活用について要

望書が市長宛てに提出されております。その内容

につきまして、赤道小学校建て替え及び公設学童

クラブの設置、そしてどんぐりフレンドパークの

整備など、赤道小学校区における安心して子育て

できる環境整備に関する感謝の記載があり、私も

改めて地域の一員として、この場をお借りして、

担当部局の皆様に感謝申し上げます。また、沖縄

県営赤道団地余剰地活用については、ぜひ地域の

声を反映していただき、地域活性化やさらなる子

育ての環境の整備につながるよう将来に向けて、

子供から高齢者まで多くの住民が利用できる複合

施設の検討と施設整備検討の際には、自治会も意

見交換など、積極的に協力したいとして要望書が

提出されております。それを受け、地域の声を市

としてどう受け止めているのかお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） こんにちは。

玉元哉世議員の御質問にお答えいたします。 

 新赤道自治会より、沖縄県営赤道団地余剰地活

用についての要望につきまして、子供から高齢者

まで多くの住民が利用できる複合施設の検討と施

設整備検討の際に、自治会も意見交換など積極的

に協力したいとの御意見に対し、大きな期待を強

く感じているところでございます。こども未来部

といたしましては、地域の皆様の意向を踏まえ、

庁内、関係機関と調整を重ねていくとともに、国

や県の補助事業や民間事業者の活用も視野に入れ

ながら、地域活性化となるよう事業方針について

お示しができるよう努めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、再質問いたし

ます。 

 国や県の補助事業や民間事業者の活用とのこと

ですが、補助事業の活用はどのようなメニューが

活用できるのか。民間事業者の活用はどのように

考えているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） お答えいた

します。 

 補助の活用につきましては、沖縄県や防衛施設

局等補助事業の活用を、庁内及び関係機関にて検

討してまいります。また、民間事業者の活用につ

きましては、資金や経営能力、技術力を活用した

公民連携などによる事業について検討してまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、現在の当局の

考え方について伺いますけれども、今年度は赤道

団地余剰地活用計画において、地域に必要な子育

て福祉施設についてのニーズ調査を予定している

とお伺いしております。市としてどのようなニー

ズ調査を行うのか、どのように地域と意見交換を

行うのか、当局の考え方について伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） 御質問にお

答えいたします。 

 去る５月に新赤道地区子育て福祉関連施設整備

に係るニーズ調査業務の業務委託契約を締結した

ところでございます。こども未来部といたしまし

ては、今年度中に地域の皆様や赤道小学校の児童、

保護者の皆様に対し、アンケート調査や地域との

意見交換の場を設け、多くの方の意見が聞けるよ

う努めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 新赤道地区子育て福

祉関連施設整備に係るニーズ調査業務の業務委託

契約の締結もされているとのことで、御丁寧な対

応をされている印象を受けております。今後とも

しっかり進めていただければと思います。当局の

丁寧な進め方に感謝申し上げ、この質問は終わり

にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、３番目の質問に移ります。赤道小

学校体育館についてであります。赤道小学校体育

館について、長寿命化計画事業とした経緯につい

て伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 玉元哉世議員

の御質問にお答えいたします。 

 学校施設の長寿命化改良事業につきましては、
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令和２年度に策定しました、うるま市学校施設長

寿命化計画に基づき実施することとしており、赤

道小学校体育館は、耐震基準やコンクリート圧縮

強度の確認による構造躯体の健全性の判定から長

寿命化改修が可能と判断し、長寿命化改良事業に

よる整備を実施する計画としております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、今後の事業ス

ケジュールについて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） お答えいたし

ます。 

 今後のスケジュールにつきましては、現在進め

ております改修設計業務の成果を踏まえ、令和７

年度の工事着手に向けて、関係機関や関係部署と

連携し、取り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、再質問いたし

ますけれども、改築工事ではなくて、長寿命化工

事というところなのですけれども、これを両方で

比較した場合にどのようなメリット、デメリット

があるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 初めに、長寿命化改良工事のメリットとしまし

ては、既存建物の柱、梁、基礎の構造体を使用す

るため、新たな構造体の工事が不要となるほか、

解体量を減らすことで、それにかかる経費と排出

される廃棄物量も縮減されます。なお、公立学校

施設整備事務ハンドブックによりますと、改築工

事の約６割程度の経費で実施可能とされており、

工事期間についても短縮して実施できます。さら

に、ライフラインの更新や劣化箇所の改善を併せ

て実施するため、改築と同等の環境改善を図るこ

とができます。 

 次に、デメリットとしましては柱、壁などの既

存構造体を再利用するため、間取りの変更に制約

が生じる場合があることが挙げられます。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 また再質問をいたし

ますけれども、改築工事の約６割程度の経費で実

施可能とされており、工事期間についても短縮し

て実施できるとのことで、経費、そして工事期間

については理解しました。 

 では、長寿命化改良工事を実施した場合には、

建物はどのくらいの年数維持することが可能なの

か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 今回、対象の長寿命化改良事業の条件の一つに、

今後30年以上使用する予定のものとあることから、

事業条件に準じ、今後30年以上使用することを前

提としております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 ということは、現在

建物は、40年経過していると聞いておりますけれ

ども、それを足すと約70年ということになると思

いますが、長寿命化計画を実施したときには70年。

私が一番懸念していることは、40年前の建物とい

うこともありますのでやはり耐震とか、避難所に

なったときということを考えたときに、そこが担

保されればいいとは思うのですが、ただやはり災

害時に避難所としてやはり体育館を使用したとき

のことをとにかく担保していただきたい。そうい

うふうに考えている次第であります。そこをお願

いしまして、次の質問に移ります。 

 次の質問に移ります。４番目、宇都宮市との友

好都市提携についてであります。宇都宮市との友

好都市提携の予定があるとのことでお聞きいたし

ますが、振り返りの意味でも、現在、友好都市と

して、盛岡市との状況をお聞きしますが、盛岡市

友好都市でうるま市にどのような効果が得られた

のか。そしてまた、盛岡市側への恩恵はどのよう

な効果が得られたのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。玉元哉世議員の御質問にお答えいたします。 

 平成24年７月31日に、盛岡市と友好都市提携を
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しており、その後も両市において物産やスポーツ、

文化関連の団体等の交流を盛んに行っているとこ

ろでございます。その中で、両市の歴史・文化や

生活習慣、自然環境などについて意見を交わすこ

とにより、将来を担い、広い知見と豊かな情操を

持つ人材の育成を目的として行っております中学

生交流事業や、盛岡市役所の職場環境や取組を通

して、社会経済情勢の変化に対応できる職員の育

成や、スキルアップの効果が得られる人事交流を

行っております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 では、交流するとな

るとやはり目的が必要になってきます。宇都宮市

との友好都市の趣旨、目的について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 宇都宮市との友好都市提携は、お互いが持つ資

源や強みを提供し合い、市と市の交流、企業と企

業の交流、人と人との交流を進め、産業振興を含

めた地域力の向上につなげることを目的としてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 お互いが持つ資源や

強みを提供し合いとありました。双方の強みを現

段階でタイアップなど、どのように考えられてい

ますでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 今後の事業展開といたしまして歴史、文化、ス

ポーツなどを通した子供同士の交流、観光ＰＲに

よる誘客の促進、農産物の販路拡大、イベント等

への参加、地元企業のＰＲとマッチング支援など

を検討しております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 うるま市にとっての

メリットは何があるのか。経済効果の目標は何が

ありますか、伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 今後予定されます交流といたしまして、経済交

流や観光促進、文化交流、教育の交流、大規模災

害時の協力体制、行政間の連携の強化、地域ブラ

ンドの向上などに向けて取り組んでいくことにな

りますが、行政間の交流によるメリットを挙げま

すと、職員の情報交換やノウハウの共有を進める

ことで、より効果的な行政運営が促進されると考

えております。環境対策や地域振興策など、共通

の課題に対する共同プロジェクトの実施など、両

市の強みを互いに共有することで、発展的なメ

リットをつくり出すことも可能と考えております。 

 また、経済交流の目標につきましては、うるま

市産の農産物や特産品の売上げ、交流人口の増加、

本市の認知度向上、新たなビジネスの創出件数な

ど、様々なＫＧＩ・ＫＰＩの設定が想定されます

が、具体的には、今後予定されております、うる

ま市・宇都宮市友好都市実行委員会の戦略部会に

おいて、具体的な取組内容も含めて設定してまい

りたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 行政間のお付き合い

になりますので、損得勘定をあまり強調すること

ではないとは思いますけれども、友好都市提携の

目的に対して、双方の相乗効果はなくてはならな

いと思っています。そこでうるま市側だけではな

くて、宇都宮市にとってのメリットについて伺い

ます。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 メリットにつきましては、これからの様々な交

流を経て生み出していくことが重要だと考えてお

ります。例を挙げますと、災害時の協力体制にお

ける支援や物資の提供など、相互援助体制の構築

のみならず、台風被害の広域化が進む昨今におい

ては、うるま市における暴風雨対策や家屋の設計

等のノウハウが将来的には生かされる可能性もご

ざいます。人口減少や高齢化が進む中、人づくり
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の機会創出や地域経済の活性化、さらに地域力の

向上につながる自治体間の連携も取組の一つとし

て、相互にメリットを生み出していくことが重要

であると、両市において確認しております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 ありがとうございま

す。やはり市民とかには盛岡市と友好都市の提携

をしているというのは、大体分かると思うのです

けれども、やはりこういうちゃんと交流して市に

とって、メリットがいろいろあるというのをしっ

かり市民にも、私個人としては周知徹底していた

だきたいなというふうに思います。市民へのこの

周知時期、方法についてはどのように考えられて

いますでしょうか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 市民への周知等につきましては、６月号の広報

紙での掲載を皮切りに、６月末の第２回うるま

市・宇都宮市友好都市実行委員会後にプレスリ

リースを行い、メディアの皆様のお力をお借りし

ながらＰＲしてまいりたいと考えております。ま

た、ホームページや大型ビジョンでの周知、広報

紙での特集、９月のうるま市エイサーまつりにお

いて、市民向けのお披露目も計画しているところ

でございます。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 友好都市提携から走

りながら、様々な分野でどのようにしたらよいの

かというのを検討していくと思いますが、この友

好都市提携がお互いにとってよい提携になるよう

お願いしまして、次の質問に移ります。 

 ５番目の質問になります。沖縄県立中部病院に

ついてであります。この質問に関してはお聞きす

ることが中心になりますけれども、中部病院の現

在の体制、そして現在の建物の状況、医療現場の

状況、医療環境などについて伺いますが、中部病

院は、高度医療を提供する中核病院、基幹病院と

して、救命救急センター、総合周産期母子医療セ

ンター、へき地医療拠点病院、地域がん診療連携

拠点病院、地域医療支援病院、基幹災害拠点病院、

臨床研修病院、第２種感染症指定医療機関などの

機能を備え、中部広域や本市における地域医療の

拠点として重要な役割を担っております。第173

回２月定例会において、同僚議員の一般質問でも

数多く取り上げられておりましたが、南病棟の耐

震基準未満、本館の狭隘化や医療設備等の老朽化、

そしてヘリポートもないなど、災害対応への脆弱

性、駐車場の慢性的な不足など、中部病院が抱え

る問題点があることが明らかになり、それに伴う

医療機能の低下、臨床研修病院機能の低下、人材

の確保などが懸念されております。 

 また、工事中は医療提供の機能低下から地域医

療・救急体制への影響、救急搬送の滞りから救え

る命への影響が懸念され、工事の音や振動、粉じ

んなどの影響や工事中の駐車場の利用制限など、

患者にとってのサービス低下、医療環境の悪化も

懸念されております。私も地域の近くに住む議員

として、一市民として、この件は非常に大事なこ

とと思っており、改めて現状等をお聞きし、今後

の議論につなげていければと考えておりますので、

質問いたします。 

 建物の老朽化、耐震化、狭隘化の現状を数字等

で詳細を具体的にお伺いしたいと思います。また、

併せて課題について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 玉元哉世議員

の一般質問にお答えいたします。 

 中部病院の南病棟は、1981年竣工の建物で、築

42年が経過しており、平成26年度に実施された耐

震診断において、耐震基準が満たされていないこ

とが判明しております。その後、南病棟耐震化工

事の入札が不調となり、現在まで耐震化が図られ

ていない中で運営されている状況であります。 

 一方、中部病院本館につきましては、2001年竣

工の建物で築23年が経過しており、職員数の増加

や医療機能の向上に伴い、許可病床数559床に対

する十分な面積がなく、狭隘化が進んでおります。

１床当たり床面積を他の県立病院と比較すると、

南部医療センター84.26平方メートル、八重山病
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院77.01平方メートル、宮古病院75.03平方メート

ル、北部病院55.81平方メートル。そして、中部

病院63.7平方メートルとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 老朽化、耐震化、狭

隘化の説明で、課題が山積していると感じており

ます。 

 では再質問いたします。医師や職員数の直近過

去からの数字、現状と今後の課題について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 玉元議員の再

質問にお答えいたします。 

 公表されている資料によりますと、中部病院の

医師数は令和２年度114人、令和３年度113人、令

和４年度103人となっております。 

 看護師等の人数は令和２年度608人、令和３年

度611人、令和４年度630人となっております。 

 事務職や労務職などの管理部門の職員数は令和

２年度45人、令和３年度45人、令和４年度44人と

なっております。 

 薬剤師や検査技師などの診療補助部門の職員数

は令和２年度130人、令和３年度137人、令和４年

度147人となっており、総計では令和２年度897人、

令和３年度906人、令和４年度924人となっており

ます。 

 現状では、仮眠室や休憩室、更衣室が皆無に等

しい状況、職員用トイレの不足、会議室や研修室

などのスペース不足、職員駐車場の不足など、狭

隘化がもたらす劣悪な職場環境、労働環境の改善

が課題であり、このままでは医師不足や医療従事

者の離職につながるおそれがあると思われており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 医師数は令和２年度

114人、令和３年度113人、令和４年度103人で減

少をしているということで、職員数は増加傾向な

のかなというふうに思っています。 

 仮眠室や休憩室、更衣室が不足している状況、

職員用トイレ不足、会議室や研修室もスペース不

足、駐車場の不足など、狭隘化が持たらしている

職場環境、労働環境の実態と課題が見えてきまし

た。 

 では再質問しますけれども、医療機器や医療環

境の現状はどうなっているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 玉元議員の再

質問にお答えいたします。 

 令和６年度にロボット手術機器の導入、放射線

治療センターの設備更新及び改修工事を行う予定

となっているようでございます。 

 その他の機器等については、最新鋭ではないも

のの配置はされており、医師等の経験や技術にお

いて対応しているものと伺っております。 

 医療環境につきましては、ＣＴ検査を受ける患

者の待機室がなく、様々な人々が頻繁に行き交う

廊下などで、ソファーで待機し、車椅子やスト

レッチャーが列をなすなど、患者への配慮を欠い

た構造となっております。 

 また、ＭＲＩ室に至っては、救命救急センター

に隣接している関係上、病棟に移送する救急患者

と鉢合わせをするような構造となっております。 

 また、南病棟入院患者がこれらの検査を受ける

際には、約170メートルある渡り廊下を伝って搬

送することとなり、非常に非効率的であると伺っ

ております。 

 救急センターにつきましては、全体のスペース

が狭小のため初療室、経過観察室、入院室が混在

しており、処置や移動、感染対策などに支障を来

している状況のようでございます。 

 また、南病棟から霊安室は遠方となっており、

やむを得ず南病棟出入口から御遺体搬送車へ直接

移送する状況となり、その際には一般の方の前を

通らざるを得ず、大変配慮に欠ける状態となって

おります。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 医療機器については

令和６年度にロボット手術機器の導入、放射線治

療センターの設備更新及び改修工事を行うとのこ

とですが、医療環境については様々な課題が確認
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できました。詳細な説明ありがとうございます。 

 では再質問いたしますけれども、本市としてこ

れまでの取組をどのようにしてきたのかというの

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 玉元議員の再

質問にお答えいたします。 

 令和５年１月、中部病院将来構想2030へ市長の

コメントを寄稿。 

 同年８月９日、中部市町村会にて、中部病院の

将来構想について県へ要請しております。 

 その後、中部病院将来構想検討委員会での議論

の状況、問題・課題の解決方法などの具体性が見

えてこない状況の中、本市への説明や調整もない

状況などから令和６年１月12日、市長より県議会

議長へ問題・課題等について要請書を手交してお

ります。 

 同年１月15日、県中部病院将来構想検討委員会

で市長が質疑と市内候補地を提案する旨述べ、そ

のまま県庁記者クラブにて会見を行っております。 

 同年１月25日、中部地区医師会長、中部病院院

長、市長による面談を行い、情報共有を図ってお

ります。 

 同年１月31日、県議会議員への説明会に参加。 

 同年２月１日、市内事務委託者連絡会議へ市長

より説明を行いました。 

 同年２月５日付で、うるま市選出の４県議会議

員へ県議会議長宛てと同様の要請書を発出してお

ります。 

 同年２月14日、２月21日、２月26日、それぞれ

順に市議会議員、宮里自治会の関係者、市内全自

治会長への説明会を開催し、同年３月27日、病院

事業局による地元近隣自治会への説明会へ市職員

が参加しております。 

 同年５月16日付で、県知事及び病院事業局長へ、

将来構想検討委員会へのうるま市長出席及び意見

陳述の機会を設けること、市当局、市議会、関係

職員等を交えた説明及び意見調整の場を設けるこ

との２つの要請文書を発出しており、５月29日、

第４回将来構想検討委員会へ市長が出席し、意見

陳述してございます。 

 同年６月５日には市長、副市長、関係職員にて

中部病院の現場を視察しております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 詳細な説明、本当に

ありがとうございます。 

 ただやはり本市への説明、調整などがないとの

ことで、ちょっと残念であります。では、中部病

院将来構想の現在の進捗状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 玉元議員の再

質問にお答えいたします。 

 現在、中部病院将来構想検討委員会では、県立

中部病院将来構想案を作成しており、令和６年７

月３日よりパブリックコメントを行う予定のよう

でございます。その後、同年７月末頃に将来構想

を策定、同年８月頃から基本計画策定の作業に入

り、令和７年度からは設計業務を行っていくスケ

ジュールとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉元哉世議員。 

○１２番 玉元 哉世議員 高度医療を提供する

中部広域の市民の利用する病院が、高齢化などで

中部病院を利用する人がどんどん増加傾向となっ

たときに５年先、10年先、はたまた20年先に極端

な話、医療崩壊にならないように県には進めてい

ただきたい、そういうふうに願うばかりでありま

す。 

 南病棟は耐震基準未満であり、災害時の懸念も

あります。本館の狭隘化や医療設備等の老朽化、

ヘリポートもないことでの災害対応、駐車場不足、

医療機能の低下、人材の確保、さらには工事中の

医療提供機能の低下、地域医療・救急体制への影

響、救急搬送の滞りが懸念され、患者にとっての

サービス低下など、様々な課題があることから、

私、地域の議員として非常に懸念しているところ

であります。私としては本市としてしっかり取り

組んで、いろいろ要望とか、そういったことを

しっかりして、県の動向を注視していただきたい

と思っております。一番やはり医療機能の低下は

絶対に避けたいという思いであります。以上で私
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の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１１時４６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時２９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 議長、休憩をお願い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１３時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 皆さん、こんにちは。

第176回定例会一般質問を行います。当局の皆さ

ん、よろしくお願いいたします。 

 では、大きい項目１．私有地・公衆用道路につ

いて。うるま市字平良川平良川原151番６（私有

地・公衆用道路）等について質問を行います。 

 平成29年５月30日と令和５年６月５日付でうる

ま市字平良川平良川原151番６、所有者から嘆願

書が提出されております。平成29年５月30日付の

回答では、当年度予算は確定しているため、翌年

度の予算に組めるかどうかですとの回答。その後

も予算を充当しているとのことで、その相談を受

け、令和６年５月１日の回答では、市道買い上げ

は、市道認定月日の古い順に予算を充当し、市の

単独費用で買い上げを行っている。個別で賃貸借

契約を交わすことは現実的ではないとのことでし

たが、年月日が古い順ということでありましたが、

嘆願書が提出された所有者については、何番目の

対応となるのか伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 金城加奈栄議員

の御質問にお答えいたします。 

 未買収用地取得事業では、基本的に市道認定の

古いものから順に用地取得を行っております。御

質問の字平良川平良川原151番６に隣接する市道

は、平良川５－４号線でございますが、市道認定

月日や直近の事業予算額から推察しますと、向こ

う５年間の用地取得は困難であると考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 再質問を行います。 

 本市においては、その他の未買収用地が何筆あ

るのか伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 現在把握しております未買収用地全体の筆数は

約3,400筆、面積にして約133万9,000平方メート

ルになります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 令和６年６月３日付

の新聞報道において、市道として使用されたにも

かかわらず、使用料が払われていないという不当

利得返還を求め提訴されておりますが、今回の所

有者の件も嘆願書が提出されたにもかかわらず、

月日だけが過ぎ、市道認定月日が古い順からの言

い逃れだと同様にならないのか、所見を伺いたい

と思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 繰り返しになりますが、未買収用地取得事業で

は、基本的に市道認定の古いものから順に用地取

得を行っており、今後も里道などの用途廃止で得

た土地売払い金収入を充当するなど、財源確保に

取組、事業進捗を図ってまいりたいと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 地権者に対しての説

明と今後の対策について伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたし
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ます。 

 対象地権者に対しても同様に、市道認定の古い

ものから順に用地取得を行っているとの説明を

行っております。また、今後の対応につきまして

も財源確保に取組、事業進捗を図ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 最後に、地権者に対

してしっかりと説明していただくことを求めます。 

 では、次の質問へ移りたいと思います。大きい

項目２．歩道整備について。兼箇段地内、県道36

号線、旧具志川環状線沿いの歩道整備について。

兼箇段部落内を通る県道36号線、旧具志川環状線

歩道等が途中から整備されておらず、部落内では

朝夕の車の量が多く通るため、約50センチメート

ル幅の側溝の上や側溝が割れているなど、通学時

や住民が歩行者の安全上、非常に危険な状態であ

る。安心・安全に歩く日常生活として求め、地域

住民から相談を受け、本市に対して、住民の方々

から陳情要請されましたが、進捗状況としてどう

なったのか伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 御質問の県道36号線歩道整備につきましては、

４月24日に地域住民の方々より、字兼箇段828番

地先から878番地先間で、歩道がないことにより、

歩行者と通過車両との間隔が近く危険であるとの

ことから、早急な歩道整備を要望する声が本市に

寄せられております。 

 また、５月27日には、地域自治会より同一箇所

における歩道整備要請書の提出がございました。

要請書を受け、現地調査を実施し、６月３日付で、

道路管理者である沖縄県中部土木事務所へ要請書

等を進達しており、同月６日付で地域自治会へ進

達した旨の報告を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 県道36号線、旧具志

川環状線は、県から市に対して管理されているの

か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 県道36号線につきましては、沖縄県管理となっ

ております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 今後、県と市で検討

し、管理対応について協議が必要と思いますが、

見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 今後の管理につきましては、道路管理者である

沖縄県により、歩道や道路未整備区間の整備完了

後、県道管理移管について協議してまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 最後に、今回の答弁

内容を聞いて、５月14日に沖縄県土木建築部、同

じく、地域住民の方と一緒に陳情を要請してまい

りました。今回の答弁を聞いて、地域自治会、そ

して本市からも、要請書を進達したということで

確認ができましたので、ありがとうございます。 

 では、次の質問へ移りたいと思います。大きい

項目３．市民行政について。県道85号沖縄環状線

前原地域（はま寿司前）交差点の信号機の進捗状

況について引き続き質問をいたします。 

 令和５年12月第171回定例会において、県道85

号沖縄環状線前原地域（はま寿司前）交差点の信

号機への右折時間の調整について、前回の答弁に

おいて、２回目の交通量調査を計画しているとい

うことでしたが、調査結果と信号機の右折時間の

調整について、進捗状況をお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 金城加奈栄議員

の御質問にお答えいたします。 

 当該交差点の信号機等について管轄警察署に確

認したところ、昨年８月実施した交通量調査の結

果、交通への支障は感じられず、２回目の交通量

調査を計画していると答弁しております。進捗状

況を確認したところ、２回目の調査については未
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実施との回答がございました。２回目の調査時間

帯については、夕方の帰宅時間帯は、交通量にば

らつきがあるため、朝の通勤・通学時間帯に調査

を予定しているとのことであります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 今回の答弁の内容で

２回目の調査については、今回は未実施というこ

とで分かりました。今後、動向を注視していきた

いと思っております。 

 では、次の質問に移ります。大きい項目４．福

祉行政について。（１）介護職員・ケアマネー

ジャーに対しての居住支援手当について質問を行

います。介護人材不足が懸念される中、介護福祉

分野において、介護職員やケアマネージャー等、

ケースワーカーは全産業平均より賃金が低く、全

国平均よりも格差が大きい。本市では、保育士も

同様に人材の懸念から、宿舎借り上げ事業などを

行っておりますが、全介護福祉分野への居住支援

手当を設置できないか、見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 金城加奈栄議員の御

質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、市内の介護事業者からも

人材不足の声は上がっており、高齢者支援におい

て大きな課題であると認識しております。 

 御提案の宿舎借り上げ事業については、保育士

確保事業と異なり、国・県からの補助がないため、

市単独事業としての財源確保が難しい点もござい

ます。 

 しかしながら、介護人材確保については、重要

な課題でありますので、他の事例などを参考に研

究してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 では、居宅介護予防

支援の改正について質問を伺います。 

 第175回臨時会において、専決処分されました

うるま市指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部が改正されました。 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備、運営

に関する基準等の改定内容において、７地区の地

域包括支援センターに加え、新たに指定居宅介護

支援事業者54か所中、希望して登録を行った事業

者が居宅介護予防支援を行えるようになり、利用

者の分散を図る動きであります。 

 また、今回の改定により、居宅介護支援事業所、

常勤ケアマネージャー１人につき担当件数の上限

35人までの利用者担当でしたが、今後は１人に対

して44人へ変更されています。 

 それでは、事業所に事務職員を配置している場

合は、利用者件数がどう変わるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 ケアマネージャー１人当たりの利用者人数につ

いて改定により、利用者44人までの請求基準が明

確となりました。利用上限人数を超えてしまいま

すと、居宅介護支援費が減額されるペナルティー

がございます。 

 なお、ＩＣＴの活用や業務の負担軽減、効率化

につなげる事務職員の配置などを行った場合にお

いては、50人未満の利用者まで、ペナルティーを

受けずに請求できることとなります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 事務職員を増やすと

利用上限人数が50人未満まで増やせるとのことで

したが、事務職員の配置による費用で事業者の負

担が増えるのではないかと思いますが伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 事業所による事務職員の増については、各事業

者が利用者を増やすために実施するかの判断を

行っていくものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 通常に運営している

居宅介護支援事業者からすると、通常のケアプラ

ン申請件数を持ちながら、さらに指定した居宅介

護予防支援事業者の要支援者の介護予防ケアプラ

ン業務が増えないか見解を伺います。 

 また、地域包括支援センターの人材不足に陥っ
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た場合は、居宅事業者へ業務を流す考えなのか伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 居宅介護事業者が新たに居宅介護予防支援事業

者としての登録をした場合、介護予防支援につい

ては、業務が増えることになりますが、利用人数

などについては、運営規定に基づく範囲内で運営

をしていただくことになります。 

 また、今回の改正により介護予防支援について

は、登録した事業者でも実施が可能となっており

ますが、地域包括ケアの推進において、中心的な

役割を担っている地域包括支援センターの業務で

ある相談事業部分については、引き続き地域包括

支援センターで担っていくものと認識しておりま

す。 

 しかしながら、高齢者が増え、相談件数も増加

しておりますので、対策等についても研究してま

いりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 では、②介護認定手

続及び介護保険制度の周知方法について質問を行

います。 

 本市における介護認定申請件数はどれぐらいあ

るのか。また、申請から決定までの日数が原則30

日以内となっておりますが、待機者数がどれぐら

いいるのか伺います。 

 また、制度の改正に伴い、川崎市のホームペー

ジでは、介護予防支援の事業者の指定対象拡大に

伴い、利用契約手続等に係る内容を周知するため、

ホームページなどがあります。本市においても、

事例を参考にホームページやＱ＆Ａのパンフレッ

トなどを行う必要があると考えますが伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 令和４年10月から令和５年９月末までの１年間

の申請件数は4,984件となっており、認定の可否

や程度が決定するまでの日数は約40日程度かかっ

ております。 

 なお、認定が決定するまでの期間においても、

利用者がケアマネージャーなどと相談して、暫定

的なケアプランを作成し、介護サービスを受ける

ことも可能となっているため、申請をしたほとん

どの方が介護サービスなどを受けているため、申

請期間中に介護サービスなどを受けていない人数

につきましては、把握しておりません。 

 また、ホームページなどによる制度の周知方法

については、他の自治体や関係団体等の公表して

いるＱ＆Ａの内容や周知方法などを研究してまい

ります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 では、③に移ります。

特別地域介護予防支援加算や中山間地域等におけ

る小規模事業所加算について、今回の改定により

新設された特別地域介護予防支援加算や中山間地

域等における小規模事業所加算について、沖縄県

は該当するのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 特別地域介護予防支援加算については、沖縄県

では離島地域が対象となっており、本市では津堅

島となりますが、対象の介護事業所の所在がござ

いません。 

 また、中山間地域等における小規模事業所加算

については、豪雪地帯や辺地、過疎地域などの地

域が対象であり、沖縄県全体では条件が合えば加

算を受けることが可能です。 

 市内では津堅島や桃原地区を除く、宮城島、伊

計島が該当しますが、現在地区内に対象事業所は

ございません。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 最後に今回の内容を

聞いて、福祉行政としても高齢者が増え、相談件

数も増加し、対策等についても研究したいという

ことでありました。高齢化社会が進む中で誰もが

受けられるサービスではありますが、働き手の不

足、様々な課題があると思います。やはり介護支

援事業者の意見を取り入れる必要があるのではな

いかと思いました。 

 では、次の質問に移ります。大きい項目５．学
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校施設環境について。学校体育館への空調機設置

状況等について。沖縄県では、夏は非常に暑い熱

帯気候で小・中学校の体育館利用に当たり、暑さ

に耐えられなく、子供たちの体育授業等の熱中症

対策への体調環境を大変危惧しております。また、

災害等の指定避難所としての活用などあることか

ら、本市において学校体育館への空調設備が整っ

ている状況について、本市での設置率を伺います。

また、今後の設置計画について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 金城加奈栄議

員の御質問にお答えいたします。 

 市内小・中学校体育館の空調設備設置状況につ

きましては、現在26校中４校の設置で、設置率は

15.3％となっております。今後の設置につきまし

ては、設置費用や維持管理に係る費用負担が大き

いほか、運用面での課題等もあり、現時点で設置

計画はございません。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 国から空調設置につ

いて事務連絡が、防災担当、教育委員会宛てに通

達されていると思いますが、財源について公立学

校施設について、学校施設環境改善交付金活用と

緊急防災・減災事業債を活用することはできない

のか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 議員御提言の財源のうち、学校施設環境改善交

付金の活用に当たっては、体育館に断熱性がある

ことが要件で、断熱性がない場合には併せて断熱

性確保の工事を実施する必要が生じてきます。 

 また、体育館のような広い空間に設置する空調

設備は十分な効果を得るために、高出力タイプの

設備を導入する必要があり、設置費用だけでなく

維持管理費用もかさむため、費用対効果や事業の

優先度を慎重に検討する必要があり、緊急防災・

減災事業債を含め、現時点での活用は厳しいと判

断しております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 今の答弁で厳しいと

いうことでしたので理解はしました。 

 では、大きい項目６へ移ります。教育行政とし

て、学校給食費無償化について。令和５年９月第

170回定例会の答弁において、８月９日に沖縄県

と中部地区の学校給食を実施する市町村との連絡

協議会において、県のほうから学校給食費無償化

に向けた取組を進めるために、協力を求める話が

あったと報告を受けているということでした。今

後、学校給食費無償化の実現に向け、財源の支援、

制度設計の構築など、引き続き沖縄県と協議を重

ねていくということでしたが、玉城知事は５月24

日の会見で、中学校の給食費を無償化する市町村

に対して、費用の半分を県が補助する制度を2025

年度から実施すると発表しましたが、しかし市長

会は要請文で財政の２分の１の負担を求める市町

村に事前の調整もないということで、要請との記

事がございました。８月９日以降に、沖縄県と中

部地区の連絡協議会での回答はどう対応されたの

か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 金城加奈栄議員

の御質問にお答えいたします。 

 昨年８月９日での連絡協議会以降、県との協議

の機会はございませんでした。先日、５月24日の

沖縄県知事の定例記者会見の報道で初めて知った

ところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 連絡協議会以降、県

との協議の機会はなかった。記者会見の報道で

知ったとのことでありましたが、令和６年６月12

日付、各市町村教育委員会教育長へ学校給食費の

無償化に向けた沖縄県の内容で、中学校学校給食

費の２分の１を補助すると示された内容の通達が

来ていると思いますが、通達は届いているのか伺

います。また、その県の内容において、市として

は中学校の学校給食費の２分の１補助も行わない

ということなのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 再質問にお答え
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いたします。 

 議員御案内のとおり、沖縄県教育長名で通知が

届いております。内容としましては、令和７年度

より県内41市町村に対して、中学生の学校給食費

の就学援助対象者を除いた２分の１相当の補助を

行う。また、詳細な制度設計については、市町村

との意見交換を踏まえ、検討を行っていく旨の通

知でございます。本市は県に対して、小学校も含

めた完全学校給食費無償化を要望しておりますの

で、教育委員会としましては、県の補助制度の提

示を待ちたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 再質問いたします。 

 ５月25日の新聞報道においては、中学校を対象

とする根拠として、昨年度に保護者対象に実態調

査を実施し、高校進学を迎えた中学校の子供がい

る家庭からは、教育費に重い負担を感じることか

ら、段階的な無償化を進めていくことについて、

本市での中学校給食費は月額5,000円の年間にす

ると５万5,000円の支出となります。物価の高騰

で家計の負担も大変です。本市としても県と調整

対応し、来年度から実施できるよう強く求めます。

見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 再質問にお答え

いたします。 

 給食費無償化支援について、県教育委員会と意

見交換会が予定されておりますので、本市の学校

給食の運営及び調理場整備に多額の予算を投じて

いる財政面の現状や、課題などを県教育委員会へ

強く訴えてまいりたいと考えております。教育委

員会としましては、県の補助制度の提示を待ちた

いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 では、市長へ質問を

行いたいと思います。 

 中村市長の公約でも給食費の段階的軽減を掲げ

ておりましたが、うるま市の市長として、市とし

て補助を行うべきだが、市長の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 金城加奈栄議員にお答え

をいたします。 

 給食費無償化を実現するためには、恒久的な多

額の財源が必要となるため、市単独では財政的に

厳しい状況があることを御理解いただきたいと思

います。沖縄県知事が公約として学校給食費を無

償化にするということを公言しておりますので、

その動向を注視してまいりたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 再質問を行います。 

 令和５年３月17日付、市議会において学校給食

費無償化の早期実現を求める意見書においては、

国による全国一律無償化が実現するまでの間、沖

縄県の制度として県内市町村一律無償化を早期に

実現すること、地域格差がないように、学校給食

費の全国一律無償化の実現を国会及び政府に強く

要請との意見書を知事宛てに提出しております。

市長会においては、国による全国一律無償化が実

現するように、市長会においても、国への財政支

援を強く求めないのですか、見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 金城加奈栄議員の質問に

お答えをいたします。 

 去る６月６日に市長会は沖縄県知事に対し、知

事公約である学校給食費無償化の完全実施を求め

る要請決議書を直接手交しております。市長会と

いたしましては、給食費無償化について沖縄県知

事の選挙公約となっており、全額県負担による完

全給食費無償化を強く申し入れているところでご

ざいます。また、６月６日の同日に開催されまし

た沖縄県と市町村長による令和７年度沖縄振興予

算要請に係る意見交換会において、沖縄県知事が

５月24日の定例記者会見で打ち出した中学生を対

象とした県学校給食費無償化支援事業の給食費半

額補助制度につきましては、市長会同様に本市に

おいても、完全学校給食費無償化について沖縄県

予算で対応をいただく旨の意見を申し入れている

ところでございます。 

 さらに、本市では、昨今のエネルギー資源等の

上昇、原材料、食材費などの値上がりを受け、子
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育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、市独自

施策の学校給食食材支援事業として、令和５年度

は１食当たり29円、約6,300万円、令和６年度は

１食当たり29円、約6,600万円の補助を実施し、

２年間で総額１億2,900万円の支援を行っており

ます。またそれに加えて、生活保護世帯、就学支

援世帯は対象外となっており、本市が約7,800万

円の学校給食費全額を負担していることが現状で

ございます。今回対象となる中学生は約2,500人、

費用として総額約１億5,800万円。半額補助とな

ると約7,900万円。生活保護世帯、就学支援世帯

を合わせると１億5,700万円となり、本市として

は新たな財源負担となり、到底受け入れることは

できないと考えております。繰り返しとなります

が、本市といたしましては、沖縄県知事が選挙公

約で掲げた小学校も含めた全額県負担による完全

学校給食費無償化の実現を強く要望をしてまいり

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 最後にこれまで学校

給食費無償化について質問し、訴えてまいりまし

た。県外や他市町村でも広がる中、私たちは市民

団体とともに、署名運動で約500筆近くの市民か

らの署名を集め提出してまいりました。学校給食

法第11条においては、学校給食の実施に必要な施

設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に

要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育

諸学校の設置者の負担とする。学校給食に要する

経費は、学校給食を受ける児童または生徒の保護

者の負担とあるが、2018年の国会において給食費

の一部を補助することを禁止する意図はないこと、

地方自治体がその判断によって全額補助すること

を否定するものではないとしております。憲法第

26条では、義務教育は無償とあります。子育てし

やすいうるま市を目指し、取り組んでいただける

ことを願いまして、この質問を終わります。 

 では、大きい項目７に移ります。浮桟橋改良に

ついて引き続き質問をいたします。令和５年９月

第170回定例会において、平敷屋漁港の浮桟橋改

良について引き続き質問を行います。前回の答弁

において、事業主体が沖縄県であるが、令和５年

度の調査結果を基に、令和６年度に検討業務及び

事業採択に向けた調整を行い、令和７年度以降の

採択に向けて取り組むとのことでしたが、その後、

進捗状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 金城加奈栄議

員の一般質問にお答えします。 

 平敷屋漁港について、施設管理者及び事業主体

であります沖縄県中部農林土木事務所へ確認した

ところ、令和６年度においては、令和５年度の観

測、解析結果を基に、港内のうねりの解消を目的

とした施設整備等を策定するための業務を発注し、

令和７年度以降の新規採択に向けて作業を行って

いるとの回答を得ているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 春先から夏場に発生

する南や南東方向から襲来するうねりが、フェ

リー等の航路や停泊に影響すると言われており、

また、津堅行きのフェリーが新たに更新されると

も伺っております。令和５年度に実施した観測か

ら現在のうねりでフェリー、高速船の運行や停泊

施設にどのような問題があるか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 再質問にお答

えします。 

 沖縄県による波浪観測の結果、沖合の波が高い

状況下では、フェリーや高速艇の停泊箇所におい

て波の影響を受けやすく、乗客等の乗り入れがし

づらい状況となる日が生じていたことが予測され

ます。解析の結果、南側からの波の影響のみなら

ず北側から回り込んだ波も影響していることから、

これらを考慮した沖防波堤の延伸等を含めた対策

工法を事業化に向けて検討していると伺っており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 平敷屋漁港を利用し

ている漁業者や神谷観光から利用者の意見も聞い

てほしいという声があります。そのことについて

どのように考えているのか伺います。 
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○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 再質問にお答

えいたします。 

 施設管理者である沖縄県中部農林土木事務所の

ほうへ、その旨の情報を提供し、対応していただ

くよう要望してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 では、次の最後の質

問に入ります。 

 大きい項目８．保育行政について。（１）こど

も誰でも通園制度について。こども誰でも通園制

度について、2026年度から全国で本格導入を前に

浦添市と那覇市が試行導入に向けた準備が進めら

れているそうでありますが、説明を伺いたいと思

います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 金城加奈栄

議員の御質問にお答えいたします。 

 2026年度、令和８年度から全ての自治体で本格

実施を予定している（仮称）こども誰でも通園制

度は、保育所などを利用していないゼロ歳６か月

から２歳までの乳幼児を対象に、保護者の就労要

件にかかわらず、１人当たり月一定時間までの利

用可能枠の中で柔軟に保育所などを利用できる新

たな制度でございます。県内では、今年度浦添市

が７月より、那覇市が８月より各１施設で本格実

施を見据えた試行的事業を実施する予定と伺って

おります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 今の説明を聞いて内

容を理解いたしました。 

 では、（２）医療的ケア児保育等について質問

いたします。医療的ケア児保育加算等について、

本市の子ども・子育て支援事業計画について、国

から示されている指針等において、その他の制度

の施行状況や関連施策の動向を反映させるため、

追記の中に医療的ケアが必要な児童支援のため、

総合的な支援制度の構築等において、市町村計画

の策定に関する任意的記載事項とあるが、現在本

市での医療的ケア児の受入れ施設数及び入所人数

について伺います。 

 また、保護者側からすると近くの園に通わせた

いなどあるかと思われますが、受入れ可能な施設

の案内は、どう対応しているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営

むために、恒常的に医療的ケアを受けることが不

可欠である児童でございます。市内保育施設では、

令和６年６月時点で公立２施設、法人４施設、計

６施設、６人の医療的ケア児を受入れております。 

 施設の案内につきましては、保護者の希望園を

優先に保育施設と調整いたしますが、保育施設の

状況や看護師確保などの関係で、全ての施設が必

ずしも受入れ可能ではないことから、小学校区を

考慮した上で保護者、施設、市で協議を重ねなが

ら入所調整を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 医療的ケア児の受入

れ体制基準はどのようになっているのか伺います。 

 また、個々の子供の身体的状況によって、加配

職員配置は職種によって処遇の違いがあると思う

が、処遇状況の基準は示されているのか。また、

どう対応されているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 医療的ケア児の受入れ基準につきましては、令

和３年９月に作成した、うるま市保育施設におけ

る医療的ケア児の受入れに関するガイドラインを

基本に、保護者、施設の看護師、市の３者で細か

な調整を行い、個々の状況に応じた医療的ケア児

の受入れ体制を整えております。 

 配置される看護師の処遇につきましては、各施

設で定められておりますが、看護師を配置して医

療的ケア児などを受入れる施設には、医療的ケア

児保育支援事業補助金より１施設当たり年529万

円を上限に交付しております。 

 個別支援児の加配職員配置につきましては、法
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人保育所運営助成金より加配保育士１人が支援児

１人を保育する場合月12万5,000円、支援児２人

を保育する場合は月25万円を上限に、また加配保

育従事者は支援児１人まで保育することができ、

月10万円の基準額を上限として交付しております。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 本市における個別支

援児の受入れ施設が何か所あるのか伺います。ま

た、個別支援児は何人いるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 令和６年４月１日時点の個別支援児の受入れ施

設数は35施設、受入れ園児数は264人でございま

す。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 医療的ケア児等が受

入れ施設案内のホームページや保育所申込み資料

にも記載できないのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 医療的ケア児を受け入れる施設につきましては、

看護師の確保のほかに、医療的ケアを必要とする

幼児個々の年齢、障害の程度などに応じて、どの

ようなケアや支援を必要とするかなど、安全な保

育を提供するため施設側と細かな調整を重ねる必

要があることから、事前に受入れ施設をホーム

ページや入所案内に記載することが難しい状況で

ございます。年々増加している医療的ケア児の入

所相談について、今後も保護者や園児などに寄り

添った入所調整を行い、医療的ケア児の受入れに

取り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 金城加奈栄議員。 

○５番 金城 加奈栄議員 今回の内容を聞いて

理解しました。以上をもちまして、私の一般質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１４時１６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 議長、休憩をお願い

します。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１４時３２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 本日、沖縄県が梅雨

が明けたと昼のニュースでありました。これから

長い夏に入ります。健康管理しながら、また市民

のために一生懸命頑張っていきましょう。よろし

くお願いします。議長の許可を得ましたので、こ

れより一般質問を行います。 

 まず１点目でございます。小・中学校トイレの

業務委託管理について。市内学校トイレの現状に

ついて、児童・生徒がトイレ清掃を十分にできて

いるかお聞きしたいと思います。 

 学校トイレにつきましては、和式から洋式トイ

レへの取替え事業が進んでおります。今回の質問

は、学校トイレの清掃業務委託管理を定期的に業

務委託できないかと考えております。また、児

童・生徒がトイレを十分に掃除することが難しい

と私は考えております。 

 これは昨日ですが私の携帯電話に、ある児童・

生徒の親ではなくて、孫を持つ叔母のほうから電

話がありました。聞いてみると、うちの孫が朝そ

んなに御飯を食べないで、水もあまり飲まないで

学校に行くのだと。聞いてみると、学校のトイレ

に入れないのだと。衛生上入れないということで、

また学校から帰るとすぐ一目散にトイレに向かっ

ていくということで、健康上よくないのではない

かということで、そういう話があって、この質問

を取り上げております。よろしくお願いしたいと

思います。 

 今後、この衛生面について検討をお願いしたい

と思います。進めていきたいと思います。特にコ
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ロナ感染等々、定期的に学校トイレの衛生管理を

考えていただければと思っております。そして、

当局におきましては子供たちの健康状況やインフ

ルエンザ、感染対策等々、コロナ対策の面から見

ても、業務委託管理ができないかとお聞きいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 兼本光治議員の

御質問にお答えいたします。 

 学校では、トイレ掃除に必要な道具をそろえ、

担任からの指導を受け、児童・生徒が清掃を行っ

ている現状がございます。清掃が十分にできてい

るかどうかの確認は、担任のほうでしているとこ

ろでございます。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 生徒が清掃を行って

いるということでありますが、私から見ると子供

たちが十分に清掃することは、大変難しいのでは

ないかと思っているところであります。また、担

任だけで学校のトイレを判断するということは生

活環境上、大変厳しいものがあるのではないかと

見ております。 

 それでは、学校トイレの利用課題としてトイレ

掃除の仕方があるようであります。手順として便

座の蓋を上げて、便座の裏表をアルコールスプ

レーで吹きつけて時間を置いてブラシで便器をこ

すり流すというような手間がかかるということで

あるのですが、このようなことを踏まえて児童・

生徒でのトイレ掃除は大変厳しいと私は考えてお

ります。 

 それではお聞きいたします。県内外で学校トイ

レを業務委託管理している実例がありますか、お

聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 県内市町村に問い合わせたところ、日常的に清

掃委託をしているところはございませんでした。

県外につきましては、一部の地域で月に数回、清

掃業者に委託しているところがございます。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 県内では、そういう

学校はまずないということでありますが、県外で

は月に数回清掃業務委託がされているということ

であります。これは神奈川県のほうでやっており

ます。後で調べていただきたいと思います。 

 それでは県外の学校では、みんなでちゃんと使

えるトイレとして、20年ほど前から子供たちでは

なく、市が委託する管理業者が清掃を行っている

という事例があります。それでは、学校トイレの

今後についてお聞かせいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 今後も、学校でのトイレ清掃については、当番

活動や自己の役割を自覚して、協働の意義を学ぶ

機会であることから、継続していく予定でござい

ます。議員御提案のトイレ清掃の業務委託につき

ましては、他市町村の状況を確認しながら調査・

研究してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 今後は今までと同じ

ような感じで、掃除当番を続けていくということ

でありますが、子供たちの健康状態、また感染症

等々、環境衛生管理を踏まえながら、小学校、中

学校のトイレの管理業務委託を今後の学校トイレ

の課題として考えていただきたいと要望したいと

思います。よろしくお願いいたします。この件に

ついては終わります。ありがとうございます。 

 ２点目でございます。県道37号線湾岸道路海岸

側の雑木についてであります。県道37号線与那城

照間地域から与那城屋慶名地域区間の雑木につい

て、保安林等として植栽されたものなのか、自然

繁茂したものか伺います。 

 与那城照間地域から与那城屋慶名、海中道路、

島しょ地域伊計島までの区間は、風光明媚でドラ

イブコースとして全国的に人気の高い県道37号線

となっております。今回の質問は、与那城照間漁

港から与那城屋慶名までの約２キロメートル区間
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の雑木林でございます。この道路は開通してから

約25年余が経過しております。現地は具志川地域

から与那城照間地域に入ると右側になっておりま

す。湾岸道路が開通する前から保安林であること

は、私たちは確認しております。しかし、左側は

県道37号線湾岸道路が開通してから自然繁茂した

植林となっております。当局にお聞きいたします。

海岸側の自然に根づいた植林等は保安林でしょう

か。お聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 兼本光治議員の御質

問にお答えいたします。 

 県道37号線沿道の海岸側の雑木に関しましては、

保安林などの指定はなく、植林などについて県中

部土木事務所に確認したところ、台帳などへの記

載がないことから、県が整備したものではなく、

恐らく自然繁茂したと考えられるとの回答がござ

いました。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 保安林の指定ではな

いということであります。管理者である県中部土

木事務所でも、時期が古く把握できないとの回答

でありますが、先ほど申し述べた保安林等につい

ては、照間地域右側は以前から保安林であると地

元地域は認識しております。しかしながら、海岸

側の植林は、自然繁茂したと私たちは考えており

ます。この件については、ちょうど海中道路に行

く海側のアスファルトが今傷んでいるところの道

になっております。この傷んでいる道は、車が行

き交いするだけではなくて、私はこういうふうに

考えています。繁茂しているモクマオウ、俗に言

えばメリケンマーチと方言で言っています。これ

が年に何回か落葉します。落葉した後に雨が降れ

ばグレーチングを押さえます。グレーチングを押

したときに、昨日、おとといまでそういう状況が

見られたのですけれども、グレーチングには水が

たまります。水がたまってアスファルトにひびが

入っているところに水が入っていく。水が入って

いくところに車が走っていって、水と油でおかし

くなるのでしょう。それで、アスファルトが傷む

のではないかと、私はそのように見ております。

そういうことから、この道のアスファルトが早め

に傷むのではないかと思っております。 

 また、この海岸は定期的にボランティアが清掃

活動しております。その清掃活動している方々の

話を聞いてみると、やはり雑木が大変邪魔をして

作業がやりにくいのだということもありますので、

観光に特化した海岸ではあるのですが、そういう

ことも考えていただきたいと思っております。進

めていきたいと思います。 

 現地地域は海が眺望できる観光地であります。

ドライブコースとして、ポテンシャルの高い海岸

線です。湾岸道路の管理や海岸管理が手つかずの

状態で、大変残念に思います。また、交通安全面

からも事業化を考えますが、今現在、管理はどこ

でしょうかお伺いいたします。よろしくお願いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 管理につきましては道路区域、海岸区域に該当

する場合は、中部土木事務所の所管となります。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 たしか県の中部土木

事務所と私も認識しております。この件について

は、私たち与開之会で要請に行きました。言った

のはアスファルトを早く直してくれということと、

浜比嘉島の浜のビーチを管理してくれという２件

を署名で要請に行ったときに、話の中で、この雑

木をどうにか切ってくれと、これは口頭でお願い

はしてきました。その時にあまり感触はよくな

かったということを感じました。そういうことも

ありましたので、また何かあれば取り上げてもら

えたらと思っております。 

 進めていきます。観光地としてポテンシャルの

高い県道37号線湾岸道路、海岸の事業計画につい

て、所管するところの事業計画をお聞かせくださ

い。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 所管します中部土木事務所によりますと、事業
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計画はないとのことでございます。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 県中部土木事務所で

は事業計画はないということです。厳しい答弁で

あります。しかしながら、県で事業計画がなけれ

ば当局で考えないといけないという私の考えがあ

りますが、当局の考えがあればお聞かせください。

よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 植栽や雑木等の管理につきましては、基本的に

道路管理者、または海岸管理者において適切に維

持管理されるものと認識しております。しかしな

がら、県道37号線沿道につきましては、維持管理

が追いつかず、道路と海岸の間には樹木が生い茂

り、美しい景観を阻害しているため、島しょ部に

つながる観光ロードとして、魅力のある道路空間

を形成する必要があると考えており、令和５年度

において、県道37号線沿道の利活用推進計画を策

定したところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 今の答弁で、植栽や

雑木については関係機関だと。海岸管理について

も、その所管でやるものだということであります。

維持管理については手に負えないところがあると

いうことでありますので、それでは進めていきた

いと思います。 

 当局では、令和５年度に県道37号線沿道の利活

用推進計画を策定してありますが、利活用推進計

画策定の中で、今後の取組についてお聞かせくだ

さい。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 昨年度策定いたしました旧与那城庁舎周辺及び

県道37号線沿道の利活用推進計画におきましては、

沖縄県東海岸を代表する感動体験リゾートエリア

の創出に向けまして、県道37号線沿道の周辺環境

整備を位置づけておりまして、風光明媚な景観を

望む道路空間の形成に向けて、道路管理者や海岸

管理者との協議を踏まえて、今年度一部区間につ

いて市が発注する業務の中で、樹木の伐採、剪定

に着手する予定としております。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 旧与那城庁舎周辺及

び県道37号線沿道の利活用推進計画において、風

光明媚な景観形成に向けて、市が発注する業務の

中で、樹木の伐採、剪定に着手する予定であると

ありましたが、できれば予定ではなくて着工して

いただき、観光誘致として推進していただきたい

と思っております。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 今後は空間形成に向けて、中部土木事務所と当

局が協議をし、地元住民の意見を踏まえ、事業を

進めていただければと思っております。私たちも

微力ではありますが、協力に惜しみはありません。

この件については、これで終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

 ３点目でございます。水素地産地消についてで

ございます。事業の内容をお聞きいたします。今

年４月21日、沖縄タイムス社の新聞記事の抜粋で

ございます。りゅうせき、水素を利活用。うるま

市拠点に事業化へ。水素地産地消モデル、補助認

定でＣＯ２削減との新聞報道であります。沖縄は

エネルギーを県外に依存している課題もある。Ｃ

Ｏ２を全く出さない水素による地産地消の取組が

県民になくてはならない事業とする。小規模なモ

デルを確立し、その後はほかの地域へ広げられる

先進的な取組と期待をする事業内容となっており

ますが、この事業内容をお聞かせいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 兼本光治議員の御

質問にお答えいたします。 

 本市における水素に関する取組は、2050年カー

ボンニュートラル実現に向け、水素など次世代の

エネルギーを検討することが地方自治体の大きな

役割の一つとして、株式会社りゅうせき、沖縄ト

ヨタ自動車株式会社、昭和化学工業株式会社とう

るま市が令和４年８月16日に包括連携協定を締結

し、地域企業と協働で推進しております。包括連
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携協定の具体的な取組としては、昭和化学工業株

式会社の苛性ソーダ工場で発生した未利用副生水

素を株式会社りゅうせきが回収し、圧縮、保管等

を行うための設備を整備することで、地域内の企

業や住民の水素利用が可能となる地産地消型水素

モデルの構築を図るものでございます。この取組

には沖縄振興特定事業推進費民間補助金が活用さ

れますが、当補助金の申請に際して、うるま市が

当該事業の認定市町村となる形で進めてございま

す。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 この答弁は３社とう

るま市が事業に取り組むという説明がありました。

地域内の企業や住民の水素利用が可能となるとい

うことで、地産地消型の水素モデル構築に取り組

むとありました。沖縄振興特定事業推進費民間補

助金でやるということであります。本市が沖縄県

でトップを切って、その事業に取り組むという形

であるということで大変すばらしい取組だと思っ

ております。私は２月にもその話はやったのです

が、市民経済委員会で愛知県の豊田市にその事業

を見てまいりました。その事業の中で、いろいろ

お聞きはしたのですが、カーボンニュートラルな

どいろいろ聞いたのですが、まず話よりは同僚議

員の皆さんも愛知県豊田市でその事業を見られた

らどうかと思っているところであります。 

 また、うるま市の産業まつりでは、トヨタのＭ

ＩＲＡＩ（ミライ）という車が飾られていて、こ

の車が水素で走るという説明も受けております。

しかし、このＭＩＲＡＩについては今、水素ス

テーションがなくて、補給はどうするのだと説明

を受けたら、九州までローリーを持っていって、

これを詰めて、また持ってきているのだという、

こういうふうなまた不備がありますので、早急に

その基地を完成させて、そのような事業をいち早

く取り組んでいただければと思っているところで

あります。よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、今後についてお聞かせください。よ

ろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 本土以上に化石燃料に依存している沖縄県にお

いては、化石燃料の価格が企業活動や市民生活に

重大な影響を与えるものと考えております。その

ため、化石燃料依存による脆弱性を是正し、エネ

ルギーの代替性を確保するため、市場規模が小さ

い沖縄においても成立する地産地消型の水素供給

モデルを確立し、県内全域へ展開していくことを

計画しております。併せて、行政が先導的に水素

を利活用するための方策の検討や、中城湾港新港

地区などを中心とした地域産業との連携、平安座

地区などをはじめとした供給拠点の検討及び展開

を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 兼本光治議員。 

○２８番 兼本 光治議員 水素燃料を確立し県

内全域へ展開していく計画であるということであ

りますが、地域産業と連携して、平安座島、宮城

島は土地は広く持っております。そういうところ

の人口を増加させるためにも、活性化事業として

取り入れていただければと考えております。よろ

しくお願いしたいと思います。 

 これで私の６月の一般質問を終わりたいと思い

ます。当局の皆さん、どうもありがとうございま

した。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了

しました。 

 次回は、明日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１５時００分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

５ 番 議 員  金 城 加奈栄 

 

６ 番 議 員  国 吉   亮 
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◎ 議事日程第６号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第６号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、伊波良明議員、神田洋一議員を指名し

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。国吉

亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 皆さん、おはようござい

ます。質問に入る前に、今回通告しています大き

い項目３番目、災害自動販売機設置の提案は割愛

いたします。では、議長の許可を得ましたので、

これより順次項目に従って一般質問を進めていき

たいと思います。会派希望のいぶき、国吉亮でご

ざいます。どうぞ当局の簡明な御答弁、よろしく

お願いいたします。 

 それでは早速１番目、市民からの要望を問うと

いうことで、この質問はもう過去に何度もやって

きました。この質問を上げるたびに、毎回同じ人

から私は相談を受けて質問を出しているわけでは

なくて、毎回違った方が出てきていますので、今

回質問に上げています。内容等々に関しては、こ

れまでの質問でやってきていますので、ちょっと

割愛していきたいと思います。それでは、前定例

会からの進捗状況について、どうなっているのか

お聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） 国吉亮議員の御質

問にお答えいたします。 

 現在、石川地区公民館トイレ改修工事の設計業

務に着手しております。今後、昨年度実施した調

査資料の確認や現地確認を行い、改修工法等の検

討、図面作成、工事費積算等の設計業務を、令和

６年10月末の完了を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 先日の先議案件にて、一

般会計補正予算の中にこの予算が組み込まれてい

ました。今中身を見てみますと、10月に工事が完

了するということでした。ようやくここまで来た

ことに対して、まず感謝を申し上げます。もう１

点課題として、やはりいつ工事が完了しますかと

いうことを皆さん期待していますので、そこを

伺っていきたいと思います。トイレの修繕、工事

完了はいつ頃を予定していますか。教えてくださ

い。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） 再質問にお答えい

たします。 

 改修工事については、設計業務が完了していな

いため、現時点において工事完了時期については

申し上げられませんが、関係課と調整を図り補正

予算を計上し、速やかに改修工事を完了させたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 現在、石川地区公民館の
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トイレは和式になっています。もちろん、今後洋

式に変更していくということでよろしいですか。

お聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） お答えいたします。 

 石川地区公民館のトイレの洋式化については、

トイレの機能回復のための改修工事に併せて洋式

トイレへの改修を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 分かりました。和式から

洋式に変わるということです。現在は調査・設計

ということで、ぜひ９月には工事費用も補正予算

で上げられるようにスピーディーな対応を望んで、

この質問は終わります。 

 次に２番目、市民からの要望です。令和６年６

月の県議会議員選挙についてです。去る日曜日に

令和６年度沖縄県議会議員選挙が行われました。

我がうるま市からも４人の当選者が出て、早速昨

日、当選証書交付式が行われて、いよいようるま

市の代表が県に向かってうるま市の声をしっかり

届けて、沖縄県のために頑張っていただけるかな

というふうに期待をしております。そこで今回、

去る沖縄県議会一般選挙のうるま市の投票率が

46.33％となっていました。これは、個人的には

低い数字だなと考えております。年々選挙の投票

率も下がってきています。投票率が下がるという

ことは、選挙管理委員会に問題があるということ

ではなくて、私は個人的に候補者の本人の努力で

あったり、様々な社会状況があったり、政治に対

する期待であったりというのを鑑みて、投票率が

出てくるのかなと思います。一方で、やはり選挙

管理委員会としても投票率上昇に向けての取組を

していかなければいけないということがあります

ので、お聞きしたいと思います。今後の投票率の

向上に向けて、選挙管理委員会の対策・取組を聞

かせてください。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） 選

挙管理委員会委員長から答弁に関する委任を受け

ておりますので、私事務局長から国吉亮議員の一

般質問に答弁させていただきます。 

 投票率向上に向けて、選挙時における啓発とし

ましては、横断幕、ホームページ、広報紙、防災

行政無線での投票の呼びかけや選挙公報の配布、

市内に設置した公営ポスター掲示場において大き

く投票日を記載するなどをし、市民へ周知を行っ

てまいりました。選挙管理委員会としまして、現

在の啓発活動を継続し、新しい取組を検討してい

きたいと思っております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 分かりました。 

 次の質問です。沖縄県選挙管理委員会が今回の

選挙でＳＮＳを使い、選挙の周知を行っていまし

た。うるま市選挙管理委員会も今後の予定されて

いる衆議院議員選挙、そして来年に予定されてい

ますうるま市長選挙、重ねてうるま市議会議員補

欠選挙、また翌来るうるま市議会議員選挙、様々

な選挙が今後予定されています。今後の選挙に向

けて、うるま市選挙管理委員会としてＳＮＳを

使った周知をやっていくべきだと思いますが、所

見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 ＳＮＳを使った啓発については、今後の選挙に

おいて市の公式ＬＩＮＥ等を活用した啓発活動を

実施してまいりたいと思っています。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 いい答弁をいただきまし

た。私、てっきりちょっとマイナスというか、後

ろ向きな答弁が来るのかなと思ったら実施します

ということで、皆さんのほうでもう調査・研究を

終えて、次からやっていくということの答弁だっ

たと思います。 

 では、再質問します。具体的に、このＳＮＳを

使った取組はいつ頃から実施を予定していますか。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 市の公式ＬＩＮＥを活用した啓発活動につきま
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しては、次回行われる選挙から実施してまいりた

いと思います。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 次回ということですので、

仮に衆議院の解散があり年度内に選挙があった場

合にはそこからスタート。もしくは、今年選挙が

なければ、来年の４月の市長選挙から取り組んで

いく内容だということが理解できました。今、う

るま市選挙管理委員会からの答弁ではＬＩＮＥと

いうふうにありましたが、ＳＮＳにはいろんな

チャンネルがあります。フェイスブック、ティッ

クトック、ユーチューブ、エックス、インスタグ

ラム等々ありますので、ぜひ今後はその幅も広げ

ていただけるように、今の段階からぜひ調査・研

究していただければというふうに思っております。 

 次の質問です。投票率を上げるための施策とし

て、以前もこれを提案しました。他の議員も提案

をした内容であります。大型商業施設での期日前

投票の実施について。以前の議会で、大型商業施

設でも期日前ができるようにということを要望し

ました。実施に向けての皆さんのこれまでの取組

があったと思います。その説明と、今後どういう

ふうに取り組んでいくのかということを教えてく

ださい。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 大型商業施設での期日前投票の実施につきまし

ては、二重投票を防止する観点から、基幹系端末

が接続可能なネットワークの環境整備や地域的な

バランス、どの選挙においても設置が可能か、人

員の確保、様々な課題がございます。去る沖縄県

議会議員一般選挙では、大型商業施設での実施を

想定した期日前投票システムの検証を４か所の期

日前投票所で行いましたが、安定的な通信に課題

が出ております。今後も、実施している他市から

情報収集を行い、様々な課題について調査・研究

を行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 今の答弁の内容、とても

前に進んだと思います。実は答弁を聞いて質問し

ようかなといったものが、あれから全然進んでい

ないじゃないですかという感じで進めていきた

かったんですけれども、実証実験等々も含めて今

進めているということで、本当にかなり前に進ん

でいると思いますので、ぜひこれを導入できます

ように引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問です。投票率が上がるための施策とし

て、また御提案したいと思います。今回、期日前

投票のできる場所を３か所、皆さんのほうで設置

をしていただきました。しかし、投票ができる期

間が３日しかありませんでした。本来でしたら、

もっと長くやってほしいなということを要望した

いと思います。これまでの市長選挙、あるいは市

議会議員選挙等々では、期日前投票所を増設した

場所はたしか５日間あったと思います。ぜひ、今

後は市長選挙並びに市議会議員選挙同等に５日間

の期日前投票ができるように要望しますが、所見

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 期日前投票所の開設期間は、公示または告示の

あった日の翌日から選挙の期日の前日までの間と

なっており、期日前投票所を複数設ける場合、一

つの期日前投票所を除いて、増設した期日前投票

所の開設期間は選挙管理委員会が定めることがで

きます。期日前投票は長期間に及ぶため、期日前

投票管理者や期日前投票立会人、事務従事者の人

員確保などに苦慮しているところでございますが、

市選挙管理委員会が管理する市長選挙、市議会議

員選挙においては、増設した期日前投票所は告示

のあった翌日から選挙の期日の２日前までの５日

間実施しているところでありますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 これは総務ですかね、

ちょっとお願いしたいことがあります。今の答弁

内容で、期日前投票所を増設した場合に人員等々

の確保等ということがありましたので、ぜひ今後、
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選挙があるときに、今現在選挙があるときにはた

しか選挙管理委員会は増やしていると思うんです

けれども、さらに増員していくということも今後

検討していただければなというふうに思います。

今回のこの県議会議員選挙、うるま市選挙管理委

員会に私だけでも10回以上は電話しています。他

候補者も多分同じように電話していると思います

ので、またさらに人員を常時、常時ではないです

ね。この選挙のたびに人員を増やしていただけれ

ばなというふうに要望をいたします。 

 それではもう一つ、沖縄県議会議員選挙に鑑み

て質問したいと思います。今回の沖縄県議会議員

選挙において、選挙公費がありました。自動車を

リースした場合、１日６万4,000円掛ける９日間

で57万6,000円。燃料費が7,700円掛ける９日間で

６万9,300円。ドライバー費用が１万2,500円掛け

る９日で11万2,500円。法定ビラ１万6,000円掛け

る7.73円。ポスターが85万3,536円等々の公費が

ありました。実は、選挙するたびに、これは私の

話なんですけれども、私は毎月３万円を積立てし

ていて、４年間で150万円をためて、さらに４年

後には100万円を借入れて選挙費用ということで

やっています。多分私だけじゃなくて、ほかの候

補者はどういうふうにやっているのか分からない

ですけれども、選挙というのは相当お金がかかり

ます。ですので、これからは若い人であったり、

お金がない人であったり、様々な人が選挙に出て、

どんどん出ていく仕組みをつくってほしいなとい

う観点から、ぜひ今後、選挙公費についてうるま

市も取り入れていくのか、取り入れていかないの

かということも含めて、今どのように考えている

のか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） おはようございま

す。国吉亮議員の御質問にお答えいたします。 

 本市では、市議会議員及び市長の選挙における

選挙運動費用の公費負担制度を令和４年度に整備

し、当該年度のうるま市議会議員選挙から適用し

ております。公費負担の対象等の見直しにつきま

しては、他自治体における公費負担制度の取組状

況等を情報収集するなど調査・研究してまいりた

いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 分かりました。ぜひ調

査・研究を進めてください。 

 次の質問です。（３）宮森小学校ジェット機事

故についてということです。この質問は、私が議

員になってから、６月には必ずこの平和について、

あるいは宮森小学校ジェット機事故についての質

問をしています。その理由として来年度、戦後80

周年も迎えます。そして、うるま市では６月に平

和月間、週間という取組で、６月23日に向けて平

和に対しての意識を高めていこう、命の大切さに

ついて学んでいこうという月間になっているかと

思います。また、沖縄県全体としても鎮魂の月と

して、この６月は慰霊の日ということで様々な場

所で、各地域で、自治体で慰霊に関することを

行っています。そこで関連して、今回は宮森小学

校ジェット機事故についてということで、このよ

うなことが二度と起きないようにということで、

今回御質問したいと思います。これは市長にお伺

いしたいと思います。市長、ぜひよろしくお願い

します。1959年、昭和34年６月30日に本市宮森小

学校とその付近の民家に米軍ジェット機が墜落、

炎上し、死者17人、うち児童11人。負傷者210人、

うち児童156人。民家、公民館、教室などが全焼

や半壊する大惨事となりました。その事故から今

年で65年目を迎えます。そして、市長のこの平和

に対する思い、そして宮森小学校ジェット機事故

に対する考えをお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） おはようございます。国

吉亮議員にお答えをいたします。 

 米軍ジェット機が石川地区市街地に墜落し、尊

い命が奪われ、多くの方々が重軽傷を負う大惨事

は、深い悲しみと大きな傷痕を残しました。事故

から65年が経過した今でも癒されることのない御

遺族のお気持ちを思うと痛恨の極みであり、哀惜

の念に堪えません。この悲劇を風化させぬよう、

子や孫の次世代に平和の尊さを語り継ぐことは大
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切なことであると考えております。その中心とな

る石川・宮森米軍ジェット機墜落事故遺族会並び

にＮＰＯ法人石川・宮森630会におかれましては、

長年において次世代に伝える活動をされてきたこ

とに敬意を表する次第であります。平和への思い

につきましては、世界各地から戦争や争いがなく

なり、人々の安心・安全を守る環境と個人の人権

が保障され、平穏な日常生活が送れる社会を維持

することが重要だと思っております。世界が未来

永劫平和であり続けることを願うばかりでありま

す。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 市長、平和への思い、そ

してこの宮森ジェット機に対する思いでした。市

長のお言葉、発言は重いので、この今の平和の気

持ちは皆さんに伝わると思います。 

 それでは、次の質問に行きたいと思います。次

の質問（４）市民からの要望を問うで、県外派遣

費について。小学校５年生男の子からの質問をい

ただきましたので、議会で質問をします。５月に

開催されました第12回うるま市長杯Ｕ12バスケッ

トボール大会において、天願小学校男子ミニバス

ケットボールクラブが見事優勝しております。今

回の大会優勝チームは、長崎県佐世保市で開催さ

れるサーカスカップ大会に派遣されることとなっ

ております。天願小学校男子ミニバスケットボー

ルクラブは県外派遣費の交付対象となりますか、

教えてください。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） おはようございま

す。国吉亮議員の御質問にお答えいたします。 

 本議会において糸数昌宗議員に答弁したとおり、

現在うるま市こどものスポーツ活動における県外

派遣等に関する補助金として、18歳以下の子供を

対象とした要綱へと改正を行っているところでご

ざいます。要綱で規定する大会規模は、県大会や

中頭地区大会、中部地区大会など広域的な大会を

対象としていることから、市内の小学校だけで競

われておられます第12回うるま市長杯Ｕ12バス

ケットボール大会につきましては、県外派遣費の

交付対象には該当しないことになります。御理解

いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 うるま市長杯と名前に冠

がついていますので、恐らく父母であったり生徒

たちは、県外派遣費をいただけるのかなというふ

うに思っている方もいると思います。ぜひ今後は

このうるま市長杯という冠がついている大会等々

にも県外派遣費の予算をつけていただきますよう

要望いたします。今回、要綱・要領等々が現在大

きく変更中ということであります。本来でしたら、

事前に関係する皆さんに変更しますよという周知

をした上で、これはもう今はできないので、ぜひ

関係する団体には、こういうふうに変わりました

よということで、ぜひ皆さんのほうからも足を運

んで、各関係団体に説明をする努力をやってほし

いなというふうに要望いたします。そして、もう

１点要望です。前回もやりました、ダンスに関す

る補助金交付が、うるま市に合併して一度もまだ

交付をされていません。この交付されていないこ

ととしては、ダンス協会が、しっかりした協会が

ないので、そもそもそこに対する交付ができない

ということが一番大きな問題だと思っています。

うるま市の課題ではないと思います。ですけれど

も、ダンスというものはオリンピック競技にも

なっていますし、人口も増えていますし、機運も

上がっていますので、全国高校野球選手権大会の

ような、日本ブレイクダンス青少年育成協会が主

催しているブレイキング全国大会というものがあ

ります。そこでオンライン予選というものを行っ

ています。そこで各県から勝ち上がって、本戦に

出場するという大会もありますので、ぜひ今後は、

このオンラインで勝ち通ったら派遣費も出せるよ

という流れを検討していただければなというふう

に思いますので、要望してこの質問は終わります。 

 次の質問に移ります。２番目、うるま市独自の

不妊治療助成についてということです。令和６年、

本年度から新たに、うるま市独自の不妊治療助成

の取組ということです。県内でも初めてのスキー

ムということで、実は多くの他市町村がこの内容
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に注目しています。また、施政方針にもありまし

た少子化対策として、不妊に悩む夫婦の経済的負

担を軽減するため、先進医療不妊治療助成の事業

ということで施政方針にも載っていました。現在

のこの申請件数並びに相談件数はどうなっている

か教えてください。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） おはようご

ざいます。国吉亮議員の一般質問にお答えいたし

ます。 

 うるま市先進医療不妊治療費助成事業は６月か

ら申請受付を開始しておりますが、現在申請件数

はゼロ件、これから不妊治療を受けることを検討

している方からの御相談が１件となっております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 申請件数ゼロ件、解消す

るために取り組んでいることを教えてください。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） 再質問にお

答えいたします。 

 取り組んでいることとしましては、まず周知と

いうことでございます。うるま市先進医療不妊治

療費助成事業の周知につきましては、４月に本市

ホームページへ当該事業について掲載し、６月か

ら受付開始であることを周知しております。また、

広報うるま６月号には当該助成事業の受付開始に

ついて掲載しております。そのほか、沖縄県の先

進医療不妊治療費助成を申請する方に対し本市の

当該助成事業を御案内いただくよう、中部保健所

の担当部署に御協力いただいているところでござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 申請件数を上げるために

私が考えた結果、この不妊治療を行っている方々

に直接案内をする、あるいは資料提供をするとい

うことが一番大事だと思いました。この不妊治療

の先進医療を行っている機関が沖縄県では７か所

ございます。ですので、ぜひうるま市独自でこの

不妊治療助成のチラシ、パンフレットを作成して、

その７か所に皆さんが営業に行ってほしいなとい

うことを考え出しました。 

 再質問します。要望、不妊治療を周知する取組

として、うるま市独自の不妊治療助成の案内チラ

シを作成して、不妊治療を行っている病院に出向

いて、ぜひこのチラシを設置してほしいと思いま

すが、所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） お答えいた

します。 

 御提案ありがとうございます。沖縄県内で不妊

治療を行っている医療機関７か所に対し直接赴き

当該助成事業のチラシを提供し、設置いただいた

ところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 ありがとうございます。

チラシはいつ設置を完了したか教えてください。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） お答えいた

します。 

 令和６年６月18日に完了しております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 すばらしいです。６月18

日、今週火曜日に早速行ったということで、本当

にうるま市の職員がスピーディーに動いてくれて、

感謝を申し上げます。 

 もう一つ、提案型の質問をしたいと思います。

現在、うるま市では妊娠から出産までの包括的な

支援を行っています。これも本当にすばらしい体

制だと思います。第３期子ども・子育て支援事業

計画の中に、この包括的な取組の一番最初に、ぜ

ひ不妊治療というところのサポートを組み込んで

ほしいと思います。現在、第２期子ども・子育て

支援事業計画の多分最終年度に当たっていて、今

これが要望できる時期だと思いますので、ぜひ第

３期に向けて私が提言したことを進めてほしいと

思いますが、所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部長。 

○こども未来部長（上原 利恵子） お答えいた

します。 

 妊娠前から妊娠期、出産、子育て期までの切れ
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目のない支援が必要なことから、包括的な取組の

一番初めにうるま市独自の不妊治療を盛り込むこ

とについては、第３期子ども・子育て支援事業計

画において関係者の意見も踏まえ、子ども・子育

て会議などに諮り、検討していきたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 ぜひ、お願いしたいと思

います。本当に予算もかからないで、これをやる

かやらないかというところだと思います。仕組み

に関しても、そもそも皆さんのところでしっかり

した仕組みができていますので、また今しかない

ということで私も提案していますので、よろしく

お願いします。もう１点、名護市では不妊治療に

かかる交通費も出ていますので、ぜひそちらのほ

うも御検討よろしくお願いを申し上げまして、こ

の質問を終わります。 

 最後の質問です。災害関連についてということ

です。この質問は、先日宜野湾市で行われました

議員研修の中で、防災・災害という研修を我々は

受けてまいりました。その中で、ちょっとショッ

キングな内容というか、びっくりしたことがあり

ました。その中で、うるま市でも大規模災害が起

きる可能性があるということをちらっと聞きまし

たので、質問していきたいと思います。今回は、

大規模震災が起きたときのうるま市の対応はどう

なっていくのかという確認と、また要望・提案を

していきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。沖縄県が発表しています地震調

査の中で、うるま市も大規模地震が発生する可能

性があるというふうなことをお聞きしました。そ

の場所と、マグニチュード等々もあれば教えてく

ださい。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） おはようご

ざいます。国吉亮議員の御質問にお答えします。 

 沖縄県で実施されました、平成25年沖縄県地震

被害想定調査によりますと、石川地区から具志川

地区方面にかけての石川―具志川断層系による地

震が本市に大きな影響を与えるとされており、マ

グニチュードは6.9と想定されております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 びっくりです。前回の研

修でちらっと聞いて、そして今議会でも答弁が

あって、あるかもしれないし、ないかもしれない

というところの調査ではあると思うんですけれど

も、しっかりと県が発表して議会でも答弁をして

いるので、確認していきたいと思います。ではこ

こから、仮にこの地震が起こった場合に、死者も

含めてうるま市ではどのぐらいの死亡者であった

り、負傷者であったり、被害が出るのかを確認し

ていきたいと思います。石川―具志川断層系地震

の予測において、液状化による建物被害の全壊棟

数と半壊棟数、並びに土砂災害による建物の全壊

棟数と半壊棟数を教えてください。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 平成25年沖縄県地震被害想定調査によりますと、

石川―具志川断層系による地震では、液状化によ

り建物の全壊が1,568棟、半壊が1,979棟。土砂災

害による建物の全壊が129棟、半壊が300棟と想定

されております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 次の質問です。石川―具

志川断層系地震の予測において、地震による火災

があった場合の被害の全壊棟数を教えてください。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 地震火災による建物の全壊が391棟と想定され

ております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 次に、建物の崩壊等によ

る人的被害で、死亡者数と負傷者数を教えてくだ

さい。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 建物倒壊により死者が173人、負傷者7,074人と
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想定されております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 それでは、学校関係、教

育関係にも確認していきたいと思います。石川―

具志川断層系による大規模震災が発生した場合、

学校ではどのように児童・生徒を守り抜くのか、

施策を教えてください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 大規模の震災が発生した場合には、各学校にお

きましては地域の状況に応じて様々な災害を想定

し、児童・生徒の命を守る体制整備に努めている

ところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 今、いろんなことを確認

しました。ちょっといろいろと気になることがあ

るんですけれども、例えば学校で実際に災害が起

こった場合、負傷者が出てきたときにどういうふ

うに先生たちは動くんですか、児童・生徒はどう

なるんですかということも聞いていきたいんです

けれども、ちょっとそこは、今回はなしにしてい

きたいと思います。先ほどありました全壊棟数、

半壊棟数等々があって、1,568棟、1,979棟という

大きな数字が出てきました。実際に、今回のこの

沖縄県の台風のときでも罹災証明書発行というと

ころで、皆さんのところでも相当苦労したと思い

ます。実際に今日地震が起こって、明日から復興

に向けていくという流れになったときに、この今

言った1,568人の方がワーッとこの役所に来たと

きはどうなるのかなということも今ちょっと不安

に思いました。また、地震による災害が391件と

いうことで、今日は消防長はいないんですけれど

も、実際に391件の火災が起こった場合にどのよ

うに消火するのかなということも気になります。

重ねて、そこには救急搬送等々も出てくるので、

どういうふうになるのかなと気になりますが、今

回そこにはちょっと触れずに、実際に死亡者ある

いは負傷者が出たときのうるま市の今後の対応と

いうところに限定して質問をしていきたいと思い

ます。災害、地震により家族を亡くされた遺族、

または災害によって負傷された方にどのような支

援がありますか。もし、そのような支援があるな

ら、その給付に関する名称や支給金額などを教え

てください。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。国吉亮議員の御質問にお答えいたします。 

 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、そ

の対象となられた方には、災害弔慰金の場合は最

高500万円が支給され、災害障害見舞金の場合は

最高250万円が支給されます。うるま市に住所を

置く方の申請先といたしまして、同事業の共同処

理事務を行っております沖縄県市町村総合事務組

合を案内しております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 では、ちょっとまた確認

したいと思います。死亡のときは500万円、負傷

のときは250万円ということでありました。実際

に、災害により命を落とされた家族、先ほど言い

ましたこの弔慰金の支給、うるま市でもこの支給

ができますか。また、この弔慰金の法律、制度が

あるんですけれども、うるま市として、これまで

こういった法律があるよという広報・周知はして

きたか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく弔慰

金の給付については、給付の対象者または対象の

可能性がある方へ、申請先でございます沖縄県市

町村総合事務組合への申請方法等の案内を行って

おりますが、広報紙等での周知は現在までは行っ

ておりません。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 ホームページ等々には、

まだ周知はしていないということですので、ぜひ

こういった法律もあるよということを周知してい

ただきたいなというふうに思います。それと、今

回提案なんですけれども、沖縄県以外のほぼ全て
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の市町村では、この災害弔慰金に関する条例とい

うものが制定されています。うるま市では、この

条例制定はされているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 うるま市では、災害弔慰金の支給等に関する条

例は制定しておりません。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 沖縄県では那覇市がこの

条例を制定しています。他県では、1,716市町村

自治体ある中で1,650前後の自治体がこの条例を

制定しています。ぜひ、うるま市も今後この条例

制定に向けて検討してほしいなということで、今

回質問をしています。この支援金の支給を早急に

行うためにも、条例の制定をしてほしいと思いま

す。その理由として、うるま市ではこの災害弔慰

金の支給の場合に、対象の方が役所に来ます。そ

して、終わったら沖縄県市町村総合事務組合に皆

さんが案内をします。そこから認定を受けて、ま

たこの認定を基にうるま市に戻ってきて、そこか

らまた支給というふうになっています。他県の条

例制定をしているところでは、申請する方が来て、

独自にこの災害認定をする機関である審査会を設

けています。ぜひ、うるま市でも今後この審査会

を設置して、条例制定に向けて進んでほしいなと

いうことであります。質問、他県では災害に関す

る審査機関を独自に設置しているので、スピー

ディーな給付にたどり着けます。うるま市独自の

災害認定機関、審査会を設置してほしいと思いま

す。また、なぜ他県ではこのような流れになって

いるにもかかわらず、沖縄県、うるま市も、この

沖縄県市町村総合事務組合にまだ案内をしている

のか教えてください。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 沖縄県市町村総合事務組合が市町村に代わって

共同処理を行っている事務には、退職手当の支給、

公務災害補償、損害補償、退職報償金の支給、賞

じゅつ金等の支給、御質問の災害弔慰金等の支給

の事務がございます。これらの共同処理の理由と

いたしまして、各市町村単体が個別に処理するよ

りも、一元処理することで効率的かつ迅速に対応

できることや、同組合に集約することで災害対応

において人員や資源を効果的に活用でき、支給基

準や手続が統一され、公平な支援が可能になると

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 今の流れは、うるま市が

負担金を出して、沖縄県市町村総合事務組合が災

害の認定までやっているということでありました。

確認したところ、この500万円を支給するに当

たって、沖縄県市町村総合事務組合が支給してい

るということで、本来であれば市が負担すべきと

ころをこちらの組合がやっていて、私はいい取組

だなというふうに感じております。一方で、今回

私が質問している内容は、大規模震災が起きた場

合に、このような仕組みのときに対応できないの

ではないかということを問題提起しています。今、

沖縄県市町村総合事務組合に確認したところ、５

人の事務員で成り立っているということがありま

した。ここに1,000人規模、2,000人規模の災害申

請をする方が来たら、もちろん時間も遅くなりま

す。ですので、今後は独自にうるま市の災害認定

機関、審査会を設けてほしいなということであり

ます。質問いたします。過去の災害を教訓として、

災害弔慰金の支給に関する審査を市内の事情に詳

しくない県などの他の機関に委託すると、認定率

が下がると思います。すなわち、本来災害関連死

であるが、災害関連死ではないと認定される傾向

があるので、市町村は自らの審査会を設置し災害

に備えるべきだと考えます。また、災害弔慰金自

体の性質として、首長が亡くなられた方と御遺族

に弔意を示す制度です。沖縄県市町村総合事務組

合に委ねるという現在の進め方は、過去の震災の

教訓を踏まえないものだと思います。うるま市に

災害弔慰金の支給に関する条例を早急に整備する

べきだと要望しますが、所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 



 

― 202 ― 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害

弔慰金の支給基準は明確化されるべきであり、各

自治体や自治体の設置する審議会等の裁量におい

て決定されるものではないとの考えもございます。

また、同組合へ委ねることで、全ての面において

マイナスに作用するのかも併せて検証する必要が

ございます。市といたしましても、被害に遭われ

た方が不利益とならぬよう、調査・研究を行って

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 国吉亮議員。 

○６番 国吉 亮議員 今回、この災害に関する

ことはうるま市議会では初めての質問だったと思

います。答弁内容も調査・研究しますということ

で、ぜひ今後、本当に大規模震災が起こった場合

には沖縄県市町村総合事務組合では対応できない

ことが予想されますので、ぜひ独自の審査会を設

置できるように今から検討していただきたいと思

います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。当局の簡

明な御答弁、ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１０時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 議長、休憩をお願いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 議長の許可を得ました

ので、通告してあります２件について質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 初めに、県営石川団地についてでございますが、

県営石川団地は1981年に完成をしておりまして、

築42年が経過しております。４階建てが10棟もあ

り戸数は168戸もありますが、建物の老朽化はも

とより耐震性の確保の面から見ても、早急な建て

替えが必要であると思っております。この建て替

えについては、団地自治会のほうからも要請をし

たと伺っております。その建て替えに併せ、県の

ほうから隣接する市有地との土地の等価交換の提

案があったとのことでしたので、私なりに調査し

た結果、幾つかの問題点が見えてきました。その

ようなことから、昨年の９月定例会において県営

石川団地の土地と旧石川社会福祉協議会跡地との

土地交換については、問題が山積であるというこ

とを私なりに提言させてもらいました。御答弁に

よりますと、令和３年５月に県の住宅課より等価

交換することについて提案があり、令和４年３月

14日付で地域居住機能再生計画に県営石川団地周

辺地区を含めるとのことで改定されましたが、市

有地や県有地の配置、団地の建て替えの位置につ

いては当時未定であるとの御答弁でございました。

県のホームページを見ますと、基本設計は既に完

了し、第１期実施設計業務が今月から始まるとの

ことのようでございました。また、本市において

は所管部が企画部に移ったこともありますので、

再確認を含めて質問をさせていただきます。 

 初めに、旧石川社会福祉協議会跡地との土地交

換の進捗について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 伊波良明議員の御質

問にお答えいたします。 

 令和５年度に沖縄県が実施した県営石川団地建

替工事基本設計におきまして、旧石川社会福祉協

議会跡地との土地の交換を含めた建物等配置計画、

建て替え工程案などが示されております。今後は、

建て替え工事の実施状況に併せて、具体的な土地

の交換について県との協議を進めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 県のホームページでは、

居住環境向上なども含めた課題の改善などを目的

に、現在の中層住宅から７階建ての高層住宅に改



 

― 203 ― 

築し、敷地の有効活用を図るとのことでございま

すので、再質問させていただきます。 

 基本設計における建て替え後の戸数や建物の棟

数及び建物の階数や計画高さについてお伺いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 基本設計において、建て替え後の戸数は180戸、

棟数は６棟、階数は６階、建物高さは18.5メート

ルの計画となっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

県から示された基本設計では、現況の10棟から６

棟になることや、戸数も12戸増えて180戸になり、

階数は６階ということが分かりました。これまで

の駐車場不足の解消が図られ、またほぼ向かい

合って建っている現在の状況からしますと、恐ら

く全てのベランダから海が見えるような見晴らし

のいい配置計画であることが確認できました。ま

た、エレベーターが設備されるなど、うらやまし

い限りの団地に生まれ変わることは実にありがた

いことだと思っております。団地の住民にとって

はありがたいことなんですが、問題点もあること

から、質問をいたします。 

 旧石川社会福祉協議会跡地は、伊波こども園及

び伊波小学校の職員駐車場や送迎用駐車場として

利用されておりますが、その対応について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 伊波良明議

員の御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、県営団地の建て替えに伴

い、現在利用しております当該敷地がこども園な

どの送迎用駐車場などとしての利用ができなくな

ります。今後は、関係部署とも連携し、小学校敷

地内も含め、近隣での駐車場用地の確保に努めて

まいります。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

そのことは、大変大事なことだと思っております。

社協跡地の駐車場が利用できなくなった時点にお

いて、送迎用の車両がこども園や小学校の正門近

くで路上停車することも危惧されますし、また事

故を誘発しかねないか懸念されるところでもござ

います。安全登校、安全登園のためにも、検討課

題だと考えております。しっかりとした対応策を

共有してほしいと要望して、次の質問に移ります。 

 伊波小学校用地である草木が生い茂る斜面を、

本工事に先駆けて垂直な擁壁工事をすべきだと提

言いたしましたが、その後の関係部署との御検討

について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 議員の御提言を受けまして、石川団地の建て替

え工事と併せた当該区域の整備の可能性について、

県の担当者と調整をいたしましたが、石川団地計

画区域を広げるのは難しいとの回答がございまし

た。このたび県から示された基本設計も踏まえ、

議員の御提言について、今後市の関係部署で対応

していくものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

モニターの準備をよろしくお願いしたいと思いま

す。ただいまモニターに映っているのが社協跡地

の上のほうから階段を下りたところから見た雑木

林のように思えるのが、この斜面になっておりま

す。左側部分でありますけれども、その右側にあ

るのが体育館になります。県でやることは、御答

弁では難しいとのことでございましたが、市の関

係部署で対応していくものと考えているとのこと

ですので、再質問させていただきます。 

 現在、草木が生い茂っている斜面を整地するこ

とで、子供たちにとって安心・安全な教育環境に

もつながるものと思いますが、教育委員会として

の御見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 伊波良明議員

の御質問にお答えいたします。 

 各小・中学校から樹木剪定の要請がある場合に

は、高木剪定により雑木撤去等の環境整備作業を
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行っておりますので、議員御案内の箇所につきま

しても、学校側と調整し取り組んでいきたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 よく分かりました。県

営石川団地との土地交換がなければ、いつでも対

応できる工事ではありましたが、土地交換をした

ために、このような問題が起こっているんじゃな

いかなと思っております。県営団地の建て替え工

事が完了した後は工事車両が立ち入ることは難し

いことから、斜面の整地や擁壁工事を行うことは

ますます厳しいものになると考えております。ぜ

ひ、関係部署で現場を再確認し、前向きな御検討

を要望し、次の質問に移りたいと思います。 

 鐘つき堂周辺への車両進入り口について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 鐘つき堂周辺の利活用につきましては、伊波小

学校側から徒歩による利用を基本としますが、県

の基本設計において管理車両などの乗り入れを想

定した車両進入通路を計画しているところでござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 大変ありがとうござい

ます。基本設計において車両進入通路を計画して

いるとのことでございますので、企画部の皆さん

と県との協議がしっかりとなされていることが大

変よく分かりました。ぜひ、他の問題においても

同様な粘り強い姿勢で協議に臨むことを要望し、

次の質問に移りたいと思います。 

 新たな市有地の面積、形状、進入路について伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 土地交換後の市有地は面積約3,400平米、市道

に隣接する間口が約70メートル、奥行き約50メー

トルの整形な土地となっております。乗り入れ口

につきましては、前面道路の勾配も考慮した造成

計画において詳細な検討を行っているところでご

ざいます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

通称消防通りと呼んでいますけれども、その市道

に約70メートルほどの間口が広く取られているこ

とや、面積が約1,300坪、坪のほうが分かりやす

いかなということで坪に換算しておりますが、約

1,300坪の四角形の土地ということで、大変申し

分のない場所だと私も思っております。伺った話

によりますと、同じ面積で交換したことから、造

成工事においては自前でとのようですが、前面道

路よりここは３メートル程度高くなっており、歩

道側には草木が生い茂っている状況でございます。

現在通学路としても利用されている歩道ですので、

安心で安全な見通しのいい明るい通りにすべきも

のと考えております。 

 では、再質問いたします。新たな市有地の造成

工事は、県が行うのでしょうか。また、市が行う

のであれば、工事はいつ頃の予定になるのかお伺

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 新たな市有地の造成は市が行うことを想定して

おり、実施時期は令和11年度を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 県は２期工事として令

和10年頃に現在の２号棟、３号棟、４号棟、５号

棟辺りを解体する予定と伺っておりますので、で

きるだけ県の工事に併せた造成工事が実施できる

ように取組をやってほしいと思っております。ま

た、新たな市有地の利活用については、造成工事

を行う前に事業計画や実施設計等が全て完了でき

ていることが前提であり、そのことを要望して、

次の質問に移りたいと思います。 

 新たな市有地の利活用について、子育て施設や

福祉施設、石川庁舎の行政窓口機能等を含めた施

設を計画したいとのさきの御答弁でしたが、進捗

状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 
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 新たな市有地につきましては、今後の石川地域

の行政需要への対応及び民間事業者との連携を視

野に入れた利活用方法を検討してまいります。今

年度は、石川地域における行政需要や民間事業者

の利活用意向などについての調査を実施する予定

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 では、再質問いたしま

す。 

 今後の石川地域の行政需要への対応とのことで

ございましたが、私の伺った質問内容は、子育て

施設や福祉施設、石川庁舎の行政窓口機能等を含

めた施設を計画したいとの令和５年９月定例会で

の答弁の進捗状況についてお聞きしたものでござ

います。再度、御見解をお願いしたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 新たな市有地の利活用につきましては、県との

土地の交換を前提とするため、石川団地の建て替

え工程と時期を合わせて実施する必要がございま

す。今年度に実施する調査は、議員御質問の施設

及び機能を含め、次年度以降の事業計画の検討に

おける基礎的調査として実施する予定となってお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 よく分かりました。令

和５年９月定例会の御答弁に沿った施設等が計画

されることを要望し、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 地域居住機能再生推進事業は、居住機能の集約

化等を併せた子育て支援施設や福祉施設の整備を

進め、子育て世代が住みやすく、高齢者が自立し

て生活することができる地域の居住機能の再生を

図ることを事業目的としているとのことでござい

ますが、令和４年３月14日付で県営石川団地周辺

地区を含める改定を行ったとのことでございます

ので、質問させていただきます。地域居住機能再

生計画によりますと、県営住宅及び周辺住民の利

用できる子育て支援施設等の配置を一体で利用し

やすい計画であるとのことでございましたが、こ

のことは決定したのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 当該計画におきまして、議員の御案内の内容の

整備方針が示されております。今後、事業の進捗

に合わせて詳細な検討を行い、個別具体の実施の

事業を決定してまいりたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

そのように計画しているとのことですので、再質

問させていただきます。 

 御答弁の内容からいたしますと、その事業の主

体は本市が計画し実施するということでよろしい

のでしょうか、伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 議員御理解のとおりでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 では、再質問いたしま

す。 

 その事業計画の場所は団地内に整備するので

しょうか。また、団地内であれば県が行う事業だ

と考えますが、見解をお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 地域居住機能再生計画書の県営石川団地周辺地

区の児童福祉施設等の整備は、団地外で行う事業

でございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 団地外ということは、

恐らく交換した市有地内だと考えておりますが、

再質問いたします。 

 団地の集会所を本市の施設の中に一緒に入れた

ほうがより活用が図られるものと思いますが、見

解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 新たな市有地の利活用方法につきましては今後

検討を進めてまいりますが、その中で議員の御提
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言につきましても県と協議してまいりたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 これまでの県営石川団

地の集会所を見ておりましても、毎日使う施設で

もありませんし、使うとしても役員、評議員が数

回、一、二回使う程度だと思っています。それと

また総会等、臨時会でも年に一、二回しかありま

せんので、その集会場の施設自体がなかなか生か

されないところも見ていますので、その面につい

て質問させていただきました。石川地区公民館な

どではボランティア活動用の部屋が不足している

こともございますので、そのような部屋が、この

新しくできる施設の中に確保できたらと思ってお

ります。その一つを団地の事務所として使用し、

集会のときはホールを使ってもらうなど施設の有

効活用をすべきだと考えております。それこそ、

行政窓口機能等を含めた複合的な施設の御検討を

要望して、次の質問に移りたいと思います。 

 県営石川団地建て替えに併せ、団地に隣接する

墓地周辺の里道整備ができないものか検討すべき

だと考えますが、現在の里道の状況報告と併せて

市の御見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 現在、石川団地に隣接する一団の墓地は２か所、

いずれも里道に接しておりますが、当該里道は雑

木等が繁茂している状況でございます。団地に隣

接する墓地周辺の里道整備につきましては、里道

を利活用したい者が法定外公共物加工承認申請す

ることにより整備することは可能ですが、石川団

地建て替えに併せての里道整備は大変厳しいもの

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 御答弁ありがとうござ

います。墓地が２か所あるとの御答弁でしたが、

まず入り口のほうに墓地の建売りみたいな団地が

ありまして、それとまた一番奥の10号棟のほうに

も、利用する方はそこの10号棟のほうから団地内

を歩いて、里道と言いますか、里道に見えないん

ですけれども、雑木林の生い茂った中を切り開い

て、このお墓に行くと。そういう状況であります

ので、質問させていただきました。この県営石川

団地周辺の墓地は、車の乗り入れが市道からでき

ないことや、草木が生い茂っていることから、墓

地の所有者にとっても木の伐採や草刈りが大変ま

まならない状況でございます。私は、どうしても

里道整備が必要だと考えております。今の状況で

は、どこが里道なのかも分からない状況。本当に

草木が生い茂って、行くのも一苦労ということで

見ておりますので、ぜひ里道整備が必要だと考え

ております。そして、それが今厳しいとのことで

すが、私はその団地の建て替え前に墓地周辺の里

道整備を行うことが肝要だと思っております。新

しく団地が建ちますと、恐らく厳しくなるのでは

ないかなと思っております。今やらなければ、今

後ますます荒れ放題になることが私は懸念される

と思います。周辺住宅への環境整備や景観のため

にも、行政の積極的な取組を要望し、県営石川団

地についての質問をこれで終わりたいと思います。

御答弁、大変ありがとうございました。 

 続きまして、２項目めの市道石川55号線のハン

プ設置について伺いたいと思います。この道は石

川白浜公園に隣接していて、朝夕の交通量が多い

ことや、早朝の出勤時間帯にはスピードを出す通

行車両もあったことから、自治会では危険な道路

として対策を求めてきたところでございます。そ

のようなことも踏まえ、これまで一般質問でも取

り上げてきました。７年前の平成29年６月定例会

においては、石川公園の改修計画に併せ市道石川

55号線等の改良工事を含めた予備設計等を平成30

年度に計画しているとの大変発展的なすばらしい

御答弁がありましたが、いつの間にか、その計画

は残念ながら頓挫してしまいました。次に、令和

３年２月定例会においても一方通行の交通規制を

敷くことで、車両通行の抑制が可能かどうか検討

中であるとの御答弁でした。その後、当局は市道

石川55号線や隣接する市道石川61号線沿いの住民

に対してアンケートを実施し、その結果について
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の報告を、私は南栄区自治会評議員会で説明を受

けております。同席した石川警察署からも同様な

説明を受け、一方通行にすることは大変厳しいと

の認識を共有し、この話も立ち消えることになり

ました。また、令和４年２月定例会では今後の対

策について、スピード通行抑止のための安全対策

を引き続き自治会と協議していく考えであるとの

御答弁でございました。その後、当局による交通

量調査や車両の速度調査等の報告や、対策として

新しい台形ハンプの設置による説明を自治会で受

けております。この台形ハンプの設置のメリット

は、速度の低下が期待されることや隣接する市道

石川61号線や県道255号線への交通の分断が期待

されるとのことでございましたが、デメリットと

しては大型車両が通行する際に騒音や振動が生じ

ることもあるとのことでございました。今回、市

道石川55号線には２か所の設置予定場所がありま

すが、そこは住宅が少ないところでもありますし、

適切な場所だと私も考えております。宜野湾市の

大山小学校の海側にある、これも通称伊佐大山線

ということで地元の方はおっしゃっていましたが、

そこに設置されている４か所の台形ハンプを私も

通ってみましたが、違和感なく通ることができま

した。市道石川55号線への台形ハンプ設置の話か

ら既に４か月もたつことから、質問をさせていた

だきます。 

 初めに、ハンプ設置計画の現状について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 伊波良明議員の

御質問にお答えいたします。 

 市道石川55号線のハンプ設置につきましては、

令和６年２月に地域自治会長及び評議員の皆様へ

概要の説明及び設置要否の確認、同年３月に石川

警察署へ設置に関する意見照会を経まして、同年

５月に維持管理課とハンプ設置に向けた調整を

行ったところでございます。今後、維持管理課に

より具体的な実施時期の検討を行う予定としてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 モニターのほうよろし

くお願いします。今映像に映っているとおり、御

覧のとおり、これまでの皆さんが思うようなバン

プとは大きく形が変わっていることが分かると思

います。普通のバンプは弓型といいますか、丸い

半円形のものが一つ設置されていたりするんです

けれども、あのハンプのほうは非常に音もうるさ

い、隣近所に迷惑だということで、この新しいハ

ンプ、バンプではなくてハンプということになっ

ていますが、ハンプを設置することが増えている

ようでございます。私は、そのハンプを伊佐大山

線で見てきたわけでございますが、この絵では十

字路に設置されておりますが、なかなか十字路と

いうのはまた厳しいところもあるのかなと思うん

ですけれども、伊佐大山線では直線道路上に設置

されており、また夜間でも確認しやすかったこと

から、市道石川55号線においても直線道路上に設

置とのことですので、何も問題がないものと考え

ております。設置に向けた早めの取組を要望して、

次の質問に移りたいと思います。 

 工事期間中における迂回路の案内及び安全対策

について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 当該道路は車両交通量が多いことから、議員御

指摘にありますような対策は必要であると考えて

おり、工事実施の際には道路利用者及び近隣住民

への迂回路の周知及び効果的な安全対策の検討を

行ってまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

モニターの準備をよろしくお願いします。市道石

川55号線沿いの住宅の通りでは、安全対策がなか

なか進まないものですから、沿道の住民による自

腹で購入したこのようなかわいらしいスタンド型

の看板が４か所設置されています。ここから見ま

すと、左側に大きなものが１か所、それから右側

の中辺りに２か所、それから十字路の近くにも３

か所、その手前のほうにもあるわけですが、この
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ような大変かわいらしいスタンド型で、それもド

ライバーのちょうど視線の高さにありますので、

非常に効果的だなと私も思っております。ぜひ、

この迂回路等においても、このような飛び出し注

意の看板が設置できないものか、これも要望して、

次の質問に移りたいと思います。 

 設置後の交通量調査及び住民アンケートについ

て検証すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 交通量調査につきましては、効果検証のため設

置前後の交通量調査を実施する予定でございます。

住民アンケートについては、現時点では考えてお

りませんが、設置後、地域の意見集約が必要であ

ると判断した場合には最適な調査手法を検討し、

実施してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波良明議員。 

○７番 伊波 良明議員 ありがとうございます。

工事期間中の安全対策と設置後のハンプの周知に

ついては、しっかりと検討すべきものと考えてお

ります。住民から歓迎されるような、うるま市初

となる台形ハンプの早めの設置を要望するととも

に、また歩行者の安全対策として、道が狭いこと

から、公園側のほうに歩道の確保ができるように

要望して、これで私の一般質問を終わりたいと思

います。御答弁、大変ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１１時４５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 皆さん、こんにちは。

本日３人目の質問者であります。午後一番で眠気

も襲ってくると思いますが、どうかお付き合い願

いたいと思います。議長の許可を得ましたので、

第176回定例会一般質問を行います。今回、大き

な項目で３点通告してございます。執行部の皆様

には簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。ふだ

んより若干スピーディーな展開になると思います

が、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、大きな項目１点目であります。赤道

小学校の運動場整備について質問してまいります。

運動場の整備というふうに通告してありますが、

運動場に関連附帯する施設ということでお話しを

していきたいのでありますが、今回の質問につき

ましては、令和３年12月第156回定例会において

質問した内容と同様でありますが、赤道小学校運

動場における野球バックネット側から見て、いわ

ゆるライト方面に当たる校舎と隣接する運動場側

に防球ネットの設置が可能かとの質問をいたしま

した。当時、ライト側の防球ネットについては、

屋外運動場からの動線を考慮した設計であり、学

校運営に支障がないかも含め状況を見極めたいと

の答弁をいただきました。その後、防球ネット設

置に関連して学校側からの要望などがないものか

確認をしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 

○社会教育部参事（兼城 哲夫） 仲程孝議員の

御質問にお答えいたします。 

 御質問箇所の防球ネット設置につきましては、

令和３年12月第156回定例会において、現在のと

ころ設置予定がなく、スポーツ少年団などの利用

の仕方や学校運営に支障がないかも含めて状況を

見極めたいと答弁いたしましたが、現在まで学校

側から設置要望はございませんので、意見交換等

は行っておりません。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 ありがとうございまし

た。意見交換、設置の要望・相談等もないという

ことでありますので、若干私の勇み足かなという

部分もありますけれども、スポーツ少年団に関わ

る一部の保護者からの相談が寄せられたための質

問でありましたが、今後学校側から防球ネット設

置について何らかの相談などがあった場合はどの

ように対応するのか、確認をしたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部参事。 
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○社会教育部参事（兼城 哲夫） 再質問にお答

えいたします。 

 今後、児童の安全面や学習環境への影響のほか、

学校運営に支障を来すなどの状態であれば、学校

側と協議してまいります。御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 よろしくお願いします。

今の小学校の新しい運動場はライト側が非常に短

めでありまして、レフトの部分は大分余裕がある

んですが、校舎とも近いということもありました

ので、いろいろと相談があればぜひよろしくお願

いしたいと思います。現在の赤道小学校運動場に

つきましては、まだまだ真新しくきれいな状態が

保たれておりますが、新設されたからこそ、使い

勝手の部分で様々な要望が出てくる可能性もあり

ます。私も学校側と連携しながら児童のよりよい

教育環境づくりに協力してまいりたいと思います。

この質問は閉じてまいります。 

 ２点目に行きたいと思います。米原区内道路冠

水箇所についてお尋ねいたします。この２問目も

過去に質問をしておりますが、今回質問を行う米

原区内、兼箇段1739番地付近道路の冠水箇所につ

きましては、過去に２回一般質問でも取り上げて

おりまして、令和４年６月８日付に米原自治会か

らも整備要請の行われた場所であります。これま

でも、市道維持管理に関連する予算において管理

されていることは理解をしておりますし、感謝し

たいと思います。しかし、今でも一定の雨が降り

続くと、いまだに冠水被害を繰り返している現状

にあります。このような状況を当局はどのように

認識しているのかをまず確認したいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 仲程孝議員にお

答えいたします。 

 御質問の道路、市道兼箇段尻川線の一部区間に

おいて、降雨量が多くなると冠水被害が生じてい

ることを認識しており、市道の草刈り及び側溝清

掃などを行い、日々の維持管理に努めているとこ

ろでございます。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 草刈り等、日々維持管

理に努めているということは、先ほども申し上げ

たとおり私も理解しているんですが、特殊な地形

というか、非常に分かりづらいというか、当該箇

所は交通量はさほど多くない箇所ではありますが、

道路の高低差やその特殊な地形によって、現在の

排水機能では今後も冠水被害を繰り返すものだと

私は思っております。抜本的な対策を行わなけれ

ば、地盤の緩みや土砂災害を引き起こす可能性も

含む場所でもありますので、抜本的な冠水対策を

行う必要があると強く感じておりますが、私の所

見に対する当局の見解を伺いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 議員御指摘のとおり、道路の構造上冠水被害を

繰り返す排水機能でしかなく、抜本的な冠水対策

を行う必要があると認識しております。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 よろしくお願いします。

実は、過去２回の質問でも抜本的な対策が必要で

あると認識しているという答弁をいただいており

ます。そこで、もう少し突っ込んでお話ししたい

のですが、それでは抜本的な対策を行うに当たっ

ては、今後どのような段階を経ていくのか、その

ことをお聞きしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 まず、排水構造物や排水ルートの比較、概算事

業費の算出などの検討が必要であり、当該道路の

排水路概略設計を行う必要があることから、予算

確保の上、関係各課と連携し取り組んでまいりた

いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 そうですね。今のよう

な維持管理だけでは、また被害が続くと思われま
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す。抜本的に財政、予算もかかる話ではあります

が、ぜひしっかりと取り組んでほしいと思います。

市内の道路には豪雨による冠水箇所があることは

私にも容易に想像ができます。しかしながら、当

該箇所における冠水被害解消は地域の長年の課題

でもあることから、担当課において汗をかいてい

ただけることを期待して、次の質問に移ってまい

ります。よろしくお願いします。 

 それでは、最後の質問に移ってまいります。加

齢性難聴者への補聴器購入助成についてでありま

す。加齢性難聴者への補聴器購入助成につきまし

ては、これまでも多くの同僚議員からも質問があ

り、令和６年度から予算化されたと認識をしてお

ります。その後、私のほうにも多くの市民からの

問合せがありますので、当該事業の内容と実施の

時期について確認をしていきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 仲程孝議員の御質問

にお答えいたします。 

 事業内容は、加齢性難聴により補聴器の使用が

必要と認められる高齢者に対し、補聴器の購入に

要する費用の一部を助成することにより、経済的

負担を軽減するとともに高齢者福祉の増進を図る

ものでございます。対象者は、市内に住所を有し

現に居住をしている65歳以上で、住民税非課税世

帯に属し、耳鼻咽喉科の医師により補聴器の使用

が必要と判断された意見書を提出いただける方、

かつ、他の制度で補聴器の補助交付を受けられな

い方が対象となります。現在、実施基準や申請受

付、交付決定の手法など、他の先行自治体から情

報収集を行っており、確認した内容などを参考に

実施を検討しております。実施時期につきまして

は、８月頃から事業内容の周知を行い、10月頃の

申請受付を想定しております。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 ８月頃から周知という

ことも確認できました。私も年齢を重ねてきたか

らか、地域でいろいろと一緒に活動してきた先輩

方も、加齢性難聴と思われるような先輩方も大分

増えてきておりますので、それを踏まえながら質

問していきたいと思うんですが、先ほどもあった

ように、県内にも先進的に補聴器導入に関連する

助成事業を実施している自治体がありますが、他

市町村の実施状況を参考までにお聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 現在実施している県内の市町村は９市町村であ

り、確認できた実施内容については那覇市が38件、

豊見城市が13件となっており、執行状況について

は予算内の申請件数となっているとのことでござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 ９市町村ですね。那覇

市と豊見城市の事例も紹介していただきました。

それでは、先ほどの答弁でもありましたけれども、

事業の内容を８月頃から周知するとありましたが、

積極的な周知が必要だと思っております。周知方

法についてはどのようなことを想定されているの

かお聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 周知方法として市の広報やホームページ、市の

公式ＬＩＮＥなどの周知や地域包括支援センター

や関係団体、市内介護事業所等に対する情報提供

などを想定しております。また、市内に設置され

た観光防災ＬＥＤビジョンの活用、市内及び近隣

の耳鼻咽喉科医院へのチラシの送付も検討してお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 関連する市民というの

は、もちろん一般の市民の中から絞られていくわ

けですが、なので普通の広報ではなくて、先ほど

もありましたけれども耳鼻咽喉科とかにもチラシ

をということでありました。ある程度絞って、

しっかり周知していただきたいと思っていますが、

私は市内外問わず、民間の補聴器販売会社などと

も連携する必要があると思っておりますが、その
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ことが可能かどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 助成内容について、広く周知を図るために補聴

器販売会社などに対しても情報提供を行ってまい

ります。 

○議長（比嘉 直人） 仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 よろしくお願いします。

難聴かなと思われる方は、まず耳鼻咽喉科や補聴

器会社を訪ねると思いますので、そのときにしっ

かり、うるま市はそういう助成をしているよとい

うことがその関係ある方の目に留まるようにして

いただきたいなと思っております。補聴器の専門

店が市内にはなく、これまでに加齢性難聴により

補聴器を購入した市民の多くは市外で相談、購入

したと私は聞いているところであります。対象と

なる多くの市民が購入助成に触れられるように最

大限努力していただきたいと思います。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わってま

いります。執行部の皆様、誠意ある御答弁ありが

とうございました。 

○議長（比嘉 直人） 次の質問者、伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 議長、ちょっと休憩願

います。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１３時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 今日、最後の質問です。

今週最後ですから、早めにぱっぱと終わらせてい

きたいなと思っております。 

 では、石川川河口から整備され、また遊歩道も

整備され、石川住民の憩いの場となっております。

桜・梅の木が植栽され、毎年さくら・うめまつり

も開催されております。住民から多く問合せがあ

りましたので質問します。（１）南栄通り石川栄

橋から銀座通り世栄津橋間の河川遊歩道周辺に除

草剤が散布されているが、当局は承知しているか

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 伊波洋議員の御

質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の遊歩道周辺における除草剤散布に

つきましては、特にそういった情報は入ってきて

いないため、承知しておりません。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 では、次に（２）承知

しているのであれば、いつ承知したかということ

だったんですけれども、情報提供はあったのか伺

いたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 繰り返しになり

ますが、特にそういった情報は入ってきていない

ため、承知しておりません。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 石川川は一級河川とし

て県管理となっていると思いますが、遊歩道につ

いては市に管理委託されていると思います。（３）

これまで整備事業として、また地域の皆さんや市

民ボランティア団体が草刈り作業や堆肥管理等も

行っております。今回の除草剤散布は誰が散布し

たかということを当局は把握しているのか伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 御質問の指摘について聞き取り調査を行った結

果、確認が取れておりますが、個人情報となるた

め答弁を差し控えさせていただきます。御理解の

ほどお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 個人情報ということで、

了解しました。 

 では、次に（４）公共の遊歩道は市民の皆さん

が子供や愛犬を連れて散歩する方が多く見られま

す。また、小中高生が魚釣りを楽しんでいる姿も

見られます。除草剤散布による健康被害が考えら

れるが、当局はどう捉え、どう対応するのか伺い



 

― 212 ― 

ます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 除草剤散布による健康被害につきましては、現

在報告・相談等はございません。今後の対応とい

たしましては、ボランティア団体などから薬剤散

布作業についての相談を受けた場合、沖縄県発行

の街路樹植栽・維持管理ガイドラインなどを基準

に対応していただくよう協議してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 次、（５）遊歩道の整

備事業として管理している市民やボランティア団

体がこれまでも補足で植栽した苗木にも除草剤が

散布されて影響が出ていると聞いていますが、当

局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 苗木に影響が出ているとの指摘がございますの

で、現場確認を行い、ボランティア団体の皆様と

事実確認の聞き取り調査を行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 これまで市民やボラン

ティア団体が管理をして、毎年恒例のさくら・う

めまつりを楽しみにしている市民もいます。当局

も、しっかり管理・指導に取り組んでほしいと思

います。 

 では次、２番目の質問に移ります。うるま市の

建築基準法についてであります。うるま市は、市

長を中心に感動産業特区プロモーション事業やプ

ロスポーツ球団、クラブチームの冬季の自主トレ、

キャンプの誘致を展開しております。間近で見る

プロのすごさは、うるま市の小中高生の皆さんに

はよいお手本になり、将来プロを目指す児童・生

徒もいると思います。関連事項として、まず（１）

現在、うるま市は感動産業特区プロモーション事

業として推進しています。また、プロスポーツ球

団、クラブチームを誘致しているが、市内に滞在

するには宿泊施設が乏しいと思われます。特に市

の中心市街地、具志川地区の宿泊施設について当

局の見解をお聞きします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 伊波洋議員の御質

問にお答えいたします。 

 本市は、海中道路や世界遺産勝連城跡といった

多くの観光資源に恵まれているその一方で、通過

型の観光地となっているため、通過型観光から滞

在型観光へシフトし、より多くの観光消費を取り

込むためには、宿泊施設の充実が重要であると考

えております。そのため、感動産業特区プロモー

ション事業などの展開を通した観光需要の拡大と

併せて、市内全域を対象としたホテル誘致活動を

実施しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 ホテル誘致につながる

取組を行ってまいりますとの答弁をいただきまし

たが、これは私の持論ですけれども、（２）宿泊

施設の誘致は、うるま市の建築基準法の高さ制限

がネックとなっていると思います。建築基準法の

見直しについて、当局の見解をお聞きしたいと思

います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 伊波洋議員の

御質問にお答えいたします。 

 建築基準法は国により制定された法律であるこ

とから、市において見直しはできないものと理解

しております。また、本市において制定している

うるま市建築基準法施行細則においては、建築物

の絶対高さを制限する規定はございません。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 高さを制限する規定は

ございませんということです。 

 それでは、次に（３）建築基準法の高さ制限で

一番高い制限で、現在の基準として市内の４地区

にどれだけの指定地域があるのか伺いたいと思い

ます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし
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ます。 

 市内における建築物の高さを制限する規制は景

観法、都市計画法などに関連する規定がございま

すが、建築基準法におきましては、低層住宅のた

めの良好な住居の環境を保護するための地域であ

る第一種低層住居専用地域で絶対高さ10メートル

の制限がございます。第一種低層住居専用地域は

４地区の合計で556ヘクタールであり、これは本

市全体の約6.4％となります。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 では、次に（４）景観

計画による高さ制限はあるのか伺いたいと思いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） お答えいたし

ます。 

 景観計画につきましては、制定後約13年が経過

しており、社会情勢及び市民ニーズの変化に合わ

せて柔軟な対応が求められていることから、現在

最高高さの制限を見直す方向で進めているところ

でございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 社会情勢の変化や市民

ニーズの変化に合わせて見直す方向で進めている

ところとお聞きしました。うるま市の活性化に向

けて、取り組んでほしいと思います。 

 では、次の質問項目に移ります。３点目、うる

ま市のホームページにおいて令和６年度フィルタ

リングソフトウェアライセンス事業募集がありま

した。そこで、お聞きしたいと思います。（１）

令和６年度フィルタリングソフトウェアライセン

ス事業の概要についてお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 伊波洋議員の御

質問にお答えいたします。 

 本件は、ＧＩＧＡスクール構想で児童・生徒に

貸与している学習用情報端末の適切な活用を図る

ため、有害なウェブサイトへのアクセス制限や学

習用情報端末を自宅に持ち帰った際、夜間のイン

ターネット接続を制限するものです。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 児童・生徒が活用する

端末の適切な活用を図るためには必要なことだと

思います。では、（２）これまでのフィルタリン

グソフトウェアライセンスの調達はどうしていた

のかお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 児童・生徒の学習用情報端末へのフィルタリン

グにつきましては、令和４年度から競争入札を実

施し調達しております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 フィルタリングソフト

ウェアライセンス事業、私は当局で調達すること

はできないのかなと思っていてお伺いしたら、そ

れはできないと。では、次に（３）今回の令和６

年度フィルタリングソフトウェアライセンス事業

の一般競争入札の結果についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 令和６年度フィルタリングソフトウェアライセ

ンス調達等業務に係る一般競争入札につきまして

は、５者の申込みがあり、令和６年５月13日に入

札を執り行い、株式会社興洋電子が落札しており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 答弁をいただき、大変

理解しました。ＧＩＧＡスクール構想で児童・生

徒の学習意欲、大きく成長することを願っており

ます。 

 では、次の質問項目に移ります。石川ゲート

ウェイ拠点形成基本計画についてであります。う

るま市が合併して18年経過。これまでも地元石川

地域の活性化に向け、質問してまいりました。石

川地域まちづくり推進計画において、今回石川

ゲートウェイ拠点形成基本計画が令和６年３月に

決定されております。そこでお聞きしたいと思い
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ます。（１）事業の基本計画が令和６年３月に決

定しましたけれども、今後のスケジュールについ

てお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 伊波洋議員の御質問

にお答えいたします。 

 昨年度策定しました石川ゲートウェイ拠点形成

基本計画においては、石川インターチェンジ周辺、

石川庁舎周辺の２つのエリアのプロジェクトにつ

いて整理し、今後のスケジュールについてお示し

をしたところでございます。今後の予定につきま

して、石川インターチェンジ周辺は今年度、事業

区域の確定と民間活力導入について調査を実施し、

次年度以降に基本計画を策定し、その後用地買収

等に３年間程度を見込んでおります。令和12年度

の公募を想定しております。石川庁舎周辺におき

ましては、今年度、民間事業者との対話を通じて

事業手法を検討するとともに、公共機能でありま

す行政窓口機能や体育施設の再配置・代替機能方

針を検討、次年度にかけて大まかな方向性を明示

した上で、令和８年度の公募を目標に進めていき

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 令和８年度の公募を目

標に進めていきたいと考えていますけれども、基

本計画では令和９年度、既存施設の解体設計と

なっています。では、（２）令和９年度既存施設

の解体設計となっているが、施設解体後の市民課

窓口業務等の計画についてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 行政窓口機能につきましては、石川団地周辺で

計画しております複合施設への集約や既存の公共

施設または商業施設などへの集約、移転等につい

て庁内関係部署と連携を図りながら検討していき

たいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 しっかりと議論・検討

をしてほしいと思います。先ほど、同僚議員の中

でも石川団地周辺という話も上がっていたんです

けれども、石川団地周辺の複合施設では住民の多

く住んでいる市街地地域からは遠くなりますので、

しっかりと検討していただきたいなと思います。 

 それでは、次に（３）その他の公共施設の体育

館、野球場等の体育施設がなくなるようですけれ

ども、代替施設について当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 体育施設等の在り方につきましては、石川地域

周辺における既存の公共施設へ代替配置が可能か

どうかを検討するとともに、現在計画中のうるま

市総合体育館への一部機能集約など、市全体と地

区内での検討を多角的に行うことで、現在利用さ

れている方の利便性の低下を招かないような方策

を検討していきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 現在利用している方の

利便性低下を招かないような方策を検討していき

たいと答弁いただきました。この事業についても、

しっかりと取り組んでください。 

 では、次に（４）石川多目的ドーム周辺整備事

業の今後のスケジュールについてお聞きしたいと

思います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 石川多目的ドーム周辺整備事業につきましては、

今後事業区域の決定や用地取得を経て、令和12年

度の公募を目指しておりますが、石川多目的ドー

ム利用者の駐車場不足の早期解決を図る目的から、

一部区域につきましては、石川多目的ドーム機能

強化事業の中で先行的に駐車場を進めていけるよ

う検討しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 この事案も、合併して

18年、うるま市に引き継いだ事業だと思っており

ます。いまだに実施計画されておりません。石川

多目的ドーム周辺駐車場整備事業は喫緊の課題だ

と当局も認識していると思いますが、石川イン

ターチェンジ周辺の拠点形成と併せて、しっかり
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取り組んでほしいと思います。 

 では、最後の質問に移ります。市民からのご意

見・ご要望について。これはホームページでも公

開されていますので、議員の皆さんも参考にした

らいいと思います。市民からのご意見・ご要望に

ついてであります。令和５年11月に投書のあった

石川市民の森公園について、この意見に対して当

局の見解をお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 石川市民の森公園に関する市民からのご意見・

ご要望が寄せられ、令和５年11月には意見に対す

る回答を行っております。意見内容については、

要約しますと「施設は壊れたままで管理されてい

るように思えません。遊具もなく、お城は落書き

だらけ。トイレの便器も壊れたまま」などの御意

見があり、回答としましては「トイレの破損や落

書き等を確認しておりますが、いまだ対応ができ

ておらず申し訳ございません。市内には100以上

の公園があり、限られた職員や予算での対応では

利用者が満足いただけるほどではございませんが、

シルバー人材センターによる草刈りや職員での倒

木撤去などを実施しております」と回答しており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 今、当局の答弁で要約

した説明で読み上げてもらいましたけれども、令

和５年11月に投書のあった石川市民の森公園につ

いての意見を読み上げたいと思います。「石川市

民の森公園について、施設は壊れたままで管理さ

れているように思えません。遊具もなく、お城は

落書きだらけ、トイレの便器も壊れたまま。うる

ま市は市民の森を放置しているように思えます。

合併後のうるま市では具志川・中城湾方面ばかり

公共財に投資され、石川地域は軽視されているよ

うに感じられます。特に市民の森はそれが目立ち

ます。今後も「放置」していくのでしょうか」と

いう意見でありました。それでは、答弁でもはっ

きりと言われましたけれども、利用者が満足いた

だけるほどではございませんが、御理解ください

ますようにお願い申し上げますと。満足していな

いから公園管理に対してこのような意見が出てい

るわけなので、これでは絶対に理解できないとい

うことだと思っております。 

 では最後の（２）、回答しているが、半年たっ

たその後の当局の対応について、もう１回伺いた

いと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 その後の対応でございますが、公園内トイレに

つきましては修繕を終えております。また、お城

の落書きについては美観を損なっていることから、

予算確保の上、対応してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 以前は遊具も管理され

ていて、多くの家族連れが訪れていました。乗用

車や大型バスの駐車場も整備されていましたけれ

ども、今はわずかな人が散歩する程度となってい

ます。以前、一般質問でも提案しましたけれども、

市民が憩えるゲートボール場等の再整備等、また

民間の活力を活用した事業方式のＰＦＩも検討し

た時期もありました。そこで最後、再質問したい

と思います。 

 今後の事業計画があれば、当局の見解を伺いた

いと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 石川市民の森公園における今後の計画につきま

しては、令和４年度に策定された石川地域まちづ

くり推進計画において中期的プロジェクトに位置

づけられており、公民連携による整備手法の活用

など公園が持つポテンシャルを最大に引き出せる

よう検討してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊波洋議員。 

○３０番 伊波 洋議員 今回質問してまいりま

した。今後の議会活動、一般質問でまた追及して
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いきたいと思っております。今回の私の一般質問

はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了

しました。 

 次回は、６月24日月曜日午前10時から会議を開

きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１４時１５分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

７ 番 議 員  伊 波 良 明 

 

８ 番 議 員  神 田 洋 一 
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◎ 議事日程第７号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第７号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、平良一雄議員、真壁朝弘議員を指名し

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。大城

直議員。 

○２５番 大城 直議員 皆さん、おはようござ

います。本日のトップバッターです。会派かけは

し大城です。議長の許可を得ましたので、大きい

項目２点について質問していきたいと思います。 

 まず最初に、消防行政についてであります。今

年は１月１日の能登半島地震から、４月には台湾

地震、愛媛県沖地震と大きな地震による災害が発

生しておりますが、うるま市の広範囲を日夜、市

民の安心・安全を担っているのが消防職員であり

ますが、今後うるま市では、沖縄県消防指令セン

ターも建設することから、沖縄県消防指令セン

ターへの職員派遣も含め、人員配置について十分

な状況にあるのか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） おはようございます。大

城直議員の御質問にお答えいたします。 

 消防職員の人員配置につきましては、現在うる

ま市職員定数条例に定める130人で、事務業務や

現場対応を行っております。この130人以外に、

市危機管理課へ２人、沖縄県防災危機管理課に１

人、沖縄県消防学校へ教官として１人、さらには

沖縄県消防指令センターへ４人、合わせまして合

計８人を、定数に含まない定数外として派遣して

いるところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 定数は満たしていると

いうことですが、今後の状況を踏まえて、人員配

置が十分なされていると理解いたしました。 

 再質問します。現場の定数では130人とのこと

ですが、現場にいる現状です。定数条例ぎりぎり

の状況であると思いますが、他市町村では、いろ

いろな状況により、消防職を辞めていくことがあ

ると聞いております。うるま市では消防職員が長

期休暇や育児休暇など、取りやすい状況にあるの

かお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） 再質問にお答えいたしま

す。 

 私が消防長に就任した令和３年４月から今日ま

での、過去約３年間を対象に確認しましたところ、

病気などによる１か月以上の長期休暇者が２人、

育児休暇者が３人ありましたが、検査業務や現場

活動などに支障を来さない範囲で、勤務調整等を

行い態勢を整え、消防業務を実施しているところ

でございます。特に、年々増加する救急業務や自

然災害へ対応する職員の労務管理や健康管理に取

り組み、職員が働きやすい職場環境づくりを目指
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していきたいと考えているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 消防職員ですが、ほか

にも救急隊員がいらっしゃいます。救急隊員のほ

うは、コロナやインフルエンザに感染したという

ことも聞いております。日頃から鍛えている消防

職員ではありますが、休養も大事だと思います。

消防長の答弁を聞いて安心をいたしました。頼り

にしていますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、災害時に動ける二輪車の配置についてで

ありますが、地震による災害が多く発生している

昨今ですが、南海トラフ地震に関しましては、こ

の30年以内に発生する確率が70％から80％とも予

想されております。災害時には防災行政無線での

呼びかけで避難指示がなされると思いますが、防

災行政無線が使用できない場合には、消防職員が

最初に避難指示の広報活動に向かうと思われます。

現状の広報活動は自動車での広報活動になると思

われますが、そこで災害時に身軽に動ける二輪車

での広報活動体制を提案いたしますが、当局の見

解をお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） 御質問にお答えいたしま

す。 

 二輪車の活用につきましては、これまでも研究

を重ねており、その利便性や機動性など、二輪車

の特徴を生かした消防活動が展開できますことか

ら、必要性につきましては十分理解しているとこ

ろでございます。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 機動性と利便性を考え

ると、すぐにでも導入することをお勧めいたしま

す。 

 再質問です。台湾地震の避難指示の際には、車

が渋滞し高台への避難が遅れたことが、新聞にも

取り上げられていましたが、広報活動に向かった

消防職員がいざというときの避難体制が確保でき

ることが必要であります。機動性のある二輪車に

よる避難指示や広報活動体制が可能な二輪車の配

置は、早急に備えることが必要だと思いますが、

二輪車の配置についてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 消防長。 

○消防長（新垣 隆） 再質問にお答えいたしま

す。 

 先ほども答弁しましたとおり、二輪車の特徴を

生かした消防活動が迅速に行え、避難対策につき

ましても、大変有効と考えております。二輪車の

導入につきましては、これまでも一般質問があり、

将来に向け研究・検討と答弁がされておりますが、

現在も導入には至っておりません。しかし、近年

の災害状況等も踏まえ、消防バイク隊の運用方法

や現在の各消防署所の配置状況など、導入の可否

につきまして、さらに踏み込んだ検討について指

示しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 将来に向けて研究・検

討ではなく、必要性を感じているのであれば、早

急に導入を検討していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 次に進みます。津堅島についてであります。津

堅島協力金についてでありますが、まず久高島で

は、入島協力金として300円以上を任意で徴収し

ていて、久高島のことで使用されているようであ

ります。「いっしょに、創ろう!守ろう!生かそ

う!」をキャッチフレーズに、島の自然環境整備

と文化の保存のために役立てているようです。ほ

かにも島内へ漂着した漂着ごみ等の処分費や、島

内美化等の環境整備に充てているようです。うる

ま市でも地域行政による自治会等の運営資金に活

用できるような仕組みづくりをして、自治会の自

助努力に対する支援をし、今後の自治会運営がス

ムーズにいくような手助けが必要だと思いますが、

協力金の募金箱設置の導入、支援ができないかお

伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。大城直議員の御質問にお答えいたします。 

 久高島入島協力金につきましては、自治会が協

力業者と協議・連携し、行っているとのことで現

在、行政による関与は行っていないとのことでご
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ざいますが、同制度を地元自治会で導入する場合

には、地域住民の同意を基本とし、その目的や徴

収方法、使途などを明確にしていくことが重要と

考えております。地域においても十分な調査・研

究等が必要であると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 入島協力金ですが、ま

ず比嘉区のアマミチューでは、賽銭箱方式で環境

整備に充てているようであります。このように自

治会が自助努力をして、行政も何らかの支援をす

る体制が必要だと思われます。自治会活動の手助

けとなればと思います。 

 次に、津堅島トゥマイ浜の整備についてであり

ますが、現在、キャロット愛ランド管理棟の屋根

のコンクリートの劣化が進み、ひび割れている状

態にあります。また、屋根にあるニンジンのモ

ニュメント塗装は、もはやニンジンとは思えない

くらいであります。管理棟の防水塗装とニンジン

のモニュメント塗装が可能かお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 大城直議員にお

答えいたします。 

 御質問のキャロット愛ランド管理棟につきまし

ては、現在、公園施設管理許可に基づき、地元企

業において管理していただいております。議員御

案内の管理棟屋根防水及びモニュメント塗装に必

要な資材提供については、公園施設管理及び設置

許可に係る留意事項内に、修繕・造作等がある場

合は、事前に市と協議した上で申請許可を得る必

要があるとされており、資材提供も含めた協議を

行い対応してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 現在、ビーチを管理し

ておりますシークルーズのスタッフの話では、資

材の提供があれば彼らが、塗装工事に協力はして

いいというふうにおっしゃっています。ですから

資材提供していただいて、彼らに塗装までしてい

ただくということで、この塗料等の提供をするこ

とは可能なのかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 管理していただいている企業と、資材提供を前

提に協議を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 この塗料等の資材提供

は可能なんですね、協議すればということで理解

いたしました。では、管理者には要請をして、協

議するように伝えておきますので、よろしくお願

いいたします。 

 現在のトゥマイ浜は、見違えるほど整備され、

口コミ情報では4.9とのことです。うれしい限り

であります。また土日、祝日には観光客も増え、

ビーチも活性化しております。議員各位もぜひ休

日には、高速船で15分程度で行けます。パスポー

トの要らない海外であります。トゥマイ浜でまっ

たりとお過ごしすることをお勧めいたします。 

 では、最後の質問です。トゥマイ浜ビーチの砂

流出対策についてでありますが、津堅島の南西側

の海岸は浸食されております。特にトゥマイ浜

ビーチの砂流出は、夏場の台風時には大分浸食さ

れ、冬場に戻ってくるというのを繰り返しており

ましたが、近年では10分の１程度しか、あるいは

10分の２ぐらいしか戻らないような状況にありま

す。海岸管理者である県に、この砂の流出対策に

ついて申し入れができないかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 台風等、荒天時におけるトゥマイ浜砂流出につ

いて、昨年11月及び本年６月に現地を確認したと

ころ、漂砂により一部海岸に砂が戻っているもの

と見受けられ、沖縄県へ相談等を行うための資料

準備が整っていない状況でございます。今後、地

域自治会等と連携し、台風襲来等による当該海岸

の砂流出状況の資料収集を行い、海岸管理者であ

る沖縄県へ現状の報告を行ってまいりたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 大城直議員。 

○２５番 大城 直議員 この砂流出の問題なん
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ですが、私は高校の頃からキャンプとかで40年以

上も津堅島には年に二、三回ほど通っております。

昔と比べるとやはり砂の量が大分減っています。

去年の台風６号では大分、砂が流出して、この海

面との差が２メートルほど落ち込んで、砂が全部

持っていかれている状況にありました。これは

ビーチを管理している方々も写真を撮っています

ので、そういうのも一緒にして区も行政と一緒に

県に要請をしていただければと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（比嘉 直人） 次の質問者、真栄城隆議

員。 

○１番 真栄城 隆議員 皆さん、おはようござ

います。梅雨明けと同時にすごく暑い日が続きま

したが、夏風邪をひいてしまいました。皆さんも

お気をつけください。ちょっとお聞き苦しい点も

あるかと思いますが、御了承のほうをよろしくお

願いします。 

 今回、市民から相談を受けた案件が２項目、そ

してうるま市の特産品であるモズクとＳＤＧｓ関

連のすごくおもしろいといいますか、個人的には

非常にうれしい項目が１点あります。合計３項目

について一般質問をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず１項目め、不法投棄について伺います。後

を絶たない不法投棄問題ですが、昨年、不法投棄

対策室も設置されまして１年が経ちました。主な

業務内容として不法投棄対策、野焼き指導、放置

車両対策、ボランティアごみ袋提供と回収等とあ

りますが、先日、所有地に不法投棄されて大変

困っている市民の方から御相談をいただきました

ので、不法投棄について伺ってまいります。まず

１点目、不法投棄件数について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 真栄城隆議員の

御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の御質問につきまして、令和５年度

における家庭ごみ等を除く粗大ごみの投棄回収件

数につきましては、約100件となっております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 では、不法投棄の電話

連絡や窓口へ相談に来られた件数について伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 投棄回収件数以外での現場調査件数等は、約50

件となっております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 ただいま、不法投棄で

回収した粗大ごみが100件余り、現場調査等の件

数、約50件が１年で行われたとの答弁がありまし

た。投棄現場は悪臭、不衛生、危険な現場がほと

んどであります。スタッフの大変さに感謝をいた

しております。しかしながら、この作業記録に残

らない多くの不法投棄があるのは容易に推測でき

ます。 

 では次に、不法投棄の種類と投棄場所について

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 種類といたしましてタイヤが50本、テレビ28台、

洗濯機16台、冷蔵庫９台、エアコンが２台、さら

には建築廃材等、多品目が投棄されております。

また、投棄箇所につきましては、原野や海岸、農

用地のほか、市道・農道沿いの投棄が目立ちます。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 投棄場所は、原野や海

岸、農用地のほか、市道・農道沿いが多いとのこ

とでありましたが、先ほどの答弁で粗大ごみの投

棄回収件数100件余りの中に、個人所有地は含ま

れているのでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 市道や農道沿いの原野や農用地において、市有

地及び民有地も含まれている可能性がございます。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 
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○１番 真栄城 隆議員 では次に２点目、防犯

カメラの設置状況について伺います。 

 市内の犯罪抑止と安心・安全なまちづくりを目

的に、防犯カメラが設置されております。状況に

ついてお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 防犯カメラの設置につきましては、平成29年度

沖縄安全対策事業費補助金を活用し、市内主要交

差点等71か所に整備し、平成30年度より正式に運

用を開始しております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 再質問いたします。 

 不法投棄に対する防犯カメラの活用についてお

聞きいたします。平成30年３月28日制定の、うる

ま市防犯カメラの設置及び管理運用に関する規則

第６条に運用について規定されておりますので、

御紹介いたします。「第６条 設置者は、条例第

７条第３項第１号に定める、法令に基づく手続に

より捜査機関等から画像の照会等があったときに

は、次の各号のいずれかに該当すると認められる

場合において画像の提供又は閲覧の承諾をするこ

とができる。（１）発生した犯罪事実の捜査に関

し必要がある場合（２）行方不明事案の捜索に関

し必要がある場合（３）交通事故の原因究明に関

し必要がある場合（４）設置者が特に必要と認め

た場合」。この規則の中で不法投棄の被害を受け

た方が、被害届をうるま署または石川署に届けた

場合、どの場合において画像提供または閲覧の承

諾をすることができるのかお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 不法投棄の被害を受けた方から、最寄りの警察

署へ被害届が提出された場合、うるま市防犯カメ

ラの設置及び管理運用に関する規則第６条の発生

した犯罪事実の捜査に関し必要がある場合に基づ

き、捜査機関が依頼書を提出いたします。捜査機

関より防犯カメラ画像提供・閲覧依頼書が提出さ

れた場合、速やかに依頼内容を審査し、提供等の

承諾または不承諾を決定します。その後、依頼者

でございます捜査機関に結果を通知し、画像を提

供しております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 不法投棄かどうかの詳

細は分からないけれども、捜査機関は事件性があ

るとの判断で捜査を開始しております。よって、

捜査機関からの防犯カメラの画像提供・閲覧依頼

には犯罪、行方不明、交通事故など、市民の生

命・生活・財産を失う事例があったという可能性

を踏まえての依頼になります。この点について、

市の認識を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 依頼書が提出された時点で認識をしております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 防犯カメラは、市民協

働政策課管理ですが、不法投棄対策室では監視カ

メラを管理しております。その設置状況について

お聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 設置箇所等につ

きましては、公表を控えさせていただきますが、

不法投棄が繰り返し行われる場所において、監視

カメラを12台設置し、不法投棄抑止効果を高める

ことと併せて、不法投棄の犯行映像などについて

は、警察署への提供を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 防犯カメラについては、

条例、規則が条文化されておりますが、監視カメ

ラにおいて条例、規則は制定されているのでしょ

うか。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 うるま市不法投棄監視カメラ設置及び運用に関

する要綱がございます。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 
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○１番 真栄城 隆議員 この要綱を読むと、個

人情報保護の視点が反映されております。悪質な

不法投棄者も個人情報保護の対象内容となってお

ります。 

 続きまして（３）不法投棄の被害者支援につい

て伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条では、

土地の所有者または管理者は、管理する土地また

は建物の清潔を保つよう努めなければならないと

あり、自身の土地は自身で管理しなければなりま

せん。不法投棄をした方が特定された場合は、そ

の原因者に責任を負わせますが、原因者が特定さ

れなければ自身で片づけなければいけません。 

 支援については、地主と共に現場での対応にな

りますが、中部北環境施設組合へ搬入できるよう

状況に応じて、ごみ袋の提供や分別指導及び廃棄

物処分場の紹介、警告看板等の提供などを行って

おります。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 地主と共に個人の所有

地を一緒に職員も手伝って片づけていただき、大

変ありがとうございます。確かに法律でも規定さ

れているように、自分の土地は自分で管理するの

が当然であります。しかし、状況に応じて対応さ

れているとのことでありますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

 さらに一歩踏み込んで、自己搬入の場合200円

の処理券についても伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 自己搬入で粗大ごみを搬出する場合は、環境政

策課粗大ごみ受付窓口において、自宅から出る品

に限り、内容を１点１点、中部北環境施設組合で

処理できるものか否か確認し、必要枚数分の200

円の粗大ごみ処理券を購入し、貼り付けてごみ搬

入申請・許可書を渡して、御案内している現状で

あります。 

 地主等から不法投棄された粗大ごみ等の処分方

法について問合せなどがあった場合は、民間の処

分場を案内しておりますが、市職員がその不法投

棄現場を確認し、不法投棄として判断された粗大

ごみ等については、自己搬入で対応していただい

ております。その場合においても、粗大ごみ処分

料は必要になります。先ほど述べましたが、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第５条により、土

地の所有者または管理者は、管理する土地または

建物の清潔を保つよう努めなければならないと明

記されていることから、自身の土地は自身で管理

しなければならないと考えております。 

 不法投棄の被害者の支援といたしまして、粗大

ごみ処分料の免除について、現段階では不法投棄

の被害の状況、不法投棄か否かの判断が難しい状

況にあることから、大変厳しいものと考えており

ます。御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 不法投棄対策の難しさ

が重々伝わってくる答弁でありました。不法投棄

に遭った所有者は泣き寝入りになるケースがほと

んどではないでしょうか。したがって、所有者の

自己管理責任は原則としながらも、自己管理意識

を育てるという目的から、明らかに被害者と判断

できる被害者には、粗大ごみ処分費の免除または

半額助成を至急検討していただくようお願いいた

します。 

 例えば、車の運転免許の更新のときに映像とか

見て、事故の大変さとかを見るケースが皆さんも

経験あると思いますけれども、この半額助成ある

いは免除される方にも、ぜひそういった不法投棄

の問題とか、自分の土地は自分で守るというよう

なビデオを仮に作っていただいて、それを見るこ

とによって助成を受けられるとか。そういった工

夫も必要ではないかと思います。不法投棄を防ぐ

というよりも、自分の土地は自分で守るという視

点も非常に大切かと思いますので、ぜひとも検討

していただきますようお願いし、この質問を閉じ

ます。 
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 続きまして２項目め、骨髄ドナー助成について

であります。４年に一度の祭典、いよいよパリオ

リンピックが開かれます。前回、東京オリンピッ

ク前の2019年突如、白血病を発症した池江璃花子

選手が驚異の復活を遂げ、パリオリンピックに出

場いたします。トップアスリートが突然の白血病

発症の衝撃の大きさからドナー登録者が急激に増

えました。その後コロナで一転、登録者数は減少

傾向になったと聞いております。本市で骨髄移植

を推進するための課題について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 真栄城隆議員

の一般質問にお答えいたします。 

 全国共通の問題・課題としましては、骨髄提供

者いわゆるドナー登録者は、54歳までとなってい

る中で、令和４年３月末時点で最も多い年齢層が

49歳となり、10年前の39歳から高齢化が進んでい

ること、住所不明のドナー登録者は、適合検索の

対象外で無効扱いとなることの２点が主な問題と

なっており、若い世代のドナー登録者を増やすこ

と、ドナー登録者数の維持・増加を図ることが喫

緊の課題となっております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 骨髄ドナーの登録が54

歳以下となっていることから若い世代のドナー登

録者を増やすこと、ドナー登録者数の維持・増加

を図ることが課題だと分かりました。ドナー登録

者と白血球の型が一致することが移植の条件です。

たとえ一致しても提供者の負担が大きく、そのた

め本市では骨髄等移植ドナー助成金制度がありま

すが、その内容について改めてお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 令和２年度に沖縄県骨髄バンクドナー助成事業

補助金が開始され、本市においても同年度４月１

日より県補助金を活用した助成金制度を開始して

おります。細かい手続等は省略いたしますが、制

度の概要につきましては、ドナー登録及び骨髄等

移植の推進を図ることを目的に、骨髄等を提供し

た日に市内に住所を有し、他の助成金を受けてお

らず、ドナー休暇制度がない方が対象で、骨髄等

の提供のための通院、入院及び提供後の面接等の

日数に２万円を乗じた額で、７日分が限度となっ

ております。また、市独自の助成としまして、助

成対象ドナーが事業所等に属し、通院、入院及び

提供後の面接等に休暇を付与した事業所に対し、

ドナーの助成日数に応じ、１日１万円を助成する

ものとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 骨髄提供者にとっては

面接や検査、提供のための入院等を何日もかけて

行いますので、身体的、経済的負担を少しでも軽

くするための助成制度は大変ありがたいものだと

思っております。 

 また、沖縄県とうるま市がお互いに協力し合う

関係性が良好であります。それでは、その骨髄等

移植ドナー助成金のこれまでの活用状況について

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 本市におけるこれまでの活用状況としましては、

令和２年度はドナー４人に対し54万円、１事業所

に対し６万円、令和３年度はドナー２人に対し28

万円、令和４年度は助成なし、令和５年度はド

ナー１人に対し14万円となっております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 利用者が多くはなく、

徐々に減ってきている感じを受けます。導入当初

はうるま市でしたら年間五、六人だという予想が

されておりましたので、少し少なく感じます。白

血病患者数が減っているのなら朗報でありますが、

増え続けております。ドナー登録者が骨髄等の提

供推進に結びついているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 令和５年度末時点の骨髄移植希望者は、全国で

1,219人、沖縄県では13人となっております。ド
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ナー登録者数は全国で54万4,305人、うち沖縄県

は２万4,821人となっており、対象人口1,000人当

たりの登録者数は、全国9.99人に対して、沖縄県

は37.73人で全国１位でございます。数字の面で

は助成制度が一定程度の推進に結びついていると

思われますが、一方では県内市町村で助成制度を

導入しているのが11市町村と少なく、また職場に

休暇制度がある方は対象にならないことや、検査

や面接等を行ったとしても、骨髄提供を完了しな

いと対象にならないなど、課題もあると感じてご

ざいます。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 ユイマール互助精神が

強い沖縄県は、登録者人口比率が全国１位であり

ました。でも、移植完了までのプロセスに仕事や

生活のハザードが想定以上に高く、ドナー登録者

の維持・増加や骨髄提供環境の整備促進のために

も条件等を緩和する必要があると考えますが、見

解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 当該事業は県の制度に基づいておりますので、

沖縄県などへ課題として提言してまいりたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 沖縄県骨髄バンクド

ナー助成事業補助金交付要綱を確認しますと「ド

ナーが所属する企業又は団体において、ドナー休

暇制度を受けられる者に対する助成事業は除く」

とあります。今し方答弁いただいた件でございま

す。さらにこの除外規定は、企業・団体のドナー

休暇制度を阻害する要因ですので、ぜひとも外す

べきであります。またドナーとは、骨髄等の提供

を完了した者をいうとありますが、この完了した

者という規定も大変問題であります。というのは、

適合するとショートメールサービス等で通知があ

ります。次にコーディネーターからの詳しい説明

と医師による問診、続いて健康チェックのための

採血、さらにドナーと家族の最終的な意思確認、

そしてようやく約３泊４日の骨髄提供か、約１週

間の末梢血幹細胞の提供となります。この行程期

間が数か月かかるため、骨髄提供完了までいかず、

採血後待たされた挙げ句、中止のケースが度々あ

るようであります。 

 先ほどの答弁では、県の制度に基づいておりま

すので、沖縄県等へ課題として提言してまいりた

いとありましたので、ぜひとも修正する方向で協

議していただきたいと、よろしくお願いいたしま

す。 

 最後の質問であります。ブルーカーボンについ

て伺います。地球温暖化が進んでいると実感する

この頃ですが、記録的な大雨の梅雨が明けると同

時に、一気に真夏になりました。世界全体から排

出される温室効果ガスのうち、約80％を占めてい

るのは二酸化炭素ですが、初めに温室効果ガス削

減について、これまで行ってきた本市の具体的な

取組と今後の取組について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 これまで市全域を対象とした取組は、実施でき

ておりませんが、本市の取組といたしまして、市

役所本庁舎西棟及び市内小学校校舎の照明をＬＥ

Ｄに交換することで、省エネ対策並びに脱炭素化

を図っているところでございます。現在、地球温

暖化対策実行計画の策定を進めており、その中で

行政のみならず事業者、市民が連携し、実効性の

ある施策や取組を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 先週、兼本光治議員の

水素の地産地消についての一般質問がありました。

うるま市に所在する昭和化学工業株式会社の苛性

ソーダ工場で発生した未利用副生水素を、株式会

社りゅうせきが回収し、圧縮、保管等を行うため

の設備を整備することで、地域内の企業や住民の

水素利用が可能となる地産地消型水素モデルの構

築を図る事業で、沖縄振興特定事業推進費民間補

助金が活用されているとのことでありました。地
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産地消型の水素供給モデルが構築されることで、

市内の立地企業等の水素利用が促進され、産業、

電力分野における二酸化炭素排出量の削減に非常

に期待が持てるものであります。今後も注目して

いく事業であります。 

 地球温暖化対策には大きく分けて、二酸化炭素

排出を削減する方法と、二酸化炭素を吸収し削減

する方法の２方法があります。先ほどの水素利用

の地産地消は、二酸化炭素が発生することを抑え

る前者の方法であります。今回取り上げさせてい

ただいているのは後者の方法、つまり排出されて

しまった二酸化炭素を減らす取組の話であります。

一般的には森林を増やして二酸化炭素を吸収しよ

うとする取組が有名であります。森林植栽のほか

に、比較的新しい温室効果ガス削減としてブルー

カーボン生態系の活用が注目されております。ブ

ルーカーボンとは、海藻などが光合成により大気

中の二酸化炭素を吸収し削減することであります

が、本市においても取組、検討が進んでいるのか

お聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 真栄城隆議員

の一般質問にお答えします。 

 ブルーカーボンを活用した取組といたしまして、

企業と勝連漁業協同組合及びうるま市により、モ

ズクを二酸化炭素吸収源対策とする事業化に向け

て、現在取り組んでいる状況であります。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 本市の特産品であるモ

ズクが、地球温暖化対策に有効である。おいしく

食べてフコイダン豊富なモズクが、さらに気候変

動対策として注目されようとしております。事業

化に向け取り組んでいる状況とのことであります

が、その事業内容についてお聞きいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 モズクは二酸化炭素を吸収すると言われている

ことから、モズク生産量の維持・拡大を図ること

によりカーボンニュートラルへ貢献するものと考

えております。 

 取組の内容としましては、漁業者のもろもろの

作業負担を軽減できるよう、漁業のデジタル化を

支援することや環境を守る取組の一部として育て

られたモズクのＰＲ活動、及び地域の学校給食で

も取り扱ってもらえるよう、モズクの食育等を推

進する活動を検討しております。これらのことか

ら、モズクの認知度やその価値を高め、需要が増

大することで、モズクの生産維持及び生産拡大が

図られ、温室効果ガス削減による、地球温暖化の

抑制に貢献できるものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 真栄城隆議員。 

○１番 真栄城 隆議員 最後になりますが、私

事でありますが、以前勤めていた印刷会社では、

日々大量に発生する紙が地球温暖化を後押しして

しまっている危機感から、京都議定書に基づいた

チーム・マイナス６％に加盟し、社内のほか、ク

ライアントに認識拡大を図った経緯があります。

そのとき、なかなか周知活動の広がりを妨げたの

がビジネスとして成り立ちにくかった点でありま

した。例えばスーパーのチラシを受け取った購読

者が店舗へチラシを持参すれば割引が受けられる

仕組みづくりでありました。しかし、回収したチ

ラシの保管場所やコスト削減競争にさらされる流

通の現場では、なかなか企画が通りませんでした。

今回、モズクのブルーカーボンは生産しているモ

ズクがそのままビジネスとして活用できそうとい

う点であります。真珠養殖が盛んな愛媛県の愛南

町では、ブルーカーボンで地域活性化に取り組ん

でおります。本市でも制度の周知や取組をぜひと

も推進していただきますよう要望し、私の質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１０時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 改めまして、執行部

の皆さんこんにちは。本日３番目の一般質問、与
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開之会の佐久田です。よろしくお願い申し上げま

す。午後だと思って、ちょっとのんびり構えてお

りましたが、午前中に回ってまいりました。簡明

な答弁をよろしくお願いいたします。今回の私の

一般質問、大きな項目で、防災関係、それから福

祉介護の問題、そしてうるま市の観光事業につい

てということで３点取り上げております。議長の

許可を得ましたので、一問一答でよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは１項目めです。今回、同僚議員からも

同様な質問がやはり多かったです。今年１月１日、

元日に発生いたしました石川県能登半島地震、大

きな被害だったんですが、発生後の報道された内

容、現状を見ながら災害に対する取組、そしてい

ろいろな課題も指摘されておりました。うるま市

の防災対策に対する取組です。それと照らし合わ

せながら、確認しながら質問をしてまいります。

能登半島地震におきましては、時に上下水道のラ

イフラインの重要性、本当に水が命に直結するん

だということをつくづく考えさせられました。大

きな被害による断水などで、飲料水などに大きな

影響がありました。うるま市の上下水道施設、上

下水道管等の耐震化の達成率と現状と災害時にお

ける応急給水拠点などの整備方針などについて、

まずは伺います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） こんにちは。佐久田

悟議員の御質問にお答えいたします。 

 令和５年度末時点における上下水道施設の耐震

化の現状につきまして、水道施設の耐震化率は配

水池が85.4％、ポンプ場が44.4％、管路の耐震適

合率が31.6％でございます。 

 次に、下水道施設の耐震化率は、石川終末処理

場が75％、中継ポンプ場が36.4％、管路が55.3％

でございます。 

 次に、災害時における応急給水拠点等の整備方

針につきましては、災害時にもライフラインとし

て役割を果たせるように、応急給水活動の拠点と

なる配水池等の耐震化、災害に強い耐震管への切

替えなど、水道施設更新（耐震化）計画等を踏ま

え、計画的に整備を進めていく方針でございます。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 細かな数字ありがと

うございます。今、市内上下水道施設の耐震化率

について、細かな答弁がありました。継続して質

問してまいりますけれども、これまでの耐震化率、

その現状を踏まえて、これからの整備計画に対す

る目標値に対する進捗状況と、それからこれから

の整備計画に対する課題等について伺いたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 再質問にお答えいた

します。 

 水道施設の耐震化の目標、事業スケジュールと

いたしましては、事業計画で施設の経過年数が法

定耐用年数を到達する年度として、おおむね40年

先までの計画としております。下水道施設の耐震

化の目標、計画といたしましては、ストックマネ

ジメント計画に伴う、改築更新と併せて耐震化を

進める計画で、石川終末処理場、中継ポンプ場に

おきましては、令和14年度までに完了する計画と

なっております。 

 次に、上下水道施設の耐震化の進捗状況につき

ましては、先ほど答弁いたしました耐震化率の向

上に向けて取り組んでいるところでございます。 

 次に、上下水道施設の耐震化の課題につきまし

ては、多額な事業費用を必要としますが、近年、

国・県の補助金が要望額より大幅に減少しており、

事業計画の進捗の遅れが課題となっております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 ありがとうございま

す。予算的に見ても大きな課題があるということ

なんですが、現在までのこの地震災害とか、水害

リスクの増加傾向を踏まえると、よりうるま市で

も強靭なこの上下水道整備計画策定が重要になる

と考えます。災害時におけるこの水道のバック

アップ体制をどう構築していくのか。また、沖縄

県でも２週間前まで大雨が本当に物すごい雨が

あって、最近の気象用語でも線状降水帯だとか、

ゲリラ豪雨、大雨、長雨によって、本当に雨水排
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水路がこれで大丈夫なのかという大きな被害も増

えておりますが、このうるま市の上下水道経営戦

略における財源確保等の今、部長からの答弁があ

りましたけれども、大変厳しいんだということ。

その計画も併せて、これからの取組について伺い

たいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 災害時においても上下水道施設の機能を維持で

きるように、水道施設については水道施設更新

（耐震化）計画、下水道施設については公共下水

道整備計画及びストックマネジメント計画、雨水

管理総合計画を踏まえ、上下水道施設の耐震化や

老朽化対策、浸水対策に取り組んでおります。財

源計画につきまして、令和６年度から上下水道事

業経営戦略の改定に取り組んでおり、上下水道施

設整備計画等を踏まえた投資試算及び財源試算を

行い、計画的な企業債の活用、適切な水道料金及

び下水道使用料の適正な水準検討に取り組んでま

いります。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 厳しい財源の中とい

うことで、答弁ありがとうございます。この水道

料金等値上げも今、予定されているわけですけれ

ども、上下水道施設整備に要するこの財源につき

ましては、やはり将来的には水道利用者である市

民の負担となる課題が本当に大きいと思います。

本来だったら少しでもこの市民の皆さんが負担す

る水道料金、軽減できるような財源の確保、やは

り調べてみましたら、水道管の耐震化に向けて、

これを整備するのも二、三メートルの水道管を直

すのにも何百万円とか、そういった事業費がかか

る。だからこそ、県や国からの補助金等が今、答

弁がありました。要望額よりも大幅に減少してい

て、事業がなかなか進まないということもありま

した。やはり市長におかれましても、市長会等を

通して県企業局とか、国へやはりこれだけ大きな

事業費がかかるんだということ。ライフラインに

向けての整備等を強く訴えてほしいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続けて、継続して関連する質問を続けてまいり

ます。この能登半島地震です。土砂崩れ等によっ

て、道路が寸断されて陸の孤島となった地域が本

当に多くありました。そこで、すごい注目を集め

たのがドローンの活用でした。孤立した被災地の

小学校とか公民館へ国内初となる医薬品とか物資

を輸送して、その状況確認に大きな力を発揮した

そうです。ドローン元年とも言われておりました

が、自衛隊員が３時間かけて歩く８キロの距離を

約10分程度でもう運搬できたということで、やは

り当事者である行政とか、被災者の方々もとても

びっくりしていたということなんですが、これま

でもドローンの活用に向けては、私も一般質問を

行ってまいりました。御存じのように消防部局に

おきましては、実際にこのドローンを活用したり、

情報収集をメインとして災害、原因調査とか防災

訓練などでの活用もあるとは思います。しかしま

だまだうるま市でも、この物質搬送用のドローン

は整備されていないと思います。今回、新たにま

た防災広報対策部、そして危機管理課というのも

設置されました。災害時におけるこの被災地支援、

救援活動につながるこのドローンの配備です。職

員のまた資格を取らすとか、このドローンの活用

をそろそろ検討すべきだと考えますが、当局の見

解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 佐久田議員

にお答えいたします。 

 先ほど御指摘もございましたとおり、現在、本

市でも消防本部において、ドローンによる災害現

場等の空撮などの活用事例は広がっておりますが、

物資搬送への活用事例はまだございません。議員

御提言のドローンを活用した物資搬送につきまし

ては、能登半島地震で孤立した被災地への救援物

資、医薬品等の搬送に大きな力を発揮したことは

報道等で確認しております。同じく大規模災害時

におきましては、孤立状態が懸念されます島しょ

地域や離島を有する本市においても、ドローンを

活用した物資搬送等は十分効果が期待できるもの

と考えており、今後、活用事例の調査及び検証な



 

― 230 ― 

どを行ってまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 これから前向きに、

またそういったものも答弁ということでありがと

うございます。この能登半島地震では、その地域

とか、住民の方々によっては高齢者の方々も多く

て、なかなか自分の家が被災して、全壊とか半壊

しても、自分の土地を離れたくないという方々も

多くいらっしゃいました。庭とかビニールハウス

などで避難生活を送っている人たち、やはり集合

的な避難所生活も不安があるということで、なか

なか自分たちの土地を離れないということが多く

いらっしゃって、しかし課題というのは、そこで

水とか食料がない、薬がないという不足している

現状。だからこそやはり物資を運べるドローンの

活用というのも、私たちうるま市でもこれは検討

する大きな課題だと思いますので、ぜひともよろ

しくお願いを申し上げます。 

 防災に関する最後の質問です。災害発生時、こ

れはいつどこで起きるか分からない状況ではあり

ます。特に旅行者、観光客です。石川県能登半島、

そこの輪島地域とか、お正月ですから観光で老舗

旅館やホテルに滞在している方々も大勢いらっ

しゃったそうです。しかし、そういった災害が起

こると、地元の住民とは違って、避難訓練もなか

なかできていないため、そういった方々が孤立し

てしまう。被害がさらに大きくなってしまうと言

われております。やはり私たちのうるま市でも観

光事業者との連携を通して、情報発信とか、避難

誘導、それをじゃあ誰がやるのかとか。観光客へ

のさらなる安全確保に向けた取組、支援体制も重

要だと考えます。最近はインバウンド、外国から

の観光客もどんどん増えてきて、そういった外国

人観光客も万が一、あったときにはどうするのか、

いろんな形でこれから当局としても考えていかな

ければならない課題だと思います。その点につい

て、見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 佐久田悟議員の御

質問にお答えいたします。 

 令和３年度に策定しました、うるま市観光危機

管理計画において、災害等発生時の際は、観光関

連団体や観光関連事業者等と連携した観光危機管

理体制を設置し対応することといたしております。

これまでの取組としては、災害等発生時において、

迅速かつ的確な対応ができるよう、観光関連事業

者等を対象とした観光防災危機管理に関する勉強

会や訓練などを実施しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 観光客向けに避難パ

ンフなども、うるま市としても作成されておりま

すから、すごいなと思いますけれども、やはりな

かなか旅行とか観光とか、バカンスに来ているわ

けですから、ここで最初から避難場所、万が一起

こったら避難場所はどうのこうのというのは、な

かなか考えて、そういったのを確認するような観

光客はなかなかいないと思うんですけど、だから

こそ、やはり私たちうるま市のほうが迎えるほう

が、万が一そうなった場合に、その観光客の方々

をどう避難するのか。どう誘導するのかとかいろ

んな取組、それは市民はもちろんですけれども、

観光事業者との連携、こういった関係する団体と

の連携が一番重要になってくると思われますので、

ぜひともそのような課題に向けて、よろしくお願

いを申し上げまして、防災に関する質問は終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

 それでは大きな項目２番目、福祉政策について

今度伺いたいと思います。 

 私が議員になりたての頃に、地域包括ケアシス

テムというのが策定されて、この計画が改定され

るごとに、市内をより細かく地域分けされて、高

齢者の介護を充実させていこうという考え方で、

これまで策定されたとこれは理解しております。

うるま市のこの高齢化率も介護福祉計画、改めて

見させていただきましたけれども、もう22.3％、

もう超高齢化社会に入って、さらに高い水準にな

ると予測されておりました。特に後期高齢者は

もっともっと伸びていくだろうということで、課

題も多いと思いますが、令和６年度よりこの国の

第９期介護保険事業計画がスタートするに当たり、
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うるま市においてもこのうるま市高齢者福祉計

画・第９期介護保険事業計画が策定されたと思い

ます。こういうのを策定するのは大変だったと思

います。第８期までのこの計画内容を踏まえて、

それでこの第９期としてこの計画スタートに当た

り、その違いとか今回どういったものに力を入れ

るんだという特徴的なそういう内容等があれば、

御案内いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） 佐久田悟議員の御質

問にお答えいたします。 

 第９期介護保険事業計画では、これまで継続し

て実施してきた地域包括ケアの実現に向けた取組

が重要であると考えており、その実現に向けて第

８期計画から引き続きの重点施策として、医療と

介護の連携強化、望まれる介護サービス等の提供

体制の充実、介護予防の強化、認知症対策を中心

に各事業を実施してまいります。 

 また、第８期と異なる点の一つは、地域密着型

サービス事業として、デイサービス・ショートス

テイ・訪問介護に、訪問看護を一体となって行う

看護小規模多機能型居宅介護施設を２か所整備す

る計画となっております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 ありがとうございま

す。この第９期の計画では、より地域密着型サー

ビスを充実していこうということで、２か所新た

なる計画で整備されるということで、訪問介護と

か訪問看護、ショートステイとか、そういうもの

をもっと力を入れたいということでした。この計

画書の中のいろんな形で、アンケート等を取りな

がら、それを基に継続して、質問してまいります。

この大きな課題がやはり介護人材不足です。この

人材をいかにして確保していくのか。これまでも

何度か質問してまいりました。この介護人材調査

ということで、皆さんのほうからもいろいろと、

市内の事業者へ多分、アンケートを取っていると

思います。これ146件、146事業所でしょうか。配

付されて聞き取りして、回収が30件ということで、

回答が20％ぐらいだということで、本来ならもっ

と事業所なりのいろんなことをもっと、回答率が

高くてもいいのかなと思いました。その回答の中

を見ますとやはり、課題として募集しても応募が

ないとか、これが84.2％。人材不足のためにサー

ビス提供を断ったことがあるというのも30％あり

ました。これからも断る可能性が十分あるという

のも23％あるということで、やはり人材不足とい

うのがこれまで以上に深刻なんだということで、

これはうるま市だけではなくて全国的に深刻化す

る介護人材不足についてなんですが、それではう

るま市において、介護施設や訪問介護などの介護

職員はどれぐらいの人数が不足しているのか。な

かなか現状を把握するのは厳しいと思いますけれ

ども、まず行政としてそういったことも行ってい

るのか。それからまた、うるま市が実施している

これまでの介護従事者への人材確保のための取組、

いろんな支援。それから今後の取組、こういった

ものも計画している。そういうものがあれば伺い

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 介護施設や訪問介護などの職員の不足人数につ

いては、多くの事業所や業種があるため、明確な

数の把握は行っておりませんが、介護人材につい

ては、事業者に対するアンケート調査においても

不足しているとの回答があり認識しているところ

でございます。また、人材確保の取組でございま

すが、市はこれまで就労支援事業の一つとして、

介護職員初任者研修を実施しており、令和４年度

には12人、令和５年度には26人が受講しておりま

す。 

 なお、今年度からは市内介護事業所等に在籍す

る従業員等が、介護職員初任者研修、介護福祉士

実務者研修などの介護資格や専門研修を受講する

ことで、事業所に必要な人材や介護支援専門員等

の育成を推進し、介護サービスの提供を安定させ

ることを目的とした介護人材確保支援事業の実施

に向けて準備をしております。この事業は、事業

者に対し従業員等の資格取得などの研修費用の８
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割、５万円を上限とした費用を助成する事業と

なっております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 これまでもいろいろ

な取組をやってきて、これからもまた取り組んで

いきたいということで、特に若い方々がどんどん

介護事業にも参入したり、それは生活できるぐら

いの手当があってということで、厳しい現状があ

るかもしれませんけれども、やはり若い方々にも

どんどん、今の介護事業にも目を向けていただい

て、しっかりとそこでも生活できるぐらいの糧が

あればということで、行政からもまた支援もよろ

しくお願いを申し上げます。 

 同じく関連する質問です。今回また福祉計画の

中でもやはりケアマネージャーのいろんな声を拾

いたいということなんでしょう。ちゃんとアン

ケートを取っていました。ケアマネージャーのこ

の125件の聞き取り調査、回収された回答が34件

ということで27％でした。本来ならばもっとやは

り、いろんな現場で一番大変な思いをしているの

が、ケアマネージャーの役割だと思います。自分

自身、私の親も95歳になりますけれども、一緒に

介護をするようになってくると、やはりいかにケ

アマネージャーの役割というか、存在が本当に大

きいとつくづく感じました。やはりいろんな悩み

があるのであれば、もっともっと行政に訴える。

この34件だけではなくて、だからそういったとこ

ろもなぜ回収率というか、回答が少ないのか。行

政としても少しこれはまた考えてほしいと思いま

す。当事者の声がもっと届くような、それにまた

計画に反映されるような、訴えてもやはり効果が

見られないとか、そういったものは結果を通して、

どうしてアンケート調査に対して回答が少ないの

かというのは、分析する必要もあると思いますの

で、そういった面も踏まえてまた、よろしくお願

いをいたします。 

 このケアマネージャーに対する質問なんですが、

今ケアマネージャーは、うるま市内では足りてい

るのかとか、今の現状。各地域の包括支援セン

ターを基に活動していると思いますが、そういっ

た課題について伺いたいと思います。また、いろ

んな形で、このアンケートを通してもありました

けれども、この中にも書かれていました。介護認

定業務で、ケアマネージャーはやはり書類作成等

が膨大で、やはり大変なんだと、負担となってい

ると。県外もそうですけれども、そういったもの

も踏まえての課題に向けてタブレット端末の導入

とか、ＩＣＴの活用によって電子申請をする。家

族がそういった状況をパソコン等で見られるよう

な状況にするとか。そういったものをやはりうる

ま市でも早急に取り組む必要があると考えます。

いろんな状況で今、どんどん進めていると思いま

すけれども、これまでの対応を踏まえて、これか

らの見解について伺いたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 認定の電子申請については、既にマイナンバー

カードを利用したぴったりサービスにおいて、電

子申請を行うことが可能となっており、本市ホー

ムページに申請案内を行っております。しかしな

がら普及には至っていないため、スムーズな利用

につながるよう実施している自治体などの調査・

研究を行いながら、引き続き取り組んでいくとと

もに、認定審査以外のケアマネージャー業務につ

いても、同様に効率化などについて、研究してま

いりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 ぜひこのケアマネー

ジャーの役割というのは、本当に大きいと思いま

す。この地域包括支援センターに対して、この中

にもありましたけれども、困難事例に対する助言

とか、支援も介護以外にもこの家族のいろんな困

り事を相談して、そういったものが91％というこ

とで、今現在の家庭状況を踏まえて、やはり複雑

化するそういったいろんな世の中の状況を反映し

ているんでしょう。そういったものが物すごく多

くて、そういったものに対する対応とか、ストレ

ス等、大変だということで、また、介護認定等の

結果を見ても、家族からまた予想以上に低いとか
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で不満を訴えられるとか。いろんな形でやはりケ

アマネージャーは大変だと思いますので、これか

らもまた行政からの支援もよろしくお願いを申し

上げます。 

 介護の最後の質問です。ちょっと報道を見ての

質問なんですが、厚生労働省では2024年度の介護

報酬改定で、訪問介護の報酬を減額すると。減額

しましたという報道がありました。大手事業者を

含む訪問介護事業全体で、利益率が高いというこ

となんですけれども、うるま市もそうですけれど

も、本当に小さい事業所が多いです。零細事業所

は昨年１年間で、全国で少なくとも67件が倒産し

たとありました。報酬減額で介護現場ではさらな

る人手不足が予想されます。そうなれば訪問回数

が減って、しっかりとしたケアが行き届かなくな

り、介護サービスが受けられないという、そう

いった悪影響が増えてしまわないか懸念されます

が、うるま市としてのこの報道に対する現状と課

題、これからの見解を伺いたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、市としても訪問介護事業

所の人員不足に加え、今回の報酬改定の影響によ

るサービス提供事業所の減少があるのではないか

と懸念しているところであり、高齢者が住み慣れ

た地域で過ごすことができるためには、訪問介護

などのサービスは重要であると考えております。

なお、今回の改定について、関係団体等から報酬

改定見直しの声も上がっていると伺っております

が、介護報酬については、国の基準に沿って実施

されていくため、市といたしましては、今後の動

向について注視してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 ぜひともしっかりと

した対応をよろしくお願いいたします。今は国の

基準に沿って実施されているため、今は見守るし

かないという答弁なんでしょうけれども、2027年、

次回の介護保険制度の改正では国のほうでは、要

介護１、２の方々の、今要支援１、２がこの介護

給付でなくて、各市町村の総合事業、それでの支

援です。多分そうだと思いますけれども、その各

行政で行っている総合事業への移行を検討してい

るとありました。そうなってくると、これまで

しっかり要介護１、２は、この介護保険、保険給

付でしっかりとしたケアができていたのが、総合

事業へ移行する案だとこの要支援１、２、さらに

要介護１、２の方々も増えて、うるま市のこの地

域支援事業による訪問介護とか、通所介護サービ

スが、本当により人手不足が懸念されます。市長

もそういった面では、よく理解していると思いま

す。国のほうでは各省庁、官僚が作成して、国に

よって決定されて地方に下ろされるわけですけれ

ども、やはり現場の声、この介護サービスをやっ

ている現場の声と、大きく国の政策が乖離してい

る場合もある。本当にこれ大きいと思います。だ

からこそうるま市の介護現場の声、現状をしっか

り把握して、これからもこの介護報酬等の減額も

あるんですけれども、やはり市長会等を通して、

しっかり国それから県とかへも、うるま市の声を

力強く届けてほしいということを提言をいたしま

して、この質問を終えたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 それでは最後の質問です。うるま市の観光事業

への取組ということで、新型コロナウイルス感染

症の影響も大分落ち着いて、去年から市の活性化

へ向けて、観光事業の果たす役割、重要性は大き

いと考えます。どんどん観光客も増えてまいりま

した。うるま市の観光事業として、地域資源を生

かして、ある程度データに基づくマーケティング

などを通して、ターゲットを絞ったプロモーショ

ンなども実施をしてきたと思いますが、これまで

どのような取組を行ってきたのか。まず伺いたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 佐久田悟議員の御

質問にお答えいたします。 

 観光施策として、これまで行ってきた取組とし

ては、県外からの観光誘客促進を図るため、国内

最大級の旅行博ツーリズムや全国のお城をテーマ
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にした旅行エキスポなどでのプロモーション活動

や、観光大使ＨＹをはじめ、地元タレントやイン

フルエンサーを起用したウェブメディアによる情

報発信など、旅行好きや沖縄に興味がある層への

訴求を狙った取組を行っております。 

 また、阪神タイガースファームのキャンプ誘致

や、観光闘牛の定期開催と闘牛商品の開発、若者

をターゲットにした音楽イベント、あやはし海中

ロードレース大会など、年間を通したイベントの

開催による観光誘客、県外イベントへ青年エイ

サー派遣によるプロモーション、観光応援クーポ

ンを活用した観光感動キャンペーンなど観光誘客

促進を図る取組のほか、昨年度は東京都文京区に

おいて、感動産業特区アンバサダーである劇団現

代版組踊「肝高の阿麻和利」公演を中心としたシ

ティプロモーションを行い、本市のエンターテイ

ンメント力も含めた総合的な魅力発信を通じて、

うるま市の認知度向上と、旅先として選ばれるプ

ロモーション活動も行ってございます。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 これまでの取組、本

当に大変すばらしい取組もあったと思います。う

るま市のこの観光事業、うるま市を訪れる観光客

にとって、やはり沖縄県はほかにない特徴的な魅

力をつくり出すことも本当にこれから重要だと考

えます。うるま市内で実際に、観光事業だけで成

り立つというのはやはり厳しい現状だと思います

けれども、だからこそ、うるま市を訪れた観光客

層、どういった方々が実際に訪れているのか。引

退された御夫婦なのか、年齢層とか、家族、若い

人が多いのかとか。季節によっても違うだろうし、

訪れる場所によっても変わってくると思います。

勝連城跡、あやはし館、島しょ地域、イベントを

通して闘牛、エイサー、うるま市の歌まつりとか、

マリンスポーツ、マリンレジャーもあります。市

内には宿泊施設は少ないですから、沖縄を訪れた

観光客の人の流れ、観光ルートのこの把握も重要

になってくると考えます。２泊３日でも、沖縄を

訪れた場合、１日は必ずうるま市を訪れたい、う

るま市に行きたいというのをどうすればいいのか。

うるま市が考えるこれからの観光事業について伺

います。また、実現していくためには、市内の関

係事業者、観光事業者、そういった団体等とも強

い連携、取組をしていかなければならないと考え

ますが、その取組について、これからの見解、取

組について伺いたいと思います。お願いいたしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 リピート率の高い沖縄観光需要をより多く引き

込むためには、議員御提言のとおり、特徴的な魅

力を付加価値としてつくり、売り込む必要がある

と考えております。感動産業特区宣言をした本市

としては、「コト」「モノ」「ヒト」自然や歴

史・文化、伝統芸能やエンターテインメントなど、

多彩で魅力的な感動資源を最大限生かし、あらゆ

る感動体験ができるエリアとして、市内の関係事

業者や団体、劇団、タレントなど、幅広い主体と

の連携・協働により、各種観光施策を展開してい

きたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 ぜひともまたしっか

りと、うるま市を売り込むためにも、よろしくお

願いいたします。 

 観光事業について、最後の質問です。これから

予定されている友好都市提携事業、これから予算

もつけて行われると思いますが、先だっての玉元

哉世議員からも質問がありました。交流事業とか

観光事業等からお互いの地域経済が活性化して、

また刺激し合って、お互いが稼げる観光事業で、

その継続できる仕組みづくりも重要だと考えます

が、盛岡市とももう友好都市提携をいたしまして

10年以上になると思います。それはやはり最初は、

行政が中心となって、必ずこれは提携は行います。

私は今でも個人的には、元盛岡市の議員とも交流

がありますけれども、具体的にこの交流計画とか、

交流の目標、そういったものがなかなか課題とし

て策定されていなくて、中長期的な観点からこの

交流事業、提携事業をどういった形で持続して、

お互い刺激することができるのか。そういった基
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本的なビジョンとか戦略、これからは本当に重要

になってくると思われます。よく行政の皆さんが

いう費用対効果、それもありますけれども、そう

いったものに対してはなかなかそういうのが目に

見える形で、お互いがどれだけうるま市もよく

なった、盛岡市もよくなったと、なかなかこの見

える形では厳しいと思いますけれども、だからこ

そ自治体間交流の位置づけと評価をしっかりとし

て、一番大事なのはやはり市民とか民間事業者、

それの広報とか、それから交流だと思います。や

はり民間の交流を活性化させて、初めて大きな姉

妹提携とか、友好都市提携の本当に意義が大きく

なると思います。これまでのこの提携事業の課題

も踏まえて、うるま市のトップセールスマンとし

て、これまでコスプレ等、市長自らイベントに参

加して、やって見せて魅力をアピールしてきまし

た。市長のこれからのシティセールスです。うる

ま市を売り込むシティプロモーションに対する、

戦略に対する考え方、思いを伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 佐久田悟議員にお答えを

いたします。 

 平成24年に盛岡市と友好都市を提携しておりま

す。先ほど議員から御紹介がございましたように、

令和４年に10年を迎え、記念行事を行っておりま

す。これまでの盛岡市との交流事業等も含めて、

いろいろなことを過去に、事業等も含めていろん

な交流をやらせていただいております。 

 私が就任をしてからは、人事の交流をやりま

しょうということで、これで３年目の３回目の人

事の交流になります。内容といたしましては、互

いのいいところ、さらには若手の職員が１年間、

向こうに旅立つことによって、いろんな経験をし

て、また盛岡市のすばらしいことも学びながら、

市に生かしていくと。また、盛岡市の職員もうる

ま市の向こうの変わったものに対して、互いの観

光事業に取り組みながらやっていくというような

ことであります。 

 さらにシティプロモーションを行いまして、令

和５年、そこで得られたものは何かと申しますと、

やはり盛岡市並びに文京区が友好的なお付き合い

をしているということをお聞きをしまして、ぜひ

東京に、我々のうるま市をシティプロモーション

を行いたいということも含めて、盛岡市長並びに

文京区長にお願いを申し上げ、シティプロモー

ションができることになりました。その成果とい

たしまして、肝高の阿麻和利、さらにはプロモー

ション事業としてレセプションを行いました。そ

れは、関東の企業の皆さんが多くうるま市に興味

を持っていただいて、企業ツアーを令和５年度に

やっております。 

 そういう中でも多くの関東並びに盛岡市等々も

含めて、うるま市に興味を持っていただいて、こ

れまでにない友好都市という観点の中で行ってき

た事業を含めて、プラスになってきているのかな

と思っております。さらにこういったことを、先

ほど御指摘がございました内容を踏まえて、しっ

かりと反省するところは反省をし、しっかり事業

として伸ばしていくところは伸ばしていくという

ことが友好都市かなと思っております。さらに今

年の８月に宇都宮市と友好都市の提携を予定をし

ております。先ほど申し上げたシティプロモー

ションの際に、宇都宮市にもアプローチをしまし

て、肝高の阿麻和利公演に参加をしていただき、

さらに多くの方々が肝高の阿麻和利を見ていただ

いたということも含めて、こういった宇都宮市人

口50万人余り、盛岡市が30万人余りいらっしゃい

ます。合わせて80万人の皆様に、うるま市の魅力、

さらには文京区と関係性を持ちながら今年は、文

京区と相互協力に関する協定ということで、子供

たちの交流からまず行っていこうというようなこ

とも考えさせていただいております。今後は、友

好都市関係でこれまでの慣例通りの５年置き、10

年置きの記念事業のみならず、今後はいろいろな

形で交流を深めて、経済的にも先ほど御指摘が

あったとおり、今後の在り方等も含めて、しっか

りと対応をしてまいりたいということであります

ので、今後とも議員並びに多くの市民、並びに民

間事業者の皆様のお力沿えをいただきながら、う



 

― 236 ― 

るま市の発展に向けて、鋭意努力をしてまいりた

いと思います。今後とも御指導のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（比嘉 直人） 佐久田悟議員。 

○２７番 佐久田 悟議員 市長の意気込み、あ

りがとうございました。 

 市長の考えにもありました、この盛岡市もイン

バウンド、外国人観光客が世界の中で訪れたい、

盛岡市は１位か２位でした。だからそこは、私た

ちうるま市でも、どうしてこういう観光客が注目

して、やはり盛岡市だからこそ提携している意義

も大きいと思いますし、そこから見習うべき面も

物すごい大きいと思います。なんで外国人観光客

がやはりもてなしもあるでしょうし、食べ物もそ

うでしょうし、いろんな自然もそうなんでしょう

けれども、やはりそういう学ぶべきものは、物す

ごい多いと思います。これからは今、市長からも

ありました行政だけではなくて、子供たちの交流

や役場の職員もそうですけれども、いろんな形で

お互いが抱えている各地域の少子高齢化とか、防

災とか、それから民間事業者交流によって産業振

興とか、いろんなものを踏まえた提携とか、そう

いう事業が継続してできるような取組。盛岡市と

いえば冷麺とか、じゃじゃ麺とか、わんこそばも

そうですけれども、やはりそういうものに冷麺と

か、特に冷たくして食べるものですから、モズク

も喉ごしがいいですから、一緒になってコラボし

て、何らかの形でなかなかあの冷麺を沖縄の人も

食べるような形で何かできないかと、いつも思う

のですけれども、あとわんこそばも、あれに

ちょっとモズクが入ってくるだけで、もっともっ

とおいしく、わんこモズクそばみたいな形でアイ

デアとか、これ民間事業者同士がお互いコラボ

レーションして生まれてくるものも本当に多いと

思いますので、そういった面では今回、宇都宮市

とも友好都市提携をやります。向こうはまた餃子

が日本一ですから、それに向けてまた私たちうる

ま市もいかにコラボレーションしていくか。うる

ま市、盛岡市とか、宇都宮市、文京区、ネット

ワーク型の交流の構築を、これからはお互いが、

お互いの地域をさらによくしていこうというそう

いった意味での提携事業になりますように、提言

をいたしまて、今回の私の一般質問、３項目です

が、これで終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１１時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 市民の皆様、執行部

の皆様こんにちは。会派かけはし、やる気、元気、

玉城政哉でございます。議長の許可を得ましたの

で、私の一般質問をさせていただきます。 

 では、最初の質問事項１．全国闘牛サミット開

催についてでございます。全国闘牛サミットとは、

闘牛文化を持つ全国９つの市町村が、年１回持ち

回り方式になっており、今年で27回目を迎え、全

国から代表の闘牛が集結し、熱い戦いが繰り広げ

られる大会でございます。今年は、先月５月26日、

新潟県長岡市で闘牛サミットが開催され、本市か

らも参加し、全国からの闘牛ファンで会場を沸か

せたところでございます。全国から参加する自治

体は岩手県久慈市、新潟県長岡市、新潟県小千谷

市、島根県隠岐の島町、愛媛県宇和島市、鹿児島

県大島郡徳之島町、鹿児島県天城町、鹿児島県伊

仙町、沖縄県うるま市となっており、来年は本市

が開催地になっており、全国から大勢の闘牛ファ

ンが訪れることになります。この関連から今回の

一般質問へ取り上げました。 

 では、一般質問へまいります。来年本市で開催

される全国闘牛サミット大会について、本市の考

えを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 玉城政哉議員の御

質問にお答えいたします。 

 来年は、本市が全国闘牛サミットの開催地とな
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りますが、うるま市市制施行20周年の節目の年に

当たることから、市制施行20周年を記念する全国

闘牛サミット大会として位置づけ、全国各地から

参加される闘牛関係者との闘牛文化の相互交流を

深めるとともに、県内外の多くの闘牛ファンへ沖

縄闘牛、そしてうるま市の魅力を広く発信してい

きたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、次の質問に参

ります。 

 来年の闘牛サミット開催を県内、県外へどうし

て周知していくのか。ＰＲを発信していくのか伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 市内４か所にある観光防災ビジョン、市ホーム

ページやＳＮＳ等での発信、また全国闘牛サミッ

ト構成自治体、県内自治体、県内観光施設等へポ

スター掲示や地元タレントを活用したメディア戦

略などを検討し、周知活動を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、開催に当たり、

来年に向け市民、県民に期待される本市が、全国

闘牛サミット開催に向けての取組を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 具体的な取組については、これから闘牛関係団

体や観光関係事業者などと共に検討をいたしてま

いりますけれども、全島闘牛大会が開催される県

内随一の闘牛どころとして、期待に応えられる中

身にしていきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、次の質問をさ

せてもらいます。 

 期待に応えられる中身にしていきたいとのこと

ですが、多目的ドーム闘牛場内のトイレの一部が

和式トイレであり、不便を感じている声もあり、

改善を求めたい。また、全国から闘牛ファンが集

結するため、開催のたびに問題となっている駐車

場問題も早めの対応が必要と考えられるが、どう

対処していくのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 トイレにつきましては、議員御指摘のとおり、

御来場者が快適に利用できるよう洋式トイレへの

改修に向けて取り組んでまいります。 

 駐車場問題につきましては、周辺駐車場に限り

がありますので、石川庁舎から会場までのシャト

ルバスで対応したいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 やはり来場者に快適

に過ごしてもらうためには改善が必要だと思って

おります。また、全国闘牛サミット大会に関して

は、全国から闘牛ファンの皆様が集結するため、

駐車場の問題については、周辺の企業や空き地利

用の協力をいただき検討してもらい、シャトルバ

スの数を増やし、シャトルバスでの利用者の方へ

は乗車券を発券し、試合の合間に抽選会を開催し、

市内商店街のクーポン券など、うるま市特産品が

当たるような抽選会ができれば、全国から来た来

場者の皆様もうるま市の思い出が残るような大会

にもなるでしょう。今後こういった工夫も必要に

なってくると思いますので、御検討ください。よ

ろしくお願いします。 

 では、次の２つ目の項目へ移りたいと思います。

本市における闘牛団地建設構想についてでござい

ます。 

 私たちうるま市は、闘牛が盛んであり、年に３

回は全国からも注目を浴びるほどの全島闘牛大会

が開催され、私たち本市においても、開催のたび

に経済効果へ結びついていると思います。近年で

は牛舎建設をしたいが、物価高騰、飼料の高騰で

畜産業の皆様同様、闘牛飼育者にも影響が出始め、

若い担い手の闘牛飼育者が減少してきているのが

現状であります。そのようなことを踏まえながら

質問させていただきます。本市が闘牛団地建設構

想について、取組を検討しているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 
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 闘牛団地の建設につきましては、現在具体的な

取組は行っておりませんが、検討に当たっては、

うるま市闘牛組合連合会など、闘牛関係者との意

見交換や参考となる事例を含めた調査が必要だと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、次の質問にま

いります。 

 闘牛のまちを宣言した本市が、今後どのような

取組をしていくのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 闘牛は市の無形民俗文化財に指定されており、

また観光や商工業での資源として、広く発信する

ことと、闘牛文化の継承と保存を目的に、全国で

初めて闘牛のまちを宣言しております。闘牛イベ

ントや内外に情報発信する取組などをこれまで

行ってまいりました。さらに昨年度において、感

動産業特区宣言をした本市としては、伝統文化と

産業が融合した感動コンテンツとして磨きをかけ、

闘牛文化の魅力の発信と観光誘客を促進し、地域

経済の活性化につながる取組を行ってまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 お答えがあったよう

に、本市においても無形民俗文化財に指定され、

闘牛のまちを宣言しており、闘牛文化の継承と保

存をしていくためには、これからの若い担い手の

方にも継承し続けていかなければならないと思い

ます。本部町のほうでは2016年、闘牛文化の継承

と娯楽の多様化に伴い、県内唯一の闘牛団地が建

設され、闘牛専用の牛舎、闘牛団地が建設されて

おります。本市においても、今後若い担い手の継

承と、闘牛文化を守りつつ、若い方から年配の方

まで本市と共に共有できる飼育スペース的な闘牛

団地の建設構想へ目を向けてほしいと考えます。 

 また、伝統文化と産業が融合した感動コンテン

ツとして、闘牛の魅力を全国へ発信し、観光客の

誘致、地域経済への活性にもつながりますので、

ぜひ取り組んでほしいと思います。 

 では、次の質問にまいります。３つ目の質問で

す。本市における地元企業の経済循環についてで

す。今回、私がこの質問を取り上げた理由は、本

市における経済活性化を図るためには市内地域に

おける経済循環率を高める必要があると考える。

また、１人当たりの市民所得は雇用者報酬、企業

所得、財産所得の合計額を人口で割ったものであ

るが、１人当たりの市民所得を上げるために、行

政が携わりやすいのは、企業所得を上げるための

施策を講ずることだと考え、そのような観点から

質問していきます。 

 では、質問にまいります。過去の先輩議員の一

般質問でも確認されていると思いますが、中城湾

港新港地区に立地する企業から、本市に対する波

及効果と市内経済循環率を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 御質問にお答えい

たします。 

 中城湾港新港地区への企業立地数及び雇用者総

数の推移としまして、平成18年度の企業立地数

105社、雇用者総数2,252人に対して、令和５年度

は企業立地数271社、雇用者総数7,476人となって

おり、特に本市の課題であった失業率の改善に高

い効果が得られていると考えております。 

 中城湾港新港地区の地域経済循環率につきまし

ては、同地区へ限定した統計調査等は行われてお

らず把握はしておりませんが、本市全体の地域経

済循環率につきましては、平成30年時点の数値で

はございますけれども、生産・販売額が2,983億

円、分配額が3,973億円、地域経済循環率は

75.1％となっております。なお、沖縄県が公表し

ている沖縄県市町村民所得では、令和３年度の本

市の総生産額は2,902億7,000万円で、そのうち第

２次産業の総生産額が601億6,500万円と、他市町

村に比べても高い総生産額となっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、次の質問にま

いります。 

 市内にある企業取引が、市内企業同士で行われ

ると、市外域外への流出が防げると考えるが、本
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市が地元企業間での経済循環を高めるために取り

組んでいることは何か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 本市が取り組む経済循環を高める取組は、企業

誘致推進事業において、首都圏を中心に本市の投

資環境をＰＲする活動と、市内企業に対して受発

注の促進に関するマッチング支援を行うほか、市

内事業者販売力向上支援事業において、商品開発

及び販路拡大を支援し、販売力の底上げにつなげ

る取組を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 ただいまの答弁によ

ると、様々な取組を行っているが、その取組の成

果は数値化されていないと思っております。そこ

で、本市が発注する公共事業については、市内域

内における経済循環率を数字で把握することがで

きると思うので質問いたしました。 

 では、次の質問にまいります。うるま市が発注

する公共事業は、うるま市優先で発注することが

できているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） 玉城政哉議員の御

質問にお答えいたします。 

 現在、うるま市で発注されております公共事業

につきましては、うるま市中小企業振興基本条例

第５条、市の責務において、公正な競争性を確保

しつつ、予算の適切な執行に留意しながら、市内

事業者への優先的な発注に努めております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、元請業者が市

内業者であった場合、下請け、二次下請など、ど

の業者へつなげられているか、本市は把握できて

いるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 自治体が発注する公共工事において、元請業者

は、建設業法に基づく、施工体制台帳の作成が義

務づけられており、その施工体制台帳に全ての下

請業者を記載することとなっております。 

 うるま市においては、施工体制台帳において、

下請業者の確認を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では次の質問です。 

 施工体制台帳において、確認しているとのこと

ですが、把握している市内業者は何％かお伺いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 総務部契約検査課が把握しております令和５年

度の下請総件数は242件となっております。その

うち98件、約40％が市内業者となっております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、市内下請業者

の割合が増えることは、市内域内の経済循環率を

高めることだと思うが、本市として具体策を伺い

ます。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 地元企業の育成及び地域経済の活性化を図る観

点から、工事発注時の仕様書に、本工事の一部を

下請に付する場合は、市内業者の中から優先して

選定するよう努めるものとすると明記し、元請業

者に対し市内業者の活用をお願いしております。 

 御質問にありますとおり、下請に市内業者の割

合が増えますと、本市経済に与える影響は大きい

ものと考えておりますので、今後も本市として元

請業者に対し、下請の市内業者優先活用の依頼を

行っていきます。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では質問の終わりに、

執行部としては、市内業者活用を促してはいるが、

結果は40％という数字は低いと思いました。数字

を上げるためには、さらなる具体策を講じなけれ

ばならないと思います。そのためには、仕様書に

市内業者の活用を明記しなければ、数字は上がら

ないと思いますので、ぜひ仕様書においては、市

内業者の中から優先して選定に努め、元請業者に

対し活用をお願いし、議論していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 
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 では、４つ目の質問にまいります。うるま市タ

レント活用メディア発信についてでございます。 

 本市には数多くのタレントの皆さん、ミュージ

シャンなど多くのすばらしい方々が勢ぞろいして

いまして、多くの発掘できていない部分も数知れ

ずあり、また伝統芸能も盛んでいまだ継承されて

いる地域もあり、お子様から長きにわたる先輩方

も数多く継承し、披露されております。また昨年

８月には東京都文京区において、うるま市シティ

プロモーション感動産業特区を宣言し、うるま市

のＰＲ、特産品の販売、うるま市の中高生による

肝高の阿麻和利公演が開催され、すばらしい成果

を収めました。また、闘牛のまちうるま市ＰＲに

関しては、闘牛実況をユーチューブ、テレビ、ラ

ジオ、ニコニコ動画などを通じ、今では闘牛ファ

ンが増え、海外からもうるま市へ訪れるようにな

り、国際化になりつつあります。本市において、

これからの総合的な魅力をプロモーションし、発

掘し、うるま市の認知度向上、来訪動機の誘発を

持続させていくためにも、事業に対する参画意欲

を促すことも必要ではないかと思い、今回の一般

質問をさせていただきます。 

 では、うるま市の魅力を発信、ＰＲするための

本市の取組を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 御質問にお答えい

たします。 

 市内観光施設等を紹介するガイドブックやホー

ムページのほか、近年では情報発信として極めて

有効なＳＮＳ上での動画配信など、ウェブメディ

アを活用した取組にも力を入れております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、本市には多く

のタレントの皆さんがおりますが、今後地元のタ

レントの皆さんと連携し、本市のＰＲ活動を検討

しているか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 今年度実施している感動産業特区プロモーショ

ン事業において、昨年度に引き続き、うるま市公

式ユーチューブチャンネル番組「ＧＯ！ＧＯ！ 

ＵＲＵＭＡ Ｌｏｖｅｒｓ」への出演など、地元

タレントと連携した取組を検討しているところで

ございます。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 では、今後地元タレ

ントを使用する場合、どのような使い方、あるい

は効果があると思うか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 各タレントの個性的な発信力とネットワークを

活用させていただき、本市の様々な情報を面白お

かしく伝えるユーモア効果や、パブリシティの誘

発効果などのほか、テレビ局など制作側へのアプ

ローチなども図ってまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 玉城政哉議員。 

○１３番 玉城 政哉議員 うるま市は、宝の宝

庫であり、まだ発掘できていない部分もあり、多

くのミュージシャン、タレントの皆様も数多く抱

え、そろっておりますので、ぜひ皆様と連携した

取組の検討をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。これで私の一般質問を閉じさ

せていただきます。執行部の皆様ありがとうござ

いました。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了

しました。 

 次回は、明日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１３時５７分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

９ 番 議 員  平 良 一 雄 

 

１０番議員  真 壁 朝 弘 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（８日目） 

 

◎ 令和６年６月25日（火） （１０時００分 開議） 

 

◎ 出席議員（25名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

６番 国 吉   亮 議員  19番 下 門   勝 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  20番 天 願 久 史 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  24番 國 場 正 剛 議員 
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◎ 議事日程第８号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第８号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、幸喜勇議員、玉元哉世議員を指名しま

す。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。下門

勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 皆さん、おはようござ

います。議長の許可を得ましたので、一般質問を

行います。今回大きな項目で６点通告しておりま

すので、簡明な答弁をよろしくお願いいたします。 

 早速質問に入ります。まず１点目、道路行政に

ついてお伺いいたします。本市の道路整備の基本

的な方針は、観光を含め様々な産業振興を支え、

災害に強く安心・安全な暮らしを支える道路であ

り、また人や環境に優しく快適な暮らしを支える

道路、そして島しょ地域を支える道路の整備であ

ります。道路整備における都市防災の課題として、

本市には低地帯に住宅が多く存在し、海岸線が長

く津波の危険性が高いため、津波避難に対応でき

る道路等の整備があります。そこで、（１）平安

名屋慶名線道路整備構想について伺ってまいりま

す。平安名屋慶名線道路は低地帯の屋慶名地区で

津波被害が起きた場合に住民が迅速に高台へ避難

するためにも必要な道路であり、また都市計画マ

スタープランに示される地域拠点を結ぶ道路とし

ても、構想路線ではありますが道路機能は高く評

価されております。そこで、屋慶名自治会長との

意見交換の中で早急な整備を望む声がありました。

都市防災機能強化の観点からも早急な整備が必要

であると考えておりますが、当局の御所見をお伺

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） おはようござい

ます。下門勝議員の御質問にお答えいたします。 

 平安名屋慶名線は県道37号線を起点とし、県道

８号線を終点とする延長約1.4キロメートルの補

助幹線道路で、令和４年６月に策定したうるま市

道路整備プログラムにおいて構想路線に位置づけ

られております。屋慶名地区は、議員御指摘のと

おり低地帯地域であり、海抜10メートル以下の世

帯が約７割弱を占めるとの理由から、以前より津

波などの災害時に高台へ避難する防災避難道路の

要望があり、昨年度概略設計を実施したところで

ございます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 防災道路としての役割

を考えると、車道及び歩道の幅員の在り方、そし

てバリアフリーなど防災機能を充実させた道路整

備が求められております。そこで整備方針及び道

路構造などを確認しておきます。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 
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 概略設計時点での道路幅員は、停車帯両側1.5

メートルを含めた車道９メートル、歩道３メート

ルの両側歩道で、総幅員15メートルで計画してお

ります。詳細な道路幅員等幾何構造の決定、バリ

アフリー及び防災機能については詳細設計で検討

することになります。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 災害時の輸送の多重性

そして代替性を確保して、地域の暮らしや産業を

支える基盤ともなる道路であるとともに、屋慶名

地区や平安名地区の空洞化の解消にも一役買う事

業となると個人的には期待している道路でありま

す。屋慶名地区の防災道路としての機能強化はも

ちろんのこと、本市の将来都市像の実現を図る観

点、コンパクトシティーの構築の観点からも、市

内の各拠点を結ぶ補助幹線道路網の構築としての

観点からも、早い時期の整備を期待しております。

早期実現をお願いいたします。 

 次に（２）具志川海岸線道路整備構想について、

整備方針を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 御質問の具志川海岸線は市道赤野港原線を起点

とし、県道37号線を終点とする延長約1.5キロ

メートルの補助幹線道路で、うるま市道路整備プ

ログラムにおいて構想路線に位置づけられており

ます。しかしながら、近年道路事業に係る交付金

充当率が厳しく、実施中の事業においても完了時

期が見通せていない現状であることから事業実施

時期は未定でございます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 現時点では厳しいとの

答弁でございますけれども、構想路線でございま

すので今後の展開に期待をしておきます。 

 次に（３）平敷屋地区から石川地区までの海岸

道路整備構想について伺ってまいります。この構

想については現在ありませんが、私の構想です。

与勝南岸道路、与勝一周道路や中部東道路など各

種幹線道路を結ぶことで公共交通、道路交通のモ

ビリティを高めることができると考えております。

そして合併20年目を迎えるに当たり、４地区が一

つにつながり人々が交流し活気に満ちた都市空間、

リゾート空間の形成に役立つ道路網として、石川

地域と具志川地域、そして与勝地域を結ぶ海岸線

道路を整備できないかと考えております。基地が

あり一部別ルートへ接続しなければならない部分

もありますけれども、具志川海岸線道路整備構想

の答弁で厳しいことは理解しておりますが、それ

でも個別計画から環金武湾海岸線を結ぶ一体的道

路整備計画構想へ方針転換できないかと考えてお

ります。当局の所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 本市の幹線道路整備については、先ほどの答弁

でも触れましたが、うるま市道路整備プログラム

において将来幹線道路網を設定し、道路機能及び

費用対効果を評価し、道路投資可能額を考慮した

上で整備を進めているところでございます。議員

御提案の市域４地区を結ぶ広域的な海岸線道路は、

本市の観光交通の魅力を高め、振興に寄与するも

のと理解しますが、現プログラムの位置づけのあ

る幹線道路整備を着実に実施し、供用開始するこ

とが重要であると考えていることから、当該道路

構想は大変厳しいものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 まだまだ粘り強く行き

たいと思います。海岸線に一体的な道路を整備す

る構想の必要性として、私の考えですがその根拠

は、観光振興や利便性の向上はもちろんですけれ

ども、本市は海岸線が長く津波の危険性が高いた

め、津波避難に対応できる道路の整備が課題であ

ります。そこで、海岸沿線に観光振興に寄与する

道路を整備していくに当たり、津波被害防止対策

として道路に盛り土をしたかさ上げや景観に配慮

した堤防機能などを兼ね備えた道路整備が必要で

はないかと考えております。幹線道路機能と防災

機能を兼ね備えた道路整備構想であります。一石

二鳥の取組であります。再度、当局の所見をお聞
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かせください。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 繰り返しの答弁となりますが、うるま市道路整

備プログラムに基づき、事業実施を着実に推進し

ていくことが重要であると考えております。御理

解をお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 残念です。環金武湾Ｑ

ＯＬプロジェクトやラグーンリゾート整備、そし

て勝連・与那城地域まちづくり推進計画、県道37

号線沿道の利活用推進計画、石川地域まちづくり

推進計画などがあり、観光都市としての魅力向上

のためにも環境に配慮した魅力的な道路整備と観

光拠点を結ぶ道路網の整備が必要と考えています。

南国風のヤシ並木などのリゾート空間道路です。

そして各地区のビーチを結ぶ道路などです。構想

路線の構想までは格上げを願いつつ、（４）の質

問に入ります。 

 （４）道路整備の課題と対策について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 本市における道路整備につきましては、総合計

画や都市計画マスタープランなど、まちづくりの

方針を円滑に進める必要から、着実に整備してい

く必要がございます。一方で、近年沖縄振興公共

投資交付金、いわゆるハード交付金の減額により

道路投資に対しても厳しい財政事情となっており、

本市の将来あるべき道路網整備の実現が思うよう

に進捗していないという課題がございます。また、

対策といたしましては、道路事業へ活用可能な補

助や交付金、地方債等の制度や支援メニューの調

査及び研究並びに企画・財務関係部署との横断的

な情報共有を図り、道路整備を円滑に進めていく

ものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 ありがとうございます。

海岸線等については、観光振興や災害に強い機能

を有した道路整備が必要であると私は考えており

ます。同道路が整備されると津波に強いまちとな

り、さらに今後は中部東道路や高速道路など様々

な幹線道路と連携強化が図られ、繰り返しになり

ますけれども公共交通・道路交通のモビリティを

高めることで安心・安全な都市圏の拠点性の育成

や強化を支える交通システムの展開が促進される

と考えております。今後構想路線として検討され

各部署の横断的な連携が図られ、さらに道路整備

に関する補助金や観光振興、防災・減災対策など

様々な補助制度が活用され取り組まれることに大

きく期待をして、この件につきましては終わりま

す。 

 次に大きな項目２点目、防災行政について伺っ

てまいります。 

 議長、休憩をお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時１４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１５分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 防災行政について伺っ

てまいります。（２）避難所の開設等についてで

すけれども、災害時に備蓄倉庫を開放する場合、

誰が施錠・解錠し開放するのか。また避難ビルな

どが指定されている場合、施錠開放システムは構

築されているかお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 下門勝議員

の御質問にお答えします。 

○１９番 下門 勝議員 休憩お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時１５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１５分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 大変失礼し

ました。下門勝議員の御質問にお答えします。 
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 備蓄倉庫の解錠につきましては、備蓄倉庫を設

置している小・中学校の教頭先生及び自治会長に

解錠していただいております。また、州崎地区で

ホテルを運営しております株式会社タップとは、

避難ビルとしての協力協定を締結しておりまして、

受入れにつきましては文書もしくは緊急時には電

話等により口頭で要請することとされており、自

動的に施錠を開放するような仕組みとはなってお

りません。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 自動的に施錠を開放す

るような仕組みになっていないということですか

ら、災害時、いざというときに機能するシステム

の構築に今後ぜひ取り組んでください。 

 次に、浜比嘉島の災害時指定避難所である旧小

学校跡地校舎は、老朽化により劣悪な環境であっ

たようであります。トイレも機能せず、仕方なく

家に戻って用を足した高齢者がいたとお伺いいた

しました。今後の維持管理など、どうするべきか

お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 議員御指摘の旧比嘉小学校校舎につきましては、

長期間清掃等がされておらずトイレなどの使用も

厳しい状況を確認しており、現在、環境改善に向

け建物全体の清掃委託を準備して進めているとこ

ろでございます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 （１）はちょっと削除

したので前段をつけ加えておきますけれども、今

回のこの質問は台湾地震による津波警報発令時の

避難状況など様々なことについて質問しています。 

 答弁ありがとうございます。維持管理の在り方

について、関係機関と連携して今後しっかりと取

り組んでください。 

 次に、台湾地震による津波警報発令時に与勝中

学校の校長先生を先頭に、教職員が一丸となって

実施した避難所の開設運営状況等についてお伺い

をいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 与勝中学校への避難状況につきましては、聞き

取り等で確認しているところでございますが、当

日は職員会議があり教職員がそろっていたことか

ら、津波警報をいち早く確認し、住民が避難して

くることを想定し、校長先生の指示の下、避難誘

導及び体育館に避難所を設置し、住民約500人の

受入れを対応したとのことでございます。また、

避難してきた住民へは備蓄倉庫から積極的に飲料

水や備蓄食料を提供するなど模範的な活動を行っ

ていただいたものとして、与勝中学校校長先生を

はじめ教職員及び関係者の皆様には改めて感謝を

申し上げる次第でございます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 私からも感謝を申し上

げたいと思います。 

 次に、与勝中学校での避難活動において見えて

きた課題があれば伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 与勝中学校の件につきましては、校長先生をは

じめ現場におられました教職員の皆様の御尽力に

より受入れなどの対応が円滑に行われております

が、これが先生方がいない休みの日や夜間などで

あれば受入れ対応が難しいといった課題もあると

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 ただいまの答弁にあっ

たように、夜間や休日の受入れ体制の課題につい

ていつでも受け入れられる体制を整えておく必要

がありますが、今後の対策を確認いたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 神田議員の質問にもお答えしておりますが、災

害時など市民に危険が迫った際における公共施設

への緊急的な避難対応につきましては、議員御提
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言のとおり時間外等であっても柔軟に対応する必

要があるものと認識しており、今後指定管理者に

よる対応なども含め所管部署と調整・協議をして

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 台湾地震での避難警報

発令を受けて、その後、天願久史議員と共に島

しょ地域を含め与勝本島地区の低地帯にある自治

会長から状況を伺いに行ってまいりました。与勝

中学校も行きました。それぞれの課題等もありま

したので抜粋して幾つか紹介しておきます。照間

自治会では、区民から「警報は訓練なのか」との

問合せが多くあったようです。訓練ではないとの

広報方法を検討してほしいという意見もありまし

た。桃原地区では115世帯のうち33世帯、約90人

が宮城島のシヌグ堂へ避難したが、今後リアカー

や車椅子などを利用して避難するのは困難で、さ

らに夜間ともなると明かりもなく困難になるとい

う意見もありました。比嘉区では、観光客の多く

のレンタカーが唯一の避難道に縦列停車して道を

狭めており、いざというときに不安だとの意見も

ありました。このように見えづらい多くの課題が

山積しております。与勝中学校では、学校長が多

くの避難者が来ることを予想し運動場を駐車場と

して開放すると同時に誘導員を配置。そして指

示・伝達が速やかに行われるように、ばらばらに

なった避難者を体育館の１か所に集めて、さらに

名簿を作成し、学童などその他のところからの問

合せに対応できる体制を整えたということです。

また避難所運営については、備蓄倉庫を開放し飲

食を提供し、小さいお子さんは泣くということが

想定されますので、要支援者等を含め教室を活用

して気兼ねなく避難できる体制を整えております。

またペットの居場所も確保したそうです。今回の

津波避難発令の教訓を生かすためにも、当局は

もっときめ細やかな調査・研究をお願いいたしま

す。そして、与勝中学校でのよい事例は積極的に

市民に広報していただけたらうれしいです。 

 次の質問に入ります。（３）災害弱者対策につ

いて伺います。幸喜議員の質問と重複している部

分もありますが、大事な部分なのでよろしくお願

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） おはようございます。

下門勝議員の御質問にお答えいたします。 

 災害時に自力で避難することが困難な方を支援

する目的である災害時避難行動個別避難計画です

が、この計画は要支援者のその生活状況や身体の

状態などに合わせて一人一人の避難方法を具体的

に示した行動計画であり、まずその要支援者に対

して実際に支援できる方を探し、かつどの部分の

支援が可能かを明記して整えていくものとなって

おります。したがって、要支援者名簿を受領した

自治会や自主防災組織と共に関係団体を交えた地

域会議を開催し、その支援ができる方及び具体的

な避難行動について検討していかねばなりません。

このことから、まずこの地域会議をしていただく

取組を促しているところであり、避難行動につい

ての実践は、要支援者のうち身内などがいる方の

みその避難の支援がなされているのが現状でござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 課題と対策についてお

伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 福祉部長。 

○福祉部長（幸地 美和） お答えいたします。 

 災害時避難行動個別避難計画の策定における課

題としましては、実際に支援をしてくださる方を

探すことが困難であること、また探せた場合で

あっても個別避難計画書へ正式に氏名を明記され

ることへの抵抗感があること、加えて策定が困難

なこの個別避難計画書について策定の促しを再三

行うことにより、関係団体の負担感が増すなどの

懸念がございます。このことから、対策としまし

ては急かした具体性のない個別計画書の策定より

も、まずしっかりとした地域会議の開催によって

安全性が図られ、かつ地域での支え合う機運が生

まれることから共助としての地域福祉力が高まる

という効果を先にお伝えし、引き続き地域会議を

開催していただくよう働きかけていくこととして
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おります。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 ありがとうございます。

新聞報道にもございましたけれども、総務省の方

針として、大規模災害時の救助活動を迅速にする

ため、携帯会社から自治体への位置情報の提供が

拡大されるようでございます。そのようなことも

踏まえながら、課題解決を図る取組が難しい部分

もあると思いますけれども自助・共助・公助の連

携強化を図り、災害弱者の避難が速やかに実施さ

れるよう今後も取り組んでください。よろしくお

願いいたします。 

 次に大きな項目３点目、不法投棄対策について

お伺いいたします。（１）防犯カメラの効果と実

績について伺いますが、不法投棄対策として監視

カメラを設置しましたが、効果と実績を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。下門勝議員の御質問にお答えいたします。 

 監視カメラ設置による実績といたしまして、不

法投棄の原因者特定件数が２件、捜査中案件が２

件となっております。監視カメラ設置の効果とい

たしましては設置箇所での不法投棄は減少してお

りますが、カメラを設置していない新たな場所へ

の投棄が後を絶たない状況でございます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 （２）不法投棄者の特

定と罰則及び公表について伺いますが、監視カメ

ラで押さえた不法投棄映像の警察への提供や投棄

者の取扱い、特定方法、罰則及び公表について伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 投棄現場の映像につきましては、その行為を裏

づける資料といたしまして管轄警察署へ提供を

行っております。不法投棄は犯罪であるため、警

察署の捜査に基づき裁判所にて刑罰が下されるこ

とになり、罰則等につきましては、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第25条にて５年以下の懲役、

1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられ、

法人の場合は３億円以下の罰金が科せられるなど

厳しい刑罰が科されます。公表につきましては、

警察署と連携し慎重に進めているところでござい

ます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 （３）今後の課題と対

策についてですけれども、監視カメラや注意喚起

看板、そしてパトロール等で一定の不法投棄抑止

効果はありますが、監視が行き届かない場所には

不法投棄がされております。そういうことから、

思い切った対策として罰金や公表の在り方を検討

することが必要ではないかと考えるが、これにつ

いての所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 監視カメラ及び警告看板等の設置、さらには原

因者の特定に加え投棄箇所のパトロールなど今後

も対策を講じていきますが、市民・県民の皆様の

不法投棄は犯罪であるという認識や不法投棄を未

然に防ぐ市民意識を高めていくことが重要課題だ

と考えております。また、公表の在り方等につき

ましても関係機関との連携や関係法令等の精査も

含め検討してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 不法投棄の抑止効果を

高めるため、厳しい対応が必要であると考えてお

ります。しっかりと取り組んでください。 

 次に大きな項目４点目、教育行政について伺っ

てまいります。（１）通知表の廃止についてです

けれども、通知表廃止に関わる報道がありました

が、その内容を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） おはようござい

ます。下門勝議員の御質問にお答えいたします。 

 当該校においては、児童の自立的な学びを促す

ことと働き方改革の取組として従来の通知表の形

式から教科ごとの成績について記した個票シート

を作成することとし、学校運営協議会において承
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認を得て、その後に保護者説明会の周知を実施す

るとのことです。新聞報道では通知表の廃止とあ

りますが、教育委員会としましては学習状況を伝

えるために従来の通知表という形式ではなく学習

状況を記した個別のシートを配付することとし、

学習状況の伝え方を変更したものと捉えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 次に、これまでの通知

表の役割と今後の取組をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 通知表には、一定期間における児童・生徒の学

校生活の様子や学習状況を児童・生徒や保護者に

伝えることで、次の学期や学年へ向けて新たな目

標を設定して学習の改善や意欲向上につなげる役

割がございます。今回の当該校の取組もその狙い

と役割に則したものであると認識しております。

今後とも各学校において学習評価の児童・生徒及

び保護者への伝え方につきましては、形式等の改

善が図られながら継続されていくものと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 今回の取組で生徒や保

護者に与える影響についてお伺いをいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 通知表については学習状況を児童・生徒並びに

保護者へ伝え学習改善に生かすことが重要である

ことから、その狙いにかなうよう各校で工夫した

伝え方がなされていくものと考えております。当

該校のように学校運営協議会での熟議や保護者説

明会などを経て保護者の御理解もいただきながら、

丁寧に通知表の在り方を改善していくことで大き

く影響を与えるものではないと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 今回の取組についての

評価については、今後の運用の推移を見なければ

判断できませんが、学校長は２年から３年で異動

や退職などで代わることがあります。次の学校長

が違う方針である場合、学校長やそして子供たち、

保護者などが混乱しないか不安もありますが、そ

の点について教育長の所見をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 教育長。 

○教育長（嘉手苅 弘美） 下門勝議員の御質問

にお答えいたします。 

 通知表は配付が義務づけられているわけではな

く、通知表・通信簿・よい子のあゆみなど様々な

種類の名称があり、学校の裁量で形式を見直した

り廃止したりすることが可能です。児童や保護者

にとって通知表はとても大きな存在だと認識して

おります。通知表を廃止する当該校では、先ほど

部長が答弁したとおり通知表の廃止で教員の時間

的な余裕を生み、子供たちの様子をよりきめ細か

く見取り保護者との面談も充実させ、子供の主体

性と個性を伸ばすことにつながる個別シートとい

う形に評価方法を行うことにしたと認識しており

ます。当該校の通知表に代わる新たな評価の形を

先生たちが模索する中で、教育における評価とは

何か、教育は評価をどうあるべきかを教員間で議

論し検証していただきたいと考えております。教

育委員会としましては、そのための適切な助言・

指導を行っていきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 次に（２）特別免許状

制度についてお伺いいたします。まず最初に、ど

のような制度か伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 特別免許状とは、学校教育の多様化への対応や

活性化を図ることを目的として、大学等の教職課

程を履修しておりませんが担当する教科に関連す

る専門的な知識、技能や経験を有している人を教

員として学校に迎え入れるための教諭の免許状で

す。昭和63年に創設されており、授与を受けた都

道府県において期間を限定して免許状が交付され

ます。 
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○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 確認のためですけれど

も、本市の小・中学校での教員等の配置不足状況

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 ４月１日時点で学級担任が不在の学校はござい

ませんでした。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 小・中学校など昨今の

教員不足に対応することが可能な制度なのかお伺

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 教員不足への対応策の一つとして、特別免許状

制度を活用することは可能だと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 部長、確認しておきま

すけれども、うるま市で採用されている方はい

らっしゃいますか。お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 うるま市内の学校において１人、この制度で任

用されている方がいると捉えております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 昨今、小学校におきま

しても専科制が導入されるなど教育環境も変化し

てきております。そこで、特別免許状を活用する

ことで優れた知識や経験を有する社会人を専門家、

教諭として迎え入れることが可能となれば、学校

教育の多様化や活性化、そして教員の多忙化対策

にもなることが期待できます。今後も小・中学校

で特別免許状制度をどのように活用できるかしっ

かりと検討して、ぜひ活用に向けて取り組んでい

ただきたいなと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 次に大きな項目５点目、観光振興について伺っ

てまいります。（１）旧与那城庁舎周辺整備につ

いてですけれども、旧与那城庁舎の買戻し後の活

用方針などをお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 下門勝議員の御質問

にお答えいたします。 

 昨年度策定しました「旧与那城庁舎周辺及び県

道37号線沿道の利活用推進計画」におきまして、

旧与那城庁舎エリアを、宿泊・レジャーやアク

ティビティ・スポーツを核とした来訪者と地域の

交流拠点となるエリアとして位置づけております。

旧与那城庁舎につきましては、今年度実施する

「旧与那城庁舎周辺・県道37号線沿道・ロード

パーク利活用基本計画」策定業務におきまして、

多種目競技場並びに周辺敷地へのホテルの誘致な

ど周辺既存公共施設の利活用の在り方と併せて、

民間事業者へのヒアリングによる市場動向を把握

しながら利活用の方針を検討していきたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 観光振興の観点からも、

できるだけ早く利活用の方針を決定して周辺整備

との整合性のある活用ができるよう取り組んでい

ただきたいと思います。 

 次に（２）海中道路東海岸埋立て構想について

です。海中道路周辺をさらに魅力的な観光地とす

るためにも海中道路東側の悪臭のする海岸を大規

模に埋め立て、大型ホテルなどの宿泊施設、飲食

店、アトラクション施設などを誘致し、魅力的な

リゾート空間形成を図ることができないかと考え

ております。現在、旧与那城庁舎跡地周辺や海中

道路周辺においてまちづくり推進計画が進行中で

ありますが、海中道路の周辺のポテンシャルを考

慮すると、観光客を受け入れる施設の不足や今後

の開発できる敷地面積も手狭感が否めません。一

方、沖縄市では埋立てにより人工島の潮乃森ビー

チ、北部観光ではジャングリアなど大型施設など

がオープンを控え、沖縄県の観光地としての魅力

をアップしております。今後インバウンド、訪日

外国人観光客や県外からの観光客が増加すると思
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われます。そこで、本市の観光地としてのポテン

シャルを最大限生かすためにも世界に通用するリ

ゾート空間の形成を図る検討が必要であると考え

ております。そこで、海中道路東側の悪臭対策を

含め魅力的リゾート地の形成を図る観点から、埋

立て事業についての可能性を含めた所見をお伺い

いたします。中部東道路と並行して計画が推進で

きないかと考えていますが、所見をお伺いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 海中道路東海岸の埋立てにつきましては、現段

階では様々な課題があると認識しております。悪

臭問題などの地域課題の解決やリゾート空間形成

などの観光振興、中部東道路の早期実現との相乗

効果の観点から、今年度実施します旧与那城庁舎

周辺・県道37号線沿道・ロードパーク利活用基本

計画策定業務並びに庁内関連事業や既存計画にお

いて、今後慎重に研究してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 観光立国推進基本法の

前文には、観光の重要性とその振興の必要性が述

べられております。観光は国際平和や相互理解、

国民生活の安定に寄与し、地域経済や雇用の活性

化にも貢献します。しかし、観光立国の実現に向

けた環境整備は不十分であり、観光旅行の多様化

や国際競争の激化に対する対応も遅れております。

これからの課題に対処し、魅力的な観光地を形成

し観光産業の競争力を強化することは21世紀の日

本の発展に不可欠です。そのため、観光立国実現

のための施策を総合的かつ計画的に推進するため

の法律が制定されました。同法には目的や施策の

基本理念、地方公共団体の責務第４条などが明記

され、さらに第７条には「政府は、観光立国の実

現に関する施策を実施するため必要な法制上、財

政上又は金融上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない」なども明記されております。国の制

度を活用できる可能性が高いのではないかと考え

ております。それから、この埋立て構想は単に観

光振興を図るだけの取組だけではなく、道路行政

でも述べたように低地帯である屋慶名地区の津波

対策も担うような災害対策を見据えた、複合的な

取組として考えております。埋立地において、高

層ホテルなどの配列を工夫することで堤防の役割

を持たせ、屋慶名地区、屋慶名住宅街へ津波到達

時間を遅らせる取組などもできるのではないかと

考えています。もちろん、通常の堤防整備も含め

てです。津波対策としての観点を含め、観光振興

を推進する上で10年、20年先を見据えて魅力的な

リゾート地を確立し地域の安全・安心と発展を促

す観点からも、早めに検討していただくことが必

要ではないかと考えております。そこで防災上の

観点を含めながら今後本市の観光地としての魅力

を向上させる取組の一環として、このような大型

プロジェクトの可能性について早めに検討し調

査・研究を行うことが必要ではないかと考えてお

りますが、いま一度当局の所見をお聞かせくださ

い。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 繰り返しの答弁となりますが、海中道路東海岸

の埋立てにつきましては現段階では課題があると

認識しており、埋立て事業の早期プロジェクト化

につきましては観光振興や防災対策、地域課題の

解決など地域活性化に資する効果や財源確保を含

めた国の制度活用の可能性などを確認しながら、

今後慎重に調査・研究する必要があると考えてお

ります。また、議員御提言の防災上の観点につき

ましても改めて庁内関係課に対し効果などに関す

る検証などについて提起してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 うるま市改造論です。

環境アセスメントなどを考慮して早めに取り組む

ことが必要であると考えておりますので、早期に

検討されプロジェクト化をされることを期待して

おきます。 

 次に（３）バスターミナル高層化複合施設拠点

整備についてです。沖縄タイムスに掲載された記
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事によると沖縄市において胡屋バスターミナル建

設計画が進行中で、交通拠点の機能強化を図りバ

スターミナルを活用した回遊性の向上、まちのに

ぎわいの創出を目指すとありました。本市におい

て沖縄高等特別支援学校、そして中部農林高等学

校、そして前原高校、具志川商業高校などが連な

る学園都市である安慶名周辺にバスターミナルを

高層化し、若者が集うような複合施設拠点を整備

することで安慶名の中心市街地ににぎわいを取り

戻すことができるのではないかと考えております。

飲食店や書店など複合施設を整備することで利便

性の向上が図られ、公共交通を積極的に活用しや

すくなる環境を整え、そして地域の活性化へとつ

ながるのではないかと思うからであります。観光

振興にも一役買うのではと考えております、高速

バスなどを含め、待ち時間を楽しく過ごせるター

ミナルとなるとバス利用の増加にも貢献できると

考えております。また屋慶名バスターミナルを整

備することで観光客の利用促進が図られ、滞留人

口の増加を促す可能性を秘めていると思います。

昨今、県外からの若い観光客は車の免許を取得し

ていない方が増えており、レンタカー離れが起き

ています。公共バスの利便性向上などが沖縄観光

の課題となりつつあります。また一方では、レン

タカーとの連携ができるとさらに便利な施設とな

る可能性もあります。それから高齢化に伴う免許

返納環境の整備ともなり得ます。今まさに安定し

た定時制の公共交通が求められていると思います。

そこで、官民が連携しにぎわいあるバスターミナ

ル高層化複合施設拠点の整備検討ができないかと

考えておりますが、屋慶名バスターミナルの機能

強化を含め当局の所見をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 令和４年度に安慶名周辺を対象とした広域交通

結節点の整備検討調査を行っております。本業務

は、市内各方面や近隣市町村への乗り継ぎ環境の

向上及びまちのにぎわい創出に資することを目的

とし、交通結節点に附随する複合施設の検討及び

民間事業者や金融機関等へのサウンディング調査

を実施しております。調査結果としましては、滞

留・にぎわい機能を確保するためには民間の単独

事業では難しく、官民による連携が必要であると

いう結果が出ております。また、検討対象地が民

有地であることから既存テナントや地権者との調

整が課題となっております。 

 屋慶名バスターミナルにつきましては、令和６

年３月に策定した旧与那城庁舎周辺及び県道37号

線沿道の利活用推進計画において屋慶名バスター

ミナルの機能強化や移設などを検討することとし

ており、その中で交通結節点としての在り方を検

討していくことを想定しております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 本市は沖縄市と強い結

びつきがあり、本市から沖縄市への流動人口を確

認すると6,000人、そして流出が8,000人となって

おり、沖縄市のバスターミナルと連携することで

沖縄市や北谷町その他の地域からも観光客を含め

た流入など相乗効果が期待できるのではないかと

考えています。公共交通の利便性を高めることで

通勤、通学、通院、買物、観光など都市圏の拠点

性の育成や強化を支える交通システムの展開がな

され、快適でにぎわいある都市となると思います。

ですから、バスターミナル高層化複合施設拠点の

整備と屋慶名バスターミナル機能強化について前

向きな検討を行い、実現できるように取り組んで

いただきたいと思いますが、いま一度御所見をお

聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 再質問にお答え

いたします。 

 令和４年度に民間事業者や金融機関等を対象と

したサウンディング調査では、安慶名周辺に交通

結節点として高層の複合施設を整備することにつ

いて前向きなコメントは得られておりません。本

市としましては、今後の社会情勢や市の大型事業

の進捗を踏まえつつ中心拠点としてのエリア価値

を高めるため、交通結節点としての機能強化と滞

留機能創出に向けた広域交通拠点の整備について
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引き続き検討してまいりたいと考えております。

また、屋慶名バスターミナルの機能強化につきま

しては、先ほどの答弁の繰り返しとなりますが、

旧与那城庁舎周辺及び県道37号線沿道の利活用推

進計画に基づき検討してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 サウンディング調査で

は前向きな意見がなかったということですけれど

も、現段階でサウンディング調査を早急に実施し

ていただきたいなと思います。以前とは違う結果

が必ず得られると信じております。 

 最後に、観光関連で市民からの要望がありまし

たのでお伺いいたします。観光振興の一環として、

昨今は観光闘牛や盆栽展なども大事な観光資源と

なり得ます。そこで、勝連地区公民館（シビック

センター）で盆栽展を開催するために借用申請を

したが、日曜日は借用できないとの対応があった

ようです。条例、規則等を確認したら日曜日も借

用可能であることが分かりますが、事実確認を行

い、日曜日でも借用ができるように職員等への条

例、規則等の周知徹底を行い間違いのない対応が

できるようにしていただきたいが、所見を伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） 下門勝議員の御質

問にお答えいたします。 

 まず初めに、盆栽協会の皆様に御迷惑をおかけ

したことをおわび申し上げます。うるま市立公民

館の開館日については、うるま市立公民館条例施

行規則第２条に定めておりますが、同条のただし

書において休館日であっても、社会教育法及びう

るま市立公民館条例、同条例施行規則に反しない

使用で、館長が必要と認めた場合は開館できると

規定しております。日曜日、祝日等の公民館の開

館の取扱いについては、職員へ周知徹底し市民が

利用しやすい施設運営に努めてまいります。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 最後に、政治家の仕事

の評価は10年、20年後、もっと後、歴史が証明す

ると思っています。政治家として、夢を語り未来

を見据え大局を見て、何が地域と住民の方にとっ

て最良の策であるのかしっかり見極め、恐れずに

進まなければならないと考えております。そうす

ることで、本当の意味で価値あるものを残せると

強く思っていますとおっしゃっていた政治家がお

りました。私も同感です。もっと夢を語り、実現

するために頑張りますので、今後ともよろしくお

願いをいたします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 次に６点目、派遣費に

ついて伺います。今回の児童・生徒に対する派遣

費の増額についての取組は非常に評価するが、一

方で社会人への派遣費が削減され、残念でありま

す。そこで改正内容を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 下門勝議員の御質

問にお答えいたします。 

 本議会において糸数昌宗議員に答弁したとおり、

既存のうるま市社会体育活動における県外派遣に

関する補助金から、18歳以下の子供を対象とした

うるま市こどものスポーツ活動における県外派遣

費等に関する補助金として、現在要綱の改正を

行っているところであります。改正では、スポー

ツ活動において優秀な成績を収めた18歳以下の子

供が県内離島または県外へ派遣される際に生じる

経済的負担の一部を軽減し、もってうるま市のス

ポーツ振興や競技力向上に寄与することを目的に

航空運賃等を補助することとしており、改正前の

１人当たり１万5,000円、１団体15万円の上限額

から１人当たりの上限額を５万円に拡充するもの

であります。なお、当補助金の財源としては、こ

どもゆめ基金を活用いたしております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 今回削減された派遣費
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について、社会人の方々に対してこれまで派遣費

を補助してきた趣旨、目的をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 御質問にお答えい

たします。 

 既存のうるま市社会体育活動における県外派遣

に関する補助金交付要綱では、市内在住のうるま

市民を対象として県外での体育的行事へ派遣され

る場合に要する経費の一部を補助することにより、

うるま市における社会体育の振興に寄与すること

を目的として補助金を交付しておりました。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 今回のこの部分の削減

について、趣旨、目的が達成されたと理解してい

いのでしょうか。そうでなければぜひ復活折衝を

願うものですが、所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 社会体育の振興に寄与する目的自体は、今後に

おいても継続されるものであり、市民全体が様々

な目的や方法によってスポーツに参加できる環境

整備等で貢献できるものと考えております。今回

の改正においては、限られた予算の中でどこに重

きを置くべきなのか。さらにはスポーツ活動に資

する道具等の調達に伴う出費や旅費にかかる経費

の増加など、昨今の物価高騰に対する御家庭の負

担軽減も十分に考慮した上で検討を行っておりま

す。その上で、スポーツ活動において優秀な成績

を収めたうるま市の将来を担う18歳以下の子供た

ちへの支援として現行の１人１万5,000円の上限

額ではまだまだ負担が大きいことから、１人５万

円を上限とした補助金へと拡充し、本市のスポー

ツ振興や競技力向上に寄与することが目的である

ことに御理解いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 もう一つ確認しておき

ます。社会人に対する取組として奨励金制度があ

りますが、その内容をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 下門勝議員

の御質問にお答えします。 

 オリンピック・パラリンピック競技大会及び国

際大会に出場するトップアスリートや文化的活動

を含めた国際大会に出場する市民及び団体を対象

に、国際大会等出場者奨励事業として奨励金を交

付する新規の事業となっております。奨励金の金

額といたしましては、オリンピック・パラリン

ピック競技大会100万円、国際大会については国

外開催の場合が50万円、国内開催の場合が20万円

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 分かりました。子供た

ちの派遣費の増額やオリンピック・パラリンピッ

ク、国際大会などへの奨励金についてもすばらし

い取組であると評価します。しかし、今回の改正

により子供たちやトップアスリートへの支援が手

厚くなった一方で、これまであった一般の社会人

スポーツの県外派遣費が削除され、ぽっかりと抜

け落ちてしまって残念に思います。2011年に、ス

ポーツを通じて国民が生涯にわたり心身ともに健

康で文化的な生活を営むことができる社会の実現

を目指すスポーツ基本法が制定されました。全て

の国民のスポーツ機会の確保、健康長寿社会の実

現、スポーツを通じた地域活性化、経済活性化、

これらを実現するためにスポーツ庁が設立されま

した。個人的に思うことは、一般社会人へのス

ポーツ派遣費についてはその方々のやる気を促し、

スポーツ振興や健康長寿社会の実現、地域コミュ

ニティーの醸成、社会体育の振興にも貢献できる

ものであると考えております。物価高騰で出費多

端の折、スポーツ振興に頑張った市民が報われる

よう、行政の後押しがぜひ必要であります。強く

復活要求をしておきます。この社会人のスポーツ

派遣に関しては担当部署も曖昧なところがありま

す。今後、様々な方法で復活折衡を重ねていきた

いと考えております。担当部署はどこか伺うとと

もに、最後に市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 下門勝議員にお答えをい
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たします。 

 内容については、先ほど部長のほうから事細か

く説明をさせていただきました。私たちは子供た

ちに対する将来的な派遣事業、特にスポーツに関

してはうるま市は盛んであります。さらに文化的

な部分に関しても、最近では多くの子供たちが派

遣を獲得しているというようなこともございます。

それに向けて、子供たちが夢、目標を持ったとき

に、かなえられないというような状況が起きた際

には、我々としては大変申し訳なく思っていると

ころであります。ここ最近は私にも教育長にも結

果の報告が多く来ておりますので、それに応えた

いということであります。しかしながら、先ほど

来から成人の皆さんに対する派遣事業ということ

ではありますが、今回の大きな見直しについては、

私たちはまず中心的に子供たちのことをしっかり

と対応していきたいということで、こどもゆめ基

金を設定させていただいております。さらに国際

派遣の大会に関しては、ふるさと納税というよう

なことでそれも設置をさせていただいております。 

 次に、我々が成人に対する部分に関しては、今

まさに行財政改革、さらには多くの派遣事業、物

価の高騰等も含めて多岐にわたって予算を計上し

消化をしているところであります。今後、こう

いったところに予算を捻出するに当たっては、今

は成人に対する派遣事業は大変厳しいという答え

を出させていただきました。御理解のほどよろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 下門勝議員。 

○１９番 下門 勝議員 大変厳しい答弁ではご

ざいましたが、誰一人取り残さないような対応が

できればなと思いますので、今後ぜひもう一度、

再度検討していただきますように心からお願いを

いたして、私の今回の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１１時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 議長、休憩お願いしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時１９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２０分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 議長の許しを得ました

ので一般質問の通告に沿って、希望のいぶき、議

席番号15番、伊礼正。大きな項目７点について質

問させていただきたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、与那城17号線の整備

事業についてお伺いいたします。与那城17号線道

路整備事業、平成28年４月20日に与那城地区公民

館において事業説明会が行われておりますけれど

も、その後の進捗状況をお願いしたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 伊礼正議員の御

質問にお答えいたします。 

 与那城17号線道路整備事業は整備延長約1,400

メートル、幅員９メートルの道路計画で平成27年

度から事業に着手しております。進捗状況といた

しましては、172筆の用地取得予定に対し101筆を

取得しており、58.7％でございます。なお、未買

収用地における相続問題や筆界未定地等の課題が

あるため、今後の用地取得が困難な状況となって

おります。一方で、現道は狭隘で未舗装の道路で

あることから待避所を設けたアスファルト舗装を

行い、暫定的な整備を検討しております。今後、

屋慶名自治会の御協力により関係者の意向を確認

しながら、整備時期の検討を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 続きまして市道14号線、

ちょうど藪地島の土砂の崩壊がある前後にその地

域の方からもお電話がありました。ここを見てく

ださいと。走って行ったら、たまたま雨の時期で

したけれども、確かに市道14号線も道路の補修が
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された跡があります。ところが、補修された跡の

裂け目からどんどん雨水が入っていっています。

恐らくこのほうも地盤が軟弱で、もしかしたら崩

れていくのではないかという危惧はしております。

いつもでしたら、トラックのほうはここを往来し

て東海岸のほうまで走っていきます。そこにはお

墓、畑があります。どうしてトラックの走行がな

いんですかと。いつかは落ちますよと。私も命が

大事ですと言われました。ぜひ現場を見られて、

この与那城14号線の整備はどうあるべきか、よろ

しくお願いします。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 休憩願います。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時２３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 市道与那城14号線における道路の亀裂について

は、日常管理において舗装材修繕を行っておりま

すが、新たな亀裂に対しても早急に対応してまい

ります。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 与那城14号線は、先ほ

どもお話しさせてもらいましたけれども、道路に

亀裂が見られます。以前に補修された跡がありま

すが、そこからも雨水が入っていきます。その雨

水を含んだ土壌は軟弱で、今にも本当に崩壊する

のではないかなという環境であります。市道14号

線は生活道路であり、その先には、先ほどもお話

ししましたけれども地域のお墓がかなりあります。

そして農地もあります。その道路が寸断されます

と生活に多大な影響を与えます。さて、この道路

の東に向かって左側なんですけれども、かなりの

高低があります。３メートル前後です。担当のほ

うも御存じです。そこのほうにもしかしたら崩れ

ていく可能性、今その兆候が見られます。ぜひ現

場にいま一度足を運んでもらって、迅速な対応が

可能かどうか、お願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） すみません、休

憩願います。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２５分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 市道与那城14号

線における道路の亀裂、日常管理において舗装材

修繕を行っております。新たな亀裂に対しても早

急に対応してまいります。また、さらにこの崩壊

の兆候がないか、その辺りも点検してまいります。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 それでは、与那城地区

道路整備事業その３点目をお伺いいたします。平

成29年７月６日、屋慶名自治会森根自治会長より、

うるま市道路整備早期実現の要請を受けられたと

思いますが、その後の対応についてお伺いをいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 議員御質問のうるま市道路整備早期実現要請の

内容でございますが、要約しますと県道37号線、

与那城12号線、13号線及び107号線に囲まれた区

域内の道路整備要請で、道路拡幅による救急・災

害活動の円滑化と道路整備による遊休地の活用に

よる人口増加を図っていきたいとの内容でござい

ました。当該区域の現状については、本市も理解

しております。しかしながら、道路整備につきま

しては各地域から多くの要請があり緊急性や必要

性、財政状況など総合的に勘案し、取り組む必要

がございますが、現時点において当該地域におけ

る道路整備計画の予定はございません。また、遊

休地の住環境整備につきましては、民間事業者に

よる開発行為や組合施行による土地区画整理事業
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など有効な手法がございますので、地域からの御

相談等がございましたら助言や支援について検討

してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 この要請でありますけ

れども、実は屋慶名東下、もう御存じだと思いま

すけれども住宅が密集していて救急車両が入って

いけないということで、何か発生したときに果た

してそれなりの救急対応ができるかどうか、大変

危惧されております。これをいま一度、県道37号

線等々辺りを何とか貫通するような道路を長期、

短期計画でもよろしいですので御検討していただ

ければと思っております。 

 次に４点目ですけれども、与那城1057番地２住

宅入り口の歩道整備についてお伺いをいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 県道37号線の整備事業を実施しております沖縄

県中部土木事務所に確認したところ、用地補償は

完了しているが、予算の都合上工事着手ができて

いない状況である。今後予算がつき次第、工事着

手していくとの回答がございました。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 ここは実は与那城小学

校のあの交差点から照間に向かう両サイドにかな

りの住宅が今建っております。そこのある一部分

だけなんです。ここだけなんです。幅員約２メー

トル、長さ10メートル。何と住宅の車庫の入り口

のここだけが砂利石で、しかも雑草が生い茂って

きています。これを10年以上もほったらかしです。

これを私たち市民はどう見るか。確かに県の事業

ではありますけれども、この辺は市からも県のほ

うに逐一、どんどん意見として出すべきではない

かなと思っていますので、よろしくお願いいたし

ます。そしてその地区、畑ではありますけれども、

この道路沿いはあと二、三か所ぐらいあります。

この辺もまとめてお願いをしたいと思います。こ

こまでは歩道もしっかり補修されていますけれど

も、そこだけができていないということが本当に

悲しいかなという思いはいたします。どうかいま

一度腰を上げられて、粘り強く交渉されてくださ

い。私も近々、週明けに回って行こうかなと思っ

ています。10年も予算がつかないからナランドと。

こういうことが行政かなと思いますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

 では５点目、屋慶名大通りの整備事業について

ですけれども、これまでも何度か先輩議員のほう

からもお話があったかと思います。屋慶名大通り

の整備拡張についてその事業計画等々、県のほう

もあるかどうかお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 県道37号線道路整備事業につきましては、１工

区与那城小学校付近160メートル、２工区旧琉球

銀行屋慶名支店付近140メートル、３工区屋慶名

橋付近70メートルの３工区間で整備を進めている

と伺っております。沖縄県中部土木事務所に進捗

状況を確認したところ、１工区は100メートルが

完了している。２工区については車道は完了して

いるが、歩道は片側のみの整備となっている。３

工区については屋慶名橋の架け替え工事が完了し

ているとの回答がございました。また、令和６年

度には工事１件の発注を予定しているとも伺って

おります。本市といたしましても、当該道路は児

童の通学路であり路線バスの運行経路でもあるこ

とから、地域住民の利便性向上及び歩行者の安全

確保に向けて早期整備について働きかけを行って

まいります。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 この屋慶名大通りの拡

張整備ですけれども、かなり強い要望があります。

そして地域の現状は、県道に沿って、まずどこも

一緒ですけれども側溝があります。ある家庭によ

れば、玄関ドアのノブを開けて一歩踏み出すとす

ぐ側溝です。そのときにどこからともなく車が

走ってきたらどうなりますでしょうか。本当に、

ドアを開けると側溝に覆いかぶさるような、こう

いう県道沿いの今後の在り方というのもぜひ皆さ
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んに考えていただければと思っています。去る３

月に東のほうにおいて何とタクシーと子供の自転

車が接触事故を起こしております。まずもってし

て、歩道でもありますし、こういう事故も避けら

れるのではないか。また今後も、事故の予防とし

ても強く要請をしていただければと思っておりま

す。さらに児童・生徒の通学路でもあります。以

前私、与那城町時代の議会からもこの問題を取り

上げさせてもらいましたけれども、子供たちは通

学の際に車が来ますと、車が避けるのではなくて

子供たち自ら塀のほうにくっついていきます。そ

れこそ命を懸けての通学です。沖縄県内、うるま

市内、どこにこういう状態の県道があるかなと思

います。ぜひ関係者の皆さんには、許されるので

あれば、東十字路から与那城小学校まで朝の通学

時間に御自分で体験されるとその現状が身をもっ

て分かると思います。どうか、それだけの厳しい

ところであるということをいま一度、もっと口

酸っぱく県のほうにも上申してほしいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 大きな項目２点目の平成22年度の東海岸開発基

本計画についてですけれども、その後の基本計画

はどうなっているのか。白紙なのか。当該計画の

ＰＤＣＡサイクルによる事後評価について書かれ

ているが、進捗状況についてお伺いをいたします。

なお、その延長線上のほうには藪地洞穴遺跡等、

その近くには拝所があり、訪れる人が多いですけ

れども、東海岸開発基本計画において位置づけら

れている当該遺跡についても併せてお伺いいたし

ます。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 伊礼正議員の御質問

にお答えいたします。 

 東海岸開発基本計画につきましては、藪地島開

発を中心に東海岸地域の活性化を図るものとなっ

ておりますが、計画の推進に当たりましては市道

与那城17号線の整備を優先的に推進していくこと

が必要だと考えております。現在本市においては、

当計画に基づき市道与那城17号線の整備を行って

おりますが、相続問題や筆界未定の確定作業など

により整備は進捗しておらず長期化している現状

でございます。 

○議長（比嘉 直人） 社会教育部長。 

○社会教育部長（川端 登） 伊礼正議員の御質

問にお答えいたします。 

 藪地洞穴遺跡とその周辺22筆、約３万1,000平

方メートルの土地が筆界未定地となっており、所

有者が確定していない地域であります。そのため、

現状では本遺跡及びその周辺の早急な整備は厳し

い状況でございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 市道与那城17号線の整

備を行っていると思いますが、私も最低でも週１

回は藪地島のほうに足を運ばさせてもらっており

ます。その市道与那城17号線のまずどの辺の整備

を行っているのか気になるところです。さらに藪

地洞穴遺跡ですけれども、地域からの要請があり

まして来てくださいと。私もよく行きますけれど

も、市道与那城17号線の先から下ります。かなり

の高低と傾斜があります。そこは土のうで簡易的

に階段が造られていますけれども、ここで拝所に

拝みに来られる方々が何度か転んでいるみたいで

す。さらにそこからまた階段を下りて右手のほう

に100メートルぐらい行きますと、そこにも拝所

があります。整備されていないため足場が悪いも

のですから、ここでも何人か転んだという話を直

接聞いております。確かに、この辺も未確定の地

主も多々おられると思いますけれども、簡易的に

でもよろしいので、拝所の地として有名なこの藪

地洞穴遺跡の周辺の整備も急いでやっていただけ

ればなと思います。これを要望したいと思います。

そしてこの東海岸開発基本計画、藪地島は確かに

地権者も400人前後おりますけれども、この辺は

ぜひ気長に取り組んでほしいなと思います。東海

岸のあの風光明媚な海中道路を中心としたこの計

画がしっかりとした芽が出てきますと、先ほど来

観光関係で多くの議員の皆さんが助言・アドバイ

ス等されていますけれども、かなり多くの旅行者、

そして本市を訪れる方へ集客に向けての対応がで

きるのではないかと思っています。よろしくお願
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いします。 

 これもちょっと古い話になりますけれども、旧

与那城町議員時代に藪地島から、せっかく東海岸

開発基本計画をやるのであれば、藪地島から浜比

嘉島に海底のトンネルを造ってくれと。そして上

はガラス張りにして、歩きながら、魚を見ながら

やってくれと。一つのインパクトが何かあれば、

かなりの観光団がうるま市に、はせ参じて来るの

ではないかなと思っております。どうか、この計

画も長い計画になろうかと思いますけれども、当

初の基本計画にプラスで何ができるかということ

も盛んに、10年後、20年後を目指して計画の実施

に向けて頑張っていただければと思っております。

よろしくお願いします。 

 では３点目ですけれども、この４月１日より不

動産登記の義務化が始まりました。まず１点目に、

不動産相続登記の義務化とはどういうことでしょ

うか、よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 伊礼正議員の一般質

問にお答えいたします。 

 不動産の相続登記義務化とは、所有者不明土地

の増加の要因の一つである相続登記を義務化する

ことで、所有者不明土地の解消を図るために開始

された制度のことでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 次に、若干中身は似て

いますけれども、先ほどは相続登記の義務化、今

度は相続登記の申請義務化とはどういうことで

しょうか。また、義務に違反した場合は罰則もあ

るのかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） お答えいたします。 

 相続登記の申請義務化とは、不動産土地・建物

を相続で取得したことを知った日から３年以内に

相続登記をすることが法律で義務づけられたもの

でございます。罰則につきましては、正当な理由

がないのに３年以内に相続登記をしない場合は10

万円以下の過料の対象となります。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 それに関連して、土

地・建物に特化した財産管理制度とはいかがな内

容のものでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） お答えいたします。 

 土地・建物に特化した財産管理制度とは、所有

者が不明である土地・建物や所有者による管理が

適切にされていない土地・建物を対象に、利害関

係人などの請求により裁判所が個々の土地・建物

の管理を行う管理人を選任することができる制度

でございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 その管理人に選定され

た、いわゆる管理人は弁護士、司法書士等々が考

えられますけれども、法的には法務局の許可を得

れば管理している土地も処分できるということで

すよね。この辺はどうですか。 

○財務部長（島袋 史朗） 休憩願います。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時４３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） お答えいたします。 

 今御質問にありました部分につきましては、確

認して回答したいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 この所有者不明土地の

解消に向けての不動産に関するルールが大きく変

わっていっています。私たちにはこの制度を広く

市民に説明する責務があると思われますけれども、

自治会単位や地区単位での説明会の開催などをす

る予定はあるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） お答えいたします。 

 相続登記の義務化等につきましては、法務局か

らの依頼により自治会へのポスター配布、広報ま

たはホームページへの掲載、固定資産税納税通知

書封筒への掲載等を行っております。また、死亡



 

― 260 ― 

届を提出した際にお渡しするおくやみハンドブッ

クにも相続登記義務化について掲載してございま

す。今議員がおっしゃられた自治会単位や地区単

位での説明会等の周知方法につきましては、相続

登記を行う法務局または専門家であります司法書

士会の協力が必須であることから、現在調整を

行っているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 不動産登記義務化、相

続登記の申請義務化、そして土地・建物に特化し

た財産管理制度について、やはり市民に周知すべ

きだと私は考えております。せんだって、この資

料を持って私は何か所かの自治会を回ってまいり

ました。そして今、答弁の中にもありましたけれ

ども、大きなポスター等を飾っている自治会が１

か所ありました。私もそれを見て、これはどうい

うことですかと聞いたら、分かりませんと。ただ

来たから貼っていますと。別の自治会長にこうい

う資料は来ていないですか、もらっていませんと。

こういう大事な私たちうるま市民の財産を、令和

８年３月31日には本当に厳しい状況に置かれると

いうことが分かりながら、私たちは何の手だても

なく指をくわえて見ているのかなとじだんだを踏

んでいるところですけれども、自治会長でも知ら

ない。しかもホームページ等々で周知はされてい

ますけれども、ホームページを見ているだけでは

分からないと。広報を見ているだけでは中身が分

からないと言うんです。その中身をできるだけ簡

潔に、そして多くの市民に何とか周知をしないと

いけないのではないかなと思います。月初めの事

務委託者会議で、いま一度テーマをこれに絞って、

私は周知してもいいのではないかなと思っていま

す。そしてその流れで、さらには兵庫県内の今の

現状です。兵庫県内17か所で登記手続の案内書が

あるみたいですけれども、この件に関して、何と

今年２月の段階で１か月半の相談待ちだそうです。

そして６月になってもまだ３週間の相談待ちがあ

るそうです。ということは、やはり４月に入って

どんどんこういうものが身近なものだということ

が各国民そして県民、さらには市民のほうに行き

届いていって、ただし中身が分かりませんと。こ

れをいかに私たちがひもといていきながら財産を

しっかりと守っていかせるのがやはり行政ではな

いかなと思っていますので、ぜひいま一度、今後

のこの相続登記に対していかに周知していくかと

いうことを考えていかなければなと思っています。

３年間は本当にあっという間です。うるま市民か

らありがとう、よく教えてくれましたねというお

声が聞こえるように私たちはやっていきたいなと

思います。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１１時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時５１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 財務部長。 

○財務部長（島袋 史朗） 先ほどの伊礼議員の

管理人が裁判所の許可を得れば所有者不明土地の

売却もすることが可能なのかという御質問にお答

えいたします。 

 管理人は裁判所の許可を得れば所有者不明土地

の売却などもすることができるということでござ

います。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 では続きまして、大き

い項目の災害時における質問に移らせていただき

たいと思います。まず１点目に、市内各地におけ

る地震・津波・台風等の発生時に避難場所は公園、

トイレ合わせて何か所あるのか。さらに、この公

園のトイレは車椅子トイレ、水道設備が全て設備

が常時確認できているのかお伺いいたします。よ

ろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 伊礼正議員

の御質問にお答えします。 

 地震・津波発生時の避難場所につきましては、

市地域防災計画で指定緊急避難場所として市内46

か所を指定しており、そのうち43か所が市の公園

で、そのほか３か所の施設となっております。ま

た台風等の発生時には、本庁舎のほか市内３か所
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の拠点施設を避難所として開設しております。な

お、公園トイレにつきましては43か所中33か所に、

車椅子での利用可能な身障者用トイレにつきまし

て、43か所中15か所に設置されております。また、

水道設備についてはトイレがある公園ではいずれ

も使用できることを確認しております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 分かりました。身障者

用のトイレについては43か所のうちの15か所とい

うことで、これは各自治会にも周知されていてく

ださい。そうすると、ハンディキャップを持つ

方々の避難先は当初からここだということができ

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。

各自治会では周知されていると思いますけれども、

いま一度問います。避難所の周知はしっかりと行

き届いていますよね。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 市内避難場所の周知につきましては、災害時に

どこに避難するのかを示した防災マップを全世帯

に配布し、避難場所の看板設置、市ホームページ

などで周知しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 飲み物等水分補給、そ

して簡単な軽食、毛布などを含めて、ライフライ

ンはこれまで確認はできているかということです

けれども、これまでの同僚議員の質問の中から理

解をしておりますので、ここは割愛させていただ

きたいです。 

 では次に４点目ですけれども、避難時に自治会

職員、避難場所の職員との連絡はいかに取るか。

実はさきの４月３日、私のほうにも何点かありま

した。すみません、どこに避難しているんでしょ

うか。自治会に電話してもつながらないと。この

固定電話から自治会長または職員にしっかりと転

送できるようなシステムができないかどうか、こ

の辺の確認をお願いしたく、どうでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 避難時における自治会関係者及び避難所への派

遣職員との連絡手段につきましては、市無線機

ネットワークや携帯電話その他インターネットな

どを想定しておりますが、孤立化が懸念される島

しょ地域とは緊急時の連絡用衛星電話の設置も

行っているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 しっかり自治会との連

絡を密にやってほしいです。地域の住民、そして

うるま市民がまずいち早く連絡するのは近くの自

治会ではないかなと思っております。そこに電話

してもつながらないと、それはやはり不安になっ

てきます。さらには、午前９時前後でもう仕事に

行った後でしたから、仕事に出かけている方から

も二、三人お電話があり、ワッターオトーはどう

しているのか、オジーはどうしているのかという、

やはり心配の声がありました。それを踏まえて私

は自治会３か所に電話しましたけれども、どこも

連絡がつきません。この辺、今後の災害時におけ

る連絡網はしっかりつながるようにお願いをした

いと思います。さきの藪地島における災害が発生

したことは記憶に新しいところですけれども、災

害復旧と災害時の人命救助は行政として真っ先に

取り組む。どの世界でも至極当然のことです。救

助作業に当たり消防防災ヘリの導入は不可欠だと

思っております。この消防防災ヘリの未導入は全

国で沖縄県だけです。さらに、県は導入に向けて

県内の41市町村に承認をお願いしているところで

すが、石垣市と我が愛するうるま市の承認が得ら

れておりません。令和５年に県のほうから承認の

お願いが来ていると思いますけれども、沖縄県民

148万人余り、そしてうるま市民12万5,000人前後。

うるま市民と県民の命と安全・安心を守るべき行

政が消防防災ヘリの導入の承認ができない理由を

お伺いしたいと思います。できたら市長、よろし

くお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 伊礼正議員にお答えをい
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たします。 

 前にも防災ヘリに関しては答弁をさせていただ

いております。沖縄県に対しても幾つか質問状を

投げておりまして、いまだ返ってきません。一つ

申し上げますと、中城の消防学校にヘリポートを

建設するということで、そこは普天間基地、さら

には嘉手納基地に近いということで、土地規制法

がございます。さらにはラプコンといいまして管

制圏が10キロメートル圏内ということで、緊急時

の際には県の所有する防災ヘリが優先される。な

おかつ、普天間基地から飛び立つ飛行機であった

り、ジェット機であったり、ヘリコプターであっ

たりというものが優先されるのか。それは嘉手納

においてもそのとおりであります。それを米軍並

びに防衛局含めて協議をなさったんですかと。県

民はいかなる場合でも緊急要請をした場合には命

の保障というものはしっかり行うということであ

りますので、それをしっかりやられていますかと

いう質問を投げたら、いまだ返ってきません。も

うすぐ１年になります。そういったところのいろ

いろな質問をさせていただいているんですが、い

まだに返ってきません。私は防災ヘリに対しては

何ら反対もしておりません。県が我々うるま市が

求める質問に対して質問の回答がないということ

に対しては、私はこの防災ヘリの運営等に関して

は参加ができないということを申し上げておりま

すので、人命救助に当たっては今自衛隊並びに海

上保安庁がしっかりと行っており、この防災ヘリ

は夜間は飛ばないというようなことも県はおっ

しゃっておりましたので、これまでどおり夜間に

ついては自衛隊、海上保安庁が任務を担うという

ようなこともございまして、あらゆるところで

我々に対する質問の回答がないということで今、

回答を待っている状況にあるということで、しっ

かりそれが回答できれば参画も可能なのかなと

思っております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 市長の考え、理解させ

ていただきました。今後、県のほうからそういっ

た回答が出てきたときには前向きに考えていくも

のと思っております。ただ、41市町村の中でうる

ま市と石垣市だけがないというのは、私たちうる

ま市民の一人として、市民・県民にどう説明して

いくのかですよ。これを問われたときに、皆さん

議会に関わっているのではないかと。ワッターの

命をどういうふうに見ているのかと、そう言われ

たときに返す言葉がありません。災害というのは

いつ何時起こるか分かりません。それが災害なん

です。県の返事がなければ２年でも３年でも、そ

して４年でも５年でも待つということなのか。こ

の辺をいま一度、もっと県のほうにも強く催促を

して返事をくださいませんかということで催促し

ていただければと思います。市長の言うとおり、

やはり市民・県民の安心・安全、命どぅ宝という

ことがあります。それを最優先にやっていくのが

県政であり、また市町村の政治ではないかなと見

ていますので、この辺をできるだけ事を早急に、

その返事をもらっていただけるようにお願いしま

す。私どもの４人の新しく誕生した県議会議員の

ほうにもこの辺はお願いをしていこうかなと思っ

ております。この件は以上です。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１２時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 では続きまして、市内

の下水道。まだ布設のない未設置の地域はどこで

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 伊礼正議員の御質問

にお答えいたします。 

 本市の汚水処理につきましては、公共下水道計

画区域、農業集落排水区域及び合併処理浄化槽区

域となっております。議員御確認の下水道未布設

地域につきましては、下水道計画区域内で令和６

年３月末現在の整備率が71.4％で未整備地域は
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28.6％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 では続きまして、令和

４年度末の下水道処理人口普及率は、全国で

99.9％を超える市町村が多いようですが、うるま

市での普及率100％はいつ頃を予定しているのか

お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 本市の公共下水道全体計画人口普及率100％ま

での計画につきましては、令和23年度を予定して

おります。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 市内では新築の一戸建

てが各地域で進んでいる現状です。下水道が利用

できないという市民の声が多々あります。来年で

合併をして20年を迎えますけれども、さらにそれ

に向けて、ぜひ100％達成率の布設率をお願いし

たいと思います。御答弁のほうよろしくお願いし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 公共下水道事業計画区域外及び下水道の整備が

７年以上見込まれない地域におきましては、下水

道使用者との負担格差解消を図る観点から、うる

ま市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱に基

づき、合併処理浄化槽１基当たり上限50万円の設

置補助を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 どうもありがとうござ

いました。時間が止まっているこの件について、

また次回の機会で深くお勉強させていただきたい

と思います。 

 次に、与那城総合公園屋外ステージ並びに石川

多目的広場ステージの屋根の補修計画についてお

伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 与那城総合公園野外ステージにつきましては、

平成23年度に台風被害を受けた後、屋根テントの

張り替え・修繕を行っておりますが、野外ステー

ジは海岸に近く塩害や強風、台風により直接影響

を受ける場所でもあり、修繕後も再度屋根テント

が被害を受けるなど、維持管理には大変苦慮して

いる現状にあることから現在修繕のめどは立って

おりません。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 伊礼正議員の御質

問にお答えいたします。 

 石川多目的広場ステージにつきましては、かな

り前から屋根のシートは張られておらず鉄骨造り

の枠組みだけの状態であります。当ステージは海

沿いで強風の被害を強く受ける場所に立地してい

ることから、屋根シートの常設については大変厳

しいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 与那城総合公園屋外ス

テージの屋根の張りについては、平成23年度の台

風の被害を受けた後にテントの張り替え・修繕を

行ってきましたということですけれども、私の記

憶の中ではそういうことはなかったのではないか

なと。いろんな関係者にもどうでしたかというこ

とをお聞きしましたけれども、なかったのではな

いかなと。ではこれはいつ頃されたのか、よろし

くお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 繰り返しになり

ますが、平成23年度に台風被害を受けた後、屋根

テントの張り替え・修繕を行っています。その後

塩害や強風、台風により修繕後も再度屋根テント

が被害を受けるなどしております。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 その平成23年度の台風

の被害に遭った後に修繕されていると今おっ

しゃっていましたよね。それはいつですかという

ことなんです。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 修繕日の定かな

日は現在持ち合わせておりませんので、再度お答
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えしたいと思います。 

○１５番 伊礼 正議員 休憩お願いします。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１３時３５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３６分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 ちょうど台風23号はお

隣のバックネットも一緒に崩壊しました。ところ

が、バックネットは数年後にいち早く復旧してお

ります。なぜ、海岸に近く塩害や強風、台風によ

り直接影響を受ける場所であることを理由に補

修・保全ができないというのはいかがなものかと

思います。市内には旧与那城庁舎、地区公民館、

浜、比嘉両自治会、平安座自治会、桃原自治会、

照間自治会、与那城小学校、南原小学校、さらに

は南風原自治会、彩橋小中学校、旧石川庁舎、石

川会館、具志川小学校、川田自治会、塩屋自治会

などがかなり海岸に近い、そして塩害、強風、台

風の影響を受けやすい環境のところになります。

ではこれらは今後の建て替え、補修はいいけれど

も、この屋外ステージだけは塩害、台風の影響が

かなり大きいのでできませんということなんで

しょうか。私は同じ条件だと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 繰り返しの答弁

となりますが、特に野外ステージにつきましては

海岸に直接近く、塩害や強風、台風により直接影

響を受ける場所であることから現在大変厳しいも

のと考えています。ただ、今後様々な修繕方法を

検討して、できないものか検討してまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 石川多目的広場ス

テージ屋根の修繕につきましては、先ほど申し上

げたとおり大変厳しいものと考えてございます。

また、現在進めております石川庁舎周辺利活用推

進プロジェクトにおいて石川多目的広場ステージ

を含めた再開発が検討されていることから、プロ

ジェクトの方向性を踏まえ当ステージの在り方に

ついて整理する必要があると考えてございます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 先ほども答弁を受けて

私も再度質問させていただきましたけれども、塩

害、台風、強風、これは先ほど述べた施設全て当

てはまります。では、この施設についてはいいん

でしょうか。与那城のこの地区だけが台風の影響

があるから駄目です、塩害が予想されるから駄目

ですということなんでしょうか。海に近いのはど

の施設も一緒です。これをどう捉えていくんです

かということなんです。ここの施設はオーケー、

この施設は海に近いから駄目ですという答弁で果

たしてよろしいでしょうか。もう一度お伺いしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 与那城総合公園

野外ステージにつきましては非常に海岸に近いと

いうこともありますので、様々な手法を検討して

まいりたいと思っておりますので御理解のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 ただいまの御答弁であ

れば私も理解できます。もし、今後もこういう自

然環境など厳しいようであれば、それに代わるよ

うな、塩害にも対応できるような施設ができない

かどうかぜひ考えていただきたいと思います。 

 続きまして７項目めの……。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１３時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 伊礼正議員の先

ほどの御質問、平成23年度以降の台風後の修繕の

年度ですが、現時点で直後としかお答えできませ

んが、直後には修繕を行い、再度屋根テントが被

害を受けるということがございました。 
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○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 どうもありがとうござ

いました。 

 続きまして最後の大きな項目、新選挙管理委員

にお伺いいたします。まず１点目に、選挙管理委

員の使命と責務。そして関連しますので、立会人

の使命とその責務を教えてください。よろしくお

願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（伊波 恒夫） 伊礼正

議員の質問にお答えします。 

 選挙管理委員の使命は、選挙等の事務を公正か

つ適正に執行することです。選挙管理委員は選挙

が公正かつ適正に行われるよう取り組むことはも

とより、常にあらゆる機会を通じて有権者の政治

意識や投票参加意識の向上に努めるとともに、選

挙時には棄権防止や投票参加を積極的に呼びかけ

ることを責務としております。 

 質問２にお答えします。投票立会人は、投票が

行われる際に投票管理者の下において投票事務に

参与するとともに、選挙事務の公平を確保するた

め、公益代表として投票事務全般に立ち会うこと

が責務となっております。開票立会人及び選挙立

会人は、候補者の利益代表と一般選挙人の公益代

表という２つの性格を併せ持っています。そして

この２つの立場から開票、選挙会に関する事務の

適正な執行を監視するとともに開票管理者や選挙

長を補助して開票、選挙会に関する事務に参画し、

その公正な執行を確保することを責務としており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 質問のその３です。令

和６年５月８日のうるま市選管の選挙管理体制を

糺（ただ）す会との面接内容についてお伺いをい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（伊波 恒夫） お答え

します。 

 うるま市選管の選挙管理体制を糺（ただ）す会

との面接内容につきましては、選挙管理委員に対

し令和４年のうるま市議会議員選挙において、１

点目、他の候補者の票が混入した原因と開票作業

の問題点をどう考えるか。２点目、異議申立てを

却下し、検票を行わなかったことについて、客観

的な立場からどう判断するか。３点目、新しい選

挙管理委員会の発足に当たって公明公正で明るい

選挙事務体制を確立していくための抱負を問うも

のでありました。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 小さい質問の４点は割

愛させていただきます。 

 では５番目の沖縄県議会議員選挙を迎え、前回

選挙の不備を改善した開票作業がなければ市民は

選挙不信が出てきます。開票作業に納得できない

他の都道府県では問題発生後、市・都道府県の選

挙管理委員会は問題点として具体的改善策を都道

府県民・市民に開示しているが、２年にわたり放

置している前回の市議会議員選挙の理由をお伺い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（伊波 恒夫） お答え

します。 

 これまで問題点と具体的改善策が市民等に開示

されていないことにつきましては、他の候補者の

票が混入していたことについて、どの段階で票が

混入したか原因を特定することが困難なため、そ

の具体的な改善策を示すまでに至っておりません。

しかしながら、令和４年のうるま市議会議員選挙

の開票ミスのようなことが二度と起こらぬよう、

沖縄県議会議員一般選挙においては、職員が早朝

から深夜まで長時間の選挙事務に従事しないよう

投票事務と開票事務を行う職員に分けて配置した

ことや、開票事務の説明会を開催し開票の流れか

ら係ごとに作業内容、手順、注意点などを説明す

るなど開票事務の見直しを行ったところでありま

す。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 開票ミスが二度と起こ

らないようにということですけれども、さきの県

議会議員選挙で私も立会人をさせていただきまし
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た。立会人の説明の場において、まず立会人への

自己紹介は委員長はじめ事務局も全てさせてもら

いましたけれども、いかんせん立会人の自己紹介

がなかった。どこのどなたか知らない人と一緒に

同じような目標の仕事をするということはいかが

なものかと思います。そして立会人の最後ですけ

れども、20票ずつ確認票が有効票であるか確認し

てくださいということで回ってきました。私は５

人の立会人のうち５番目に座っています。１番目、

２番目、３番目、４番目、５番目。彼らは全て印

鑑を押してきました。私も自席から１票１票目視

でやりました。あれと思いながら再度、再三やり

ましたけれども、20票というのが17票しかないん

です。ここでも既にミスが出てきました。ですか

ら、開票業務においてどれだけ細部にわたって皆

さんが御指導したかどうかが問題なんです。二度

と起こらなかったということがここで出てきまし

た。私がスルーしておけばどなたかは17票しかな

いけれども、20票の上積みになっているんです。

この辺は今後どうあるべきか。委員長、見解をよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（伊波 恒夫） それに

対しても再度見直しをしながら、ちゃんとした選

挙事務の開票事務を行うように指導していきます。 

○議長（比嘉 直人） 伊礼正議員。 

○１５番 伊礼 正議員 さきの県議会議員選挙

の公共のあのポスター掲示板ですけれども、まだ

与勝は残っております。早急に撤去させてくださ

い。よろしくお願いします。ありがとうございま

した。 

○議長（比嘉 直人） 次の質問者、平良一雄議

員。 

○９番 平良 一雄議員 皆さん、こんにちは。

新政クラブ、平良一雄です。よろしくお願いしま

す。議長の許可を得ましたので、本日６項目の一

般質問をしますのでよろしくお願いします。 

 まず１項目め、うるま市の肉用牛拠点産地化と

いうことですが、2018年７月に肉用牛拠点産地認

定を受けて、一定の条件を満たす産地ということ

で農家、ＪＡ、行政等が一体となって産地力の強

化に努めていると聞いております。そこでまず１

点目、うるま市の肉用牛農家の現状をお伺いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 平良一雄議員

の一般質問にお答えします。 

 肉用牛農家数は180戸、飼育頭数は昨年の家

畜・家きん調査により4,682頭、子牛の競り価格

につきましては平均約43万3,000円となっており

ます。農家の年齢割合については30代が4.5％、

40代から70代が約23％から25％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 どうもありがとうござ

います。 

 次に行きます。産地化安定のために物価高騰対

策として飼料代の助成ができないかということで

農家のほうからありました。例として、伊江島の

ほうでは母牛１頭当たり１万円ということを聞い

ております。うるま市もこれまで飼料を１トン当

たり幾らかの助成をしたと聞いておりますが、そ

の辺の市の対応をよろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 物価高騰及び飼料価格の高騰に対する支援とい

たしまして、令和４年度よりうるま市家畜飼料価

格高騰緊急対策事業を実施しております。本事業

は、国際情勢等の影響による飼料価格の高騰が続

いているため、市内に畜舎を有する畜産農家に対

し経営の安定化を目的とし、市場価格に注視しな

がら家畜種類別に１頭当たりの高騰差額分を算出

し、頭数に応じて支援金を給付するものでありま

す。今年度においても予算計上をしております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 ありがとうございます。

今年度についても予算が計上されているというこ

とを確認いたしました。 

 次に行きます。うるま市においてこれまで助成

していた子牛生産奨励金について再開ができない
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か、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 うるま市優良肉用子牛生産奨励事業費助成金に

つきましては、市内において生産される優良肉用

子牛の生産及び育成を強化し、もって肉用牛生産

農家の経営の安定的向上を図ることを目的として

おります。平成30年度に策定しております肉用牛

拠点産地育成計画書において、目標として掲げて

いる子牛出荷計画は令和３年度が1,660頭、令和

４年度が1,675頭の目標数値に対し、実績では令

和３年度が2,152頭、令和４年度が1,974頭と目標

を上回っており、同助成事業の目的は一定程度達

成しているものと考えております。今後の取組と

いたしましては、肉用牛の拠点産地として定時・

定量・定質の安定的な出産出荷に努め、購買者か

ら信頼される産地形成を図るとともに、優良肉用

子牛生産頭数のさらなる増加及び質の向上を目的

とした新たな支援策として、肉用牛優良繁殖雌牛

ＥＴ活用事業を実施し、もって肉用牛生産農家の

経営の安定的向上・発展を図っていきたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 これまでの子牛生産奨

励金は一定の目的を達成しているということで、

新たな支援策として肉用牛優良繁殖雌牛ＥＴ活用

事業が答弁の中で出てきておりますが、どのよう

な事業なのかお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 本事業は肉用牛優良繁殖雌牛群の能力向上を図

るため、繁殖雌牛への受精卵移植（ＥＴ）活用を

して高受胎率を得るための経費等の補助を行うも

のであります。ＥＴとはＥｍｂｒｙｏ Ｔｒａｎ

ｓｆｅｒの略で受精卵移植の意味であり、優良な

母牛にホルモン処置を行い過剰排卵を起こした上

で人工授精を行い、胎内に多数の受精卵をつくり、

これらを採取して代理母となる雌牛の子宮に移植

することで子牛を得る技術となっております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 聞きなれない事業です

けれども、新たな支援策として、しっかり農家の

皆さんに支援策を提案してやっていただければと

思います。 

 次に行きます。母牛の更新について助成金を出

せないかということですが、母牛の平均の産次は

5.2回、または10回生む母牛もいるということを

聞いてはおりますけれども、古いという言い方も

あれなんですけれども、寿命が行けば行くほど出

産の期間が長くなるなど、いろんな支障が出てき

ますので、そういった母牛の更新について助成金

を出せないかということでお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 母牛の更新に対する支援につきましては、肉用

牛生産農家の御意見等も伺いながら、支援策等に

ついてＪＡ等の関係機関とも協議・検討してまい

りたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 これは一例ですけれど

も、石垣市の優良母牛更新事業というものがあっ

て、域内の母牛群の改良を図り市場性の高い子牛

生産を推進するため、優良母牛に助成をしている

ということがありますので、他市町村の例も参考

にしながらしっかり取り組んでいただきたいと思

います。 

 次に２項目めに行きます。堆肥共同作業場につ

いてでございます。まず、これまで株式会社沖縄

有機の企業努力によって無償で回収していた牛ふ

ん等については、今年の４月より有料となってお

ります。運搬代金について助成金が出せないか。

自分で持ち込むのは無料なんですけれども、取り

に来てもらうということになれば料金が出ますの

で、その辺の助成が出せないかということでお伺

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 御質問にお答



 

― 268 ― 

えいたします。 

 市内処理業者の家畜排せつ物運搬費の有償化に

伴う畜産農家への支援につきましては、昨年12月

に市内処理業者から、また今年１月には畜産農家

団体からうるま市長宛てに要望書が提出されてお

ります。家畜飼料価格の高騰等の影響による家畜

生産コストの増大に伴い、畜産農家の経営は厳し

い状況が続いていることから、現在、要請内容も

含めて適切な支援策について検討を行っていると

ころでございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 担当課長からいろいろ

お話を聞く中で、しっかり取り組んでいるという

ことも聞いておりますので、今後新たな適切な支

援策が出ることを期待しております。 

 次に２番目、堆肥共同作業場を設置し堆肥の生

産及び販売を検討しているということで、農福連

携として堆肥場を設置したいという考え方があり

ますが、市の考え方をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 堆肥共同作業場につきましては、うるま市循環

型農業促進事業基本計画に基づき、うるま市循環

型農業推進協議会において、家畜排せつ物の堆肥

化など課題解決に向けた方策の一つとして議論を

重ねており、堆肥共同作業場の必要性及び運営方

法や整備費用等、様々な課題も含め同協議会で協

議・検討を進めているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 これについては堆肥共

同作業一時保管所推進委員会というものが立ち上

がっており、農家が協力して福祉施設等との連携

も含めて共同作業をして販売まで持っていくとい

うようなことを考えているようでございますので、

その辺の連携と支援等もお願いしておきます。 

 次に３番目に行きます。石川公園の管理につい

てでございます。石川まつりが５月の連休に開催

されておりますが、そこに参加された市民の方か

らお話がありましたので、この場でちょっと質問

をさせていただきます。まず、石川公園の管理部

分と担当課についてお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 平良一雄議員の

御質問にお答えいたします。 

 石川公園における管理担当課につきましては、

主に公園施設を都市建設部維持管理課、体育施設

を経済産業部スポーツ課において担当しておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 私も石川まつりにボラ

ンティアとして参加をいたしましたが、公園内に

ある噴水は足を踏み入れられないようにカラー

コーン等が張り巡らされて景観的には非常に悪い

状況がございましたけれども、今後この公園内の

噴水の取扱いをどうするのか、ちょっと教えてく

ださい。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 公園内噴水施設につきましては、十数年来機能

しておらず維持管理には大変苦慮しております。

５月に開催されたみほそまつり後に噴水周辺を取

り囲む柵を設置し、噴水内に立ち入らないよう対

策を施しております。今後の取扱いについては、

石川庁舎周辺の利活用推進計画の中で議論される

ものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 分かりました。それと

併せて、石川公園を囲む石垣がございますが、そ

こで小学生が足をけがしたという状況もありまし

た。その石垣の状況も修復することができるので

あれば修復して、しっかりと管理をしていただき

たいと思います。 

 次に、石川公園内の樹木の適正管理についてと

いうことですが、昨年６月の台風６号のときにか

なり石川公園内の樹木の倒木があったり、いろい

ろなごみが散乱したりという状況がありました。

園内にある城壁が崩壊したということもありまし

た。それについては修繕されておりますけれども、
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やはりまだまだ樹木のほうはしっかり管理されて

いない状況がありますので、今後の管理について

お聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 石川公園内の樹木管理につきましては、公園維

持管理費の範囲内で老木及び危険木の撤去や剪定

を行っており、今後も公園の適正管理に努めてま

いります。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 日常、やはり市民の方

が散歩をしたり散策をしたり、いろいろな公園利

用者がおりますので、できるだけ早めに元の状態

に戻すというか、剪定するなり片づけるなり、そ

ういったことを早めにやっていただきたいなと思

います。よろしくお願いします。 

 次に４項目め、石川地域まちづくり推進計画に

ついてお伺いします。これについては毎回進捗の

確認をしながら質問をしておりますので、よろし

くお願いします。まず、本年度の取組の進捗とこ

れまでの取組をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 平良一雄議員の御質

問にお答えいたします。 

 石川まちづくり推進計画につきましては、令和

４年度にまちづくりの基本方針を明確化し、既存

計画や事業を整理して、石川地域まちづくり推進

計画を策定しております。令和５年度においては、

同計画の中で位置づけましたリーディングプロ

ジェクトであります石川インターチェンジ周辺と

石川庁舎周辺の２つのプロジェクトについて、民

間事業者との対話を通じてターゲットや導入機能、

ゾーニング案、今後のスケジュール等を整理し、

石川ゲートウェイ拠点形成基本計画として取りま

とめを行ったところでございます。今年度の取組

につきましては、石川インターチェンジ周辺は事

業区域の確定と民間活力導入について調査を実施

してまいります。石川庁舎周辺におきましては、

今年度民間事業者との対話を通じて、事業手法を

検討するとともに、公共機能である行政窓口機能

や体育施設の再配置、代替機能の検討、さらには

まちのにぎわいに資する実証イベントを行う予定

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 ありがとうございます。

石川ゲートウェイ拠点形成基本計画として取りま

とめしたということですが、これについて民間事

業者の方に提供したら興味を示されている事業者

がおります。その民間事業者との対話を通じ事業

手法を検討するとありますが、やはり飛び込みで

来た興味のある事業者がいた場合には積極的にお

話を聞いていただいて、その事業の推進に参考に

なればということでありますので、よろしくお願

いします。 

 次に行きます。この計画が年次ごとに進んで絞

られてきている中で、沖縄県後期高齢者医療広域

連合事務所がまだ石川庁舎の３階のほうにござい

ますが、その移転の動向等があれば、お伺いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部参事。 

○都市建設部参事（田場 直樹） 平良一雄議員

の御質問にお答えいたします。 

 石川庁舎の３階を使用しております沖縄県後期

高齢者医療広域連合の事務所移転につきましては、

うるま市石川地域まちづくり推進計画と後期高齢

者医療における業務との整合を図りながら、移転

に向けての協議を行っているところでございます。

今後は、さらに具体的な協議を進める必要がある

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 周辺のスピード感と合

うような移転をしっかり考えていただければと思

います。位置的には石川インターチェンジがござ

いますから、できれば交通の便等を考えると石川

インターチェンジを利用したほうがいいのかなと

いう思いもあります。近くで代替施設が確保でき

るということも考えながら取り組んでいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 それと次に、まちのにぎわいに資する実証イベ
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ントを行うということがありましたけれども、そ

のトライアルイベントの内容と目的についてお伺

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 イベントの実施目的につきましては、石川地域

のポテンシャルの再確認や認知度向上、さらには

地元事業者団体との連携強化及び集客に伴うにぎ

わい創出の可能性を検証するために実施するもの

であり、イベントを通じて来訪者の数、属性等を

収集・分析し、事業対象エリアのにぎわい創出や

集客に向けた課題、改善点等を整理していきたい

と考えております。なお、イベントの内容につき

ましては、今年度の業務受注者からの提案を受け

て関係部署との協議を踏まえて決定することと

なっております。また、受注候補者の選定につき

ましては来月上旬を予定してございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 ありがとうございます。 

 次に、これも１回聞いているのかなという質問

ですが、漁協の整備についてですが、この石川地

域まちづくり推進計画の中に漁協も含まれており

ます。石川漁業協同組合の施設については、昨年

の台風で漁具倉庫が倒壊するなど支障が出てきて

おります。さらに、製氷機が小さいとか燃料タン

クの容量が小さい、事務所も老朽化しているとい

うようなことがありますので、その辺の整備計画

をお伺いしたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 御質問にお答

えいたします。 

 令和４年12月第165回定例会においても答弁し

ておりますが、石川漁業協同組合において漁業者

の所得向上を通じた漁村地域の活性化を目指した

浜の活力再生プランを策定し、水産庁の承認を受

ける必要がございます。その計画の中で、ハード

事業として製氷機設備、燃料貯油タンク、事務所、

漁具倉庫、直売所など施設整備の計画を位置づけ

ることになります。市としましても、事業主体と

なる石川漁業協同組合としっかり連携し、事業化

に向けて取り組んでいるところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 漁協もやはり行政が頼

りなところもありますので、連携をして取り組ん

でいただきたいと思います。 

 次に、これもこれまで質問してきたんですが、

やはり石川インターチェンジ線、石川西線から石

川インターチェンジに通ずる道路については、ま

さにゲートウェイという表現にピッタリな道路で

すので、この進捗についてお聞かせいただければ

と思います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。御質問の道路計画につきましては、さきの第

173回２月定例会においてお答えしましたように

（仮称）石川インターチェンジ線として概略検討

業務や周辺交差点等影響調査業務を実施しており

ますが、ハード交付金の交付額減少が続いている

ことから、新たな道路事業の整備計画が立てられ

ない状況でございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 どうもありがとうござ

いました。予算的にはまだまだ厳しい状況が続い

ているところですが、また鋭意取り組んでいただ

ければと思います。この質問についても終わりま

す。 

 ５項目め、州崎地域の防災対策についてであり

ます。台湾沖地震の発生で津波が押し寄せるとい

うことで一時、避難指示が出たんですが、その状

況についてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 平良一雄議

員の御質問にお答えします。 

 去る４月３日の津波警報時における州崎地区の

避難状況につきましては、避難タワーを持つ企業

を除くほぼ全ての企業、事務所などの従業員の

方々が自家用車などで避難されたことを市消防本

部や所轄警察の巡回活動により確認しております。

なお、令和６年現在、州崎地区では約7,600人以

上の方が自家用車で通勤されているものと想定さ
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れますが、これらの方がほぼ同時刻で車で避難し

ようとされたため、州崎地区からメイクマン具志

川店向け沖縄環状線及び喜屋武マーブ公園向け県

道36号線高架橋付近で激しい交通渋滞が発生した

ことも確認しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 ただいまの答弁で、州

崎地区では津波警報時における避難では、激しい

交通渋滞が発生していたとのことでありますが、

この点に対して、市としての今後の対応について

お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 現在本市では、津波警報時には自家用車など車

を使った避難ではなく原則徒歩での避難を案内し

ているところでございます。しかしながら、州崎

地区など特殊な環境にある地区につきましては、

やむを得ない場合の車での避難方法や緊急避難ビ

ルの整備に向けた県への働きかけなど、個別の対

応も検討する必要があるものと認識しております

ので、今後、関係部署や所轄警察署及び当該地区

の企業などと連携・協力して取り組んでまいりた

いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 基本、原則は徒歩とい

うことですが、やはり州崎地区ではそうもいかな

いのかなという気はします。答弁にもありました

緊急避難ビルの整備であったり、会社が持ってい

る防災タワーが１つありますけれども、それをさ

らに増やすとか、中城湾港新港地区は４本の橋が

ございますけれども、簡易的な避難用の道路を増

やすとか、中城湾港沖に防潮堤を建てるなど、現

実的かどうかは別としていろんな考え方があると

は思いますけれども、この地域では株式会社ＪＯ

ｅＢテックという電動アシスト自転車の会社がご

ざいます。手っ取り早いと言いますか、徒歩で逃

げるよりもやはり自転車、さらにこれは電動アシ

スト自転車なので、仮にその道路が倒壊した場合

でも自転車で避難できる。さらに電動なので携帯

の充電等もできるというような防災機能としての

電動アシスト自転車の会社もございますので、そ

ういったところも今後の対策の一つとして考えて

いただければなというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。 

 ６項目め、沖縄県立中部病院の建て替えの動向

についてでございます。まず１点目、中部病院の

誘致の歴史についてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 平良一雄議員

の御質問にお答えいたします。 

 昭和20年頃、戦時中の傷病者等をテント小屋に

集め治療に当たっていた施設の一つが、現在の沖

縄市胡屋にあり、それが中部病院の前身でありま

す。米軍はその施設を県民の正式な医療施設とす

るための建設に取りかかり、一時的に現在の字宮

里の海兵隊病院跡に移動しておりました。昭和21

年４月には越来村、現沖縄市へ沖縄中央病院とし

て移転開設し、昭和27年10月に沖縄市胡屋に新病

院が竣工して運営を開始しております。その後、

建物の老朽化により現在地の字宮里に昭和38年３

月に敷地選定され、昭和41年４月に新病院が竣工

移転し、中部病院として運営が開始されていると

いう歴史がございます。現在地への誘致に際しま

しては、地域住民や関係者等の御協力や御尽力を

いただきながら、当時の行政予算の半分以上を

使って土地を購入し、敷地の無償提供を行ったも

のと伺っております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 それでは、中部病院誘

致の後、地域がどうなったのか。その地域の発展

についてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 中部病院の現在地への移転から58年が経過して

おりますが、その間の経済発展や社会インフラ等

の整備、まちづくりの進展などに伴う地域の発展

はもちろんのこと、周辺地域では中部病院を中心

としたまちづくりが進められ、中部病院もまた地
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域に育てられてきた病院、住民に育てられてきた

医師、看護師だと認識しており、共に地域におい

て発展してきたものと思ってございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 次に、中部病院の建て

替えにおける現場の声でございますが、これにつ

いては玉元議員への答弁にもありましたが、再度

お答えください。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） お答えいたし

ます。 

 現場の医療従事者などからの主な声としまして

は、狭隘化がもたらす検査室や救急センターの混

在による劣悪な医療環境、患者への配慮を欠いた

構造、非効率的な渡り廊下の運営など現状の問

題・課題が建て替えによって解決されるのか見通

しがつかず、相当に不安に思っているようでござ

います。また、現地建て替えでは長期間にわたる

工事が想定され、医療提供能力の低下による救急

搬送の影響、地域医療・救急体制への影響、駐車

場の絶対的不足、騒音や振動、粉じん等による療

養環境への影響を懸念しているようでございます。

また、建物を高層化することはエレベーター移動

による感染症リスクも高まり、医師の迅速な対応

の遅れ、またヘリコプター離着陸場の屋上設置で

の安全性への懸念などの声もございます。そして、

本館狭隘化の問題は本館建て替えまで解消されな

いとの懸念もございます。玉元議員の一般質問で

も答弁いたしましたが、本館の医療環境につきま

してはＣＴ検査を受ける患者の待機室がなく、

様々な人々が頻繁に行き交う廊下等で、ソファー

で待機し、車椅子やストレッチャーが列をなすな

ど、患者への配慮を欠いた構造となってございま

す。また、ＭＲＩ室に至っては救命救急センター

に隣接している関係上、病棟に移送する救急患者

と鉢合わせするような構造となっております。ま

た、南病棟入院患者がこれらの検査を受ける際に

は、約170メートルある渡り廊下を伝って搬送す

ることとなり、非常に非効率であると伺っており

ます。救急センターにつきましては、全体のス

ペースが狭小のため初療室、経過観察室、入院室

が混在しており、処置や移動、感染対策などに支

障を来している状況のようでございます。また、

南病棟から霊安室は遠方となっており、やむを得

ず南病棟出入口から遺体搬送車へ直接移送する状

況となり、その際には一般の方の前を通らざるを

得ず、大変配慮に欠ける状態となっております。

そのようなことが積み重なり、医療従事者の人材

流出による中部病院の衰退につながるおそれを危

惧しているとの声もございます。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 それでは次に、中部病

院の建て替えにおける病院事業局の声、地元の意

見についてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 病院事業局の声ではないんですが、将来構想検

討委員会としましては、現地建て替えの方向で計

画策定に向かっているものと認識してございます。

また、宮里区や赤道区の地元自治会としましては、

過去の経緯や病院とのつながりが強く、現地建て

替えを望む意見が多いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 再質問いたします。 

 令和６年３月27日に病院事業局による地元自治

会への説明会があったようですが、その内容につ

いてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 説明会の概要につきましては、南病棟の耐震化、

本館の狭隘化、将来の役割・医療機能拡大への対

応などの課題に対し現地建て替え、移転建て替え

の比較・検討を行い、現地建て替えで対応可能と

のことで、現地建て替えの完成イメージ、工事ス

テップイメージ、全体スケジュールなどを資料に

基づいて説明しておりました。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 どうもありがとうござ
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います。中部病院の誘致の歴史、それに伴う地域

の発展、現場の声、地域の声等それらを踏まえた

上で、市長の見解をお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 平良一雄議員にお答えを

申し上げます。 

 中部病院は戦時中の医療施設として前身に始ま

り、移転等を繰り返しながら現在の場所で高度医

療を提供する中核病院・基幹病院として、本市に

おける地域医療の拠点、県民の命を守る病院とし

て今日まで運営がなされてきております。過去の

経緯や病院とのつながり、地域の発展に大いに貢

献したことから、地元地域の宮里・赤道の住民に

とっては、中部病院が現在の場所から移転をする

となれば移転を望まない声が多くなるということ

はお聞きしております。さらに去年の夏頃に中部

市町村会において、私どもは初めてこの南病棟の

建て替えがあるということを聞きました。そこに

おいてどういう内容になっているかということを

お尋ねした際に、中部市町村会から代表を出して

くれということで、松川市長が代表として出まし

た。その際には、内容として南病棟が老朽化して

いるための建て替えをしたいんだというお話があ

りまして、しかしながら、皆様が話合いをしてい

るこの場所は中部病院の将来構想に当たっての内

容についての話合いだということをお聞きしてお

りますよということで双方の意見が食い違うので、

それを確認するために中部市町村会において私ど

もは意見書・要望書を出させていただきました。

その際に現地建て替えなのか、移転なのかという

ようなことも含めてしっかりと話合いをして答え

を返してほしいということを行っておりましたが、

この内容についてお答えが出ませんので、私は２

回、将来構想の検討委員会に参加して意見を述べ

させていただきました。その際には、私どもが調

査をした、先ほど古謝参事並びに玉元議員にお答

えをした内容で現場の声、地域の声、いろいろな

声をお聞きしてまいりました。それが南病棟の建

て替えが６年ないし８年かかる。さらに駐車場の

整備が１年半、450台の駐車場の整備の６階建て

だと思います。それの整備を始めて、それから

行っていくということは、医療環境はどうなるん

ですか。さらには救急搬送はどうなるんですか。

南病棟の患者はどういったことになるんですか。

さらには南病棟の建て替えが済んだ後に、今連結

をしている渡り廊下はどうなるんですか。南病棟

が建て替えをした際には、南病棟から緊急患者が

出て本館に移動する際の連絡網はどうなるんです

かということを含めた内容を私どもは県のほうに

求めましたが、一切お答えが出ないというような

状況になり、我々は将来を不安視している状況下

の中でしっかりとお答えをしていただきたいとい

うことで、今現在も答えが返ってこない状況にな

り、６月いっぱいでパブリックコメント、７月中

には南病棟の現地建て替えで行くということ、そ

の方向性で進んでいるという情報だけを得ている

形になっております。 

 さらに、我々の中部病院の将来構想と併せて沖

縄県立北部医療センターの整備が北部で進められ

ております。沖縄県立農業大学校に移転をして、

両方の２つの医療機関が統廃合をして県立農業大

学校に移転をするということが、今中部病院と北

部で重なっている状況であります。そのことから、

今回の県立中部病院の将来構想で建て替えに関し

て、さらには将来を担う十余年後の本館の整備に

対してもしっかりとした形が今出てきておりませ

ん。恐らく予算等の都合もあるというようなこと

が将来構想検討委員会の中で一切そのようなこと

が話合いをされていない状況下にありますので、

私どもとしては、今後もし現地で建て替えをする

ということであれば、今までの問題点の解消が厳

しい状況になるということを確信しておりますの

で、今後も移転並びに現地で建て替えをするに当

たっても将来構想がしっかり医療機関、中部圏域

の医療の体制をしっかり整えていただきたいとい

うことを含めて、今後も県に申入れをしてまいり

たいと思っております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 どうもありがとうござ

います。 
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 確認です。再々質問します。令和６年４月16日

付沖縄タイムスの記事において、移転候補地では

市内に２か所ある土地購入など協力したいと述べ

たとありますが、その意図についてお伺いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 記者会見の際の記事として取り上げられており

ますが、会見の趣旨としましては、これまで述べ

てきましたとおり中部病院の問題・課題等に対し

将来の医療機能の維持・強化、病院の発展を考え

ると市内への移転の整備が望ましいと考えており、

将来構想検討委員会で幅広い議論をしてほしいと

主張するものでございました。市内２か所という

記事につきましては、中部病院の移転に際しては

事前に市内で候補地となり得る幾つかの場所の

ピックアップを行っており、令和６年１月15日付

の記者会見の時点では、その中のうちの２か所が

有望であると考えたことから述べさせていただい

ております。それ以降につきましては、上江洲・

仲嶺地区産業基盤整備事業の一部用地が十分な広

さを確保でき、早期に実現可能性が高いものとし

て提案し、他の候補地の提案は行ってございませ

ん。また、上江洲・仲嶺地区産業基盤整備事業を

推進していく中において、土地購入などを含めた

用地交渉、取得手続、造成工事や用地購入費用の

国などへの予算要請、折衝など協力を惜しまない

との趣旨で述べさせていただいております。 

○議長（比嘉 直人） 平良一雄議員。 

○９番 平良 一雄議員 御答弁ありがとうござ

いました。中部病院の狭隘化・老朽化に伴う建て

替えについては、これまで県の将来構想検討委員

会や部会での議論を行う中で、病院現場の声をお

聞きする機会や議会における同僚議員への答弁に

より現状と課題をある程度把握してきました。し

かしながら、病院事業局が宮里区で行った説明会

の内容については現場の声との隔たりを感じてお

ります。我々議員は地域の代表としてこの問題に

関心を持ち、市民からの問いに対し確かな見識を

有し、情報を伝える必要があると思います。現場

の声として懸念されている様々な課題に対し、病

院事業局または将来構想検討委員会がどのような

見識・見解を有しているのか。双方の意見、主張

を知る必要があると感じております。この問題に

ついては、これから開会する沖縄県議会において

も取り上げられ議論されると思います。いずれに

しろ、市民・県民の命を守る基幹病院として今後

の方向性に議論を深めていきたいと考えておりま

す。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（比嘉 直人） 暫時休憩します。 

休 憩（１４時４４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５９分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 皆さん、こんにちは。

本日最後の質問者、会派与開之会、藏根です。議

長の許可を得ましたので、通告してあります３点

について伺います。執行部の皆さん、よろしくお

願いします。 

 初めに、地域活性化についてです。今やうるま

市の象徴でもある海中道路で行われているあやは

し海中ロードレース大会についてです。県内外か

ら多くの参加者がうるま市に訪れ、あやはし海中

ロードレース大会に参加しています。参加者が増

えることでうるま市の経済の活性化、島しょ地域

の発展につながっていくと思っています。そこで

あやはし海中ロードレース大会について、2024年

開催の全レース参加人数について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 藏根武議員の御質

問にお答えいたします。 

 今年の３月に開催した第22回大会は定数6,500

人に対し、参加者3,923人となっております。参

加者の内訳といたしましては、ハーフの部が定数

3,000人に対し参加者数1,985人、10キロメートル

の部が定数500人に対し参加者数657人、3.8キロ

メートルの部が定数3,000人に対し参加者数1,281
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人となっております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 10キロメートルの部が

定数を超えていますが、全体では定数の約５割程

度になっています。もっと多くの方に参加してい

ただきたいと思います。あやはし海中ロードレー

ス大会は、うるま市をアピールできるいい機会で

もあります。参加者を増やすために今後どのよう

に取り組んでいくのかもお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 多くのランナーが参加していただくよう、開催

告知や申込みの時期を早め、またＳＮＳ上での情

報発信や県内外のマラソン大会等で告知を行って

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 参加者を増やすために

は、告知も含めいろんな工夫が必要です。私はＴ

シャツの工夫も必要と考えています。Ｔシャツを

求めて参加を希望される方もいると思います。そ

こで質問します。Ｔシャツの発注はどのように

行っているのか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 納期の関係から、申込み締切りの前に見込んだ

参加者数で市内事業者へ発注を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 申込み前に発注してい

るとのことですが、サイズ等も考慮し多めに発注

していると思います。毎回どれぐらいのＴシャツ

が余るのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 申込み手続をしたものの出走せずＴシャツを受

け取りに来られない方や、見込み発注での残分、

それとボランティアの増減などもあり、大会ごと

において多少余っている状況でございます。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 では余ったＴシャツは

どのようにしているのか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 大会時において過去の記念Ｔシャツの販売も

行っており、また福祉関係事業所へ寄贈すること

を目的とした企業３社への販売を行った実績もご

ざいます。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 余ったＴシャツを公営

施設で販売し、その売上げを同僚議員が質問して

いる児童・生徒の派遣費に充てるなど工夫も必要

ではないかと考えています。ぜひ関係課とも検討

してください。また、おきなわマラソンではＴ

シャツかタオルの選択肢もありますが、あやはし

海中ロードレース大会でもできないのかもお伺い

いたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 第22回大会では出場記念品についてアンケート

を実施したところ、記念Ｔシャツ希望の回答が

63％と最も多く、次いで記念スポーツタオルが

27％、さらには記念品なし・その他が合わせて

10％という結果となっております。議員御提案の

Ｔシャツとタオルの選択肢については検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 検討をお願いします。

Ｔシャツのデザインはどのようにしているのかも

お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 デザインに関しては、市内発注業者から数点デ

ザインの案をいただき、事務局において決定をし

ております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 せっかくですので、募

集要項の表紙やＴシャツのデザインをうるま市民

から募集できないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 議員御提案の市民からのデザイン募集につきま
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しては、公募から納期までにかかる期間等も含め

て可能であるか検討してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 期間を定めて募集し、

採用されたらスターターの権利を勝ち取れるなど

特典を与え実施することで、うるま市に住む方の

能力を引き出すことにもつながると思っています。

ぜひ検討していただき、市制20周年に向けても取

り組んでもらいたいと思います。 

 次は、与那城総合公園陸上競技場の改修のため

コース変更がありましたが、ハーフマラソンの

コース変更についてどのように決定したのか。比

嘉向けの検証は行ったのか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 第22回大会においては、与那城総合公園陸上競

技場の整備事業の影響でスタートとゴール位置に

変更が生じたため、現地調査や計測業務を行った

後、実行委員会に諮りコースを決定しております。

浜比嘉大橋の突き当たりの丁字路を左折して比嘉

区向けのコースについては、道幅の狭い片側１車

線で路側帯もないため折り返し等でランナーが接

触する危険性が大きいことから、従来どおりの浜

比嘉島手前で折り返すコース設定をしております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 ありがとうございます。

浜比嘉大橋の下りからすぐの上りなので、走りに

くいのではないか、転倒しないかと思い質問いた

しました。では今回の大会時の事故件数、救護対

応件数はどのくらいありましたか、お伺いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 救護所を利用された方は16人、コース上での救

護対応は12人、計28人となっており、うち救急搬

送対象は１人、残りの方々は競技復帰や自力で帰

宅しております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 何らかの問題や事故は

起きると思います。それをどう対処し、今後改善

するかが大切です。では28人の主な症状はどのよ

うなものであったか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 多くの症状は擦過傷ではありましたが、熱中症

の疑いや転倒による骨折者もおられました。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 答弁にあるように、転

倒ですが、今年の大会で私の同級生が血まみれで

競技場に倒れていました。話を聞くと、平安座か

ら桃原に向かう直線の中央線にある反射鏡につま

ずき転倒したとのことでした。来年は同じ事故が

ないよう対応してほしいと訴えていました。その

話を聞いたときには大変申し訳ない気持ちになり

ました。ぜひ、来年はコーンを設置するなど対応

をよろしくお願いいたします。熱中症もあるとい

うことですが、給水所の数、水が不足していた箇

所はあったのかもお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 まずマラソン時において、安全にマラソンがで

きるように次回の大会においては万全を期したい

と思っております。 

 お答えいたします。第22回大会のハーフマラソ

ンコースでは、マラソン運営専門業者の意見や気

象条件による暑さ等も勘案し、10か所の給水ポイ

ントを設置しております。日本陸上競技連盟競技

規則では、10キロメートル以上及びロードリレー

を標準とする道路競争の「全ての種目において約

５キロメートル間隔で給水所を設けるものとする」

と規定されており、この規定から単純計算した

ハーフマラソン約21キロメートルの給水所の数は

５か所となることから、今回の10ポイント設置し

ております給水ポイントにつきましては、当該規

定を十分満たした給水ポイントであると考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 ありがとうございます。

ぜひ来年も安全によろしくお願いいたします。来
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年は今年以上に多くの参加者が申込みしていただ

くよう、よろしくお願いします。あやはし海中

ロードレース大会を機会にうるま市を知ってもら

い、地域活性化にもつなげてもらいたいと思いま

す。 

 次の質問です。去る６月16日に第14回沖縄県議

会議員選挙が行われました。選挙を行うたびに気

になるのが投票率です。選挙をやるたびに沖縄

県・うるま市では投票率が下がっていて、選挙へ

の関心が低くなっていることが分かります。投票

率を上げるには、選挙に関心を持たせることだと

思います。選挙に行くことは、私たち一人一人の

生活に大きく関わることだということをどのよう

に伝えていくのか。社会全体でどのように取り組

むかだと思います。行政として、今回の選挙を通

して今後どのように取り組んでいくのかを確認し

ながら、質問いたします。今回の県議会議員選挙

のうるま市の投票率と県全体の投票率をお伺いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） 選

挙管理委員会委員長から答弁に関する委任を受け

ておりますので、私、事務局長から藏根武議員の

一般質問に答弁させていただきます。 

 うるま市の投票率につきましては46.33％で、

沖縄県全体の投票率は45.26％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 投票率を見ると驚きで

す。46.33％と沖縄県全体より１％高いのですが、

市民の半数は投票に行っていない現状です。いか

に選挙に関心がないかが分かります。今後どのよ

うに選挙への関心を高めていくかだと思います。

以前、与開之会で愛媛県松山市に行政視察に行っ

たときに選挙コンシェルジュの取組について学ん

できました。やはり投票率の低い若者にどう周知

するかでした。松山市では、行政と一緒に若い大

学生を使い、若者と考える投票率向上プランとい

うことで投票環境向上として大学内に期日前投票

所を設置したり、また参画型の啓発として若者自

らが若い視点で投票に行ってもらうような動画を

作成し公開するなど、早いうちから選挙に関心を

抱かせる取組をしていました。うるま市には大学

がないので、若者が多く集まりそうな場所、同僚

議員からも大型商業施設などの提案もありました。

そこも含めて設置場所の選定を今後検討してもら

いたいと思います。先進事例も多くあると思いま

すので、ぜひうるま市でも早めの取組をお願いし

ます。 

 次に期日前投票ですが、急な出張などや当日事

情により投票に行けない方もいると思います。期

日前投票について、うるま市では実施日時が異な

る各投票所もありますが、各投票所の投票率を伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 各期日前投票所の投票率は市役所本庁舎が

13.03％、石川保健相談センターが1.73％、勝連

シビックセンターが1.04％、与那城地区公民館が

0.45％となっております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 各期日前投票所の投票

率はかなり低いように思われます。しかし、与勝

地域の人でも本庁舎で投票している可能性があり

ますので数字的にははっきり何とも言えませんが、

それでは市役所での期日前投票と石川保健相談セ

ンター、勝連シビックセンター、与那城地区公民

館の投票結果を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 市役所本庁舎で期日前投票を行った選挙人は６

月８日が938人、６月９日が1,264人、６月10日が

1,120人、６月11日が1,114人、６月12日が1,364

人、６月13日が1,692人、６月14日が1,718人、６

月15日が3,700人で８日間の合計が１万2,910人と

なっております。また、石川保健相談センター、

勝連シビックセンター及び与那城地区公民館にお

いて期日前投票を行った選挙人は３か所の３日間

の合計が3,193人となっております。 



 

― 278 ― 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 市役所での期日前投票

は、初日以外は1,000人を超えて投票を行ってい

る方がいます。期日前投票の最終日は土曜日で、

市役所では3,700人と平日の２倍以上が投票に訪

れています。今回は石川保健相談センター、勝連

シビックセンター、与那城地区公民館は平日の３

日間で3,193人が投票しています。市役所の結果

を見ると、最終日の土曜日にかなりの方が投票し

ているように思われます。与那城地域の方からも

土曜日は仕事が休みなので土曜日まで期日前投票

を行ってほしいとの声もありました。現在は働き

方改革もあり土曜日休みの企業も増えていますの

で、次回の選挙は石川保健相談センター、勝連シ

ビックセンター、与那城地区でも最終日の土曜日

まで期日前投票を行えるようお願いいたします。

では、期日前投票の呼びかけはどのようにしてい

るのかもお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 期日前投票の呼びかけにつきましては、広報紙、

ホームページ、防災行政無線において期日前投票

期間の周知や投票の呼びかけを行っております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 期日前投票への呼びか

けを広報紙、ホームページ、防災行政無線で周知

しているとのことですが、投票率がまだまだ低い

ので、投票率を上げるため、次回から本市として、

今後どのように取り組んでいくのかもお伺いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 投票率向上に向けて、選挙時における啓発とし

ましては横断幕、ホームページ、広報紙、防災行

政無線での投票の呼びかけや選挙公報の配布、市

内に設置した公営ポスター掲示場において大きく

投票日を掲載するなど市民へ周知を行っておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 これからは横断幕も設

置するということで、横断幕の設置場所も大きく

投票率に関わってくると思います。人が多く集ま

る場所への設置をお願いします。では、市内放送

の呼びかけについてお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 防災行政無線を使った周知につきましては、期

日前投票期間中は午後に１回、投票日当日は午前

に１回と午後に１回放送し投票の呼びかけを行っ

ております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 投票への呼びかけは大

事です。投票日当日は２時間おきでもいいのでは

ないかと思います。聞いていなかった、分からな

かったなどそういった話もよく聞きます。そのよ

うなことをなくすためにも、いろいろな方法を試

し、投票率アップにつなげてもらいたいと思いま

す。 

 最後の質問です。役所職員の投票への呼びかけ

などは行っているのか、お伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 職員全体への投票の呼びかけは行っておりませ

んが、選挙当日に投票事務に従事する職員は事前

に期日前投票を済ませておくよう呼びかけを行っ

ております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 最後の質問をしたのは、

市職員が一度も投票したことがないということを

聞き、驚きでした。一方では投票を呼びかけてい

るのに、市職員が投票に行っていないのは市民に

対してどうなのかなと思っています。期日前投票

は５分もあればできます。直接呼びかけができな

いのであれば役所入り口に横断幕を設置し、市職

員や来庁者に周知できるよう取り組んでください。

投票率アップに期待し、次の質問に移ります。 
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 最後の質問です。教育行政についてです。高校

推薦制度についてですが、令和５年９月第170回

定例会でも聞きましたが、改めて確認いたします。

令和７年度に高校へ入学する現中学３年生から沖

縄県立高等学校入学者選抜の実施が大幅に変更に

なると思います。これまでは、推薦入試をする際

は各中学校で推薦者の決定を行い、推薦入試に必

要な出願を担任の先生と進路担当と確認し各学校

へ提出、推薦入試を各高等学校が面接・実技試験

を行い、合否を判定していました。全体的に入試

制度が変わると聞いているが、県からの通達は

あったのかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 藏根武議員の一

般質問にお答えいたします。 

 令和５年８月21日に実施されました、令和５年

度中学校・高等学校・特別支援学校における生徒

指導・高校入試等地区講座の中で、特色選抜の基

本方針となる内容が示されております。今年度は、

新しい入試制度に関しての説明会が各学校の担当

者や各市町村の担当者を対象に８月19日に開催さ

れるとのことです。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 県からの通達があれば、

幾つか再質問を考えていたのですが、今年度実施

される沖縄県立高等学校入学者選抜はまだ調整し

ているとのことです。基本方針が示されただけで、

この時期で具体的な説明等がないということです。

８月19日に説明会を行うということですが、本来

なら今年度からスタートするのであれば、もっと

早い時期に説明会を開いてもらいたいと思ってい

ます。大事な進路を決める高等学校入学者選抜で

す。困惑してミスにつながり、進路へ大きな影響

を及ばさないようにしてください。変更される部

分は特色選抜ということです。私も特色選抜につ

いて調べてみました。これまでは学校側が生徒の

願書を確認し提出していましたが、特色選抜は受

験生が自ら出願を決定し、さらにはウェブ出願に

なるということです。大きく変更するので、中学

校の進路担当の教職員と連携し、生徒や保護者へ

のサポートをぜひよろしくお願いいたします。 

 続いては学校連携についてです。子供たち一人

一人の可能性を伸ばし、よりよい学校生活につな

げるためには、家庭・学校・地域が一体となるこ

とと、学校現場で子供たちと一緒に学んでいる教

職員と教育委員会が連携・協力することだと思っ

ています。今年２月に説明のあった学校教育アク

ションプラン「うるまのみらい」では、学校は学

びを変える、行政は誰一人取り残さない、地域は

ワッターワラビンチャーということで、郷土に誇

りを持ち、未来を拓く人づくりが今年度から始

まっています。とてもいいものだと思っています。

だからこそ、しっかりと教職員に周知してもらい、

教育委員会もバックアップし子供たちを健やかに

育んでもらいたいと質問します。「うるまのみら

い」を学校や教職員などへどのように伝えている

のかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 昨年度、定例校長会・教頭会にて令和６年度か

ら取り組みます学校教育アクションプラン「うる

まのみらい」について行政説明をしております。

また、今年度は教職員を対象とした各種研修会の

場や、５月からスタートした市内全校を対象にし

た学校訪問においても同プランの視点からの指

導・助言を行うなど教職員への周知及び浸透を

図っているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 初年度なので、しっか

りと学校現場の教職員と共通理解を持ち、取り組

んでもらいたいと思います。そこで「うるまのみ

らい」にもあります不登校対策として学校生活応

援課が設置されましたが、どのようなことを行う

のかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 学校生活応援課へ計画支援係を新設し、主に不

登校対策として、個々の詳細な実態把握と分析に
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基づいた支援及び校内において児童・生徒が細や

かな支援が受けられる体制づくりに向けた学校支

援活動に取り組んでおります。また、教育相談係

では、児童・生徒及び保護者等を対象とした教育

相談及び適応指導教室について担当しております。

しかしながら、不登校の要因については複合的に

絡み合い、対応が困難なケースもあることから、

教育・福祉・経済の面から関係部局と連携し、誰

一人取り残されないよう包括的支援を行ってまい

ります。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 不登校や何らかの事情

を抱える児童・生徒の課題はどこの自治体でも大

きな課題になっています。うるま市では今年度か

ら学校生活応援課が設置されました。一人でも多

くの児童・生徒、保護者を支援していただきたい。

大事なキーワードが出てきました。誰一人取り残

さないということです。不登校にもいろんな事情

があります。学校・家庭だけでは解決できないこ

ともあります。行政としても、学校や家庭とも連

携を取り、取り組んでもらえますようお願いし、

次の質問に移ります。 

 彩橋小中学校は早いもので10年目を迎えました。

これまでは島しょ地域の特性を生かした教育が行

われてきました。Ｎ高等学校とも連携したネット

部活など特色ある教育が進められてきました。

ネット部活は今年うるま市内の学校に拡大し、興

味のある生徒が活動することになりました。今年、

彩橋小中学校では環境を生かしながら新たに体験

学習として海洋学習を行うと聞いていますが、教

育委員会はどのような関わりをしていくのかお伺

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 彩橋小中学校では、魅力ある学校づくりの取組

の一つとして島しょ地域の資源・特色を生かして

サンゴについての探究学習を行っております。ま

た、うるま市学力向上推進協議会の「魅力ある学

校づくりの活動費」の補助とともに、学校の求め

に応じて他機関や団体との協力及び連携に係る調

整や支援を教育委員会として行っているところで

ございます。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 教育委員会も積極的に

関わり、学校と一体となり、単年度で終わりでは

なく持続的に行われていくことを期待しています。

彩橋小中学校は海に近く、海洋学習には向いてい

ます。海洋学習が特色ある学校づくりとなり、海

が好きな児童・生徒が彩橋小中学校で学びたいと

いう、そして特認校制度で来てくれるのが理想で

す。島しょ地域の特性を生かした学校づくりを学

校現場と連携し取り組んでください。 

 続いては、これまでも何度か質問してきました

彩橋小中学校での一貫校についてです。現在どの

ようになっているのかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 彩橋小中学校では小規模校、小中併置校の優位

性を生かした教育課程の編成を通して小中一貫教

育を推進し特色ある学校づくり、魅力ある学校づ

くりに努めているところでございます。具体的に

は、彩橋小中学校の教員には小中兼務辞令が発令

されており小・中連続した教育活動が可能なこと

から、中学校教諭による小学校への乗り入れ授業

など小・中連携した教育活動が展開されており、

小中一貫教育の実現に向けた組織体制と教育内容

が構築されてきているものと認識しております。 

○議長（比嘉 直人） 藏根武議員。 

○２９番 藏根 武議員 小中一貫校については、

学校側からも聞こえなくなりました。私は彩橋小

中学校では特色ある学校づくりの一つとして、小

中一貫校になると思っていました。しかし、答弁

では小中一貫校ではなく、小中一貫教育で子供た

ちを育んでいくことが確認できました。ただ、彩

橋小中学校は併置校なので、教員の意識が大事で

す。小学校と中学校では教育課程が違うため、同

じ屋根の下で教育しているが感覚が違うことで、

ずれが生じることが多々あると思います。小中一
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貫校になると教育課程で９年間を見通した教育が

でき、小・中の先生方が連携・協力し、児童・生

徒の個性を伸ばしていけるのではないかと思って

いました。ほかの学校にはない特色ある学校にな

るのではと期待していましたが、残念です。 

 以上で今回の一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了

しました。 

 次回は、明日午前10時から会議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１５時３３分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

１１番議員  幸 喜   勇 

 

１２番議員  玉 元 哉 世 
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◎ 令和６年６月26日（水） （１０時００分 開議） 
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13番 玉 城 政 哉 議員   

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 
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◎ 議事日程第９号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．一般質問 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第９号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、池宮城善伸議員、伊礼正議員を指名し

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第２．これより一般質問を行います。 

 発言時間は当局答弁を含まず、30分以内です。

通告がありますので、順次発言を許します。高屋

優議員。 

○２番 高屋 優議員 議長、休憩をお願いしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 議長の許可を得ましたの

で、新政クラブ高屋、これより通告した７点の一

般質問を行いたいと思います。 

 下原地域・州崎地域における課題と今後の展望

について。初めに、去る４月３日、台湾沖で地震

が発生し沖縄県内にも津波警報が発令され、海岸

沿いや低地帯の方々は高台へ避難する様子が見受

けられましたが、同時に各地で激しい交通渋滞も

発生し、なかなか車が前に進まない状況でした。

今回津波が押し寄せてこなかったのは不幸中の幸

いでしたが、市民はじめ同僚議員の多くの方々が

今回の避難については問題視するとともに個々人

が災害に対して危機感を持ったと思います。現在、

各自治会で防災リーダー等を養成し、自助・共

助・公助に努めるよう地域一丸となって進んでい

る様子も見られるので、当局もぜひ後押しいただ

き、災害に強いまちづくりに向けて取り組んでい

ただきたいと思います。それでは、質問に移りま

す。下原・州崎地域において地震後の津波警報発

令時に発生する交通混雑への具体的な対応策はど

のようになっていますでしょうか。また、避難計

画の見直しや交通管理システムの改善について、

今後の展望はどう考えていますでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） おはようご

ざいます。高屋優議員の御質問にお答えします。 

 平良一雄議員の一般質問へもお答えしましたが、

現在、本市では下原地区や州崎地区など地域に限

定した避難計画はありませんが、自家用車など車

を使った避難ではなく、原則徒歩での避難を啓発

しているところでございます。なお州崎地区など

特殊な環境にある地区につきましては、やむを得

ない場合の車での避難方法や緊急避難ビルの整備

に向けた県への働きかけなど個別の対応も検討す

る必要があると認識しておりますので、今後関係

部署や所轄警察署及び企業等の皆様と連携・協力

し取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 州崎地域には市内外合わ
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せて7,600人以上の方々が勤めている状況であり

ます。市内においても特殊な環境にある地区の

方々の避難の際に、平良議員や真壁議員の提言で

もあったように、防災機能を備えた電動アシスト

バイクを使用するのは徒歩よりも早く避難するこ

とができますし、激しい交通渋滞の抑制にもつな

がると思います。州崎地域における企業の方々と

も協議しながら市内において特殊な環境にある地

区においての防災対策を講じる必要があると思い

ますので、御検討いただきたいと思います。 

 再質問します。去る４月３日の台湾沖地震の際

の県内における津波警報発令時に、宜野湾市にお

いては宜野湾市の伊佐から喜友名までの県道81号

線約500メートルの全４車線を一方通行化した警

察官たちがいました。高台にある北中城村ライカ

ム方面への避難を促した事例があります。本市に

おいても県道36号線高架橋を全２車線一方通行化

し、避難道路として警察と地域が連携できないで

しょうか。よろしくお願いします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 議員御提案の件につきましては、市としまして

も所轄警察署の担当者と意見を交わしております

が、現時点では警察官も津波に巻き込まれる前に

避難する必要があり、反対車線を利用させ津波到

達時まで継続して交通誘導・整理を行うのは難し

いということを伺っております。なお、本件に関

しましては県警本部においても、何らかの検討が

必要であるとの考えであると伺っており、今後う

るま市内の交差点などでも対処が可能なのかと

いったことについても検討・調査するということ

でございますので、これらの検討状況などについ

て注視してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 災害というのはいつ起こ

るか分からないので、なるべく早く検討・調査し、

地域・事業者・警察と連携し対策を講じるなど防

災避難訓練や防災マップ等に落とし込んでいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 再質問します。津波警報発令時、下原・州崎地

域の方々が高台に位置する市民芸術劇場や喜屋武

マーブ公園へ避難したのですが、市民芸術劇場に

て受入れを行っていただいた際、気温が高い中で

はありましたがクーラーの中での休憩ができな

かったそうです。行政の施設では市民を受け入れ

る環境を整えていただきたいと思います。当局の

見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 市民芸術劇場につきましては、４月３日の津波

警報時には正式な避難所としての開設には至って

おりませんが、今回の津波警報で避難された方の

受入れを行っております。その際空調、クーラー

が入っていなかったとの御指摘につきましては、

今回のように緊急時には想定外であっても避難者

を受け入れる場合は可能な限り快適に過ごせる環

境を整える必要があると認識しておりますので、

今後施設所管部署と調整・協議してまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 快適に過ごせる環境を整

える必要があると確認できました。担当部局との

調整をお願いいたします。 

 続いての質問です。市道上江洲塩屋線の坂の擁

壁にひびが入っており、地震の際には崩落のおそ

れがあり心配であります。具体的なリスク評価や

修繕計画があるかどうか、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 御質問の道路は市道上江洲塩屋線でございます

が、擁壁部に亀裂があることを確認しており、令

和４年12月から定期的に計測を行い、擁壁の健全

度評価シートを作成しており、また今後の修繕工

事に向けた基本設計を今年度予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 市道上江洲塩屋線の擁壁

は過去崩落しております。近年地震が多く、その
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たびに崩落しないか心配しておりますので、早め

の修繕工事をお願いいたします。以上で、地震後

の津波警報発令時に関する質問を終了します。 

 続きまして、下原・州崎地域における課題につ

いて２番目の質問です。食品製造・加工企業周辺

の衛生問題に関する猫の餌やり対策についてであ

ります。州崎地域の食品製造・加工関連企業、穀

物の受入れ拠点付近で猫の餌やりが目立っていま

す。猫の餌やりが原因で衛生問題が発生する可能

性があり、本市の早急な対応が必要であります。

本市としてどのような対策を講じる予定でしょう

か。この問題に取り組むための具体的な計画や今

後の施策について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） おはようござい

ます。高屋優議員の御質問にお答えいたします。 

 州崎地域につきましては、これまでも野良猫に

対する相談が寄せられており、野良猫対策といた

しまして不適切な餌やりに対する指導のほか、沖

縄県の野良猫保護活動並びに公益財団法人どうぶ

つ基金が実施する、さくらねこ無料不妊手術事業

を通じ、野良猫の無料不妊手術活動への取組支援

等を行っております。今後の施策といたしまして、

これまでの対策を継続していくとともに沖縄県、

市のサテライトオフィス等と意見を交わしながら

問題解決に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 州崎地域のみではなく、

猫の問題については本市全体でも度々課題として

挙げられる事案であります。ＴＮＲ活動等やその

他の対策等も調査・研究していただき、さらには

予算を組んでいただき、住みよい地域づくりに向

けて取り組んでいただきたいと思います。 

 続きまして、州崎地域における木々の繁茂が大

型車両の傷の原因や急なハンドル操作による隣の

車両との衝突の危険性を引き起こしております。

この問題に対して、本市はどのような安全対策を

講じているのか伺います。また、今後の定期的な

点検や整備計画について具体的な取組を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 御質問にお答え

いたします。 

 州崎地域における街路樹繁茂による安全対策に

つきましては、定期的な剪定作業やパトロール及

び州崎地区内立地企業の通報等により繁茂状況や

危険木などを確認し、異常がある場合、剪定及び

危険木の撤去作業を行っております。また定期点

検や剪定作業につきましても、職員によるパト

ロール点検を重点的に行い、街路樹の適正管理に

努めてまいりたいと考えております。なお、今年

度においても街路樹の剪定及び危険木の撤去作業

の準備を進めているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 大きな事故が起きる前に、

ぜひとも街路樹の剪定及び危険木の撤去作業を進

めていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 最後の質問です。住宅街の私有地の空き地にお

ける草木の繁茂とその安全対策についてでありま

す。住宅街における私有地の空き地の草木の繁茂

がハブや蜂の生息地となり、近隣住民に迷惑をか

けています。さらに、私有地の空き地の草木の繁

茂が交差点を遮ることで通学路の危険箇所となり、

交通事故や人身事故のリスクを高めています。本

市として、私有地の管理に対する指導や支援策は

どのように行われているのか。また今後の施策に

ついてもお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 私有地の空き地において草木が繁茂する等周囲

に迷惑を及ぼす不良状態であると認めるときは、

うるま市あき地管理の適正化に関する条例に基づ

き、その管理者に対し草木等の除去について必要

な指導を行っております。また、歩行や車両の安

全通行に支障となる場合には、維持管理課など関

係機関及び庁内で連携を取り対応に当たっており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 
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○２番 高屋 優議員 私有地の空き地の草木の

繁茂については市民相談があって、私有地の空き

地ということで環境課、また歩行や車両の安全通

行に支障を来しているということで維持管理課、

教育委員会と連携を取りながら動いてまいりまし

たが、一向に前に進んでおりません。私有地とい

うことで個人所有地ということですので、対応に

ハードルがある現状であります。ぜひともけがや

事故が起きる前に対応いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続いての質問に移ります。本市の不登校児童・

生徒の問題についてであります。年々増加する不

登校は一過性の問題ではなく長期にわたる問題で

あります。早期解決しなければ、大人のひきこも

りにもつながりかねません。子供は宝という言葉

があるように、うるま市の人材としてこの問題は

早期に解決しなければなりません。今年度から学

校生活応援課が新設され、課題解決に向け一気に

加速するのではないかと期待しております。そこ

で質問します。学校生活応援課の教育相談、適応

指導の主な業務内容と課題解決に向けた具体的な

対策についてお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） おはようござい

ます。高屋優議員の御質問にお答えいたします。 

 学校生活応援課の教育相談の業務内容につきま

しては、主に小学生、中学生、保護者及び教員を

対象に学校に関すること、対人関係に関すること、

生活行動に関すること及び特別支援教育等に関す

る相談を行っております。次に適応指導の業務内

容につきましては、心理的要因等による不登校児

童・生徒が学校・家庭以外の安心できる居場所と

して適応指導教室を設置し、教室での個別・小集

団活動を通して自立心及び社会性を育み、学校復

帰または将来的な社会的自立に向けての支援を

行っております。不登校の課題解決に向けた具体

的な対策につきましては、学校と連携した初期対

応機能の強化及び不登校実態の分析に基づくきめ

細やかな支援体制を構築し、関係機関との連携強

化に努めてまいります。また学校の教育相談担当

者会、校内自立支援員及びＳＳＷ等への研修を実

施し校内支援体制を強化してまいります。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 教育相談に関することに

ついて、子供が急に学校を休みがちになり不登校

になる前に保護者が相談できる窓口の一つが学校

生活応援課の役目だと思います。市民に対して、

もしくは子供たちの保護者に対して学校生活応援

課の役割について発信していただきたいと思いま

す。不登校の保護者は、子供が急に学校を休みが

ちになると誰に相談したらいいのか分からずパ

ニックになったと相談を受けておりますので、ぜ

ひこのような保護者を減らすためにも、当局の情

報発信を要望します。また併せて、学校内での校

内自立支援員及びＳＳＷへの研修を実施し支援体

制の強化を要望します。よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、本市において近年の不登校生徒の

高校進学率と進学後の進路についての追跡調査や

支援体制についても詳しく教えてください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 令和５年度不登校生徒の高校進学につきまして、

各中学校へ確認したところ高校進学率は58.5％、

就職者17.7％、進路未決定者23.8％となっており

ます。進路先につきましては県立高校、県立定時

制・通信制、県立特別支援学校、私立高校、私立

通信制高校及び就職となっております。不登校生

徒の進学後の追跡調査につきましては実施してお

りませんが、学校生活応援課では不登校生徒だけ

に限らず、進路未決定者については保護者の同意

がある場合において、中学校卒業後も家庭支援員

が高校進学や就職などの支援を行っております。

また、中学校卒業後から18歳未満までの若者を対

象とした学習支援や就労支援も行っております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 不登校生徒の進学率は高

い数字とは言えないと思います。高校進学のみが

進路ではありませんが、進路未決定者の割合を減
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らし、また追跡調査等も行っていただき、子供た

ちが社会で活躍できるように当局の後押しをお願

いしたいと思います。 

 続いての質問です。不登校児童・生徒への学び

の保障に関して。ネット環境を活用したオンライ

ン学習支援などの取組に加えて、従来型の紙媒体

を用いた学習状況についてもお聞きします。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 不登校児童・生徒の学びの保障に関し、タブ

レットによるＡＩドリル学習やオンライン授業の

配信、学校から提供されるプリントによる学習を

実施しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 関連して再質問します。 

 前回の定例会で伺った、いしかわルームで行わ

れているオンライン学習をなかきす児童館でも行

うことは可能でしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 なかきす児童館にはＷｉ－Ｆｉ環境が整備され

ておりますので、オンライン学習については受講

可能でございます。いしかわルームでのオンライ

ン学習を希望する際は、児童・生徒の困り感等を

把握するため教育支援センターの教育相談ふたば

において本人及び保護者との面談を行い、在籍校

と連携を図りながら学習支援を行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 よろしくお願いいたしま

す。 

 最後に、不登校の定義見直しによる早期解決を

提案します。当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 不登校の定義につきましては文部科学省の基準

に基づくことから、自治体による独自の見直しは

難しいと認識しております。不登校改善につきま

しては、欠席状況や不登校状況に合わせてスク

リーニングを実施し調査結果の分析を行い、個々

に応じた支援に取り組んでまいります。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 文部科学省の不登校の定

義は、病気や経済的な理由といった事情がなく、

１年間の欠席日数が30日以上となった状態を指す

そうです。自治体独自の見直しは難しいですが、

子供が学校を欠席する状況が続く前に当局の新し

い課の動きで個々に対応した支援に取り組んでい

ただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 続いての質問です。沖縄県立中部病院の現地建

て替えに向けてであります。県立中部病院、中頭

病院、中部徳洲会病院は沖縄県内中部地域の医療

機関として中部圏域医療機関の地理的均衡やベッ

ド数等を考慮して建設されました。現在南病棟の

老朽化、耐震基準を満たしていない現状、狭隘化

等は喫緊の課題であり、建て替えは急務でありま

す。現在の沖縄県立中部病院は現敷地内ではなく

別の場所に移転・整備することも検討されていま

すが、本課題は本市のみの課題ではなく、中部圏

域の課題だと認識しております。そこで質問しま

す。県立中部病院は沖縄県の基幹病院であり、中

部病院の現地建て替えに向けて医療機関の移転・

整備に関する他市町村との協議状況はどのように

なっていますでしょうか。具体的な協議内容と進

捗について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 高屋議員の一

般質問にお答えいたします。 

 中部病院の建て替え等については、県立中部病

院将来構想検討委員会にて協議されておりますが、

他市町村との具体的な協議が行われたかどうかは

把握しておりませんが、恐らくはそういった協議

は現在のところ行われていないものと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 再質問します。 

 また、協議で中部病院の移転先候補地として上
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江洲・仲嶺地区ともう一つの候補地があると聞い

ていますが、その他の候補地はどこでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 再質問にお答

えいたします。 

 中部病院の移転に際しては、本市としましては

市内で候補地となり得る幾つかの場所の選考は行

いましたが、上江洲・仲嶺地区産業基盤整備事業

の一部用地が十分な広さが確保でき、早期に実現

可能性が高いものとして提案しており、ほかの候

補地の提案は県に対し行っておりません。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 続いての質問に移ります。

県立中部病院の医師は、救急対応が必要な場合に

迅速に対応できるよう病院近くに住宅を購入し住

んでいます。また、病院通いの方々が病院近くに

住んでいますし、中部病院周辺で商売をする方な

どがおりますが、本市は病院周辺に住む医師や住

民、地域の声をどのように反映させていますで

しょうか。現状の課題を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 高屋議員の御

質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の内容につきましては、将来構想検

討委員会、病院事業局、沖縄県などにおいて現場

の現状、現場の意見、地域の声などを把握し計画

策定へ反映するべきものであると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 続いての質問に移ります。

上江洲・仲嶺地区産業基盤整備事業の一部用地へ

移転となる場合、中部病院へのアクセスに関する

路線バスの課題が生じると思います。現在路線バ

スを利用している市内外の方々が多数いますが、

移転建て替え後のバスアクセスについて、本市は

どのような対策を講じる予定でしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部参事。 

○市民生活部参事（古謝 哲也） 高屋議員の御

質問にお答えいたします。 

 仮に上江洲・仲嶺地区産業基盤整備事業の一部

用地へ移転となる場合は、路線バスのアクセスの

課題も認識しておりますので、本市としましても

国や県、バス事業者や関係機関等と連携・協議を

行い、交通アクセスの不便が起きないよう対応し

てまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 医療機能を落とすことな

く、南病棟の建て替えを最優先で考えるのであれ

ば、移転建て替えに係る用地選定作業、取得手続、

住民の合意形成、造成工事等を考えると現在の中

部病院が位置する駐車場の半分の箇所に、例えば

６階建て等の立体駐車場を設置し、残りの駐車場

スペースに病院機能を拡大し、現地建て替えを要

望する市民の声を中部病院将来構想検討委員会に

届けていただきたいです。以上で沖縄県立中部病

院の現地建て替えに向けての質問を終わります。 

 続いて、うるま市農水産物等消費拡大推進に向

けた条例の制定について質問をしていきたいと思

います。市内事業者と農水産生産者のマッチング

による地産地消促進の取組について。消費者を意

識した生産と販売のさらなる強化として、市内の

飲食店や観光施設、ホテル、病院、福祉施設、学

校給食センターなどの事業者と農水産物生産者を

マッチングさせ、うるま市産の農水産物を積極的

に活用し地産地消を促進するための本市の取組を

伺います。また、学校給食を用意する際に年間ス

ケジュールがあると思いますが、お店に出せない

規格外品等を本市で引き取り、給食で使うのはい

かがでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） おはようござ

います。高屋優議員の一般質問にお答えします。 

 地産地消の取組としましては、うるま市農水産

業振興戦略拠点施設うるマルシェの産直レストラ

ンで地場産品を活用したメニューの提供や、キッ

チンスタジオでの地産品を活用した料理教室を開

催するなど市産の農水産物を積極的に活用してお

り、学校給食センターでは直接地元農家と取引を

行っていると伺っております。また事業者との

マッチングについてですが、農林水産部では市内

農業振興地域を13地区に分けて、地域の農業につ
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いて考えていくための意見交換を実施しており、

令和５年度に実施した意見交換会では生産量に対

する出荷先の問題や課題はなく、うるマルシェや

チャンプルー市場など地域直売所へ農家独自で販

路を設けていると確認しております。 

 次に、規格外品における学校給食センターでの

取扱いにつきましては、形のふぞろいな食材を給

食に使用しますと洗浄や下処理などに時間を要し、

給食の提供時間に間に合わないなどの影響がござ

いますので、地元農家と取引する場合はある程度

形のそろった食材を提供してもらうなど食材の品

質や形に関しては大変気を遣っている状況である

と伺っております。議員御提案につきましては、

食材の状態にもよりますが、優先的な食材の取引

や活用については今後も関係部署や地元農家、学

校栄養士などと協議・連携を図っていく必要はあ

ると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 子供たちに対して地産地

消の意識づけも大切なことですので、ぜひ前向き

に進めていただきたいです。 

 続いての質問です。農水産物生産者の認定制度

創設及びうるま市産農水産物仕入事業者に対する

本市の支援としまして、本市の農水産物等におい

て認定制度なるものを創設し、その農水産物等を

市内の飲食店や観光施設、ホテル、病院、福祉施

設が仕入れる際に支援するなど提案しますが、本

市の見解を伺います。市内で頑張っている農家を

応援するため、また本市において認定制度を設け、

さらに市内事業者がその認定産品を使用するとお

互いにとって相乗効果があると思います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 議員御提案の認定制度を創設する前に、本市の

農林水産物の生産量増加や品質確保に資する施策

等を優先的に取り組む必要があり、耕作放棄地の

解消、圃場の確保、ビニールハウスの整備や機械

設備導入等の支援を行いながら安定的な農水産物

の生産量の増大・維持及び販路開拓などを推進す

ることが求められていると考えております。認定

制度の創設については、生産者及び関係機関の意

見等を聴取しながら今後検討していきたいと考え

ております。また、市内飲食店等への仕入れに係

る支援については検討しておりません。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 認定制度の創設を検討す

る前に、生産量の増加に資する支援策を優先的に

取り組む必要があることが確認できました。まず

は供給量増を目指す必要がありますので、その支

援をぜひ後押しいただきたいです。よろしくお願

いいたします。 

 続いての質問です。ふるさと納税を通じた農水

産物のブランド化と６次産業推進に向けた本市の

取組について。ふるさと納税等で発信する農水産

物のブランド化や６次産業の推進に向けた本市の

取組についてお聞きします。また、先端技術を活

用した植物工場や陸上養殖などスマート農水産業

など新たなうるまブランドの確立、農水産業等を

推進していただきたいです。本市の見解を伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 農水産物のブランド化や６次産業の推進に向け

た取組としては、うるマルシェにおいてうるま市

産の素材を活用した商品開発や、生産者・飲食事

業者と連携し、ブランディングを図るイベント等

の企画・運営などを行っております。スマート農

業につきましては、人口減少していく傾向にある

地域農業の担い手不足の課題もあることから、省

力化及び効率化のための農業機械の導入やスマー

ト農業の推進に向けて、沖縄県やＪＡおきなわ、

関係機関と連携を図りながら取り組んでまいりた

いと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 関係機関と連携をしなが

ら、やる気のある農家の後押しをお願いいたしま

す。これまで質問をしてきた市内事業者と生産者

とのマッチング、学校給食での農水産物の使用、
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認定制度の創設、ブランド化や６次産業推進、先

端技術を活用した植物工場や陸上養殖などのス

マート農水産業を後押しし地産地消を促すことを

目的に、うるま市の農水産物等の消費拡大推進に

向けた条例を制定するのはいかがでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 地産地消を促すため、まずはうるま市農業振興

ビジョンアクションプランに計画されている各施

策を確実に推進し、繰り返しになりますが、農水

産物の生産量増加を図っていくことが重要である

と考えております。消費拡大については、うるマ

ルシェを活用し、直売所での販売や加工品の開発

及び産直レストランでの活用等により地産地消を

促し、また経済産業部とも連携しイベント等を通

し、市内外へのＰＲ活動を展開することで消費拡

大につなげていけるものと考えております。現時

点で農水産物の地産地消を促すための条例制定は

考えておりません。御理解のほどよろしくお願い

します。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 何はともあれ、生産量の

増加を図ることが重要と考えていることを確認し

ました。農家の所得向上に向け、私も調査・研究

してまいりたいと思います。ありがとうございま

した。 

 続きまして、本市における経済活性化について

であります。県下人口３位を誇るうるま市も将来、

人口減少が予想されます。人口減少に伴う税収減

の一方でインフラや子育て関係、福祉等への事業

費減は市民サービス低下につながります。税収を

増やすために、本日は観光振興について県外・国

外から観光客を本市に呼び込み、自治体として稼

ぐ努力について議論させていただきたいと思いま

す。初めに、中城湾港新港地区において大型ク

ルーズ船の需要に対応するため、国際物流ターミ

ナルを整備すると、国土交通省中城湾港新港地区

国際物流ターミナル整備事業の計画がありました。

一度に乗客定員およそ2,000人の大型クルーズ船

が中城湾港地区に来ますが、本市はどのように観

光客を呼び込み、地域活性化につなげていく予定

でしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） おはようございま

す。高屋優議員の御質問にお答えいたします。 

 大型クルーズ船が中城湾港に寄港した際の観光

客誘客については、コロナ禍以前は中城湾港ク

ルーズ促進連絡協議会の事業で中部広域圏観光

ルートを造成し、クルーズ船社等へ営業を行うな

ど観光誘客を図ってきたところでございます。現

在、当市では勝連城跡周辺文化観光拠点整備や、

勝連・与那城地域まちづくり推進事業等で観光誘

客強化や観光拠点の魅力向上に資する事業を展開

しており、中城湾港への大型クルーズ船寄港によ

る観光需要を取り込むため、その寄港動向を注視

するとともに、また関係機関等と連携しながら観

光誘客を促進する事業展開を行っていきたいと考

えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 ぜひよろしくお願いいた

します。 

 再質問します。勝連城跡向かいの公園を含めた

あまわりパークの指定管理費は募集要項より年間

約5,500万円近く支払う想定とされていますが、

それ相応の経済効果、雇用創出につなげるべきで

すが、本市の掲げる具体的な目標数字を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） 高屋優議員の御質問

にお答えいたします。 

 勝連城跡周辺整備事業につきましては、維持管

理費の一部を市が負担し、それ以外につきまして

は入場料収入や民間事業者による収益事業の一部

を充てて運営するスキームとなっていることから、

公共負担額の縮減につながるものと考えておりま

す。経済効果や雇用創出につきましては、現在民

間事業者の提案書を受け付けており、各事業者の

提案に基づき評価されるものと認識しております

が、本市の掲げる具体的な目標数値につきまして

は、全体供用開始後、あまわりパークの有料区域
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の入場者数を年間12万人、隣接する都市公園の来

場者を年間18万人の合計30万人と設定しておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 再質問します。勝連城跡

に訪れる来場者は過去最高で年間どのくらい訪れ

ていましたでしょうか。また、勝連城跡周辺整備

事業は合計でどのくらいの費用を費やす予定で

しょうか。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 勝連城跡の来場者につきましては、平成30年の

18万3,000人が過去最高の入場者となっておりま

す。また、勝連城跡周辺整備事業の事業費につき

ましては用地買収、物件補償、施設整備、今後予

定しております都市公園の整備費を合わせて約92

億円を見込んでおります。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 勝連城跡周辺整備費に約

92億円を投資する。さらに、あまわりパークの有

料区域への入場者数と隣接する都市公園の来場者

を合計30万人と設定していることを確認しました。

年間30万人の方々に対して、地域にお金が落ちる

仕組みづくりや本市における滞在時間増につなが

る工夫も考えていただきたいです。 

 続いての質問に移ります。与那城照間の観光振

興においてＢＢＱ ＴＥＲＵＭＡに委託管理をさ

せていますが、本市に対する税収は、過去にその

場所において大庭たばこがいたときのたばこ税と

法人税を合わせて１億5,120万円に比べて、現在

はどのような状況になっていますでしょうか。ま

た、正規雇用とパート職員を合わせた従業員の人

数はどのくらいでしょうか。大庭たばこは当時従

業員が115人、正規が８人、パート職員が107人、

うちうるま市民は正規が８人、パート職員が59人

でありました。併せて、これから本市が進める予

定の与那城照間の県道37号線の観光開発に当たっ

て、経済効果と雇用創出はどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 税収につきましては、現在、東照間商業等施設

における企業活動としての企業が特定されますの

で答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

現在当該施設は市が直営しておりまして、令和５

年度の施設使用料等の歳入合計は1,012万440円と

なっております。またＢＢＱ ＴＥＲＵＭＡの従

業員の状況は、聞き取りしましたところ直近の雇

用状況として正規雇用12人、パート16人というこ

とでございます。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 県道37号線につきましては、海岸の視界を遮る

樹木の伐採や沿道一帯の土地利用の転換及び飲食、

物販、宿泊などの店舗集積を促進していきたいと

考えております。今年度は土地所有者の合意形成

をはじめ開発の方向性、整備手法などを検討する

予定となっております。議員御質問の経済効果と

雇用創出につきましては、県道37号線の利活用を

民間主導による開発を想定していることから、今

後の事業者サウンディング等を通して検討してい

きたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 現在、那覇市や北谷町、

恩納村、本部町など西海岸に集中する観光客の一

方で、沖縄市では東部海浜開発事業として県内最

長の人工ビーチ、潮乃森という人工島で観光拠点

づくりを目指しております。また、北部の新テー

マパークジャングリアは700億円規模の投資との

ことです。本市としても大胆な観光振興に対する

投資を期待したいところであります。 

 再質問します。県道37号線の利活用が民間主導

の開発とありますが、沿道の雑木の除去と土地利

用制限や様々な規制緩和については本市の使命で

あります。同僚議員からもあるように、観光地の

魅せる道路づくりをしっかり行い、民間事業者の

需要を喚起すべきであります。本市が定めた上記

目標に資する企業を誘致し、税収増につなげてい

ただきたいと思います。例えば、勝連城跡に城を

復元するなど城下町として県道16線沿い勝連南風
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原地域の魅せる道路づくりを要望しますが、本市

の見解を伺います。また与那城照間の県道37号線

に関しては、海岸沿いの雑木除去を早期実現して

いただきたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 企画部長。 

○企画部長（金城 和明） お答えいたします。 

 勝連城跡の建物の復元につきましては、同時代

の史料が確認できないため、技術的に非常に難し

い部分がございますが、前面道路であります県道

16号線につきましては、勝連南風原地区景観地区

指定に伴い、景観法に基づく景観重要公共施設と

して平成29年３月に川田交差点から与勝中学校前

交差点を指定し、観光振興を図る素材や形態、意

匠、色彩を整備方針として定め沿道建築物と一体

となった景観づくりを推進しており、勝連城跡に

係る区間については令和５年度に無電柱化が完了

しております。また県道37号線沿道の雑木除去に

関しましては、風光明媚な景観を望む道路空間の

形成に向けて、道路管理者や海岸管理者と協議を

踏まえ、今年度一部区間について市が発注する業

務の中で樹木の伐採・剪定に着手する予定となっ

ております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 県道37号線沿道の雑木除

去について、風光明媚な景観を望む道路空間の形

成に向けて樹木の伐採・剪定に一部区間着手する

予定としていることを確認しました。一部区間の

みでなく、全区間の樹木の伐採・剪定を議員を含

む多くの方々が要望しておりますので、実現でき

るように関連機関と調整を行い手がけていただき

たいです。その県道37号線の雑木が除去されると、

散歩道や自転車で颯爽と駆け抜ける場所として魅

力ある地域になり得ます。そこで質問を行います。

観光客に向けた照間地域から海中道路や島しょ地

域まで一帯の地形的優位性を生かし、サイクル

ツーリズムの先進地として発信するのはいかがで

しょうか。その際には電動アシストバイクを利用

して観光振興を図るべきだと思います。社会・経

済・環境の３側面においてサイクリングツーリズ

ムは調和が取れ、持続可能なうるま観光地域づく

りにつながります。例えば、本市を拠点としてい

る電動アシストバイクを導入し、バイクをうるま

市仕様として無料貸出しし、本市における滞在時

間増につなげます。バイク利用が無料であるがゆ

えに飲食やお土産品そのほかのアクティビティ費

の消費額増につなげ、地域にお金が落ちる仕組み

づくりとして、素通り観光地と言われている悪し

きレッテルを剝がし、うるま市電動アシストバイ

クを観光振興の起爆剤として実証実験等に取り組

んでみてはいかがでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 御質問にお答えい

たします。 

 本市においては、これまで本市東部地域に限定

した自転車ネットワーク計画の策定やサイクル

ツーリズム推進のため、受入れ環境の整備及び県

外向けプロモーションを行ってまいりました。現

在取り組んでおります勝連・与那城地域まちづく

り推進事業においても、感動体験リゾートエリア

の創出に向けて、勝連城跡や県道37号線沿道から

海中道路や島しょ地域一帯を生かしたサイクル

ツーリズムの推進は非常に重要であると考えてい

ることから、今後予定されている事業者サウン

ディングを踏まえ検討していきたいと考えており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 ぜひ前向きに御検討いた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 地域経済活性化に向けた観光振興の最後の質問

です。うるま市エイサー、道ジュネーの観光振興

への活用について。本市の伝統文化であるエイ

サーを観光振興の一環として積極的に発信し、国

内外の観光客を惹きつける計画があるか伺います。

また、平良川交差点から安慶名十字路の片側車線

を封鎖し、道ジュネーの復活を要望します。市

民・県民だけが楽しむのではなく、国内外にア

ピールし周辺地域事業者の活性化につなげるため

にも道ジュネーを復活させることができないか伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 
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○経済産業部長（岸本 力） 御質問にお答えい

たします。 

 昨年度より新宿エイサーまつりなど県外イベン

トへ地元青年会エイサーを派遣し、伝統文化の発

信を通じたうるま市の認知度向上や観光誘客を図

る取組を行っており、本年度においても県外複数

イベントへ青年会エイサーを派遣いたします。ま

た、今年の第19回うるま市エイサーまつりは、県

道75号線安慶名十字路付近から琉球銀行具志川支

店付近交差点までの全幅員を歩行者天国とした道

ジュネーエイサーを計画しております。国内外へ

のアピールと街中での実施により、まちのにぎわ

いや経済波及効果が期待されますので、関係団体

との調整を密に行い実施してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 いい答弁をお聞きできま

した。ありがとうございます。来年は第20回の記

念すべきエイサーまつりになると思われますので、

安慶名十字路から平良川交差点まで歩行者天国に

し、道ジュネーエイサーの演舞計画を検討いただ

きたいです。 

 続いての質問に移ります。マイナンバーカード

の普及状況について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 高屋優議員の御

質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードの普及状況といたしまして、

令和６年５月末現在、申請数９万6,151枚、申請

率76.33％、交付枚数が８万4,643枚、交付率

67.19％となっております。以下の数字は、11市

中６番目の交付率となっております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 再質問します。 

 マイナンバーカード交付率67.19％。11市中６

番目となっていますが、さらなる普及への取組に

ついて課題を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 さらなる普及促進の取組といたしましては、各

市内イベントにおいて出張申請受付を行うととも

に、学校・各種団体等へ出張申請所の開設案内を

行う予定としております。本市におけるマイナン

バーカード普及促進における課題といたしまして

は、申請はしているが交付期限を過ぎた、現在に

おいても未交付となっているマイナンバーカード

が3,000枚余りとなっており、早急な受け取りを

促すことが課題となっております。再度の受け取

りの御案内を書面・電話等により御案内する予定

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 県外他市町村への一時的

滞在時におけるマイナンバーカードの代理受け取

りの可否について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 マイナンバーカードの受け取りにつきましては

本人交付が原則となっており、他市町村への一時

滞在を理由に、代理受け取りでは交付できないこ

ととなっております。代理への交付できる事例と

いたしましては、本人が病気、身体の障害その他

やむを得ない事情により交付場所へお越しいただ

くことが難しい場合に限り、代理人へカードの受

け取りを委任することができることとなっており

ます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 ありがとうございます。 

 続いての質問です。マイナンバーカードを利用

したコンビニエンスストアでの各種証明書交付を

10円で実施するキャンペーンの実施を要望します。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 御質問にお答え

いたします。 

 マイナンバーカードを利用したコンビニエンス

ストアでの各種証明書交付手数料につきましては、

他市の状況を確認し条例改正等も踏まえ、戸籍証

明を除く住民票、印鑑登録証明書、所得証明書等

の交付手数料を10円とする施策を次年度実施に向
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け検討しているところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 マイナンバーカードを利

用したコンビニエンスストアでの各種証明書交付

手数料10円キャンペーンはマイナンバーカード普

及率アップにつながると思いますので、ぜひ実施

をよろしくお願いいたします。 

 最後の質問となります。大型店舗での期日前投

票の実施に関する提案であります。この質問に関

しては同僚議員も多く質問していましたので、ぜ

ひ実施に向けて取り組んでいただきたいと思って

おります。投票率向上のための大型店舗における

期日前投票実施の提案です。いかがでしょうか。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） 選

挙管理委員会委員長から答弁に関する委任を受け

ておりますので、私事務局長のほうから答弁させ

ていただきます。 

 大型店舗での期日前投票の実施につきましては、

二重投票を防止する観点から期日前投票システム

が接続可能なネットワークの環境整備や地域的な

バランス、どの選挙においても優先的に施設の利

用が可能か、人員の確保、様々な課題がございま

す。今後も実施している他市から情報収集を行い、

様々な課題について調査・研究してまいりたいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 高屋優議員。 

○２番 高屋 優議員 買物ついでに投票や、投

票ついでに買物が行えると思いますので、また投

票率向上になると思いますので、ぜひ調査・研究

を行い実施に向けて取り組んでいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 以上で私の一般質問を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時５６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１１分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 皆さん、こんにちは。

会派津梁、天願です。議長の許可を得ましたので、

通告してある６点について伺ってまいります。 

 まず１点目、うるま市エイサーまつりに関連す

る事項について伺ってまいります。沖縄地方は梅

雨も明け、本格的な長い夏が到来しております。

この時期になりますと、地域の公民館や広場にお

いて青年会の伝統エイサーの練習風景や太鼓や

パーランクーの音が響いてまいります。青年会は

エイサーを通して絆を深め、多岐にわたる青年会

活動や地域行事の担い手としても活躍し、感動産

業特区宣言をした本市にとりましてもなくてはな

らない存在感を示しています。旧盆のエイサー、

道ジュネーで祖先の供養と地域の活性化に励み、

うるま市エイサーまつりに出場することが団体の

誇りであり、脚光を浴びることで一生懸命はかっ

こいいを実践しております。ここ数年、さらにう

るま市エイサーまつりは脚光を浴びていることか

ら、この質問をしております。そこで改めて、う

るま市エイサーまつりの目的、概要及び近年の前

夜祭・本会場の来場者数の推移について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 天願久史議員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、目的につきましては、感動産業特区うる

ま市を代表する感動コンテンツ「エイサー」を市

内外へ広くＰＲするとともに、エイサーが持つパ

ワーを地域活性や地域力向上に生かすべく、次世

代を担う青年会を中心とした本場の本物が魅せる

本気のエイサーまつりとして開催することを目的

としております。来場者数の推移といたしまして

は、令和４年度開催しました第17回エイサーまつ

りは３万3,000人の来場となっており、昨年度の

第18回エイサーまつりでは前夜祭6,000人、本ま

つりは悪天候の影響もございまして２万4,000人

の来場者数でございました。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 質問を続けます。今

年度は、これまでの開催場所の与那城陸上競技場

が改修工事のため使えないとのことですが、開催
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日程及び場所について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 第19回うるま市エイサーまつりは、今年の８月

31日土曜日と９月１日日曜日の両日、午後４時か

ら午後９時までの時間帯において、県道75号線安

慶名十字路付近から琉球銀行具志川支店付近の交

差点までの区間を歩行者天国として開催いたしま

す。また、同区間に３か所の演舞ポイントを設定

した道ジュネーエイサーを実施する計画となって

おります。街中で開催することにより、まちのに

ぎわいを創出し周辺の飲食店などへの経済波及効

果が図られると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 うるま市エイサーま

つりは、伝統エイサーの本場として知名度も高く

人気もあることから、市内外から多くの来場者が

あります。これまでの与那城陸上競技場は観覧ス

タンドや駐車場などを備えているにもかかわらず、

さきの答弁にありました約３万人以上の来場者が

あった場合には、かなりの混雑状況がありました。

今回の県道75号線を歩行者天国とした会場におい

て開催とのことですが、多くの来場者があった場

合、安全対策や駐車場問題、エイサーの見せ方な

どを含めて、どのように対応するのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 先ほど申し上げました県道75号線の区間におい

て、路肩を除いた車道部を演舞動線とし、路肩か

ら歩道部を観覧スペースと歩行者用スペースに分

けて活用いたします。また、多くの観覧者が１か

所に滞留することを防ぐため、３か所の演舞ポイ

ントを設け分散化を図ってまいります。エイサー

まつり開催の時間帯は全面通行止めの交通規制に

なりますので、うるま警察署やうるま市消防署、

警備会社等と連携し、会場周辺の路上駐車対策や

安全対策などを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 質問を続けます。演

舞場所を３か所にして分散を図るとのことですが、

３会場の演舞が重なった場合には音がぶつかるこ

とはないのか。また、時間帯にもよりますが車道

や歩道は日中の日差しを浴びて熱を帯びているこ

とも予想されます。さらに、前列で観覧する方が

立っていた場合、後列の方が見えづらい状況も予

想されることから、観覧スタンドの設置について、

考えを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 御指摘の同時演舞による音の重なりにつきまし

ては、演舞になるべく支障が出ないよう、音響専

門業者と調整し音響のセッティングで対応を行っ

てまいりたいと考えております。観覧スタンドの

設置につきましては、交通規制の時間帯で設営と

撤去を繰り返すことや緊急車両の通行、そして観

覧者の安全確保面などから厳しいと考えておりま

す。観覧の方法として、観覧スペース前方は腰を

下ろしていただく方法を取り、後方でも演舞が見

られるよう対応・対策を考えてまいりたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 コロナ禍の影響もあ

り活動休止に追い込まれた市内の青年会もあるよ

うですが、本市の青年会派遣事業や伝統芸能・民

俗芸能伝承活動事業などの支援を受け、活動再開

の兆しも幾つかあるようですが、今年度の出場予

定の団体を含め、青年会の現状を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 過去にはコロナ禍の影響もあり、出演団体が６

団体まで減少しておりましたが、昨年は９団体ま

で増え、本年度は現在確認できている状況として

屋慶名青年会、平敷屋青年会、天願青年会、南風

原青年会、川崎青年会、曙青年会や旭区青年会な

ど、13団体が出場する予定であります。また、今

年度は宇堅、田場、旭区青年会など、エイサーを

活動するための太鼓等の物品を教育委員会の補助

を活用して購入する予定となってございます。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 
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○２０番 天願 久史議員 それでは、最後に市

長へ伺います。コロナ禍で活動休止を余儀なくさ

れた青年会も徐々に復活してきており、本市の

様々な取組が成果として表れていると考えます。

宇堅区においては、30数年ぶりにＯＢらが立ち上

がり昨年結成した成人会を中心に、今年エイサー

を復活させるべく保存会を立ち上げ、子ども会、

青年会へ伝統エイサーを継承していくんだと意気

込んでおります。少子化や若者の流出は社会現象

でありますが、行政が手を差し伸べることで活性

化し、復活した青年会や伝統エイサーが今後地域

へ与える影響は大きく、今回もうるま市青年連合

会が自ら立ち上がり、当まつりを盛り上げるべく

企画立案したイベントも計画しているようで期待

がされます。市長は常々子供や若者への投資は未

来への投資として声に出し、実行もされてきまし

た。さらに、市長もかつては青年会で伝統エイ

サーを舞う若者でした。今各地でもがきながら頑

張っている青年会へ激励や期待を含めて、市長の

考えを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 天願久史議員にお答えを

いたします。 

 胸のコサージュが大変すばらしくてアビーカン

ティーするかもしれないですけれども、よろしく

お願いを申し上げたいと思います。先ほど、天願

久史議員からありましたように、エイサーに対す

る、青年に対する育成ということも含めて、大変

ありがとうございます。私も若い人たちがこのま

ちを活性化させるものだと考えております。さら

に今、少子高齢化の時代において、さらには離島

地域においても大変青年会並びに青年の活動とい

う声があまり聞こえてこないというようなことと、

さらには就任当時に青年会よりいろいろなお話を

聞かせていただきました。その際、連合会の皆様

方から特に平安座地域、さらには離島ということ

で、そこにはやはり仕事並びに子育てをするとい

うような環境等も含めてしっかりと対策をしてい

ただきたいというようなお話もございまして、ま

ず何から手をつけたらいいのかというようなこと

もありまして、それで調査をいたしますと、やは

り青年会の活動が休眠状態であったり、さらには

活動が大変厳しいというような状況で、先ほど部

長のほうからも説明をさせていただきましたけれ

ども、活動が行われていない地域がどんどん増え

ているということもありまして、そこで青年会並

びに多くの連合会の皆さんとお話をして、派遣事

業をしてはどうですかというようなことであった

り、教育委員会において活動が休眠しているけど

も太鼓並びに道具等の購入が厳しいというような

お話もあったので、そういったところから一緒に

なって始めてみませんか、というようなことを青

年会とお話しをしてまいりました。 

 今回の青年エイサーのまつりでありますけれど

も、うるま市のエイサーまつりという名目ではあ

りますけれども、まさに今は青年が中心となった

うるま市青年エイサーまつりになりかけていると

いうこともあり、企画から運営、さらには我々へ

の御提言も含めて青年会が中心となって行ってお

ります。そういった意味でも、先ほど天願久史議

員からありましたように地域において青年会が活

性化をし、今まさにこのまちを青年会が中心と

なってつくり上げていくというような雰囲気もご

ざいまして、今後ともしっかりと後押しをしてま

いりたいなと思っております。天願久史議員にお

いても青年会活動に御理解をいただき誠にありが

とうございます。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 本当に急な答弁依頼

へもきれいに答えてくださいましてありがとうご

ざいました。これでこの質問については終わりま

す。 

 続いての質問にまいります。２点目、狂犬病予

防接種率ワーストからの脱却について伺ってまい

ります。新聞報道において、沖縄県の狂犬病予防

接種率は現在８年連続全国ワーストの危機的状況

であり、さらにうるま市の状況は本県の接種率を

も大幅に下回る下位に低迷しております。ＷＨＯ

の勧告では、狂犬病の蔓延防止には接種率70％以

上が必要とされており、県内では本市を含め多く
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の市町村がこの基準を満たしておらず、万が一狂

犬病が発症した場合、蔓延阻止が難しい状況が危

惧されます。この状況を踏まえ、近年の狂犬病予

防接種率の推移及びこの状況について当局の見解

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 天願久史議員の

御質問にお答えいたします。 

 沖縄県における狂犬病予防注射接種率は、直近

５年間の推移において令和元年度が51.6％、令和

２年度43.9％、令和３年度48.9％、令和４年度が

52.4％、令和５年度において52.2％となっており、

おおむね50％前後を推移しており、本市の接種率

につきましてはさらに低く、令和５年度は42.3％

となっております。この状況につきましては、議

員御指摘のとおり狂犬病の発生時に蔓延防止が困

難となる危険性もあることから、接種率向上に向

け飼い主の方々に対し、より周知及び啓発を行っ

ていく必要があると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 再質問いたします。 

 おおむね接種率50％前後で推移しているとのこ

とですが、狂犬病の蔓延防止・阻止には接種率

70％以上が必要とされており、本市の状況は極め

て厳しい状況にあります。そこで伺いますが、予

防接種を受けないことへの何らかの指導・罰則は

あるのか。また、約半数の予防接種を受けない飼

い主の主な理由を当局はどのように捉えているの

か。今後、より有効な周知・啓発及び抜本的な対

策についてどのように取り組んでいくのか伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 狂犬病予防注射を受けない場合の罰則といたし

まして、狂犬病予防法第27条第２項の規定により

20万円以下の罰金が科せられます。接種率がおお

むね50％前後で推移している理由といたしまして

は、予防注射が法律上義務であることの周知が行

き届いていないことも考えられますが、飼い犬に

注射を受けさせても市町村へ届出がない。あるい

は飼い犬の死亡や移転の届出がされず、接種率を

算定するための犬の登録台帳の整理が十分でない

ことが考えられます。今後の周知・啓発活動につ

きましては、現在の広報紙及びホームページによ

る周知活動に加え、ペットショップや動物病院と

の連携による周知の徹底等を検討してまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 ただいま部長のほう

から答弁がありましたように課題が幾つか浮き彫

りになっておりますので、しっかりとこれまでに

なかったような対策も含めて検討していただきた

いと思います。私から提案をいたします。市内を

巡回する野犬・ハブ対策担当の車両に狂犬病予防

接種を促すペイントやラッピング等を施して注

意・啓発活動の推進をするように提案をしたいと

思います。これについて、当局の所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 天願議員からのとてもよい御提案がございまし

たので、車両へのペイントやラッピング等による

周知・啓発活動につきましては、今後実施に向け

て委託業者と調整してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 前向きな答弁ありが

とうございます。狂犬病が人に感染して発症する

と致死率はほぼ100％で、世界では毎年５万5,000

人が犠牲になっているとの推計もあるようです。

沖縄県は外国からの物資から小動物にウイルスが

紛れ込んで入ってくる可能性も否定できないこと

から、対策を急がねばならないと考えますので、

狂犬病予防接種率の向上に向けて抜本的な対策を

講じるよう強く要望申し上げ、この質問を閉じま

す。 

 続きまして３点目、エネルギーに関連する事項

について伺ってまいります。（１）省エネに関連

する事項について。化石燃料の高騰、電気料金の
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値上げなどにより近年、省エネ・脱炭素社会への

機運が急激に高まっているとされますが、そもそ

も省エネが重要視される主な理由としてどのよう

なことが考えられるのか、当局の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 日本政府は、地球温暖化の防止に向け2020年に、

2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする

カーボンニュートラル、脱炭素の社会の実現を目

指すことを宣言しました。閣議決定された地球温

暖化対策計画に基づき、温室効果ガス排出量削減

に向けての様々な取組が全国で行われていること

が大きいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 質問を続けてまいり

ます。本市の省エネに関する取組として、公共施

設、企業、家庭などにおける推進体制について、

どのように取り組んでいるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 本定例会の真栄城議員の一般質問へ答弁してお

りますとおり、市全域を対象とした取組には波及

できておりませんが、市の取組といたしまして市

役所本庁舎、西棟及び市内小学校校舎の照明をＬ

ＥＤ化し、省エネ対策並びに脱炭素化を図ってい

るところでございます。現在、地球温暖化対策実

行計画の策定を進めており、その中で行政・事業

者・市民が連携し、実効性のある施策や取組を検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 沖縄県においては通

年、エアコン等の稼働時間が長いエネルギー消費

型施設が多く、エネルギー価格の上昇は経営環境

にも深刻な影響を与えます。このような状況に対

応する方法としてＺＥＢやＺＥＨの推進、さらに

経済産業省の中小企業に向けた省エネルギー診断

拡充事業費補助金の活用があります。本事業は、

中小企業等の工場・ビル等における管理状況の省

エネ診断を行い、運用改善や設備投資の提案に要

する経費の一部を補助することにより、事業者の

安定的かつ適切なエネルギー管理を図るものであ

り、さらにエネルギー使用量を把握することでコ

スト意識の醸成や設備更新の判断材料とすること

が可能であります。お隣の沖縄市では、環境への

負荷の低減及びエネルギーの有効活用を図るため、

市内に所在する民間建築物において、省エネ診断

またはＺＥＢ化に向けた調査・設計を実施した個

人事業主または法人事業者へ国の補助金のほか、

自己負担分に対する一部の補助金の交付を行って

おり、ゼロカーボンシティに向けた取組が実施さ

れております。提案をいたしますが、本市におい

てもこのような取組をすべきと考えますが、当局

の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） お答えいたしま

す。 

 天願議員の御質問にあるとおり、電気料金、重

油などのエネルギー価格の高騰により事業者への

負担は増加しているものと感じております。事業

者のエネルギーコスト軽減及び脱炭素社会の実現

を目指す上で、省エネ設備や再生可能エネルギー

設備への改修や導入が重要な課題であることも認

識しております。先ほども申し上げましたが、現

在、地球温暖化対策実行計画の策定を進めており、

その中でゼロカーボンシティに向けた本市の取組

について、省エネ診断、ＺＥＢ化に向けた調査へ

の補助を含め検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 2050年、令和32年ま

でにカーボンニュートラル、脱炭素社会を実現し

ていく上で、行政が先頭に立って国や県の補助事

業などを積極的に活用し、民間企業や市民への啓

発活動も急ピッチで進めなければならないと考え

ます。省エネ診断、ＺＥＢ化に向けた調査への補

助を含めて早急に検討してくださいますよう強く

要望申し上げ、この質問を閉じます。 

 続きまして（２）新エネルギーに関連する事項
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について伺ってまいります。うるま市新水道ビ

ジョンの中で、水道事業では多くのエネルギーを

使用しているため、消費エネルギー、ＣＯ２排出

を削減した低炭素化社会に向けて省エネルギー型

の高効率機器、ポンプのインバーター制御、太陽

光発電、小水力発電、省エネルギーや再生可能エ

ネルギーの設備導入を施設の更新に併せて検討し

ていきますとあります。具体的にどのようなこと

が検討されているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） 天願久史議員の御質

問にお答えいたします。 

 うるま市新水道ビジョンの取組といたしまして

は、環境へ配慮した事業運営の推進の中で、省エ

ネルギー設備の導入検討、クリーンエネルギー利

用の促進を行っており、令和元年度に水道庁舎の

ＣＯ２削減ポテンシャル診断業務を実施し、令和

２年度に省エネルギー型の空調設備への更新、外

灯のＬＥＤ化への切替え、令和３年度に水道庁舎

執務室の照明器具ＬＥＤ化の設計、令和５年度に

ＬＥＤ切替工事を行っております。庁舎以外では、

桃原ポンプ場の更新におきまして令和２年度の設

計において高効率ポンプの選定、ＬＥＤ照明器具

やインバーター制御による送水ポンプを選定し、

令和５年度に工事が完成しております。また、桃

原ポンプ場の設計においては、太陽光発電の検討

も行っておりましたが、建屋屋根の面積が足りず

に不採用となっております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 再質問いたします。 

 小水力発電について伺いますが、埼玉県越谷市

では送水管に設置可能な小水力発電機を設置し、

減圧と発電の両効果のほか、毎年約200トンのＣ

Ｏ２削減効果を得ているそうです。本市における

その導入の可能性について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 水道部長。 

○水道部長（座間味 修） お答えいたします。 

 議員御質問の小水力発電と、さらに小規模な施

設に対応したマイクロ水力発電について、令和３

年度に取扱業者より説明を受けており、本市の管

路施設台帳を基に調査を依頼した結果、残念なが

ら本市の管径（流量）と高低差では採算性で厳し

いとの評価をいただいております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 現時点でマイクロ水

力発電については、採算性が厳しいとのことを確

認しました。実は、我々建設委員会ではこの小水

力発電について行政視察の検討がされていること

から、この質問をしております。引き続き、再生

可能エネルギーの設備導入については、様々な施

設の更新に併せて検討していくよう要望申し上げ、

この質問は閉じます。 

 続いての質問にまいります。４点目、地域行政。

字具志川地区からの要請箇所の安全対策について

伺ってまいります。字具志川３番地の自宅前の道

路には、数メートルの斜面があるもののガード

レールの設置がなく、ここ数年で２度車両の転落

事故があり危険な状況であります。具志川自治会

からもこの件について要請が出されております。

何らかの安全対策をすべきと考えますが、当局の

対応について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） 天願久史議員の

御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の安全対策につきましては、令和６

年５月29日付、具志川自治会よりガードレール設

置の要請が出されております。現場を確認します

と、道路と隣接地には高低差があり危険な状態で

あることから、ガードレール設置の検討を含め必

要な安全対策を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 この件につきまして

は、この事故において幸い大きなけがはなかった

んですけれども、実際三、四メートルぐらい車が

転落しております。やはり車は全損ということで

被害が出ております。必要な安全対策を行ってい

くという答弁が得られておりますので、早急にそ

れがなされるようお願い申し上げ、この件につき

ましては閉じます。 
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 続いての質問にまいります。５点目、広報に関

連する事項について伺ってまいります。情報を取

り巻く社会は日進月歩で進化し、うるま市におけ

る広報に関する取組も年々変化が求められ、現在

様々な媒体を活用した広報活動がなされていると

考えます。そもそも、その目的・概要及び現状に

ついて改めて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 天願久史議

員の御質問にお答えします。 

 自治体広報の目的につきましては、行政施策の

方針や市の目指すビジョンを市民の皆様へお伝え

すること、また市が行うイベントや暮らしの情報

などをお知らせすることで市政への関心や参画意

識を高め、地域の主役である市民が安心・安全に

生き生きと生活するための大切な情報を発信する

役割を担っていると考えております。現状の広報

媒体につきましては、広報紙をメインとしつつ、

去年リニューアルしましたホームページをはじめ、

ＬＩＮＥ、ユーチューブ、ＦＭうるま等を活用し

ております。また、感動産業特区を軸として県内

のみならず県外への積極的なシティプロモーショ

ンを行っており、今後はさらに注力し広報するこ

とで地域の活性化や市民の誇り、郷土愛の醸成に

つなげてまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 再質問いたします。 

 広報紙の発行部数及び各広報媒体の予算配分に

ついて。さらにそれぞれどの年齢層に対して有効

に情報発信ができていると考えるのか、当局の所

見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 広報紙の発行部数につきましては、毎月約５万

1,500部で年間発行部数は約61万8,000部となって

おります。令和６年度の契約金額は2,771万円と

なっております。そのほか、ホームページは約

722万円、ラジオ広報のＦＭうるまは264万円と

なっており、ＬＩＮＥ、ユーチューブに関しまし

ては無償で運用しております。各広報媒体がどの

年齢層に対して有効に情報発信ができているかに

つきましては、正式な調査はされておりませんが、

一般的に広報紙では比較的年齢層の高い市民の皆

様の活用、ホームページ、ＬＩＮＥでは20代から

50代、ユーチューブでは幅広い年齢層の活用が推

察されるところでございます。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 公式ＬＩＮＥ等のＳ

ＮＳは経費もかからないことから、コストパ

フォーマンスの高いツールであるということが確

認できました。 

 再質問いたします。ホームページの年間の閲覧

数及び公式ＬＩＮＥの登録者数、ユーチューブの

再生回数を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 ホームページの年間閲覧数は令和５年度で21万

4,838件、公式ＬＩＮＥの登録者数は６月20日現

在で２万3,369人、ユーチューブの再生回数は合

計で３万1,966回となっております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 再質問いたします。 

 広く多くの方々に有益な情報や市民サービス向

上のリアルタイムな情報を届けるためにも、ホー

ムページの閲覧数や公式ＬＩＮＥ登録者数などを

増やしていく取組は費用対効果を見ても重要であ

り、今後どのように取り組んでいくのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 議員御指摘のとおり、ホームページやＬＩＮＥ

の利用者を増やす取組は重要であると考えており

ます。今後は、ホームページで各種情報や取組を

発信する際には、写真を多く用いるなどアクセス

数を増加させる取組を積極的に推進してまいりま

す。公式ＬＩＮＥでは通常の投稿以外にもＬＩＮ

Ｅ ＶＯＯＭというショート動画の掲載も積極的

に行うことで、多くの方々が興味を持っていただ
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けるよう工夫してまいります。また、昨年８月、

東京都文京区シビックホールで開催されました肝

高の阿麻和利2023東京公演について、当市の広報

担当職員が作成したプロモーション動画が令和６

年度全国広報コンクール映像部門全国３位に輝き、

併せてＢＳよしもと賞も受賞しＷ受賞という快挙

も成し遂げております。本動画は市の公式ユー

チューブにおいて公開しており、本市の魅力を多

くの方々にお届けするとともに議員御提言の有益

な情報や市民サービス向上のリアルタイム情報を

届けられるよう、このように洗練された動画編集

技術を応用し取り組んでまいります。さらに、今

年度新たに公式インスタグラムを立ち上げ、市の

イベントだけではなく暮らしの情報なども画像ま

たはショート動画でお知らせし、幅広い層に向け

た情報発信に取り組む予定でございます。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 ただいまの答弁で、

肝高の阿麻和利の東京公演のプロモーション動画

が令和６年度全国広報コンクール映像部門全国第

３位とＢＳよしもと賞のＷ受賞ということですが、

大変すばらしいことであります。皆さん、拍手を

お願いいたします。その授賞式の模様もユー

チューブ等で公開されており、本市の広報ＰＲに

大いに貢献していると考えます。今年度新たにイ

ンスタグラムを立ち上げ、さらに幅広い層へ向け

た情報発信に取り組むとのことで、観光誘客など

経済的波及効果も期待できると考えます。 

 では、再質問いたします。広報紙についてです

が、市民の中には情報を広報紙から得るため必要

とする世帯と、その他の媒体から情報を得るため

必要としないという方もおり、より多くの市民に

読んでもらえるよう工夫や市民ニーズ把握のアン

ケートなどが必要と考えますが、当局の所見を伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 広報紙の作成に当たっては、市民に有益な情報

を厳選するとともに特集ページを設けるなど、ほ

かの媒体にはない紙面ならではの魅力を醸し出す

よう取り組んでまいります。今後もより分かりや

すく、かつ読みやすい紙面及び多面的で柔軟な紙

面構成について調査・研究してまいりたいと考え

ておりまして、併せて市民ニーズを把握するため

のアンケートにつきましても前向きに検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 ぜひアンケートにつ

いては検討していただきたいと思います。 

 再質問を続けます。広報紙に掲載されている広

告の毎月の件数及び収入、広告依頼者の選定はど

のように行っているのかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 広報紙に掲載されている毎月の広告件数は４枠

となっており、１件当たり税込み１万3,200円、

合計５万2,800円が毎月の収入となっております。

広告依頼者の選定といたしましては、広報うるま

の受注業者が直接依頼を受け、本市を経由し掲載

することとなっております。また、広告業者につ

きましては、公平性を担保するため、基本的には

３か月に１回入れ替えることとしております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 広告収入は月額５万

2,800円、年間63万3,600円程度の収入になるわけ

ですが、どのように使われているのか。さらに提

案をいたしますが、広報紙各ページの最下部の余

白の部分にテロップのような文字のみの広告を入

れることで紙面に影響なく収入の確保につながる

と考えますが、所見を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） お答えしま

す。 

 広告収入につきましては、議員御指摘のとおり

年間63万3,600円の収入がございまして、広報紙

の作成事業に充当しております。また、議員御提

言の広報紙各ページの最下部の空白の部分にテ

ロップのような文字のみの広告を入れることにつ
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きましては、印刷の兼ね合いなどもございますの

で、事業者などと確認をし検討してまいります。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 ぜひ検討していただ

きたいと思います。この余白を活用したテロップ

のような広告については、自治体名は忘れました

が、実際に広報紙の余白部分を活用している事例

があることから提案をしております。引き続き調

査・研究をしてまいりますので、当局においても

御検討をよろしくお願いいたします。これでこの

質問については閉じます。 

 最後の通告６点目、農業振興に関連する事項に

ついて伺ってまいります。近年、農地等において

土地改良や客土などを装い、悪質な土地開発、不

法投棄が疑われる埋め土など通報件数が増えてい

るとの情報が寄せられております。当局において

指導している農地法違反または農振法違反等の件

数について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） 天願久史議員

の一般質問にお答えします。 

 現在、沖縄県のほうにも報告をしながら農振法

及び農地法違反などで指導している件数は５件と

なっております。また、耕作放棄地などに不法投

棄されているとの情報もありますが、現時点で正

確な調査を行っておりませんので件数は把握して

おりません。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 再質問いたします。 

 不法投棄や農地法違反、農振法違反などの罰則

についてどのようになっているのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 不法投棄に関する罰則につきましては、昨日の

下門勝議員の一般質問に市民生活部長が答弁した

とおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25

条にて５年以下の懲役、1,000万円以下の罰金ま

たはその両方、法人の場合は３億円以下の罰金が

科せられ、農地法違反につきましては、個人の場

合、同法第64条において３年以下の懲役または

300万円以下の罰金となっております。また、農

振法、いわゆる農業振興地域の整備に関する法律

に違反した場合、同法第26条において１年以下の

懲役または50万円以下の罰金となっております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 ただいまの答弁で、

それぞれ罰金刑等も含む処罰がされることを確認

しております。 

 再質問いたします。最終的な指導・処分の権限

は沖縄県であるようですが、現在本市が指導して

いる５件はどのような指導・処分が科されている

のかお伺いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 農林水産部長。 

○農林水産部長（座喜味 達也） お答えいたし

ます。 

 現在、盛り土などの２つの案件につきましては、

本市として農業委員会と農林水産政策課で連携し、

聞き取りを行った上で是正勧告等の文書を送付し、

沖縄県へ違反案件を報告しております。その後、

沖縄県が事業者から事情を聴取して、今後の改善

に向けて指導を行っているところでございます。

また、その他の３案件につきましては事業者へ本

市から口頭指導を行っておりますが、今後改善に

向けて進展が見られなければ、農地法第51条によ

る違反転用に対する処分及び農業振興地域の整備

に関する法律第15条の３の規定による監督処分等

により、沖縄県の権限で処分等が行われるものと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 天願久史議員。 

○２０番 天願 久史議員 答弁からしますと、

現在２件の違反案件については、沖縄県が今後の

改善に向けて指導を行っているとのことですが、

中には住宅地に隣接している盛り土もあり、雨の

たびに赤土の流出や土砂災害の危険もあることか

ら早急な原状回復も求められております。本市で

の対応には限界があることを答弁でうかがい知る

ことから、今後は最終的な責任の所在も明確にし、

法的にも指導権限のある沖縄県の責任において農

地パトロールを強化し、しっかり期限を設けて事
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業者が改善事項を履行していくかについて注視を

行い、違反者には毅然とした態度で対処するよう

沖縄県に対して強く申入れを行いますよう要望・

提言申し上げ、この質問を閉じます。 

 これで大きい項目６点、今定例会の私の一般質

問を終わります。 

○議長（比嘉 直人） 午前の日程をこの程度に

とどめ、午後１時30分より会議を開きます。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１２時０２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 次の質問者、又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 皆さん、こんにちは。

質問王、又吉法尚です。今議会最後の登壇者とな

り、類似した質問も幾つかあるかと思いますが、

再質問との兼ね合いもありますので、終わりよけ

れば全てまたよしとなりますように今回もよろし

くお願いします。早速行きたいと思います。 

 １番目、給食費無償化に関連する事項について

であります。まず初めに、県が2025年度から開始

を予定している県内市町村立・県立中学校に通う

中学生の学校給食費無償化支援事業について概要

を確認させてください。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 又吉法尚議員の

御質問にお答えいたします。 

 県教育委員会のほうからは、詳細な制度設計に

ついては今後、市町村との意見交換を踏まえ検討

を行うとしております。大まかな内容といたしま

して、県は市町村に対して就学援助対象者を除く

中学生の給食費の２分の１相当を補助するとして

おります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 本来全額がいいんで

すけれども、２分の１からのスタートということ

が確認できました。 

 ２番目に行きます。県は当初、全面無償化をす

る市町村に限り半額を補助する計画を発表してお

りましたが、公平な支援という観点から２分の１

を県がやるという答弁を今もらいました。私も新

聞等で確認はしています。うるま市も県の事業に

賛同して半額を補助した場合、市の財政負担額を

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 県教育委員会によりますと、補助対象が就学援

助対象者を除く中学生となっておりますので、対

象生徒数が約2,500人、総額１億5,800万円。県の

補助が２分の１となりますので、補助額が約

7,900万円。市の負担額は生活保護世帯、就学支

援世帯など、現在負担している約7,800万円を合

わせると約１億5,700万円となります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 部長、答弁ありがと

うございました。今、市が生活保護世帯、就学支

援世帯を7,800万円補助していることも確認でき

ました。県が半額の２分の１である7,900万円を

補助することも確認できました。 

 ３番目に行きます。それでは、財源を確保して

うるま市も2025年度から中学生は給食費無償化を

する考えはないのか、中村うるま市長の今後の考

え方をお伺いします。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 又吉法尚議員にお答えを

いたします。 

 給食費の無償化については、せんだって市長会

において完全無償化を求めるということで知事に

要請を行っております。今後、先ほど学校教育部

長からございましたように、我々は負担額が大き

くなるということもあります。さらに２年間にお

いて物価高騰による食材費の支援も行っている状

況であり、今後とも恒久的に予算の確保というこ

とは大変厳しいというようなことでありますので、

知事においては公約どおり完全無償化を行ってい

ただきたいということで要請をしてまいりたいと

思っております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 
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○１８番 又吉 法尚議員 市長、答弁ありがと

うございました。確かに、知事の公約に全額無償

化とありましたので、本来なら県の知事のほうが

やるべきかなと私も思っております。しかし、国

がやるべきことを県・知事が代わりに半額補助、

無償化してやるよと言っているのですから、でき

れば7,800万円、7,900万円でしたか。うるま市も

中村市長がほかの市町村に先立って、うるま市は

やるよ、賛同してやるよと言ってくれたほうがう

るま市のためにも、表現が当たっているのか分か

らないですが、市長のためにも、市長はよくやっ

てくれたなという保護者の声も大きいのかなと私

は思ったりもしていますので、ぜひ県のほうとも

調整しながら、今後なるべく早く無償化に向けて

やってほしいと思っております。よろしくお願い

します。 

 ４番目、最後に2025年度から中学生が給食費無

償化になった場合、これは半額補助ですが、併せ

て小学生を対象に追加してほしいと思いますが、

県への要請はうるま市としてどう考えているのか

伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） 御質問にお答え

いたします。 

 本市といたしましては、沖縄県知事が選挙公約

で掲げた小学校も含めた全額県負担による完全学

校給食費無償化の実現を強く要望しているところ

でございますので、沖縄県の予算で実現していた

だきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 又吉法尚議員にお答えを

いたします。 

 小学校も含めた全額県負担による完全学校給食

費無償化ということが私は望ましいと思っており

ます。我々がこの学校給食費というものに対して

知らされたのがここ最近でございます。いきなり

のそういった中学校の半分負担ということもあり

ます。その内容は給食費の半分の無償化をやりま

すよというだけでありまして、しかしながら我々

市町村としてはどういう形で行っていくんですか

ということと、あとは事務的な経費、事務作業等

も含めてどのような形でやるんですかというよう

なことも一切我々に説明がございません。という

ことは、次年度からそれを行うということがあれ

ば、今回の中学校の問題に対してもどのように進

められるのかなということと、あとは小学校も含

めた部分ということは、知事のおっしゃっている

中学校は親の負担の厳しい、受験などの多くのお

金がかかっているというような御説明もありまし

たが、しかしながら、又吉議員も御心配なされて

いるように小学校も大変厳しい今の生活の状況だ

と思っておりますので、その辺を含めてしっかり

と県からは説明を受けたいですし、今後ともこの

件に関してはしっかりと県に求めてまいりたいと

いうことであります。私どものうるま市としての

判断といたしましては、知事公約である小学校・

中学校も含めた完全無償化ということを県に要請

してまいりたいということであります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 市長、丁寧な答弁あ

りがとうございます。私も、知事が本来ならば

小・中学校含めて完全無償化することを公約にも

掲げていますから、やってほしいと思っておりま

す。今回中学校の半額無償化をやると言っていま

すので、これが段階的に小学校も半額になったり、

ひいては小・中学校全額無償化するんだよと言っ

てくれると私も思っています。知事はまだ任期も

残っていますので。ただ、任期前にやるよりは早

めにやってくれたほうが小・中学生の子を持つ親

としては助かりますので、この辺もぜひうるま市

も県のほうに強く要請しながら、早めに完全無償

化できたらいいと思っていますので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

 ２番目、待機児童ゼロに関連する事項について

であります。一時は社会問題となっていた待機児

童が今では全国でピーク時の10分の１まで減少し、

沖縄県におきましても昨年まで８年連続で減少し、

ここうるま市ではやっとゼロ人になりました。当

局の長年にわたる努力に対し、保護者の一人とし

てお礼を申し上げます。よく頑張りました。本当
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にありがとうございました。それでは待機児童ゼ

ロ宣言の概要から伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 又吉法尚議

員の御質問にお答えいたします。 

 令和６年４月１日の保育所入所申込者数は

6,053人、入所決定者数は5,950人、入所選考から

漏れた方が103人となっております。そのうち市

外19人、また企業主導型保育所利用者７人、育児

休業延長希望者37人、合計63人を除いた40人が実

質的な潜在的待機児童数となります。市内保育施

設には定員の空きがあることから、その40人全員

に対し近隣保育施設へ御案内いたしましたが、希

望がなかったため国の調査要領に基づき特定園を

希望する方として待機児童から除かれ、令和６年

４月１日の待機児童数がゼロとなっております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 参事、答弁ありがと

うございます。長い間本当にありがとうございま

した。参事が課長の頃からどうにか待機児童ゼロ

宣言がいつできるかと聞いて、やっと宣言できま

した。本当にお疲れさまです。今後も継続できる

ようよろしくお願いしたいと思います。 

 ２番目、うるま市では平成29年333人の待機児

童数を最大に年々減少し、先ほどから同じことを

申し上げていますが７年間でゼロ人になりました。

待機児童解消に至った主な要因について伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 待機児童解消に至った主な要因として４点ある

ものと考えております。１点目に、利用定員の確

保に向けた55施設の整備。２点目に、保育士確保

などを目的とした既存の国・県の補助事業の実施

に加え、市独自のこどもゆめ基金を活用した独自

事業の実施。３点目に、保育施設及び保護者との

丁寧な入所調整。４点目に、各保育施設の尽力が

挙げられます。公私連携による認定こども園の開

設や保育士確保に向けた事業の実施、受入れ定員

の確保に向けた調整など、各保育施設の御理解と

御尽力の下、待機児童の解消が達成できたものと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 本当にすばらしいと

思います。施設整備しかり保育士の確保、本当に

頑張った結果、ゼロ人になったと私も思っており

ます。 

 ３番目に行きます。令和２年度から利用児童数

より利用定員数が上回っているうるま市ですが、

待機児童数がそのときはゼロにならなかった原因

の一つとして、保育士の確保が挙げられると私は

思っておりますが、一度働いてもらった保育士を

離職させない、末長く働いてもらうための努力、

環境整備、本市独自の施策をいま一度確認します。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 保育士確保の取組につきましては、保育施設な

どと連携を図り既存の国・県の補助事業の実施に

加え、市独自のこどもゆめ基金を活用した保育士

再就職促進助成金事業や保育士宿舎借り上げ支援

事業に対し市独自の支援を実施しております。ま

た、今定例会に新たな独自事業の試みとして保育

士など保育施設職員全員が安心して働ける環境を

支援するため、対人・対物事故などへの補償や感

染症罹患時の補償などを包括した保険加入を支援

する保育士等定着化促進保険助成事業をモデル事

業として提案しております。このような施策を通

して、市内保育施設の保育士などが働きやすい環

境整備を支援することにより、保育士などの離職

防止や潜在保育士の確保につながるものと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ちょっと新しい言葉

が出たので再質問します。 

 新たな独自事業の試みとして、対人・対物事故

等への補償や感染症罹患時の補償等を包括した保

険加入を支援する保育士等定着化促進保険助成事

業をモデル事業として提案しているとのことです

が、その内容を伺います。 
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○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 再質問にお

答えいたします。 

 保育士等定着化促進保険助成事業は、保険会社

により多少の違いがあると思いますが、保育士及

びその他の保育従事者を対象に保育所などにおけ

る対人・対物事故や情報漏えい、人格侵害への補

償のほか弁護士費用の一部補償、インフルエンザ

やノロウイルスなどの感染症罹患時の見舞金など

を補償する保険を予定しております。今年度はモ

デル事業として約10施設、250人程度を対象に１

人1,800円の保険料を上限として、市の10分の８

の補助率で実施を予定しております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 今いい答弁がありま

した。今まで自分で支払っていた車の対人・対物

事故の補償であったり、人格侵害への補償、今は

いろんな保護者もいれば園長先生もいるのか分か

らないですけれども、いろんなトラブル等もあり

ますので、その辺のところが保険で賄えると。そ

してインフルエンザやノロウイルス、コロナもな

のかな。その辺の感染症で休んだときの補償もあ

ると。こんなにすばらしい補償がある市は、うる

ま市だけだと私は思っています。ただし、現状は

うるま市の保育士はとてもいい待遇でいい給料を

もらっているけれども、やはり辞める方がいるん

です。うちの近くの保育園でもそうなんですけれ

ども、その保育士の方を離職させないために次の

質問に行きたいと思います。 

 待機児童数がゼロになりました。次年度以降も

ゼロを継続してほしいと思っておりますが、今後

の当局の考え方を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 次年度以降も待機児童の解消を継続するために

は、保育士の確保が重要な課題だと考えておりま

す。今後も引き続き保育士確保などの支援、保護

者に寄り添った入所調整を行いながら、限られた

財源の中でより効果的な支援が行えるよう国・県

の動向も注視しつつ、各保育施設と連携を図り取

り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 実は私ごとなんです

けれども、コンビニでアルバイトをしている保育

士資格を持つ従業員がいたんです。うるま市は今

保育士の給料も高いよ、最高だよということで保

育士になった事例もありまして、私もやはり保育

士は需要もたくさんあっていい仕事だと思ってい

ますので、ぜひ今後も保育士を確保しながら待機

児童ゼロを頑張ってください。 

 ５番目、最後に利用定員数の確保に向けた施設

整備はもう整いました。先ほどから答弁にもある

ように、保育士もある程度確保しました。しかし、

今後少子化の波がうるま市にも確実にやってきま

す。認可保育園の経営の考え方について当局の見

解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） お答えいた

します。 

 本市におきましても、今後少子化により入園児

の減少が予想されます。各保育施設は保護者や保

育士などからいかにして選ばれる園になるかが保

育所などの運営に重要となるものと考えておりま

す。また、保育施設によっては定員割れが生じて

くる園も想定されます。今後は今年度策定しまし

たうるま市令和６年４月以降の利用定員減少の取

扱い要領を基に、一定期間にわたり定員割れが生

じている園につきましては、事前協議の上、利用

定員の見直しなどについても検討してまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 そうですね。枠を増

やしたので、少子化になったらどうしても空き定

員は出てきますよね。 

 再質問したいと思います。今後は利用者、保育

士から選ばれる園になるかが経営する上でとても

重要になってくると私も思っております。しかし、

空き定員が一定期間続く法人はどうしたらいいで

しょうか。利用定員を減少して見直した場合、勤
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めている職員の皆さんの処遇・待遇は守られるの

でしょうか。当局の考え方をいま一度確認します。 

○議長（比嘉 直人） こども未来部参事。 

○こども未来部参事（上運天 健） 再質問にお

答えします。 

 法人保育所などに交付される運営費は国で定め

られた単価を基準に交付されております。利用定

員が減少した場合にも適正な運営費が交付される

ことから、保育士などの処遇や待遇は守られるも

のと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 定員割れしたので保

育士にもう辞めてくださいとか、本当にそういう

ことがないように、適正な運営費が交付されてい

るということですので、保育士の処遇・待遇をぜ

ひ守ってあげてください。一方で、法人の先生方

は莫大な借金をして保育園経営をしている方もい

ます。やはり定員が減ってしまうと経営も成り立

ちませんので、その辺の指導方も予測しながら頑

張りましょうということでいろいろ巡回しながら

応援してあげてください。よろしくお願いします。 

 ３番目、うるま市立赤道小学校「よい子のあゆ

み（通知表）廃止」に関連する事項についてであ

ります。まず初めに、よい子のあゆみ、通知表廃

止に至った経緯・取組について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 当該校においては、３年前から校長が教員の意

見を踏まえて通知表の記載内容について段階的な

見直しを図っており、昨年度の２学期には学習状

況などに関する所見欄の縮小を行っております。

さらに、今年度は従来の通知表から教科ごとに作

成した成績診断シートを個票として作成すること

を決定し、学校運営協議会において承認を得て、

その後に保護者説明会での周知を行っております。

教育委員会としましては、従来の通知表という形

式ではなく学習状況を記した個別のシートを配付

することとしたということで、当該校では学習状

況の伝え方を変更したものと捉えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 部長、忘れました。

私、お昼に玄関に自分の１年生から６年生までの

よい子のあゆみを準備していたんです。45年前の

もの。これぐらい大事なんだよと見せる予定が、

本当にありますので、それぐらい大事だと伝えた

かったです。 

 ２番目、よい子のあゆみを廃止し個票を導入す

ると今答弁にありましたが、通知表廃止のメリッ

ト、デメリットを伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 学習評価は、学校における教育活動に関し、児

童・生徒の学習状況を評価し、児童・生徒にどの

ような力が身についたのかという学習成果を的確

に捉え、教師が指導の改善を図るとともに、児

童・生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習

に向かうことができるようにする重要な意味がご

ざいます。各学校においては、このような学習評

価を教師と児童・生徒との個人面談や保護者を交

えた三者面談などの機会を捉えて説明し、次の学

期や学年へ向けて児童・生徒の意欲向上につなげ

ております。通知表廃止についてのメリットとし

ましては、学期ごとに通知表を作成する教員の業

務が軽減されることが期待されます。一方で、学

習評価の意義や狙いを踏まえた学習状況の細やか

な情報を児童・生徒や保護者へ十分提供できるか

気になるところでございます。教育委員会としま

しては、児童・生徒の学習状況などを児童・生徒

や保護者へ伝えるために、従来の通知表という形

式に代わる手段を講じる必要があるものと考えて

おります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 教員の業務は負担軽

減されるが、児童・生徒や保護者へ十分な学習状

況などの細やかな情報が提供できるかが少し気に

なります。 

 次の質問に行きたいと思います。学校運営協議

会で審議し、保護者説明会を経て実施に至ったと
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聞いていますが、通知表の所見欄にある児童の学

校の様子が知りたいといった反対する意見等はな

かったか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 通知表の記載内容の見直しについて、学校運営

協議会及び保護者説明会において反対の意見はな

かったとのことです。また児童の学校生活の様子

や学習の状況については、面談を利用して児童や

保護者にお伝えすると報告を受けております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ちょっと気になる点

があるので再質問させてください。 

 通知表が廃止になることで、現在の自分の学力

のレベルの確認や中学受験をする児童もいるかと

思いますが、その児童にとって不利にならないで

すか。見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 当該校では教科ごとに成績診断シートを作成し、

実施した全ての単元テストの個人結果と学級平均

などを表記した個票を配付することとしておりま

す。また、中学校受験を希望する児童には個別の

対応が可能であるとのことでした。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 対応よろしくお願い

します。 

 ４番目、児童に通知表を渡すかどうかは学校長

の判断に委ねられているとのことですが、事前に

教育委員会への相談等はありましたか。うるま市

教育長として、この通知表廃止の件について当初

どう思いましたか。現在の考え方も併せて伺いま

す。 

○議長（比嘉 直人） 教育長。 

○教育長（嘉手苅 弘美） 又吉法尚議員の御質

問にお答えいたします。 

 通知表につきましては、教育委員会で統一する

ことはなく、各学校が記載内容を精選したり形式

を見直したりしながら、児童・生徒が今学期を振

り返り、次の学期に向けて新たな決意が生まれる

よう毎年検討し配付しております。今回の件も含

めうるま市内の全小・中学校ともに通知表の記載

内容、形式などについての報告はございません。

また、近年は教員の業務負担軽減の視点から、文

部科学省が作成した負担軽減に向けた事例集にお

いては、通知表の所見を段階的になくしていった

学校の事例も紹介されております。昨日の下門勝

議員の一般質問でも答弁いたしましたが、通知表

を廃止すると報道されました当該学校では、通知

表の在り方を見直すことで教員の時間的な余裕を

生み、子供たちの様子をよりきめ細かく見取り、

保護者との面談も充実させ、子供の主体性と個性

を伸ばすことにつながる個別シートという形に評

価方法を行うことにしたと認識しております。当

該校の新たな評価の形を先生方が模索する中で通

知表を配付する目的の原点に戻り、教育における

評価とは何か、教育評価はどうあるべきかを教員

間で議論し検証していただき、その結果を市内

小・中学校で共有していきたいと考えております。

教育委員会としましては、そのための適切な助

言・指導を行っていきたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 教育長、ありがとう

ございました。今回の件、通知表の記載内容、形

式などについては全小・中学校からの報告はない

と。それは継続するからないのであって、廃止す

る場合に、私はやはり教育委員会に一言、廃止し

ようと思っているんですけれどもどうですかとか

教育長に相談をしてほしかったなという思いが

あったものですから、ぜひ今後は先ほども答弁に

ありましたように適切な助言・指導を行ってくだ

さい。よろしくお願いします。 

 ５番目、教員の業務負担軽減ができ、より質の

高い授業や個別指導ができる可能性があると私も

思います。働き方改革の一環だと考えられますが、

今後他校への通知表廃止の波及について、当局の

考え方を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 
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○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 教員の業務負担の軽減を図ることは大切な視点

ではありますが、児童・生徒が学習の成果を振り

返り、自分自身にどのような資質能力が備わった

のかを知り、学習の改善に生かしていくことや教

員が児童・生徒の学習状況を把握し、自身の指導

を振り返って授業改善に生かしていくことは大変

重要です。これらのことを念頭に、各学校におい

ては校長を中心に通知表の様式変更や記載内容の

見直しなどを進めていく必要があるものと認識し

ております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 先ほどから私も答え

たりしていますので繰り返しになると思いますが、

最後に質問したいと思います。私は教員の負担を

減らし、指導時間を確保するためによい子のあゆ

み、通知表を廃止するという取組は教育現場にお

いて大変重要な一歩だと思っております。しかし、

今後他校へ波及した場合、教育の質と教員の負担

軽減のバランスがとても大事だと考えております。

今後、校長会等で通知表廃止の件について議論し

提言していく考えはないですか、伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 学校が児童・生徒や保護者に対し、学習評価に

関する仕組みについて事前に説明したり、評価結

果について丁寧に説明したりするなど、評価に関

する情報をより積極的に提供して児童・生徒や保

護者の理解を得ることは、学習評価に対する信頼

性を高めることにつながります。今後も定例校長

会における研修などを通して、学習評価に関する

研修や協議の場を設定してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 部長、教育長、よろ

しくお願いします。私はこの件を新聞で見たとき

に、地元の川崎小学校の保護者四、五人に聞きま

した。川崎小学校も通知表がなくなったらどうす

ると。川崎小学校は今通知表がありますので、み

んな反対だったんです。何で、通知表がなかった

ら困るよねと。細かい理由も分からないですから、

やはり教員の負担軽減ではないかという話をした

ら、何でもかんでも教員の負担軽減をして、学校

の質とか情報とか通知表の大事な部分を残してほ

しいという意見もありましたので、それは個票で

カバーしてください。ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

 ４番目、うるま市小・中学校水泳授業に関する

事項についてであります。１、まず初めに、２月

定例会での答弁では、水不足が懸念され水泳の授

業の時期がずれ込むと予想されておりましたが、

現在のダムの貯水率と例年どおり水泳授業を開催

することが可能なのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 現在の県内ダムの貯水率は100％と伺っており

ます。６月より、学校においては通常どおり水泳

授業は実施されております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 そうですよね。雨が

たくさん降りましたのでよかったです。今日、

プールの道具を持った子供たちが朝元気よく登校

して、今日はプールだよと喜んでいました。とて

もよかったです。雨が降って本当によかったと思

いますし、水不足もなくなって、私もどんどん洗

車もしていきたいと思います。 

 ２番目、続きまして、各小・中学校プール管理

人の確保の現状と平均年齢、救急救命講習、ＡＥ

Ｄの取扱い等管理体制について伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 本市では、プール管理について市内小・中学校

26校を対象施設としてうるま市シルバー人材セン

ターと業務委託を締結しております。管理人とし

て総勢27人を確保しており、平均年齢71歳となっ

ております。業務内容としましては、主にプール
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施設内の管理保全、機械設備の維持管理、プール

の水質管理等を行っております。学校においては、

教職員対象及び児童・生徒を対象に救急救命講習、

ＡＥＤの取扱い等についての講習等を実施し、安

全指導及び管理を行っております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 この質問は、一旦

プールが延期するよと言ったものですから、管理

人は別の仕事に就いていないかなという心配もあ

りましたので確認しました。今聞くと、平均年齢

が71歳、最年長84歳と伺っております。やはり暑

いので、熱中症とか管理人に何かあっても困りま

すし、水を飲んだり休憩したり、その辺の配慮や

アドバイスもぜひしてあげてください。管理人は

暑い中でも真っ黒に日焼けしながら頑張りますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ３番目、教員の多忙化の一つに水泳の授業指導

があると現場の声がありました。特に女性教員は

デリケートな部分もあると思いますが、教育委員

会としての対応方を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 水泳指導については、学習指導要領において必

修と定められており、泳力の向上だけでなく水の

危険性から身を守る力を身につけさせ、多様な環

境の下で安全に生きる力を育む大切な活動である

と考えております。教員の負担軽減や児童・生徒

の泳力向上については、学校からの要望に応じて

沖縄県教育委員会から派遣される体育実技指導員

を配置するなど対応をしております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ぜひ女性の教諭でも

楽しく水泳の授業ができるようにお手伝いしてあ

げてください。よろしくお願いします。 

 ４番目、浦添市神森小学校では水泳の授業を民

間委託しております。民間委託によって子供たち

の水泳技能の向上や教員の負担軽減につながるこ

とが狙いだそうです。うるま市も今後スイミング

スクールに委託することは可能ですか、見解を伺

います。 

○議長（比嘉 直人） 学校教育部長。 

○学校教育部長（大里 元児） お答えいたしま

す。 

 市内の各学校の状況も踏まえつつ、水泳授業の

民間委託の可能性について、今後調査・研究して

まいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ありがとうございま

す。ぜひよろしくお願いしたいと思います。やは

り、水泳の得意な人が指導をすると子供たちの泳

力はすぐに上達しますので、できればよろしくお

願いしたいと思います。 

 ５番目、クリーンな選挙への取組に関連する事

項についてであります。去る６月16日に県議会議

員選挙が行われました。そこで日に日に目にした

のが各候補者の違法なのぼり、開催日時を過ぎて

もずっとそのままにしてある横断幕、立て看板で

あります。特に主要各交差点には、歩行者の安全

が守られていないのぼりの掲示が見受けられまし

た。私はその候補者に電話して、ちょっと危ない

のでどかしてもらえますかとお願いしております。

まずは、うるま市選挙管理委員会の取った各陣営

への対応方、そして市民からの苦情はなかったで

すか、併せて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） 選

挙管理委員会委員長から答弁の委任を受けており

ますので、私事務局長のほうから又吉法尚議員の

一般質問に答弁させていただきます。 

 違法なのぼりや横断幕などの対応につきまして

は、市選挙管理委員会から全ての立候補予定者へ

令和６年５月16日付で事前運動の禁止及び違法文

書図画の撤去についての文書を送付しております。

市民からの苦情につきましては数多く寄せられ、

その都度電話にて各候補者等へ撤去を依頼したと

ころであります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 質問を続けます。２

番目、私は、違法掲示物の対策を強化することは、
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事前の選挙運動を防ぐだけではなく、のぼりやポ

スターがお金がかかる選挙の一因となり公平・公

正な選挙を害するおそれがあると考えております。

そこで質問しますが、候補者ののぼりの数が多け

れば多いだけ有権者の支持が得られ、票が多く入

るのですか。選挙管理委員会の見解を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 選挙管理委員会としましては、御質問ののぼり

と得票との関係については承知しておりませんの

で、御了承ください。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ですよね。そうだと

思います。しかし支持する方々は、向こうはのぼ

りが何本立っていたよ、こっちも立てないと票が

入らないよと。やはり勘違いしている人も多いで

すので、私ものぼりが多ければ票が多く入ると

思っていません。ですので、その辺のところもぜ

ひクリーンな選挙ができたらいいのかなと思って

います。 

 ３番目、続きまして、この件は前々から提案し

ておりますが、クリーンな選挙、お金のかからな

い公平・公正な選挙を目指すためにも、うるま市

は横断幕、のぼり、立て看板を一切掲示しない。

それ違法ですとＰＲし、広報紙や横断幕等を使っ

て市民へ宣言する考えはないか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 公職の候補者や後援団体等が、公職選挙法を遵

守することで、違法掲示物のない選挙ができると

考えております。市選挙管理委員会の宣言につい

ては考えておりませんが、公職の候補者側からの

発信として実現できれば、効果は非常に大きいと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 公職の候補者という

と私も入るのかな。ぜひ市議会一団となって、う

るま市はクリーンな選挙を目指しますということ

ができたらいいなと思っていますので、ぜひ皆さ

ん、賛同をお願いします。 

 ４番目、続きまして、投票率アップの取組とし

て期日前の投票所としてサンエー、イオンの大型

ショッピングセンターを過去にも提案してきまし

た。今回も他市の那覇市、浦添市であったり、同

じ系列の店舗では投票ができているのに、うるま

市ではなぜ実行できなかったのですか、伺います。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 大型ショッピングセンターでの期日前投票の実

施につきましては、二重投票を防止する観点から

ネットワーク整備、地域的なバランス、衆議院解

散等による急な選挙においても優先的に施設利用

ができるかどうかなど様々な課題がございます。

今回の沖縄県議会議員一般選挙では、期日前投票

システムの検証を行いましたが、安定的な通信に

課題が出ております。今後も実施している他市か

ら情報収集を行い、様々な課題について調査・研

究を行ってまいります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 同じサンエー、イオ

ンでできているわけですから、できるわけです。

ぜひ調査しながら、次の選挙ではできたらいいな

と思います。よろしくお願いします。 

 再質問します。では、連日多くの買物客でにぎ

わううるま市のファーマーズマーケットうるマル

シェは研修室もあり、期日前の投票所としては最

適かと考えます。投票率アップのためにも、当局

の今後の考え方を聞かせてください。 

○議長（比嘉 直人） 選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（眞喜志 亮治） お

答えいたします。 

 期日前投票所の設置には先ほど答弁いたしまし

た様々な課題がございますので、調査・研究を

行ってまいりたいと思います。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ぜひ調査・研究をし

てください。お願いします。 
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 それでは、選挙関連の最後です。これまで何度

も選挙を経験してきたうるま市長にお尋ねいたし

ます。現職の市長として、うるま市の投票率アッ

プの取組と、先ほどから申していますが横断幕、

のぼり、立て看板等の違法な掲示について市長の

今後の考え方をお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 市長。 

○市長（中村 正人） 又吉法尚議員にお答えを

いたします。 

 投票率の低さは、本市に限らず全国的な傾向で

あり重要な課題だと受け止めております。啓発に

ついては選挙管理委員会において様々な活動を

行っており、今後も継続的な活動が必要と考えて

おります。全国的な投票率アップに向けていろん

な動きをなさっている市であったり、選挙管理委

員会がありますので、その辺を参考にして今後の

投票率アップを考えていきたいと。特に、年齢の

低い18歳以上から30代までの間でどのような対策

が取れるかということをしっかり考えてまいりた

いと思っております。さらに違法な掲示物につい

てでありますが、私が議員時代におきまして、次

期議員選挙において候補者になり得る現職の議員

の皆さんで話合いをいたしました。そこで、のぼ

りや違法な掲示物を出すのは控えましょうという

ことで話合いをして、そのときの選挙においては

大分減ったというような印象がございます。さら

に、新人として出てくる候補者に関してもそのお

願いをしたという経緯がございまして、そのよう

なことを選挙のたびに、議員並びに私も含めてそ

ういう取組が必要なのかなと思っております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 市長、答弁ありがと

うございました。ぜひうるま市もクリーンな選挙

を目指したいと思っております。やはり選挙とい

うのは公費があってもお金はかかるものですので、

のぼり等のそういうものが掲示できないとＰＲす

れば、候補者はなかなかやらないと思うんです。

私でも選挙事務所の前と自宅ぐらいはいいのでは

ないかと思うんですけれども、自宅にやるのも違

反みたいです。なので、その辺もうまく議員の皆

さんで話合いながら、次はどの選挙が先に来るか

分かりませんが、ぜひうるま市は市を挙げてク

リーンな選挙ができたらいいなと思っています。

よろしくお願いします。 

 ６番目、第22回あやはし海中ロードレース大会

に関連する事項についてであります。去る３月３

日日曜日、「磯の香りを楽しみながら、海中道路

を走ろう」をスローガンに第22回あやはし海中

ロードレース大会が開催されました。私は議員に

なり、毎年ハーフマラソンと3.8キロメートル

ファミリーコースへ参加しているのですが、今回

気になった点を取り上げております。本大会がよ

りよい大会になるようにランナーの声を届けます

ので、よろしくお願いします。まず初めに、開催

日時の固定化についてであります。今大会は３月

の第１日曜日でした。たしか前回もでした。その

前が３月の第４日曜日、その前は４月の第１日曜

日と開催日時がバラバラであります。ＮＡＨＡマ

ラソンは12月の第１日曜日、おきなわマラソンは

２月の第３日曜日と固定していますので、ラン

ナーの皆さんは逆算して練習をしたり、申込みを

したりします。あやはし海中ロードレース大会も

日時を固定すれば練習を組みやすく、参加者も増

えるのかなと考えます。できれば、おきなわマラ

ソンの疲労も取れてきた３月の第３日曜日以降の

開催を個人的には望みます。当局の開催日時の固

定化の考えをお聞かせください。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） 又吉法尚議員の御

質問にお答えいたします。 

 第19回大会までは４月の第１週目の日曜日開催

で行っておりましたが、熱中症対策の観点からラ

ンナーの安全性の確保を最優先に、安心して大会

に参加できるよう検討を行い、第21回大会から３

月第１週目の日曜日に開催しております。御理解

いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ３月の第１週目と固

定すれば計算しやすくなると思います。ただし、

おきなわマラソンを走ったランナーからは、フル
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マラソンの２週間後はちょっときついなという声

もありましたので、声として届けたいと思います。 

 ２番目、続きまして、給水箇所の増設について

であります。ハーフマラソンを走るとき、給水は

不可欠となります。特に気温が上昇するとなおさ

らであります。私は与勝消防署平安座出張所付近

の給水所から次の給水所までの間、駐車場もあり

ませんから市民の応援もなく、特に喉が渇き、水

が欲しくなります。前回の質問で給水箇所をこの

間にぜひ増やしてくださいと要望しましたが、検

討されましたか。給水箇所をもっと増やしてほし

いとランナーの声はなかったですか、お伺いしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 今定例会において藏根武議員に答弁したとおり、

ハーフマラソンのコースでは、マラソン運営専門

業者の意見や気象条件による暑さ等も勘案し、10

か所の給水ポイントを設置しております。日本陸

上競技連盟競技規則で規定されている10キロメー

トル以上及びロードリレーを標準とする道路競争

の全ての種目において約５キロメートル間隔で給

水所を設けるものとする規定を満たした給水ポイ

ント数であると捉えております。御指摘の区間に

つきましては、給水所を増やしてほしいとの意見

は直接伺っておりませんが、参加者の安全確保の

ため、給水所の位置の検証と再配置について検討

をしてまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 陸上競技連盟の規則

ではルールは守られていると。県内のハーフマラ

ソンの大会がほとんど６か所であり、当大会は10

か所ありますよという答弁ですが、あやはし海中

ロードレース大会は暑いんです。お分かりのとお

り、３月の第１日曜日は本当に太陽が出たら地獄

のように暑いです。そのために、ほかのハーフマ

ラソンは11月とか１月とかにあったりするので、

もしかしたら６か所でもいいのかなと思ったりも

しますので、私のためとは言わないですよ。この

区間は本当に喉が渇きますので、ぜひお願いした

いと思います。検討してください。 

 ３番目、今大会でも後半になると足を引きずっ

たり、けいれんをするランナーが多く見られまし

た。そこで活躍するのがメディカルランナーです。

まずはメディカルランナーの役割と資格、参加料

は出ますか。また今大会には何人のメディカルラ

ンナーが参加しておりましたか。募集方法も含め、

併せて伺います。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 メディカルランナーは医師、看護師、救急救命

士の資格を持ち、救護活動の補助を担っていただ

く役割であります。参加料はいただいておりませ

ん。今年３月の第22回大会では、応募によるメ

ディカルランナー１人、市消防本部の救急隊員４

人がメディカルランナーとして協力をいただいて

おります。なお、メディカルランナーの募集方法

は事務局またはホームページにて案内をしている

状況でございました。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 実は私はぐしかわ看

護専門学校に娘がいまして、そこの保護者会長を

しています。先生が何か地域のボランティアをし

たいと言っていましたので、看護の資格はまだ

持っていない見習いなんですけれども、ぜひこの

子たちも参加させて協力できたらなという思いも

あって今回取り上げていますので、ぜひ今後話し

合っていけたらなと思っています。よろしくお願

いします。 

 ４番目、今大会からハーフマラソンコースにお

いて足切り時間が設定されておりました。ラン

ナーからは足切り時間が早すぎる、コース内に足

切り時間の掲示板や残り何キロメートルとの表示

がない等の声がありました。また今回９時スター

トの予定が３分ほど遅れたので、足切り時間も３

分遅らせるべきだとの不満の声も上がっておりま

した。来年の大会からは、ランナーに分かりやす

く明確にしてほしいと思います。当局のスタート

時間が遅れたこと、足切り表示の掲示について今

後の考え方を聞かせてください。 
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○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 まずスタート時間の遅延につきましては、与那

城総合公園陸上競技場の整備事業の影響により、

前大会から変更が生じたスタートとゴール位置へ

のランナーの誘導が円滑に進まなかったことなど

運営上の問題がございました。また足切り時間を

３分遅らせることができなかったのは、交通規制

の時間的制約があったためではありますが、参加

者の皆様には大変御迷惑をおかけいたしました。

足切りについては、ホームページでの告知や会場

でのアナウンス、審判長からの説明や会場での表

示等も行っておりましたが、ランナーへの周知が

十分ではなかったと振り返っております。議員の

御指摘も踏まえ、次回大会からはコース内での分

かりやすい足切りや距離に関する情報の表示につ

いて対策を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 今大会できなかった

ことを次の大会でまた改善してください。お願い

します。 

 ５番目、続きまして、3.8キロメートルファミ

リーコースの参加料について伺います。市民に気

軽に参加をしてほしいファミリーコース。過去の

大会では団体割引もあり、野球、サッカー、バス

ケ、バレーチームと多くの子供たちがチーム単位

で申込みを行い、大会を盛り上げておりました。

しかし、近年の大会では参加料も個人2,000円に

値上がりし、団体割引もなくなってしまいました。

各チームの監督からは、毎年卒業記念として参加

していたが、高過ぎてチーム単位での申込みが厳

しい。また７歳未満の子を持つ保護者からは、子

供１人と夫婦２人で参加した場合は３人で１万円。

メダルもない。もっと安くしてほしいと切実なお

願いもありました。私は、もっと市民が気軽に参

加しやすく、参加者を増やすためには15歳以下は

一律1,000円、もしくは団体割引を復活し、団体

10人以上申込みには、大人も子供も併せて1,000

円にしてはどうかと考えます。当局の参加料見直

しの考え方を聞かせてください。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 昨年に引き続き、人件費や物価高騰、それから

安全対策などの経費がかかることから、運営費の

確保のため参加料の引上げを行っております。参

加料の見直しにつきましては、収支等を勘案しな

がら実行委員会において検討を行ってまいりたい

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ぜひスポーツ少年団

のみんなやベビーカーを押したお母さん方がもっ

と気軽に参加できるように安くしてください。お

願いします。検討してください。 

 ６番目、続きまして、こちらもランナーの声で

あります。ハーフマラソンの制限時間が現在２時

間50分に設定されておりますが、時間が短過ぎる

とのことです。趣味でマラソンをしているのです

が、アスリートでもないので２時間50分の制限時

間は厳しい。せめて３時間、３時間15分に延長し

てほしいとの要望であります。私は県内のハーフ

マラソンも走るのですが、例を挙げると南城市の

尚巴志ハーフマラソンは制限時間３時間15分です。

名護チャレンジＲＵＮは20キロメートルですが３

時間半。東村つつじマラソン大会も20キロメート

ルで３時間となっております。ランナーは参加す

るからには完走賞を目指し、完走賞が欲しいので

す。そこで質問しますが、２時間50分の制限時間

を３時間、もしくは３時間15分に延長する考えは

ないですか。今後の考え方を聞かせてください。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 あやはし海中ロードレース大会のハーフマラソ

ンの特性として、往路と復路が同じコースになっ

ております。宮城島、伊計島、浜比嘉島の住民や

事業者、観光客の方々へは交通規制により御不便

をかけている状況もあると考えております。御提

案の制限時間につきましては、交通規制によりさ

らに御不便を与えることを考えますと大変厳しい

ものであると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 



 

― 317 ― 

○１８番 又吉 法尚議員 ランナーの皆さんに

もっと練習してと言っておきます。 

 ７番目、それでは最後に、今後ハーフマラソン

コースを延長してフルマラソンコースを設定して

ほしいとランナーの声もありました。シーズンを

締めくくるフルマラソンとして、あやはし海中

ロードレース大会にフルマラソンコースを設定で

きないものか、当局の考え方を聞かせてください。 

○議長（比嘉 直人） 経済産業部長。 

○経済産業部長（岸本 力） お答えいたします。 

 フルマラソンコースとなりますと交通規制時間

が長くなり、さらに御不便を与えることを考えま

す。そのため、大変厳しいものがあると考えてお

ります。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 部長、すぐでなくて

もいいので、陸上競技場も新しくなって記念にフ

ルマラソンをやるとか、何かできたらいいのかな

と思うので、ぜひお願いします。今後考えてくだ

さい。 

 ７番目、うるま市職員採用候補者試験に関連す

る事項についてであります。まず初めに、令和６

年度うるま市職員採用候補者試験が大幅に変わる

と聞きましたが、その変更内容を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） 又吉法尚議員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年度までのうるま市職員採用候補者一次試験

は、受験者全員が定められた試験日に同じ会場に

集まり実施しておりました。今回導入するテスト

センター方式は、市が定めた全国300か所を超え

る会場で一定期間中に問題の出題から回答までを

パソコンで行い、土日・祝日にかかわらず受験す

ることができます。全国各地で受験ができること

から、より多くの方々にうるま市職員採用候補者

試験を受験できる機会になると考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ２番目、会場に設置

されたパソコンで受験する方式だと今伺いました

が、受験生にはパソコンに慣れた人、苦手な人、

得意・不得意が生じると思いますが、当局の見解

を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 テストセンター方式ではパソコンにて試験を行

いますが、回答の際に番号を入力するなど比較的

簡易な操作となっております。また各試験会場で

の操作説明もございますので、パソコン操作の得

意・不得意による試験結果への影響はないものと

考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 分かりました。 

 ３番目、テストセンターでの試験は、受験生が

都合のいい日時に都合のいい試験会場を自由に予

約し受験しますが、試験問題が違うことで平等性

は保たれるのか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 テストセンター方式につきましては、一定期間

中であれば試験日と会場を選択できるという仕組

みのため、その平等性には細心の注意が払われて

おり、同等の難易度となるよう試験問題も設定さ

れております。またテストセンター方式につきま

しては、近年多くの自治体において採用一次試験

に取り入れられており、その実績からも平等性に

ついては担保されているものと考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ４番目、例年１日で

終了していた一次試験、教養試験が今回は約１か

月間かかる。日程期間が長くなることで職員への

負担はないですか、伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 これまでの職員採用候補者試験では、試験前日

からの会場設営、当日の試験管理、試験終了後の

片づけまでを事務局である市職員が行う必要がご

ざいました。今回導入したテストセンター方式で

は、全国約300か所の試験会場で受験が可能とな

り、セキュリティー面を含めた会場管理も事業者

によって厳重に行われていることから、職員の負
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担としましては大幅に軽減できる試験制度である

と考えております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 最後に、今回試験の

実施方法が大幅に変更になることについて、受験

者への内容告知の方法を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 総務部長。 

○総務部長（山入端 立也） お答えいたします。 

 今回一次試験の実施方法が変更となるに当たり、

市ホームページや公式ＳＮＳにて２月より随時情

報を更新し、うるま市広報では３月号から５月号

までの裏面１面を使うなど積極的な周知を行いま

した。なお、今回の職員採用候補者試験申込者数

につきましては全体で489人となっており、昨年

度の応募者数と比較いたしまして約100人増と

なっております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ありがとうございま

した。 

 ８番目、ドッグラン整備に関連する事項につい

てであります。まず初めに、うるま市で飼われて

いるペット、犬の頭数を伺いますワン。 

○議長（比嘉 直人） 市民生活部長。 

○市民生活部長（松岡 秀光） 又吉法尚議員の

御質問にお答えいたします。 

 現在うるま市において飼われているペット、犬

のみになりますが、登録件数は令和６年６月18日

現在、6,762頭となっております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ２番目、ドッグラン

がある公園、犬専用の水飲み場やアジリティ施設、

ダストボックスを備えた場所はあるか伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 ドッグランにつきましては、沖縄県が所管する

金武湾港宇堅海浜公園内宇堅ビーチの一画を利用

し、指定管理者において自主事業として行ってお

ります。また、本市には犬専用の水飲み場やアジ

リティ施設やダストボックスを備えた場所はござ

いません。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 ３番目、ネットでう

るま市ドッグランと検索すると、宇堅ビーチドッ

グランとヒットしました。宇堅ビーチドッグラン

の利用状況と入場料を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 利用状況について指定管理者に確認したところ、

令和５年３月から令和６年５月までの間、約110

人が利用されたと伺っております。また入場料に

ついては初回登録料が1,000円、利用料金が500円

となっております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 続けます。災害時に

はペットスペースを確保するとうるま市では聞い

ていますが、その内容を伺います。 

○議長（比嘉 直人） 防災広報対策部長。 

○防災広報対策部長（大田 義浩） 又吉法尚議

員の御質問にお答えします。 

 災害時におけるペットスペースにつきましては、

市地域防災計画の地震・津波編で、ペットの同行

避難を考慮し避難所敷地内に確保することが規定

されております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 最後に、ペットにも

優しいうるま市へ、無料ドッグランの整備に向け

て今後の考え方を伺うワン。 

○議長（比嘉 直人） 都市建設部長。 

○都市建設部長（名嘉眞 睦） お答えいたしま

す。 

 今後、地域からの要望等がございましたら、安

全対策や周辺環境の状況などを勘案し、市民の御

意見なども伺いながら検討してまいりたいと考え

ております。 

○議長（比嘉 直人） 又吉法尚議員。 

○１８番 又吉 法尚議員 以上です。ありがと

うございました。 

○議長（比嘉 直人） 以上で本日の日程は終了
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しました。 

 明日６月27日は事務整理のため休会となってお

ります。次回は、６月28日金曜日午前10時から会

議を開きます。 

 本日は、これで散会します。 

散 会（１４時４１分） 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

１４番議員  池宮城 善 伸 

 

１５番議員  伊 礼   正 
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第176回うるま市議会（定例会）会議録 
（10日目） 

 

◎ 令和６年６月28日（金） （１０時００分 開議） 

 

◎ 出席議員（26名） 

１番 真栄城   隆 議員  15番 伊 礼   正 議員 

２番 高 屋   優 議員  16番 宮 城 一 寿 議員 

３番 糸 数 昌 宗 議員  17番 仲 程   孝 議員 

４番 伊 盛 サチ子 議員  18番 又 吉 法 尚 議員 

６番 国 吉   亮 議員  19番 下 門   勝 議員 

７番 伊 波 良 明 議員  20番 天 願 久 史 議員 

８番 神 田 洋 一 議員  23番 比 嘉 直 人 議員 

９番 平 良 一 雄 議員  24番 國 場 正 剛 議員 

10番 真 壁 朝 弘 議員  25番 大 城   直 議員 

11番 幸 喜   勇 議員  27番 佐久田   悟 議員 

12番 玉 元 哉 世 議員  28番 兼 本 光 治 議員 

13番 玉 城 政 哉 議員  29番 藏 根   武 議員 

14番 池宮城 善 伸 議員  30番 伊 波   洋 議員 

 

 

◎ 欠席議員（１名） 

５番 金 城 加奈栄 議員   

 

◎ 欠員３名（21番、22番、26番） 

 

◎ 事務局出席者  

議会事務局長 知 念 義 浩  調査広報係長 伊 禮 君 人 

議 事 課 長 石 川 秀 吉  
調 査 広 報 係 

主 任 主 事 
山 城   太 

議 事 係 長 森 根 元 気  議事係主任主事 長 嶺 由 樹 
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◎ 議事日程第10号 

第１．会議録署名議員の指名 

第２．議案第59号 うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例 

第３．議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号） 

第４．議案第53号 うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

第５．議案第58号 うるま市市道路線の認定について 

第６．議案第46号 令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第７．議案第50号 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

第８．議案第51号 うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

第９．議案第52号 うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する条例 

第10．議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

第11．議案第56号 訴えの提起について（建物明渡等請求事件） 

第12．議案第57号 具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更について 

第13．陳情第19号 「シェルター建設」及び「建築基準法」に関する新たな法律の制定を求める陳情 

第14．陳情第27号 訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求

める陳情書 

第15．発議第４号 訪問介護費の引き下げ撤回と介護報酬引き上げの再改定を求める意見書 

第16．発議第５号 学校給食費無償化を求める意見書 

第17．発議第６号 沖縄県水道料金値上げに関する意見書 

第18．発議第７号 国による学校給食費無償化を求める意見書 

第19．閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

◎ 会議に付した事件 

議事日程に同じ 

 

 

○議長（比嘉 直人） これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります

議事日程第10号のとおりです。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規

定により、宮城一寿議員、仲程孝議員を指名しま

す。 

 日程第２．議案第59号 うるま市地方活力向上

地域における固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。総務委員長へ委員会審査の報告を求めます。

伊波良明総務委員長。 

○総務委員長（伊波 良明） 皆さん、おはよう

ございます。これより総務委員会委員長報告を行

います。 
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令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

総 務 委 員 会 

委員長 伊波 良明 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第59号 
うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び

不均一課税に関する条例の一部を改正する条例 
原案可決 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果を御報告いたし

ます。 

 議案第59号 うるま市地方活力向上地域におけ

る固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例について、委員から

「条例改正の概要について」質疑があり、当局か

ら「令和６年度税制改正により、地方拠点強化税

制の対象となる施設に保育所等の特定業務児童福

祉施設が追加になったことを受け、当該条例にそ

の対象施設を追加する改正となっている」との答

弁がありました。 

 また、委員から「具体的にどのような児童福祉

施設が対象となるのか」との質疑があり、当局か

ら「具体的には、家庭的保育事業、小規模保育事

業、事業所内保育事業、認可保育所、認定こども

園、そして認可外施設では、放課後児童健全育成

事業、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保

育事業などとなっている」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま総務委員長の報

告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。議案第59号 うるま

市地方活力向上地域における固定資産税の課税免

除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する

条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 日程第３．議案第48号 令和６年度うるま市水

道事業会計補正予算（第１号）から日程第５．議
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案第58号 うるま市市道路線の認定についてまで

の３件を一括して議題とします。建設委員長へ委

員会審査の報告を求めます。真栄城隆建設委員長。 

○建設委員長（真栄城 隆）  

 

令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

建 設 委 員 会 

委員長 真栄城 隆 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第53号 うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第58号 うるま市市道路線の認定について 原案可決 

 
  

 

 引き続き、審査の経過と結果を御報告いたしま

す。 

 議案第48号 令和６年度うるま市水道事業会計

補正予算（第１号）、議案第53号 うるま市水道

事業給水条例の一部を改正する条例の２件につい

ては関連する内容となっており、本委員会におい

て一括議題として審査を行ったため、一括して御

報告いたします。 

 まず、委員から「本市の料金改定は、県の水道

料金が上がるためか」との質疑があり、当局から

「県の料金改定による影響が大きく、本市料金回

収率が赤字に転じる見込みのため、本市も改定を

行う必要がある。また、市内には依然として老朽

管が多く点在しており、計画的な管路更新や耐震

化、継続した漏水防止対策に対応する必要があり、

他市と比べても面積が広くコストがかかるため、

安定給水の継続、適切な維持管理のためには料金

改定が必要である」との答弁がありました。 

 また、委員から「他市の料金改定状況について」

質疑があり、当局から「県の料金改定の影響を受

けない石垣市、宮古島市を除いた県内９市全市が

料金改定予定である。令和６年度中に改定予定は

うるま市１市、令和７年度中に７市予定、令和８

年に１市予定となっている。令和８年予定の１市

は全て県から購入しているわけではなく、自前の

浄水場を保持している関係で他市より遅く料金改
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定となっていると推測される」との答弁がありま

した。 

 また、委員から「うるま市は段階を踏んで令和

６年から料金改定を行う予定だが、他市に先んじ

て改定を行うのか」との質疑があり、当局から

「本市は近隣市と比べても配水池、ポンプ場など

の水道施設が多く、漏水発見件数も多いため、状

況が異なっている。維持管理の水準を保つために

は改定が必要と考えている」との答弁がありまし

た。 

 関連して委員から「他市が令和６年度に改定し

ないということは、県の料金改定に対して、うる

ま市よりも影響が少ないということか」との質疑

があり、当局から「他市は元々料金回収率が本市

より高く、県が受水費の値上げをしても直ちに経

営に影響が出ないものと推測される。うるま市は

これまでも人員適正化計画、検針業務の見直し、

個人集金からコンビニ払い、口座振替への変更な

どに取り組むことでコストを抑え、現在の料金水

準を維持してきた。そのため受水費値上げの影響

は大きい」との答弁がありました。 

 また、委員から「県が料金改定を行った理由に

ついて」質疑があり、当局から「北部の水源地か

ら中南部に水を供給するため、管路延長が長く、

多くの施設を保有している。そのため、動力費の

割合が高く、施設更新コストの増加など、物価高

騰、電気料高騰のあおりを受けコスト増となった。

また、これまで30年近く料金が据置きであったた

め、今回改定となった」との答弁がありました。 

 また、委員から「料金改定を行わないよう、水

道事業において企業努力を行う余地はないか」と

の質疑があり、当局から「先ほど説明したコスト

抑制の取組のほかに、有収率の向上、水道事業・

下水道事業の組織統廃合などに取り組んでおり、

また事業効率化のため包括委託などを検討してい

る。さらに管路経年化率は年々右肩上がりであり、

老朽管路の更新・耐震化は先送りにすることがで

きず、企業努力だけでは大変厳しい状況である」

との答弁がありました。 

 関連して委員から「老朽管更新についてどのよ

うな計画になっているのか」との質疑があり、当

局から「管路の法定耐用年数は40年であるため、

40年を超えたところから計画的に老朽管路の更新

を行っている。しかし、経年劣化は進むため老朽

管路の更新計画に終わりはない」との答弁があり

ました。 

 慎重に審査した結果、発議第48号（後に「議案

第48号」に訂正。）及び議案第53号につきまして

は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決し

ております。 

 次に、議案第58号 うるま市市道路線の認定に

ついて、委員から「栄野比１－74号線は既存の道

路か」との質疑があり、当局から「現在は建築基

準法における２項道路である。今後、市道認定を

行い、整備していく予定である」との答弁があり

ました。 

 また、委員から「豊原５－66号線について、場

所はどこか」との質疑があり、当局から「仲嶺上

江洲地区の土地区画整理事業の街路と接続する形

となる」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） 休憩します。 

休 憩（１０時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１４分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 真栄城隆建設委員長。 

○建設委員長（真栄城 隆） ただいま私が報告

した内容を一部訂正いたします。 

 先ほど慎重に審査した結果、「発議第48号」と

申し上げましたが、正しくは「議案第48号」でご

ざいます。訂正しておわびいたします。 

○議長（比嘉 直人） ただいま建設委員長の報

告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。議案第53号 うるま

市水道事業給水条例の一部を改正する条例に対し
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て、討論の申出がありますので、原案に反対の討

論を許します。伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 皆さん、おはようご

ざいます。議案第53号 うるま市水道事業給水条

例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。 

 提案理由は、沖縄県水道料金徴収条例の一部を

改正する条例が令和６年10月１日から施行される

ことに伴い、本市水道事業の健全な経営を図るた

め改正する旨となっています。今回の水道料金の

改正内容は、令和６年10月１日から令和８年８月

31日の増額改定の対応と令和６年10月１日から令

和７年３月31日の半年間、沖縄県企業局から受水

費の減免負担軽減であります。 

 令和６年10月１日から令和７年３月31日の水道

料金の改定による半年間の市民負担額はモデル

ケースで示されているように家庭用３人世帯から

４人世帯では、20立方メートル月277円、半年間

の増加額は1,662円です。令和６年度うるま市水

道事業会計補正予算でその分１億229万7,000円の

値上げ分が計上されているところであります。ま

た、令和７年４月１日から令和８年８月31日、こ

れは軽減策がないために月344円の負担になりま

す。年間の増加額は4,132円となり、年間におけ

る市民への影響額は約３億円と推測されるところ

であります。水道料金の増加分は、今後３年間の

間に２段階に分かれて、相次いで値上げされるこ

とになり、昨今の物価上昇は食料品をはじめ、電

気、ガス料金の値上げが続く中では、市民の理解

は得られません。市民の暮らしの大変さを考えれ

ば水道料金改定による値上げはさらなる市民生活

に多大な影響を与えるものではないでしょうか。 

 先ほど委員長報告もありました。県内では令和

６年うるま市１市が提案をされているというふう

な状況での報告もありました。他市の状況も鑑み、

市民の生活、暮らしを支える対応を求めるもので

あり、議案第53号については反対の討論といたし

ます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（比嘉 直人） 以上で討論を終結します。 

 これより採決に入ります。初めに、議案第48号 

令和６年度うるま市水道事業会計補正予算（第１

号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

 異議がありますので、採決は電子表決システム

により行います。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了します。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 次に、議案第53号 うるま市水道事業給水条例

の一部を改正する条例を採決します。 

 採決は、電子表決システムにより行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の議

員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタンを押

してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 次に、議案第58号 うるま市市道路線の認定に

ついてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 日程第６．議案第46号 令和６年度うるま市介
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護保険特別会計補正予算（第１号）から日程第８．

議案第51号 うるま市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例までの３件を一括して議題とします。教育

福祉委員長へ委員会審査の報告を求めます。幸喜

勇教育福祉委員長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇） 皆さん、おはよ

うございます。 

 

令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

教 育 福 祉 委 員 会 

委員長 幸喜 勇 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第46号 令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第50号 
うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例 
原案可決 

議案第51号 
うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 
原案可決 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果について、御報

告いたします。 

 初めに、議案第46号 令和６年度うるま市介護

保険特別会計補正予算（第１号）について、慎重

に審査した結果、特段問題とするところなく、本

案は原案のとおり可決すべきものと決しておりま

す。 

 次に、議案第50号 うるま市母子及び父子家庭

等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

について、委員から「今回の条例改正で、養育者

も助成の対象となるが、これまで養育者へはどの

ように対応してきたのか。また、養育者から助成

に対する相談はなかったのか」との質疑があり、

当局から「これまで、養育者については、母子父

子医療の対象外となるため、それぞれの負担割合

に応じた医療費をお支払いしていただいている。

今回の条例改正で養育者も助成の対象となり、対

象者が拡充されることとなる。直近では養育者か

ら助成に対する相談を受けたことはない」との答

弁がありました。 
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 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

 次に、議案第51号 うるま市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について、委員から「国の基準の

一部が改正されたことに伴う条例の改正となって

いるが、保育士の配置基準が厳しくなることで、

どのような影響があるのか」との質疑があり、当

局から「例えば、３歳児については、20人に対し

て保育士１人で見ることも可能となっているが、

保育士２人で見た場合、15人に対して１人で見た

場合と同様の考えとなるため、保育園児１人に対

する給付単価が上がることになる」との答弁があ

りました。 

 また、委員から「附則で、経過措置として、保

育の提供に支障を及ぼすおそれがある場合、当分

の間は適用しないとあるが、市の現状はどのよう

になっているのか」との質疑があり、当局から

「保育士が確保できる施設とできない施設がある

のが現状であり、その状況によって対応が異なる

ものと考えている」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま教育福祉委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。初めに、議案第46号 

令和６年度うるま市介護保険特別会計補正予算

（第１号）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第50号 うるま市母子及び父子家庭

等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第51号 うるま市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 日程第９．議案第52号 うるま市立地企業の支

援に関する条例の一部を改正する条例から、日程

第12．議案第57号 具志川地区土地改良事業（農

業用用排水施設）の計画変更についてまでの４件

を一括して議題とします。 

 市民経済委員長へ委員会審査の報告を求めます。

兼本光治市民経済委員長。 

○市民経済委員長（兼本 光治） おはようござ

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



― 329 ― 

令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

市 民 経 済 委 員 会 

委員長 兼本 光治 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第110

条の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

議案第52号 うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 

議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 原案可決 

議案第56号 訴えの提起について（建物明渡等請求事件） 原案可決 

議案第57号 
具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更につ

いて 
原案可決 

 
  

 

 引き続き、審査の経過と結果について、御報告

申し上げます。 

 まず、議案第52号 うるま市立地企業の支援に

関する条例の一部を改正する条例について、慎重

に審査した結果、特段問題とするところなく、本

案は原案のとおり可決すべきものと決しておりま

す。 

 次に、議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域

連合規約の変更について、委員から「資格確認書

等とあるが、資格確認書以外にどのようなものを

想定しているのか」との質疑があり、当局から

「資格確認書のほか、資格情報のお知らせを交付

することとなる」との答弁がありました。 

 また、委員から「被保険者に対する資格確認書

の送付について」質疑があり、当局から「現時点

において、沖縄県後期高齢者医療広域連合から発

送するのか、市が発送するのかまだ決まっていな

い」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

 次に、議案第56号 訴えの提起について（建物

明渡等請求事件）について、委員から「明渡しの

期限について」質疑があり、当局から「本件につ

いて、明渡しの期限は明記されておらず、裁判に
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おいて市の請求が認められれば原則として判決が

出た時点で、明渡し義務が発生するものと考えて

いるが、今後、裁判の中で明渡しの時期について

話合いが行われることも想定される」との答弁が

ありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

 次に、議案第57号 具志川地区土地改良事業

（農業用用排水施設）の計画変更について、委員

から「計画変更後の工事概要について」質疑があ

り、当局から「水田かんがい施設工5.7ヘクター

ル、給水栓設置工42か所、排水路工1,653メート

ル、そのほか附帯工・防災工・擁壁工一式を整備

する内容となっている」との答弁がありました。 

 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決

すべきものと決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま市民経済委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより採決に入ります。初めに、議案第52号 

うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改

正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第55号 沖縄県後期高齢者医療広域

連合規約の変更についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり、決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議あり」と言う者あり） 

 異議がありますので、採決は電子表決システム

により行います。 

 本案は委員長報告のとおり、決定することに賛

成の議員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタ

ンを押してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 次に、議案第56号 訴えの提起について（建物

明渡等請求事件）を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第57号 具志川地区土地改良事業

（農業用用排水施設）の計画変更についてを採決

します。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決です。

本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 暫時休憩します。 

休 憩（１０時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５３分） 

○議長（比嘉 直人） 再開します。 

 日程第13．陳情第19号 「シェルター建設」及

び「建築基準法」に関する新たな法律の制定を求

める陳情を議題とします。総務委員長へ委員会審

査の報告を求めます。伊波良明総務委員長。 

○総務委員長（伊波 良明） これより総務委員

会委員長報告を行います。 
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令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

総 務 委 員 会 

委員長 伊波 良明 

 

陳 情 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第143

条第１項の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

陳情第19号 
「シェルター建設」及び「建築基準法」に関する新たな法律の

制定を求める陳情 
不採択 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果を御報告いたし

ます。 

 陳情第19号 「シェルター建設」及び「建築基

準法」に関する新たな法律の制定を求める陳情に

ついて、本陳情は国に対し、（仮称）シェルター

建設法、（仮称）シェルター建設基準法の制定を

早急に図ることを求める意見書を提出するよう求

める内容となっております。 

 本委員会では、去る第171回定例会から継続審

査とし、審査を慎重に進めてまいりました。 

 初めに、審査の参考とするため、関連する執行

部の出席を求め意見の聴取を行いました。その中

で委員から「現在の建築基準法とシェルター建設

の関連性について」質問があり、当局から「建築

基準法の観点からいうと、現行法でシェルターを

建設することは可能であると考えている。懸念点

は、採光と換気の２点だと考えるが、採光に関す

る規定においては、その他用途上やむを得ない居

室については、この限りではないという規定があ

ることから、シェルターに関しては、採光窓がな

くても建築確認はできるものと考えている。 

 次に、換気に関しては、通常の居室の場合は窓

による換気を行うが、シェルターとなると当然、

換気扇での換気が必要になってくるものと考える。

この換気に関する規定においても、換気扇による

換気は建築基準法上、容認されている。これらを

踏まえると、シェルター建設は、建築基準法の改

正等も必要とせず、現行法で建設可能である」と

の説明がありました。 

 執行部からの意見聴取を行い、その内容を踏ま

え、委員会では、「現行の建築基準法でも、シェ

ルター建設は可能であるため、現段階で陳情者が

求める新法の制定を求める意見書を提出する必要

性は低いのではないか」との意見や、「現行の建

築基準法でもシェルター建設は可能であること、

また、シェルター建設などを含めた危機管理につ

いては、国において議論が進められているものと

思慮されることから、本市議会としては、国の動

向を注視した上で、意見書の提出を検討すべきで

あり、現時点で意見書を提出することは時期尚早
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だと考える」との意見がありました。 

 慎重に審査した結果、本陳情の願意に対し、異

議があり、挙手による採決に付したところ、本陳

情は不採択とすることに決しております。 

○議長（比嘉 直人） ただいま総務委員長の報

告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより陳情第19号 「シェルター建設」及び

「建築基準法」に関する新たな法律の制定を求め

る陳情を採決します。 

 本陳情に対する委員長の報告は、不採択です。

本陳情は、委員長報告のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本陳情は不採択

とすることに決定しました。 

 日程第14．陳情第27号 訪問介護費の引き下げ

撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行う

ことを求める陳情書を議題とします。教育福祉委

員長へ委員会審査の報告を求めます。幸喜勇教育

福祉委員長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇）  

 

 

令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

教 育 福 祉 委 員 会 

委員長 幸喜 勇 

 

陳 情 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、うるま市議会会議規則第143

条第１項の規定により報告します。 

 

記 

 

事件の番号 件 名 審査結果 

陳情第27号 
訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早

急に行うことを求める陳情書 
採  択 

 
  

 

 続きまして、審査の経過と結果について、御報

告いたします。 

 陳情第27号 訪問介護費の引き下げ撤回と、介

護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求め

る陳情書について、本陳情については、参考のた

めに関連する当局の出席を求め、審査を行いまし

た。 

 当局から「第９期介護保険事業計画において、

介護報酬等の改定が行われており、訪問介護の基

本報酬が引き下げられたことで、訪問介護事業所
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の休廃止などにより、訪問介護を必要とする方が

サービスを受けられなくなることを懸念し、再改

定を求める陳情であると理解している。うるま市

の現状としては、令和３年から令和５年度の第８

期計画期間中における訪問介護事業所の数につい

ては、年度において多少の増減はあったものの、

同じくらいの数で推移しており、現在、33の事業

所が市内にある。令和６年度から第９期計画がス

タートしたが、改定後の動きについては、これか

ら状況を注視していきたいと考えている」との説

明がありました。 

 説明を受け、委員から「陳情の中にある集合住

宅併設型と小規模事業所のように戸別訪問を行う

事業所について、割合はどうなっているのか」と

の質問があり、当局から「市内にある33件の訪問

介護事業所のうち、有料老人ホームやサービス付

き高齢者住宅を運営する事業所が、訪問介護事業

を運営している所は、市が把握しているところで

14か所となっている。戸別、併設によって事業に

影響があるかは判断できないが、報酬改定によっ

て幾らかの影響が出てくるのではないかと考えて

いる」との説明がありました。 

 また、委員から「市内において介護事業所が倒

産した事例があるのか」との質問があり、当局か

ら「倒産ではなく、訪問事業を取りやめた事業所

があり、人材不足や経営難が理由であるとのこと

であった」との説明がありました。 

 委員から「介護報酬改定によって、市に影響が

あると考えるか」との質問があり、当局から「報

酬改定による影響で訪問事業を行う事業所が少な

くなると、自宅でサービスを受ける方に影響が出

る可能性はあると感じる。市としても、訪問介護

事業所がなくなれば、住み慣れた家で暮らすこと

ができず、また親を介護施設に入所させざるを得

ないなど、在宅で高齢者等を介護している方に

とっては、切実な問題であると認識している。必

要な介護が受けられなくなることについては、大

きな問題になるのではないかと懸念している」と

の説明がありました。 

 当局からの説明を受け、委員からは「他産業で

は賃上げが行われている中、介護報酬が引き下げ

られると、介護職の成り手がいなくなる。実際に

人材不足により、訪問介護事業を廃止した事業所

も市内にあると聞いている。処遇改善を行い、介

護職からの離職や人出不足を解消する必要性を感

じる」との意見、また「２市２町が合併し、市域

も広い。今後、高齢者が増えることが予想される

中、訪問介護事業を廃止する事業所が増えること

で、自宅での介護ができなくなり、市民に影響を

与える可能性があるため、本陳情を採択し、国に

対して意見書を提出したほうがよい」との意見が

ありました。 

 慎重に審査した結果、本陳情については、陳情

者の願意を了とし、採択とすることに決しており

ます。 

○議長（比嘉 直人） ただいま教育福祉委員長

の報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

ただいまのところ質疑の通告がありません。質疑

なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の申出がありません。討論なしと認め、討論を

終結します。 

 これより陳情第27号 訪問介護費の引き下げ撤

回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うこ

とを求める陳情書を採決します。 

 本陳情に対する委員長の報告は、採択です。本

陳情は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本陳情は採択と

することに決定しました。 

 日程第15．発議第４号 訪問介護費の引き下げ

撤回と介護報酬引き上げの再改定を求める意見書

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。幸喜勇教育福祉委員

長。 

○教育福祉委員長（幸喜 勇）  
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 以上、議員各位の御賛同のほうをよろしくお願

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 以上で提出者の説明は終

わりました。 

 お諮りします。ただいま議題となっております

案件については、質疑、委員会付託及び討論を省

略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付

託及び討論を省略し、直ちに採決に入ることに決

定しました。 

 これより採決に入ります。採決は、電子表決シ

ステムにより行います。 

 発議第４号 訪問介護費の引き下げ撤回と介護

報酬引き上げの再改定を求める意見書に賛成の議

員は賛成ボタンを、反対の議員は反対ボタンを押

してください。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成全員） 

 賛成全員です。よって、本案は可決されました。 

 なお、宛先につきましては、衆議院議長、参議

院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

へ送付することといたします。 

 日程第16．発議第５号 学校給食費無償化を求

める意見書を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。幸喜勇議員。 

○１１番 幸喜 勇議員  
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発
議
第
５
号
 

 

学
校
給
食
費
無
償
化
を
求
め
る
意
見
書
 

 

令
和
６
年
６
月
28
日
 

  う
る
ま
市
議
会
議
長
 
比
嘉
 
直
人
 
様
 

   
上
記
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
う
る
ま
市
議
会
会
議
規
則
第
14
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま

す
。
 

  

提
出
者
 
う
る
ま
市
議
会
議
員
 
幸
 
喜
 
 
 
勇
 

賛
成
者
 
う
る
ま
市
議
会
議
員
 
藏
 
根
 
 
 
武
 

糸
 
数
 
昌
 
宗
 

神
 
田
 
洋
 
一
 

   提
案
理
由
 

 
沖
縄
県
知
事
が
公
表
し
た
中
学
生
を
限
定
と
し
た
学
校
給
食
費
へ
の
半
額
補
助
は
、
子
育
て
世
代

に
と
っ
て
支
援
の
格
差
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
す
べ
て
の
子
供
に
等
し
く
支
援
が
行
き
渡
る
制
度
と

な
る
よ
う
、
学
校
給
食
費
無
償
化
の
早
期
実
現
を
強
く
要
請
す
る
た
め
提
案
す
る
。
 

 
学
校
給
食
費
無
償
化
を
求
め
る
意
見
書
 

  
学
校
給
食
の
経
費
負
担
に
つ
い
て
は
、
実
施
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
や
そ
の
運
営
に
要
す
る
経

費
は
、
設
置
者
の
負
担
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
経
費
は
保
護
者
の
負
担
と
な
っ

て
い
る
。
 

 
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
の
長
期
化
、
円
安
等
に
よ

る
相
次
ぐ
物
価
高
騰
が
家
計
を
直
撃
し
て
い
る
。
経
済
状
況
の
悪
化
及
び
物
価
高
騰
は
、
子
育
て
家

庭
（
世
帯
）
に
対
し
、
経
済
面
の
み
な
ら
ず
教
育
面
に
お
い
て
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
 

 
こ
の
状
況
に
鑑
み
、
う
る
ま
市
に
お
い
て
は
、
令
和
４
年
度
と
令
和
５
年
度
に
学
校
給
食
食
材
支

援
事
業
と
し
て
高
騰
し
た
給
食
食
材
費
を
補
助
す
る
こ
と
で
、
給
食
費
の
値
上
げ
を
行
わ
ず
、
子
育

て
家
庭
（
世
帯
）
へ
の
支
援
を
実
施
し
た
が
、
恒
久
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
く
に
は
財
政
的
負
担

が
大
き
く
、
財
源
の
確
保
に
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
そ
の
よ
う
な
中
、
玉
城
知
事
の
掲
げ
る
「
学
校
給
食
費
無
償
化
」
の
公
約
は
、
ま
さ
に
子
育
て
家

庭
（
世
帯
）
の
切
実
な
願
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
う
る
ま
市
議
会
は
令
和
５
年
３
月
17
日
、『

学
校
給

食
費
無
償
化
の
早
期
実
現
を
求
め
る
意
見
書
』
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、「

国
に
よ
る
全
国
一
律
無
償

化
が
実
現
す
る
ま
で
の
間
、
沖
縄
県
の
制
度
と
し
て
、
県
内
市
町
村
一
律
無
償
化
を
早
期
に
実
現
す

る
こ
と
」「

地
域
間
格
差
が
生
じ
る
事
が
な
い
よ
う
に
、
学
校
給
食
費
の
全
国
一
律
無
償
化
の
実
現
を

国
会
及
び
政
府
に
強
く
要
請
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
知
事
に
要
請
を
行
っ
た
。
 

 
し
か
し
な
が
ら
、
玉
城
知
事
は
令
和
６
年
６
月
13
日
、
令
和
７
年
度
か
ら
実
施
予
定
の
中
学
生
給

食
費
を
全
41
市
町
村
に
一
律
の
半
額
補
助
を
行
う
考
え
を
明
ら
か
に
し
、
小
学
生
を
も
つ
子
育
て
家

庭
（
世
帯
）
に
と
っ
て
は
支
援
の
格
差
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
 

 
よ
っ
て
、
子
育
て
支
援
に
地
域
間
格
差
が
生
じ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
子
供
に
等
し
く
支
援
が

行
き
渡
る
制
度
と
な
る
よ
う
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
早
期
に
実
現
す
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。
 

 

記
 

 １
．
中
学
生
給
食
費
の
補
助
だ
け
で
は
な
く
、
小
学
生
給
食
費
の
補
助
ま
で
拡
充
す
る
こ
と
。
 

２
．
全
41
市
町
村
に
一
律
の
全
額
補
助
で
学
校
給
食
費
無
償
化
を
実
現
す
る
こ
と
。
 

  
以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。
 

  
 
令
和
６
年
６
月
28
日
 

沖
縄
県
う
る
ま
市
議
会
 

 あ
て
先
 

 
沖
縄
県
知
事
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 以上、議員各位の御賛同のほうをよろしくお願

いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 以上で提出者の説明は終

わりました。 

 お諮りします。ただいま議題となっております

案件については、質疑、委員会付託を省略したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付

託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。討論の申出がありま

すので、初めに、原案に反対の討論を許します。

伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 皆さん、こんにちは。

発議第５号 学校給食費無償化を求める意見書に

反対する立場から討論を行います。 

 初めに、私たちは国の責任で全国の全ての児

童・生徒に対する一日も早い学校給食費の無償化

を強く求めるものです。憲法は第26条で、教育基

本法は第４条で、学校教育法が第６条でそれぞれ

義務教育の無償化を定めています。 

 学校給食法第２条に定める学校給食の目標達成

に向け、学校では給食を通じ食育が行われてきま

した。学校給食は生きた教材、食の教科書として

教育活動の一環として位置付けられており、教科

とともに学校教育の大きな柱となっております。

食に関する指導を効果的に進めるために、重要な

教材である学校給食の食材費についても、義務教

育段階においては教材費と同様に無償にすること

が強く求められています。 

 沖縄県の玉城デニー知事は2024年５月24日、学

校給食の無償化に向けた支援事業を2025年度から

開始すると発表いたしました。県は学校給食の完

全無償化には60億円が必要だと試算をしています。 

 ただ、継続的及び恒久的な財源が必要となる給

食費無償化は、市町村や都道府県任せでは地域差

が生じてしまうことは明らかではないでしょうか。

教育の機会均等の観点から国として全額公費負担

とし学校給食の完全無償化を実現すべきでありま

す。よって、発議第５号について反対するもので

す。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（比嘉 直人） 次に、原案に賛成の討論

を許します。國場正剛議員。 

○２４番 國場 正剛議員 皆さん、こんにちは。

発議第５号 学校給食費無償化を求める意見書に、

賛成の立場から討論を行います。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響やウク

ライナ情勢の長期化、円安等による物価高騰が家

計に大きな負担をかけています。特に子育て世帯

においては、教育費用の増加が深刻な問題となっ

ております。うるま市は、令和４年度と令和５年

度に物価高騰に伴う、学校給食食材費の支援を通

じて、給食費の値上げを回避し、家計への負担を

軽減しました。これを持続可能な形で続けるため

には大きな財政支援が必要であります。玉城知事

の学校給食費無償化の公約は、子育て世帯にとっ

て切実な願いであり、うるま市議会は、これに賛

同し、全国一律の無償化が実現するまでの間、沖

縄県内での市町村一律無償化を実現することを全

会一致で可決し、令和５年３月沖縄県知事に対し

要請しました。 

 しかし、今回、県が発表した中学生のみの半額

補助提案は、小学生を含む全ての子供たちに対す

る支援の不公平を生じさせ玉城知事が常々申し上

げている公約とも取れる「誰ひとり取り残さない」

の言葉に反するものであります。 

 よって、県の責任において、全ての子供たちが

公平に給食を受けられる環境が整い、地域間の格

差をなくすことが、玉城知事公約の給食費完全無

償化の実現となり、それは未来への投資となりま

す。 

 以上、発議第５号 学校給食費無償化を求める

意見書に賛成するものであります。議員諸賢の御

賛同をお願い申し上げ、賛成討論といたします。 

○議長（比嘉 直人） 以上で討論を終結します。 

 これより採決に入ります。採決は、電子表決シ

ステムにより行います。発議第５号 学校給食費

無償化を求める意見書に賛成の議員は賛成ボタン

を、反対の議員は反対ボタンを押してください。 
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（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 なお、宛先につきましては、沖縄県知事へ送付

することといたします。 

 日程第17．発議第６号 沖縄県水道料金値上げ

に関する意見書を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。真栄城隆建設委員長。 

○建設委員長（真栄城 隆）  

 

 



  

― 339 ― 

発
議
第
６
号
 

  

令
和
６
年
６
月
28
日
 

  う
る
ま
市
議
会
議
長
 
比
嘉
 
直
人
 
様
 

  

提
出
者
 
建
設
委
員
会
 

委
員
長
 
真
栄
城
 
 
 
隆
 

  

沖
縄
県
水
道
料
金
値
上
げ
に
関
す
る
意
見
書
 

   
上
記
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
10
9条

第
６
項
及
び
う
る
ま
市
議
会
会
議
規
則
第

14
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。
 

  提
案
理
由
 

 
食
料
品
・
生
活
必
需
品
の
度
重
な
る
値
上
げ
や
、
電
気
・
ガ
ス
・
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
高
騰
な
ど
、

依
然
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
県
水
道
料
金
値
上
げ
は
、
市
民

生
活
の
み
な
ら
ず
市
内
事
業
者
の
経
済
活
動
へ
、
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
水
道
料
金
値

上
げ
を
反
対
す
る
た
め
提
案
す
る
。
 

 
沖
縄
県
水
道
料
金
値
上
げ
に
関
す
る
意
見
書
 

  
う
る
ま
市
に
お
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
長
期
に
及
ぶ
影
響
に
続
き
、
世
界

情
勢
の
影
響
に
伴
う
食
料
品
、
生
活
必
需
品
の
度
重
な
る
値
上
げ
、
ま
た
電
気
料
金
、
ガ
ス
料
金
、

ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
高
騰
な
ど
、
依
然
厳
し
い
経
済
状
況
が
続
い
て
お
り
、
多
く
の
市
民
が
苦
し
ん
で

い
る
。
そ
の
為
、
貧
困
世
帯
や
低
所
得
者
世
帯
の
他
、
子
育
て
世
帯
を
中
心
に
、
様
々
な
生
活
支
援

を
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
 

 
一
方
、
沖
縄
県
議
会
に
お
い
て
、
沖
縄
県
水
道
料
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
が
令
和

５
年
12
月
22
日
に
可
決
さ
れ
、
現
行
の
沖
縄
県
水
道
料
金
を
約
３
割
値
上
げ
す
る
こ
と
が
決
定
し
て

い
る
。
 

 
う
る
ま
市
水
道
事
業
で
は
、
県
水
道
料
金
値
上
げ
に
伴
い
、
料
金
回
収
率
が
赤
字
に
転
じ
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
な
ど
、
経
営
環
境
の
悪
化
に
よ
り
、
老
朽
施
設
の
更
新
や
維
持
管
理
業
務
へ
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
当
市
は
、
給
水
面
積
が
県
内
11
市
中
３
番
目
に
広
く
、
管
路
総
延
長
は
２
番

目
に
長
い
。
広
範
囲
の
給
水
区
域
に
安
定
的
に
配
水
す
る
た
め
、
他
事
業
体
と
比
べ
、
配
水
池
や
ポ

ン
プ
場
、
管
路
等
の
水
道
施
設
を
多
く
保
有
し
て
お
り
、
給
水
原
価
は
、
県
内
11
市
中
１
番
目
に
高

い
水
準
に
あ
る
。
 

 
ま
た
、
有
収
率
向
上
が
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
重
点
的
に
漏
水
防
止
対
策
に
取
り
組
む
こ
と

で
無
効
水
量
の
削
減
・
経
費
節
減
を
図
り
、
現
行
の
水
道
料
金
水
準
を
維
持
し
て
き
た
。
今
後
も
水

道
水
の
安
定
供
給
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、
県
水
道
料
金
値
上
げ
に
伴
い
う
る
ま
市
水
道
料
金
の
値

上
げ
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
今
般
の
県
水
道
料
金
値
上
げ
に
関
し
て
、
市
民
生
活
や
市
内
事
業
者
の
経
済
活
動
へ
の
打
撃
や
負

担
を
与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
容
認
で
き
な
い
改
定
で
あ
る
。
 

 
よ
っ
て
、
う
る
ま
市
議
会
は
、
今
回
の
県
水
道
料
金
値
上
げ
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
要
請
す

る
。
 

 

記
 

 １
．
令
和
６
年
10
月
１
日
施
行
の
沖
縄
県
水
道
料
金
値
上
げ
を
中
止
す
る
こ
と
。
 

２
．
今
後
の
料
金
改
定
の
際
は
、
受
水
事
業
体
ご
と
の
状
況
を
鑑
み
、
検
討
す
る
こ
と
。
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 以上、議員各位の御賛同方よろしくお願いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 以上で提出者の説明は終

わりました。 

 お諮りします。ただいま議題となっております

案件については、質疑、委員会付託を省略したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付

託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。討論の申出がありま

すので、初めに、原案に反対の討論を許します。

伊盛サチ子議員。 

○４番 伊盛 サチ子議員 皆さん、こんにちは。

発議第６号 沖縄県水道料金値上げに関する意見

書に反対の討論を行います。 

 沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例

に伴い、議案第53号の条例は可決されました。意

見書は令和６年10月１日からの沖縄県水道料金値

上げを中止することを要請するものとなっていま

す。沖縄県企業局は1993年の料金改定以降、経営

の合理化、経費削減などに取り組み、約30年間に

わたって料金を据え置いてきましたが、昨年から

の物価高騰、原油、電気代、さらに施設更新、コ

ストの増加による経営悪化等と併せ、また新たに

別の要因として有機フッ素化合物のＰＦＡＳ対策

の汚染対策に係る費用負担も加わり、企業局の試

算で今後年間最大10億円が見込まれるということ

であります。さらに沖縄振興予算、ハード交付金

が2023年は132億900万円の要望額に対し、42億

1,200万円で配分率は31.9％、交付金減による料

金改定にも影響を与えていることが推測されます。

長引く物価高騰だけではなく、新たな米軍由来の

ＰＦＡＳ対策やハード交付金の大幅な減額は本来

国が責任を持って対応しなければならない問題も

要因となっているのではないでしょうか。今後の

水道事業を持続可能にするためには、料金改定の

みならず老朽化した施設の更新や耐震化などのイ

ンフラ整備に要する多額な費用に対し、財源確保

に向けた国への要求を強化すべきであります。

よって、発議第６号については反対の討論といた

します。議員各位の皆さんの御賛同をよろしくお

願いいたします。 

○議長（比嘉 直人） 次に、原案に賛成の討論

を許します。神田洋一議員。 

○８番 神田 洋一議員 こんにちは。発議第６

号に賛成の立場から討論を述べます。 

 沖縄県内の各市町村が県企業局から購入する水

道料金、いわゆる受水費を沖縄県は令和６年10月

１日より段階的に値上げを行い、最終的には３割

以上もの値上げが予定されております。議員各位

御承知のとおり、長引く物価高騰の中、市民・県

民は生活に危機感を覚え、節約を心がけている状

況であり、そのような中、うるま市においては、

困窮世帯や子育て世帯を中心に様々な支援を行っ

ております。 

 また、市内事業者は、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を切り抜け、経営の立て直しを図る

とともに、働き方改革や全従業員の賃金水準を引

き上げる、いわゆるベースアップに取り組んでお

り、経営環境は非常に厳しい状況であります。 

 一方、うるま市の水道事業は、広範囲の給水区

域に安定的に配水するため、配水池やポンプ場、

管路など、水道施設を他の市町村と比べても多数

保有しており、給水原価は、県内11市町村中１番

高い水準にあります。沖縄県が10月から水道料金

値上げを実施すると、本市の水道事業は赤字経営

に陥り、将来にわたり安全な水道水の安定供給が

困難となります。 

 それらを踏まえ、今定例会に提出された議案第

53号 うるま市水道事業給水条例の一部を改正す

る条例は、水道事業の健全経営を継続するために、

建設委員会において全会一致にて可決されました。

水道水の安定供給を継続するためには、沖縄県の

水道料金値上げと同時に、本市も値上げせざるを

得ないことは議員各位も御承知のところです。 

 以上のことから、本年10月１日からの沖縄県の

水道料金値上げに断固反対するものであります。 

 また、市町村ごとに水道事業の経営環境が異な

ることから、今後は一律ではなく、各市町村の状
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況に配慮し、料金の改定を検討することを強く要

請します。よって、発議第６号に賛成するもので

あります。議員諸賢の御賛同をよろしくお願いい

たします。 

○議長（比嘉 直人） 以上で討論を終結します。 

 これより採決に入ります。採決は、電子表決シ

ステムにより行います。発議第６号 沖縄県水道

料金値上げに関する意見書に賛成の議員は賛成ボ

タンを、反対の議員は反対ボタンを押してくださ

い。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成多数） 

 賛成多数です。よって、本案は可決されました。 

 なお、宛先につきましては、沖縄県知事、沖縄

県企業局長へ送付することといたします。 

 日程第18．発議第７号 国による学校給食費無

償化を求める意見書を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。仲程孝議員。 

○１７番 仲程 孝議員 皆さん、こんにちは。

発議第７号について、読み上げて提案させていた

だきます。 
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 以上、議員各位の御賛同をよろしくお願いいた

します。 

○議長（比嘉 直人） 以上で提出者の説明は終

わりました。 

 お諮りします。ただいま議題となっております

案件については、質疑、委員会付託及び討論を省

略したいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑、委員会付

託及び討論を省略することに決定しました。 

 これより採決に入ります。採決は、電子表決シ

ステムにより行います。発議第７号 国による学

校給食費無償化を求める意見書に賛成の議員は賛

成ボタンを、反対の議員は反対ボタンを押してく

ださい。 

（賛成・反対ボタンにより表決） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れはありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

 ボタンの押し間違い、押し忘れなしと認めます。 

 電子表決システムの受付を終了いたします。 

（賛成少数） 

 賛成少数です。よって、本案は否決されました。 

 日程第19．閉会中の継続審査及び調査の申出に

ついてを議題とします。 

 各常任委員会の委員長、議会運営委員長及び各

特別委員会の委員長から、会議規則第111条の規

定により、お手元に配付してありますとおり閉会

中の継続審査及び調査の申出があります。 

 

 

令和６年６月28日 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

総 務 委 員 会 

委員長 伊波 良明 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１．事項 

  陳情第７号 うるま市印刷物入札制度改善に関する陳情 

  総務部、企画部、財務部、防災広報対策部、会計課、消防本部、選挙管理委員会及び監査委員の

所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 
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令和６年６月28日 

 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

建 設 委 員 会 

委員長 真栄城 隆 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１．事項 

  陳情第11号 公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情書 

  陳情第25号 里道の環境整備に関する陳情 

  都市建設部及び水道部の所管に属する事項 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 

 

令和６年６月28日 

 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

教育福祉委員会 

委員長 幸喜 勇 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 
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記 

 

１．事項 

  陳情第24号 「義務教育費国庫負担堅持及び２分の１復元」のための意見書採択を求める陳情 

  福祉部、こども未来部及び教育委員会の所管に属する事項 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 

 

令和６年６月28日 

 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

市 民 経 済 委 員 会 

委員長 兼本 光治 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１．事項 

  陳情第16号 健康保険証の存続を求める陳情 

  陳情第22号 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情 

  陳情第23号 医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（要望書） 

  陳情第26号 国保運営方針改定にあたり、物価高騰などで困窮した県民生活と医療を受ける権利

を守るためにも、保険税（料）引き下げ、減免制度拡充等国保制度改善を求める陳

情書 

  市民生活部、経済産業部、農林水産部及び農業委員会の所管に属する事項 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 
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令和６年６月28日 

 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

議 会 運 営 委 員 会 

委員長 大城 直 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１．事項 

  議会の運営に関する事項 

  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

  議長の諮問に関する事項 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 

 

令和６年６月28日 

 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

基地対策特別委員会 

委員長 國場 正剛 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１．事項 

  基地提供施設の整理、縮小、返還及び跡地利用に関すること。 
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  基地周辺における生活環境及び安全対策に関すること。 

  その他、基地に関すること。 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 

 

令和６年６月28日 

 

うるま市議会議長 比嘉 直人 様 

 

議会広報特別委員会 

委員長 平良 一雄 

 

閉会中の継続審査及び調査の申出について 

 

 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したので、うる

ま市議会会議規則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１．事項 

  議会の広報（ホームページ、ＳＮＳを活用した情報発信等）に関すること。 

  議会だよりの編集及び発行に関すること。 

 

２．理由 

  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 

 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり、

閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、各委員長からの

申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付す

ることに決定しました。 

 お諮りします。今定例会で議決された事件の条

項、字句、数字、その他の整理を要するものにつ

きましては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に委任されたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。よって、今定例会で議決

されました事件の条項、字句、数字、その他の整

理を要するものにつきましては、その整理を議長

に委任することに決定しました。 

 以上で、今定例会に付議された案件の審議は全

て終了しましたので、会議を閉じます。 

 これをもって令和６年６月第176回うるま市議

会定例会を閉会します。 

閉 会（１１時５０分） 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

うるま市議会 

 

議   長  比 嘉 直 人 

 

１６番議員  宮 城 一 寿 

 

１７番議員  仲 程   孝 

 

 

 




